
日 本 大 学 法 学 会

第五十巻　第一号　2013年６月

政経研究
ISSN　0287－4903

　
　
　
論
　
　
　
説

国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容

　

│
│
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
、
改
組
と
宗
慶
後
に
よ
る
支
配
の
確
立
に
よ
る
家
族
企
業
化
│
│

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度

朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
総
括

行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

　

│
│P
ublic R

elations

効
果
を
中
心
に
│
│

　
　
　
研
究
ノ
ー
ト

Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片

『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』

二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係

　
　
　
論
　
　
　
説

二
院
制
度
が
民
主
主
義
の
質
と
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

与
え
る
効
果
に
関
す
る
研
究

　

…　
簗　

場　

保　

行

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
谷
田
部　

光　

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
浦　

野　

起　

央

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
秦　
　
　

郁　

彦

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　
岩　

井　

義　

和
　

…
…
…
…
…　
倉　

島　
　
　

隆

…
…　
稲　

葉　

陽　

二

…
…
…
…
…　
小　

林　

宏　

晨

　
　　

坂　

井　

吉　

良

…
…
…
…
…　
岩　

井　

奉　

信

浅　

田　

義　

久



政
経
研
究
　
第
四
十
九
巻
第
三
号
　
目
次

高
木
勝
一
教
授
古
稀
記
念
号

経
済
と
社
会

政
経
研
究
　
第
四
十
九
巻
第
四
号
　
目
次

奥
村
大
作
教
授
古
稀
記
念
号

政
治
、
経
済
、
社
会
に
関
す
る
諸
問
題



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
）

国
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企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容

│
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
、
改
組
と
宗
慶
後
に
よ
る
支
配
の
確
立
に
よ
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家
族
企
業
化

│

簗　
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配
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フ
シ
ョ
ワ
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〇
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と
他
人
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用
│

　

⑶　
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ａ
．《
第
一
号
修
訂
協
議
》
と
非
合
弁
企
業
の
増
大　

　

ｂ
．
ダ
ノ
ン
の
失
策　

　

ｃ
．
ダ
ノ
ン
の
驚
き
、
対
立
の
開
始　

　

　
　

ｄ
．
宗
の
強
固
な
支
配　

　

ｅ
．
和
解
の
失
敗

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

前
稿
「
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
│
市
政
府
と
職
員
の
株
式
所
有
権
の
突
然
の
出
現
の
考
察
を
中
心
に
│
」
に
お
い
て

娃
哈
哈
集
団
（
ワ
ハ
ハ
）
の
所
有
権
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
中
国
民
間
企
業
独
特
の
所
有
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
政

府
株
や
従
業
員
株
の
存
在
と
ダ
ノ
ン
・
中
国
側
娃
哈
哈
集
団
間
の
法
廷
紛
争
の
結
末
、
ま
た
、
ダ
ノ
ン
の
敗
訴
と
の
関
連
に
つ
い
て
分
析

し
た

（
1
）

。
そ
の
結
果
と
し
て
改
革
開
放
期
の
過
渡
期
の
所
有
権
改
革
の
結
果
と
い
え
る
政
府
株
式
所
有
権
と
従
業
員
株
式
所
有
権
の
確
定
が
、
外

国
企
業
に
対
す
る
中
国
企
業
の
防
壁
と
し
て
浮
上
し
作
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
経
済
の
市
場
化
に
よ
り
会
社
化
さ
れ
た

企
業
が
増
大
し
多
く
の
企
業
が
上
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
親
会
社
が
国
有
企
業
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
中
国
的
特

二
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色
で
あ
る
。
ま
た
従
業
員
と
販
売
商
が
娃
哈
哈
経
営
陣
と
連
帯
し
て
ダ
ノ
ン
の
娃
哈
哈
「
非
合
弁
会
社
」（
ダ
ノ
ン
が
出
資
し
て
い
な
い
娃
哈

哈
系
子
会
社
）
買
収
に
強
行
に
反
対
し
た
こ
と
も
同
社
の
買
収
を
困
難
に
し
た
要
因
で
あ
る
。
ダ
ノ
ン
は
合
弁
会
社
の
株
式
所
有
権
の
過

半
を
所
有
し
董
事
会
を
多
数
支
配
し
て
い
な
が
ら
も
、
董
事
長
・
総
経
理
の
宗
慶
後
（
以
下
、
宗
な
い
し
宗
氏
と
略
称
）
や
中
国
側
董
事
を

は
じ
め
従
業
員
、
販
売
商
か
ら
買
収
提
案
に
強
硬
に
反
対
さ
れ
た
。
ダ
ノ
ン
の
買
収
失
敗
は
単
な
る
資
本
支
配
や
取
締
役
会
（
董
事
会
）

支
配
が
経
営
支
配
の
十
分
条
件
で
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ダ
ノ
ン
の
挫
折
は
、
外
国
企
業
に
と
っ
て
中
国

市
場
戦
略
の
視
点
か
ら
は
他
山
の
石
と
し
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

ダ
ノ
ン
が
挫
折
し
中
国
側
、
宗
が
事
実
上
勝
訴
し
た
要
因
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
娃
哈
哈
集
団
は
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
を
経

て
企
業
成
長
を
実
現
し
、
ま
た
宗
は
企
業
改
制
を
利
用
し
て
国
有
企
業
で
あ
る
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
と
宗
自
身
の
株
式
所
有
権
の
確
立
に

よ
り
支
配
権
を
確
立
し
た
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
合
弁
会
社
の
外
延
に
合
弁
会
社
数
を
上
回
る
非
合
弁
会
社
を
設
立
し
、
合
弁
会
社
同

様
に
「
娃
哈
哈
」
ブ
ラ
ン
ド
製
品
を
製
造
販
売
し
莫
大
な
収
益
を
実
現
し
た
。
い
わ
ば
「
独
立
王
国
」
を
確
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
企
業
の
所
有
権
が
国
有
企
業
を
頂
点
と
す
る
多
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
下
層
が
家
族
的
所
有
・
支
配
の
構

造
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
中
国
企
業
の
特
色
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
国
際
的
な
訴
訟
に
も
発
展
し
ダ
ノ
ン
の
挫
折
の
原
因
に
も
な
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
中
国
側
の
側
面
に
接
近
し
問

題
の
原
因
と
な
っ
た
構
造
的
特
色
と
要
因
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
は
じ
め
に
中
国
企
業
の
多
層
的
所
有
構
造
の
原
因
と
な
っ
た
「
企
業
改

正
（
改
制
）」（
企
業
法
制
度
の
改
制
の
み
な
ら
ず
個
々
の
企
業
の
改
組
が
先
進
的
な
地
域
か
ら
次
々
と
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
。
以
下
日
本
語
の
標
準
的

な
用
法
の
「
改
制
」
と
表
記
）
の
略
史
と
改
制
を
実
践
し
た
娃
哈
哈
集
団
の
改
制
前
後
の
株
式
所
有
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
宗
の

「
独
立
王
国
」
の
実
体
と
な
っ
た
非
合
弁
会
社
の
設
立
と
そ
の
所
有
と
支
配
、
そ
の
莫
大
な
利
潤
、
さ
ら
に
ダ
ノ
ン
の
失
敗
に
つ
い
て
分

三
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四
）

析
す
る
。

1
．
娃
哈
哈
集
団
企
業
改
制
と
時
代
背
景

娃
哈
哈
集
団
の
成
長
は
、
中
国
経
済
の
改
革
開
放
の
歩
み
と
ま
さ
に
帰
を
一
に
し
て
同
社
が
時
代
の
流
れ
に
棹
さ
し
成
長
し
た
面
と
と

も
に
、
創
業
者
で
あ
る
宗
氏
の
類
ま
れ
な
才
覚
、
指
導
力
、
組
織
力
な
ど
の
事
業
者
能
力
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。す

な
わ
ち
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
経
済
の
活
性
化
の
た
め
に
国
営
企
業
の
効
率
化
を
促
進
す
る
「
企
業
改
正
」（
以
下
、
改
制
と
表
記
）

が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
外
国
の
資
本
・
技
術
を
活
用
す
る
た
め
に
国
営
企
業
と
外
資
企
業
の
合
弁
が
選
択
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
開
放
政
策
が
最
も
先
行
し
た
の
が
沿
海
部
で
あ
る
が
、
娃
哈
哈
集
団
は
そ
う
し
た
開
放
政
策
と
企
業
改
制
を
最
も
先
行
し
て
実

現
し
成
功
し
た
企
業
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑴　

国
有
企
業
改
革
の
歩
み

中
国
は
も
と
も
と
計
画
経
済
の
下
で
国
や
地
方
政
府
が
経
営
す
る
「
国
営
企
業
」（
国
が
所
有
す
る
全
人
民
所
有
制
企
業
と
国
が
所
有
し
地
方

が
管
理
す
る
集
体
所
有
制
企
業
。
そ
の
後
国
営
企
業
に
か
わ
り
国
有
企
業
の
表
現
が
使
わ
れ
る
。）
を
主
要
な
経
済
単
位
と
し
て
い
た
が
、

一
九
七
八
年
に
始
ま
っ
た
改
革
開
放
経
済
に
よ
り
「
三
資
企
業
」、
す
な
わ
ち
外
国
の
資
金
を
導
入
し
た
合
弁
企
業
（
中
外
合
資
企
業
）、

外
国
か
ら
技
術
等
の
提
供
を
得
て
共
同
経
営
す
る
企
業
（
中
外
合
作
企
業
）、
そ
の
後
外
国
資
本
一
〇
〇
％
で
設
立
さ
れ
た
企
業
（
独
資
企

業
）、
以
上
の
三
形
態
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
個
人
商
店
や
手
工
業
の
個
人
経
営
企
業
や
数
人
の
出
資
に
よ
る
私
営
企
業
の

四
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五
）

設
立
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

国
有
企
業
の
経
営
で
は
経
営
者
は
職
員
（
公
務
員
）
で
あ
り
、
企
業
利
益
は
「
上
納
金
」
と
し
て
国
や
地
方
政
府
に
収
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
経
営
者
に
と
っ
て
企
業
経
営
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
鉄
飯
碗
」

（
日
本
語
の
「
親
方
日
の
丸
」
に
相
当
す
る
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
職
員
の
労
働
意
欲
も
高
く
な
い
。

他
方
、
三
資
企
業
や
個
人
経
営
企
業
、
私
営
企
業
に
対
し
て
は
法
人
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
経
営
者
に
と
っ
て
は
利
益
を
あ

げ
税
金
を
収
め
た
後
の
利
益
に
つ
い
て
は
配
当
す
る
こ
と
も
再
投
資
を
す
る
こ
と
も
自
由
に
処
分
で
き
る
。
経
営
者
の
能
力
、
才
覚
次
第

で
事
業
を
発
展
さ
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
積
極
的
な
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
企
業
が
次
第
に
中
国
経

済
の
な
か
で
活
力
を
発
揮
す
る
の
は
自
然
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
国
有
企
業
に
つ
い
て
も
非
国
有
企
業
に
習
っ
て
企
業
経
営
者
に
経
営
自
主
権
を
徐
々
に
委
譲
す
る
よ
う
に
な
る
。
利
益
に
つ
い

て
も
「
上
納
金
制
度
」
を
改
め
、
三
資
企
業
や
私
営
企
業
と
同
様
に
所
得
税
制
度
を
採
用
し
、
納
税
後
は
企
業
の
裁
量
で
利
益
分
配
も
投

資
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
国
有
企
業
で
資
金
調
達
の
た
め
に
株
式
の
発
行
が
実
験
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
九
〇
年
に

ま
ず
上
海
で
次
い
で
深
圳
で
証
券
取
引
所
が
開
設
さ
れ
、
国
有
企
業
の
資
金
を
株
式
発
行
に
よ
り
調
達
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
九
三
年
の
会
社
法
成
立
後
、
会
社
法
に
準
じ
た
国
有
企
業
の
組
織
変
更
が
進
行
す
る
。
会
社
法
に
基
づ
き
、
国
が
単
独
で
持
分

権
の
す
べ
て
を
支
配
す
る
「
国
有
独
資
公
司
（
会
社
）」、
そ
し
て
「
国
有
有
限
公
司
」、「
国
有
股
份
公
司
（
株
式
会
社
）」、「
国
有
股
份
組

合
公
司
（
株
式
組
合
制
企
業
）」
に
分
類
さ
れ
る
。
国
有
有
限
公
司
は
出
資
者
数
二
〜
五
〇
以
下
に
限
ら
れ
る
。
国
有
有
限
公
司
と
国
有
股

份
公
司
は
国
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
過
半
数
の
持
分
を
保
有
す
る
場
合
「
国
有
控
股
公
司
」、
国
の
持
分
が
過
半
数
に
届
か
な
い
場
合

五
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六
）

「
国
有
参
股
公
司
」
と
呼
ば
れ
る
。
と
も
に
会
社
の
意
思
決
定
機
関
と
し
て
株
主
総
会
と
董
事
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
国
は
出
資
比
率

に
応
じ
て
株
主
総
会
で
議
決
権
を
行
使
す
る
。

国
有
株
式
組
合
制
企
業
は
多
く
は
中
小
規
模
の
国
有
企
業
に
つ
い
て
国
が
所
有
権
を
手
放
す
改
革
政
策
の
結
果
、
生
ま
れ
た
。
従
業
員

が
企
業
の
持
分
権
者
と
し
て
参
加
し
経
営
に
も
参
加
す
る

（
2
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
企
業
経
営
に
市
場
原
理
を
導
入
す
る
方
向
で
国
有
企
業
改
革
が
推
進
さ
れ
、
経
営
者
の
自
由
裁
量
権
が
大
幅
に
拡
大

さ
れ
た
。
計
画
経
済
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
へ
の
こ
う
し
た
変
革
の
過
程
で
娃
哈
哈
も
成
長
・
発
展
し
企
業
実
体
の
変

容
を
と
げ
て
い
っ
た
。

⑵　

娃
哈
哈
集
団
の
改
制

娃
哈
哈
集
団
の
改
組
も
上
記
の
よ
う
な
改
革
開
放
政
策
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
宗
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
改
革
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
も

最
も
先
進
的
な
改
革
で
あ
っ
た
。

ａ
．
改
制
の
歩
み

す
で
に
前
稿
で
誕
生
の
歴
史
を
紹
介
し
た
。
同
じ
く
『
中
国
経
営
報
』
の
記
事
を
基
に
作
成
し
た
年
表
に
よ
り
以
下
そ
の
概
略
を
紹
介

す
る
。

＊
誕
生
か
ら
合
弁
そ
し
て
一
九
九
九
年
改
組
ま
で
の
略
史

・
一
九
八
七
年
七
月
八
日　
「
校
務
企
業
」
│
杭
州
市
上
城
区
校
務
企
業
販
売
部
（
後
に
杭
州
保
霊
児
童
栄
養
食
品
廠
と
改
称
）
│
を
登
記
。

六



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
七
）

資
本
金
一
〇
万
元
、
総
資
産
二
〇
万
元
の
国
有
企
業
で
あ
る
。
運
転
資
金
も
一
〇
万
元
の
設
備
も
上
城
区
の
教
育
局
校
務
企
業
事
務

室
か
ら
借
り
た
。
従
業
員
も
市
か
ら
配
置
さ
れ
た
。

・
一
九
九
一
年
、
国
有
の
缶
詰
工
場
を
買
収
し
正
式
に
杭
州
娃
哈
哈
集
団
公
司
が
誕
生
し
た
。
当
時
の
登
録
に
照
ら
せ
ば
娃
哈
哈
集
団

は
国
有
企
業
で
あ
り
、
所
有
主
体
も
杭
州
市
上
城
区
国
資
部
門
で
あ
り
、
国
有
独
資
公
司
で
あ
る
。

・
一
九
九
二
年
六
月
、
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
工
商
信
託
投

公
司
、
浙
江
金

（
義
）
集
団
前
身
の
桐

（
廬
県
）
王
家
蜂

（
業

営
）
部
と
連
合
し
美
食
城
を
設
立
。
浙
江
省
体
改
委
（
構
造
改
革
委
）
株
式
制
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
工
作
班
、
人
民

行
浙
江
省

支
店
の
批
准
を
経
て
、
美
食
城
は
記
名
式
普
通
株
式
を
募
集
し
設
立
さ
れ
た
株
式
制
企
業
（「
杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
」）

に
な
る

（
3
）

。

・
一
九
九
六
年
、
ダ
ノ
ン
と
合
弁
会
社
を
組
織

・
二
〇
〇
〇
年
、
改
組
に
よ
り
宗
ほ
か
株
式
所
有
権
確
定

こ
の
よ
う
に
創
業
時
の
経
営
状
況
か
ら
は
行
政
組
織
（
学
校
）
か
ら
は
未
だ
分
化
し
て
い
な
い
事
業
組
織
で
あ
っ
た
。
ま
た
い
わ
ゆ
る

承
包
制
と
い
え
る
経
営
形
態
か
ら
出
発
し
た
。
そ
し
て
保
霊
児
童
栄
養
食
品
廠
と
し
て
資
本
が
一
定
程
度
蓄
積
し
た
後
、
国
有
企
業
の
缶

詰
工
場
を
買
収
し
正
式
に
娃
哈
哈
集
団
が
誕
生
し
た
。
こ
の
時
に
正
式
に
国
有
企
業
体
と
し
て
確
立
し
た
い
え
る
。
所
有
形
態
は

一
〇
〇
％
国
有
企
業
で
あ
り
、
杭
州
市
上
城
区
国
資
局
が
単
独
株
主
で
あ
っ
た
。
な
お
宗
の
経
営
能
力
に
よ
っ
て
短
期
間
で
事
業
が
成
功

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
こ
の
時
点
で
は
宗
の
株
式
所
有
権
は
確
定
し
て
い
な
い
。
宗
の
当
時
の
身
分
は
廠
長
（
工
場
長
）
で
あ
る
。

七
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（
八
）

ｂ
．
宗
慶
後
の
ね
ら
い
│
改
制
の
主
体
的
要
因
と
し
て
の
会
社
支
配
│

改
革
開
放
政
策
の
推
進
は
娃
哈
哈
集
団
が
改
制
を
進
め
た
客
観
的
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
主
体
の
側
に
主
体
的
に
改
革

を
進
め
る
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
宗
が
改
制
を
進
め
た
要
因
を
彼
自
身
の
主
体
的
要
因
に
即
し
て
検
討
す
る
と
以
下
の
事
情
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
彼
の
ね
ら
い
は
何
で
あ
っ
た
か
が
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

娃
哈
哈
集
団
の
企
業
改
制
推
進
の
時
代
背
景
と
し
て
は
改
革
開
放
後
進
め
ら
れ
て
き
た
一
連
の
改
革
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
九
二
年
一
月
の
鄧
小
平
の
い
わ
ゆ
る
「
南
巡
講
話
」
に
よ
り
改
革
開
放
が
一
層
加
速
化
さ
れ
た
こ
と
は
追

い
風
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
一
九
八
九
年
の
「
天
安
門
事
件
」
後
、
改
革
路
線
は
後
退
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
再
び
市
場
経
済
化
推
進
、

企
業
改
制
の
積
極
推
進
へ
と
転
換
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
た
と
い
え
る
。
社
会
主
義
体
制
の
下
で
進
め
ら
れ
る
市
場
経
済
化
は
権
力
の
強
い

保
障
が
な
け
れ
ば
市
場
の
自
生
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
点
火
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
南
巡
講
話
は
企
業
改
制
を
主
体
的
に
推
進
す
る
者
を

勇
気
づ
け
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

た
だ
そ
れ
は
重
要
な
契
機
で
あ
る
が
そ
れ
を
受
け
止
め
る
内
発
的
要
因
が
主
体
の
側
に
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
企
業
改
制
と
し
て
具
体
化

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
の
内
発
的
要
因
と
は
宗
自
身
の
事
業
上
の
欲
望
で
あ
り
野
心
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
実
現
の

た
め
企
業
改
制
を
主
体
的
に
自
ら
推
進
し
た
。
そ
し
て
企
業
を
所
有
・
支
配
し
事
業
を
お
こ
な
う
「
老
板laoban

」（
オ
ー
ナ
ー
社
長
、
企

業
家
）
へ
の
道
を
加
速
化
し
た
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
同
じ
飲
料
業
界
で
い
く
つ
か
の
企
業
が
勃
興
し
急
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
彼
の
事
業
野
心
に
火
を
つ
け
る
作
用
を
し
た

と
い
え
る
。
し
か
も
複
数
の
企
業
経
営
者
が
す
で
に
老
板
と
し
て
事
業
を
急
速
に
発
展
さ
せ
て
い
た
。
何
伯
権
氏
ら
の
楽
百
氏
公
司
ほ
か

後
に
宗
の
娃
哈
哈
集
団
同
様
に
ダ
ノ
ン
と
資
本
提
携
を
お
こ
な
う
競
争
企
業
が
族
生
し
て
い
た
。
ま
た
確
か
に
娃
哈
哈
を
短
期
間
で
こ
れ

八



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
九
）

ま
で
成
長
さ
せ
た
の
は
宗
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
は
国
有
企
業
の
一
職
員
に
す
ぎ
な
い
。
娃
哈
哈
集
団
が
今
後
も
市
政
府
単
独
所

有
の
国
有
企
業
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
宗
は
国
有
企
業
の
一
職
員
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
宗
が
老
板
に
な
る
た
め
に
は
娃
哈
哈
集
団
が

株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
彼
が
株
式
を
取
得
し
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
既
述
の
よ
う
に
国
有
企
業
か
ら
会
社
形
態
の
娃
哈
哈
集
団
へ
の
改
組
が
成
功
す
る
。
す
な
わ
ち
一
九
九
二
年
国
有
有
限
股
份
公
司

（
有
限
株
式
会
社
）
の
娃
哈
哈
美
食
城
と
し
て
再
組
織
さ
れ
た
。
前
述
し
た
企
業
形
態
分
類
に
基
づ
け
ば
国
有
株
式
組
合
制
企
業
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
娃
哈
哈
美
食
城
の
発
足
の
意
義
は
株
式
の
多
元
化
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
公
募
発

行
が
お
こ
な
わ
れ
約
一
億
元
の
払
込
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
た
だ
当
時
の
出
資
者
で
あ
る
内
部
職
員
と
そ
の
他
の
出
資
比
率
が
不
明
で
あ
り
、

宗
の
株
式
所
有
権
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
計
画
し
て
い
た
上
場
は
失
敗
し
た
。

ｃ
．
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
と
急
成
長

上
場
に
よ
る
事
業
資
金
の
調
達
に
失
敗
し
た
宗
に
と
っ
て
は
自
身
の
事
業
野
心
を
実
現
す
る
た
め
に
は
外
資
を
導
入
す
る
こ
と
が
有
効

な
戦
略
で
あ
っ
た
。
一
方
中
国
市
場
に
橋
頭
保
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
中
国
企
業
と
合
弁
を
組
織
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
宗
に
と
っ
て
外
資
導
入
は
資
金
と
技
術
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
戦
略
で
あ
り
、
ま
た
外
資
を
受
け
入
れ
る
と
合
弁
会
社

は
税
金
面
で
各
種
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
低
コ
ス
ト
で
企
業
成
長
を
実
現
す
る
た
め
に
も
外
資
が
必
要
で
あ
っ
た
。

以
下
の
よ
う
に
娃
哈
哈
集
団
の
発
展
を
段
階
区
分
す
る
と
、
創
業
以
降
の
一
〇
数
年
の
前
半
は
市
場
へ
の
参
入
と
ブ
ラ
ン
ド
確
立
期
と

す
れ
ば
一
九
九
六
年
以
降
の
発
展
は
一
地
方
企
業
か
ら
全
国
企
業
へ
の
発
展
と
い
え
る
。
ま
た
以
下
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

す
な
わ
ち
一
九
九
二
年
の
改
組
の
第
一
段
階
時
点
で
は
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
の
一
地
方
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
六
年
の
ダ
ノ
ン
と

九
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（
一
〇
）

の
合
弁
を
契
機
に
事
業
が
全
国
市
場
へ
展
開
・
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
創
業
以
降
の
発
展
段
階

・
前
半
一
九
八
七
年
│
一
九
九
五
年　

　

飲
料
市
場
参
入
・
ブ
ラ
ン
ド
確
立
期

（
一
九
九
二
年　

　

美
食
城
組
織　

一
地
方
飲
料
企
業
）

・
後
半
一
九
九
六
年
以
降　

　

ダ
ノ
ン
と
合
弁　

全
国
市
場
へ
展
開
・
発
展

ま
た
企
業
改
制
、
合
弁
を
組
織
し
た
一
九
九
六
年
を
挟
ん
だ
一
七
年
間
の
売
上
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
九
六
年
以
降
の
急

成
長
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る

（
4
）

。（
億
単
位
で
四
捨
五
入
）

＊
娃
哈
哈
（
含
・
合
弁
前
の
娃
哈
哈
集
団
）
の
売
上

一
九
九
〇
（
年
、
以
下
略
）　

一
億
（
元
、
以
下
略
）、
一
九
九
二　

四
億
、
一
九
九
三　

六
億
、
一
九
九
五　

一
一
億
、
一
九
九
七　

二
九
億
、
一
九
九
九　

五
四
億
、
二
〇
〇
一　

七
六
億
、
二
〇
〇
三　

一
〇
二
億
、
二
〇
〇
五　

一
四
一
億
、
二
〇
〇
七　

二
五
八
億
、

二
〇
〇
九　

四
三
二
億
、
二
〇
一
一　

六
七
八
億

一
〇



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
一
）

⑶　

娃
哈
哈
集
団
の
国
有
企
業
か
ら
の
変
身
と
成
長
、
組
織
変
更

ａ
．
改
組

娃
哈
哈
集
団
は
ダ
ノ
ン
と
合
弁
会
社
設
立
の
四
年
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
組
織
変
更
を
開
始
、
そ
れ
は
二
度
お
こ
な
わ
れ
た
。
以
下
出
典

は
主
に
同
じ
く
『
中
国
経
営
報
』
の
詳
細
な
記
事
を
参
考
す
る
ほ
か
、
適
宜
他
の
文
献
を
参
照
し
た
。

す
な
わ
ち
杭
州
市
上
城
区
国
資
局
は
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
一
年
、
娃
哈
哈
集
団
の
一
〇
〇
％
株
式
を
二
回
に
わ
た
り
譲
渡
し
た
。
第

一
回
は
、
株
式
の
四
九
％
を
宗
と
従
業
員
（
三
八
人
の
幹
部
と
従
業
員
持
株
会
）
に
、
第
二
回
は
五
％
を
従
業
員
と

校
根
等
に
譲
渡

（
5
）

。

こ
の
過
程
で
宗
は
個
人
出
資
六
四
一
九
・
五
万
元
の
現
金
で
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
の
二
九
・
四
％
を
取
得
し
、
従
業
員
は
一
億
元
ほ
ど
の

出
資
で
一
九
・
六
％
を
所
有
。
娃
哈
哈
集
団
公
司
は
娃
哈
哈
集
団
株
式
会
社
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
杜
健
英
等
三
五
人
の
最
高
幹
部
・
労

組
成
員
が
各
自
所
持
の
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
を
従
業
員
持
株
会
に
譲
渡
。
そ
の
結
果
二
〇
〇
一
年
五
月
一
四
日
現
在
、
娃
哈
哈
集
団
の
株

式
所
有
状
況
は
上
城
区
国
資
局
の
娃
哈
哈
集
団
持
株
が
四
六
％
、
宗
の
持
株
が
二
九
・
四
％
、
従
業
員
持
株
会
二
一
・
三
八
％
、

校
根
等

三
六
人
が
三
・
二
二
％
所
有

（
6
）

と
な
っ
た
。

事
実
上
、
こ
の
改
正
で
宗
は
株
式
所
有
権
を
確
定
し
宗
の
娃
哈
哈
集
団
に
対
す
る
支
配
力
が
確
立
し
た
。

ｂ
．
投
資
主
体
の
変
化

ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
娃
哈
哈
集
団
が
ダ
ノ
ン
と
の
共
同
出
資
の
合
弁
の
娃
哈
哈
の
投
資
計
画
か
ら
退
出
し
、
代
わ
っ
て
宗
や

会
社
・
党
幹
部
、
労
組
、
同
幹
部
の
支
配
す
る
投
資
会
社
か
ら
の
投
資
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
娃
哈
哈
集
団
の
支
配
構
造

に
重
要
な
変
更
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
の
事
情
に
関
連
す
る
記
事
概
要
を
紹
介
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
一
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
二
）

二
〇
〇
一
年
八
月
以
前
に
は
合
弁
会
社
が
一
四
社
設
立
さ
れ
た
が
、
同
年
八
月
以
降
投
資
主
体
が
変
更
す
る
。
す
な
わ
ち
同
年
、
湖
南

長
沙
娃
哈
哈
飲
料
、

（
濰
）
坊
娃
哈
哈
飲
料
の
二
社
が
設
立
さ
れ
た
。
ダ
ノ
ン
が
五
一
％
出
資
し
た
が
、
娃
哈
哈
集
団
は
投
資
せ
ず
、

代
わ
っ
て
四
九
％
出
資
し
た
の
が
娃
哈
哈
広
盛
投
資
（
以
下
、
広
盛
と
略
称
）
で
あ
る
。

な
お
、
宗
の
ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
宛
て
の
二
〇
〇
二
年
七
月
一
二
日
の
書
簡
に
よ
れ
ば
（
書
簡
は
宗
が
娃
哈
哈
集
団
を
代
表
し
て
発
せ
ら
れ
た
も

の
と
い
え
る
）
広
盛
が
主
体
に
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
な
お
宗
の
職
位
は
娃
哈
哈
集
団
公
司
董
事
長
兼
総
経
理
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
理
由
は
、

：「
娃
哈
哈
集
団
の
規
定
す
る
投
資
限
度
額
を
超
過
す
る
こ
と
」

：
上
記
二
社
（
湖
南
長
沙
娃
哈
哈
飲
料
、

坊
娃
哈
哈
飲
料
）
お
よ
び
将
来
ダ
ノ
ン
と
共
同
投
資
す
る
会
社
に
つ
い
て
は
、「（
宗
の
）
娃
哈

哈
広
盛
投
資
が
娃
哈
哈
集
団
に
代
わ
り
投
資
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
と
す
る

ま
た
書
簡
は
広
盛
投
資
と
ダ
ノ
ン
と
の
共
同
出
資
の
会
社
と
従
来
の
娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
出
資
の
会
社
と
の
地
位
が
同
等

な
こ
と
、
ま
た
後
者
と
同
様
に
前
者
に
一
九
九
九
年
五
月
改
訂
の
商
標
使
用
許
可
契
約
の
規
定
に
照
ら
し
〝
娃
哈
哈
〞
と
〝
非
常
〞
の
商

標
を
適
用
（
ブ
ラ
ン
ド
使
用
を
許
可
）
す
る
、
と
す
る
。（
非
常
は
コ
ー
ラ
に
類
似
す
る
新
製
品
の
ブ
ラ
ン
ド
）

こ
れ
以
降
、
広
盛
を
含
む
四
投
資
会
社
が
娃
哈
哈
集
団
と
美
食
城
の
位
置
に
と
っ
て
代
わ
る
。
同
書
簡
は
広
盛
等
を
娃
哈
哈
集
団
の
関

連
会
社
と
呼
ぶ
。
ち
な
み
に
そ
の
四
会
社
の
う
ち
、

山

（
蕭
山
順
発
）
公
司
（
以
下
順
発
と
略
称
）
の
宗
の
持
株
は
五
八
・
六
六
％
、

娃
哈
哈
集
団
労
組
三
四
・
五
三
％
、
そ
の
他
は
三
七
名
の
個
人
株
主
と
娃
哈
哈
集
団
共
産
党
委
員
会
書
記
杜
健
英
の
個
人
持
株
で
あ
る
。

ま
た
広
盛
投
資
は
宗
が
六
〇
％
、
娃
哈
哈
集
団
労
組
が
四
〇
％
所
有
す
る
。
ま
た
他
の
二
社
の
娃
哈
哈
集
団
労
組
の
所
有
持
株
は
自
然
人

一
二



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
三
）

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち

安
永
盛
（
会
社
名
）
の
持
株
は
上
述
の
娃
哈
哈
集
団
幹
部
の
杜
健
英
以
下
の
四
人
が
所
有
、
う
ち

杜
が
六
二
・
二
％
所
有
。
ま
た
広
元
金
進
（
会
社
名
）
の
持
ち
株
は
宗
が
六
〇
％
、
杜
が
四
〇
％
所
有

（
7
）

。

以
上
の
よ
う
に
四
社
中
三
社
は
宗
が
支
配
株
主
で
あ
る
。
な
お
杜
は
党
書
記
で
あ
る
が
創
業
ま
も
な
く
入
社
し
た
宗
に
つ
ぐ
最
高
経
営

幹
部
で
も
あ
る
。

ｃ
．
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
投
資
の
増
大

同
時
に
こ
の
四
社
は
非
合
弁
企
業
へ
の
投
資
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
重
要
な
変
化
は
投
資
過
程
に
お
い
て
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
が
登
場
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
四
社
は
数
十
社
に
上
る
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
と
連
携
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
一
二
月
の
最
新
の
数

字
で
は
現
在
、
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
グ
ル
ー
プ
の
意
味
で
）
は
四
〇
社
余
り
の
非
合
弁
会
社
を
所
有
す
る
。
そ
の
う
ち
非
合
弁
二
六
社
に
オ
フ

シ
ョ
ワ
会
社
の
一
〇
社
が
直
接
投
資
し
て
い
る

（
8
）

。

な
お
『
中
国
経
営
報
』
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
一
年
よ
り
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
現
在
ま
で
の
間
、
娃
哈
哈
集
団
の
一
九
子
会
社
中
、
娃

哈
哈
集
団
が
投
資
し
た
子
会
社
は
次
の
二
社
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
子
会
社
は
等
し
く
広
盛
と
順
発
に
よ
り
投
資
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
二
〇
〇
二
年
娃
哈
哈
集
団
が
設
立
し
た
合
弁
子
会
社
の
う
ち
、
南
昌
娃
哈
哈
飲
料
と
白
山
娃
哈
哈
飲
料
に
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

た
だ
こ
れ
が
合
弁
の
子
会
社
に
対
す
る
杭
州
娃
哈
哈
集
団
の
最
後
の
投
資
で
あ
っ
た

（
9
）

。

こ
の
よ
う
に
娃
哈
哈
集
団
か
ら
合
弁
会
社
へ
の
投
資
が
な
く
な
る
代
わ
り
に
宗
の
非
合
弁
会
社
の
増
大
と
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
増
加
が

並
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
増
加
す
る
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
、
非
合
弁
会
社
と
国
有
企
業
で
あ
っ
た
娃
哈
哈
集
団
の
間
に
い
か
な
る
所
有

支
配
関
係
も
存
在
し
な
い
。
宗
の
支
配
す
る
前
者
が
後
者
の
国
有
企
業
の
娃
哈
哈
集
団
に
と
っ
て
代
わ
り
そ
の
実
体
と
な
っ
て
い
っ
た
の

一
三
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（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
）

で
あ
る
。

2
．
非
合
弁
会
社
の
存
在
と
そ
の
所
有
・
支
配
│
娃
哈
哈
の
家
族
企
業
化
│

娃
哈
哈
集
団
が
宗
の
支
配
す
る
企
業
に
変
質
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
で
は
な
い
宗
の
非
合
弁
子
会
社
が
続
々
と
設

立
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
の
飲
料
が
非
合
弁
会
社
で
生
産
さ
れ
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

は
じ
め
ダ
ノ
ン
は
非
合
弁
会
社
を
黙
認
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
契
約
上
も
認
知
す
る
。
し
か
し
非
合
弁
会
社
が
対
立
の
火
種
に
な
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
非
合
弁
の
子
会
社
の
発
展
が
二
年
の
間
に
異
常
な
ほ
ど
発
展
し
、
ダ
ノ
ン
に
警
戒
感
を
も
た
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
、
非
合
弁
子
会
社
の
総
資
産
約
五
六
億
人
民
元
、
利
潤
が
一
〇
・
四
億
元
に
達
し
た
の
で
あ
る

（
10
）

。

以
下
、
非
合
弁
会
社
の
所
有
・
支
配
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
同
じ
く
『
中
国
経
営
報
』
の
調
査
記
事
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

所
有
と
支
配

非
合
弁
の
三
五
社
の
う
ち
、
オ
フ
シ
ョ
ア
の
会
社
、
つ
ま
り
海
外
に
登
記
さ
れ
た
会
社
が
二
六
社
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
法
人
代
表
が
宗

の
娘
・
宗
馥
莉
の
会
社
が
九
社
、
ま
た
オ
フ
シ
ョ
ア
会
社
で
絶
対
支
配
の
一
〇
社
中
、
同
じ
く
馥
莉
の
桓

貿
易
公
司
が
支
配
す
る
の
が

八
社
。
三
五
社
中
、
宗
お
よ
び
妻
の
施
幼
珍
、
娘
の
宗
馥
莉
等
の
事
実
上
、
家
族
の
支
配
す
る
の
が
二
九
社
で
あ
る

（
11
）

。

な
お
紹
介
さ
れ
て
い
る
詳
細
を
見
る
と
上
記
三
五
社
中
の
二
六
社
は
英
領
バ
ー
ジ
ン
諸
島
の
小
島
上
の
法
人
で
あ
る
。
過
去
数
年
の
間

に
オ
フ
シ
ョ
ア
の
一
〇
社
が
中
国
で
投
資
し
た
非
合
弁
企
業
の
発
展
が
迅
速
で
莫
大
な
利
益
を
生
ん
で
い
る
。
ま
た
宗
の
財
産
形
成
上
も
、

最
も
意
味
の
あ
る
存
在
で
あ
る

（
12
）

。

一
四



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
五
）

ち
な
み
に
宗
と
ダ
ノ
ン
の
対
立
が
激
化
す
る
直
前
の
二
〇
〇
六
年
、
宗
の
設
立
し
た
一
一
社
中
一
〇
社
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
会
社
が
株
式

を
支
配
す
る
。
ま
た
そ
の
う
ち
娘
の
宗
馥
莉
が
支
配
す
る
桓

貿
易
が
六
社
を
支
配
し
、
四
社
も
別
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
法
人
が
六
〇
％
以

上
の
株
式
を
支
配
し
て
い
る

（
13
）

。

も
と
よ
り
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
バ
ー
ジ
ン
諸
島
に
登
記
す
る
理
由
の
一
つ
は
バ
ー
ジ
ン
諸
島
の
税
制
を
利
用
し
て
合
理
的
に
税
回
避
す
る
た

め
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
法
人
代
表
は
株
主
で
あ
る
必
要
が
な
い
（
中
国
内
は
株
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
か
ら
、
株
式

所
有
構
成
等
の
重
要
事
項
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
匿
名
性
と
不
正
登
記
│
オ
フ
シ
ョ
ワ
一
〇
社
の
事
例
と
他
人
名
義
の
不
正
利
用
│

宗
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
税
制
上
の
利
点
と
株
式
所
有
の
匿
名
性
を
十
二
分
に
利
用
し
て
娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
を
組
織
し
、
ま
た
蓄
財
に

邁
進
し
た
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
特
に
会
社
設
立
に
お
い
て
代
表
者
が
株
主
で
あ
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
真
の
所
有

者
が
他
人
の
名
を
代
表
者
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
非
合
弁
子
会
社
の
株
式
支
配
構
造
は
不
透
明
複

雑
で
あ
る
が
、
た
だ
法
定
の
代
表
者
が
確
認
で
き
れ
ば
実
質
的
な
所
有
権
者
の
確
定
も
不
可
能
で
は
な
い
。『
中
国
経
営
報
』
記
者
は

三
五
の
非
合
弁
会
社
に
登
場
す
る
共
同
所
有
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
一
〇
社
を
調
べ
以
下
明
ら
か
に
し
た
。

次
の
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
一
〇
社
の
法
人
代
表
は
七
名
（
社
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
最
も
多
く
の
非
合
弁
会
社
を
支
配
す
る
の

が
宗
の
娘
、
宗
馥
莉
のE

ver M
aple T

rading L
td.

（
既
述
の
桓

貿
易
有
限
公
司
）
で
あ
り
、
ち
な
み
に
二
〇
〇
三
年
成
立
の
杭
州
宏
勝

飲
料
の
九
〇
％
を
所
有
し
、
一
〇
％
を
母
・
施
幼
珍
が
所
有
し
て
い
た
。
そ
の
後
同
社
は
宿
遷
娃
哈
哈
、
桂
林
娃
哈
、
長
沙
娃
哈
哈
等
の

多
く
の
非
合
弁
企
業
の
株
式
を
支
配
す
る
。
こ
の
ほ
か
記
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
宗
慶
後
が
蘇
州
で
一
社
を
登
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
法

一
五
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（
一
六
）

人
代
表
は
米
国
公
民K

elly F
ulijing

す
な
わ
ち
宗
の
娘
の
米
国
名
で
宗
馥
莉
で
あ
る

（
14
）

。

同
じ
く
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
一
〇
社
の
法
人
代
表
の
第
二
の
登
場
人
物
は
陳
仲
華
で
あ
る
。
彼
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業H

onour B
right

（
榮
揮
投
資
）
社
の
法
人
代
表
で
あ
る
。
同
社
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
現
在
ま
で
娃
哈
哈
の
四
非
合
弁
企
業
の
株
式

を
所
有
し
た
。
た
だ
七
月
六
日
現
在
疑
惑
が
浮
上
し
た
。
ダ
ノ
ン
の
米
国
弁
護
士
が
娃
哈
哈
の
非
合
弁
三
社
の
資
料
を
陳
仲
華
本
人
に
閲

覧
を
求
め
た
時
に
、
彼
は
初
め
て
そ
の
資
料
を
見
た
こ
と
、
ま
た
初
め
て
そ
の
企
業
名
を
聞
い
た
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

陳
仲
華
が
ダ
ノ
ン
に
対
し
表
明
し
た
証
言
に
よ
れ
ば
、
偽
造
の
疑
い
の
あ
る
陳
仲
華
名
義
の
多
く
の
文
書
が
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日

と
二
〇
〇
七
年
一
月
四
日
に
署
名
さ
れ
て
い
る
。
規
定
に
照
ら
せ
ば
こ
れ
ら
の
文
書
は
本
人
も
し
く
は
授
権
さ
れ
た
関
係
者
が
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
陳
に
よ
れ
ば
他
人
に
委
託
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
陳
の
パ
ス
ポ
ー
ト
上
の
中
国
出
入
国
記
録
上
も
そ
の
両
日
は

中
国
国
内
に
不
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
こ
の
文
書
に
署
名
し
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
は
彼
の
名
前
を
盗
用
し
た
者
が
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る

（
15
）

。

陳
仲
華
は
一
九
九
五
年
に
宗
慶
後
と
面
識
後
、
二
〇
〇
五
年
に
陳
仲
華
の
名
義
で
香
港
に
共
同
で
投
資
会
社
の
中
源
国
際
投
資
公
司
を

設
立
し
た
。
目
的
は
杭
州
の
会
社
に
外
資
を
導
入
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
二
〇
〇
六
年
に
米
国
滞
在
の
陳
仲
華
は
宗
に
対
し

こ
の
会
社
の
解
消
を
要
求
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
陳
仲
華
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
榮
揮
投
資
の
名
義
が
彼
の
知
ら
な
い
う
ち
に
使
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る

（
16
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
代
表
の
地
位
に
宗
に
代
わ
り
他
人
の
名
義
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
く
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
の
第
三
の
登
場
人
物
は
香
港
人
で
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
のG

old F
actory

とG
reat B

ase

の
法
人
代
表
の
陳

達
豪
で
あ
る
。
彼
の
身
分
は
韶

（
関
）
娃
哈
哈
有
限
公
司
の
董
事
長
兼
総
経
理
で
あ
る
。
第
四
の
人
物
は
香
港
人
の
陳
振
興
で
オ
フ

一
六



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
七
）

シ
ョ
ワ
企
業B

ountiful

の
法
人
代
表
で
あ
る
。
こ
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
は
娃
哈
哈
の
非
合
弁
企
業
四
社
を
支
配
す
る
。
な
お
陳
達
豪
と

陳
振
興
は
親
族
で
あ
る
。
振
興
は
ま
た
永
豊
有
限
公
司
の
董
事
で
あ
り
、
同
社
は
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
の
香
港
総
代
理
で
あ
る
。
第
五
の
人

物
は
台
湾
人
、
劉
昭
雄
で
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業W

intel

の
経
営
責
任
者
で
あ
る
。
第
六
は
香
港
人
、
姚
志
正
で
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業

P
latinum

の
法
人
代
表
で
あ
る
。
同
社
は
二
〇
〇
一
年
二
月
に
成
立
し
多
数
の
娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
に
投
資
し
た
。
第
七
は
呉
炎
堅
、

オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業S

unw
orld

法
人
代
表
で
あ
り
、
娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
一
社
に
投
資
し
た

（
17
）

。

以
上
の
非
合
弁
会
社
で
あ
る
が
、
そ
の
会
社
株
式
を
所
有
す
る
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
の
代
表
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
の
株
主
で
あ
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
が
株
式
所
有
す
る
非
合
弁
会
社
間
が
ま
た
相
互
に
株
式
を
所
有
し
て
い
る
た
め
複
雑
な
支

配
構
造
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
オ
フ
シ
ョ
ワ
一
〇
社
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表
と
し
て
登
場
す
る
第
一
の
登
場
人
物
が
宗
の
娘
で
あ
り
、
第
二

の
人
物
の
陳
は
本
人
が
登
記
を
否
定
、
第
三
、
四
、
六
、
七
の
登
場
人
物
の
う
ち
二
者
は
宗
の
部
下
に
等
し
い
関
係
の
者
で
あ
る
。
オ
フ

シ
ョ
ワ
会
社
の
背
後
に
い
る
者
が
宗
慶
後
で
あ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
り
、
複
雑
な
支
配
構
造
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
頂
点
に

君
臨
す
る
の
は
宗
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

⑶　

利
益
の
海
外
移
転

中
国
国
内
で
は
国
内
企
業
も
外
国
資
本
の
投
資
＝
合
弁
の
形
を
と
る
こ
と
で
、
国
内
企
業
の
得
ら
れ
な
い
外
資
企
業
の
特
典
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

一
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
八
）

（
外
国
資
本
）　

非
合
弁
企
業
へ
の
投
資
⇩　

回
収
│
海
外
移
転
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
再
投
資　

　

⇩
回
収
│
海
外
移
転

の
サ
イ
ク
ル
を
つ
う
じ
て
資
産
を
海
外
に
蓄
積
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
上
述
の
よ
う
に
バ
ー
ジ
ン
諸
島
ほ
か
の
オ
フ
シ
ョ
ワ

の
会
社
制
度
の
株
主
の
匿
名
性
と
他
人
名
義
の
不
正
な
利
用
に
よ
り
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
を
つ
う
じ
る
非
合
弁
会
社
の
真
正
な
所
有
・
支
配

の
実
態
を
隠
匿
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
『
中
国
経
営
報
』
記
者
は
娃
哈
哈
の
非
合
弁
子
会
社
の
一
部
だ
が
そ
の
莫
大
の
利
益
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
紹
介
す

る
（
18
）

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
社
名

　
　

支
配
企
業

　
　

販
売
額

二
〇
〇
一
年
九
月
成
立　

　

深
圳
ワ
ハ
ハ　

　
　
　

W
intel, G

reat B
ase, S

unw
orld 65%

 

二
〇
〇
六
年　

三
・
五
億
元

二
〇
〇
三
年
六
月
成
立　

　

韶

ワ
ハ
ハ　

　
　
　

G
reat B

ase 100%
 

二
〇
〇
六
年　

二
・
五
億
元

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
成
立　

杭
州
宏
勝　

　
　
　
　

E
ver m

aple 90%
 

二
〇
〇
六
年　

約
四
億
元

二
〇
〇
四
年
成
立　

　
　
　

杭
州
ワ
ハ
ハ
食
品　

　

P
latinum

 40%
 

二
〇
〇
六
年　

約
二
億
元

前
述
の
よ
う
に
非
合
弁
企
業
の
会
社
数
、
利
潤
は
合
弁
企
業
の
そ
れ
を
上
回
る
ほ
ど
増
加
増
大
し
た
。
非
合
弁
会
社
が
合
弁
会
社
の
下

請
け
の
位
置
に
あ
る
限
り
問
題
は
少
な
い
。
従
来
、
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
会
社
の
営
業
活
動
の
経
理
処
理
は
、
娃
哈
哈
保
健
食
品
有
限
公
司

一
八



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
九
）

售
公
司
を
通
じ
て
統
一
し
て
計
算
記
録
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ダ
ノ
ン
も
営
業
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ

ダ
ノ
ン
が
把
握
で
き
な
い
非
合
弁
会
社
が
増
大
し
、
娃
哈
哈
の
ブ
ラ
ン
ド
で
製
品
を
販
売
し
合
弁
会
社
と
娃
哈
哈
保
健
食
品
有
限
公
司

售
公
司
を
通
さ
な
い
取
引
が
増
大
し
て
い
た
。
こ
れ
が
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
と
と
ら
え
ら
れ
た
。

⑷　

宗
馥
莉
の
販
売
会
社
へ
の
利
益
移
転

紛
糾
の
材
料
は
非
合
弁
会
社
と
そ
の
利
益
の
増
大
だ
け
で
は
な
い
。
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料

公
司
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

法
人
代
表
は
宗
馥
莉
で
あ
り
、
そ
の
支
配
会
社
は
（
前
述
の
宗
の
妻
と
娘
で
一
〇
〇
％
支
配
す
る
）
杭
州
宏
勝
飲
料
有
限
公
司
で
あ
る
。
同
社

は
八
〇
〇
〇
万
元
の
資
本
で
あ
る
。
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
で
あ
る
宗
馥
莉
の
既
述
のE

ver M
aple T

rading L
td.

（
桓

貿
易
有
限
公
司
）

が
九
〇
％
を
所
有
し
、
一
〇
％
を
母
・
施
幼
珍
が
所
有
し
て
い
た

（
19
）

。

そ
し
て
二
〇
〇
六
年
一
一
月
八
日
よ
り
娃
哈
哈
集
団
本
部
か
ら
全
国
の
販
売
商
に
対
し
二
通
の
契
約
（
＝
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
会
社
と
の
契

約
に
加
え
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
上
記
の
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料

公
司
と
の
契
約
）
を
指
示
す
る
文
書
が
送
ら
れ
た
。
一
つ
は

販
売
商
に
前
記
の
杭
州
娃
哈
哈
保
険
食
品
有
限
公
司

售
公
司
（
以
前
か
ら
す
べ
て
の
帳
簿
上
の
金
額
を
統
一
的
に
記
帳
し
て
き
た
娃
哈
哈
ダ
ノ

ン
の
合
弁
会
社
）
と
の
契
約
を
求
め
、
ま
た
一
つ
は
新
会
社
で
あ
る
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料

公
司
と
の
契
約
締
結
を
求
め
て
い
た

（
20
）

。

従
来
の
方
法
に
替
え
て
な
ぜ
突
然
新
た
な
方
法
を
始
め
る
の
か
販
売
商
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
新
会
社
の
名

も
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
娃
哈
哈
集
団
本
部
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文
書
で
あ
り
、
宗
は
彼
ら
に
と
っ
て
最
高
の
領
袖
で
あ
る
。

彼
の
指
示
を
疑
い
反
対
す
る
者
は
い
な
い
。
新
契
約
は
ま
も
な
く
す
べ
て
締
結
さ
れ
娃
哈
哈
集
団
本
部
に
回
収
さ
れ
た
。

ま
た
娃
哈
哈
本
部
が
各
地
域
の
市
場
の
販
売
商
に
対
し
前
記
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
の
杭
州
娃
哈
哈
保
険
食
品
有
限
公
司

售
公
司
の
ゴ
ー

一
九



政
経
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
〇
）

ル
ド
カ
ー
ド
口
座
を
利
用
す
る
（
処
理
す
る
）
ほ
か
、
上
記
の
宗
馥
莉
の
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料

公
司
に
対
し
て
も
ゴ
ー
ル
ド
カ
ー

ド
口
座
を
開
く
こ
と
を
要
求
し
た

（
21
）

。

そ
の
意
図
は
販
売
商
の
売
上
を
二
つ
の
口
座
、
す
な
わ
ち
従
来
の
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
会
社
に
対
す
る
だ
け
で
な
く
宗
馥
莉
の
杭
州
娃
哈

哈
食
品
飲
料

公
司
の
新
口
座
に
も
入
金
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
社
と
販
売
商
の
た
め
に
中
国
工
商
銀
行
に
振
替
口
座
が
開
設

さ
れ
た

（
22
）

。

さ
ら
に
販
売
商
に
対
し
発
せ
ら
れ
た
内
部
文
書
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
六
年
末
か
ら
二
〇
〇
七
年
三
月
二
一
日
ま
で
に
娃
哈
哈
と
宗
馥
莉
の

公
司
連
名
の
一
〇
六
九
の
口
座
が
続
々
設
定
さ
れ
、
こ
の
連
名
の
口
座
を
同
じ
く
使
用
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
取
引
相
手
は
一
九
六
一

口
座
に
達
し
た
。
こ
の
結
果
、
二
〇
〇
六
年
末
か
ら
三
か
月
の
間
に
娃
哈
哈
は
三
〇
億
元
を
超
え
る
販
売
収
入
を
実
現
し
そ
の
う
ち
少
な

か
ら
ず
の
資
金
が
上
記
の
宗
馥
莉
の
販
売
会
社
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
23
）

。

記
者
の
調
査
か
ら
完
全
で
は
な
い
が
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
た
宗
馥
莉
の
販
売
会
社
が
ダ
ノ
ン
の
利
益
を
侵
食
す

る
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、
娃
哈
哈
集
団
の
発
足
か
ら
多
数
の
非
合
弁
会
社
、
直
近
の
宗
の
娘
の
会
社
の
出
現
ま
で
の
変
遷
と
構
造
を
図
で
示
し
た
。

二
〇



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
一
）

杭州娃哈哈集団関連所有主体・法人の多様化多層化変遷

49％所有

改組

杭州市上城区国資局
（娃哈哈集団）

工商信託
投資

王家蜂業
経営部 職員 公募

株主

1987年誕生

1991年成立

2000年

杭州市上城区校弁企業経 部

杭州娃哈哈美食城股份有限公司 1993年改組

2005年より
急増

2006年

所有

杭州娃哈哈保険食品
有限公司 售公司

（ダノンとの合弁会社）

杭州娃哈哈食品飲料
営 公司

（宗の娘の会社）

杭州娃哈哈集団公司

所有

所有

51％所有

所有

記録計算 記録計算

宗一族

オフショワ会社

投資会社

非合弁会社

Danone Asia

杭州娃哈哈集団有限公司
国資局所有　46％
従業員所有29.4％
宗所有　　24.6％

1996年～ 合弁会社

販 売 者

消 費 者

納
品

依
託

支
払

納
品

支
払

納
品

⑸　

ダ
ノ
ン
の
挫
折

そ
も
そ
も
紛
糾
の
基
に
な
っ
た
非
合
弁
会
社
の
存
在
は
ダ
ノ
ン
も
認
知
し
て
い
た
。
非
合
弁
会
社
は
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
投
資
リ
ス
ク

を
回
避
し
利
益
を
あ
げ
る
た
め
の
安
全
弁
で
も
あ
る
。
そ
の
計
算
が
あ
っ
た
か
ら
宗
の
申
し
入
れ
を
受
け
下
記
の
契
約
を
締
結
し
た
。
し

か
し
ダ
ノ
ン
の
想
像
を
超
え
る
多
く
の
利
潤
を
非
合
弁
会
社
と
宗
が
得
て
い
る
現
実
に
驚
き
戦
略
転
換
の
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

二
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
二
）

ａ
．《
第
一
号
修
訂
協
議
》
と
非
合
弁
企
業
の
増
大

娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
の
利
益
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
ま
ず
娃
哈
哈
集
団
・
ダ
ノ
ン
双
方
が
か
つ
て
締
結
し
た
《
第
一
号
修

訂
協
議
》
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

す
な
わ
ち
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
、
ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
総
裁
に
就
任
し
た
フ
ァ
ベ
ー
ルE

m
aniel F

aber

が
非
合
弁
会
社
の
娃
哈
哈
商

標
使
用
を
承
認
す
る
契
約
を
締
結
。
ま
た
非
合
弁
会
社
か
ら
合
弁
会
社
へ
製
品
を
提
供
す
る
『
代
加
工
（
請
負
）』
協
議
が
成
立
。
こ
れ

に
よ
り
二
〇
〇
五
年
協
議
締
結
時
、
非
合
弁
会
社
は
二
七
社
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
合
法
的
な
地
位
を
獲
得
し
た
非
合
弁
会
社
は
六
九
社

に
激
増
し
た
。
同
時
に
合
弁
会
社
数
も
五
九
社
に
増
大
し
、
ダ
ノ
ン
の
収
益
も
増
大
し
た

（
24
）

。

そ
こ
で
二
〇
〇
六
年
、
非
合
弁
会
社
の
利
潤
を
知
る
た
め
非
合
弁
会
社
か
ら
合
弁
会
社
に
納
品
さ
れ
る
製
品
の
価
格
に
つ
い
て
、
フ
ァ

ベ
ー
ル
は
状
況
を
調
査
し
た
。
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
非
合
弁
会
社
数
と
利
潤
の
増
加
速
度
が
合
弁
会
社
と
も
均
衡
し

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
を
驚
か
し
た
。
フ
ァ
ベ
ー
ル
は
す
ぐ
こ
の
状
況
を
仏
本
部
に
連
絡
し
、
本
部
も
驚
愕
し
た
。
彼
ら
は
娃

哈
哈
の
業
績
に
は
一
貫
し
て
満
足
し
て
い
た
が
、
娃
哈
哈
の
非
合
弁
側
が
こ
れ
ほ
ど
利
益
を
あ
げ
る
と
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
（
25
）

。ち
な
み
に
二
〇
〇
六
年
財
務
諸
表
に
よ
れ
ば
、
合
弁
会
社
利
潤
一
〇
・
九
億
、
非
合
弁
会
社
利
潤
一
〇
・
四
億
で
あ
る
。
合
弁
会
社
の
ダ

ノ
ン
と
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
比
率
は
前
者
五
一
％
後
者
四
九
％
で
あ
る
。
ダ
ノ
ン
が
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
合
弁
会
社
利
潤
の
半
分
だ

が
、
宗
と
娃
哈
哈
集
団
が
得
る
の
は
ダ
ノ
ン
よ
り
多
い
。
非
合
弁
会
社
中
、
宗
一
族
が
約
六
〇
％
所
有
し
そ
の
他
四
〇
％
は
娃
哈
哈
集
団

従
業
員
が
所
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
非
合
弁
会
社
と
合
弁
会
社
の
利
潤
が
均
衡
の
状
況
で
は
宗
側
の
利
潤
が
ダ
ノ
ン
の
約
二
倍
に
な
る
。

二
二



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
三
）

ｂ
．
ダ
ノ
ン
の
失
策

前
掲
の
二
〇
〇
五
年
《
第
一
号
修
訂
協
議
》
に
よ
れ
ば
、
娃
哈
哈
非
合
弁
会
社
も
商
標
使
用
権
を
有
し
、
中
国
側
は
新
産
品
を
開
発
販

売
で
き
る
。
製
品
の
販
売
に
つ
い
て
契
約
は
非
合
弁
会
社
の
生
産
し
た
産
品
は
合
弁
会
社
を
経
て
販
売
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま

り
非
合
弁
企
業
が
生
産
し
て
も
合
弁
会
社
が
販
売
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
修
訂
協
議
は
代
加
工
協
議
と
も
よ
ば
れ
た
。
た
だ
ダ
ノ
ン
と
宗

は
契
約
時
に
一
つ
の
重
要
な
問
題
、
す
な
わ
ち
代
加
工
の
生
産
利
潤
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
い
な
か
っ
た

（
26
）

。

宗
は
合
弁
会
社
と
非
合
弁
会
社
の
間
の
請
負
価
格
と
利
潤
の
分
配
の
問
題
に
つ
い
て
契
約
を
詰
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
利
用
し
、
非

合
弁
会
社
に
生
産
力
と
利
潤
を
移
転
し
た
。
つ
ま
り
代
加
工
を
お
こ
な
う
非
合
弁
会
社
の
利
潤
の
多
寡
次
第
で
合
弁
会
社
の
利
潤
が
増
減

す
る
。
非
合
弁
会
社
か
ら
の
出
荷
価
格
（
＝
合
弁
会
社
の
購
入
価
格
）
が
高
け
れ
ば
合
弁
会
社
の
利
益
は
減
少
す
る
。
こ
の
算
数
に
気
が
付

か
な
い
ダ
ノ
ン
は
迂
闊
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
宗
は
ま
さ
に
こ
の
ス
キ
を
突
い
た
と
い
え
る
。
事
業
活
動
の
結
果
は
数
字
と
し
て
毎
年
の

会
計
報
告
に
反
映
、
計
上
さ
れ
ダ
ノ
ン
に
隠
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
ダ
ノ
ン
は
エ
ラ
ー
に
気
が
つ
く
の
が
遅
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ｃ
．
ダ
ノ
ン
の
驚
き
、
対
立
の
開
始

代
加
工
協
議
は
非
合
弁
会
社
が
娃
哈
哈
製
品
を
開
発
・
生
産
し
合
弁
会
社
に
販
売
で
き
る
と
定
め
る
。
合
弁
企
業
も
非
合
弁
企
業
も
宗

が
経
営
し
、
彼
が
総
経
理
で
あ
り
、
合
弁
会
社
と
非
合
弁
会
社
の
間
で
利
潤
を
ど
れ
ほ
ど
分
配
す
る
か
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
。
他
方
ダ

ノ
ン
は
非
合
弁
会
社
の
利
潤
の
大
き
さ
に
驚
き
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

確
か
に
中
国
の
代
加
工
製
造
業
の
平
均
利
潤
は
五
％
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
ダ
ノ
ン
側
が
非
合
弁
企
業
の
利
潤
の
大
き
さ
に
驚
く
の
も
無
理

と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
娃
哈
哈
集
団
管
理
層
と
総
経
理
・
宗
の
解
釈
は
同
じ
で
は
な
い
、
正
反
対
で
あ
る
。
非
合
弁
会
社
は
形
式
的

二
三
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
四
）

に
代
加
工
工
場
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
中
国
側
は
代
加
工
の
利
潤
が
低
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
な
い
。
し
か
も
合
弁
と
代
加
工

の
利
潤
が
半
分
半
分
（
五
〇
％
）
で
も
何
ら
問
題
な
い
と
考
え
た
よ
う
だ
。
非
合
弁
会
社
も
新
製
品
の
開
発
・
研
究
で
研
究
開
発
費
を
支

出
し
て
お
り
製
品
販
売
で
も
宣
伝
費
用
を
一
部
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
側
の
論
理
と
し
て
は
合
弁
と
非
合
弁
を
区
別
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

ｄ
．
宗
の
強
固
な
支
配

宗
は
非
合
弁
会
社
を
完
全
に
支
配
し
て
お
り
、
も
し
ダ
ノ
ン
が
合
弁
会
社
利
潤
を
多
く
し
非
合
弁
会
社
利
潤
を
少
な
く
し
ろ
と
要
求
し

て
も
彼
は
ダ
ノ
ン
に
対
し
〝
否
〞
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ダ
ノ
ン
は
非
合
弁
会
社
と
の
合
作
を
拒
絶
す
れ
ば
、
そ
の

結
果
、
代
加
工
協
議
に
違
反
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
合
弁
会
社
が
販
売
で
き
る
も
の
が
な
い
状
況
に
な
れ
ば
、
ダ
ノ
ン
の
株
式
市
場

の
価
値
に
も
反
映
さ
れ
る
。
ダ
ノ
ン
は
合
弁
会
社
株
式
の
過
半
数
を
支
配
し
て
い
て
も
宗
の
強
力
な
経
営
支
配
に
対
抗
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
。

フ
ァ
ベ
ー
ル
は
宗
の
行
為
は
契
約
文
に
は
違
反
し
な
い
が
ダ
ノ
ン
の
信
頼
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
一
方
宗
は
、
ダ
ノ
ン
が
中
国
で
進

め
て
い
る
飲
料
業
界
の
産
業
戦
略
が
同
業
の
娃
哈
哈
集
団
を
裏
切
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
同
様
に
ダ
ノ
ン
が
信
義
に
反
す
る
と
反
論
し
た
。

ま
た
宗
は
合
弁
設
立
時
ダ
ノ
ン
は
然
る
べ
き
技
術
導
入
を
履
行
す
る
条
項
を
約
定
し
な
か
っ
た
。
宗
は
そ
れ
も
不
平
等
で
あ
り
、
ダ
ノ
ン

は
中
国
側
に
対
し
信
義
を
論
じ
る
資
格
は
な
い
と
論
じ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
水
掛
け
論
で
あ
る
が
、
ダ
ノ
ン
が
自
ら
の
失
策
を
認
め
ず

宗
の
経
営
の
モ
ラ
ル
面
を
非
難
す
る
の
は
事
実
上
の
敗
北
宣
言
に
等
し
い
と
い
え
る
。
ま
た
ダ
ノ
ン
は
董
事
会
を
支
配
し
て
い
て
も
宗
を

罷
免
す
る
こ
と
も
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

二
四



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
五
）

ｅ
．
和
解
の
失
敗

両
者
の
議
論
は
不
毛
な
う
え
ダ
ノ
ン
側
に
は
宗
に
対
す
る
脅
迫
ま
が
い
の
対
応
も
あ
り
、
宗
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
そ
れ
で
も
和
解

の
た
め
に
両
者
は
条
件
を
提
示
し
た
。
フ
ァ
ベ
ー
ル
は
脅
し
と
金
の
力
で
宗
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
方
、
宗
に
条
件
を
提
示
し
協
議

を
続
け
よ
う
と
し
た
。
対
す
る
宗
の
提
示
し
た
条
件
の
ひ
と
つ
は
ダ
ノ
ン
が
同
業
の
競
合
す
る
楽
百
氏
、
正
広
和
、

源
、
蒙
牛
（
い
ず

れ
も
社
名
）
か
ら
資
本
を
撤
退
し
、
技
術
を
娃
哈
哈
に
注
入
し
、
ま
た
娃
哈
哈
が
多
種
の
飲
料
を
製
造
・
販
売
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ

と
で
あ
る
。
宗
の
態
度
は
非
常
に
固
く
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
戦
略
的
に
受
け
入
れ
不
能
な
条
件
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
ダ
ノ
ン
の
経
営
目

標
は
中
国
巨
大
市
場
で
独
占
的
な
超
過
利
潤
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
の
提
示
す
る
条
件
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
ダ
ノ
ン

の
世
界
戦
略
に
反
す
る
。
他
方
宗
に
と
っ
て
は
ダ
ノ
ン
の
非
合
弁
会
社
買
収
提
案
を
受
け
入
れ
売
却
す
れ
ば
宗
の
壮
大
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
実

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
両
者
の
提
示
し
た
条
件
は
と
も
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
両
者
の
対
立
は
メ
デ
ィ
ア
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
双
方
が
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
非
難
合
戦
に
な
る
。
事
態
は
法
廷
で
解

決
す
る
以
外
に
方
法
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

（
27
）

。

む
す
び
に
か
え
て

い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
の
中
国
市
場
戦
略
は
失
敗
し
た
。
そ
も
そ
も
中
国
市
場
の
急
速
な
変
化
、
特
に
民
族
資
本
の
急
速
な
成
長
を

見
誤
っ
た
と
い
え
る
。
中
国
企
業
は
着
実
に
力
を
つ
け
外
資
導
入
・
共
存
か
ら
競
合
関
係
の
時
代
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
娃
哈
哈

集
団
の
事
例
は
中
国
企
業
の
成
長
を
象
徴
す
る
事
例
と
い
え
よ
う
。

娃
哈
哈
集
団
は
改
革
開
放
後
出
現
し
た
中
国
独
特
の
会
社
所
有
構
造
の
下
で
発
達
し
た
国
家
（
地
方
政
府
）
所
有
の
企
業
で
あ
り
、
そ

二
五
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二
六
）

し
て
発
展
過
程
で
組
合
企
業
へ
脱
皮
し
、
ま
た
家
族
企
業
の
色
彩
と
実
体
を
濃
厚
に
す
る
。
こ
う
し
た
中
国
独
特
の
所
有
構
造
と
経
営
の

特
性
を
見
誤
っ
た
こ
と
も
ダ
ノ
ン
の
挫
折
の
要
因
で
あ
る
。

以
上
の
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
の
紛
争
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
中
国
の
経
営
面
の
特
色
に
つ
い
て
二
つ
の
含
意
で
あ
る
。
一
つ
は
、

宗
の
娃
哈
哈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
外
国
資
本
・
技
術
を
利
用
し
た
中
国
企
業
の
成
長
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
中
国
経
営
特
有
の
特
色

を
発
展
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
宗
は
ダ
ノ
ン
の
資
本
、
技
術
を
利
用
し
発
展
し
、
そ
の
後
の
会
社
組
織
の
改
制
に
成
功
し
会
社
支
配
権
を
掌

握
す
る
。
そ
し
て
本
来
の
合
弁
会
社
に
代
わ
り
、
関
係
会
社
の
投
資
会
社
や
非
合
弁
会
社
を
成
長
さ
せ
、
膨
大
な
家
族
企
業
群
を
形
成
し

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
家
族
企
業
が
合
弁
会
社
・
非
合
弁
会
社
群
の
事
実
上
の
中
核
を
占
め
る
に
至
る
。
改
革
開
放
後
の
宗
の
二
三

年
（
一
九
八
七
│
二
〇
一
〇
）
の
事
業
活
動
の
発
展
、
特
に
外
資
導
入
後
の
そ
れ
は
中
国
民
営
企
業
成
長
の
歴
史
の
象
徴
的
な
縮
図
で
あ
る

と
も
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
外
国
企
業
に
と
っ
て
の
中
国
本
土
で
の
事
業
活
動
に
関
わ
る
含
意
で
あ
る
。
外
国
企
業
な
い
し
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
本

国
以
外
の
国
や
地
域
に
お
い
て
事
業
戦
略
な
い
し
経
営
戦
略
の
遂
行
上
、
そ
の
調
整
が
必
要
に
な
る
の
は
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国

に
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
中
国
で
の
事
業
活
動
が
中
国
な
ら
で
は
特
別
の
調
整
を
要
し
、
ま
た
困
難
を
経
験
す
る
こ
と
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
改
革
開
放
後
の
中
国
に
お
い
て
成
功
し
た
多
く
の
外
国
企
業
が
あ
る
一
方
、
中
国
特
有
の
困
難
に
直
面
し
た
企
業

も
多
い
。

ダ
ノ
ン
は
娃
哈
哈
だ
け
で
な
く
多
数
の
会
社
を
支
配
し
中
国
本
土
で
巨
額
の
投
資
利
潤
を
獲
得
す
る
だ
け
で
な
く
産
業
集
中
を
実
現
す

る
途
上
に
あ
っ
た
。
ダ
ノ
ン
の
中
国
で
の
事
業
戦
略
、
事
業
活
動
、
そ
し
て
成
功
は
多
国
籍
企
業
の
海
外
で
の
事
業
活
動
、
事
業
戦
略
そ

し
て
成
功
を
代
表
す
る
典
型
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ダ
ノ
ン
は
最
後
に
敗
北
を
喫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
六



国
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企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
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集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
七
）

ダ
ノ
ン
が
株
式
権
の
多
数
支
配
、
董
事
会
多
数
を
占
め
な
が
ら
企
業
支
配
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ダ
ノ
ン
の
失
敗
は
中
国
な
ら
で
は
の
失
敗
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
買
収
に
対
し
宗
や
経
営
幹
部
の
み
な
ら
ず
従
業
員
、
販

売
商
か
ら
も
強
硬
に
反
対
さ
れ
、
中
国
と
欧
米
の
「
経
営
文
化
」
の
相
違
に
ダ
ノ
ン
は
直
面
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
相
違
や

対
立
も
、
ま
た
前
稿
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
宗
を
は
じ
め
経
営
幹
部
や
従
業
員
が
ダ
ノ
ン
の
買
収
に
反
対
す
る
の
は
、
彼
ら
が
娃
哈
哈
集

団
本
体
の
み
な
ら
ず
投
資
会
社
（
一
部
の
幹
部
も
参
与
）、
非
合
弁
会
社
の
所
有
主
体
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
彼
ら
は
宗
と
と
も
に
娃
哈
哈
集
団
、
投
資
会
社
、
非
合
弁
会
社
の
莫
大
な
利
潤
を
享
受
す
る
利
益
共
同

体
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注（
1
） 

『
政
経
研
究
』
四
九
巻
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
二
月
（
日
本
大
学
法
学
部
）
参
照
。
前
稿
同
様
、
本
稿
で
利
用
さ
れ
た
デ
ー
タ
、
引
用
さ
れ
た

文
は
、
①
公
開
さ
れ
て
い
る
娃
哈
哈
集
団
の
社
内
報
（『
娃
哈
哈
集
団
報
』）、
②
二
次
資
料
（
ａ
．
新
聞
・
ｂ
．
ネ
ッ
ト
新
聞
﹇
電
子
版
ｂ
．
と
市

販
版
ａ
．
が
内
容
は
同
じ
も
の
も
多
い
﹈
の
記
事
、
経
営
書
・
経
済
書
の
文
章
）
な
ど
の
ソ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
い
ず
れ
も
中

国
で
評
価
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
か
新
聞
記
事
と
経
営
書
・
経
済
書
の
文
章
内
容
に
は
重
複
す
る
も
の
も
多
い
。
記
事
や
文
の
な

か
で
は
記
者
・
作
者
が
工
商
登
記
記
録
な
ど
を
調
べ
る
な
ど
証
拠
を
確
認
で
き
る
も
の
を
中
心
に
ソ
ー
ス
と
し
た
。

（
2
） 

企
業
改
革
開
始
当
時
の
こ
う
し
た
企
業
改
革
を
意
味
す
る
当
時
の
標
語
を
列
記
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
代
順
に
七
九
年

に
は
政
府
か
ら
企
業
へ
の
権
限
譲
渡
と
上
納
後
の
利
益
留
保
を
認
め
る
「
放
権
譲
利
」、
八
〇
年
代
に
は
利
益
の
上
納
制
度
を
税
金
の
徴
収
に
変
え

る
「
利
改
税
」
や
企
業
に
対
す
る
所
有
権
と
経
営
権
を
分
離
す
る
「
両
権
分
離
」、
ま
た
経
営
の
請
負
制
を
意
味
す
る
「
承
包
責
任
制
」、
そ
し
て

九
〇
年
代
に
は
大
型
の
国
有
企
業
の
支
配
権
を
国
家
が
維
持
し
つ
つ
、
中
小
型
の
国
有
企
業
に
つ
い
て
は
所
有
権
を
手
放
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す

る
「
抓
大
放
小
」（
そ
の
結
果
、
中
小
型
企
業
が
国
有
株
式
組
合
制
企
業
な
ど
に
改
組
さ
れ
た
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
改
革
の
目
途
と
す
る
方

二
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
八
）

向
は
、
企
業
の
行
政
か
ら
の
独
立
、
企
業
自
主
権
の
拡
大
、
経
営
者
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
、
そ
し
て
国
有
財
産
の
有
効
活
用
な
ど
で
あ
っ

た
。た

だ
別
稿
で
考
察
予
定
で
あ
る
が
、
改
革
が
順
調
に
進
ん
だ
と
は
い
え
な
い
事
例
も
多
く
存
在
す
る
し
、
ま
た
意
識
面
の
改
革
が
進
ん
だ
か
と
い

う
と
肯
定
で
き
な
い
面
や
逆
行
す
る
事
例
な
ど
混
乱
も
多
い
。
そ
し
て
改
革
に
便
乗
し
て
時
に
は
不
法
な
行
為
に
よ
り
利
益
を
貪
る
官
僚
、
党
幹
部

も
多
い
。
そ
の
た
め
に
経
営
者
の
中
に
は
太
子
乳
業
の
李
太
純
な
ど
悲
惨
な
末
路
を
迎
え
た
者
も
多
い
。

（
3
） 

「
娃
哈
哈
与
达
（
達
）
能
的

（
糾
紛
）
真
相 

离
（
離
）
岸
公
司
之
手
若

若

」p.1,2007-08-31

：
来
源
：『
中
国

』

娃
哈
哈
与
达
能
的

真
相http://m

oney.163.com
/special/w

/00252C
A
9/w

ahahazhenxiang.htm
l

http://m
oney.163.com

/07/0831/23/3N
8T

M
48D

00251H
JP

.htm
l

（
以
下
、「
調
査
一
」
と
略
称
）

http://m
oney.163.com

/07/0831/23/3N
8T

M
48D

00251H
JP

_2.htm
l

（
以
下
、「
調
査
二
」
と
略
称
）2012.08.10

（
4
） 

一
九
九
五
年
以
降
の
売
上
げ
に
つ
い
て
は
、
李
雪
著
「
中
国
の
製
造
企
業
に
お
け
る
経
営
資
源
の
構
築
と
そ
の
課
題
」
早
稲
田
大
学
商
学
研
究

科
『
商
学
研
究
科
紀
要
』（
早
稲
田
大
学
）vol.73, pp91-107, 2011

年
。dspace.w

ul.w
aseda.ac.jp/dspace/.../S

hogakuK
enkyukaK

iyo_

73_L
i.pd...

参
照

（
5
） 

（
劉
華
）・
左
志

（
堅
）
著
『
娃
哈
哈
与
达
（
達
）
能
的
中
国
式
离
（
離
）
婚
』
中
信
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月
、p.81

（
6
） 

同
上
、p.84＆

前
掲
「
調
査
二
」、p.2

（
7
） 

「
娃
哈
哈
商

（
標
帰
）
属
探
源
：
缺
位
的
国
有
股

（
東
）」（
来
源
：
二
一
世
紀
経
済
報
道
）2012.12.14 from

.

「
娃
哈
哈
遭
遇
达
（
達
）

能
低
价
（
価
）

行
并

（
併
購
）
？
」
人
民
网http://m

nc.people.com
.cn/G

B
/54849/69891/80952/index.htm

l 2012.08.10

（
8
） 

「
調
査
一
」、p.2

（
9
） 

「
調
査
二
」、p.2

（
10
） 

「
調
査
一
」、p.1

（
11
） 

同
上
、p.2

（
12
） 

同
上
、p.2

二
八



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
九
）

（
13
） 

同
上
、p.2

（
14
） 

同
上
、p.2

（
15
） 
同
上
一
、pp.2-3

（
16
） 
同
上
一
、p.3

（
17
） 

同
上
一
、p.3

（
18
） 

同
上
一
、p.3

（
19
） 

同
上
一
、pp.3-4

（
20
） 

真
柏
著
『
商
戦
不
倒
翁
：
是
々
非
々
宗

后
（
慶
後
）』
浙
江
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、p.168

（
21
） 

前
掲
「
調
査
一
」、p.4

（
22
） 

前
掲
『
商
戦
不
倒
翁
：
是
々
非
々
宗

后
』p.169

（
23
） 

「
調
査
一
」、4p

（
24
） 

李
爽
編
『
娃
哈
哈
教
父
宗

后
（
慶
後
）』、

（
華
）
中
科
技
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、p.118

（
25
） 

同
上
、pp.118-119

（
26
） 

同
上
、119p

。
な
お
、
こ
の
重
大
な
利
潤
の
漏
失
は
フ
ァ
ベ
ー
ル
が
締
結
し
た
『
第
一
号
修
訂
協
議
』
中
の
不
備
不
注
意
の
た
め
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
フ
ァ
ベ
ー
ル
は
仏
本
部
に
対
し
宗
が
総
経
理
の
権
力
を
濫
用
し
私
利
を
謀
っ
た
と
報
告
し
た
が
、
自
身
の
責
任
を
逃
れ
る
た
め
で
あ
る

と
も
い
え
る
。

（
27
） 

訴
訟
に
至
る
直
前
ま
で
の
両
者
の
対
立
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
同
上
、pp.123-4.

参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
前
掲
書
、

・
左
志

著
『
娃

哈
哈
与
达
能
的
中
国
式
离
婚
』、
真
柏
著
『
商
戦
不
倒
翁
：
是
々
非
々
宗

后
』
に
も
詳
細
。
非
合
弁
会
社
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
ダ
ノ
ン
側
か
ら

宗
に
よ
る
国
有
資
産
流
出
や
脱
税
の
疑
い
、
宗
一
家
の
米
国
国
籍
の
暴
露
な
ど
、
両
者
の
対
立
を
増
幅
さ
せ
る
材
料
に
な
っ
た
多
数
の
問
題
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
宗
の
み
な
ら
ず
中
国
著
名
事
業
家
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
。
中
国
事
業
家
が
問
わ
れ
る
正
当
性
に
関
わ

る
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
簗
場
保
行
著
「
中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
」（『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
三
号
、
日
本

二
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
〇
）

大
学
政
経
研
究
所
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

参
照
文
献

Ａ
．
中
文
（
中
国
語
表
記
）

1
．

健

、
周
一
「

恨
达
能
」fi nance.sina.com

.cn/.../16553480185.sht. 2007.04.06. w
w
w
.xyzlove.com

/T
ransshipm

ent/Investm
ent/

.../ahdn.htm
 2012.0810

2
．「
达
能
、
娃
哈
哈
之
争
始
末
」
中
国
独
立
商

网

3
．「
娃
哈
哈
商

属
探
源
：
缺
位
的
国
有
股

」（
来
源
：
二
一
世
紀
経
済
報
道
）2012.12.14　

from
.

「
娃
哈
哈
遭
遇
达
能
低
价

行
并

？
」

人
民
网http://m

nc.people.com
.cn/G

B
/54849/69891/80952/index.htm

l　

2012.08.10

4
．「
达
能
：
娃
哈
哈
离
岸
公
司

造

名
属

」（
来
源
：『
上
海

券

』2007.07.18

）http://m
nc.people.com

.cn/G
B
/6000192.htm

l 

2012.0810

5
．
北
京
大
学
民

研
究
院
「
娃
哈
哈
公
司
」http://m

ea.pku.edu.cn/5/5/2012-07.2012.0810

6
．

建
幸
著
『
宗

后
与
娃
哈
哈
：
一
个
中
国
著
名
企

的
深
度
研
究
』
机
械
工

出
版
社
、2008.5.

7
．

・
左
志

著
『
娃
哈
哈
与
达
能
的
中
国
式
离
婚
』
中
信
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月

8
．「
达
娃
之
争
│
│
改
革

放
三
〇
年
来
影
响
最
大
的
国

商
戦
」。http://w

w
w
.360doc.com

/content/12/0311/20/202378_193569123.

shtm
l2012.0311.from

智
庫
百
科http://w

iki.m
balib.com

 2012.08.10

9
．
叶
檀
「
娃
哈
哈
达
能
之
争
的
核
心
是
国
企

制
成
本
」http://yetanyetan.i.sohu.com

/blog/view
/51118956.htm

 2007.06.18 201208.104

10
．
高
松
「〝
儒
家
文
化
〞
与
〝
利
益

〞：
解

娃
哈
哈
思

」：『
第
一

日

』fi nance.sina.com
.cn/.../02353719558.sht..2007.06.25

Ｂ
．
和
文

11
．
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
毛
利
・
友
常
法
律
事
務
所
「
実
例
か
ら
学
ぶ
法
務
ト
ラ
ブ
ル
事
例
と
そ
の
対
策
⑴
」S

M
B
C

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
編
『
中
国

三
〇
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ビ
ジ
ネ
スN

etpress

』
第
一
八
二
号
、2008.03.26 w

w
w
.sm

bc-consulting.co.jp/upload/netpress_2992_.pdf. 2012.08.10
12
．
野
村
高
志
「「
中
国
法
務
を
読
み
解
く
」
⑵　

中
外
合
弁
企
業
の
新
た
な
紛
争
ケ
ー
ス
│
ダ
ノ
ン
と
ワ
ハ
ハ
の
紛
争
を
読
み
解
く
」B

izlaw
 

2007.09.06 bizlaw
.jp/articles/2007/09/2.htm

l 2012.08.10

13
．
臼
井
隆
行
「
中
国
競
争
法
と
民
族
ブ
ラ
ン
ド
保
護
・
産
業
政
策
と
の
相
克
」A

sah
i Ju

d
iciary 2010.08.25 astand.asahi.com

/m
agazine/

judiciary/.../2010080900015.ht..2012.08.10

14
．
張
和
伏
他
「
中
国
に
お
け
る
合
弁
会
社
へ
の
商
標
権
の
現
物
出
資
に
お
け
る
問
題
点
：「
娃
哈
哈
」
商
標
を
め
ぐ
る
紛
争
か
ら
学
ぶ
」
国
際
商
事

法
務
三
六
⑴
、
二
〇
〇
八
、
国
際
商
事
法
研
究
所

Ｃ
．
欧
文

15
．A

groalim
entaire “C

e qui reste de D
anone en C

hine après le divorce avec w
ahaha” 2009.09.30 http://lexpansion.lexpress.fr/

entreprise/ 2012.08.10

16
．“N

estlé et D
anone contraints de ferm

er des usines en C
hine” L

e F
igaro 2011.12.13 w

w
w
.lefigaro.fr/.../04015-20111213

A
R
T
F
IG

00370 2012.08.10

17
．“D

anone: accord à l’am
iable avec le chinois W

ahaha” L
e F

igaro 2009.09.30  w
w
w
.lefi garo.fr/.../04015-20090930A

R
T
F
IG

00387-2012.08.10

18
．B

arbara L
eblanc, “F

in de confl it entre D
anone et le chinois W

ahaha” A
groalim

en
taire 2009.09.30 w

w
w
.usinenouvelle.com

 

2012.08.10

19
．“L

es diffi  cultés chinoises de N
estlé et D

anone” C
h

allen
ges.fr  http://w

w
w
.challenges.fr/entreprise/ 20111212.2012.08.10

20
．“L

’aff aire D
anone-W

ahaha illustre les risques des entreprises m
ixtes en C

hine” A
F

P
 et F

ran
ce. 2007.06.18 2012.08.10

21
．S

teven M
. D

ickinson, H
arris M

oure P
L
L
C
 “D

anone v. W
ahaha: L

essons for Joint V
entures in C

hina” http://w
w
w
.

chinalaw
blog.com

/D
anoneW

ahahaL
essons.pdf. w

w
w
.harrism

oure.com
 2012.08.10
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22
．N

igel M
unro-S

m
ith, “D

anone and W
ahaha in C

hina: T
he Interaction of S

trategy, C
ultural D

iff erences and O
rganization 

D
esign in International Joint V

enture C
onflict.” N

orth
east B

u
sin

ess &
 E

con
om

ics A
ssociation

 35th
 A

n
n

u
al C

on
feren

ce 

N
ov.2008

23
．“W

hat m
akes D

anone suffer problem
s in C

hina despite its role as a w
orld-know

n food giant?” C
h

in
a B

u
sin

ess F
ocu

s  

2012.03.07  http://en.cbf.net.au/Item
/11133.aspx 2012.08.10

24
．“C

H
IN

A
: D

anone law
suit offers lessons” A

siam
on

ey, 09589309, M
ay2008, http://business.highbeam

.com
/435599/article-

1G
1-179607088/china-danone-law

suit-off ers-lessons 2012.0810

25
．Y

ao, Jane “W
hy D

anone’s ventures failed.”. In
tern

ation
al F

in
an

cial L
aw

 R
eview

. M
ar2008, V

ol. 27 Issue 3, p46-48..

26
．Jingzhou T

ao; H
illier, E

dw
ard. “A

 T
ale of T

w
o C

om
panies.” C

h
in

a B
u

sin
ess R

eview
. M

ay/Jun2008, V
ol. 35. http://w

w
w
.

jonesday.com
/fi les/P

ublication/6027415e-bc9d-44b2-9e90-f8 2012.08.10
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
先
の
論
文
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
で
、
日
本
的
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
と
く
に
そ
の
具
体
的
表

現
形
態
で
あ
る
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
企
業
内
報
酬
制
度
に
関
し
て
考
察
し
た
（
1
）

。
そ
こ
で
は
、
従
業
員
の
動
機
づ
け
の
手

段
・
方
法
と
も
な
る
報
酬
制
度
を
広
く
捉
え
、
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報
酬
で
構
成
さ
れ
る
外
的
報
酬
の
ほ
か
、
内
的
報
酬
も
含
め
た

企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
全
体
を
対
象
に
論
じ
て
い
る
。
変
化
の
過
程
に
あ
る
日
本
的
雇
用
制
度
・
施
策
に
お
け
る
企
業
内
報
酬
制
度
の
あ

り
方
に
関
す
る
検
討
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
な
二
つ
の
学
説
（
理
論
）
を
批
判
し
た
。

本
稿
で
は
前
稿
を
受
け
て
、
外
的
報
酬
の
う
ち
金
銭
的
報
酬
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
。
金
銭
的
報
酬
を
金
銭
的
な
価
値
に
換
算
で

き
る
「
広
義
の
賃
金
」
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
わ
が
国
の
場
合
は
図
表
1
に
示
す
様
な
範
囲
、
構
成
に
な
る
。
賃
金
管
理
と
く
に
総
額
賃
金

三
三
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（
総
額
人
件
費
、
労
働
費
用
）
管
理
の
観
点
か
ら
は
、
付
加
的
給
付
（
報
奨
金
、
現
物
給
付
、
福

利
厚
生
な
ど
）
も
当
然
検
討
の
対
象
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
狭
義
の
賃
金
（
月
例
賃
金
、
賞

与
・
一
時
金
、
退
職
金
）
を
中
心
的
に
考
察
す
る
。
し
か
も
、
直
接
的
な
考
察
の
対
象
と
し

て
は
月
例
賃
金
が
メ
イ
ン
と
な
り
、
賞
与
・
一
時
金
や
退
職
金
の
仕
組
、
内
容
に
関
し
て

は
言
及
し
な
い
。

な
お
、
英
語
のw

age

（
賃
金
）
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
（
生
産
労
働
者
）
に
対
し
て
時
給
、
日

給
ベ
ー
ス
で
支
払
わ
れ
る
も
の
を
指
し
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
（
管
理
・
事
務
・
技
術
労
働
者
）

に
対
し
て
月
給
、
年
俸
ベ
ー
ス
で
支
払
わ
れ
るsalary

（
俸
給
）
と
区
別
さ
れ
る
（
2
）

。
ま
た
、

わ
が
国
に
お
け
る
実
務
で
は
、
会
社
（
使
用
者
）
側
が
給
与
、
労
働
組
合
側
は
賃
金
と
い

う
言
葉
を
使
う
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
労
働
基
準
法
第
一
一
条
の
定
義
に

沿
っ
て
、
賃
金
、
給
与
、
給
料
、
俸
給
な
ど
を
総
称
し
た
用
語
と
し
て
「
賃
金
」
を
使
用

す
る
（
3
）

。
本
稿
の
構
成
は
、
ま
ず
前
段
で
賃
金
管
理
、
賃
金
制
度
、
賃
金
体
系
、
賃
金
形
態
、
昇

給
制
度
な
ど
の
賃
金
に
関
連
す
る
用
語
を
整
理
し
、
定
義
す
る
。
賃
金
用
語
の
意
味
に
つ

い
て
共
通
の
理
解
が
で
き
て
い
る
と
い
う
前
提
で
賃
金
を
論
じ
る
こ
と
が
多
い
が
、
わ
が

国
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
用
語
の
概
念
が
各
論
者
に
同
じ
内
容
で
共
有
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
賃
金
の
仕
組
み
と
そ
の
運

図表 1　賃金の範囲

報奨金
ストック・オプション
現物給付
福利厚生　etc.

所定内賃金

所定外賃金
広義の賃金

固定給

変動給基準内賃金

基準外諸手当

基本給（部分）

基準内諸手当
月例賃金

賞与・一時金

退職金

賃　金

付加的給付
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ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

用
を
論
ず
る
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
整
理
し
、
定
義
づ
け
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
の
一
つ
と
し
た
の
で
あ
る
。
次
い

で
、
賃
金
体
系
に
関
し
て
や
や
詳
し
く
考
察
し
、
こ
こ
で
も
基
本
給
、
諸
手
当
の
概
念
整
理
と
定
義
づ
け
を
行
う
。
む
す
び
は
こ
れ
か
ら

の
賃
金
体
系
の
方
向
性
で
あ
る
。
本
稿
は
、
賃
金
用
語
の
検
討
を
通
し
な
が
ら
わ
が
国
の
賃
金
シ
ス
テ
ム
の
実
態
や
特
徴
、
性
格
に
関
し

て
論
じ
る
こ
と
も
目
的
に
な
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
や
統
計
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
筆
者
の
人
事
・
賃
金
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て

の
経
験
と
知
見
を
反
映
し
て
、
実
務
的
な
視
点
も
加
味
さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

二　

賃
金
に
関
す
る
基
礎
的
な
用
語
の
概
念
整
理
と
定
義
づ
け

1　

賃
金
管
理

賃
金
管
理
に
関
す
る
総
括
的
な
説
明
や
定
義
を
行
っ
て
い
る
文
献
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
機
能
面
を
重
視
す
る
定
義
に
よ
る
と
、「
賃

金
管
理
と
は
、
企
業
が
支
払
う
べ
き
賃
金
の
額
や
制
度
の
持
つ
経
済
的
・
心
理
的
・
社
会
的
・
倫
理
的
等
の
機
能
を
、
人
事
労
務
管
理
の

一
環
と
し
て
賃
金
に
関
係
す
る
諸
集
団
の
利
害
と
の
調
整
を
考
慮
し
つ
つ
、
人
事
労
務
管
理
の
目
的
達
成
に
役
立
つ
よ
う
に
管
理
す
る
一

連
の
統
一
的
な
施
策
（
4
）

」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、「
企
業
は
そ
の
経
営
目
的
に
沿
っ
て
、
①
賃
金
支
払
い
に
必
要
な
原
資
を
確
保
し
、
②

賃
金
体
系
に
よ
っ
て
従
業
員
個
々
人
の
賃
金
格
差
の
基
準
と
賃
金
項
目
の
内
訳
を
明
示
し
、
③
賃
金
支
払
い
形
態
を
定
め
、
④
賃
金
を
合

理
的
か
つ
適
正
に
配
分
す
る
よ
う
、
こ
れ
ら
を
企
画
、
設
計
、
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
賃
金
に
関
わ
る
諸
側
面
を
労
務
管
理

の
一
環
と
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
賃
金
管
理
と
い
う
（
5
）

」
と
、
賃
金
管
理
の
内
容
面
か
ら
説
明
す
る
例
も
あ
る
。

そ
の
他
の
文
献
も
参
考
に
賃
金
管
理
の
概
念
に
含
ま
れ
る
要
素
を
抽
出
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
重
要
な
管
理
領
域
で
あ
る
／
賃
金
額
の
管
理
と
賃
金
制
度
の
管
理
・
運
用
が
含
ま
れ
る
／
人
材
マ
ネ
ジ

三
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メ
ン
ト
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
連
の
統
一
的
な
施
策
で
あ
る
／
利
害
関
係
者
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
り
、
と
く
に
従
業
員
や
労
働

組
合
の
納
得
や
合
意
が
求
め
ら
れ
る
／
企
業
内
外
の
環
境
要
因
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
／
最
終
的
に
は
企
業
の
経
営
目
的
（
理
念
、
目

標
）
に
資
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
は
賃
金
管
理
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

「
賃
金
管
理
と
は
、
①
賃
金
額
の
管
理
と
賃
金
制
度
の
管
理
・
運
用
を
二
大
要
素
と
す
る
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
の
一
連
の
制
度
・
施
策
と
そ
の
運
営
で
あ
り
、
②
利
害
関
係
者
と
の
調
整
を
は
か
り
、
企
業
内
外
の
環
境
変
化
に
戦
略
的
に
対
応
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
③
最
終
的
に
は
経
営
目
的
の
達
成
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
賃
金
管
理
を
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
目
的
達
成
だ
け
で
な
く
、
経
営
目
的
の
達
成
に
も
結
び
つ
け
た
。
ま
た
、
一
連
の

制
度
・
施
策
と
し
て
は
、
賃
金
制
度
の
ほ
か
人
事
評
価
（
考
課
）
制
度
、
社
員
等
級
制
度
（
社
員
格
付
け
制
度
）、
昇
進
・
昇
格
制
度
な
ど

が
有
機
的
に
関
連
す
る
。
賃
金
を
中
心
と
し
た
こ
れ
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
諸
制
度
・
施
策
と
そ
の
運
用
の
総
体
が
賃
金
管
理
な
の
で

あ
る
。

賃
金
管
理
の
内
容
は
、
定
義
に
も
あ
る
よ
う
に
賃
金
額
（
賃
金
水
準
）
の
管
理
と
賃
金
制
度
の
管
理
・
運
用
が
二
大
要
素
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
に
、
賞
与
・
一
時
金
と
退
職
金
を
特
殊
賃
金
管
理
と
し
て
別
に
考
え
る
立
場
も
あ
る
が
（
6
）

、
賞
与
・
一
時
金
、
退
職
金
に
関
し
て
も

金
額
（
水
準
）
管
理
と
制
度
管
理
・
運
用
が
柱
に
な
る
の
で
、
あ
え
て
特
殊
賃
金
管
理
と
し
て
別
扱
い
す
る
必
要
は
な
い
。
賃
金
額
の
管

理
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
総
額
賃
金
管
理
と
個
別
賃
金
管
理
に
区
分
さ
れ
る
。
な
お
、
筆
者
は
「
個
別
賃
金
」
と
「
個
人
別
賃
金
」
を
区

別
し
て
い
る
が
（
7
）

、
本
論
文
で
引
用
す
る
他
者
の
文
献
で
は
こ
の
二
つ
が
必
ず
し
も
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
筆
者
の
い
う
個
人
別
賃

金
の
場
合
が
多
い
。
総
額
賃
金
管
理
は
、
総
額
人
件
費
管
理
、
労
働
費
用
管
理
で
あ
り
、
個
別
賃
金
（
個
人
別
賃
金
）
決
定
の
た
め
の
賃

三
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三
七
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

金
原
資
の
管
理
で
も
あ
る
。
後
者
の
個
別
賃
金
お
よ
び
個
人
別
賃
金
の
管
理
は
、
賃
金
制
度
と
そ
の
運
用
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
賃
金
制
度
の
管
理
・
運
用
の
問
題
と
重
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
そ
の
賃
金
制
度
に
関
し
て
検
討
す
る
。

2　

賃
金
制
度

賃
金
制
度
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
説
明
や
定
義
を
行
っ
て
い
る
文
献
は
、
賃
金
管
理
に
関
す
る
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
い
。
賃
金
管
理

や
後
述
す
る
賃
金
体
系
の
間
を
つ
な
ぐ
概
念
で
あ
り
、
賃
金
管
理
、
賃
金
制
度
、
賃
金
体
系
と
で
当
然
な
が
ら
内
包
に
共
通
部
分
が
あ
る

た
め
、
賃
金
管
理
や
賃
金
体
系
と
同
じ
よ
う
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
向
き
が
多
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
賃
金
体
系
を
賃
金
制
度

と
全
く
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
中
で
も
「
個
別
賃
金
は
、
原
資
と
し
て
の
賃
金
総
額
を
一
定
の
ル
ー
ル
や
制
度
に
従
っ
て
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
こ

の
個
別
賃
金
の
決
定
に
関
わ
る
諸
制
度
が
賃
金
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
基
本
給
の
決
め
方
に
関
わ
る
賃
金
体
系
、
賃
金
の
支
払
い
方

法
に
関
わ
る
賃
金
形
態
、
さ
ら
に
は
賞
与
・
一
時
金
な
ど
が
含
ま
れ
る
（
8
）

」
と
、
賃
金
総
額
と
個
別
賃
金
を
媒
介
す
る
役
割
の
観
点
か
ら
説

明
す
る
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
賃
金
体
系
は
基
本
給
の
決
め
方
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
手
当
も
含
む
総
合

的
な
賃
金
決
定
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
説
明
で
い
う
個
別
賃
金
は
、
注（
7
）で
筆
者
が
指
摘
し
た
個
人
別
賃
金
の
概
念
に
近
い
。

ま
た
、
賃
金
制
度
の
構
成
内
容
か
ら
端
的
に
「
労
働
者
の
賃
金
に
か
か
る
『
賃
金
決
定
要
素
』『
賃
金
項
目
』『
賃
金
体
系
』『
賃
金
基

準
・
算
定
期
間
』『
支
払
い
方
法
』
の
組
み
合
わ
せ
を
い
う
（
9
）

」
と
定
義
づ
け
る
も
の
も
あ
る
。

さ
ら
に
、「
賃
金
制
度
は
、
賃
金
管
理
の
体
系
的
手
段
と
し
て
、
具
体
的
に
は
賃
金
形
態
な
い
し
賃
金
体
系
を
通
し
て
、
そ
の
機
能
と

効
果
が
分
析
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
大
き
く
い
え
ば
、
そ
の
時
代
の
労
使
の
賃
金
理
念
な
り
賃
金
政
策
を
め
ぐ
る
力
関
係
の
制
度
的

三
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表
現
で
も
あ
り
、
経
営
管
理
と
労
使
関
係
の
性
格
を
最
も
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
（
10
）

」
と
、
労
使
関
係
に
も
関
連
さ
せ
て
理

解
す
る
考
え
方
も
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
賃
金
制
度
を
定
義
す
る
。

「
賃
金
制
度
と
は
、
①
個
別
賃
金
と
個
人
別
賃
金
を
決
定
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
月
例
賃
金
の
決
め
方
で
あ
る
賃
金
体
系
と
算
定
・
支

払
い
方
法
に
関
す
る
賃
金
形
態
を
ベ
ー
ス
に
、
②
賞
与
制
度
、
退
職
金
制
度
な
ど
も
含
む
賃
金
の
管
理
・
運
用
シ
ス
テ
ム
の
総
体
を
い
う
。」

つ
ま
り
、
月
例
賃
金
が
中
心
に
な
る
が
、
賞
与
制
度
、
退
職
金
制
度
な
ど
も
賃
金
制
度
に
含
め
て
考
え
る
。
ま
た
、
月
例
賃
金
制
度
の

核
と
な
る
概
念
を
賃
金
体
系
と
賃
金
形
態
に
お
い
て
い
る
。
以
下
両
概
念
に
つ
い
て
順
次
検
討
す
る
。

3　

賃
金
体
系

月
例
賃
金
の
体
系
、
い
わ
ゆ
る
賃
金
体
系
に
関
し
て
説
明
あ
る
い
は
論
じ
て
い
る
文
献
は
多
い
。
最
も
簡
単
な
記
述
は
「
賃
金
が
ど
の

よ
う
な
要
素
の
賃
金
項
目
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
を
示
す
用
語
（
11
）

」
だ
が
、
こ
れ
で
は
賃
金
体
系
と
は
賃
金
項
目
の
構
成
に
し
か
過

ぎ
な
く
な
る
。
一
方
、「
賃
金
原
資
を
従
業
員
間
に
配
分
す
る
基
準
が
賃
金
体
系
で
あ
る
（
12
）

」
と
い
う
の
は
、
賃
金
配
分
機
能
の
面
に
重
点

を
置
い
た
記
述
で
あ
る
。「
社
員
の
賃
金
は
、
賃
金
総
額
を
一
定
の
基
準
で
個
々
の
社
員
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、

こ
の
配
分
基
準
を
制
度
化
し
た
も
の
が
賃
金
体
系
で
あ
る
（
13
）

」
も
同
様
な
視
点
で
あ
る
。

賃
金
の
決
定
要
素
の
構
成
あ
る
い
は
配
分
・
決
定
基
準
の
双
方
を
組
み
込
ん
だ
記
述
あ
る
い
は
定
義
に
は
、「
社
員
各
人
の
賃
金
決
定

要
素
と
そ
の
基
準
の
組
み
合
わ
せ
（
14
）

」、「
賃
金
を
構
成
す
る
要
素
と
そ
の
配
分
基
準
の
組
み
合
わ
せ
（
15
）

」
と
い
っ
た
簡
潔
な
表
現
の
ほ
か
、

「
各
企
業
で
支
払
う
賃
金
が
、
い
か
な
る
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
ま
た
各
構
成
要
素
は
い
か
な
る
基

三
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準
で
決
定
さ
れ
る
か
（
16
）

」、「
賃
金
体
系
は
、
賃
金
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
賃
金
項
目
の
組
合
わ
せ
か
ら
成
っ
て
い
る
か
（
基
本
的
賃
金
項
目
ま

た
は
基
本
給
と
付
加
的
賃
金
ま
た
は
諸
手
当
の
組
合
わ
せ
＝
賃
金
構
成
）、
ま
た
各
賃
金
項
目
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る

の
か
（
賃
金
決
定
基
準
）
を
示
し
て
い
る
（
17
）

」、「
賃
金
体
系
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
賃
金
項
目
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
基
本
給
と
諸
手

当
の
組
み
立
て
方
で
あ
り
、
ま
た
賃
金
項
目
の
算
定
方
法
で
あ
る
（
18
）

」
な
ど
、
や
や
詳
し
く
説
明
す
る
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
賃
金
体
系

は
、
そ
の
性
質
や
算
定
方
法
を
異
に
す
る
各
種
の
賃
金
要
素
の
組
合
わ
せ
の
形
式
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
中
に
賃
金
形
態
、
賃
金
構
成
を

包
含
す
る
広
い
概
念
で
あ
（
19
）

」
る
と
い
う
記
述
で
は
、
賃
金
形
態
ま
で
含
め
て
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
・
定
義
で
は
、
賃
金
体
系
を
説
明
す
る
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
、
賃
金
の
決
定
要
素
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
、
賃
金
決
定
要

素
を
反
映
さ
せ
る
賃
金
項
目
の
選
択
と
組
み
合
わ
せ
、
賃
金
の
決
定
基
準
と
決
定
方
法
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
企
業
内
賃
金
格

差
の
側
面
が
欠
落
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
勘
案
し
な
が
ら
、
筆
者
自
身
は
賃
金
体
系
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。

「
賃
金
体
系
と
は
、（
月
例
）
賃
金
の
構
成
項
目
と
決
定
基
準
の
体
系
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
賃
金
の
決
定
要
素
の
う
ち
ど

の
要
素
を
選
択
し
、
ど
う
組
み
合
わ
せ
る
か
、
②
各
要
素
を
基
本
給
や
諸
手
当
の
ど
の
よ
う
な
賃
金
項
目
に
反
映
さ
せ
る
か
、
③
そ
れ
ぞ

れ
の
賃
金
項
目
の
決
定
基
準
や
決
定
方
法
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
④
職
種
、
職
務
、
役
割
、
能
力
、
熟
練
度
、
業
績
等
に
よ
る
賃
金
格

差
を
ど
う
付
け
る
か
、
と
い
う
賃
金
決
定
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。」

賃
金
体
系
に
関
し
て
は
、
そ
の
生
成
過
程
、
賃
金
決
定
要
素
、
基
本
給
項
目
、
諸
手
当
な
ど
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容

が
あ
る
の
で
、
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
定
義
だ
け
に
止
め
て
お
く
。
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4　

賃
金
形
態

賃
金
形
態
に
対
す
る
各
論
者
の
認
識
は
比
較
的
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
賃
金
の
「
算
定
形
態
」
と
賃
金
の
「
支
払
形
態
」
の
両
者

を
含
む
概
念
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
筆
者
も
、

「
賃
金
形
態
と
は
、
賃
金
の
算
定
形
態
・
算
出
方
法
お
よ
び
支
払
形
態
・
支
払
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。」

と
定
義
づ
け
る
。

ま
ず
、
賃
金
の
算
定
形
態
、
あ
る
い
は
算
出
・
計
算
方
法
は
、
基
本
的
に
二
種
類
に
区
分
さ
れ
る
。
基
本
形
態
は
、
一
定
の
労
働
時
間

あ
る
い
は
期
間
に
基
づ
い
て
算
出
・
計
算
す
る
「
時
間
給
」（
定
額
制
）
と
、
生
産
量
や
売
上
高
な
ど
に
基
づ
い
て
算
出
・
計
算
す
る
「
出

来
高
給
」（
出
来
高
制
、
歩
合
制
）
で
あ
る
（
図
表
2
）。
前
者
の
時
間
給
は
さ
ら
に
、
賃
金
の
算
定
期
間
に
応
じ
て
時
給
制
、
日
給
制
、
日

給
月
給
制
、
完
全
月
給
制
、
年
俸
制
な
ど
に
区
分
さ
れ
る
。
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
例
は
な
い
が
、
週
給
制
あ
る
い
は
半
年
俸
制
と
い
う
形

態
も
あ
る
。
時
間
給
は
労
働
の
遂
行
と
結
果
を
時
間
単
位
、
日
単
位
、
月
単
位
、
年
単
位
で
把
握

す
る
方
法
で
あ
る
。
な
お
、
日
給
月
給
制
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
定
労
働
時
間
に
応
じ
た
月
額
で
賃

金
を
決
め
て
お
く
が
、
欠
勤
等
の
場
合
に
一
定
の
計
算
方
法
で
月
給
額
を
減
額
す
る
方
式
で
あ
り
、

完
全
月
給
制
は
欠
務
時
間
が
あ
っ
て
も
減
額
し
な
い
仕
組
み
で
あ
る
。
完
全
月
給
制
は
、
提
供
さ

れ
た
労
働
量
よ
り
は
労
働
の
質
や
成
果
を
よ
り
重
視
す
る
賃
金
形
態
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
成
果

に
応
じ
た
賃
金
を
徹
底
す
る
の
が
年
俸
制
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
「
平
成
二
二
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
か
ら
賃
金
形
態
の
採
用
割
合
を
見
る
と

（
複
数
回
答
、
調
査
産
業
・
規
模
計
）、「
定
額
制
」
が
99
・
4
％
と
圧
倒
的
に
多
く
、「
出
来
高
払
い

図表 2　賃金の算定形態

時給制
日給制
日給月給制
完全月給制
年俸制

出来高制

歩合制

時間給
（定額制）

出来高給
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制
」
は
5
・
5
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
出
来
高
払
い
制
は
出
来
高
給
、
歩
合
給
な
ど
の
形
を
と
り
、
集
団
能
率
給
を
除
け
ば
個
人
の
能
力

や
努
力
に
応
じ
て
賃
金
額
が
決
ま
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
例
え
ば
、
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ー
ル
ス
の
営
業
マ
ン
、
生

保
レ
デ
ィ
な
ど
の
賃
金
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
職
務
遂
行
は
、
組
織
単
位
で
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
重
視
し

て
推
進
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
設
備
投
資
や
管
理
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
な
ど
、
個
人
の
努
力
や
能
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
能
率
が
向

上
し
、
生
産
性
が
上
が
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
出
来
高
給
で
は
な
く
時
間
給
（
定
額
制
）
が
わ
が
国
で
は

一
般
的
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
記
調
査
に
よ
る
と
（
複
数
回
答
、
調
査
産
業
・
規
模
計
）、
定
額
制
の
う
ち
「
月
給
」
の
採
用
割
合
が
94
・
1
％
と
最
も
多
く
、

時
給
は
23
・
5
％
、
日
給
18
・
5
％
、
年
俸
制
13
・
4
％
で
あ
る
。
年
俸
制
は
適
用
対
象
を
管
理
職
や
専
門
職
に
限
定
し
て
導
入
す
る
企
業

が
多
い
の
で
、
採
用
率
は
低
く
な
る
。
月
給
制
の
う
ち
、
欠
勤
等
に
よ
る
差
し
引
き
が
あ
る
（
日
給
月
給
制
）
の
は
68
・
5
％
、
差
し
引
き

が
な
い
（
完
全
月
給
制
）
の
は
44
・
7
％
の
企
業
で
あ
り
、
日
給
月
給
制
の
方
が
採
用
割
合
は
高
い
。
管
理
・
専
門
職
は
完
全
月
給
制
、
一

般
社
員
は
日
給
月
給
制
と
す
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。

次
に
、
賃
金
の
支
払
形
態
、
支
払
い
方
法
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
算
定
し
決
定
し
た
賃
金
を
ど
の
よ
う
な
時
間
の
単
位
、
間
隔
で

支
払
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
の
算
定
方
法
と
支
払
い
方
法
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
通
常
は
日
払
い
（
日
給

制
）、
月
払
い
（
月
給
制
）、
月
二
回
払
い
（
半
月
給
制
）
な
ど
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
時
給
制
で
も
半
月
や
一
ヵ
月
に
ま
と
め
て
支
給

す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
し
、
年
俸
制
も
月
々
に
分
割
し
て
支
給
す
る
（
20
）

。
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5　

昇
給
制
度

⑴　

昇
給
と
定
期
昇
給

月
例
賃
金
の
運
用
形
態
の
中
心
は
、
昇
給
制
度
に
基
づ
く
昇
給
管
理
で
あ
る
。
最
近
は
減
給

も
あ
り
得
る
か
ら
、
昇
給
制
度
よ
り
賃
金
改
定
シ
ス
テ
ム
と
称
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
こ
で
は
マ
イ
ナ
ス
の
昇
給
も
含
め
て
昇
給
制
度
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
昇
給
制
度
を

「
賃
上
げ
」
と
い
う
視
点
か
ら
体
系
図
的
に
ま
と
め
れ
ば
図
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
賃
上
げ
の

種
類
に
は
大
き
く
分
け
て
「
昇
給
」
と
「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
」（
和
製
英
語
。
略
し
て
ベ
ア
と
い
う
）

が
あ
る
。
な
お
、「
賃
金
改
定
」
の
視
点
か
ら
は
ベ
ア
だ
け
で
な
く
ベ
ー
ス
ダ
ウ
ン
も
あ
る
こ

と
を
括
弧
書
き
で
示
し
て
お
い
た
。

ま
ず
昇
給
と
は
、
当
該
企
業
の
昇
給
制
度
に
基
づ
く
昇
給
つ
ま
り
「
制
度
的
昇
給
」
の
こ
と

で
あ
る
。
制
度
的
昇
給
は
さ
ら
に
、「
定
期
昇
給
」（
略
し
て
定
昇
）
と
「
定
昇
以
外
の
昇
給
」

に
区
分
さ
れ
る
。
昇
給
の
中
心
は
定
期
昇
給
で
あ
る
が
、
定
昇
は
単
に
毎
年
定
期
的
に
賃
金
を

引
き
上
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
（
21
）

で
は
、
定
昇
を
「
あ
ら
か
じ
め

定
め
ら
れ
た
企
業
の
制
度
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
昇
給
の
こ
と
で
、
一
定
の
時
期
に
毎
年
増
額
す

る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
毎
年
時
期
を
定
め
て
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
能
力
、
業
績
評
価
に
基

づ
く
査
定
昇
給
な
ど
も
含
む
」
と
定
義
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
旧
労
働
省
の
調
査
（
22
）

で
は
、

「
定
期
昇
給
制
度
と
は
一
定
期
間
勤
務
し
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
労
働
者
の
基
本
給
額
に

図表 3　昇給制度（賃上げ、昇給、定昇、ベースアップの関係）

賃上げ
（賃金改定）

昇給

定昇以外の昇給
（昇級・昇格昇給、手当増など）

ベースアップ（ベア）
（ベースダウン）

定期昇給（定昇）

自動（一律）昇給 

査定昇給

四
二



（
四
三
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

つ
い
て
、
定
期
的
に
増
額
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
労
働
協
約
、
就
業
規
則
等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
」
と
定
義
づ
け
て
い
た
。

ま
た
、
研
究
者
の
定
義
で
も
、「
定
期
昇
給
と
は
、
賃
金
表
あ
る
い
は
そ
の
他
一
定
の
昇
給
基
準
に
基
づ
い
て
、
毎
年
一
回
以
上
定
期
的

に
行
わ
れ
る
賃
金
の
引
き
上
げ
の
こ
と
で
あ
る
（
23
）

」
と
す
る
。

そ
の
他
の
定
義
例
も
併
せ
見
る
と
、
①
毎
年
一
定
の
時
期
に
実
施
さ
れ
る
、
②
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
昇
給
制
度
に
基
づ
く
、
③
自

動
昇
給
と
人
事
考
課
に
基
づ
く
査
定
昇
給
を
含
む
、
④
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）
を
対
象
に
す
る
、
な
ど
が
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
筆
者
は
さ
ら
に
⑤
一
定
の
条
件
を
満
た
す
当
該
企
業
の
多
く
の
従
業
員
が
対
象
に
な
る
、
と
い
う
要
件
も
加
え
た
い
。
し
た

が
っ
て
、
筆
者
に
よ
る
定
期
昇
給
の
定
義
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
定
期
昇
給
と
は
、
①
賃
金
表
や
昇
給
表
な
ど
の
昇
給
基
準
に
関
す
る
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
仕
組
み
、
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
②
勤

務
期
間
な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
す
比
較
的
多
く
の
従
業
員
を
対
象
に
、
③
主
と
し
て
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）
に
つ
い
て
個
人
別
賃

金
を
毎
年
定
期
的
に
増
額
す
る
こ
と
を
い
い
、
④
自
動
昇
給
だ
け
で
な
く
査
定
昇
給
も
含
む
。」

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
の
俸
給
表
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
賃
金
表
、
あ
る
い
は
昇
給
表
（
賃
金
表
の
形
を
と
ら
ず
等
級
別
・
昇
給

評
価
別
の
昇
給
額
あ
る
い
は
昇
給
率
を
定
め
た
表
）
な
ど
に
基
づ
く
一
定
の
昇
給
基
準
の
仕
組
み
、
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
制
度

的
に
昇
給
の
仕
組
み
・
ル
ー
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
賃
金
表
や
昇
給
表
な
ど
の
昇
給
基
準
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、

定
昇
制
度
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
が
な
い
企
業
の
賃
上
げ
は
、
す
べ
て
後
述
す
る
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
分
類
さ
れ
る
。
昇

給
対
象
者
と
な
る
た
め
に
は
、
前
年
の
勤
務
期
間
な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
だ
が
、
後
述
す
る
昇
級
・
昇
格
昇
給
な
ど
と

異
な
り
、
大
多
数
と
ま
で
い
え
な
い
ま
で
も
比
較
的
多
数
の
従
業
員
が
対
象
に
な
る
。
定
昇
の
対
象
に
な
る
賃
金
項
目
は
主
と
し
て
基
本

給
、
あ
る
い
は
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
基
本
的
賃
金
部
分
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
、
毎
年
定
期
的
に
個
人
別
賃
金
を
引
き
上
げ
る

四
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の
が
定
昇
だ
が
、
自
動
昇
給
だ
け
で
な
く
人
事
考
課
の
結
果
を
反
映
し
た
査
定
昇
給
も
含
ま
れ
る
。

も
っ
と
も
、
企
業
に
よ
っ
て
定
昇
の
と
ら
え
方
は
必
ず
し
も
こ
の
定
義
ど
お
り
で
は
な
い
。
制
度
的
昇
給
で
あ
る
点
は
共
有
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
定
昇
の
範
囲
に
関
し
て
は
企
業
に
よ
っ
て
異
な
る
。
狭
く
は
自
動
昇
給
だ
け
を
定
昇
と
称
す
る
企
業
が
あ
る
し
、
逆
に
後
述

す
る
昇
級
・
昇
格
昇
給
も
定
昇
の
範
囲
に
含
め
る
企
業
も
あ
る
。
し
か
し
、
各
種
の
調
査
に
よ
る
と
、
定
昇
に
お
け
る
自
動
昇
給
部
分
よ

り
査
定
昇
給
部
分
の
割
合
の
方
が
高
い
（
24
）

。
定
昇
に
は
定
義
の
よ
う
に
査
定
昇
給
も
含
め
た
方
が
実
態
に
も
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
昇

級
・
昇
格
昇
給
は
、
個
々
の
従
業
員
と
っ
て
は
数
年
に
一
度
、
社
員
等
級
（
職
務
等
級
、
役
割
等
級
、
職
能
資
格
等
級
な
ど
）
が
昇
級
・
昇
格

す
る
場
合
に
の
み
実
施
さ
れ
る
。
毎
年
定
期
的
に
多
く
の
従
業
員
が
対
象
に
な
る
定
昇
と
は
区
別
し
た
方
が
、
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も

整
理
で
き
る
。

次
に
、
も
う
一
つ
の
制
度
的
昇
給
で
あ
る
「
定
昇
以
外
の
昇
給
」
に
は
、
主
に
昇
級
・
昇
格
昇
給
と
諸
手
当
の
増
加
が
該
当
す
る
。
昇

級
・
昇
格
昇
給
は
基
本
給
（
基
本
賃
金
部
分
）
が
対
象
で
、
社
員
等
級
（
資
格
）
の
昇
級
・
昇
格
の
ほ
か
に
、
役
職
が
昇
進
し
た
場
合
に
基

本
給
が
増
加
す
る
仕
組
み
の
場
合
は
そ
れ
も
含
ま
れ
る
。
制
度
的
昇
給
と
し
て
の
手
当
増
は
、
例
え
ば
役
職
が
課
長
か
ら
部
長
に
昇
進
し

た
場
合
の
役
職
手
当
増
、
扶
養
家
族
数
が
二
人
か
ら
三
人
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
家
族
手
当
増
な
ど
が
該
当
す
る
。
一
方
、
例
え
ば
課
長

の
役
職
手
当
自
体
が
五
万
円
か
ら
六
万
円
に
増
額
さ
れ
る
、
家
族
手
当
が
一
人
五
千
円
か
ら
六
千
円
に
増
額
さ
れ
る
の
は
、
後
述
す
る

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
で
あ
る
。

⑵　

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
ベ
ア
）
は
、
賃
金
水
準
と
り
わ
け
個
別
賃
金
（
前
述
し
た
銘
柄
別
賃
金
）
の
引
き
上
げ
の
こ
と
で
あ
る
。
既
存
の
賃
金

四
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表
や
昇
給
表
に
基
づ
く
定
昇
と
は
区
別
さ
れ
、
具
体
的
に
は
賃
金
表
や
昇
給
表
自

体
の
増
額
書
き
換
え
に
よ
っ
て
行
う
（
ベ
ー
ス
ダ
ウ
ン
の
場
合
は
減
額
書
き
換
え
に
な

る
）。
か
つ
て
は
各
企
業
に
お
け
る
一
人
当
た
り
平
均
賃
金
の
増
額
を
ベ
ア
、
つ

ま
り
ベ
ア
＝
賃
上
げ
と
捉
え
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
日
的
に
は
、
定
昇
制
度

が
あ
る
企
業
の
場
合
は
賃
上
げ
＝
「
定
昇
＋
ベ
ア
」
と
実
務
的
に
も
理
論
的
に
も

整
理
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
定
昇
の
範
囲
に
企
業
に
よ
っ
て
広
狭
が
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
賃
上
げ
に
お
け
る
定
昇
と
ベ
ア
の
関
係
を
概
念
的
に

示
せ
ば
、
図
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
既
存
の
賃
金
表
や
昇
給
表
に
基
づ

い
て
定
昇
を
実
施
す
る
（
Ａ
↓
Ｂ
）。
次
に
賃
金
表
や
昇
給
表
の
ベ
ア
が
実
施
さ
れ

（
Ｂ
↓
Ｃ
）、
結
果
と
し
て
「
定
昇
＋
ベ
ア
」
の
賃
上
げ
と
な
る
（
Ａ
↓
Ｃ
）。

定
昇
以
外
に
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
実
施
す
る
の
は
、
①
物
価
上
昇
に
よ
る
生
計
費

の
高
騰
つ
ま
り
実
質
賃
金
水
準
の
低
下
へ
の
対
応
、
②
生
産
性
向
上
、
業
績
向
上

の
成
果
配
分
と
し
て
の
賃
金
水
準
引
き
上
げ
、
③
同
業
他
社
や
同
地
域
他
社
、
同

規
模
他
社
な
ど
の
賃
金
水
準
と
比
較
し
た
世
間
並
み
賃
金
水
準
の
維
持
あ
る
い
は

向
上
、
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
期
的
な
デ
フ
レ
傾
向
に
あ
り
、
失
わ

れ
た
二
〇
年
で
マ
ク
ロ
の
企
業
業
績
は
低
迷
し
、
し
た
が
っ
て
世
間
の
賃
金
水
準

は
上
昇
し
て
い
な
い
今
日
、
一
部
の
企
業
を
除
き
ベ
ア
を
実
施
す
る
企
業
は
少
な
い
（
25
）

。

図表 4　定昇とベースアップ
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以
上
の
こ
と
か
ら
定
昇
と
対
概
念
の
ベ
ア
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
。

「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
、
物
価
上
昇
へ
の
対
応
、
企
業
業
績
向
上
の
反
映
、
世
間
賃
金
水
準
と
の
調
整
な
ど
を
目
的
に
、
賃
金
表
や
昇
給

表
自
体
の
増
額
書
き
換
え
に
よ
っ
て
行
う
個
別
賃
金
あ
る
い
は
個
人
別
賃
金
の
水
準
引
き
上
げ
で
あ
る
。」

ベ
ー
ス
ダ
ウ
ン
は
賃
金
表
や
昇
給
表
の
減
額
書
き
換
え
に
よ
る
賃
金
水
準
の
引
き
下
げ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
賃
金
表
や
昇
給

表
等
の
昇
給
基
準
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
定
昇
制
度
が
な
い
企
業
の
場
合
は
、
前
述
し
た
と
お
り
賃
上
げ
の
す
べ
て

が
個
人
別
賃
金
の
引
き
上
げ
と
し
て
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
な
る
。

ひ
と
こ
ろ
定
昇
を
縮
小
し
た
り
廃
止
す
る
企
業
が
注
目
さ
れ
、
ベ
ア
の
廃
止
ま
で
話
題
に
な
っ
た
。
定
昇
は
制
度
的
な
定
期
的
昇
給
で

あ
る
か
ら
、
賃
金
表
を
廃
止
し
た
り
、
制
度
的
昇
給
を
定
期
的
で
は
な
く
臨
時
的
に
実
施
す
れ
ば
廃
止
は
あ
り
得
る
。
た
だ
、
定
昇
を
廃

止
し
た
と
か
つ
て
報
じ
ら
れ
た
企
業
の
実
態
は
、
自
動
昇
給
制
度
の
廃
止
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
と
は
別
に
、
管
理
職
ク
ラ

ス
に
関
し
て
は
定
昇
の
な
い
賃
金
体
系
・
制
度
を
導
入
す
る
企
業
が
最
近
増
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
廃
止
は
理

論
的
に
も
企
業
実
務
上
も
あ
り
得
な
い
。
も
と
も
と
物
価
上
昇
や
世
間
相
場
賃
金
と
の
調
整
、
企
業
業
績
向
上
を
反
映
し
て
、
必
要
に
応

じ
て
随
時
実
施
す
る
の
が
ベ
ア
で
あ
る
。
五
年
、
一
〇
年
ベ
ア
を
実
施
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
未
来
永
劫
に
ベ
ア
が
な
け
れ
ば
そ
の

企
業
の
賃
金
水
準
は
上
が
ら
ず
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
、
定
着
に
支
障
を
来
す
。

一
番
分
か
り
や
す
い
の
は
新
卒
者
の
初
任
給
で
あ
る
。
新
卒
初
任
給
に
は
定
昇
が
な
い
か
ら
、
そ
の
水
準
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
は

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
に
よ
る
全
国
企
業
規
模
計
平
均
の
大
卒
男
子
初
任
給
は
、

平
成
一
四
年
が
一
九
・
八
五
万
円
で
、
平
成
二
四
年
は
二
〇
・
一
八
万
円
で
あ
り
、
単
純
に
計
算
す
る
と
こ
の
一
〇
年
間
で
三
三
〇
〇
円
、

1
・
66
％
し
か
増
加
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
初
任
給
据
え
置
き
つ
ま
り
ベ
ア
な
し
あ
る
い
は
少
額
ベ
ア
の
企
業
が
毎
年
多
か
っ
た
か
ら
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で
あ
る
。
な
お
、
初
任
給
を
ベ
ア
で
引
き
上
げ
れ
ば
、
在
籍
者
の
賃
金
も
初
任
給
と
の
格
差
を
維
持
す
る
た
め
、
通
常
は
若
干
で
も
ベ
ア

を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。

三　

賃
金
体
系
に
関
す
る
若
干
の
考
察

1　

賃
金
体
系
の
生
成

賃
金
体
系
と
い
う
概
念
は
「
わ
が
国
の
賃
金
制
度
に
お
け
る
独
自
の
も
の
（
26
）

」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
概
念
は
と
も
か
く
基
本
給
と

様
々
な
諸
手
当
で
構
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
賃
金
体
系
は
、
韓
国
や
台
湾
の
企
業
に
も
存
在
す
る
（
27
）

。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
体
系
は
「
欧
米
に

は
な
い
わ
が
国
独
特
の
も
の
（
28
）

」、「
こ
の
よ
う
な
概
念
は
欧
米
諸
国
で
は
み
ら
れ
な
い
（
29
）

」、「
賃
金
項
目
が
単
純
で
あ
る
西
欧
の
場
合
に
は
、

賃
金
体
系
と
い
う
概
念
は
な
い
（
30
）

」、
と
対
欧
米
諸
国
と
の
対
比
に
よ
る
独
自
性
で
理
解
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
欧
米
諸
国
で
は
一
般
的

に
、
従
事
す
る
職
務
、
職
種
な
ど
仕
事
基
準
で
決
ま
る
賃
金
が
大
部
分
を
占
め
、
付
加
的
な
諸
手
当
は
あ
ま
り
設
定
さ
れ
て
い
な
い
（
31
）

。
わ

が
国
の
場
合
は
、
基
本
的
賃
金
自
体
が
仕
事
以
外
の
要
素
で
も
決
ま
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
諸
手
当
が
生
計
費
要
素
や
仕
事
要
素
な
ど
を

反
映
す
る
形
で
多
数
設
定
さ
れ
、
賃
金
の
構
成
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
わ
が
国
の
賃
金
実
務
や
賃
金
理
論

の
中
で
、
賃
金
体
系
と
い
う
概
念
が
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
原
因
で
あ
る
。

今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）
に
多
様
な
手
当
を
組
み
合
わ
せ
た
形
の
賃
金
体
系
は
、
す
で
に
大
正
期
か
ら
存
在

し
て
い
た
。
第
一
次
大
戦
下
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
に
対
応
す
る
た
め
の
手
当
増
が
契
機
で
あ
る
。
昭
和
初
期
の
不
況
下
で
手
当
は
消
滅
し

て
い
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
、
大
量
の
労
働
力
動
員
の
必
要
性
と
生
産
増
強
・
物
価
安
定
と
い
う
国
家
的
要
請
と
が
相
ま
っ
て
、

生
活
保
障
の
要
素
と
生
産
刺
激
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
賃
金
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
種
の
手
当
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
賃

四
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金
統
制
令
を
始
め
と
す
る
一
連
の
戦
時
勅
令
で
、
政
府
が
賃
金
総
額
や
最
高
賃
金
額
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
が
、
次
第
に
規
制

は
緩
和
さ
れ
手
当
が
規
制
外
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
労
働
力
不
足
と
イ
ン
フ
レ
に
手
当
付
加
・
増
額
で
対
応
し
、
賃
金
が
複
雑
に
構
成

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
異
常
な
イ
ン
フ
レ
と
実
質
賃
金
の
低
下
、
労
働
生
産
性
の
低
下

を
背
景
に
、
労
働
側
の
生
活
保
障
要
求
と
経
営
側
の
生
産
性
向
上
要
求
の
妥
協
的
産
物
と
し
て
、
諸
手
当
の
多
い
賃
金
体
系
に
引
き
継
が

れ
て
い
っ
た
（
32
）

。
と
く
に
、
賃
金
体
系
の
用
語
が
普
及
し
た
の
は
、
労
働
組
合
か
ら
の
要
求
で
実
現
し
た
、
生
活
保
障
給
（
本
人
給
＋
家
族

給
）
を
基
礎
に
置
き
各
種
の
賃
金
項
目
を
組
み
合
わ
せ
た
「
電
産
型
賃
金
体
系
（
33
）

」
の
出
現
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
う
し
て
基
本
給
と
諸
手

当
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
賃
金
体
系
は
戦
後
に
定
着
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

2　

賃
金
体
系
の
理
念
的
側
面

│
賃
金
の
決
定
要
素

「
二
│
3　

賃
金
体
系
」
で
は
、
賃
金
体
系
を
月
例
賃
金
の
構
成
項
目
と
決
定
基
準
の
体
系
で
あ
る
、
と
や
や
技
術
的
に
定
義
づ
け
た
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
個
別
賃
金
を
決
定
す
る
理
念
を
示
す
場
合
に
も
同
じ
用
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
（
34
）

」
り
、「
賃
金
体

系
は
、
支
払
賃
金
の
内
訳
と
と
も
に
賃
金
に
対
す
る
企
業
の
考
え
方
を
明
示
し
た
も
の
（
35
）

」
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
賃
金
体
系
は
企
業
の
賃

金
に
対
す
る
理
念
、
ポ
リ
シ
ー
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
体
系
に
関
し
て
は
技
術
的
な
側
面
だ
け
で
な

く
、
賃
金
の
性
格
論
的
な
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
（
36
）

。
さ
ら
に
、
賃
金
体
系
の
存
在
形
態
は
、
当
然
な
が
ら
人
材
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
理
念
、
人
事
戦
略
、
雇
用
シ
ス
テ
ム
、
処
遇
ポ
リ
シ
ー
、
処
遇
制
度
な
ど
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
の
関

わ
り
の
中
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
賃
金
に
対
す
る
企
業
の
理
念
、
ポ
リ
シ
ー
を
表
現
す
る
賃
金
の
決
定
要
素
に
限
定
し
て
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
。

四
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

賃
金
の
決
定
要
素
の
分
類
方
法
に
は
多
様
な
切
り
口
が
考
え
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
図
表
5
の
よ
う
に
、
①
仕

事
要
素
（
職
務
、
役
割
、
職
種
）、
②
能
力
要
素
（
職
務
遂
行
能
力
）、
③
業
績
要
素
（
成
果
、
業
績
、
成
績
）、
④

年
功
要
素
（
勤
続
＋
副
次
的
に
年
齢
）、
⑤
生
計
費
要
素
の
五
要
素
に
分
類
し
て
い
る
。
以
下
で
は
月
例
賃
金

に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
賞
与
や
退
職
金
に
関
し
て
も
こ
れ
ら
の
決
定
要
素
は
適
用
可
能
で
あ
る
。

①　

仕
事
要
素
（
職
務
、
役
割
、
職
種
）

仕
事
要
素
で
賃
金
を
決
め
る
場
合
も
、
職
務
、
役
割
、
職
種
な
ど
基
準
と
な
る
仕
事
の
と
ら
え
方
に
違
い

が
あ
る
。
担
当
す
る
仕
事
の
価
値
で
賃
金
を
決
め
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
の
で
、
仕
事
と
く
に
職
務
を

基
準
に
す
る
の
が
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
直
接
、
間
接
に
職
務
要
素

が
賃
金
決
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
職
種
は
か
つ
て
西
欧
で
一
般
的
で
あ
っ
た
賃
金
決
定
基
準
で
あ

る
が
、
わ
が
国
の
場
合
は
職
種
別
労
働
市
場
が
未
成
熟
で
あ
り
、
職
種
自
体
に
よ
る
賃
金
決
定
は
普
及
し
て

い
な
い
。
職
種
別
に
賃
金
水
準
を
計
算
し
た
統
計
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
各
企
業
の
職
種
共
通
の
賃
金
制

度
で
決
定
し
た
個
人
別
賃
金
を
単
に
職
種
毎
に
集
計
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
職
種
別
に
決
定
さ
れ
た
賃
金
を

集
計
し
た
も
の
は
少
な
い
。

賃
金
決
定
要
素
と
し
て
の
「
役
割
」
は
お
そ
ら
く
わ
が
国
独
特
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
役
割
は
必

ず
し
も
確
立
し
た
あ
る
い
は
成
熟
化
し
た
概
念
で
は
な
く
、
企
業
実
務
で
の
概
念
規
定
と
運
用
方
法
は
多
様

で
あ
る
。
役
割
を
「
経
営
目
標
の
達
成
を
図
る
た
め
に
、
社
員
一
人
ひ
と
り
が
遂
行
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ

て
い
る
使
命
・
任
務
」
と
し
、
職
務
を
内
容
の
面
か
ら
細
か
く
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
目
的
の
面
か
ら
概
括

図表 5　賃金の決定要素

①　仕事要素（職務、役割、職種）

②　能力要素（職務遂行能力）

③　業績要素（成果、業績、成績）

④　年功要素（勤続＋副次的に年齢）

⑤　生計費要素
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的
に
捉
え
た
も
の
（
37
）

と
説
明
す
る
論
者
も
い
る
。
筆
者
自
身
は
、

「
①
役
割
と
は
成
果
責
任
と
の
関
連
で
み
た
組
織
上
の
役
割
分
担
あ
る
い
は
機
能
で
あ
り
、
企
業
に
対
す
る
業
績
貢
献
の
態
様
で
あ
る
。

②
そ
の
範
囲
は
実
際
の
担
当
者
に
よ
っ
て
も
変
動
す
る
緩
や
か
な
職
務
概
念
で
あ
る
」

と
定
義
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
剛
構
造
で
は
な
い
緩
や
か
な
職
務
概
念
、
柔
軟
な
職
務
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
38
）

。

②　

能
力
要
素
（
職
務
遂
行
能
力
）

能
力
要
素
の
能
力
と
は
、
当
然
な
が
ら
単
に
一
般
的
、
抽
象
的
な
能
力
で
は
な
く
、
仕
事
が
で
き
る
能
力
、
仕
事
関
係
的
能
力
、
職
業

能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
は
職
能
等
級
制
度
（
職
能
資
格
制
度
）
を
導
入
し
、
職
能
の
ラ
ン
ク
（
等
級
）
と
等
級
に
お
け
る
習

熟
度
で
賃
金
を
決
め
る
。
高
度
経
済
成
長
後
期
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
ま
で
わ
が
国
の
中
心
的
な
賃
金
決
定
要
素
で
あ
り
、
今
日
で
も
影
響
力

は
大
き
い
。
能
力
主
義
は
潜
在
能
力
を
基
準
に
し
て
い
た
た
め
年
功
制
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
議
論
は
多
い
。
確
か
に
能
力
は
把
握
し
づ

ら
く
、
仕
事
上
の
潜
在
能
力
は
と
く
に
把
握
不
可
能
で
あ
る
。
従
業
員
に
実
際
に
業
務
を
与
え
、
業
務
の
遂
行
過
程
で
現
れ
た
事
実
と
遂

行
結
果
を
媒
体
と
し
て
し
か
能
力
は
把
握
で
き
な
い
。
実
は
、
こ
こ
で
い
う
能
力
と
は
潜
在
能
力
で
は
な
く
、
仕
事
の
遂
行
過
程
と
結
果

を
通
じ
て
外
部
に
現
れ
た
保
有
能
力
、
つ
ま
り
「
顕
在
化
さ
れ
た
保
有
能
力
」
を
指
し
て
い
る
。
繰
り
返
し
み
ら
れ
た
行
動
、
事
実
、
結

果
か
ら
判
断
す
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
の
反
復
性
、
再
現
性
が
能
力
把
握
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

③　

業
績
要
素
（
成
果
、
業
績
、
成
績
）

業
績
要
素
は
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
以
降
の
成
果
・
業
績
主
義
の
隆
盛
で
再
認
識
さ
れ
た
が
、
賃
金
は
も
と
も
と
企
業
が
上
げ
た
成
果
・
業

績
の
中
か
ら
配
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
成
果
・
業
績
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
賃
金
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
の
成
果
・
業
績
主
義
は
そ

う
し
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
で
は
な
く
、
短
期
、
中
期
、
長
期
の
成
果
・
業
績
を
意
図
的
、
計
画
的
に
直
接
、
間
接
に
ど
の
よ
う
に
賃

五
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金
に
結
び
付
け
る
か
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、
成
果
・
業
績
主
義
に
は
問
題
点
、
デ
メ
リ
ッ
ト

も
あ
り
、
そ
も
そ
も
成
果
・
業
績
主
義
を
従
業
員
に
適
用
す
る
に
は
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
賃
金
の
決
定
要
素
と
し
て
の
成
果
・
業

績
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
く
。
な
お
、
成
果
、
業
績
、
成
績
は
ど
う
違
う
か
と
い
っ
た
議
論
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
「
経
営
活
動
、
業
務
遂
行
活
動
を
通
じ
て
産
出
し
た
経
済
的
成
果
、
業
績
」
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
概
念
と
し
て
捉
え
て
お
く
。

④　

年
功
要
素
（
勤
続
＋
副
次
的
に
年
齢
）

年
功
要
素
の
年
功
は
勤
続
年
数
を
ベ
ー
ス
に
副
次
的
に
年
齢
が
加
味
さ
れ
た
要
素
を
い
う
。
も
と
も
と
年
功
制
と
は
、
筆
者
の
定
義
に

よ
れ
ば
「
勤
続
年
数
を
ベ
ー
ス
に
（
年
齢
を
副
次
的
要
素
と
し
て
）、
学
歴
別
、
性
別
、
労
職
身
分
（
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
）
別

に
従
業
員
を
セ
グ
メ
ン
ト
し
て
管
理
対
象
グ
ル
ー
プ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
区
分
に
応
じ
て
別
々
に
育
成
、
活
用
、
処
遇
す
る
人
事
管

理
基
準
、
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
セ
グ
メ
ン
ト
要
素
に
は
今
日
、
妥
当
性
も
有
意
性
も
な
い
。
大
学
入
学
率
は

五
〇
％
を
超
え
、
男
女
差
別
は
違
法
で
あ
る
し
、
学
歴
を
基
準
に
し
て
い
た
労
職
区
分
自
体
の
境
界
線
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、

今
日
で
も
勤
続
を
重
ね
れ
ば
（
年
齢
も
パ
ラ
レ
ル
に
増
加
す
る
）
あ
る
程
度
の
レ
ベ
ル
ま
で
は
職
業
能
力
が
高
ま
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
で
、
い
ま
だ
に
直
接
、
間
接
に
勤
続
年
数
を
昇
格
や
昇
進
に
反
映
す
る
企
業
も
あ
る
。
昇
格
や
昇
進
は
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
賃

金
に
つ
な
が
る
か
ら
、
こ
う
し
た
企
業
で
は
年
功
的
に
賃
金
が
増
加
す
る
結
果
に
な
る
。

⑤　

生
計
費
要
素

生
計
費
要
素
は
、
賃
金
は
従
業
員
の
生
計
費
を
賄
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
当
然
の
前
提
か
ら
要
請
さ
れ
る
賃
金
決
定
要
素
で
あ
る
。

し
か
し
、
賃
金
を
生
計
費
要
素
だ
け
で
決
め
る
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
右
の
①
〜
④
の
要
素
に
基
づ
く
賃

金
水
準
の
決
定
に
反
映
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
際
、
総
務
省
統
計
局
の
「
家
計
調
査
」、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
人
事
院
や
地
方
人
事
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委
員
会
作
成
の
「
標
準
生
計
費
」、
同
じ
く
総
務
省
統
計
局
の
「
消
費
者
物
価
指
数
」
な
ど
を
参
考
資
料
に
、
賃
金
水
準
と
生
計
費
の
関

係
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

こ
こ
で
、
基
本
給
の
決
定
要
素
に
つ
い
て
だ
が
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
四
年　

就
労
条
件
調
査
」
の
結
果
を
概
観
し
て
み
よ
う
（
企

業
割
合
、
調
査
産
業
・
規
模
計
）。
実
態
と
し
て
基
本
給
（
賃
金
）
は
複
数
の
要
素
で
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
複
数
回
答
を
前

提
に
調
査
さ
れ
て
い
る
。
管
理
職
に
つ
い
て
は
「
職
務
・
職
種
な
ど
の
仕
事
内
容
」
72
・
5
％
、「
職
務
遂
行
能
力
」
70
・
7
％
、「
年
齢
・

勤
続
年
数
な
ど
」
47
・
0
％
、「
業
績
・
成
果
」
42
・
2
％
、「
学
歴
」
14
・
7
％
の
順
で
あ
る
。
管
理
職
以
外
は
「
能
力
」
68
・
7
％
、「
職

務
・
職
種
」
68
・
2
％
、「
年
齢
・
勤
続
」
58
・
5
％
、「
業
績
」
40
・
5
％
、「
学
歴
」
20
・
9
％
の
順
で
あ
っ
た
。「
管
理
職
」
で
も
「
管
理

職
以
外
」
で
も
職
務
や
能
力
の
要
素
を
反
映
す
る
企
業
が
多
く
、
年
齢
・
勤
続
、
業
績
、
学
歴
の
要
素
は
反
映
す
る
企
業
の
割
合
が
相
対

的
に
少
な
い
。
た
だ
、
管
理
職
以
外
の
年
齢
・
勤
続
要
素
の
反
映
企
業
割
合
は
60
％
弱
と
や
や
多
か
っ
た
。

同
調
査
を
平
成
八
年
、
一
〇
年
、
一
三
年
、
二
一
年
、
二
四
年
の
時
系
列
で
み
る
と
（
39
）

、
調
査
年
に
よ
っ
て
変
動
は
あ
る
が
、「
管
理

職
」「
管
理
職
以
外
」
と
も
、
学
歴
、
年
齢
・
勤
続
そ
れ
に
業
績
を
反
映
す
る
企
業
割
合
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
職
務
を
反
映
す
る
企
業

割
合
は
あ
ま
り
大
き
な
増
減
は
な
い
が
、
能
力
反
映
企
業
は
微
減
で
あ
る
。
本
調
査
で
見
る
限
り
、
賞
与
へ
の
反
映
は
別
と
し
て
、
基
本

給
へ
の
成
果
・
業
績
要
素
の
反
映
は
見
直
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
初
任
給
の
決
定
は
と
も
か
く
、
基
本
給
に
学
歴

要
素
を
反
映
す
る
企
業
が
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
調
査
票
と
調
査
結
果
か
ら
は
そ
の
内
容
や
反
映
方
法
は
明
ら
か
で
な
い
。

以
上
で
検
討
し
た
各
種
の
賃
金
決
定
要
素
の
一
つ
ま
た
は
複
数
を
選
択
し
、
そ
の
要
素
を
月
例
賃
金
の
基
本
給
や
諸
手
当
の
ど
の
よ
う

な
賃
金
項
目
に
反
映
さ
せ
る
か
が
、
賃
金
体
系
に
お
け
る
賃
金
の
項
目
構
成
に
な
る
。
次
に
、
ま
ず
基
本
給
の
種
類
と
内
容
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
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3　

基
本
給
の
種
類
と
内
容

⑴　

基
本
給
の
定
義

こ
こ
ま
で
は
、
基
本
給
と
い
う
用
語
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
使
っ
て
き
た
が
、
改
め
て
概
念
を
整
理
し
た
い
。
月
例
賃
金
の
基
本
的
部

分
と
い
う
こ
と
で
一
般
的
に
は
基
本
給
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
基
本
的
部
分
と
い
う
表
現
に
は
、
①
当
該
企
業
の
賃
金
の
基
本
的
性
格
を
規

定
す
る
と
い
う
意
味
を
は
じ
め
、
②
賃
金
に
占
め
る
割
合
が
多
い
、
③
従
業
員
の
生
活
の
基
礎
に
な
る
比
較
的
安
定
的
な
賃
金
で
あ
る
、

④
賞
与
、
退
職
金
、
諸
手
当
な
ど
他
の
報
酬
の
算
定
基
準
と
な
る
、
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑤
従
業
員
の
賃
金
の
格
付
け
、
ひ

い
て
は
社
内
序
列
を
示
す
指
標
で
も
あ
る
。
賃
金
に
占
め
る
割
合
で
い
え
ば
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
二
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
に

よ
る
と
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
所
定
内
賃
金
に
占
め
る
基
本
給
の
比
率
は
85
・
4
％
で
あ
っ
た
。
同
調
査
を
時
系
列
的
に
見
れ
ば
、

二
〇
年
間
以
上
に
わ
た
っ
て
八
五
％
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
規
模
の
大
き
い
企
業
の
方
が
基
本
給
比
率
は
高
い
傾
向
に
あ
る
。

「
就
労
条
件
総
合
調
査
（
平
成
二
四
年
）」
で
は
基
本
給
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
毎
月
の
賃
金
の
中
で
最
も
基
本
的
な
部
分
を
占
め
、
年
齢
、
学
歴
、
勤
続
年
数
、
経
験
、
能
力
、
資
格
、
地
位
、
職
務
、
業
績
な
ど

労
働
者
本
人
の
属
性
又
は
労
働
者
の
従
事
す
る
職
務
に
伴
う
要
素
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
賃
金
で
、
原
則
と
し
て
同
じ
賃
金
体
系
が
適
用

さ
れ
る
労
働
者
に
全
員
支
給
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。」

こ
れ
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
筆
者
自
身
は
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。

「
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）
は
、
月
例
賃
金
を
性
格
づ
け
、
比
率
的
に
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
最
も
基
本
的
な
部
分
で
あ
り
、
原

則
と
し
て
同
じ
賃
金
体
系
が
適
用
さ
れ
る
従
業
員
全
員
を
対
象
に
支
給
さ
れ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
賃
金
項
目
で
あ
る
。」

企
業
に
よ
っ
て
は
基
本
給
で
は
な
く
本
給
と
称
し
た
り
、
例
え
ば
「
年
齢
給
＋
職
能
給
」
を
基
本
給
と
呼
ん
だ
り
、
基
本
給
と
併
存
さ
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せ
て
職
務
給
と
い
う
基
本
給
的
性
格
の
賃
金
項
目
を
設
定
し
て
い
る
企
業
が
あ
っ
た
り
と
、
企
業
実
務
上
は
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
で
、
筆
者
は
「
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）」
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
。

⑵　

基
本
給
項
目
の
種
類

図
表
5
の
賃
金
決
定
要
素
を
反
映
す
る
主
な
基
本
給
項
目
の
種
類
と
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
の
が
図
表
6
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

に
関
し
て
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
く
。

①
職
務
給
は
、
実
際
に
担
当
し
て
い
る
職
務
の
重
要
度
、
難
易
度
、
責
任
の
程
度
な
ど
、
企
業
に
と
っ
て
の
相
対
的
な
職
務
価
値
に

よ
っ
て
決
め
る
賃
金
で
あ
る
。
職
務
給
を
設
計
す
る
に
は
職
務
分
析
と
職
務
評
価
が
必
要
に
な
る
。
か
つ
て
わ
が
国
で
も
職
務
給
の
導
入

が
試
み
ら
れ
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
剛
構
造
の
職
務
給
が
時
代
的
な
状
況
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
最
近
は
再
び
職
務

給
を
導
入
す
る
企
業
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
四　

こ
れ
か
ら
の
賃
金
体
系
の
方
向
」
で
も
う
少
し
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

②
役
割
給
は
、
組
織
に
お
け
る
役
割
に
応
じ
て
決
め
る
賃
金
で
あ
る
が
、
剛
構
造
に
な
り
が
ち
な
職
務
給
を
日
本
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も

の
と
い
え
る
。
役
割
の
定
義
は
前
述
し
た
が
、
責
任
や
権
限
の
大
き
さ
や
企
業
へ
の
貢
献
度
、
役
割
の
困
難
度
等
の
固
有
役
割
評
価
に
、

会
社
か
ら
の
期
待
度
や
本
人
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
度
な
ど
の
評
価
も
加
味
し
て
決
定
す
る
。
職
責
給
と
称
す
る
企
業
も
あ
る
。
固
定
的
な
職
務

だ
け
で
な
く
、
業
務
目
標
の
内
容
や
レ
ベ
ル
、
結
果
と
し
て
の
役
割
業
績
に
よ
っ
て
高
め
、
広
め
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
柔
軟
さ
が
特

色
で
あ
る
。
た
だ
し
、
職
務
給
や
後
述
す
る
職
階
給
と
区
別
で
き
な
い
事
例
も
あ
る
。

③
職
種
給
は
、
就
い
て
い
る
職
種
と
そ
の
職
種
に
関
す
る
能
力
、
熟
練
度
で
決
め
る
賃
金
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
わ
が
国
に
は
職

種
給
の
例
は
少
な
く
、
大
工
、
左
官
、
料
理
人
な
ど
の
職
人
的
あ
る
い
は
専
門
職
的
な
職
種
に
、
わ
ず
か
に
類
似
し
た
形
の
も
の
が
み
ら

五
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れ
る
だ
け
で
あ
る
。
④
職
階
給
は
、
課
長
、
部
長
な
ど
就
い
て
い
る
役
職
、
ポ
ス
ト
に
基
づ
い

て
決
め
る
賃
金
で
あ
る
。
職
務
等
級
制
度
や
職
能
等
級
制
度
を
導
入
し
て
い
な
い
中
小
企
業
で

導
入
例
が
あ
る
。
以
上
、
①
〜
④
ま
で
が
仕
事
要
素
で
決
ま
る
仕
事
給
と
し
て
の
基
本
給
で
あ
る
。

⑤
職
能
給
は
、
職
務
遂
行
能
力
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
賃
金
で
、
前
述
し
た
と
お
り
職
能
等
級

の
ラ
ン
ク
と
習
熟
度
で
決
め
る
賃
金
で
あ
る
。
仕
事
が
で
き
る
能
力
を
基
準
に
す
る
の
だ
が
、

実
際
に
就
い
て
い
る
仕
事
自
体
の
レ
ベ
ル
と
等
級
が
乖
離
し
た
り
、
職
能
要
件
が
曖
昧
な
企
業

も
多
く
、
年
功
に
流
れ
た
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
基

本
給
の
主
流
で
あ
っ
た
し
、
今
日
で
も
職
能
給
を
導
入
し
て
い
る
企
業
は
多
く
、
と
く
に
職
業

人
と
し
て
成
長
過
程
に
あ
る
若
手
、
中
堅
従
業
員
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
厚
生
労
働
省

な
ど
の
統
計
で
は
職
能
給
を
仕
事
給
に
分
類
す
る
が
、
個
人
の
職
業
能
力
が
基
準
で
あ
る
か
ら
、

企
業
で
現
在
一
般
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
職
能
給
は
「
属
人
給
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
（
40
）

。
た

だ
し
、
同
じ
属
人
給
で
あ
っ
て
も
、
学
歴
、
年
齢
、
勤
続
な
ど
従
業
員
の
「
属
性
」
に
基
づ
く

も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
。
⑥
業
績
給
は
、
一
定
期
間
の
成
果
や
業
績
の
程
度
に
応
じ
て
決
め
る

賃
金
で
あ
る
。
た
だ
し
、
業
績
給
だ
け
の
単
一
型
基
本
給
は
少
な
く
、
他
の
基
本
給
項
目
と
併

せ
た
併
存
型
基
本
給
の
形
で
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
金
額
的
に
あ
ま
り
高
く
な
く
、

業
績
手
当
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

⑦
年
功
給
は
、
勤
続
年
数
中
心
に
決
め
る
賃
金
で
あ
り
、
端
的
な
の
は
勤
続
給
で
あ
る
。
し

図表 6　基本給項目の種類

①　職務給　…………　担当している仕事（職務）で決める賃金

②　役割給　…………　組織における役割に応じて決める賃金

③　職種給　…………　就いている職種とその職種に関する能力、熟練度で決める賃金

④　職階給　…………　就いている役職、ポストに応じて決める賃金

⑤　職能給　…………　職務遂行能力のレベルに応じて決める賃金

⑥　業績給　…………　一定期間の成果や業績の程度に応じて決める賃金

⑦　年功給　…………　勤続年数中心に決める賃金

⑧　生活給　…………　生計費を反映して決める賃金

⑨　総合決定給　……　各種の要素を総合勘案して決める賃金
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か
し
、
こ
れ
ま
で
に
勤
続
給
が
基
本
給
の
中
心
を
占
め
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
併
存
型
基
本
給
の
中
に
少
額
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
基
本
給
と
い
う
名
称
で
も
そ
の
全
額
が
勤
続
年
数
で
決
ま
っ
た
り
、
職
務
給
や
役
割
給
、
職
能
給
が
勤
続
に
応
じ
て
決
定
さ
れ

れ
ば
、
そ
れ
は
年
功
給
に
な
る
。
⑧
生
活
給
は
、
生
計
費
の
程
度
に
よ
っ
て
決
め
る
賃
金
だ
が
、
生
計
費
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
反
映
し
た
賃

金
は
存
在
し
な
い
。
生
活
給
の
代
表
は
年
齢
給
で
あ
り
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ
た
最
低
生
計
費
の
変
化
に
つ
い
て
、
年
齢
を
代
替
指

標
と
し
て
表
現
し
た
賃
金
項
目
で
あ
る
。
た
だ
、
最
近
は
一
定
年
齢
ま
で
の
下
支
え
賃
金
、
調
整
的
賃
金
の
性
格
を
強
め
て
い
る
。
年
齢

給
だ
け
で
生
計
費
全
体
を
賄
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ミ
ニ
マ
ム
部
分
だ
け
で
あ
り
、
他
の
賃
金
項
目
と
合
わ
せ
た
収
入
で
生
活
は
営

ま
れ
る
。
⑨
総
合
決
定
給
は
、
各
種
の
決
定
要
素
を
総
合
勘
案
し
て
決
め
る
賃
金
で
あ
る
。
た
だ
し
、
併
存
型
基
本
給
の
よ
う
に
は
要
素

の
内
訳
が
明
確
で
は
な
い
。
ど
の
要
素
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
が
曖
昧
で
、
対
象
者
に
よ
っ
て
も
決
定
時
期
に

よ
っ
て
も
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
動
機
づ
け
の
誘
因
と
し
て
は
弱
い
が
、
中
小
企
業
で
は
一
般
的
な
賃
金
で
あ
る
。

以
上
に
説
明
し
た
基
本
給
項
目
の
う
ち
、
総
合
決
定
給
も
含
め
て
一
つ
の
要
素
だ
け
で
基
本
給
を
構
成
す
る
の
を
単
一
型
賃
金
体
系

（
基
本
給
体
系
）、
複
数
の
要
素
を
選
択
し
て
組
み
合
わ
せ
る
の
を
併
存
型
賃
金
体
系
（
基
本
給
体
系
）
と
い
う
。
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
一

年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
の
調
査
産
業
・
規
模
計
で
み
る
と
、
管
理
職
対
象
で
単
一
型
基
本
給
体
系
を
採
用
し
て
い
る
の
は
70
・
5
％
、

併
存
型
基
本
給
体
系
を
採
用
し
て
い
る
の
は
27
・
9
％
、
不
明
1
・
6
％
で
あ
り
、
管
理
職
以
外
対
象
に
単
一
型
体
系
を
採
用
し
て
い
る
の

は
68
・
1
％
、
併
存
型
体
系
は
30
・
4
％
、
不
明
1
・
5
％
で
あ
る
。
形
の
う
え
で
は
単
一
型
の
方
が
多
い
が
、
そ
の
内
訳
を
見
る
と
、
職

務
給
（
管
理
職
11
・
3
％
、
管
理
職
以
外
9
・
0
％
）
や
職
能
給
（
管
理
職
2
・
4
％
、
管
理
職
以
外
2
・
6
％
）、
業
績
給
（
管
理
職
2
・
3
％
、
管
理
職

以
外
2
・
2
％
）
な
ど
純
粋
な
単
一
型
だ
け
で
な
く
、「
職
務
・
職
能
給
」「
職
務
・
業
績
給
」「
職
能
・
業
績
給
」「
職
務
・
職
能
・
業
績
給
」

「
属
人
給
」（
学
歴
、
年
齢
・
勤
続
）「
総
合
給
」、
つ
ま
り
複
合
的
要
素
で
決
め
る
単
一
型
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
後
者
の
割
合
は
、
管
理

五
六



（
五
七
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

職
で
54
・
5
％
、
管
理
職
以
外
で
54
・
1
％
と
単
一
型
と
す
る
企
業
の
八
割
近
く
を
占
め
る
。
ま
た
、
総
合
給
だ
け
と
っ
て
も
管
理
職
で

24
・
8
％
、
管
理
職
以
外
で
28
・
6
％
だ
っ
た
。
つ
ま
り
実
質
的
に
み
れ
ば
併
存
型
、
総
合
型
が
多
い
こ
と
に
な
る
。

4　

諸
手
当
の
定
義
と
種
類

諸
手
当
は
賃
金
の
核
と
な
る
基
本
給
を
補
完
す
る
付
加
的
賃
金
の
た
め
か
、
正
面
か
ら
定
義
し
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
こ
で

筆
者
は
独
自
に
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。

「
①
諸
手
当
は
、
基
本
給
で
は
吸
収
で
き
な
い
個
別
の
特
定
条
件
・
要
素
の
小
刻
み
な
変
化
を
受
け
止
め
、
反
映
す
る
可
変
的
賃
金
項

目
で
あ
る
。
②
基
本
給
と
は
異
な
り
、
特
定
条
件
・
要
素
に
該
当
す
る
従
業
員
に
対
し
て
の
み
支
給
さ
れ
、
条
件
・
要
素
の
変
動
に
よ
っ

て
支
給
・
不
支
給
や
金
額
の
増
減
が
随
時
発
生
す
る
賃
金
で
あ
る
。」

し
た
が
っ
て
、
条
件
・
要
素
が
発
生
す
れ
ば
支
給
さ
れ
、
条
件
・
要
素
に
変
更
が
あ
れ
ば
増
減
さ
れ
、
条
件
・
要
素
が
無
く
な
れ
ば
不

支
給
と
な
る
相
対
的
に
変
動
的
な
賃
金
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
特
定
条
件
・
要
素
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
①
仕
事
の
つ
ら
さ
・
難
し
さ
、

②
職
場
環
境
や
働
き
方
、
③
労
働
市
場
要
因
（
採
用
の
困
難
度
）、
④
特
殊
な
能
力
（
特
定
資
格
・
免
許
の
有
無
）、
⑤
生
計
費
の
個
人
差
、
な

ど
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

諸
手
当
の
区
分
に
つ
い
て
も
分
類
方
法
は
色
々
あ
る
。
図
表
7
は
筆
者
に
よ
る
区
分
で
あ
り
、
①
職
務
関
連
手
当
、
②
生
活
関
連
手
当
、

③
奨
励
手
当
、
④
そ
の
他
の
手
当
、
⑤
法
定
手
当
に
分
類
し
て
い
る
。
図
表
7
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
毎
に
比
較
的
一
般
的
な
手
当
名
を

例
示
し
た
が
、
個
々
の
企
業
で
の
名
称
は
多
様
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
こ
に
は
挙
げ
て
い
な
い
そ
の
企
業
独
自
の
手
当
も
少
な
く
な
い
。
そ

れ
ぞ
れ
の
手
当
に
関
し
て
詳
し
く
説
明
は
し
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
手
当
に
関
し
て
は
補
足
的
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
く
。
特
殊
職
種
手
当
、

五
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特
殊
職
務
手
当
は
当
該
企
業
で
の
特
殊
性
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
。
特
殊
勤
務
手

当
は
、
例
え
ば
三
交
替
勤
務
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
特
殊
作
業
手
当
は
高
熱
、

寒
冷
、
危
険
、
高
所
、
塵
埃
、
悪
臭
、
騒
音
な
ど
の
環
境
下
に
お
け
る
作
業
に
対

す
る
手
当
で
あ
る
。
資
格
・
免
許
手
当
は
、
当
該
資
格
・
免
許
が
必
要
な
職
務
に

従
事
し
て
い
る
保
有
者
に
支
給
さ
れ
る
。
公
的
資
格
手
当
は
資
格
・
免
許
手
当
と

重
複
す
る
よ
う
だ
が
、
公
的
資
格
取
得
の
奨
励
と
い
う
意
味
合
い
で
、
当
該
職
務

に
直
接
従
事
し
て
い
な
く
て
も
支
給
す
る
企
業
が
あ
る
の
で
別
に
挙
げ
た
。
調
整

手
当
は
賃
金
体
系
改
定
時
、
中
途
採
用
者
の
前
収
保
障
な
ど
の
場
合
に
支
給
さ
れ

る
。
出
向
手
当
は
主
に
出
向
元
と
出
向
先
の
労
働
条
件
の
差
を
補
填
す
る
手
当
で

あ
る
。
以
上
は
企
業
が
任
意
に
設
定
す
る
手
当
だ
が
、
法
定
手
当
は
時
間
外
労
働

（
早
出
、
残
業
）、
休
日
労
働
、
深
夜
労
働
に
関
し
て
法
的
に
割
増
賃
金
の
支
給
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
「
平
成
二
二
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
で
、
支
給
す
る
企
業
の

割
合
が
多
い
手
当
を
み
る
と
（
調
査
産
業
・
規
模
計
）、「
通
勤
手
当
」
91
・
6
％
、

「
役
付
手
当
」
82
・
2
％
、「
家
族
手
当
」
65
・
9
％
、「
技
能
手
当
」
46
・
9
％
、

「
住
宅
手
当
」
41
・
2
％
の
順
で
あ
っ
た
。
家
族
手
当
が
低
下
傾
向
に
あ
る
以
外
は
、

支
給
す
る
企
業
割
合
は
こ
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
変
化
が
な
い
。
通
勤
手
当
、
役
付
手

図表 7　主な諸手当の区分と名称

区　分 名　称

職務関連手当

役職手当（役付手当、管理職手当、専門職手当）、

特殊職種手当、特殊職務手当、特殊勤務手当、

特殊作業手当、技能手当（技術手当）、資格・免許手当、

営業手当、外勤手当

生活関連手当

家族手当（扶養手当）、子女教育手当、住宅手当、

地域手当、都市手当、寒冷地・燃料手当、

単身赴任手当（別居手当）、食事手当

奨励手当 業績手当、精皆勤手当、公的資格手当

その他の手当 調整手当、出向手当、通勤手当

法定手当 時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当
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当
、
家
族
手
当
が
三
大
手
当
と
い
え
よ
う
。

5　

賃
金
項
目
の
体
系
図

こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
賃
金
体
系
に
関
す
る
概
念
を
大
ま
か
な
体
系
図
で
示
し
た
の
が
、
前
掲
図
表
1
の
月
例
賃
金
以
降
の
表
示
で
あ
る
。

月
例
賃
金
は
ま
ず
、
所
定
内
賃
金
と
所
定
外
賃
金
に
区
分
さ
れ
る
。
所
定
内
賃
金
と
は
、
始
業
か
ら
終
業
ま
で
の
時
間
か
ら
休
憩
時
間
を

除
い
た
所
定
労
働
時
間
内
賃
金
の
こ
と
で
あ
る
。
所
定
外
賃
金
と
は
所
定
労
働
時
間
外
賃
金
の
こ
と
で
あ
り
、
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
、

深
夜
労
働
（
交
替
制
勤
務
等
に
よ
る
所
定
内
の
場
合
も
あ
る
）
に
対
す
る
賃
金
で
あ
る
。
所
定
内
賃
金
は
、
基
準
内
賃
金
と
基
準
外
手
当
に
分

か
れ
る
。
所
定
内
賃
金
も
そ
う
だ
が
、
基
準
内
賃
金
と
い
う
言
葉
は
法
的
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
実
務
上
の
用
語
で
あ
る
。
し

か
も
、
基
本
給
（
部
分
）
の
ほ
か
に
含
ま
れ
る
諸
手
当
の
範
囲
に
よ
っ
て
、
企
業
ご
と
に
基
準
内
賃
金
の
範
囲
が
異
な
る
。
最
も
一
般
的

な
の
は
、
当
該
企
業
内
で
多
く
の
従
業
員
が
受
給
し
て
い
て
、
金
額
的
に
も
高
い
手
当
を
含
め
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
基
準
内

手
当
と
す
る
か
基
準
外
手
当
か
は
、
企
業
の
考
え
方
次
第
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
基
本
給
（
部
分
）
は
固
定
給
と
変
動
給
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
固
定
給
と
い
っ
て
も
、
六
ヵ
月
間
、
一
年
間
は
変
動
し
な
い
安
定
的
賃
金
部
分
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
賃
金
の
改
定
は
行
わ

れ
る
。
変
動
給
は
、
業
績
の
変
動
に
応
じ
て
、
毎
月
あ
る
い
は
数
ヵ
月
単
位
で
改
定
さ
れ
る
賃
金
で
あ
る
が
、「
二
│
4　

賃
金
形
態
」

で
み
た
よ
う
に
基
本
給
へ
の
導
入
企
業
は
少
な
い
。

も
う
少
し
具
体
的
な
名
称
で
賃
金
体
系
の
構
成
項
目
を
示
し
た
の
が
図
表
8
で
あ
る
。
実
在
す
る
中
堅
企
業
の
賃
金
体
系
を
若
干
修
正

し
て
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
説
明
は
省
略
す
る
が
、
同
社
に
は
交
替
制
勤
務
が
な
い
の
で
、
深
夜
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
の
は
早
出

や
残
業
が
深
夜
に
及
ぶ
場
合
の
超
過
勤
務
手
当
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
基
礎
給
と
職
務
・
職
能
給
か
ら
な
る
併
存
型
基
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本
給
体
系
だ
が
、
他
社
に
は
基
本
給
が
職
務
給
だ
け
、
職
能
給
だ
け

と
い
っ
た
単
一
型
基
本
給
体
系
の
例
が
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
検
討
し
、
定
義
づ
け
て
き
た
賃
金
管

理
に
始
ま
る
各
種
の
賃
金
用
語
に
関
し
て
体
系
図
、
関
連
図
に
ま
と

め
た
の
が
図
表
9
で
あ
る
。

四　

 

こ
れ
か
ら
の
賃
金
体
系
の
方
向

│
む
す

び
に
か
え
て

本
稿
で
何
度
も
引
用
し
た
厚
生
労
働
省
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」

は
、
全
国
の
常
用
従
業
員
三
〇
人
以
上
の
企
業
が
対
象
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
全
上
場
企
業
を
対
象
に
し
た
日
本
生
産
性
本
部
の
「
日

本
的
雇
用
・
人
事
の
変
容
に
関
す
る
調
査
」
か
ら
三
種
類
の
基
本
給

の
導
入
状
況
を
見
て
み
よ
う
。
わ
が
国
の
人
事
・
賃
金
制
度
の
ト
レ

ン
ド
を
牽
引
す
る
の
は
中
堅
・
大
企
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
紹
介
す
る

の
は
第
一
一
回
・
二
〇
〇
七
年
調
査
（
回
答
一
七
三
社
）、
第
一
二

回
・
二
〇
〇
九
年
調
査
（
回
答
一
七
六
社
）、
第
一
三
回
・
二
〇
一
二

年
調
査
（
回
答
一
五
四
社
）
の
調
査
結
果
で
あ
る
（
左
記
数
値
の
表
示

図表 8　賃金体系（構成項目）の例

月例賃金

基準内賃金

基準外賃金

外勤手当
単身赴任手当
公的資格手当
通勤手当

時間外勤務手当
休日勤務手当
深夜勤務手当

役職手当
住宅手当
家族手当

基礎給（年齢給）

職務・職能給

基準外手当

超過勤務手当

基 本 給

基準内手当
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
） は

こ
の
順
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
複
数
回
答
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
年
齢
・
勤
続
給
」
の
導

入
企
業
割
合
は
、
管
理
職
層
33
・
5
％
、
27
・
3
％
、
22
・
7
％
、
非
管
理
職
層
61
・
9
％
、

59
・
1
％
、
48
・
1
％
、「
職
能
給
」
は
管
理
職
層
74
・
5
％
、
69
・
9
％
、
65
・
6
％
、
非

管
理
職
層
80
・
9
％
、
80
・
7
％
、
77
・
3
％
、「
役
割
・
職
務
給
」
は
管
理
職
層
72
・
3
％
、

70
・
5
％
、
79
・
2
％
、
非
管
理
職
層
56
・
7
％
、
51
・
1
％
、
58
・
4
％
で
あ
っ
た
。
こ

れ
以
前
の
調
査
結
果
を
含
め
て
時
系
列
的
に
み
る
と
、
調
査
年
に
よ
っ
て
回
答
企
業
に

入
れ
替
わ
り
が
あ
る
の
で
数
値
は
変
動
す
る
が
、
傾
向
と
し
て
年
齢
・
勤
続
給
と
職
能

給
は
導
入
企
業
の
割
合
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、
役
割
・
職
務
給
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

人
事
・
賃
金
シ
ス
テ
ム
の
成
果
主
義
へ
の
傾
斜
と
そ
の
揺
り
戻
し
が
こ
の
二
〇
年
間
の

ト
ピ
ッ
ク
だ
が
、
基
本
給
に
関
し
て
い
え
ば
仕
事
給
へ
の
傾
斜
が
注
目
さ
れ
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
わ
が
国
で
も
第
二
次
大
戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
前
期
に
か
け

て
、
主
と
し
て
重
厚
長
大
産
業
で
職
務
給
の
導
入
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か

し
、
わ
が
国
の
よ
う
に
配
置
転
換
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
頻
繁
に
実
施
す
る
雇
用
慣
行

下
で
は
上
手
く
運
用
で
き
な
か
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
期
に
は
組
織
の
改
編
、
工
場
・

施
設
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
異
動
も
増

加
し
た
が
、
会
社
の
都
合
で
上
位
ラ
ン
ク
の
仕
事
か
ら
下
位
ラ
ン
ク
の
仕
事
に
配
転
す

る
場
合
、
異
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
賃
金
を
下
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
結

図表 9　賃金用語の体系図

賃金管理

基本給

諸手当賃金体系

賃金形態

賞与制度、退職金制度

昇給制度

賃金制度

賃金額管理

賃金構成項目

賃金決定基準

定期昇給

ベースアップ
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（
六
二
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

局
、
従
前
の
賃
金
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
職
務
給
本
来
の
運
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
技
術
革
新
の
進
展
が
急
激
で
、

新
職
務
の
発
生
、
既
存
職
務
の
変
動
・
消
滅
も
頻
繁
で
職
務
が
安
定
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
で
の
柔
軟
な
職
務
配
置
に
は
、
弾
力

性
の
な
い
職
務
給
で
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
時
代
状
況
の
ほ
か
、
職
務
給
は
職
務
と
そ
の
ラ
ン
ク
に
応
じ
た
単

一
給
（
シ
ン
グ
ル
レ
ー
ト
）
か
せ
い
ぜ
い
幅
の
狭
い
範
囲
給
（
レ
ン
ジ
レ
ー
ト
）
で
設
計
さ
れ
、
従
業
員
の
能
力
が
高
ま
っ
て
も
仕
事
が
変

わ
ら
な
け
れ
ば
賃
金
が
上
が
ら
な
い
の
で
、
動
機
づ
け
の
面
か
ら
も
問
題
が
あ
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
期
を
通
じ
て
職
務
給
か
ら
職
能
給

へ
転
換
し
た
り
、
賃
金
に
占
め
る
職
務
給
の
ウ
エ
イ
ト
を
低
下
さ
せ
る
企
業
が
増
加
し
た
の
が
現
実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
の
あ
る
職
務
給
＝
仕
事
給
だ
が
、
な
ぜ
再
び
興
隆
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
今
日
の
よ
う
に
経
営
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
展
す
る
と
、
経
済
合
理
性
が
あ
り
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
職
務
＝
仕
事
を
人
事
・
賃
金
の
決
定
基
準
に
据

え
る
企
業
が
増
加
す
る
。
よ
り
直
接
的
な
動
機
は
、
長
期
の
経
済
停
滞
で
企
業
業
績
が
落
ち
込
む
中
で
、
人
件
費
の
負
担
増
加
を
回
避
す

る
た
め
に
定
昇
の
無
い
、
あ
る
い
は
昇
給
レ
ン
ジ
の
幅
が
狭
い
職
務
給
に
企
業
の
目
が
向
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に

今
後
と
も
成
果
・
業
績
を
無
視
し
た
賃
金
決
定
は
あ
り
得
な
い
が
、
そ
の
成
果
・
業
績
は
業
務
目
標
や
期
待
役
割
の
達
成
度
で
あ
る
か
ら
、

ベ
ー
ス
に
な
る
の
は
職
務
や
役
割
＝
仕
事
要
素
で
あ
る
。
仕
事
給
が
拡
大
し
た
背
景
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。

職
務
グ
レ
ー
ド
と
職
務
給
そ
の
も
の
が
、
本
家
と
も
い
え
る
米
国
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
の
よ
う
に
柔
軟
性
に
欠
け
る
硬
直
的
な
仕
組

み
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
く
に
管
理
職
、
専
門
職
層
に
典
型
的
だ
が
、
職
務
評
価
に
あ
た
っ
て
能
力
要

素
の
ウ
エ
イ
ト
を
か
な
り
高
め
て
い
る
。
ま
た
職
務
グ
レ
ー
ド
数
も
、
グ
レ
ー
ド
を
ま
と
め
る
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
デ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
例
え

ば
二
〇
か
ら
五
へ
と
減
少
さ
せ
て
大
括
り
と
し
、
対
応
す
る
職
務
給
の
レ
ン
ジ
を
広
く
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
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（
六
三
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

職
務
グ
レ
ー
ド
内
で
の
昇
給
機
会
は
増
加
し
て
い
る
（
41
）

。
わ
が
国
に
お
け
る
職
務
給
も
同
様
な
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
日
本
独
特
の
役
割
給

も
仕
事
給
の
一
種
だ
が
、
そ
の
柔
軟
性
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
職
能
給
は
本
来
、
仕
事
と
そ
の
仕
事
が
で
き
る
能
力

を
基
準
に
し
た
賃
金
で
あ
り
、
純
粋
な
仕
事
給
と
は
い
え
な
い
も
の
の
仕
事
要
素
を
強
め
れ
ば
仕
事
給
に
接
近
す
る
（
職
務
・
職
能
給
）。

た
だ
、
現
在
一
般
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
曖
昧
な
あ
る
い
は
年
功
的
運
用
に
流
れ
や
す
い
職
能
給
の
ま
ま
で
は
、
こ
こ
で
の
検
討
対
象
に

な
ら
な
い
。
仕
事
（
こ
の
場
合
は
課
業
）
を
洗
い
出
し
て
評
価
す
る
職
務
調
査
を
行
っ
て
職
能
要
件
書
を
整
備
し
た
上
で
（
42
）

、
仕
事
と
の
関
連

を
明
確
に
し
た
運
用
を
す
る
こ
と
が
条
件
に
な
る
。

こ
れ
か
ら
の
賃
金
体
系
と
く
に
基
本
給
部
分
は
、
職
務
給
か
役
割
給
か
、
そ
れ
と
も
仕
事
要
素
を
強
め
た
職
能
給
＝
職
務
・
職
能
給
か

は
と
も
か
く
、「
仕
事
給
」
的
な
要
素
が
中
核
と
な
る
（
43
）

。
し
か
し
、
単
一
型
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
給
を
中
心
に
「
三
│
3
│
⑵　

基
本

給
項
目
の
種
類
」
で
述
べ
た
よ
う
な
各
種
の
基
本
給
項
目
を
組
み
合
わ
せ
た
、
併
存
型
基
本
給
体
系
を
採
用
す
る
企
業
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
も
従
業
員
の
全
階
層
で
同
じ
基
本
体
系
に
す
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
若
年
層
は
「
職
能
給
＋
生
活
給
」、
中
堅
層
は
「
職
能
給
＋

役
割
給
」、
管
理
・
専
門
職
層
は
「
職
務
給
＋
業
績
給
」
あ
る
い
は
「
役
割
給
＋
業
績
給
」
と
い
っ
た
複
線
型
体
系
に
す
る
方
法
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
長
期
継
続
雇
用
慣
行
と
企
業
内
労
働
市
場
に
立
脚
し
た
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
が
揺
ら
い
で
い
る
現
在
、
か
つ
て
の
よ

う
な
年
功
給
や
仕
事
か
ら
乖
離
し
て
年
功
的
に
運
用
す
る
よ
う
な
能
力
給
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
選
択
肢
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
） 

谷
田
部
光
一
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」（『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
三
号
、
高
木
勝
一
教
授
古
稀
記
念
号
、

二
〇
一
三
年
）
三
二
九
頁
以
下
。

（
2
） 

『
日
米
雇
用
処
遇
用
語
集
』（
日
本
生
産
性
本
部
・
生
産
性
労
働
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
）
一
三
二
頁
、
笹
島
芳
雄
『
最
新　

ア
メ
リ
カ
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三



（
六
四
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

の
賃
金
・
評
価
制
度
│
日
米
比
較
か
ら
学
ぶ
も
の
│
』（
日
本
経
団
連
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
八
五
頁
。

（
3
） 

わ
が
国
の
実
態
は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
も
正
社
員
の
場
合
は
日
給
月
給
制
（
不
完
全
月
給
制
）
や
月
給
制
が
多
く
、
非
正
規
労
働
者
に
時
給
制

や
日
給
制
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
正
社
員
に
適
用
さ
れ
る
賃
金
の
英
語
表
記
はw

age

よ
り
もsalary

の
方
が
妥
当
性
が
あ
る
と
言

え
る
。

（
4
） 

岩
出
博
『L

E
C
T
U
R
E

人
事
労
務
管
理
〔
三
訂
版
〕』（
泉
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
二
八
六
頁
。

（
5
） 

幸
田
浩
文
「
わ
が
国
の
賃
金
管
理
と
賃
金
制
度
」
平
野
文
彦
編
『
人
的
資
源
管
理
論
』
第
一
四
章
（
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
〇

頁
の
記
述
を
筆
者
が
要
約
し
た
。

（
6
） 

岩
出
・
前
掲
書
、
二
八
七
頁
、
佐
藤
正
男
『
経
営
人
事
管
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
六
頁
、
山
岸
俊
正
『
人
事
労
務
管
理
事
典
』

（
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
、
二
〇
〇
八
年
）
一
七
四
頁
。

（
7
） 

「
個
別
賃
金
」
を
個
々
の
従
業
員
の
賃
金
と
捉
え
る
例
が
多
い
。
例
え
ば
、
正
亀
芳
造
「
賃
金
制
度
」
奥
林
康
司
（
他
）
編
著
『
入
門　

人
的

資
源
管
理
（
第
二
版
）』
第
九
章
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
八
頁
。
し
か
し
、
筆
者
は
職
種
、
職
務
、
能
力
、
熟
練
度
な
ど
の
条
件
を

設
定
し
た
「
銘
柄
別
賃
金
」
を
個
別
賃
金
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
個
別
賃
金
の
一
覧
表
が
い
わ
ゆ
る
賃
金
表
で
あ
る
。
そ
し
て
、
賃
金
制
度
と
そ
の

運
用
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
は
賃
金
表
に
当
て
は
め
て
、
あ
る
い
は
昇
給
表
に
基
づ
い
て
従
業
員
個
々
人
に
配
分
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
賃
金
を

「
個
人
別
賃
金
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
楠
田
丘
『
改
訂
九
版　

賃
金
テ
キ
ス
ト
』（
経
営
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
頁
│

三
九
頁
に
拠
っ
て
い
る
。

（
8
） 

正
亀
・
同
上
論
文
、
一
四
八
頁
。

（
9
） 

日
本
経
済
団
体
連
合
会
『
仕
事
・
役
割
・
貢
献
度
を
基
軸
と
し
た
賃
金
制
度
の
構
築
・
運
用
に
向
け
て
』（
日
本
経
団
連
事
業
サ
ー
ビ
ス
、

二
〇
〇
八
年
）
六
〇
頁
。

（
10
） 

小
野
恒
雄
「
戦
後
日
本
『
賃
金
制
度
』
変
遷
史
料
」『
変
革
期
の
賃
金
問
題
』（
労
務
行
政
研
究
所
、
一
九
七
五
年
）
二
五
三
頁
。

（
11
） 

『
人
事
・
労
務
用
語
辞
典　

第
七
版
』（
日
本
経
団
連
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
二
七
七
頁
。

（
12
） 

藤
村
博
之
「
賃
金
管
理
」
佐
藤
博
樹
（
他
）『
新
し
い
人
事
労
務
管
理
〔
第
四
版
〕』
第
四
章
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
〇
頁
。

六
四



（
六
五
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

（
13
） 

佐
藤
正
男
・
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
。

（
14
） 

元
井
弘
『
役
割
主
義
人
事
シ
ス
テ
ム
﹇
新
版
﹈』（
生
産
性
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
九
三
頁
。

（
15
） 
岩
出
・
前
掲
書
、
二
九
二
頁
。

（
16
） 
白
井
泰
四
郎
『
現
代
日
本
の
人
事
労
務
管
理
（
第
二
版
）』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
二
年
）
一
九
二
頁
。

（
17
） 

佐
護
譽
『
人
的
資
源
管
理
概
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
一
四
二
頁
│
一
四
三
頁
。

（
18
） 

逆
瀬
川
潔
『
賃
金
制
度
の
知
識
』（
日
経
文
庫
、
一
九
八
六
年
）
一
一
頁
。

（
19
） 

昭
和
同
人
会
編
『
わ
が
国
賃
金
構
造
の
史
的
考
察
』（
至
誠
堂
、
一
九
六
〇
年
）
一
六
頁
。

（
20
） 

労
働
基
準
法
第
二
四
条
第
二
項
で
は
、
賃
金
支
払
い
の
五
原
則
の
う
ち
、
毎
月
一
回
以
上
の
支
払
い
（
毎
月
払
い
の
原
則
）
と
、
一
定
期
日
払

い
の
原
則
を
定
め
て
い
る
。

（
21
） 

厚
生
労
働
省
「
平
成
二
四
年　

賃
金
引
き
上
げ
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」。

（
22
） 

労
働
省
「
平
成
一
〇
年　

賃
金
労
働
時
間
制
度
等
総
合
調
査
」。
平
成
一
三
年
か
ら
厚
生
労
働
省
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
と
名
称
が
変
更
さ

れ
、
継
続
し
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

佐
護
・
前
掲
書
、
一
四
九
頁
。

（
24
） 

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
勧
告
に
あ
た
っ
て
「
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
」（
企
業
規
模
五
〇
人
以
上
で
か
つ
事
業
所
規
模
五
〇
人

以
上
の
事
業
所
対
象
）
を
実
施
す
る
。
平
成
二
四
年
調
査
に
よ
る
と
、「
係
員
」
ク
ラ
ス
で
定
昇
制
度
が
あ
る
の
は
89
・
3
％
、
そ
の
内
容
は
（
複
数

回
答
）、
自
動
昇
給
あ
り
39
・
8
％
、
査
定
昇
給
あ
り
71
・
9
％
、
昇
格
昇
給
あ
り
39
・
8
％
で
あ
る
。
一
方
「
課
長
級
」
は
、
定
昇
制
度
あ
り

82
・
8
％
と
係
員
ク
ラ
ス
よ
り
や
や
低
い
の
で
、
内
容
（
複
数
回
答
）
も
自
動
昇
給
32
・
6
％
、
査
定
昇
給
67
・
5
％
、
昇
格
昇
給
36
・
0
％
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
割
合
の
傾
向
は
、
数
値
に
わ
ず
か
な
差
が
あ
る
だ
け
で
平
成
一
七
年
の
調
査
以
降
、
毎
年
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
。
複
数
回
答
な
の
で
、

自
動
昇
給
あ
り
の
中
に
は
自
動
昇
給
の
み
と
自
動
昇
給
と
査
定
昇
給
の
併
用
を
含
み
、
査
定
昇
給
あ
り
も
査
定
昇
給
の
み
と
自
動
昇
給
と
の
併
用
を

含
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
査
定
昇
給
部
分
の
方
が
割
合
は
多
い
。
ま
た
少
し
古
く
な
る
が
、
旧
労
働
省
・
前
掲
「
平
成
一
〇
年　

賃
金
労
働

時
間
制
度
等
総
合
調
査
（
三
〇
人
以
上
の
民
営
企
業
）」
に
よ
る
と
、
定
期
昇
給
制
度
が
あ
る
86
・
0
％
の
企
業
を
一
〇
〇
と
し
て
、
全
額
考
課
査
定

六
五
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の
企
業
割
合
は
45
・
2
％
、
全
額
自
動
決
定
が
10
・
3
％
、
考
課
査
定
と
自
動
決
定
の
併
用
は
44
・
4
％
で
あ
っ
た
。

（
25
） 

厚
生
労
働
省
・
前
掲
「
賃
金
引
き
上
げ
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、
平
成
二
四
年
に
定
昇
制
度
が
あ
る
企
業
（
管
理
職
68
・
6
％
、

一
般
職
75
・
3
％
）
を
一
〇
〇
と
し
て
、
予
定
も
含
む
ベ
ア
実
施
企
業
の
割
合
は
、
企
業
規
模
計
で
管
理
職
9
・
8
％
、
一
般
職
12
・
1
％
だ
っ
た
。

平
成
一
五
年
以
降
の
一
〇
年
間
を
み
て
も
、
年
に
よ
っ
て
数
値
に
変
動
は
あ
る
が
、
管
理
職
、
一
般
職
と
も
ベ
ア
実
施
企
業
は
一
〇
％
〜
二
〇
％
程

度
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
ベ
ア
の
額
と
率
が
分
か
る
日
本
経
済
団
体
連
合
会
の
「
昇
給
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
実
施
状
況
調
査
結
果
」（
規
模

五
〇
〇
人
以
上
が
回
答
企
業
の
78
・
0
％
を
占
め
る
主
要
企
業
調
査
）
で
は
、
平
成
二
四
年
の
組
合
員
平
均
賃
上
げ
合
計
六
〇
五
八
円
（
1
・
98
％
）

の
う
ち
、
定
昇
を
含
む
平
均
「
昇
給
」
は
五
九
八
四
円
（
1
・
96
％
）
だ
が
、
平
均
「
ベ
ア
」
は
七
四
円
（
0
・
02
％
）
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。

0
・
0
％
だ
っ
た
平
成
一
四
年
以
降
、
統
計
か
ら
み
た
ベ
ア
率
は
0
・
1
％
を
下
回
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
今
日
的
に
は
ベ
ア
を
実
施
し
な
い
企

業
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
26
） 

佐
藤
正
男
・
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
。

（
27
） 

韓
国
に
つ
い
て
は
安
熙
卓
『
韓
国
企
業
の
人
的
資
源
管
理
│
そ
の
特
質
と
変
容
│
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
一
年
）
六
九
頁
以
下
参
照
。
台
湾
に

関
し
て
は
、
日
本
賃
金
学
会
編
『
賃
金
事
典
』（
労
働
調
査
会
、
二
〇
一
一
年
）
二
一
四
頁
参
照
。

（
28
） 

正
亀
・
前
掲
論
文
、
一
四
八
頁
。

（
29
） 

佐
護
・
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。

（
30
） 

村
上
良
三
『
人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
と
実
践　

人
的
資
源
管
理
入
門
』（
学
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
九
三
頁
。

（
31
） 

笹
島
芳
雄
『
ア
メ
リ
カ
の
賃
金
・
評
価
シ
ス
テ
ム
』（
日
経
連
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
頁
│
一
八
頁
参
照
。

（
32
） 

こ
の
段
落
の
記
述
は
、
昭
和
同
人
会
・
前
掲
書
、
孫
田
良
平
『
年
功
賃
金
の
終
焉
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
）、
笹
島
芳
雄
「
日
本

の
賃
金
制
度
：
過
去
、
現
在
そ
し
て
未
来
」（
明
治
学
院
大
学
『
経
済
研
究
』
第
一
四
五
号
、
二
〇
一
二
年
）
三
一
頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。

（
33
） 

電
力
系
の
企
業
別
労
働
組
合
の
連
合
体
で
あ
る
日
本
電
気
産
業
労
働
組
合
協
議
会
＝
電
産
協
が
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
要
求
し
て
実
現
し
た

賃
金
体
系
で
あ
る
（
電
産
協
は
一
九
四
七
年
五
月
に
産
業
別
単
一
組
織
と
し
て
の
日
本
電
気
産
業
労
働
組
合
＝
電
産
に
改
組
）。
電
産
型
賃
金
体
系

の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
過
去
に
氏
原
正
治
郎
『
日
本
労
働
問
題
研
究
』（
東
大
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
一
六
二
頁
│
一
七
四
頁
な
ど
で
も
論

六
六



（
六
七
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
（
谷
田
部
）

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
比
較
的
最
近
の
要
約
的
な
説
明
は
、
岩
出
・
前
掲
書
、
六
〇
頁
│
六
一
頁
、
佐
護
・
前
掲
書
、
一
四
三
頁
│
一
四
四
頁
、
孫

田
・
同
上
書
、
五
五
頁
│
五
七
頁
、
笹
島
・
同
上
論
文
、
三
八
頁
│
三
九
頁
、
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
、
二
村
一
夫
訳
『
日
本
労
使
関
係
史

一
八
五
三
│
二
〇
一
〇
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
三
六
〇
頁
│
三
六
五
頁
な
ど
参
照
。

（
34
） 
鈴
木
好
和
『
第
二
版　

人
的
資
源
管
理
論
』（
創
生
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
三
四
頁
。

（
35
） 

幸
田
・
前
掲
論
文
、
二
〇
〇
頁
。

（
36
） 

例
え
ば
昭
和
同
人
会
・
前
掲
書
第
二
部
、
一
九
九
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
楠
田
・
前
掲
書
は
賃
金
制
度
設
計
の
実
務
書
だ
が
、
賃
金
体
系
に
関

し
て
技
術
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
理
念
の
面
を
重
視
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
37
） 

竹
内
裕
『
日
本
の
賃
金
│
年
功
序
列
賃
金
と
成
果
主
義
賃
金
の
ゆ
く
え
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
九
頁
。

（
38
） 

谷
田
部
光
一
「
こ
れ
か
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
使
命
」（『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
七
一
頁
。

（
39
） 

平
成
八
年
と
一
〇
年
は
「
賃
金
労
働
時
間
制
度
等
総
合
調
査
」。

（
40
） 

同
旨
、
木
下
武
男
『
日
本
人
の
賃
金
』（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）
四
八
頁
│
五
五
頁
。

（
41
） 

笹
島
・
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
の
賃
金
・
評
価
シ
ス
テ
ム
』、
同
・
前
掲
『
最
新　

ア
メ
リ
カ
の
賃
金
・
評
価
制
度
│
日
米
比
較
か
ら
学
ぶ
も
の
│
』

参
照
。

（
42
） 

職
能
要
件
は
、
職
種
（
部
門
）
別
・
等
級
別
に
担
当
す
る
仕
事
（
課
業
）
の
内
容
と
そ
の
レ
ベ
ル
で
表
す
が
、
実
務
的
な
職
務
調
査
の
実
施
方

法
と
職
能
要
件
書
の
作
成
方
法
の
概
要
は
、
楠
田
丘
『
改
訂
五
版　

職
能
資
格
制
度
』（
経
営
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
43
） 

今
野
浩
一
郎
『
勝
ち
ぬ
く
賃
金
改
革
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）、
同
『
正
社
員
消
滅
時
代
の
人
事
改
革
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版

社
、
二
〇
一
二
年
）
第
八
章
は
、
筆
者
と
は
や
や
観
点
が
異
な
る
が
同
様
な
方
向
性
を
提
案
し
て
い
る
。

六
七





朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
六
九
）

朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争

浦　
　

野　
　

起　
　

央

1　

は
し
が
き

高
句
麗
は
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
か
ら
紀
元
六
六
八
年
ま
で
中
国
東
北
地
域
及
び
朝
鮮
半
島
北
部
地
域
に
存
在
し
た
東
ア
ジ
ア
の
古
代
王

国
で
あ
る
。
従
来
、
朝
鮮
古
代
史
に
お
い
て
高
句
麗
は
、
独
立
存
在
の
国
家
体
と
し
て
見
做
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
、

中
国
の
歴
史
学
会
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
歴
代
の
中
央
に
隷
属
・
臣
属
さ
れ
た
地
方
政
権
で
あ
り
、
そ
れ
で
中
国
の
歴
史
に
属
す
る
と
い

う
提
起
が
な
さ
れ
た
。
他
方
、
高
句
麗
は
現
在
、
中
国
境
内
の
国
内
城
（
吉
林
省
集
安
市
）
か
ら
平
壌
へ
都
を
移
し
て
以
後
、
朝
鮮
の
古

代
史
と
し
て
正
式
に
見
做
さ
れ
て
お
り
、
高
句
麗
の
歴
史
は
中
国
史
あ
る
い
は
朝
鮮
史
の
一
史
両
用
論
が
主
流
で
あ
っ
た
。

以
後
、
高
句
麗
が
領
土
と
し
て
い
た
朝
鮮
半
島
北
部
地
域
が
中
国
人
が
建
国
し
た
箕
子
朝
鮮
・
衛
満
朝
鮮
の
故
地
で
あ
り
、
漢
四
郡

（
樂
浪
郡
・
臨
屯
郡
・
真
番
郡
・
玄
莵
郡
）
が
所
在
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
韓
国
・
北
朝
鮮
が
歴
史
事
実
に
よ
る
檀
君
神
話
を
も
っ
て

六
九
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建
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
の
発
揚
と
接
合
し
て
歴
史
認
識
を
確
認
す
る
一
方
、
中
国
で
は
、
社
会
科
学
院
が
二
〇
〇
二
年
二
月
東
北
辺
境
の
歴

史
と
現
状
に
対
す
る
系
列
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
東
北
工
程
が
着
手
さ
れ
、
歴
史
論
争
の
素
地
の
あ
る
高
句
麗
・
渤
海
研
究
が
展
開
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
。

こ
の
地
域
は
、
満
州
国
間
島
省
（
延
吉
県
・
和
龍
県
・
汪
清
県
・
琿
春
県
・
安
図
県
）
を
経
て
、
現
在
も
朝
鮮
族
が
圧
倒
的
に
居
住
す
る
延

辺
朝
鮮
族
自
治
州
で
、
そ
こ
は
か
つ
て
間
島
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
地
域
は
、
日
本
が
朝
鮮
人
の
意
志
を
代
弁
し
て
、
中
国
清

朝
と
の
交
渉
で
一
九
〇
九
年
九
月
締
結
し
た
間
島
協
約
の
対
象
と
さ
れ
た
地
域
で
、
こ
れ
ま
で
領
有
権
を
め
ぐ
り
争
点
と
な
っ
て
き
た
。

そ
の
最
初
の
交
渉
で
確
認
さ
れ
た
白
頭
山
の
定
界
碑
は
、
一
七
一
二
年
の
建
立
当
初
か
ら
、
問
題
を
生
じ
て
い
た
。
清
朝
と
朝
鮮
の
国

境
線
は
、
西
は
鴨
緑
江
を
境
と
し
、
東
は
土
門
江
を
境
と
し
て
い
た
。
こ
の
土
門
江
を
、
中
国
側
は
図
們
江
（
韓
国
名
、
豆
満
江
）
と
解
し

た
が
、
韓
国
側
は
松
花
江
と
解
し
た
。
後
者
の
解
釈
で
は
、
中
国
・
朝
鮮
国
境
は
、
松
花
江
と
そ
の
下
流
の
黒
龍
江
と
な
り
、
間
島
を
含

む
広
大
な
土
地
が
朝
鮮
領
土
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
に
、
間
島
条
約
で
、
中
国
の
版
図
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
新
中
国
は
、
金
日
成
へ
の
圧
力
攻
勢
で
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
中
国
・
朝
鮮
条
約
が
成
立
し
、
中
国
の
意
図
を
明
確
に
し
た

版
図
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
再
び
高
句
麗
論
争
、
そ
し
て
高
句
麗
を
継
承
し
た
高
麗
の
歴
史
論
争
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
・
朝
鮮
国
境
問
題
の
根
源

を
論
じ
た
現
在
性
の
問
題
と
し
て
議
論
を
提
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
高
句
麗
は
、
朝
鮮
半
島
と
も
漢
民
族
の
歴
史
と
も
関
係

の
な
い
異
民
族
が
建
国
し
た
国
家
で
あ
る
。
そ
れ
を
中
国
は
、
高
句
麗
史
を
中
国
の
地
方
政
権
の
歴
史
と
し
て
、
韓
国
の
歴
史
認
識
を
封

じ
込
め
ん
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
韓
国
は
、
建
国
神
話
と
歴
史
事
実
を
混
同
さ
せ
つ
つ
も
、
現
在
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
押
さ
え

込
も
う
と
す
る
こ
と
へ
の
対
決
と
走
っ
た
。
こ
こ
に
間
島
問
題
が
再
現
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

七
〇



朝
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）

2　

朝
鮮
半
島
の
領
土

朝
鮮
半
島
と
そ
の
近
隣
に
つ
い
て
の
世
界
地
図
は
、
一
四
〇
二
年
、
天
台
僧
清
濬
の
「
混
一
疆
理
歴
代
都
之
図
」、
通
称
「
混
一
疆
理
」

で
あ
る
。
そ
の
作
成
は
李
王
朝
創
始
当
初
か
ら
の
国
防
が
十
分
な
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
と
見
做
さ
れ
、「
東
国
輿
地
勝
覧
」
の
八
道
總

図
の
基
礎
を
形
成
し
た
。
そ
こ
で

注
目
さ
れ
た
の
は
、
中
国
東
北
の

黒
龍
江
の
溝
ま
で
朝
鮮
の
領
域
と

し
て
表
示
さ
れ
て
お
り
、
白
頭
山

は
東
へ
偏
在
す
る
形
で
鴨
緑
江
は

長
く
西
へ
流
れ
て
い
て
、
豆
満
江

は
東
北
に
流
れ
る
小
河
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
図
も
、
後
の
「
大
東

輿
図
」
も
、
い
わ
ゆ
る
中
国
地
図

表
示
方
式
と
い
わ
れ
る
も
の
で
表

示
さ
れ
て
い
る
（
1
）

。
特
に
、
妙
香
山

は
山
形
の
図
で
表
示
さ
れ
、
そ
の

関
心
を
み
せ
て
い
る
。
南
で
は
、

図 1　「混一疆理」の朝鮮

（出所） 　龍谷大学所蔵の原図、張保雄による作図、張保
雄「李朝初期、15世紀において製作された地図に
関する研究」地理科学、第16号、1972年。
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巨
済
島
の
南
に
対
馬
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
図
で
は
、
兵
営
と

水
営
の
配
置
が
図
示
さ
れ
、
対
外
認
識
に
立
っ
た
作
製
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
（
2
）

。

そ
れ
か
ら
六
〇
年
、
一
四
八
一
年
に
五
〇
巻
が
完
成
し
た

八
道
總
図
の
「
東
国
輿
地
勝
覧
」
で
は
、
半
島
の
形
態
が
よ

り
正
確
に
な
っ
て
い
る
。
一
四
八
六
年
に
五
五
巻
が
刊
行
さ

れ
、
そ
こ
で
は
、
鴨
緑
江
と
白
頭
山
と
豆
満
江
が
ほ
ぼ
同
一

直
線
に
配
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。
そ
の
地
図
は
実
地
踏
査
に
よ
る
と

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
科
学
的
認
識
が
深
ま
っ
て
い
た
（
4
）

。

中
国
朱
子
学
の
説
く
風
水
学
説
（
5
）

に
従
う
と
、
黄
河
に

沿
っ
て
黄
海
に
至
る
中
龍
脈
、
長
江
に
沿
っ
て
東
海
に
至
る

い
ま
ひ
と
つ
の
中
龍
脈
、
あ
る
い
は
香
港
で
龍
穴
を
結
び
、

台
湾
に
至
り
再
び
龍
穴
を
結
ぶ
南
龍
脈
と
並
ん
で
、
朝
鮮
半

島
を
通
る
北
龍
脈
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
龍
は
、
北
京
／

北
平
で
龍
穴
を
結
ん
で
中
国
悠
久
の
歴
史
と
文
化
を
生
み
出

し
た
。
南
龍
は
、
太
平
天
国
の
乱
以
後
、
旺
運
と
な
り
、
現

代
の
発
展
に
お
け
る
原
動
力
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
香

図 2　八道総図

（出所） 　『新増東國輿地勝覧』京城、朝鮮史學會、1930年。
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港
・
台
湾
に
お
け
る
文
化
と
経
済
の
隆
盛
を
築
い
た
こ
と
に

あ
る
。
九
龍
は
、
大
帽
山
か
ら
東
南
に
伸
び
る
主
龍
脈
が
九

龍
半
島
の
主
峰
筆
架
山
に
発
し
、
九
本
の
龍
脈
に
分
か
れ
、

九
龍
の
名
を
残
し
て
い
る
。

朝
鮮
半
島
は
、
中
華
思
想
文
化
圏
に
あ
り
、
風
水
の
理
解

に
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
は
、
北
岳
山
か
ら
流
れ
出
る
気
脈
を

断
つ
た
め
、
い
い
か
え
れ
ば
朝
鮮
統
治
に
あ
る
朝
鮮
人
民
の

反
抗
を
封
じ
る
た
め
に
、
そ
の
地
に
建
設
さ
れ
、
さ
ら
に
、

南
山
の
朝
鮮
神
社
を
朝
鮮
人
民
に
対
す
る
威
圧
の
た
め
と
し

た
、
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
風
水
の
説
で
あ
り
、

そ
の
建
物
は
現
在
、
風
水
の
故
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
完
全
に

破
壊
さ
れ
、
排
除
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
漢
城
、

京
城
、
ソ
ウ
ル
の
都
市
建
設
は
、
風
水
説
に
従
っ
て
い
る
（
6
）

。

風
水
を
踏
ま
え
た
そ
の
具
体
的
記
述
は
、
朝
鮮
最
初
の
地

理
書
、
実
学
者
李
重
煥
『
擇
里
志
』（
一
七
五
〇
年
上
梓
）
で

あ
る
（
7
）

。
同
書
の
八
道
総
論
は
、
以
下
の
記
述
に
始
ま
っ
て
い

る
。「
八
道
総
図
」
は
、
そ
の
朝
鮮
半
島
の
位
相
を
明
確
に

図 3　中国三大龍と朝鮮・日本

（出所） 　徐善斷・徐善『地理人子須知─總論龍法・穴法・砂法・水法』
台北、武陵出版、1985年の復刻。
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図 4　大東輿地全図

（出所） 　金正浩『大東輿地圖』京城、京城帝國大学文學部、1936年／『大東地志』
ソウル、漢陽大學附設國學研究院／亞細亞文化社、1976年。

七
四



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
七
五
）

物
語
っ
て
い
て
、
本
書
は
、
国
防
上
の
必
要
性
か
ら
、『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
』（
一
五
三
〇
年
）
な
ど
の
成
果
を
見
直
す
ベ
く
、
実
学
の

第
一
人
者
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
。
李
重
煥
は
、
朝
鮮
半
島
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
る
。

「
崑
崙
山
の
一
脈
は
、
大
漠
（
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
・
ゴ
ビ
砂
漠
）
の
南
を
行
き
、
東
は
医
巫
閭
山
と
な
る
。
こ
れ
よ
り
大
き
く
切
断
さ

れ
て
医
巫
閭
山
と
な
る
。
こ
れ
よ
り
大
き
く
切
断
さ
れ
て
遼
東
平
野
と
な
る
。
遼
東
平
野
を
渡
る
と
起
き
て
白
頭
山
と
な
る
。『
山

海
経
』
に
の
べ
て
い
る
不
威
山
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

精
気
が
北
に
千
里
走
っ
た
所
で
、
二
つ
の
川
を
挟
ん
で
南
に
向
か
い
、
寧
古
塔
と
な
る
。
南
に
一
脈
が
抜
き
出
て
朝
鮮
山
脈
の
は

じ
め
と
な
る
。
八
道
が
あ
っ
て
、
平
安
道
は
、
瀋
陽
の
隣
り
に
あ
る
。
咸
鏡
道
は
、
女
真
と
隣
り
合
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
は
江
原
道
と

い
い
、
威
鏡
道
を
受
け
つ
い
で
い
る
。
黄
海
路
と
い
う
の
は
、
平
安
道
を
受
け
つ
ぎ
、
京
畿
と
い
う
の
は
、
江
原
道
と
黄
海
道
の
南

に
あ
る
。
京
畿
道
の
南
は
、
忠
清
道
お
よ
び
全
羅
道
と
い
う
。
全
羅
道
の
東
は
、
す
な
わ
ち
古
新
羅
・
卞
韓
・
辰
韓
の
地
で
あ
る
。

京
畿
道
・
忠
清
道
・
全
羅
道
は
、
い
に
し
え
の
馬
韓
・
百
済
の
地
で
あ
り
、
威
鏡
道
・
平
安
道
・
黄
海
道
は
、
古
朝
鮮
の
高
句
麗
の

地
で
あ
る
。
江
原
道
は
別
途
で
、

貊
の
地
で
あ
る
。
そ
の
興
滅
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
唐
末
に
太
祖

（
王
建
）
が
あ
ら
わ
れ
て
三
韓
を
統
合
し
て
高
麗
と
な
り
、
そ
し
て
我
が
朝
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
…
…
（
8
）

」

北
龍
は
、
中
国
東
北
か
ら
朝
鮮
半
島
に
至
り
、
龍
穴
を
結
び
、
そ
れ
は
海
を
越
え
て
日
本
で
龍
穴
を
結
ぶ
。
こ
の
地
帯
を
私
も

二
〇
〇
五
年
に
移
動
を
重
ね
、
そ
の
今
ま
で
に
見
聞
し
た
こ
と
の
な
い
龍
脈
の
穴
の
姿
を
目
撃
し
た
。
一
八
六
一
年
李
朝
朝
鮮
の
実
学

者
・
地
理
学
者
朝
鮮
人
金
正
浩
は
「
大
東
輿
地
全
圖
」
を
作
成
し
た
（
9
）

。
そ
れ
は
朝
鮮
最
大
・
最
高
の
科
学
的
実
測
図
で
、
同
地
図
は
、
興

宣
帝
大
院
君
に
献
上
さ
れ
、
そ
の
精
巧
地
図
を
見
て
、
国
家
機
密
を
漏
ら
し
た
廉
で
投
獄
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
事
実
で
は

な
い
。
そ
の
地
図
に
は
、
以
下
の
説
明
が
あ
る
。「
崑
崙
山
に
発
源
す
る
三
大
幹
龍
の
一
つ
（
北
條
幹
龍
）
は
医
巫
閭
山
と
な
り
、
脈
か
ら

七
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発
し
た
遼
東
の
平
原
と
な
っ
た
あ
と
、
白
頭
山
と
し
て
隆
起
す
る
。
こ
の
白
頭
山
こ
そ
朝
鮮
の
山
脈
の
祖
山
で
あ
り
、
…
…
」。
こ
の
地

気
の
移
動
と
王
朝
の
盛
衰
の
歴
史
観
か
ら
、
朝
鮮
で
は
、
そ
の
白
頭
山
か
ら
発
し
た
脈
は
半
島
全
域
の
生
命
体
組
織
を
形
成
し
、
そ
の
気

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
こ
そ
、
地
域
の
存
在
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

金
正
浩
に
と
っ
て
も
、
そ
の
半
島
と
そ
の
付
け
根
、
中
国
東
北
吉
林
の
朝
鮮
人
地
区
に
あ
る
朝
鮮
人
社
会
に
対
す
る
龍
を
制
す
る
中
国

遼
寧
省
の
医
巫
閭
山
の
存
在
は
キ
イ
と
さ
れ
る
。
そ
の
問
題
関
心
の
地
域
は
、
現
在
、
渤
海
史
論
争
、
そ
し
て
高
句
麗
史
論
争
、
さ
ら
に

東
北
工
程
論
争
を
生
ん
で
い
る
。
一
方
、
清
国
は
、
間
島
の
支
配
を
も
っ
て
龍
の
穴
を
押
さ
え
、
白
頭
山
平
原
を
制
し
て
、
北
朝
鮮
に
そ

の
支
配
地
を
拡
大
し
た
。
鴨
緑
江
は
朝
鮮
の
白
頭
山
に
発
す
る
が
、
そ
の
河
川
は
中
国
が
支
配
し
て
お
り
、
北
朝
鮮
の
経
済
的
窓
口
は
依

然
、
中
国
の
支
配
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
白
頭
山
は
、
朝
鮮
民
族
の
国
神
の
降
誕
の
地
で
あ
り
、
ま
た
抗
日
闘
争
ゲ
リ
ラ
の
活
動
の
地

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
民
族
の
聖
地
で
あ
る
。
朝
鮮
で
風
水
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
朝
鮮
が
中
華
文
化
圏
に
あ
る
以
上
に
、
風
水

の
龍
法
で
中
国
に
対
抗
す
る
意
識
が
そ
の
歴
史
力
学
を
形
成
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
主
題
を
め
ぐ
る
社
会
的
・
政
治
的
・

国
際
的
考
察
は
、
す
べ
て
そ
の
射
程
の
な
か
に
あ
る
。

朝
鮮
の
中
華
思
想
に
あ
る
歴
史
認
識
に
は
、
反
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
底
流
し
て
い
る
。
北
朝
鮮
は
、
任
那
日
本
府
論
争
に
み
る
よ
う

に
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
存
在
を
す
べ
て
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
九
六
三
年
朝
鮮
・
中
国
国
境
条
約
に

み
る
よ
う
に
、
朝
鮮
は
、
中
国
と
の
妥
協
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
中
国
の
存
在
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
韓
国
も
、
そ
の
歴
史
認
識
に
お
い

て
同
調
し
て
き
た
が
、
現
在
、
そ
の
歴
史
認
識
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
国
威
認
識
の
構
図
に
お
い
て
独
自
の
状
況
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
文
脈
で
竹
島
の
占
領
、
日
本
海
呼
称
の
拒
否
に
み
る
よ
う
に
、
そ
の
小
中
華
主
義
の
認
識
と
主
張
は
依
然
、
強
い
。
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（
1
） 

小
川
琢
治
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
八
年
。

（
2
） 

青
山
定
雄
「
元
代
の
地
圖
に
つ
い
て
」
東
方
學
報
、
東
京
第
八
冊
、
一
九
三
八
年
。

　
　

青
山
定
雄
「
李
朝
に
於
け
る
二
三
の
朝
鮮
全
圖
に
つ
い
て
」
東
方
學
報
、
東
京
第
九
冊
、
一
九
三
九
年
。

　
　

張
保
雄
「
李
朝
初
期
、
一
五
世
紀
に
お
い
て
政
策
さ
れ
た
地
図
に
関
す
る
研
究
」
地
理
科
学
、
第
一
六
号
、
一
九
七
二
年
。

（
3
） 

廬
思
慎
・
金
旨
直
・
李

『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
五
五
巻
』
上
・
中
・
下
、
京
城
、
淵
上
書
店
、
一
九
〇
六
年
／
『
東
國
輿
地
勝
覧
』
四
冊
、

朝
鮮
群
諸
体
系
第
六
│
一
〇
輯
、
京
城
、
朝
鮮
古
書
刊
行
會
、
一
九
一
二
年
／
『
東
國
輿
地
勝
覧
』
／
『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
』
三
冊
、
京
城
、
朝

鮮
史
學
會
、
一
九
三
〇
年
／
索
引
二
冊
を
含
む
六
冊
、
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
。

　
　

末
松
保
和
編
『
東
國
輿
地
勝
覧
索
引
續
編
』
京
城
朝
鮮
総
督
府
中
樞
院
、
一
九
四
〇
年
／
科
学
院
古
典
研
究
室
編
『
新
増
東
國
輿
地
勝
索
引
』
平

壌
、
一
九
六
三
年
／
鄭
孝
恒
・
他
編
・
李
李

・
他
増
訂
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
。

（
4
） 

そ
こ
に
は
、
日
朝
交
流
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

　
　

中
村
栄
孝
『
日
鮮
關
係
史
の
研
究
』
上
・
中
・
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
。

（
5
） 

風
水
は
、
中
国
古
代
思
想
に
発
し
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
も
、『
中
國
の
科
學
と
文
明
』
一
九
〇
〇
│
九
五
年
、
第
二
巻
吉
川
忠
夫
・
他
訳

『
思
想
史
』
思
索
社
、
一
九
七
四
年
、
三
一
二
、
四
〇
一
│
五
、
四
二
一
、
四
三
四
頁
に
、
そ
の
意
義
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
地
理
的
特

質
に
発
し
、
天
・
地
・
生
・
人
系
統
の
整
体
有
機
循
環
を
視
点
に
、
大
地
活
体
の
理
念
に
立
脚
し
て
い
る
。
干
希
賢
・
干
桶
編
『
中
国
古
代
風
水
的

理
論
与
実
践

│
対
中
国
古
代
風
水
的
再
認
識
』
二
冊
、
北
京
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
の
記
述
は
的
確
で
あ
る
。
渡
邊
欣
雄
『
風
水
気

の
景
観
地
理
学
』
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
は
、
風
水
を
「
気
」
の
景
観
地
理
学
と
捉
え
、
地
人
相
関
論
に
立
っ
て
諸
相
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　
　

さ
ら
に
、
以
下
を
み
よ
。

　
　

竹
島
卓
一
「
風
水
説
と
支
那
歴
代
の
帝
王
陵
」、
米
林
富
男
編
『
東
亞
學
』
第
二
輯
、
日
光
書
院
、
一
九
四
〇
年
。

　
　

三
浦
國
雄
『
中
国
人
の
ト
ポ
ス

│
洞
窟
・
風
水
・
壺
中
天
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
／『
風
水

│
中
国
人
の
ト
ポ
ス
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
。

　
　

三
浦
國
雄
『
風
水
・
暦
・
陰
陽
師

│
中
国
文
化
の
辺
縁
と
し
て
の
沖
縄
』
榕
樹
書
林
、
二
〇
〇
五
年
。

　
　

三
浦
國
雄
『
風
水
講
義
』
文
春
新
書
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
年
。
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渡
邊
欣
雄
『
風
水
思
想
と
東
ア
ジ
ア
』
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
。

　
　

渡
邊
欣
雄
・
三
浦
國
雄
編
『
風
水
論
集
』
環
中
国
海
の
民
俗
と
文
化
第
四
巻
、
凱
風
社
、
一
九
九
四
年

│
中
国
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
、
琉
球
の

み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
ヤ
オ
族
、
バ
リ
人
の
風
水
事
例
を
分
析
し
て
い
る
。

　
　

李
人
『
風
水
辞
林
秘
解
』
台
北
、
泉
源
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

　
　

李
夢
日
『
韓
国
風
水
思
想
史

│
時
代
別
風
水
思
想
の
特
性
』
ソ
ウ
ル
、
明
寶
文
化
社
、
一
九
九
一
年
。

　
　

坂
出
祥
伸
『
中
国
古
代
の
占
法

│
技
術
と
呪
術
の
周
辺
』
研
文
出
版
、
一
九
九
一
年
。

　
　

妙
摩
・
慧
度
『
中
国
風
水
術
』
北
京
、
中
国
文
聯
出
版
公
司
、
一
九
九
三
年
。

　
　

詹
石
窗
『
道
教
風
水
學
』
台
北
、
文
津
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　

牧
尾
良
海
『
風
水
思
想
論
考
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
四
年
。

　
　

辛
侊
柱
『
正
統
風
水
地
理
學
原
点

│
風
水
學
教
科
書
』
三
卷
、
ソ
ウ
ル
、
明
堂
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　

何
暁
昕
、
宮
崎
順
子
訳
『
風
水
探
源

│
中
国
風
水
の
歴
史
と
実
際
』
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

月
清
円
訳
『
原
書
地
理
風
水
』
基
礎
篇
・
応
用
篇
、
鴨
書
店
、
一
九
九
五
年
。

　
　

Ｊ
・
Ｊ
・
Ｍ
・
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
、
牧
尾
良
雄
訳
『
風
水

│
地
霊
人
傑
の
思
想
』
大
正
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
／
『
中
国
の
風
水
思
想

│
古

代
地
相
術
の
バ
ラ
ー
ド
』
第
一
書
房
、
一
九
八
六
年
。

　
　

小
林
祥
晃
『
風
水
の
奥
義
』
廣
済
堂
、
一
九
九
五
年
。

　
　

崔
昌
祚
、
金
在
浩
・
渋
谷
鎮
明
訳
『
韓
国
の
風
水
思
想
』
人
文
書
院
、
一
九
九
七
年
。

　
　

崔
昌
祚
、
熊
谷
治
訳
『
風
水
地
理
入
門
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
。

　
　

リ
リ
ア
ン
・
ト
ゥ
ー
、
小
林
祥
晃
監
訳
『
図
説
風
水
大
全
』
東
洋
書
林
、
一
九
九
八
年
。

　
　

千
田
稔
編
『
風
水
・
精
神
・
哲
学
』
古
今
書
院
、
一
九
九
八
年
。

　
　

黄
永
融
『
風
水
都
市

│
歴
史
都
市
の
空
間
構
成
』
学
芸
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

　
　

一
丁
・
雨
露
・
洪
涌
編
『
中
国
古
代
風
水
与
建
筑
選
祉
』
石
家
庄
、
河
北
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
九
六
年
／
台
北
、
藝
術
家
出
版
社
、
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一
九
九
九
年
。

　
　

聶
莉
莉
・
韓
敏
・
曽
士
才
、
西
沢
治
彦
編
『
大
地
は
生
き
て
い
る

│
中
国
風
水
の
思
想
と
実
践
』
て
ら
い
ん
く
、
二
〇
〇
〇
年
。

　
　

加
納
喜
光
『
風
水
と
身
体

│
中
国
古
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　

渡
邊
欣
也
『
風
水
の
社
会
人
類
学

│
中
国
と
そ
の
周
辺
比
較
』
風
響
社
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　

漢
寶
徳
『
風
水
與
環
境
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

　
　

邵
偉
華
『
中
國
風
水
全
書
』
拉
薩
、
西
藏
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
。

　
　

水
口
拓
寿
『
風
水
思
想
を
儒
学
す
る
』
風
響
社
、
二
〇
〇
七
年
。

　
　

金
基
徳
「
韓
国
の
風
水
思
想
」、
賈
鍾
壽
編
訳
『
韓
国
伝
統
文
化
論
』
大
学
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
6
） 

朝
倉
敏
夫
「
韓
国
の
風
水
研
究

│
そ
の
回
顧
と
展
望
」、
武
田
旦
編
『
民
俗
学
の
進
展
と
課
題
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
。

　
　

野
崎
充
彦
『
韓
国
の
風
水
師
た
ち

│
今
よ
み
が
え
る
龍
脈
』
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
。

　
　

日
本
の
朝
鮮
統
治
に
お
い
て
朝
鮮
の
風
水
研
究
が
行
わ
れ
た
。

　
　

村
山
智
順
『
朝
鮮
の
風
水
』
京
城
、
朝
鮮
總
督
府
、
一
九
三
一
年
／
ソ
ウ
ル
、
圓
光
大
學
民
俗
學
研
究
所
、
一
九
七
一
年
／
ソ
ウ
ル
、
學
文
閣
、

一
九
七
二
年
／
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
／
崔
吉
城
訳
、
ソ
ウ
ル
、
民
音
社
、
一
九
九
〇
年
／
龍
渓
書
舎
、
二
〇
〇
三
年
／
ソ
ウ
ル
。
景
仁
文
化

社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
7
） 

李
重
煥
『
擇
里
志
』
星
湖
李
瀷
、
一
七
五
一
年
／
金
藤
真
鋤
和
解
『
朝
鮮
八
城
誌　

全
』
漢
城
、
日
就
社
、
一
八
八
一
年
／
崔
南
善
編
『
擇
里

志
』、
京
城
、
朝
鮮
光
文
會
、
一
九
一
二
年
／
朝
鮮
研
究
會
『
東
國
山
水
録
』、『
朝
鮮
博
物
誌
』
京
城
、
青
柳
綱
太
郎
、
一
九
一
四
年
／
清
水
鍵
吉

訳
『
八
城
誌
』
自
由
討
究
社
、
一
九
二
一
年
／
李
翼
成
訳
『
擇
里
志
』
ソ
ウ
ル
、
乙
酉
文
化
社
、
一
九
七
一
年
／
『
李
重
煥　

擇
里
志
』
ソ
ウ
ル
、

ハ
ン
ギ
ル
社
、
一
九
九
〇
年
／
李
泳
澤
訳
『
擇
里
志
』
ソ
ウ
ル
、
三
中
堂
、
一
九
七
五
年
／
梶
井
陟
訳
、
成
甲
書
房
、
一
九
八
三
年
／
許
敬
震
訳

『
擇
里
志
』
ソ
ウ
ル
、
漢
陽
出
版
社
、
一
九
九
六
年
／
『
択
里
志

│
近
世
朝
鮮
の
地
理
書
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　

韓
沽
欣
『
星
湖
李
瀷
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
三
年
。

　
　

小
石
晶
子
「
李
重
煥
と
『
擇
里
志
』」
朝
鮮
学
報
、
第
一
一
五
輯
、
一
九
八
五
年
。
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朴
光
用
「
李
重
煥
の
政
治
的
一
と
『
擇
里
志
』
著
述
」
震
檀
學
報
、
第
六
九
輯
、
一
九
九
〇
年
。

（
8
） 

李
重
煥
『
択
里
志

│
近
世
朝
鮮
の
地
理
書
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
│
一
六
頁
。

（
9
） 
金
正
浩
『
大
東
輿
地
圖
』
京
城
、
京
城
帝
國
大
学
文
學
部
、
一
九
三
六
年
／
『
大
東
地
志
』
ソ
ウ
ル
、
漢
陽
大
學
附
設
國
學
研
究
院
／
亞
細
亞

文
化
社
、
一
九
七
六
年
。

　
　

金
正
浩
『
輿
圖
備
志
』
三
冊
、
ソ
ウ
ル
、
韓
國
人
文
科
學
院
、
一
九
九
一
年
。

　
　

金
正
浩
『
東
輿
圖
』
二
冊
、
ソ
ウ
ル
大
學
校
奎
章
閣
、
二
〇
〇
三
年
。

　
　

楊
普
景
・
渋
谷
鎮
明
「
日
本
に
所
蔵
さ
れ
る
一
九
世
紀
朝
鮮
全
図
に
関
す
る
書
誌
学
的
研
究

│
『
大
東
輿
地
全
図
』
お
よ
び
関
連
地
図
を
中
心

に
」
歴
史
地
理
学
、
第
四
五
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
。

　
　
「
地
図
の
上
に
路
を
作
っ
た　

金
正
浩
（
キ
ム
・
チ
ョ
ン
補
）
の
大
東
輿
地
図
」koreana

、
巻
号
二
〇
〇
六
、
二
〇
〇
六
年
。

3　

領
土
の
歴
史
論
争

1　

朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
歴
史
論
争

二
〇
〇
四
年
七
月
日
中
国
蘇
州
で
開
催
さ
れ
た
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
世
界
遺
産
委
員
会
で
、
北
朝
鮮
の
平
壌
と
南
浦
、
及
び
中
国

東
北
の
高
句
麗
古
墳
群
が
同
時
に
世
界
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
新
華
社
は
、
こ
の
中
国
古
墳
群
の
存
在
に
関
し
て
、
七
月
二
日
「
高

句
麗
は
歴
代
中
国
王
朝
と
隷
属
関
係
を
含
む
、
王
朝
の
制
約
と
管
轄
を
受
け
た
地
方
政
権
で
あ
っ
た
」
と
報
じ
、
さ
ら
に
「
強
固
な
山
城
、

雄
壮
な
陵
墓
、
煌
び
や
か
な
古
墳
壁
画
は
、
中
国
文
化
の
重
要
な
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
人
民
日
報
も
、
二
〇
日
「
高

句
麗
は
漢
・
唐
時
代
に
中
国
東
北
に
あ
っ
た
少
数
民
族
の
政
権
で
あ
っ
た
」
と
報
じ
た
。
北
朝
鮮
は
、
こ
の
認
識
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の

報
道
の
朝
鮮
半
島
の
三
国
時
代
に
お
け
る
北
朝
鮮
の
高
句
麗
に
関
す
る
指
摘
に
、
百
済
と
新
羅
が
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
韓
国
が
反
発

八
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し
た
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
民
族
の
ル
ー
ツ
に
か
か
わ
る
根
源
的
な
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
日
本
の
関
心
の
一
つ
も
そ
こ
に

あ
っ
た
。

高
句
麗
は
、
韓
国
史
書
『
三
国
史
記
』
の
「
高
句
麗
本
紀
」
に
、
始
祖
東
明
王
が
紀
元
前
三
七
年
に
卒
本
川
に
都
を
創
り
、
国
号
を
高

句
麗
と
称
し
、
そ
の
卒
本
川
は
現
在
の
中
国
陵
寧
省
丹
東
で
あ
っ
た
（
1
）

。
高
句
麗
は
、
四
二
七
年
平
壌
に
遷
都
し
、
五
世
紀
に
は
中
国
東
北

に
も
跨
る
最
大
の
国
土
を
誇
り
、
中
国
の
国
家
、
及
び
朝
鮮
半
島
中
南
部
に
出
現
し
た
新
羅
及
び
百
済
と
覇
権
を
争
っ
た
。
韓
国
の
歴
史

教
科
書
『
国
史
』（
二
〇
〇
四
年
）
に
、
以
下
の
通
り
、
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
引
き
続
く
対
外
膨
張
に
よ
っ
て
、
高
句
麗
は
、
東
北
ア
ジ
ア
の
覇
者
と
し
て
君
臨
し
た
。
高
句
麗
は
、
満
州
と
韓
半
島
に
か
け
て
広

大
な
領
土
を
占
め
、
政
治
制
度
が
完
備
し
た
大
帝
国
を
形
成
し
、
中
国
と
対
等
な
地
位
で
、
力
を
争
っ
た
。」

ま
た
、『
三
国
史
記

│
高
句
麗
本
紀
』
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
楊
帝
は
、
近
習
の
重
臣
に
「
高
句
麗
は
異
民
族
の
小
国
で
あ
る
の
に
、
上
国
を
侮
辱
し
て
い
る
。
い
ま
（
隋
の
方
は
）
海
を
抜
き
山
を

移
し
て
な
お
余
力
が
あ
る
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
し
て
こ
の
異
民
族
な
ど
問
題
に
す
る
に
足
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
（
2
）

。」

「
楊
帝
は
（
高
句
麗
）
王
に
入
朝
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
王
は
こ
の
勅
命
に
従
わ
な
か
っ
た
。（
そ
こ
で
楊
帝
は
）
将
軍
た
ち
に
勅
命
を
出

し
て
、
再
び
後
退
挙
（
討
伐
）
を
は
か
る
よ
う
命
じ
た
が
、
つ
い
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
（
3
）

。」

高
句
麗
は
、
六
六
八
年
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
。
高
句
麗
は
進
ん
だ
鉄
器
文
化
と
騎
馬
軍
団
を
有
す
る
軍
事
国
家
で
、

そ
の
古
墳
の
壁
画
文
化
は
評
価
が
高
く
、
そ
の
北
朝
鮮
遺
跡
の
壁
画
に
描
か
れ
る
高
句
麗
人
の
貴
人
の
姿
は
、
奈
良
明
日
香
村
の
高
松
塚

古
墳
の
壁
画
と
の
比
較
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
五
〜
七
世
紀
に
、
高
句
麗
と
日
本
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ

と
を
証
拠
づ
け
て
い
る
。
こ
の
高
句
麗
は
、
部
族
社
会
を
統
合
し
て
王
が
支
配
し
た
国
家
で
あ
り
、
律
令
制
度
や
法
律
体
系
、
さ
ら
に
古

八
一
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墳
壁
画
の
文
化
に
お
い
て
、
独
自
の
存
在
を
誇
っ
た
（
4
）

。
中
国
社
会
科
学
院
で
は
、
一
九
九
六
年
に
「
東
北
辺
境
歴
史
と
現
状
の
系
列
研
究

工
程
」（
略
称
、
東
北
工
程
）
が
着
手
さ
れ
、
そ
の
壮
大
な
研
究
に
対
し
て
（
5
）

、
韓
国
は
強
く
反
発
し
た
。
そ
し
て
、
論
争
と
な
り
（
6
）

、
韓
国
政

府
は
二
〇
〇
四
年
春
、
高
句
麗
研
究
を
目
的
と
す
る
高
句
麗
研
究
財
団
を
設
立
し
、
研
究
は
大
き
く
進
み
、
高
句
麗
研
究
会
報
告
『
高
句

麗
正
体
性
』（
二
〇
〇
四
年
）、『
韓
国
学
界
の
東
北
工
程
対
応
論
理
』（
二
〇
〇
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
（
7
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
九
月
東
北

亜
歴
史
財
団
が
創
設
さ
れ
、
本
格
的
な
研
究
に
入
っ
た
（
8
）

。

2　

渤
海
史
論
争

渤
海
は
、
六
九
八
年
か
ら
九
二
六
年
に
か
け
、
中
国
東
北
か
ら
朝
鮮
半
島
北
部
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
の
沿
海
地
方
に
か
け
て
存
在
し
た
国

家
で
、
唐
、
新
羅
、
日
本
と
の
通
交
の
要
所
に
あ
っ
た
。『
新
唐
書
』
に
よ
れ
ば
、
本
来
、
粟
末
靺
鞨
で
、
高
句
麗
に
従
っ
て
い
た
。
渤

海
は
、
遼
東
半
島
と
山
東
半
島
の
内
側
に
あ
っ
て
、
黄
河
が
注
ぎ
込
む
湾
状
の
海
域
を
指
す
が
、
初
代
国
王
大
祚
栄
が
河
北
省
渤
海
郡
の

郡
王
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
国
の
国
号
と
な
っ
た
。
六
九
〇
年
即
位
の
武
則
天
は
遼
寧
に
共
生
移
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
契
丹
の
暴

動
に
乗
じ
て
、
粟
末
靺
鞨
人
が
高
句
麗
の
残
党
と
と
も
に
、
高
句
麗
の
故
地
に
進
出
し
、
東
牟
山
（
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
敦
化
市
）
に
震
国

を
樹
立
し
、
七
一
三
年
大
祚
栄
が
唐
に
入
朝
し
、
渤
海
郡
王
に
冊
封
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
国
は
著
し
い
軍
事
膨
張
を
続
け
た
。

日
本
で
は
、
渤
海
史
の
主
題
は
、
交
流
史
と
し
て
注
目
さ
れ
て
お
り
、
考
古
学
研
究
を
通
じ
て
満
州
史
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
主
題
を

形
成
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
渤
海
史
研
究
の
な
か
、
北
朝
鮮
で
は
、
渤
海
を
高
句
麗
を
継
承
す
る
国
家
と
し
て
位
置
づ
け
、
渤
海
史
を
新

羅
史
と
対
置
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
で
は
、
渤
海
史
を
南
北
国
時
代
の
北
国
史
と
し
て
、
韓
国
史
に
組
み
入
れ
た
。
但
し
、
李
煕

範
『
中
世
東
北
亞
細
亞
史
研
究
』
は
、
渤
海
を
高
句
麗
の
遺
民
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
高
句
麗
の
復
興
国
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
韓
国
の

体
系
史
に
組
み
入
れ
る
の
は
慎
重
で
あ
っ
た
（
9
）

。

八
二



朝
鮮
半
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論
争
（
浦
野
）

（
八
三
）

こ
こ
で
も
ま
た
、
近
年
、
渤
海
の
歴
史
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
渤
海
国
を
朝
鮮
民
族
の
王
朝
と
見
做
す
か
、
中
国
の
少
数
民
族
に
よ
る

地
方
政
権
と
見
做
す
か
を
も
っ
て
、
韓
国
及
び
北
朝
鮮
と
中
国
の
間
で
歴
史
論
争
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
提
起
し
た
の
は
、
中
国
の
東
北
工

程
の
歴
史
観
で
、
高
句
麗
を
継
承
し
て
成
立
し
た
渤
海
は
、
新
羅
と
対
立
し
南
北
時
代
を
形
成
し
た
朝
鮮
史
観
に
対
し
、
高
句
麗
と
同
様

に
中
国
の
中
原
国
家
の
冊
封
関
係
に
あ
る
地
方
政
権
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
（
10
）

。
日
本
で
は
、
渤
海
を
靺
鞨
人
と
高
麗
の
遺
民
の
国
家
で

あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
（
11
）

。

そ
の
東
北
工
程
は
、
鳥
山
喜
一
の
渤
海
定
説
に
直
接
に
挑
戦
し
た
。
二
〇
一
一
年
の
東
北
亜
歴
史
財
団
の
報
告
『
渤
海
對
外
關
係
史
資

料
集
成
』
は
、
渤
海
国
の
没
落
期
に
お
け
る
唐
・
新
羅
・
渤
海
交
渉
と
対
立
、
渤
海
遺
民
と
高
麗
関
係
な
ど
を
論
じ
て
、
渤
海
の
国
家
存

在
を
明
ら
か
に
し
た
（
12
）

。

3　

東
北
工
程
論
争

高
句
麗
史
・
渤
海
史
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
の
東
京
支
社
に
設
置
さ
れ
た
満
鮮
歴
史
地
理
調
査
部
で
、
そ

の
事
業
は
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
移
管
し
て
実
施
し
た
、
白
鳥
庫
吉
・
箭
内
亙
・
松
井
等
・
稲
葉
岩
吉
ら
は
、
高
句
麗
人
・
渤
海

人
は
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
民
族
、
今
日
の
韓
族
で
な
い
と
認
識
し
、
朝
鮮
古
代
史
の
中
心
は
新
羅
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
で
、
朝
鮮
総
督
府

の
朝
鮮
史
編
纂
事
業
に
よ
る
刊
行
の
『
朝
鮮
史
』
に
は
、
渤
海
に
関
す
る
記
述
は
な
か
っ
た
。

中
国
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
一
九
九
七
年
に
中
国
社
会
科
学
院
中
国
辺
疆
地
史
研
究
中
心
を
母
体
に
東
北
工
程
が
着
手
さ
れ
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
そ
の
成
果
が
公
表
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
主
要
成
果
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

馬
大
正
「
発
展
中
国
辺
疆
史
地
研
究
几
点
思
考
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
八
八
年
第
四
期
。

馬
大
正
「
中
国
古
代
辺
疆
政
策
研
究
綜
述
」
上
・
下
、
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
八
九
年
第
三
期
、
一
九
八
九
年
第
四
期
。

八
三
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四
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馬
大
正
主
編
『
中
国
東
北
辺
疆
研
究
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

馬
大
正
・
李
大
龍
・
耿
哲
華
・
漢
赫
秀　
「
古
代
中
国
高
句
麗
歴
史
続
論
」
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
。

耿
哲
華
『
好
太
王
碑
一
千
五
百
八
十
年
祭
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

李
大
龍
『
漢
唐
藩
属
体
制
研
究
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

張
碧
波
「
高
句
麗
研
究
中
的
誤
区
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
九
年
第
三
期
。

李
徳
山
「
東
北
辺
疆
和
朝
鮮
半
島
古
代
国
族
研
究
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
二
〇
〇
一
年
第
四
期
。

李
徳
山
・

凡
『
中
国
東
北
古
民
族
発
展
史
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

刁
書
仁
「
論
明
前
記
幹

里
女
真
与
明
、
朝
鮮
的
関
係

│
兼
論
女
真
対
朝
鮮
向
図
們
江
流
域
拓
展
疆
域
的
抵
与
闘
争
」
中
国
辺
疆
史

地
研
究
、
第
一
二
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
二
年
。

王
暁
菊
『
俄
國
東
部
移
民
開
発
問
題
研
究
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

張
鳳
鳴
『
中
国
東
北
与
俄
國
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

李
国
強
「〝
東
北
工
程
〞
与
中
国
東
北
史
的
研
究
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
四
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
四
年
。

利
淑
英
・
耿
哲
華
「
兩
漢
時
期
高
句
麗
的
封
国
地
位
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
四
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
四
年
。

楊
郡
『
高
句
麗
民
族
与
国
家
的
形
成
和
演
変
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

郝
慶
雲
『
渤
海
国
史
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

馬
大
正
編
『
中
国
東
北
辺
疆
研
究
』
は
そ
の
集
大
成
で
、
所
収
の
姜
維
東
「
高
句
麗
研
究
的
若
干
問
題
」
は
、
白
鳥
庫
吉
の
「
箕
孤
は

八
四



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
八
五
）

朝
鮮
の
始
祖
に
非
ず
」（
一
九
一
〇
年
）
に
対
し
て
、
箕
孤
を
完
全
に
否
定
し
、
そ
れ
は
「
朝
鮮
と
中
国
の
悠
久
の
歴
史
的
淵
源
を
割
断
し

て
」
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
断
定
し
た
（
13
）

。
姜
維
東
は
、
さ
ら
に
、
白
鳥
庫
吉
の
一
八
九
四
年
以
降
の
「
檀
君
考
」、「
朝
鮮
古
伝
説
考
」、

「
朝
鮮
古
代
地
名
考
」、「
朝
鮮
古
代
王
号
考
」、「
高
句
麗
の
名
称
に
就
き
て
の
考
」
な
ど
滿
鮮
史
研
究
に
対
し
て
、「
朝
鮮
と
中
国
の
歴
史

的
・
文
化
的
関
係
を
過
小
評
価
し
、
古
朝
鮮
と
満
州
・
蒙
古
と
の
関
係
を
粉
飾
し
、
努
め
て
朝
鮮
人
の
民
族
意
識
を
宣
伝
強
調
し
、「
韓

国
の
独
立
」
と
「
満
州
の
中
立
地
区
化
論
」
を
主
張
し
た
」
と
論
断
し
た
。
こ
の
指
摘
は
、
歴
史
に
対
す
る
妄
言
と
い
う
ほ
か
は
な
か
ろ

う
。
こ
の
白
鳥
庫
吉
の
業
績
を
集
成
し
た
『
滿
鮮
史
研
究
』
は
、
漢
民
族
中
心
の
中
国
史
に
対
し
て
、
満
州
・
朝
鮮
に
お
け
る
異
民
族
支

配
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
地
域
の
主
体
性
を
確
認
し
、
中
国
東
北
史
・
朝
鮮
史
に
新
天
地
を
開
拓
し

た
意
義
が
あ
っ
た
（
14
）

。
そ
こ
で
は
、
日
鮮
満
同
源
論
も
批
判
さ
れ
た
（
15
）

。

東
北
工
程
は
、
高
句
麗
と
渤
海
を
中
国
の
地
方
政
権
と
し
て
扱
い
、
遼
寧
省
庄
河
県
の
高
句
麗
城
入
口
の
石
碑
に
あ
る
「
國
利
民
族
是

中
國
古
代
華
夏
民
族
大
過
程
的
一
圓
」、「
高
句
麗
政
権
是
中
國
東
北
少
数
民
族
地
方
政
権
」
の
碑
文
を
も
っ
て
、『
中
国
東
北
史
』
は
、

東
北
工
程
の
研
究
成
果
を
集
成
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
、
蒋
韮
韮
・
王
小
甫
・
他
『
中
韓
関
係
史
』（
一
九
九
八
年
）
に
お
け
る
高
句
麗

を
中
国
王
朝
に
対
応
す
る
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
史
の
王
朝
記
述
は
拒
否
さ
れ
（
16
）

、
孫
進
己
ら
の
東
北
工
程
グ
ル
ー
プ
が
「
高
句
麗
は
歴
代
中
国

王
朝
と
隷
属
の
関
係
に
あ
り
、
中
原
王
朝
の
管
轄
に
あ
っ
た
地
方
政
権
」
と
す
る
公
式
見
解
を
も
っ
て
全
面
的
に
修
正
・
変
更
し
、
そ
こ

で
は
、
中
国
東
北
史
は
新
し
い
次
元
の
記
述
と
な
り
（
17
）

、
そ
れ
は
渤
海
史
論
争
に
も
発
展
し
た
（
18
）

。

そ
の
論
争
を
め
ぐ
る
韓
国
報
道
は
、
以
下
の
経
過
を
辿
っ
た
。

「
中
国
、「
政
府
樹
立
前
」
韓
国
を
Ｈ
Ｐ
か
ら
削
除
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
四
年
九
月
一
七
日
。

「
高
句
麗
史
、
い
つ
ま
で
中
国
に
引
き
ず
ら
れ
る
の
か
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
四
年
九
月
一
七
日
。
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「【
高
句
麗
史
歪
曲
】
中
国
、「
五
項
目
の
高
等
了
解
」
順
守
確
認
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
四
年
九
月
二
一
日
。

「
中
国
遼
寧
省
の
石
碑
「
高
句
麗
は
中
華
民
族
」」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
三
日
。

「
中
国
の
大
学
教
材
も
高
句
麗
・
扶
余
は
中
国
史
の
一
部
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
六
年
八
月
九
日
。

「「
東
北
工
程
」
に
沈
黙
す
る
北
朝
鮮
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
〇
日
。

「
東
北
工
程

│
百
済
・
新
羅
も
「
中
国
史
の
一
部
」
＝
中
国
社
会
科
学
院
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
七
年
六
月
四
日
。

「
韓
国
古
代
史
研
究
の
争
点
と
韓
国
学
界
の
研
究
水
準
」
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
七
年
八
月
二
〇
日
。

「
東
北
工
程

│
高
句
麗
史
の
歪
曲
や
め
な
い
中
国
政
府
」
上
・
下
、
朝
鮮
日
報
、
二
〇
一
一
年
九
月
一
九
日
。

こ
れ
に
対
す
る
韓
国
の
研
究
は
、
白
山
学
界
が
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
が
（
19
）

、
東
北
亜
歴
史
財
団
を
中
心
に
本
格
的
に
始
ま
っ
た
（
20
）

。

そ
し
て
、
韓
国
歴
史
教
科
書
に
高
句
麗
史
の
記
述
が
盛
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

4　

高
句
麗
論
争
の
争
点

以
下
、
高
句
麗
論
争
を
め
ぐ
る
中
国
、
韓
国
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
明
記
し
て
お
こ
う
。

高
句
麗
史
を
中
国
史
の
一
部
と
す
る
中
国
の
見
解

1
、
高
句
麗
は
、
中
国
の
中
原
王
朝
の
統
治
秩
序
の
な
か
で
建
設
さ
れ
た
。

高
句
麗
が
誕
生
し
た
地
域
は
、
紀
元
前
三
世
紀
に
は
燕
の
領
域
で
あ
り
、
秦
が
六
国
を
統
一
し
た
後
は
、
秦
の
遼
東
外
遨
に
属
し
た
。

漢
が
紀
元
前
一
〇
八
年
衛
満
朝
鮮
を
滅
亡
さ
せ
、
玄
莵
郡
を
設
置
し
た
時
点
で
は
、
高
句
麗
は
玄
莵
郡
高
句
麗
県
に
属
し
て
い
た
。
紀
元

前
三
七
年
に
高
句
麗
始
祖
朱
蒙
が
高
句
麗
の
五
部
を
統
一
し
て
お
り
、
朝
鮮
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。

2
、
高
句
麗
は
独
立
国
家
で
は
な
く
、
中
国
の
中
央
王
朝
の
地
方
政
権
で
あ
る
。
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高
句
麗
の
始
祖
朱
蒙
の
建
国
以
前
の
高
句
麗
県
、
そ
れ
ま
で
東
漢
王
朝
に
臣
属
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
二
〇
年
か
ら
四
三
六
年

ま
で
の
高
句
麗
は
、
中
央
に
よ
り
高
句
麗
・
高
句
麗
汪
・
征
東
大
将
軍
・
営
輯
刺
史
・
樂
浪
郡
公
な
ど
の
官
職
を
授
与
さ
れ
、
朝
貢
関
係

に
あ
っ
た
。

3
、
高
句
麗
は
、
中
国
古
代
の
一
民
族
で
あ
る
。

高
句
麗
が
滅
亡
し
た
後
、
高
句
麗
の
末
裔
は
中
原
地
域
・
突
厥
・
渤
海
な
ど
に
吸
収
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
の
大
同
以
南
の
一
部
高
麗
陣
は

新
羅
に
統
合
さ
れ
た
。
現
在
の
朝
鮮
民
族
は
、
古
代
の
三
韓
、
即
ち
新
羅
人
で
、
高
句
麗
の
末
裔
は
少
数
に
過
ぎ
な
い
。

4
、
隋
・
唐
と
高
句
麗
の
間
の
戦
争
は
、
中
国
の
国
内
戦
争
で
あ
る
。

高
句
麗
の
領
域
は
漢
民
族
が
支
配
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
隋
・
唐
の
高
句
麗
と
の
戦
争
は
中
国
民
族
内
部
の
統
一
戦
争
に

過
ぎ
な
い
。

5
、
王
氏
高
麗
は
高
句
麗
を
継
承
し
て
い
な
い
。

新
羅
の
将
軍
、
王
建
は
新
羅
を
滅
亡
さ
せ
て
高
麗
を
建
設
し
た
が
、
新
羅
の
金
氏
王
族
を
継
承
し
た
も
の
で
、
高
句
麗
の
高
氏
王
族
を

継
承
し
て
い
な
い
。
首
都
開
城
は
新
羅
の
旧
領
土
で
あ
り
、
高
句
麗
の
旧
領
土
で
は
な
い
。
王
氏
高
麗
は
、
新
羅
人
と
百
済
人
が
建
設
し

た
も
の
で
、
高
句
麗
の
末
裔
が
建
設
し
た
も
の
で
は
な
い
。
王
氏
高
麗
は
朝
鮮
の
歴
史
で
あ
り
、
高
句
麗
（
高
氏
高
麗
）
は
中
国
人
が
建

設
し
た
中
国
の
歴
史
で
あ
る
。

6
、
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
北
部
地
域
は
、
中
国
の
歴
史
に
属
す
る
。

朝
鮮
半
島
の
北
部
地
域
が
朝
鮮
民
族
の
居
住
地
と
な
っ
た
の
は
一
五
世
紀
以
後
の
こ
と
で
、
五
世
紀
に
高
句
麗
が
首
都
を
平
壌
に
移
し

て
も
、
高
句
麗
を
朝
鮮
の
歴
史
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
平
壌
遷
都
以
後
、
朝
鮮
の
歴
史
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
高
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句
麗
が
二
つ
の
国
に
分
か
れ
て
所
属
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
五
世
紀
以
後
の
高
句
麗
も
、
中
国
に
あ
っ
た
地
方
政
権
で
あ
っ
た
。

唐
は
、
大
同
江
以
南
の
地
域
を
、
新
羅
に
割
譲
し
た
。
遼
は
、
鴨
緑
江
の
東
側
の
女
真
領
土
を
、
高
麗
に
割
譲
し
た
。
明
は
、
図
門
江

（
豆
満
江
）
以
南
の
土
地
を
、
朝
鮮
に
割
譲
し
た
。
現
在
の
朝
鮮
国
境
北
部
は
、
朝
鮮
民
族
が
勢
力
を
拡
張
し
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

高
句
麗
史
を
中
国
史
で
は
な
い
と
す
る
韓
国
の
見
解

1
、
高
句
麗
は
一
貫
し
て
独
立
王
朝
を
形
成
し
て
き
た
。

高
句
麗
は
、
中
国
東
北
地
域
及
び
朝
鮮
半
島
北
部
か
ら
中
国
の
漢
民
族
を
消
滅
さ
せ
、
半
島
の
百
済
・
新
羅
両
王
朝
の
形
成
を
促
し
、

朝
鮮
民
族
の
形
成
に
与
っ
た
。

2
、
高
句
麗
は
、
中
国
中
原
王
朝
に
朝
貢
す
る
時
期
が
あ
り
、
官
職
も
授
与
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
前
近
代
の
外
交
的
儀
礼
に
過
ぎ
ず
、

他
方
、
高
句
麗
は
、
百
済
・
新
羅
・
倭
国
と
国
交
関
係
に
あ
り
、
高
句
麗
と
百
済
・
新
羅
の
存
在
と
は
本
質
的
に
区
別
が
な
い
。
高
句
麗

の
独
立
期
に
は
、
中
国
に
は
一
貫
し
て
中
央
政
府
の
よ
う
な
統
一
政
府
は
存
在
せ
ず
、
高
句
麗
は
地
方
政
権
で
は
な
い
。

3
、
高
句
麗
が
滅
亡
し
た
後
、
高
句
麗
の
末
裔
は
中
国
中
原
地
域
・
投
厥
・
渤
海
な
ど
に
吸
収
さ
れ
、
高
句
麗
人
の
一
部
が
唐
の
強
制

移
住
に
よ
っ
て
中
国
内
地
に
移
住
し
た
も
の
の
、
高
句
麗
の
故
地
に
残
さ
れ
た
高
句
麗
人
は
高
句
麗
の
復
興
運
動
を
行
い
、
そ
の
結
果
と

し
て
渤
海
国
が
建
設
さ
れ
た
。
彼
ら
高
句
麗
人
は
渤
海
と
新
羅
に
加
わ
り
、
渤
海
の
滅
亡
後
は
、
そ
の
大
多
数
が
高
麗
に
吸
収
さ
れ
、
現

在
の
朝
鮮
民
族
を
形
成
し
て
い
る
。

4
、
高
句
麗
が
独
立
国
家
で
あ
る
以
上
、
隋
・
唐
と
高
句
麗
の
間
の
戦
争
は
国
内
戦
争
で
は
な
く
、
国
内
戦
争
の
論
理
は
成
立
し
な
い
。

5
、
高
麗
が
高
句
麗
の
復
興
運
動
を
継
承
し
て
建
国
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
高
麗
王
朝
に
お
け
る
高
句
麗
の
継
承
意
識
は
明
確
で
、

国
名
を
高
麗
と
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

八
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6
、
箕
子
朝
鮮
・
衛
満
朝
鮮
は
、
中
国
人
が
建
設
し
た
と
の
伝
承
で
、
朝
鮮
半
島
北
部
を
中
国
の
歴
史
と
す
る
主
張
は
成
立
し
な
い
。

殷
の
箕
子
東
来
説
で
あ
る
箕
子
朝
鮮
の
建
国
説
は
伝
承
に
過
ぎ
な
い
。
燕
の
衛
満
朝
鮮
も
中
国
の
歴
史
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
21
）

。

そ
の
争
点
で
あ
る
箕
子
朝
鮮
・
衛
満
朝
鮮
の
伝
説
が
実
際
、
ど
こ
ま
で
有
用
で
あ
る
か
は
議
論
が
残
る
。
議
論
の
底
辺
に
あ
る
の
は
、

現
在
の
鴨
緑
江
を
中
国
・
朝
鮮
国
境
と
す
る
現
実
の
追
認
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
は
、
高
句
麗
を
中
国
高
句
麗
と
い
い
、

こ
の
中
国
古
代
史
の
朝
鮮
古
代
史
へ
の
組
み
込
み
に
反
発
が
起
き
た
。
実
際
、
中
国
東
北
地
域
と
朝
鮮
半
島
に
流
入
し
た
中
国
人
が
深
く

関
わ
り
、
漢
四
郡
に
中
国
人
が
存
在
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
遼
東
に
多
数
の
朝
鮮
人
が
居
住
し
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は

高
句
麗
の
旧
領
土
の
三
分
の
二
が
中
国
東
北
地
域
に
残
り
、
高
句
麗
の
歴
史
遺
跡
が
そ
こ
に
残
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

四
二
七
年
の
平
壌
遷
都
に
立
っ
て
檀
君
神
話
を
も
っ
て
す
る
建
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
が
発
揚
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
認
識
が
混
乱
し
、
論
争

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
論
争
は
、
中
国
・
朝
鮮
国
境
の
確
認
に
ま
で
、
波
及
し
た
。
韓
国
は
、
朝
鮮
半
島
北
部
を
支
配
し
て
い
な
い

が
、
憲
法
上
は
そ
の
管
轄
地
域
と
さ
れ
て
お
り
、
自
国
の
国
家
存
在
の
確
認
に
か
か
わ
る
争
点
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
論
争
に
は
中
華
意
識
が
大
き
く
作
用
し
て
お
り
、
日
本
を
も
巻
き
込
ん
だ
論
争
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
古
代
日
本
は
、

朝
鮮
半
島
か
ら
稲
作
な
ど
先
進
文
化
を
学
び
発
展
さ
せ
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
定
説
も
覆
さ
れ
た
。
半
島
最
古
の
正
史
『
三
国
史

記
』
は
、
新
羅
を
建
設
し
た
の
は
、
倭
人
・
倭
種
で
あ
り
、
中
国
『
隋
書
』
に
も
、
新
羅
も
百
済
も
倭
国
を
文
化
大
国
と
し
て
教
仰
し
て

い
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
韓
国
の
数
学
者
金
容
雲
は
少
な
く
と
も
列
島
と
半
島
は
不
分
離
で
あ
っ
た
が
、
百
済
の
滅
亡
で
双
方
は
分
離
し
、
日
本
は
、

そ
こ
か
ら
成
熟
し
、
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
間
に
突
然
の
変
移
が
生
じ
、
音
韻
対
応
は
消
失
し
た
と
し
て
い
る
（
22
）

。
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5　

檀
君
神
話
論
争

こ
の
歴
史
論
争
の
遠
因
は
、
一
九
九
二
年
の
中
国
・
韓
国
の
国
交
樹
立
が
成
功
し
、
韓
国
で
は
、
分
断
さ
れ
た
社
会
主
義
の
北
朝
鮮
の

認
識
、
そ
し
て
北
朝
鮮
と
交
流
の
あ
っ
た
中
国
朝
鮮
族
へ
の
関
心
が
現
実
に
浮
上
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
民
族
の
聖
地
、
檀
君
建

国
神
話
の
檀
君
の
父
君
桓
雄
が
地
上
に
降
り
立
っ
た
民
族
発
祥
の
地
、
白
頭
山
へ
の
登
山
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
白
頭
山
観
光
の
拠
点
と

な
っ
た
中
国
東
北
延
吉
市
及
び
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
と
の
民
族
的
・
文
化
的
・
経
済
的
交
流
が
深
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
九
九
〇
年
代

を
通
じ
て
檀
君
神
話
が
韓
国
の
歴
史
認
識
の
な
か
に
定
着
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
韓
国
の
延
辺
観
光
客
は
、
こ
の
地
、
い
わ
ゆ
る
間
島
は

古
朝
鮮
で
、
高
句
麗
、
そ
し
て
そ
れ
を
継
い
だ
渤
海
の
領
土
と
し
て
わ
が
朝
鮮
民
族
の
舞
台
で
あ
る
と
の
認
識
を
深
め
、
朝
鮮
族
に
対
す

る
民
族
感
情
が
大
き
く
鼓
吹
さ
れ
た
。
そ
れ
は
民
族
問
題
と
し
て
の
間
島
問
題
の
再
浮
上
を
意
味
し
た
。

そ
こ
で
、
間
島
＝
古
朝
鮮
に
対
す
る
明
確
な
公
式
回
答
が
提
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
認
識
を
確
認
し
た
の
は
、
馬
大
正
編

『
中
国
東
北
辺
疆
研
究
』
所
収
の
焦
潤
明
「
解
決
辺
界
争
議
的
法
理
原
則
」
で
、「
韓
国
が
我
が
国
領
土
に
対
す
る
領
土
的
野
心
を
さ
ら
に

露
骨
に
し
た
」
上
で
、
図
們
江
流
域
の
北
岸
を
間
島
と
し
、
長
白
山
（
白
頭
山
の
中
国
名
）
地
区
を
李
氏
朝
鮮
発
祥
の
地
で
あ
る
と
口
実
を

付
け
て
中
国
延
辺
地
区
を
歴
史
上
朝
鮮
の
領
域
で
あ
る
と
す
る
妄
言
を
提
出
し
た
、
と
論
断
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
北
方
領

土
論
と
し
て
、
以
下
の
韓
国
文
献
が
刊
行
さ
れ
た
。

申
基
碩
『
間
島
領
有
權
に
関
す
る
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
探
求
堂
、
一
九
七
九
年
。

兪
政
甲
『
北
方
領
土
論

│
新
し
い
時
代
精
神
・
多
勿
精
神
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
一
年
。

梁
泰
鎮
『
韓
國
國
境
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

廬
啓
鉉
『
高
麗
領
土
史
』
ソ
ウ
ル
、
甲
寅
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

九
〇
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白
山
學
會
編
『
間
島
領
有
權
問
題
論
攷
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

そ
し
て
、
檀
君
神
話
研
究
も
取
り
組
ま
れ
た
（
23
）

。

焦
潤
明
の
か
か
る
指
摘
は
、
以
上
の
著
者
が
歴
史
教
科
書
の
改
修
を
要
求
し
、
中
国
東
北
部
を
「
韓
国
の
歴
史
的
疆
域
の
版
図
」
を
申

し
立
て
、
古
代
史
研
究
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
。
彼
が
、
そ
こ
で
指
摘
し
た
誤
謬
六
点
は
、
以
下
に
あ
る
（
24
）

。

1
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
古
類
型
人
」
を
現
代
朝
鮮
人
の
直
接
の
祖
先
と
し
て
い
る
。

2
、 「
古
朝
鮮
（
箕
氏
朝
鮮
）」、
高
句
麗
の
「
朝
鮮
古
類
型
人
」
の
国
内
建
設
を
朝
鮮
王
朝
と
し
、
そ
の
領
土
を
現
代
朝
鮮
領
土
と
し
て

い
る
。

3
、
戦
國
時
期
か
ら
隋
唐
時
期
、
中
国
は
朝
鮮
を
侵
略
し
、
朝
鮮
国
土
に
覇
権
を
行
使
し
た
。

4
、
渤
海
国
は
高
句
麗
の
直
接
の
後
継
国
で
、
朝
鮮
史
は
、
南
北
王
朝
を
形
成
し
た
。

5
、
唐
は
渤
海
に
対
す
る
侵
略
者
で
、
清
朝
ま
で
、
中
国
歴
代
王
朝
は
朝
鮮
に
対
す
る
侵
略
者
で
あ
っ
た
。

6
、
図
們
江
流
域
北
岸
「
間
島
」
の
長
白
山
地
区
は
李
氏
朝
鮮
の
発
祥
地
で
あ
っ
て
、
延
辺
地
区
は
朝
鮮
領
土
と
し
て
い
る
。

そ
の
韓
国
の
歴
史
認
識
が
、
中
国
朝
鮮
族
に
拡
大
す
る
こ
と
で
、
中
国
と
し
て
は
、
内
政
問
題
が
噴
出
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
れ

は
、
後
述
す
る
間
島
問
題
の
再
浮
上
と
な
り
、
加
え
て
、
一
九
九
三
年
平
壌
近
郊
、
江
東
郡
江
東
大
朴
山
の
檀
君
陵
か
ら
檀
君
夫
妻
の
遺

骨
が
発
見
さ
れ
た
と
の
報
道
で
（
25
）

、
南
・
北
朝
鮮
で
檀
君
神
話
に
呼
応
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
り
、
巨
大
施
設
の
建
設
と
な
っ
た
（
26
）

。

一
九
九
三
年
の
発
掘
調
査
で
、
高
句
麗
時
期
の
積
石
塚
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
出
土
し
た
古
い
一
組
の
男
女
骨
が
年
代
測
定

で
五
〇
一
年
±
二
六
七
年
前
と
解
析
さ
れ
、
紀
元
前
二
五
〇
〇
年
の
檀
君
紀
元
に
遡
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
遺
跡
は
一
九
九
四
年

一
〇
月
竣
工
さ
れ
た
。

九
一
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こ
の
檀
君
陵
の
地
名
は
、
李
氏
朝
鮮
時
代
か
ら
の
も
の
で
あ
る
（
27
）

。

こ
こ
に
「
古
朝
鮮
」
が
分
断
国
家
、
北
朝
鮮
と
韓
国
、
そ
し
て
延
辺
朝
鮮
自
治
州
の
中
国
朝
鮮
族
の
間
に
、
民
族
感
情
、
民
族
一
体
性

が
強
く
鼓
吹
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
中
国
当
局
は
、
そ
れ
を
非
学
術
的
な
「
一
九
九
〇
年
代
民
族
主
義
傾
向
」
と
非
難
し
、
檀
君
神
話
論

争
と
な
っ
た
（
28
）

。

一
九
九
九
年
一
二
月
韓
国
で
、
在
外
同
胞
法
が
制
定
さ
れ
、
海
外
に
居
住
し
て
も
、
韓
国
に
戸
籍
を
有
す
る
者
に
対
し
て
韓
国
国
籍
を

二
重
国
籍
と
し
て
認
め
る
こ
と
な
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
中
国
朝
鮮
族
に
対
す
る
中
国
の
管
理
を
難
し
く
し
た
こ
と
は
必
然
で
、
中
国
が

反
発
し
、
同
法
は
頓
挫
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
二
月
高
句
麗
史
を
「
中
国
史
の
一
部
」
と
し
た
東
北
工
程
が
登
場
し
た
。

そ
こ
で
の
、『
三
国
遺
事
』
の
「
古
朝
鮮
」
に
あ
る
檀
君
神
話
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
29
）

。

「
古
記
に
い
う
に
は
、
む
か
し
恒
因
（
帝
釈
を
い
う
）
の
庶
子
、
恒
雄
は
つ
ね
づ
ね
天
下
に
対
し
て
関
心
を
も
ち
、
人
間
世
界
を
欲
し

が
っ
て
い
た
。
父
は
子
供
の
気
持
を
察
し
て
、
下
界
の
三
危
太
白
（
三
危
は
三
つ
の
高
い
山
、
太
白
は
そ
の
中
の
一
つ
）
を
見
お
ろ
し
て

み
る
と
、（
そ
こ
は
）
人
間
を
ひ
ろ
く
利
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、（
そ
の
子
に
）
天
符
印
三
個
を
与
え
、
降
り
て
行
っ
て
（
人
間

世
界
を
）
治
め
さ
せ
た
。（
そ
こ
で
）
恒
雄
が
部
下
三
千
を
率
い
て
太
伯
山
の
頂
上
（
太
伯
は
今
の
妙
高
山
）
の
神
壇
樹
の
下
に
降
り
て

き
て
、
そ
こ
を
神
市
と
読
ん
だ
。
こ
の
人
が
恒
雄
天
王
で
あ
る
。（
彼
は
）
風
伯
・
雨
師
・
雲
師
ら
を
從
え
て
、
穀
・
命
・
病
・
刑
・

善
・
悪
を
司
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
三
百
六
十
余
の
こ
と
が
ら
を
治
め
、
教
化
し
た
。

時
に
一
頭
の
熊
と
一
頭
の
虎
と
が
同
じ
穴
に
住
ん
で
い
て
、
神
雄
（
恒
雄
）
に
祈
っ
て
い
う
に
は
、「
願
わ
く
ば
化
し
て
人
間
に

な
り
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
。
そ
こ
で
、
あ
る
と
き
恒
雄
は
霊
妙
な
艾
ひ
と
に
ぎ
り
と
、
蒜
二
十
個
を
与
え
て
「
お
前
た
ち
が
こ
れ

を
食
べ
て
百
日
間
日
光
を
見
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
人
間
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
。
熊
と
虎
が
こ
れ
を
も
ら
っ
て
食
べ
、
物
忌
み

九
二
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す
る
こ
と
三
七
日
（
二
十
一
日
）
に
、
熊
は
変
じ
て
女
の
身
と
な
っ
た
が
、
虎
は
物
忌
み
が
で
き
な
く
て
人
間
に
な
れ
な
か
っ
た
。

熊
女
は
彼
女
と
結
婚
し
て
く
れ
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
い
つ
も
神
（
壇
）
樹
の
下
で
、
み
ご
も
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
た
。

恒
雄
が
し
ば
ら
く
身
体
を
変
え
て
（
人
間
と
な
っ
て
）
結
婚
し
、
子
を
産
ん
だ
。
名
前
を
壇
君
王
儉
と
い
っ
た
。

（
王
儉
は
）
唐
高
堯
が
即
位
し
て
か
ら
五
十
年
た
っ
た
虎
寅
（
唐
高
の
即
位
元
年
は
戊
辰
で
あ
り
五
十
年
は
丁
巳
で
あ
っ
て
、
庚
寅
で
は
な

い
）
に
、
平
壌
城
（
今
の
西
京
）
に
都
に
移
し
、
は
じ
め
て
朝
鮮
と
呼
び
、
そ
の
都
を
白
岳
山
の
阿
斯
達
に
移
し
た
。
そ
こ
を
弓
（
方

と
も
書
く
）
忽
山
、
ま
た
は
今
弥
達
と
も
い
う
。
国
を
治
め
る
こ
と
一
千
五
百
年
間
で
あ
っ
た
（
30
）

。」

か
く
し
て
、
檀
君
は
古
朝
鮮
国
を
開
き
、
そ
の
始
祖
と
な
っ
た
。
檀
君
は
多
く
の
民
を
率
い
白
頭
山
の
麓
の
阿
斯
達
に
降
り
、
王
倹
城

に
都
を
定
め
一
五
〇
〇
年
も
の
間
、
国
を
治
め
た
。
こ
こ
で
い
う
太
伯
山
は
白
頭
山
で
、
但
し
、
桓
雄
が
降
り
た
と
こ
ろ
は
、
北
朝
鮮
平

安
北
道
（
道
都
新
義
洲
）
の
妙
高
山
脈
の
妙
高
山
と
い
う
説
も
あ
る
（
前
記
、「
古
朝
鮮
」
の
翻
訳
者
は
そ
の
一
人
、
訳
者
の
壇
は
そ
の
ま
ま
で
あ

る
）
が
、
白
頭
山
で
あ
る
と
多
く
の
人
が
信
じ
て
い
る
。

6　

任
那
日
本
府
論
争

四
世
紀
中
頃
か
ら
六
世
紀
半
ば
ま
で
、
ほ
ぼ
二
〇
〇
年
間
、
日
本
は
朝
鮮
半
島
南
部
に
進
出
し
、
植
民
地
的
経
営
を
行
っ
て
い
た
、
そ

の
地
域
が
任
那
で
、
そ
れ
は
そ
こ
の
小
国
の
名
で
あ
る
。
日
本
の
半
島
関
与
は
、
一
〇
八
年
設
置
の
樂
浪
郡
へ
の
貢
献
及
び
貿
易
に
あ
り
、

樂
浪
郡
は
北
方
か
ら
下
っ
て
き
た
高
句
麗
族
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
樂
浪
郡
か
ら
分
離
し
て
日
本
と
の
関
係
を
維
持
し
た
帯
方
郡
は
南
方

の
韓
族
、
東
方
の

族
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
百
済
国
、
新
羅
国
が
成
立
し
た
も
の
の
、
日
本
の
間
接
支
配
は
続
い
た
。
日

本
は
遣
唐
使
の
往
来
を
続
け
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
任
那
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
任
那
は
釜
山
の
地
方
に
あ
っ
た
と
さ

れ
、
任
那
一
〇
国
は
、
次
の
諸
国
で
あ
る
。
安
羅
国
（
咸
安
）、
加
羅
国
（
高
霊
）、
斯
二
岐
（
宣
寧
郡
新
反
里
）、
多
羅
国
（
陜
川
）、
卒
麻
国

九
三
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（
性
林
面
馬
沙
里
）、
古
嗟
国
（
固
城
）、
巳
他
国
（
居
晶
）、
散
半
下
国
（
草
渓
）
な
ど
。

日
本
は
、
四
世
紀
に
成
立
し
た
大
和
が
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
、
そ
こ
に
任
那
日
本
府
を
置
い
た
。
二
〇
〇
一
年
扶
桑
社
中
学
歴
史
教
科

書
『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
に
そ
の
記
述
が
登
場
し
た
。
既
に
一
九
六
三
年
九
月
二
〇
日
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
歴
史
研
究

所
所
長
金
錫
亨
と
金
煕
一
・
孫
英
鐘
は
、
労
働
新
聞
論
文
「『
世
界
通
史
』
の
朝
鮮
に
関
す
る
叙
述
の
重
大
な
錯
誤
に
関
し
て
」
で
、
任

那
日
本
府
の
存
在
を
否
定
し
た
。
同
論
文
は
、
一
九
五
五
年
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
編
の
『
世
界
通
史
』
の
関
連
も
あ
っ
て
、
一
〇
月

一
八
日
人
民
日
報
に
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
国
側
の
掲
載
の
意
図
は
、
金
錫
亨
ら
は
、
任
那
日
本
府
は
日
本
帝
国
主
義
の
御
用

学
者
が
日
本
の
朝
鮮
占
領
の
歴
史
を
擁
護
す
る
た
め
に
捏
造
し
た
と
す
る
北
朝
鮮
の
見
解
に
対
す
る
反
論
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
金
錫
亨

ら
は
、
任
那
だ
け
で
な
く
、
新
羅
、
百
済
、
告
馬
（
高
句
麗
）
な
ど
、『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
諸
国
も
、
日
本
列
島
内
に
存
在
し

た
朝
鮮
系
「
分
国
」
と
さ
れ
る
分
国
説
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
分
国
と
日
本
列
島
内
の
土
着
勢
力
を
統
御
し
掠
奪
す
る
た
め
に
大
和

王
が
列
島
内
に
設
置
し
た
機
関
と
し
て
い
た
（
31
）

。
こ
れ
に
、
村
山
正
雄
が
反
論
し
た
（
32
）

。

こ
れ
を
機
に
、
南
・
北
朝
鮮
の
歴
史
学
者
は
、
任
那
日
本
府
の
抹
殺
の
走
り
、
任
那
日
本
府
は
、
任
那
に
存
在
し
た
大
和
国
の
通
商
事

務
所
に
過
ぎ
な
い
と
断
定
し
た
。
こ
う
し
て
、
中
国
正
史
『
三
国
志
』、『
宋
国
』、『
隋
書
』、『
北
史
』、
さ
ら
に
『
三
国
史
記
』、『
三
国

遺
事
』、
あ
る
い
は
金
石
文
史
料
の
「
高
句
麗
広
開
土
王
碑
文
」
な
ど
の
任
那
日
本
府
の
記
述
を
、
す
べ
て
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

中
国
延
辺
大
学
の
善
春
元
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
学
説
に
忠
実
に
立
脚
し
て
挑
戦
し
て
、
北
朝
鮮
史
学
界
は
「
荒
唐
無
稽
」
に
あ
る
と

論
評
し
た
（
33
）

。
日
本
古
代
史
学
界
で
は
、
鈴
木
英
夫
ら
の
「
任
那
日
本
府
」
史
観
の
検
証
が
進
ん
だ
（
34
）

。

平
壌
近
郊
至
る
と
こ
ろ
に
分
布
す
る
古
墳
群
は
、
例
外
な
く
中
国
の
円
頂
方
台
封
漢
基
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
出
土
品
は
、
い
ず

れ
も
漢
王
朝
の
製
造
品
で
、
中
国
朝
廷
が
樂
浪
郡
に
派
遣
し
た
太
守
の
行
員
や
漢
人
官
吏
の
印
章
（
封
泥
）
も
、
多
数
出
土
し
て
い
る
。

九
四



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
九
五
）

北
朝
鮮
史
学
界
は
、
平
壌
を
中
心
と
す
る
樂
浪
郡
は
朝
鮮
半
島
に
は
所
在
せ
ず
、
中
国
東
北
遼
河
下
流
域
に
位
置
し
て
い
た
、
と
主
張
し

た
。
こ
れ
は
、
任
那
日
本
府
の
所
在
地
を
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
列
島
に
置
き
換
え
た
捏
造
と
同
じ
手
法
で
あ
る
。
一
方
、
韓
国
で
は
、

一
九
七
〇
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
教
授
韓
ユ
ウ
キ
ン
は
『
韓
國
通
史
』
で
、
任
那
日
本
府
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
人
に
対
す
る

屈
辱
を
日
本
の
存
在
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
正
当
づ
け
る
手
法
で
あ
っ
た
（
35
）

。
現
在
、
韓
国
の
歴
史
学
会
は
、
こ
の
解
釈
の
立
場
を
停
止
し

た
向
き
が
あ
る
。
依
然
、
任
那
符
論
争
は
続
い
て
い
る
（
36
）

。

（
1
） 

青
柳
綱
太
郎
編
『
三
國
史
記

│
原
文
和
譯
對
照
』
上
・
下
、
京
城
、
朝
鮮
研
究
會
、
一
九
一
四
年
／
金
冨
軾
『
三
國
史
記
』
六
冊
、
東
京
帝

國
大
學
文
學
部
東
洋
史
學
科
、
一
九
二
五
│
二
六
年
／
朝
鮮
史
學
會
編
、
京
城
、
朝
鮮
史
學
會
、
一
九
二
八
年
／
京
城
、
近
藤
書
店
、
一
九
四
一
年

／
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
／
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
六
四
年
／
金
鍾
權
訳
『
完
譯
三
國
史
記

│
附
・
原
文
』
ソ
ウ
ル
、
先
進
文
化

社
、
一
九
六
〇
年
／
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
一
九
六
九
年
／
二
冊
、
ソ
ウ
ル
、
太
陽
書
籍
、
一
九
七
二
年
／
民
族
文
化
推
進
會
編
『
三
國
史
記
』

ソ
ウ
ル
、
民
族
文
化
推
進
會
、
一
九
七
三
年
／
林
英
樹
訳
、
三
冊
、
上
卷
新
羅
本
紀
・
中
卷
高
句
麗
本
紀
・
百
済
本
紀
・
下
巻
雑
志
・
列
傳
、
三
一

書
房
、
一
九
七
四
│
七
五
年
／
辛
鎬
烈
訳
、
ソ
ウ
ル
、
東
西
文
化
社
、
一
九
七
六
年
／
李
兵
燾
訳
、
上
・
下
、
ソ
ウ
ル
、
乙
酉
文
化
社
、
一
九
八
三

年
／
金
思
燁
訳
、
明
石
書
店
、
一
九
九
七
年
／
鄭
求
福
・
他
訳
『
譯
註
三
國
史
記
』
城
南
、
韓
國
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
九
九
年
／
井
上
秀
雄
訳

『
三
國
史
記
』
四
冊
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　

金
冨
軾
、
鈴
木
武
樹
訳
『
三
國
史
記

│
倭
国
関
係
』
大
和
書
房
、
一
九
七
五
年
。

　
　

佐
伯
有
清
編
訳
『
三
国
史
記
倭
人
伝
・
他
六
篇
』
朝
鮮
正
史
日
本
伝
第
一
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
。

　
　

書
景
文
化
社
編
『
三
國
史
記
の
新
研
究
』
慶
州
、
新
羅
文
化
宣
揚
會
、
一
九
八
一
年
。

　
　

申
瀅
植
『
三
國
史
記
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
一
潮
閣
、
一
九
八
一
年
。

　
　

金
聖

『
沸
流
百
濟
と
日
本
の
国
家
起
源

│
「
三
國
史
記
」・「
日
本
書
記
」
の
一
元
的
復
原
を
中
心
と
し
た
』
ソ
ウ
ル
、
知
文
社
、
一
九
八
二
年
。

九
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
九
六
）

　
　

黛
弘
道
編
『
古
代
国
家
の
歴
史
と
伝
承
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
。

　
　

高
寛
敏
『『
三
国
史
記
』
の
原
典
的
研
究
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
。

　
　

鄭
大
均
・
古
田
博
司
編
『
韓
国
・
北
朝
鮮
の
嘘
を
見
破
る

│
近
代
史
の
争
点
三
〇
』
文
春
新
書
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　

横
山
和
子
『
日
本
古
代
史
の
解
明
に
挑
む

│
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』「
三
国
史
」
か
ら
読
み
解
く
』
丸
善
岡
山
支
店
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
八
年
。

　
　

室
谷
克
実
『
日
韓
が
タ
ブ
ー
に
す
る
半
島
の
歴
史
』
新
潮
新
書
、
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
2
） 

井
上
秀
雄
訳
『
三
国
史
記

│
高
句
麗
本
紀
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
九
三
頁
。

（
3
） 

前
掲
書
、
一
九
六
頁
。

（
4
） 

片
野
次
雄
『
戦
乱
の
朝
鮮
三
国
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
八
五
年
／
『
戦
乱
三
国
の
コ
リ
ア
史

│
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
英
雄
た
ち
』
彩

流
社
、
二
〇
〇
七
年
。

　
　

李
殿
福
・
孫
玉
良
、
姜
仁
求
・
金
瑛
洙
訳
『
高
句
麗
簡
史
』
ソ
ウ
ル
、
三
省
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

　
　

申
瀅
植
『
集
安
高
句
麗
遺
跡
の
調
査
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
國
史
編
纂
委
員
會
、
一
九
九
六
年
。

　
　

孔
錫
龜
『
高
句
麗
領
域
擴
張
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
書
景
文
化
社
、
一
九
九
八
年
。

　
　

琴
京
淑
『
高
句
麗
前
期
政
治
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
高
麗
大
學
校
民
族
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
四
年
。

　
　

劉
炬
・
付
百
臣
・
他
『
高
句
麗
政
治
制
度
研
究
』
香
港
、
香
港
亞
洲
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

　
　

金
鎮
漢
『
高
句
麗
後
期
對
外
關
係
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
韓
國
學
中
央
研
究
院
韓
國
學
大
學
院
、
二
〇
一
〇
年
。

（
5
） 

楊
枝
春
吉
・
耿
鉄
華
主
編
『
高
句
麗
歴
史
与
文
化
研
究
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
七
年
。

　
　

魏
存
成
『
高
句
麗
遺
迹
』
北
京
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

　
　

厉
声
・
朴
文
一
主
編
『
高
句
麗
歴
史
問
題
研
究
論
文
集
』
延
吉
、
延
辺
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

　
　

姜
維
恭
『
高
句
麗
歴
史
研
究
初
編
』
長
春
、
吉
林
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

　
　

李
春
祥
『
高
句
麗
与
東
北
民
族
疆
域
研
究
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

九
六



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
九
七
）

　
　

李
国
強
・
李
宗
勛
主
編
『
高
句
麗
史
新
研
究
』
延
吉
、
延
辺
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
6
） 

山
本
勇
二
「
高
句
麗
を
め
ぐ
る
中
韓
歴
史
論
争
」
海
外
事
情
、
二
〇
〇
四
年
九
月
号
。

　
　

下
條
正
男
「
高
句
麗
歴
史
論
争
と
間
島
問
題
」
海
外
事
情
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
号
。

（
7
） 
高
句
麗
研
究
會
編
『
高
句
麗
國
際
關
係
』
ソ
ウ
ル
、
學
研
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年
。

　
　

高
句
麗
研
究
會
編
『
高
句
麗
正
體
性
』
ソ
ウ
ル
、
高
句
麗
研
究
會
、
二
〇
〇
四
年
。

　
　

高
句
麗
研
究
會
編
『
韓
國
學
界
の
東
北
工
程
対
應
論
理
』
ソ
ウ
ル
、
高
句
麗
研
究
會
、
二
〇
〇
七
年
。

（
8
） 

『
東
北
ア
ジ
ア
の
歴
史
和
解
に
向
け
て
の
大
き
な
一
歩
』
ソ
ウ
ル
、
東
北
亞
歴
史
財
團
、
二
〇
〇
九
年
。

（
9
） 

主
栄
憲
「
渤
海
文
化
」
考
古
民
俗
、
一
九
六
六
年
二
月
号
。

　
　

主
栄
憲
「
渤
海
中
京
顯
徳
府
に
つ
い
て
」
考
古
民
俗
、
一
九
六
六
年
二
月
号
。

　
　

主
栄
憲
「
渤
海
は
高
句
麗
の
継
承
者
」
考
古
民
俗
、
一
九
六
七
年
二
月
号
。

　
　

李
煕
範
『
中
世
東
北
亞
細
亞
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
東
國
大
學
校
韓
國
學
研
究
所
／
亞
細
亞
文
化
社
、
一
九
七
五
年
。

　
　

浜
田
耕
策
「
渤
海
史
を
め
ぐ
る
朝
鮮
史
学
界
の
動
向

│
共
和
国
と
韓
国
の
「
南
北
国
時
代
」
論
に
つ
い
て
」
朝
鮮
学
報
、
第
八
六
輯
、

一
九
七
八
年
。

（
10
） 

⑩
孫
進
己
・

海
主
編
『
高
句
麗
・
渤
海
研
究
集
成
』
六
冊
、
哈
爾
浜
、
哈
爾
浜
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　
　

第
一
巻
〜
第
三
巻　
「
高
句
麗
卷
」
一
・
二
・
三
。

　
　
　

第
三
巻
〜
第
六
巻　
「
渤
海
卷
」
四
・
五
・
六
。

（
11
） 

⑪
鳥
山
喜
一
・
他
『
渤
海
史
上
の
諸
問
題
』
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
。

　
　

森
安
孝
夫
「
渤
海
か
ら
契
丹
へ
」、『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
』
古
代
史
講
座
第
七
巻
、
学
生
社
、
一
九
八
二
年
。

　
　

三
上
次
男
『
高
句
麗
と
渤
海
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
。

　
　

李
殿
福
・
他
『
高
句
麗
・
渤
海
の
考
古
と
歴
史
』
学
生
社
、
一
九
九
一
年
。

　
　

上
田
雄
『
渤
海
国
の
謎

│
知
ら
れ
ざ
る
東
ア
ジ
ア
の
古
代
王
朝
』
講
談
社
現
代
新
書
、
講
談
社
、
一
九
九
二
年
。

九
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
九
八
）

　
　

上
田
雄
『
渤
海
国
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
。

　
　

森
田
悌
「
渤
海
の
狩
猟
に
つ
い
て
」
弘
前
大
学
國
史
研
究
、
第
九
四
号
、
一
九
九
三
年
。

　
　

方
學
鳳
主
編
『
渤
海
史
研
究
』
四
冊
、
延
𠮷
、
延
辺
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

　
　

韓
圭
哲
『
渤
海
の
對
外
關
係
史

│
南
北
國
の
形
成
と
展
開
』
ソ
ウ
ル
、
新
書
苑
、
一
九
九
四
年
。

　
　

朱
国
忱
・
魏
国
忠
、
佐
伯
有
清
・
浜
田
耕
策
訳
『
渤
海
史
』
東
方
書
店
、
一
九
九
六
年
。

　
　

魏
国
忠
・
朱
国
忱
・
趙
哲
夫
『
謎
中
王
国
探
秘
密

│
渤
海
国
考
古
散
記
』
済
南
、
山
東
畫
報
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

　
　

濱
田
耕
策
『
渤
海
国
興
亡
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

　
　

石
井
正
敏
『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　

紀

利
・
郝
慶
雲
「
渤
海
国
初
の
際
国
号
考
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
四
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
四
年

（
12
） 

チ
ャ
ン
ジ
ェ
ジ
ン
、
キ
ム
ジ
ョ
ン
ボ
ク
、
イ
ム
ソ
ク
キ
ュ
『
渤
海
對
外
關
係
史
資
料
集
成
』
ソ
ウ
ル
、
東
北
亞
歴
史
財
團
、
二
〇
一
一
年
。

（
13
） 

姜
維
東
「
高
句
麗
研
究
的
若
干
問
題
」、
馬
大
正
編
『
中
国
東
北
辺
疆
研
究
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三

年
、
一
五
一
頁
以
降
。

（
14
） 

白
鳥
庫
吉
「
檀
君
考
」
學
習
院
輔
仁
會
雑
誌
、
第
二
八
号
、
一
八
九
四
年
。

　
　

白
鳥
庫
吉
「
朝
鮮
古
傳
説
考
」
史
學
雑
誌
、
第
五
編
第
一
二
号
、
一
八
九
四
年
。

　
　

白
鳥
庫
吉
「
朝
鮮
古
代
諸
國
名
稱
考
」
史
學
雑
誌
、
第
六
編
第
七
・
八
号
、
一
八
九
五
年
。

　
　

白
鳥
庫
吉
「
朝
鮮
古
代
地
名
考
」
史
學
雑
誌
、
第
六
編
第
一
〇
・
一
一
号
、
第
七
編
第
一
号
、
一
八
九
五
│
九
六
年
。

　
　

白
鳥
庫
吉
「
朝
鮮
古
代
王
號
考
」
史
學
雑
誌
、
第
七
編
第
二
号
、
一
八
九
六
年
。

　
　

白
鳥
庫
吉
「
高
句
麗
の
名
稱
に
就
き
て
の
考
」
國
學
院
雑
誌
、
第
二
巻
第
一
〇
号
、
一
八
九
六
年
。

　
　

白
鳥
庫
吉
「
箕
孤
は
朝
鮮
の
始
祖
に
非
ず
」
東
京
日
日
新
聞
、
一
九
一
〇
年
八
月
三
一
日
。

　
　

白
鳥
庫
吉
『
朝
鮮
史
研
究
』
白
鳥
庫
吉
全
集
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
／
『
朝
鮮
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。

（
15
） 

喜
田
貞
吉
「
日
鮮
兩
民
族
同
源
論
」
民
族
と
歴
史
、
第
六
巻
第
一
号
、
一
九
二
一
年
七
月
。

九
八



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
九
九
）

　
　

金
澤
庄
三
郎
『
日
鮮
同
祖
論
』
京
城
、
汎
東
洋
社
／
刀
江
書
院
、
一
九
四
三
年
／
成
甲
書
房
、
一
九
七
八
年
。

　
　

河
野
六
郎
「
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
二
三
の
類
似
」、
八
學
會
連
合
編
『
人
民
科
學
の
諸
問
題

│
協
同
研
究
課
題
『
稲
』』
關
書
院
、
一
九
四
九
年
。

　
　

本
山
美
彦
『
韓
国
併
合
と
同
祖
神
話
の
破
綻

│
「
霧
」
の
下
の
修
羅
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

（
16
） 
蒋
韮
韮
・
王
小
甫
・
他
『
中
韓
関
係
史
』
三
冊
、
古
代
卷
・
近
代
卷
・
現
代
卷
、
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
九
六
│
九
八
年

│

蒋
韮
韮
・
王
小
甫
・
翁
天
兵
・
趙
冬
海
・
張
帆
・
徐
万
民
は
、
古
代
卷
の
執
筆
者
で
あ
る
。

（
17
） 

孫
進
己
『
女
真
史
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

　
　

孫
進
己
・
他
編
『
契
丹
史
論
著

編
』
二
冊
、
瀋
陽
、
北
方
史
地
資
料
編
委
員
会
、
一
九
八
八
年
。

　
　

孫
進
己
・
他
主
編
『
東
北
歴
史
地
理
』
二
冊
、
哈
爾
浜
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

　
　

孫
進
己
・
郭
守
信
編
『
東
方
古
史
資
料
叢
編
』
瀋
陽
、
遼
瀋
書
社
。

　
　
　

第
一
巻　
『
先
秦
・
三
国
』
一
九
八
九
年
。

　
　
　

第
二
巻　
『
兩
普
（
ム
）・
随
』
一
九
八
九
年
。

　
　
　

第
三
巻　
『
唐
』
一
九
九
〇
年
。

　
　
　

第
四
巻　
『
遼
』
一
九
九
〇
年
。

　
　

孫
進
己
・

海
主
編
『
高
句
麗
・
渤
海
研
究
集
成
』
六
冊
、
哈
爾
浜
、
哈
爾
浜
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　
　

第
一
巻
〜
第
三
巻　
「
高
句
麗
卷
」
一
・
二
・
三
。

　
　
　

第
三
巻
〜
第
六
巻　
「
渤
海
卷
」
四
・
五
・
六
。

　
　

孫
進
己
・

泓
『
女
真
民
族
史
』
桂
林
、
広
西
師
范
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

　
　

孫
進
己
・

泓
『
契
丹
民
族
史
』
桂
林
、
広
西
師
范
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

　
　

冬
主
編
『
中
国
東
北
史
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

　
　

冬
主
編
『
中
国
東
北
史
』
六
冊
、
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
修
訂
版
二
〇
〇
六
年
。

（
18
） 

そ
こ
で
の
南
北
朝
鮮
の
反
応
は
異
な
る
。
濱
田
耕
策
「
渤
海
史
を
め
ぐ
る
朝
鮮
史
学
会
の
動
向

│
共
和
国
と
韓
国
の
「
南
北
国
時
代
」
論
に

九
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
〇
〇
）

つ
い
て
」
朝
鮮
学
報
、
第
八
六
号
、
一
九
七
八
年
。

（
19
） 

李
丙
壽
『
韓
国
古
代
史
』
上
・
下
、
一
九
七
九
年
／
金
思
燁
訳
『
韓
國
古
代
史
』
ソ
ウ
ル
、
金
思
燁
全
集
刊
行
委
員
會
／
国
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
四
年
。

　
　

白
山
資
料
院
編
『
韓
民
族
の
大
陸
關
係
史
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
八
七
年
。

　
　

白
山
資
料
院
編
『
韓
國
考
古
學
關
係
中
國
資
料
選
集
』
六
冊
、
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
四
│
九
七
年
。

　
　
　

第
一
巻
考
古
學
報
編
、
第
二
巻
文
物
編
、
第
三
巻
考
古
編
上
・
下
。

　
　

國
際
教
科
書
研
究
所
編
『
韓
・
日
歴
史
教
科
書
修
正
の
諸
問
題
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
四
年
。

　
　

檀
國
代
史
学
會
編
『
韓
國
古
代
史
』
三
冊
、
ソ
ウ
ル
、
學
研
文
化
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　

朴
性
鳳
編
『
高
句
麗
南
進
經
營
史
の
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

金
鍾
潤
『
新
講
韓
國
古
代
史

│
半
島
史
學
を
全
面
拒
否
す
る
』
ソ
ウ
ル
、
東
信
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
學
會
編
『
古
朝
鮮
史

│
研
究
』
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
學
會
編
『
高
句
麗
史

│
研
究
』
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
學
會
編
『
朝
鮮
時
代
北
方
關
係
史
論
攷
』
二
冊
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
學
會
編
『
百
濟
・
新
羅
・
伽
倻
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
學
會
編
『
韓
國
の
民
族
文
化
起
源
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
學
會
編
『
韓
国
古
代
語
と
東
北
ア
ジ
ア
』
白
山
資
料
院
、
二
〇
〇
一
年
。

　
　

李
仁
哲
『
高
句
麗
の
對
外
征
服
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
20
） 

韓
国
東
北
亞
歴
史
財
団
編
、
中
国
延
辺
大
學
訳
『
東
北
工
程
相
關
韓
國
學
者
論
文
選
』
首
尓
、
東
北
亞
歴
史
財
團
、
二
〇
〇
七
年
。

　
　
　

余

奎
「
中
國
學
界
的
高
句
麗
對
外
關
係
史
研
究
状
況
」。

　
　
　

金
貞
培
「
中
國
史
書
中
出
現
的
〝
海
東
三
國
〞」。

　
　
　

李
仁
哲
「
中
國
的
高
句
麗
歸
屬
問
題
研
究
分
析
」。

一
〇
〇



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
一
〇
一
）

　
　
　

金
一
權
「
中
國
學
界
對
高
句
麗
國
家
祭
祀
的
研
究
分
析
」。

　
　
　

金
貞
姫
「
渤
海
史
的
歸
屬
問
題
與
唐
代
覊
縻
府
輯
制
度
」。

　
　
　

尹
戴
雲
「
渤
海
的
主
權
與
對
中
貿
易
」。

　
　
　

朴
龍
雲
「
高
麗
時
期
人
間
的
高
麗
繼
承
高
句
麗
意
識
」。

　
　
　

尹
榮
寅
「
中
國
學
界
關
于
蒙
古
與
漢
族
關
係
的
研
究
動
態

│
以
近
十
年
蒙
古
（
元
）
帝
國
民
族
關
係
史
研
究
為
中
心
」。

　
　
　

裵
城
溶
「
中
國
的
朝
、
清
國
境
問
題
研
究
動
態
」。

　
　
　

崔
徳
奎
「
中
國
關
于
中
蘇
國
境
運
送
的
研
究
動
態
」。

　
　
　

張
世
胤
「
中
國
朝
鮮
族
的
現
況
與
展
望

│
以
二
〇
世
紀
九
〇
年
代
以
後
為
中
心
」。

　
　
　

尹
輝
鐸
「
當
代
中
國
的
邊
疆
政
策

│
以
〝
東
北
振
興
戦
略
〞
為
中
心
」。

　
　

東
北
亞
歴
史
財
團
編
『
東
北
亞
関
系
史
性
格

│
東
北
亞
歴
史
財
團
・
北
京
大
學
共
同
學
術
會
議
』
首
尓
、
東
北
亞
歴
史
財
團
、
二
〇
〇
九
年
。

　
　
　

鄭
夏
賢
「《
三
国
志
・
魏
志
・
東
夷
傳
》
中
的
世
界
視
」。

　
　
　

羅
新
「
高
句
麗
兄
系
官
職
的
内
亞
淵
源
」。

　
　
　

金
鉉
球
「
白
村
江
之
戦
與
東
北
亞
国
際
關
係
的
變
化
」。

　
　
　

李
志
生
「
从
西
安
地
區
唐
代
喪
葬
模
式
看
渤
海
貞
恵
和
貞
孝
」。

　
　
　

金
塘
譯
「
高
麗
與
遼
・
金
・
元
關
係
史
的
特
性
」。

　
　
　

徐
凱
「
八
旗
満
洲
高
麗
家
族
与
清
初
戦
争
」。

　
　
　

李
泰

「
从
朝
鮮
〝
中
華
主
義
〞
到
韓
清
条
約
」。

　
　
　

党
宝
海
「
試
論
《
至
正
条
格
》
的
性
質
及
影
響
」

│
元
朝
の
大
元
通
交
制
関
係
を
主
題
と
す
る
。

　
　
　

裴
京
漢
「
二
〇
世
紀
初
韓
中
之
間
的
相
互
認
識
」

│
韓
国
人
の
孫
文
理
解
が
主
題
で
あ
る
。

　
　

王
元
周
「
近
代
中
韓
関
系
転
変
的
理
想
与
現
実

│
韓
国
人
対
中
國
否
定
認
識
的
歴
史
根
源
」

│
北
伐
論
か
ら
北
方
史
観
ま
で
を
主
題
と
し

て
い
る
。

一
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
〇
二
）

（
21
） 

鈞
光
林
「
高
句
麗
史
の
帰
属
を
め
ぐ
る
韓
国
・
朝
鮮
と
中
国
の
論
争
」
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
、
第
一
六
号
、
二
〇
〇
四
年
。

（
22
） 

金
容
雲
『
韓
国
数
学
史
』
槙
書
店
、
一
九
七
八
年
。

　
　

金
容
雲
『
韓
国
人
と
日
本
人
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
三
年
。

　
　

金
容
雲
『
鎖
国
の
汎
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
三
年
。

　
　

金
容
雲
『
日
韓
民
族
の
原
型
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
六
年
。

　
　

金
容
雲
『
訪
れ
る
没
落
』
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
、
一
九
八
八
年

│
原
本
に
は
「
原
型
史
観
の
韓
国
」
の
副
題
が
あ
る
。

　
　

金
容
雲
『
日
本
の
喜
劇
』
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
、
一
九
九
二
年
。

　
　

金
容
雲
『「
か
し
こ
型
」
日
本
人
と
「
か
ち
き
型
」
韓
国
人
』
学
生
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　

金
容
雲
『
日
本
語
の
正
体
』
三
五
館
、
二
〇
〇
九
年
。

　
　

金
容
雲
『「
日
本
＝
百
済
」
説
』
三
五
館
、
二
〇
一
一
年
。

（
23
） 

今
西
龍
「
檀
君
考
」、『
朝
鮮
古
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
。

　
　

龍
賢
鍾
「
檀
君
神
話
」、
韓
國
文
化
藝
術
振
興
院
編
『
民
族
文
學
體
系
』
ソ
ウ
ル
、
同
和
出
版
社
、
一
九
七
五
年
。

　
　

孫
仁
銖
『
研
究
方
法
・
檀
君
神
話
・
花
郎
道
の
教
育
思
想
』
韓
國
教
育
思
想
史
第
一
巻
、
ソ
ウ
ル
、
文
音
社
、
一
九
八
九
年
。

　
　

ソ
・
ヨ
ン
デ
『
北
韓
學
界
の
檀
君
神
話
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

白
山
資
料
院
編
『
檀
君
神
話
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
五
年
。

　
　

大
阪
経
済
法
科
大
学
『
檀
君
と
古
朝
鮮
』
大
阪
経
済
法
科
大
学
、
一
九
九
九
年
。

（
24
） 

焦
潤
明
「
解
決
辺
界
争
議
的
法
理
原
則
」、
馬
大
正
編
『
中
国
東
北
辺
疆
研
究
』
東
北
邊
疆
研
究
、
北
京
、
中
國
社
会
科
學
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
、
三
〇
頁
以
降
。

（
25
） 

「
北
朝
鮮
は
い
ま　

現
代
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド　

代
わ
ら
ぬ
巨
大
志
向
」
毎
日
新
聞
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
一
三
日
。

　
　
「
金
書
記
、「
推
戴
」
段
階　

檀
域
陵
視
察
、「
待
望
」
の
雰
囲
気
創
り

│
北
朝
鮮
の
権
力
継
承
」
毎
日
新
聞
、
一
九
九
四
年
一
一
月
二
日
。

（
26
） 

金
成
煥
編
『
日
帝
強
占
期
檀
君
陵
修
築
運
動
』
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
。

一
〇
二



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
一
〇
三
）

（
27
） 

田
中
俊
明
「
檀
君
陵
」、
田
中
俊
明
編
『
韓
国
の
歴
史

│
先
史
か
ら
現
代
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
四
九
│
五
〇
頁
。

（
28
） 

馬
大
正
・
耿
哲
華
・
權
赫
秀
『
古
代
中
国
高
句
麗
歴
史
続
論
』
北
京
、
中
國
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
八
頁
。

（
29
） 
『
三
国
遺
事
』
は
、
高
句
麗
、
新
羅
、
百
済
三
国
の
遺
聞
逸
事
を
高
麗
の
高
僧
一
然
が
晩
年
に
記
し
た
朝
鮮
古
代
研
究
の
基
本
資
料
で
、
李
朝

中
牟
大
（
一
五
〇
六
〜
四
四
年
）
の
慶
州
版
が
流
布
し
て
お
り
、
王
暦
の
年
表
を
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
頭
に
お
き
、
紀
異
第
一
、
紀
異
第
二
、
興
法
、
塔

像
、
義
解
、
神
呪
、
感
通
、
避
隠
、
孝
善
の
九
編
の
構
成
で
、
興
法
以
下
は
仏
教
関
係
記
事
で
あ
る
。

　
　

一
然
撰
『
三
國
遺
事
』
五
冊
、
京
都
帝
國
大
學
文
學
部
、
一
九
二
一
年
／
平
岩
佑
介
訳
、
自
由
討
究
社
、
一
九
二
三
年
／
朝
鮮
史
學
會
、

一
九
二
八
年
／
朝
鮮
史
學
會
編
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
／
李
丙
燾
訳
、
ソ
ウ
ル
、
東
國
文
化
社
、
一
九
五
六
年
／
李
丙
燾
訳
、
韓
國
思
想
大

思
想
全
集
第
四
巻
、
ソ
ウ
ル
、
良
友
堂
、
一
九
九
四
年
／
ソ
ウ
ル
、
東
國
文
化
社
、
一
九
五
六
年
／
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
六
四
年

／
李
戴
培
訳
、
二
冊
、
ソ
ウ
ル
、
光
文
出
版
社
、
一
九
六
七
年
／
李
戴
培
訳
、
二
冊
、
ソ
ウ
ル
、
明
知
大
學
出
版
部
、
一
九
七
五
年
／
ソ
ウ
ル
、
東

方
文
化
書
局
、
一
九
七
一
年
／
李
東
歡
訳
、
二
冊
、
ソ
ウ
ル
、
三
中
堂
文
庫
、
三
中
堂
、
一
九
七
五
年
／
林
英
樹
訳
、
二
冊
、
三
一
書
房
、

一
九
七
五
│
七
六
年
／
金
思
燁
訳
『
三
國
遺
事
・
完
訳
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
／
金
思
燁
訳
『
完
訳
三
國
遺
事
』
明
石
書
店
、
一
九
八
〇
年

／
金
思
燁
訳
『
完
訳
三
國
遺
事
』
金
思
燁
全
集
第
二
五
巻
、
ソ
ウ
ル
、
金
思
燁
全
集
刊
行
委
員
会
／
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
／
李
民
樹
訳
、
二

冊
、
ソ
ウ
ル
、
三
星
美
術
文
化
財
團
、
一
九
七
九
年
／
李
民
樹
訳
、
世
界
思
想
教
養
全
集
續
第
一
二
巻
、
ソ
ウ
ル
、
乙
酉
文
化
社
、
一
九
七
三
年
／

李
民
樹
訳
、
世
界
思
想
全
集
第
八
巻
、
ソ
ウ
ル
、
乙
酉
文
化
社
、
一
九
八
三
年
／
權
相
老
訳
、
ソ
ウ
ル
、
東
西
文
化
社
、
一
九
七
七
年
／
釜
山
、
民

族
文
化
、
一
九
八
四
年
／
『
原
本
三
國
史
記
・
三
國
遺
事
』
ソ
ウ
ル
、
大
堤
閣
、
一
九
八
七
年
。

　
　

韓
國
精
神
文
化
研
究
院
古
典
研
究
室
編
『
三
國
遺
事
索
引
』
ソ
ウ
ル
、
韓
國
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
八
〇
年
。

　
　

三
品
彰
英
遺
撰
『
三
國
遺
事
考
証
』
上
・
中
・
下
一
・
二
・
三
計
五
冊
、
塙
書
房
、
一
九
七
五
│
九
五
年
。

　
　

韓
國
精
神
文
化
研
究
院
国
際
協
力
室
編
『
三
國
遺
事
の
綜
合
的
檢
討
』
ソ
ウ
ル
、
韓
國
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
八
七
年
。

　
　

嶺
南
大
學
校
民
族
文
化
研
究
所
編
『
三
國
遺
事
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
嶺
南
大
學
校
出
版
部
、
一
九
八
一
年
。

　
　

白
山
資
料
院
編
『
三
國
遺
事
研
究
論
選
集
』
白
山
資
料
院
、
一
九
八
六
年
。

（
30
） 

一
然
撰
、
金
思
燁
訳
『
完
訳
三
國
遺
事
』
明
石
書
店
、
一
九
八
〇
年
。

一
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
〇
四
）

（
31
） 

李
弘
植
「「
日
本
書
記
」
所
載　

高
句
麗
関
係
記
事
考
」
東
方
學
志
、
第
一
号
、
第
三
号
、
一
九
五
四
年
／
『
韓
国
古
代
史
の
研
究
』
ソ
ウ
ル
、

新
丘
文
化
社
、
一
九
七
一
年
／
加
盟
輝
一
郎
訳
、
井
上
秀
雄
・
旗
田
巍
編
『
古
代
日
本
と
朝
鮮
の
基
本
問
題
』
學
生
社
、
一
九
七
四
年
。

　
　

金
錫
亨
、
村
田
正
雄
・
都
竜
雨
訳
「
三
韓
三
国
の
日
本
列
島
内
分
国
に
つ
い
て
」
歴
史
科
学
、
第
一
号
、
一
九
六
三
年
／
朝
鮮
研
究
、
第
七
一
号
、

一
九
六
八
年
／
朴
鐘
鳴
訳
、
井
上
秀
雄
・
旗
田
巍
編
『
古
代
日
本
と
朝
鮮
の
基
本
問
題
』
學
生
社
、
一
九
七
四
年
。

　
　

金
錫
亨
「
天
孫
降
臨
神
話
を
通
じ
て
み
た
駕
洛
人
た
ち
の
日
本
列
島
へ
の
進
出
」
歴
史
科
学
、
一
九
六
五
年
第
三
号
／
朴
鐘
鳴
訳
、
井
上
秀
雄
・

旗
田
巍
編
『
古
代
日
本
と
朝
鮮
の
基
本
問
題
』
學
生
社
、
一
九
七
四
年
。

　
　

鄭
仲
煥
「「
日
本
書
記
」
に
引
用
さ
れ
た
百
済
三
書
に
つ
い
て
」
亞
細
亞
學
報
、
第
一
〇
号
、
一
九
七
二
年
／
泊
勝
美
訳
、
井
上
秀
雄
・
旗
田
巍

編
『
古
代
日
本
と
朝
鮮
の
基
本
問
題
』
學
生
社
、
一
九
七
四
年
。

　
　

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
學
院
歴
史
研
究
所
編
『
朝
鮮
全
史
』
第
二
巻
、
平
壌
、
科
学
・
百
科
辞
典
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
一
一
二
頁
。

（
32
） 

村
田
正
雄
「
百
済
の
大
姓
八
足
に
つ
い
て
」、
山
本
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
編
纂
委
員
会
編
「
東
洋
史
論
叢

│
山
本
博
士
還
暦
記
念
」

山
川
出
版
社
、
一
九
七
二
年
／
旗
田
巍
・
井
上
秀
雄
編
『
古
代
の
朝
鮮
』
学
生
社
、
一
九
七
四
年
。

（
33
） 

全
春
元
「
論
邪
馬
台
国
的
社
会
性
質
」
延
辺
大
学
学
報
、
社
会
科
学
、
一
九
八
六
年
第
二
期
／
「
邪
馬
台
国
の
社
会
性
質
を
論
ず

│
日
中
史

学
界
の
専
門
家
の
論
説
を
検
討
し
な
が
ら
」
歴
史
評
論
、
第
四
四
〇
号
、
一
九
八
六
年
一
二
月
。

　
　

全
春
元
「
関
于
日
本
早
期
国
家
形
成
的
異
議
」
歴
史
教
学
、
一
九
九
〇
年
第
七
期
。

　
　

全
春
元
・
方
學
『
中
朝
日
関
係
史
』
延
吉
、
延
辺
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

　
　

全
春
元
「
早
期
東
北
亜
文
化
圏
中
心
的
朝
鮮
」
延
辺
大
学
学
報
、
社
会
科
学
、
一
九
九
五
年
第
四
期
。

　
　

全
春
元
『
韓
民
族

│
東
北
亞
歴
史
へ
及
ぼ
す
影
響
』
ソ
ウ
ル
、
集
文
堂
、
一
九
九
八
年
。

　
　

全
春
元
「「
任
那
日
本
府
」
歪
曲
に
見
る
北
朝
鮮
史
学
会
の
荒
唐
無
稽
」
正
論
、
二
〇
〇
七
年
二
月
号
。

（
34
） 

末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』
大
八
洲
出
版
、
一
九
四
九
年
／
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
六
年
。

　
　

末
松
保
和
『
古
代
の
日
本
と
朝
鮮
』
末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集
第
四
号
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。

　
　

請
田
正
幸
「
六
世
紀
前
期
の
日
朝
関
係

│
任
那
「
日
本
府
」
を
中
心
と
し
て
」、『
古
代
朝
鮮
と
日
本
』
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
、
第
一
一
号
、

一
〇
四



朝
鮮
半
島
の
領
土
論
争
（
浦
野
）

（
一
〇
五
）

一
九
七
四
年
／
『
古
代
朝
鮮
と
日
本
』
龍
渓
書
舎
、
拡
充
版
一
九
七
四
年
。

　
　

小
野
寺
直
日
『
任
那
日
本
府
へ
の
史
観
』
日
本
及
び
日
本
人
、
一
九
七
七
年
七
月
号
。

　
　

井
上
秀
雄
『
任
那
日
本
府
と
倭
』
東
出
版
、
一
九
七
三
年
／
東
出
版
事
業
社
、
一
九
七
八
年
。

　
　

金
廷
鶴
『
任
那
と
日
本
』
日
本
の
歴
史
別
巻
一
、
小
学
館
、
一
九
七
七
年
。

　
　

廬
泰
敏
「
三
韓
国
に
つ
い
て
の
認
識
の
変
遷
」
ソ
ウ
ル
、
韓
國
史
研
究
、
第
三
八
号
、
一
九
八
二
年
。

　
　

鈴
木
英
夫
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」
国
史
学
、
第
一
一
九
号
、
一
九
八
三
年
三
月
。

　
　

鈴
木
英
夫
「
加
耶
・
百
済
と
倭

│
「
任
那
日
本
府
」
論
」
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
、
第
二
四
号
、
一
九
八
七
年
。

　
　

鈴
木
英
夫
・
吉
井
哲
編
『
歴
史
に
み
る
日
本
と
韓
国
・
朝
鮮
』
赤
楚
書
店
、
一
九
九
九
年
。

　
　

林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
會
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
。

　
　

鬼
頭
清
明
「
所
謂
「
任
那
日
本
府
」
の
再
検
討
」
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
、
史
学
科
篇
、
第
一
七
号
、
一
九
九
一
年
。

　
　

田
中
俊
明
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」

│
加
耶
琴
だ
け
が
残
っ
た
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
。

　
　

寺
本
克
之
『
任
那
と
古
代
日
本

│
歴
史
認
識
の
原
点
を
さ
ぐ
る
』
新
泉
社
、
一
九
九
九
年
。

　
　

井
上
秀
雄
「
任
那
の
調
」
朝
鮮
学
報
、
第
一
七
六
・
一
七
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
。

　
　

李
永
植
「「
任
那
日
本
府
」
を
通
じ
て
見
た
六
世
紀
の
加
耶
と
倭
」
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
、
第
一
一
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
。

　
　

李
鎔
賢
「
任
那
と
日
本
府
の
問
題
」
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
、
第
一
一
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
。

　
　

山
尾
幸
久
「「
任
那
日
本
府
」
の
二
、
三
の
問
題
」
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
、
第
一
一
七
号
、
二
〇
〇
三
年
。

　
　

兼
川
智
「「
任
那
日
本
府
」
説
批
判
」
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
、
第
六
号
、
二
〇
〇
三
年
。

　
　

熊
谷
公
男
「
い
わ
ゆ
る
「
任
那
四
県
割
譲
」
の
再
検
討
」
東
北
学
院
大
学
論
集
、
歴
史
学
・
地
理
学
、
第
三
九
号
、
二
〇
〇
五
年
。

　
　

東
潮
『
倭
と
加
耶
の
国
際
環
境
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
。

　
　

東
潮
「「
任
那
四
県
割
譲
」
問
題
と
歴
史
教
科
書
」
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
、
第
一
三
七
号
、
二
〇
〇
九
年
。

　
　

森
公
章
「「
任
那
」
の
用
法
と
「
任
那
日
本
府
」（「
在
案
羅
諸
倭
臣
等
」）
の
実
態
に
関
す
る
研
究
」
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
、
史
学
科
篇
、
第

一
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
〇
六
）

三
五
号
、
二
〇
〇
九
年
。

（
35
） 

李
進
煕
「
古
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
〈
南
鮮
経
営
〉
論
に
つ
い
て
」
朝
鮮
史
研
究
会
論
集
、
第
一
号
、
一
九
六
五
年
。

　
　

李
弘
稙
「
任
那
日
本
府
は
実
在
す
る
か
？
」
新
東
亜
、
一
九
六
六
年
八
月
号
。

　
　

韓
ユ
ウ
キ
ン
『
韓
國
通
史
』
ソ
ウ
ル
、
乙
酉
文
化
社
、
一
九
七
〇
年
。

　
　

旗
田
巍
「
韓
ユ
ウ
キ
ン
『
韓
国
通
史
』（
ソ
ウ
ル
一
九
七
〇
年
）

│
〝
任
那
日
本
府
〞
を
否
定
」
朝
日
ア
ジ
ア
レ
ビ
ュ
ー
、
第
一
巻
第
四
号
、

一
九
七
〇
年
。

　
　

井
上
光
貞
「
金
錫
亨
著
朝
鮮
史
研
究
会
訳
「
古
代
朝
日
関
係
史

│
大
和
政
権
と
任
那
」」
朝
日
ア
ジ
ア
レ
ビ
ュ
ー
、
第
一
巻
第
四
号
、

一
九
七
〇
年
。

（
36
） 

宮
原
兔
一
「
任
那
日
本
府
を
め
ぐ
る
朝
鮮
古
代
史
論
争
」
歴
史
教
育
、
第
一
五
巻
第
五
・
六
号
、
一
九
六
七
年
。

　
　

金
達
寿
「
わ
が
内
な
る
皇
国
史
観

│
「
任
那
日
本
府
」
を
め
ぐ
っ
て
」
展
望
、
一
九
七
四
年
八
月
号
。

　
　

泊
勝
美
『
任
那
日
本
府
は
な
か
っ
た
』
二
見
書
房
、
一
九
七
五
年
。

　
　

金
鉉
球
『
任
那
日
本
府
研
究

│
韓
半
島
南
部
經
營
論
批
判
』
ソ
ウ
ル
、
一
潮
閣
、
一
九
九
三
年
。

　
　

高
寛
敏
「〈
百
済
記
〉
と
〈
百
済
新
撰
〉
に
関
す
る
研
究
」
朝
鮮
大
学
校
学
報
、
第
一
号
、
一
九
九
四
年
。

　
　

高
寛
敏
「〈
任
那
〉
の
滅
亡
と
〈
任
那
の
調
〉」
東
ア
ジ
ア
研
究
、
第
七
号
、
一
九
九
四
年
。

　
　

高
寛
敏
「『
日
本
書
紀
』
と
「
三
韓
」
と
「
任
那
」」
朝
鮮
大
学
校
学
報
、
第
二
号
、
一
九
九
六
年
。

　
　

李
永
植
『
加
耶
諸
国
と
任
那
日
本
府
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
。

　
　

武
光
誠
『
日
本
と
朝
鮮
は
な
ぜ
一
つ
の
邦
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か

│
聖
徳
太
子
の
野
望
と
加
耶
諸
国
を
め
ぐ
る
謎
』
新
人
物
文
庫
、
新
人
物
往

来
社
、
二
〇
一
〇
年
。

一
〇
六



ノ
モ
ン
ハ
ン
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の
総
括
（
秦
）

（
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〇
七
）

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
総
括

秦　
　
　
　
　

郁　
　

彦

第
一
章　

ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦

包パ
オ

の
「
爆
砕
」
で
始
ま
っ
た

ノ
モ
ン
ハ
ン
の
日
ソ
航
空
戦
で
は
地
上
戦
と
ち
が
い
、
日
本
空
軍
が
ソ
連
空
軍
を
圧
倒
し
つ
づ
け
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
主
と
し
て
当

時
の
新
聞
報
道
を
通
じ
て
渗
透
し
た
。
華
々
し
い
報
道
記
事
の
実
例
を
、
い
く
つ
か
の
新
聞
み
だ
し
で
眺
め
て
み
よ
う
。

「
外
蒙
機
と
空
中
戦　

寡
勢
7
機
を
撃
墜　

日
満
軍
の
輝
く
戦
果
」（
昭
和
14
年
5
月
24
日
付
読
売
新
聞
）

「
前
代
未
聞
の
大
空
中
戦　

戦
果
絶
大
」（
6
月
28
日
付
朝
日
新
聞
）

「
輝
し
き
我
陸
鷲
の
戦
果　

敵
一
千
百
一
を
撃
墜
」（
8
月
27
日
付
朝
日
新
聞
）

他
に
も
篠
原
准
尉
に
代
表
さ
れ
る
エ
ー
ス
た
ち
の
功
名
談
、
敵
中
に
不
時
着
し
た
隊
長
機
や
僚
友
を
救
出
す
る
美
談
が
紙
面
を
賑
わ
せ

一
〇
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
〇
八
）

て
い
る
。

珍
ら
し
く
陸
軍
省
が
死
傷
一
万
八
千
と
い
う
数
字
を
公
表
し
た
の
で
、
地
上
戦
で
か
な
り
の
犠
牲
が
出
た
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
国
民

ば
か
り
で
な
く
、
陸
軍
部
内
で
も
航
空
戦
だ
け
は
例
外
的
勝
利
だ
と
思
い
こ
ん
だ
ふ
し
が
あ
る
。
そ
の
残
像
は
戦
後
期
に
な
っ
て
も
、
し

ば
ら
く
は
消
え
な
か
っ
た
。

飛
行
第
24
戦
隊
長
だ
っ
た
檮ゆ
す
は
ら原

秀
見
少
佐
が
「
確
実
撃
墜
じ
つ
に
千
二
百
機
を
こ
え
、
わ
が
方
の
損
害
は
五
十
機
足
ら
ず
…
…
類
例
の

な
い
嘘
の
よ
う
な
事
実
」
と
揚
言
し
、『
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
の
荒
鷲
』（
一
九
四
一
）
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
書
い
た
従
軍
記
者
の
入
江
徳

郎
が
「
空
中
戦
で
は
文
句
な
し
に
圧
倒
し
て
い
た
」
と
回
想
し
た
の
は
、
二
十
年
後
の
一
九
五
八
年
で
あ
る
（
1
）

。

一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
戦
史
叢
書
の
執
筆
者
生
田
惇
は
、
冷
静
な
筆
致
で
航
空
戦
の
経
過
を
記
述
し
、「
空
中
戦
の
輝
か
し
い
戦

果
」
と
評
し
つ
つ
も
「
不
敗
の
戦
闘
隊
で
は
あ
っ
て
も
、
決
勝
の
戦
闘
隊
で
な
か
っ
た
（
2
）

」
と
屈
折
し
た
表
現
で
し
め
く
く
っ
た
。

よ
り
率
直
な
本
音
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
以
降
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
飛
行
第
11
戦
隊
に
属
し
、
ほ
ぼ
全
期
間

を
戦
闘
機
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て
戦
っ
た
滝
山
和や
ま
と

大
尉
は
、「
初
期
は
楽
勝
、
中
期
は
五
分
五
分
、
後
期
は
苦
戦
」
と
か
「
や
っ
と
生
き

残
っ
た
な
と
い
う
実
感
、
後
期
は
負
け
で
あ
っ
た
と
思
っ
た
（
3
）

」
と
語
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
滝
山
の
示
唆
に
従
っ
て
、
次
の
よ
う
な
時
期
区
分
を
立
て
、
航
空
戦
の
実
態
を
日
ソ
双
方
の
情
報
を
つ
き
あ
わ
せ
觀
察
し
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

初
期
（
第
一
期
）
5
月
13
日
〜
6
月
16
日

中
期
（
第
二
期
）
6
月
17
日
〜
8
月
17
日

後
期
（
第
三
期
）
8
月
18
日
〜
9
月
15
日

一
〇
八
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（
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〇
九
）

こ
れ
を
地
上
戦
の
推
移
に
対
比
さ
せ
る
と
、
前
期
は
発
端
の
小
競
り
合
い
か
ら
東
捜
索
隊
が
全
滅
し
た
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
、
中

期
は
第
二
十
三
師
団
の
ハ
ル
ハ
渡
河
攻
撃
と
ひ
き
つ
づ
く
東
岸
の
攻
防
戦
を
経
た
七
月
下
旬
の
大
砲
兵
戦
、
後
期
は
ソ
蒙
軍
の
八
月
攻
勢

か
ら
停
戦
の
日
ま
で
に
相
当
す
る
。

し
か
し
航
空
戦
と
地
上
戦
は
同
時
進
行
し
て
い
る
か
に
見
え
て
も
、
テ
ン
ポ
や
リ
ズ
ム
は
必
ら
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
戦
場
感
覚
が
チ
グ

ハ
グ
に
な
る
場
合
も
珍
ら
し
く
な
い
。

初
期
の
航
空
戦
で
は
日
本
側
が
優
勢
だ
っ
た
の
に
、
地
上
戦
は
劣
勢
で
終
っ
た
し
、
後
期
の
八
月
攻
勢
で
は
ソ
連
軍
の
重
囲
に
落
ち
た

地
上
部
隊
が
ほ
ぼ
全
滅
し
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
官
が
作
戦
終
了
を
宣
言
し
た
と
き
、
第
二
飛
行
集
団
司
令
部
は
「
敵
空
軍
の
大
半
を
撃
滅

…
…
九
月
初
頭
に
至
り
其
活
動
を
全
く
封
殺
し
（
4
）

」
と
見
当
ち
が
い
の
楽
觀
気
分
に
ひ
た
っ
て
い
た
。

ま
ず
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
初
頭
に
お
け
る
飛
行
集
団
の
行
動
経
過
を
概
觀
す
る
が
、
あ
い
つ
ぐ
勝
報
の
か
げ
で
、
早
く
も
越
境
攻
撃
と
地
上

直
協
と
い
う
二
つ
の
難
題
が
登
場
し
て
い
る

に
注
目
し
た
い
。

小
松
原
第
二
十
三
師
団
長
が
前
々
日
か
ら
ハ
ル
ハ
河
を
「
越
境
」
し
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
撃
破
す
る
た
め
東
支
隊
を
出
動
さ
せ
た
い

と
関
東
軍
司
令
部
へ
要
請
し
た
の
は
五
月
十
三
日
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
き
だ
ち
、
師
団
が
同
じ
ハ
イ
ラ
ル
に
駐
屯
す
る
戦
闘
機
の
飛
行
第

24
戦
隊
へ
協
力
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
戦
隊
長
の
松
村
黄
次
郎
中
佐
は
「
我
々
は
偵
察
や
地
上
部
隊
と
の
協
力
の
た
め
に
訓
練
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
敵
航
空
機
と
戦
闘
す
る
た
め
（
5
）

」
だ
と
い
う
理
由
で
要
請
を
拒
絶
し
て
い
る
。

し
か
し
関
東
軍
は
出
動
を
認
可
し
、
小
松
原
の
要
望
を
容
れ
て
第
二
飛
行
集
団
に
所
属
す
る
24
戦
隊
（
九
七
式
戦
闘
機
一
九
機
）
と
チ
チ

ハ
ル
に
い
た
飛
行
第
10
戦
隊
（
九
七
式
司
令
部
偵
察
機
、
九
八
式
軽
爆
撃
機
各
六
機
）
か
ら
成
る
「
臨
時
飛
行
隊
」（
長
は
田
副
登
10
戦
隊
長
）
を

第
二
十
三
師
団
長
の
指
揮
下
に
入
れ
、
地
上
作
戦
に
協
力
す
る
よ
う
命
令
し
た
。

一
〇
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
一
〇
）

10
戦
隊
が
忠
実
に
直
協
任
務
を
遂
行
し
た
ら
し
い
こ
と
は
、
ソ
蒙
側
の
記
録
で
判
明
す
る
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
に
よ
れ
ば
十
四
日
、

日
本
機
が
数
回
飛
來
し
、
午
後
に
二
機
が
ハ
ル
ハ
東
岸
に
進
出
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
国
境
警
備
隊
の
集
結
地
を
襲
撃
し
て
、
馬
一
頭
を
殺

害
し
た
。
こ
の
日
ノ
モ
ン
ハ
ン
に
前
進
し
た
東
支
隊
は
翌
十
五
日
、
ノ
ロ
高
地
付
近
で
包
囲
攻
撃
を
企
て
た
が
、
交
戦
を
避
け
た
モ
ン
ゴ

ル
警
備
隊
は
西
岸
に
退
散
し
て
し
ま
う
。

日
本
の
軽
爆
五
機
が
西
岸
の
国
境
警
備
隊
第
七
哨
所
本
部
に
約
六
〇
発
の
爆
弾
を
投
下
し
、
戦
死
二
名
、
負
傷
者
約
二
〇
名
の
損
害
を

出
し
（
6
）

た
の
は
十
五
日
の
正
午
過
ぎ
だ
っ
た
。
10
戦
隊
の
戦
闘
詳
報
は
残
っ
て
い
な
い
が
断
片
的
情
報
だ
と
、
調し

ら
べ

正
三
中
尉
が
指
揮
す
る
10

戦
隊
の
軽
爆
が
東
岸
か
ら
退
却
し
た
ら
し
い
モ
ン
ゴ
ル
兵
が
集
ま
っ
て
い
た
二
〇
棟
の
「
包パ
オ

」（
モ
ン
ゴ
ル
式
の
テ
ン
ト
）
を
爆
撃
、
三
〇

〜
四
〇
人
を
粉
砕
し
た
と
さ
れ
る
。

中
期
以
降
に
激
化
し
た
彼
我
の
爆
撃
に
比
べ
る
と
き
わ
め
て
小
規
模
に
す
ぎ
な
い
が
、
ソ
連
側
は
日
本
軍
の
「
侵
略
性
」
を
裏
づ
け
る

証
拠
と
見
な
し
た
。
東
京
裁
判
に
体
験
者
の
チ
ョ
グ
ド
ン
第
七
哨
所
長
を
出
廷
さ
せ
、
モ
ン
ゴ
ル
語
↓
ロ
シ
ア
語
↓
英
語
↓
日
本
語
と
三

重
通
訳
の
煩
を
い
と
わ
ず
、
委
細
を
証
言
さ
せ
て
い
る
（
7
）

。

こ
の
明
白
な
越
境
爆
撃
は
戦
隊
本
部
以
上
の
レ
ベ
ル
が
命
じ
た
の
か
、
東
岸
か
ら
西
岸
へ
退
却
す
る
モ
ン
ゴ
ル
兵
の
集
団
を
目
撃
し
た

調
編
隊
長
の
独
断
行
動
だ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
。
戦
史
叢
書
の
執
筆
者
西
原
征
夫
元
大
佐
は
、
お
そ
ら
く
後
者
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
そ

れ
で
も
中
期
に
入
っ
て
ソ
連
機
の
カ
ン
ジ
ュ
ル
廟
（
6
月
17
日
）、
ア
ム
グ
ロ
、
ア
ル
シ
ャ
ン
（
6
月
19
日
）
へ
の
満
領
内
爆
撃
を
誘
発
し
、

そ
れ
が
日
本
空
軍
の
タ
ム
ス
ク
大
空
襲
（
6
月
27
日
）
の
口
実
を
与
え
、
さ
ら
に
ソ
連
機
の
フ
ラ
ル
キ
爆
撃
（
7
月
16
日
）
に
つ
な
が
る
連

鎖
関
係
に
注
目
す
る
（
8
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
航
空
隊
で
上
下
を
通
じ
、
国
境
觀
念
が
稀
薄
だ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
停
戦
直
後
に
ソ
連
側
は
モ
ン

一
一
〇
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ゴ
ル
領
で
収
容
し
た
日
本
軍
飛
行
士
の
遺
体
五
五
人
（
全
戦
死
者
の
四
割
以
上
）
を
引
き
渡
し
た
。
地
上
部
隊
は
ハ
ル
ハ
河
東
岸
で
戦
い
つ

づ
け
た
の
に
、
日
本
航
空
隊
の
主
戦
場
は
西
岸
上
空
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
し
、
航
空
に
よ
る
地
上
支
援
の
不
足
を
示
唆
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

九
七
戦
が
圧
勝
し
た
日
々

航
空
戦
の
任
務
は
制
空
権
の
確
保
を
め
ざ
し
飛
行
機
同
士
が
渡
り
あ
う
航
空
撃
滅
戦
と
、
地
上
部
隊
を
支
援
す
る
地
上
直
協
作
戦
に
大

別
さ
れ
る
が
、
日
本
軍
は
前
者
、
ソ
連
軍
は
後
者
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

ソ
連
空
軍
の
全
機
種
が
地
上
直
協
に
参
加
し
て
い
た
の
に
対
し
、
日
本
空
軍
は
襲
撃
機
の
よ
う
な
専
用
機
種
を
持
た
ず
、
主
力
を
占
め

る
戦
闘
機
は
空
中
格
闘
戦
で
の
勝
利
に
し
か
関
心
が
な
く
、
偵
察
や
対
地
射
撃
の
訓
練
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
典
型
で
あ
る
松
村
中
佐
の
24
戦
隊
が
最
初
の
好
機
に
遭
遇
し
た
の
は
、
五
月
二
十
日
と
二
十
一
日
で
、
Ｒ
5
型
偵
察
襲
撃
機
（
日

本
側
は
エ
ル
ゼ
ッ
ト
型
と
呼
称
）
各
一
機
を
撃
墜
（
ソ
連
側
記
録
に
は
な
い
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
空
軍
機
か
と
推
定
）
し
た
。
二
十
二
日
に
は
戦
闘
機

同
士
の
初
空
戦
で
イ
15
、
イ
16
戦
闘
機
三
機
（
実
は
一
機
）
を
撃
墜
、
二
十
七
、
二
十
八
の
両
日
に
は
増
援
の
飛
行
第
11
戦
隊
機
を
加
え
、

数
十
機
単
位
の
格
闘
戦
で
四
五
機
撃
墜
と
報
告
し
て
い
る
。
戦
後
に
判
明
し
た
ソ
蒙
空
軍
の
損
失
は
戦
闘
機
一
五
機
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
一
一

名
で
、
五
月
二
十
日
か
ら
の
累
計
は
二
一
機
に
達
し
た
（
9
）

。

日
本
側
は
被
弾
し
て
敵
中
の
草
原
に
落
下
傘
降
下
し
た
光
富
中
尉
を
長
谷
川
少
尉
が
近
く
に
着
陸
救
出
し
た
だ
け
で
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

損
失
は
な
か
っ
た
の
で
「
わ
が
戦
闘
隊
の
圧
勝
（
10
）

」
に
ち
が
い
な
い
。

折
か
ら
ハ
ル
ハ
河
東
岸
に
進
出
し
て
き
た
ソ
蒙
軍
を
撃
破
し
よ
う
と
小
松
原
が
派
遣
し
た
山
県
支
隊
は
苦
戦
中
で
、
東
捜
索
隊
は

二
十
九
日
に
は
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
二
十
八
日
朝
、
ハ
ル
ハ
河
上
空
で
イ
15
の
「
全
機
撃
墜
」
シ
ー
ン
を
支
隊
の
全
員
が
歓
呼
し
つ
つ

一
一
一
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望
見
し
て
い
る
（
11
）

が
、
空
戦
の
勝
利
は
地
上
戦
に
は
ま
っ
た
く
影
響
し
な
か
っ
た
し
、
戦
闘
隊
が
反
省
し
た
よ
う
す
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
の

後
も
関
東
軍
は
無
電
を
活
用
す
る
空
地
連
絡
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
進
め
よ
う
と
も
せ
ず
、
飛
行
集
団
の
航
空
撃
滅
戦
へ
の
傾
斜
は
強
ま
る

一
方
だ
っ
た
。

無
敵
を
誇
っ
た
九
七
戦
の
飛
行
士
が
最
初
の
犠
牲
者
を
出
し
た
の
は
、
中
期
（
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
）
の
航
空
戦
が
再
開
さ
れ
た
六
月

二
十
二
日
の
空
戦
で
あ
る
。
五
四
機
の
九
七
戦
と
一
〇
五
機
の
イ
15
、
イ
16
群
と
組
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
の
混
戦
と
な
り
、
双
方
は
戦
果
を
49

機
（
日
）、
31
機
（
ソ
）
と
発
表
し
た
が
、
実
際
の
損
失
は
ソ
が
17
機
（
11
人
）、
日
が
6
機
（
4
人
）
だ
っ
た
。

ソ
側
は
再
建
過
程
に
あ
っ
た
全
力
を
投
入
し
た
の
だ
が
、
初
陣
の
ボ
ロ
ジ
ェ
イ
キ
ン
中
尉
は
「
経
験
と
編
隊
飛
行
訓
練
の
不
足
」「
わ

が
飛
行
中
隊
の
戦
闘
ぶ
り
は
恥
ず
か
し
い
か
ぎ
り
」
と
感
じ
た
。
そ
れ
に
比
し
「
九
七
戦
は
イ
15
や
イ
16
よ
り
も
優
秀
で
と
く
に
そ
の
操

縦
性
能
は
鷹
の
よ
う
に
軽
快
」「
し
か
も
そ
の
戦
法
は
巧
妙
を
き
わ
め
て
い
た
」
が
、
遠
か
ら
ず
彼
ら
を
追
い
抜
き
、
や
が
て
勝
利
を
（
12
）

」

と
彼
は
心
に
誓
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
も
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
は
連
日
の
よ
う
に
激
し
い
空
戦
が
く
り
返
さ
れ
る
な
か
で
、
九
七
戦
は
依
然
と
し
て
優
位
は
保
っ
た
が
、
地

上
戦
と
の
連
係
に
配
慮
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
空
戦
本
位
の
あ
り
方
に
日
本
軍
地
上
部
隊
が
不
満
の
思
い
を
抱
い
た
の
は
当

然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
六
月
十
八
日
の
日
記
に
「
偉
大
な
る
戦
果
」「
ソ
連
空
軍
何
故
に
弱
き
や
」
と
書
き
こ
ん
で
い
た
小
松
原
中
将
は
、

八
月
十
九
日
に
は
次
の
よ
う
な
不
平
を
洩
ら
す
よ
う
に
な
る
。

深
更
二
時
敵
爆
撃
機
來
襲
…
…
我
航
空
は
戦
闘
機
は
空
中
戦
一

張
、
爆
撃
機
は
昼
間
爆
撃
一

張
な
る
が
、
ソ
軍
は
之
に
加
う
る

に
対
地
攻
撃
、
夜
間
爆
撃
の
諸
戦
法
を
巧
み
に
応
用
す
…
…
偵
察
に
は
偵
察
機
の
外
、
戦
闘
機
を
利
用
す
る
こ
と
も
一
戦
法
な
る
べ
し

一
一
二
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…
…
要
す
る
に
敵
戦
闘
機
は
対
地
攻
撃
、
偵
察
等
地
上
部
隊
の
戦
闘
に
密
接
に
協
同
し
あ
り
。

小
松
原
の
不
満
は
、
統
計
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
戦
（
七
月
三
日
〜
五
日
）
の
出
撃
回
数
（
ソ
ー
テ
ィ
）

は
ソ
空
軍
が
八
六
五
回
、
日
本
空
軍
が
八
四
五
回
と
大
差
は
な
い
が
、
内
訳
（
日
本
側
は
カ
ッ
コ
内
で
示
す
）
は
空
戦
18
％
（
65
％
）、
襲

撃
・
爆
撃
43
％
（
25
％
）、
偵
察
38
％
（
9
％
）
で
、
日
本
側
は
空
戦
の
比
重
が
圧
倒
的
に
高
く
、
爆
撃
と
偵
察
が
低
い
こ
と
が
一
目
瞭
然

で
あ
る
（
13
）

。
全
期
間
の
爆
弾
投
下
量
が
七
・
八
万
発
（
ソ
）
対
一
・
八
万
発
（
日
）
と
大
き
く
開
い
た
の
も
当
然
の
結
果
と
言
え
よ
う
。

こ
の
傾
向
は
後
期
に
は
や
や
是
正
さ
れ
た
が
、
大
勢
は
さ
し
て
変
ら
ず
、
小
松
原
を
「
航
空
は
あ
た
か
も
航
空
自
体
の
た
め
に
動
い
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
慨
嘆
さ
せ
た
。

と
く
に
偵
察
に
つ
い
て
は
、
空
地
の
双
方
に
不
振
の
原
因
が
あ
っ
た
。
偵
察
機
が
広
角
カ
メ
ラ
を
装
備
し
て
い
な
か
っ
た
と
か
、
戦
闘

機
と
の
交
信
が
波
長
の
違
い
で
不
能
と
い
っ
た
難
点
が
あ
り
、
通
信
筒
を
投
下
し
た
り
、
着
陸
し
て
口
頭
で
伝
え
る
な
ど
苦
心
し
て
い
る
。

七
月
三
日
朝
の
ハ
ル
ハ
渡
河
作
戦
で
94
式
軍
偵
に
搭
乗
し
た
飛
行
第
15
戦
隊
の
水
崎
九つ

く

も
十
九
大
尉
は
、
南
下
中
の
ソ
軍
戦
車
数
十
両
を
発

見
、
歩
71
連
隊
近
く
の
草
原
に
着
陸
し
て
危
急
を
告
げ
、
離
陸
し
た
と
き
は
車
輪
が
ソ
軍
先
頭
戦
車
の
砲
塔
を
か
す
め
た
と
い
う
（
14
）

。

ま
た
そ
の
二
時
間
後
に
調
中
尉
（
飛
行
10
戦
隊
）
の
搭
乗
す
る
98
式
軽
爆
は
渡
河

付
近
で
敵
戦
車
襲
來
を
告
げ
る
通
信
筒
を
投
下
し

た
あ
と
、
味
方
の
地
上
部
隊
に
誤
射
さ
れ
墜
落
し
た
。
操
縦
の
高
畑
准
尉
は
死
亡
し
た
が
、
重
傷
の
調
中
尉
は
救
出
さ
れ
て
い
る
（
15
）

。

し
か
し
せ
っ
か
く
の
警
報
も
、
最
高
指
揮
官
の
小
松
原
師
団
長
に
活
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
戦
史
叢
書
は
「
地
上
決
戦
の
重
大
な
こ

の
第
一
日
に
お
い
て
相
互
間
（
飛
行
集
団
と
第
二
十
三
師
団
司
令
部
）
の
通
信
連
絡
は
完
全
に
杜
絶
」
し
、
四
日
午
後
ま
で
回
復
し
な
か
っ

た
（
16
）

。
そ
の
原
因
は
判
然
と
し
な
い
が
、
小
松
原
司
令
部
が
敵
砲
火
の
飛
び
か
う
最
前
線
を
動
き
ま
わ
り
、
儀
峨
飛
行
集
団
長
と
島
貫
忠
正

一
一
三
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作
戦
主
任
参
謀
が
司
偵
に
搭
乗
し
て
戦
場
上
空
を
飛
行
し
、
島
貫
機
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
混
乱
も
一
因
で
は
な
か
っ
た
か
。

空
地
連
絡
の
不
良
は
最
終
段
階
ま
で
つ
づ
く
。
ソ
蒙
軍
の
八
月
攻
勢
へ
の
準
備
行
動
を
前
日
の
八
月
十
九
日
に
発
見
し
て
警
報
を
送
っ

た
の
も
、
飛
行
15
戦
隊
の
大
泉
製
正
大
尉
と
飛
行
11
戦
隊
の
滝
山
和
中
尉
だ
っ
た
。
こ
の
日
午
後
、
大
泉
は
ホ
ル
ス
テ
ン
川
に
敵
が
新
た

に
軍
橋
を
構
築
し
、
多
数
の
戦
車
群
が
前
進
し
つ
つ
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
味
方
左
翼
の
腹
背
に
ま
わ
り
こ
む
と
判
断
し

て
、
歩
71
と
師
団
司
令
部
へ
急
報
す
る
（
17
）

。

北
方
の
フ
イ
高
地
方
面
へ
飛
ん
だ
別
の
15
戦
隊
機
も
、
敵
機
甲
部
隊
が
ハ
ル
ハ
河
を
渡
河
し
つ
つ
あ
る
の
を
報
告
し
て
い
る
が
、
小
松

原
以
下
の
地
上
部
隊
首
脳
が
敏
感
に
反
応
し
た
形
跡
は
な
い
。
佐
藤
勝
雄
大
尉
（
航
空
兵
団
参
謀
）
が
「
司
偵
の
後
方
偵
察
（
写
真
）
等
に

兵
力
増
強
の
貴
重
な
端
緒
を
つ
か
ん
で
い
た
に
も
拘
ら
ず
、（
関
東
軍
は
）
何
ら
の
反
応
も
示
さ
な
か
っ
た
（
18
）

」
と
歎
い
て
い
る
よ
う
に
、
責

任
の
多
く
は
鈍
感
な
地
上
部
隊
側
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

地
上
直
協
の
分
野
で
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
格
差
が
生
じ
た
の
は
、
現
場
の
教
訓
に
即
応
し
て
兵
器
や
戦
法
を
改
変
し
よ
う
と
考
え
な
い
日

本
軍
の
硬
直
し
た
体
質
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
。
そ
れ
は
初
期
航
空
戦
の
教
訓
を
、
す
ぐ
に
生
か
し
た
ソ
連
軍
の
柔
軟
な
感
覚
と
は
対
照

的
だ
っ
た
。

次
に
初
期
空
戦
の
痛
手
か
ら
立
ち
直
り
、
逆
転
の
道
を
模
索
し
て
い
た
ソ
連
空
軍
の
動
き
に
目
を
移
そ
う
。

航
空
撃
滅
戦
か
地
上
直
協
か

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
場
の
指
揮
官
含
み
で
モ
ン
ゴ
ル
の
最
前
線
に
赴
任
し
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
将
軍
は
、
五
月
三
十
日
に
地
上
戦
と
航
空
戦
に
つ

い
て
モ
ス
ク
ワ
へ
最
初
の
報
告
を
送
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
な
か
で
「
我
が
航
空
隊
は
日
本
軍
航
空
隊
に
よ
っ
て
撃
滅
さ
れ
た
。
大
き
な

損
失
を
前
に
し
て
空
軍
の
本
部
は
判
断
停
止
・
呆
然
状
態
に
陥
っ
た
（
19
）

」
と
述
べ
、
戦
術
の
転
換
と
地
上
直
協
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

一
一
四
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ジ
ュ
ー
コ
フ
の
提
言
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
で
ソ
連
が
派
遣
し
た
航
空
顧
問
団
長
を
務
め
た
空
軍
副
総
司
令
官
ヤ
ー
コ
フ
・
Ｖ
・
ス
ム

シ
ュ
ケ
ビ
ッ
チ
中
将
が
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
連
れ
て
き
た
四
八
人
の
ス
タ
ッ
フ
の
手
で
実
行
に
移
さ
れ
た
。
一
行
に
は
ス
ペ
イ
ン
や
中
国
で

戦
歴
を
重
ね
た
熟
練
パ
イ
ロ
ッ
ト
二
二
人
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
が
、
次
の
よ
う
な
改
善
策
に
着
手
し
た
（
20
）

。

⑴
5
月
29
日
か
ら
6
月
16
日
ま
で
戦
闘
行
動
を
休
止
す
る
。

⑵
そ
の
間
に
経
験
と
訓
練
が
不
足
と
判
定
さ
れ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
た
ち
の
再
訓
練
を
進
め
る
。

⑶
監
視
・
警
報
・
連
絡
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
と
通
信
シ
ス
テ
ム
の
整
備

⑷
飛
行
場
の
増
設

⑸
九
七
戦
に
対
抗
す
る
技
法
の
考
案

こ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
課
題
は
、
水
平
面
の
対
戦
だ
と
一
旋
回
で
ソ
連
戦
闘
機
の
後
方
に
つ
い
て
し
ま
う
ほ
ど
格
闘
性
能
に
す
ぐ
れ

て
い
る
九
七
戦
と
、
ど
う
戦
う
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
伴
な
い
他
機
種
の
運
用
法
も
大
胆
に
改
変
し
た
。
表
1
を
参
考
に
要

を
列
挙
す

る
と
、

Ａ
．
単
機
格
闘
戦
を
回
避
し
、
イ
16
は
頑
丈
な
機
体
を
生
か
し
た
高
速
（
急
降
下
時
は
毎
時
六
〇
〇
ｋ
ｍ
）
の
一
撃
離
脫
戦
法
（
ヒ
ッ
ト
・
ア

ン
ド
・
ラ
ン
）
に
徹
す
る
。

Ｂ
．
旋
回
性
能
の
良
い
イ
153
（
イ
15
の
改
良
型
）
と
優
速
の
イ
16
を
組
み
あ
わ
せ
た
空
戦
。

Ｃ
．
主
力
戦
闘
機
で
あ
る
イ
16
の
改
良
型
を
次
々
に
投
入
し
た
。
五
月
末
に
は
7.6
ミ
リ
機
銃
二
丁
を
四
丁
に
ふ
や
し
た
10
型
を
、
六
月
中

旬
に
は
地
上
掃
射
用
の
20
ミ
リ
機
関
砲
を
装
備
し
九
七
戦
の
一
〇
倍
の
火
力
を
持
つ
17
型
を
登
場
さ
せ
た
。
七
月
三
日
朝
、
日
本
軍
の

ハ
ル
ハ
渡
河
攻
撃
に
さ
い
し
て
は
、
ト
ゥ
ル
バ
チ
ェ
ン
コ
編
隊
が
二
度
に
わ
た
り
軍
橋
を
20
ミ
リ
砲
で
掃
射
し
て
い
る
。
八
月
に
は
無

一
一
五
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表 1　日ソ主要機種の性能一覧

採用年 型式 エンジン
馬力

最大速
（km/h）

航続距離
（km）

武装
損失数

機銃、爆弾（トン）

ソ連

イ‒15bis
（イ‒152） 1938 複葉・固定脚 750×1 380 520 7.6ミリ×4、0.15トン 65（5）

イ‒153
（チャイカ） 1938 複葉・引込脚 800×1 425 560 7.6ミリ×4 22（6）

イ‒16/5 1936 単葉・引込脚 715×1 445 540 7.6ミリ×2

105（22）
イ‒16/10 1939 〃 750×1 448 525 7.6ミリ×4

ロケット弾か爆弾

イ‒16/17
（イ‒16P） 〃 〃 〃 425 417 20ミリ×2、7.6ミリ×2 4

SB‒2改 1936 単葉・引込脚 960×2 450 1,600 1.5トン、7.6ミリ×3 52（8）

TB‒3 1932 単葉・固定脚 900×4 300 2,000 3トン、7.6ミリ×4 1（1）

R‒5 1933 複葉・固定脚 680×1 242 800 0.5トン、7.6ミリ×3 3（1）

日本

95式戦Ⅱ 1935 複葉・固定脚 860×1 400 1,100 7.7ミリ×2 4

97式戦 2 1937 単葉・固定脚 780×1 470 1,700 〃 104（46）

97式重爆Ⅰ 〃 単葉・引込脚 950×2 486 2,700 1トン、7.7ミリ×5 6（4）

97式軽爆 〃 単葉・固定脚 950×1 432 1,965 0.45トン、7.7ミリ×2 18（5）

94式軍偵 1934 複葉・固定脚 640×1 282 0.15トン、7.7ミリ×3 15（14）

98式直協偵 1938 単葉・固定脚 510×1 348 1,235 0.15トン、7.7ミリ×2 6（3）

97式司偵Ⅱ 1937 〃 900×1 510 2,300 7.7ミリ×1 13（6）

注⑴　損失数についてソ連はコンドラチェフ。カッコ内は内数で非戦闘の損失、

差数は戦闘の損失。日本は『満州方面陸軍航空作戦』289－90ページの表を

秦が補正した。カッコ内は内数で「大破」とされているもので、差数は未

帰還機。
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誘
導
な
が
ら
ロ
ケ
ッ
ト
弾
装
備
の
イ
16
も
出
現
す
る
。
そ
し
て
空
戦
よ
り
も
在
地
機
の
爆
破
を
重
視
し
た
。

Ｄ
．
戦
闘
機
の
燃
料
タ
ン
ク
と
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
防
護
す
る
た
め
の
鋼
板
を
装
着
し
た
。

Ｅ
．
鈍
足
の
Ｒ
5
は
連
絡
と
弾
着
觀
測
に
、
九
七
戦
の
好
餌
と
な
っ
て
い
た
イ
15
は
爆
弾
を
搭
載
し
て
襲
撃
機
に
転
用
し
た
。

Ｆ
．
イ
16
の
独
立
偵
察
中
隊
を
編
成
（
八
月
一
日
）。

Ｇ
．
低
速
の
Ｔ
Ｂ
3
重
爆
は
夜
間
爆
撃
に
、
高
速
の
Ｓ
Ｂ
中
型
爆
撃
機
は
九
七
戦
が
挑
戦
し
に
く
い
高
々
度
か
ら
の
昼
間
爆
撃
に
振
り
分

け
た
。

約
言
す
れ
ば
多
用
途
化
と
任
務
分
担
の
組
み
変
え
と
言
え
る
が
、「
空
の
ベ
ル
ト
ウ
エ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
新
戦
術
も
生
れ
た
。
爆
撃
機
、

襲
撃
機
と
そ
れ
ら
を
護
衛
す
る
戦
闘
機
の
集
団
が
高
射
砲
隊
と
も
連
係
し
つ
つ
、
味
方
地
上
部
隊
の
戦
場
上
空
を
交
替
で
終
日
に
わ
た
り

制
空
す
る
地
上
直
協
方
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
七
月
の
バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
戦
で
試
行
さ
れ
、
八
月
攻
勢
で
圧
倒
的
な
威
力
を
発
揮
し
た
。
日

本
の
戦
闘
機
隊
が
出
動
し
て
も
一
時
的
な
制
空
に
と
ど
ま
っ
た
か
ら
、
地
上
の
兵
士
た
ち
に
は
「
我
が
頭
上
に
在
る
は
常
に
敵
機
の
み
」

（
大
泉
大
尉
）
の
印
象
を
与
え
た
の
も
む
り
は
な
い
。

さ
ら
に
九
七
戦
が
格
闘
戦
を
挑
ん
で
も
一
撃
離
脫
で
か
わ
さ
れ
、
射
程
に
入
れ
て
も
7.7
ミ
リ
機
銃
で
は
白
煙
を
吐
か
せ
る
だ
け
で
完
全

撃
墜
が
困
難
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
五
月
空
戦
で
日
本
の
撃
墜
カ
ウ
ン
ト
と
実
数
の
比
が
51
機
対
21
機
の
二
・
五
倍
だ
っ
た
の
が
、
九

月
の
空
戦
で
は
121
機
対
14
機
の
八
・
六
倍
と
開
い
た
の
は
、
と
ど
め
を
刺
せ
な
か
っ
た
ソ
連
機
が
ふ
え
た
せ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
第
二
飛
行
集
団
（
九
月
六
日
以
後
は
航
空
兵
団
）
の
ほ
う
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
同
じ
機
種
の
同
じ
装
備
で
戦
い
つ
づ
け

た
。
戦
闘
機
は
空
戦
、
重
爆
は
モ
ン
ゴ
ル
領
基
地
へ
の
戦
略
爆
撃
、
司
偵
は
同
様
の
戦
略
偵
察
、
軽
爆
は
地
上
直
協
と
い
う
分
担
は
不
変

で
、
戦
闘
機
に
よ
る
偵
察
や
爆
撃
、
九
七
重
爆
に
よ
る
戦
術
爆
撃
は
ほ
と
ん
ど
実
施
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
装
備
の
面
で
は
軽
快
性
を
高

一
一
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め
る
た
め
無
線
機
や
酸
素
吸
入
器
を
外
し
て
出
撃
す
る
九
七
戦
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
多
い
と
い
う
退
行
現
象
さ
え
見
ら
れ
た
（
21
）

。

日
本
軍
が
固
執
し
て
い
た
の
は
戦
爆
連
合
の
大
編
隊
で
タ
ム
ス
ク
な
ど
敵
地
深
く
進
攻
し
て
一
挙
に
空
地
の
敵
航
空
主
力
を
撃
破
す
る

航
空
撃
滅
戦
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
第
一
回
の
タ
ム
ス
ク
攻
撃
（
六
月
二
十
七
日
）
は
、
関
東
軍
が
大
本
営
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
強
行

し
た
た
め
両
者
の
関
係
は
悪
化
し
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
全
体
の
収
拾
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

着
想
は
第
二
飛
行
集
団
（
儀
峨
徹
二
中
将
）
の
関
東
軍
司
令
部
へ
の
突
き
あ
げ
だ
と
す
る
ク
ッ
ク
ス
博
士
の
見
方
も
あ
る
が
、
地
上
部

隊
の
ハ
ル
ハ
河
渡
河
作
戦
と
の
セ
ッ
ト
で
構
想
し
た
辻
、
三
好
ら
関
東
軍
の
強
硬
派
参
謀
連
が
原
動
力
だ
っ
た
と
見
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。

し
か
し
大
本
営
は
奥
地
へ
の
航
空
進
攻
は
、
ソ
連
軍
の
満
領
爆
撃
を
誘
発
し
、
全
面
戦
爭
へ
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
危
險
性
が
大
き
い
と

判
断
し
て
い
た
。
そ
れ
を
知
る
関
東
軍
は
極
秘
で
準
備
を
進
め
て
い
た
の
だ
が
、
上
京
し
た
片
倉
参
謀
の
口
か
ら
洩
れ
た
と
知
る
や
、
予

定
を
く
り
あ
げ
て
二
十
七
日
に
タ
ム
ス
ク
爆
撃
を
決
行
す
る
。
そ
の
か
わ
り
空
地
同
時
に
の
予
定
が
崩
れ
、
一
週
間
前
の
損
害
を
補
充
し

た
ソ
連
機
の
出
動
で
、
七
月
三
日
の
渡
河
戦
が
難
渋
す
る
一
因
を
作
っ
た
。

問
題
の
タ
ム
ス
ク
攻
撃
で
は
戦
闘
機
74
、
軽
爆
9
、
重
爆
21
の
計
104
機
を
集
め
た
第
一
波
は
奇
襲
に
成
功
、
あ
わ
て
て
離
陸
し
て
き
た

ソ
連
戦
闘
機
群
を
九
七
戦
が
優
位
か
ら
襲
い
、「
赤
子
の
手
を
ひ
ね
る
よ
う
に
（
22
）

」（
松
村
戦
隊
長
）
次
々
と
撃
墜
す
る
。
ひ
き
つ
づ
く
第
二

波
の
サ
ン
ベ
ー
ス
、
第
三
波
の
タ
ム
ス
ク
再
攻
撃
は
在
地
機
が
不
在
で
空
振
り
に
終
っ
た
が
、
関
東
軍
の
寺
田
参
謀
が
得
々
と
「
大
戦

果
」
を
大
本
営
の
稲
田
作
戦
課
長
に
通
報
し
た
と
こ
ろ
「
戦
果
が
何
だ
」
と
ど
な
り
返
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
。

だ
が
撃
墜
98
機
、
地
上
撃
破
13
機
（
日
本
側
の
損
失
は
戦
闘
機
2
機
、
司
偵
2
機
）
と
い
う
公
表
戦
果
は
ソ
連
側
の
記
録
に
照
合
す
る
と
、

い
さ
さ
か
誇
大
に
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
諸
說
は
あ
る
が
、
空
中
で
17
機
、
地
上
で
8
機
が
全
損
し
た
と
す
る
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
の
算
定
が
妥

当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
第
9
飛
行
団
長
下
野
一
霍
少
将
が
、「
確
認
で
き
た
の
は
二
十
六
機
ほ
ど
（
23
）

」
と

一
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語
っ
た
数
字
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
そ
れ
が
不
確
実
戦
果
を
ふ
く
め
る
と
五
倍
近
く
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
の
は
、
意
図
的
な
水
増
し
と
疑
っ

て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

見
逃
せ
な
い
の
は
好
天
の
日
な
の
に
、
同
行
し
た
辻
参
謀
が
「
爆
撃
は
大
部
分
目
標
か
ら
外
れ
ま
し
た
（
24
）

」
と
報
告
し
た
よ
う
に
、
ノ
モ

ン
ハ
ン
戦
ば
か
り
で
な
く
、
大
東
亜
戦
爭
期
を
も
通
じ
変
ら
な
か
っ
た
爆
撃
能
力
の
不
振
が
露
呈
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ソ
連
側
も
そ
れ
に

気
づ
い
た
ら
し
く
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
に
「（
日
本
の
）
爆
撃
機
乗
員
の
訓
練
は
不
良
で
、
九
件
の
爆
撃
に
よ
る
わ
が
軍
の
戦
死
者
は
九

名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
25
）

」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

不
振
の
原
因
は
機
体
、
照
準
器
、
訓
練
法
の
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
判
明
し
な
い
ま
ま
、
飛
行
集
団
は
早
々
と
輸
入
機
の
イ
式
重
爆
に
見

切
り
を
つ
け
て
七
月
十
三
日
に
前
線
か
ら
下
げ
、
主
力
の
97
式
重
爆
も
、
タ
ム
ス
ク
後
の
五
三
日
間
に
わ
ず
か
八
日
し
か
出
撃
さ
せ
て
い

な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
全
期
間
を
通
じ
損
耗
は
わ
ず
か
二
機
に
と
ど
ま
っ
た
。
ソ
連
爆
撃
機
の
主
力
で
あ
る
Ｓ
Ｂ
2
が
五
二
機
を
失
っ
た

事
実
か
ら
も
、
貢
献
度
の
差
が
類
推
で
き
る
。

ド
ウ
エ
将
軍
が
提
唱
し
、
日
本
の
航
空
隊
幹
部
が
信
奉
し
て
い
た
航
空
撃
滅
戦
の
核
心
は
重
爆
撃
機
の
集
団
に
よ
る
爆
砕
威
力
だ
っ
た

が
、
期
待
薄
と
わ
か
っ
て
も
戦
術
転
換
の
知
恵
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
、
飛
行
集
団
は
、
九
七
戦
に
依
存
す
る
中
小
規
模
の
航
空
消
耗
戦
に

引
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
常
に
数
的
優
位
を
保
っ
た
ソ
連
空
軍
に
有
利
な
流
れ
と
な
る
。

航
空
戦
の
決
算

表
2
は
5
月
か
ら
9
月
に
か
け
て
、
戦
場
に
投
入
さ
れ
た
日
ソ
両
空
軍
の
戦
力
（
保
有
機
数
の
統
計
）
比
較
で
あ
る
。
初
期
の
約
三
（
ソ

蒙
）
対
一
（
日
）
は
中
期
以
降
は
四
対
一
近
く
ま
で
開
く
が
、
九
月
に
入
っ
て
中
国
戦
線
か
ら
航
空
兵
団
が
増
援
さ
れ
た
た
め
二
対
一
へ

近
づ
く
。
航
空
で
も
地
上
部
隊
と
同
様
に
、
お
く
れ
気
味
の
逐
次
投
入
に
な
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

一
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
ソ
蒙
軍
は
一
貫
し
て
数
的
優

勢
を
確
保
し
つ
づ
け
た
の
は
た
し
か
だ
が
、「
第

二
段
階
に
お
い
て
わ
が
戦
闘
機
隊
は
制
空
権
を
獲

得
し
、
終
結
ま
で
そ
れ
を
維
持
し
た
（
26
）

」（
ジ
ュ
ー
コ

フ
）
と
誇
る
の
は
疑
問
が
あ
る
。

双
方
と
も
過
大
な
戦
果
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
、
自

軍
が
優
勢
と
信
じ
こ
ん
だ
傾
向
は
否
定
で
き
な
い

が
、
実
数
で
比
較
す
る
と
、
七
月
中
旬
ま
で
空
中

戦
闘
で
の
損
耗
は
89
機
（
ソ
）
対
47
機
（
日
）、
八

月
二
十
日
か
ら
同
月
末
ま
で
が
25
機
対
27
機
、
九

月
が
14
機
対
12
機
だ
か
ら
、
八
月
以
降
も
最
後
ま

で
五
分
五
分
で
推
移
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

し
か
し
、
劣
勢
兵
力
で
消
耗
戦
を
戦
え
ば
、
飛

行
士
の
負
担
増
（
一
日
数
回
の
出
撃
）
と
疲
労
の
累

積
を
防
げ
な
い
。
と
く
に
「
少
数
精
鋭
」
を
自
負

し
て
い
た
戦
闘
機
隊
の
戦
隊
長
、
中
隊
長
ク
ラ
ス

表 2　日ソ両空軍の保有機数

日　本 ソ　連

調査日付
（日－ソ） 戦闘機 重爆 軽爆 偵察 計 イ‒16 イ‒15 イ‒153 SB‒2 TB‒3 R‒5 計

Ａ 5 月27
－27日 40 12 6 6 64 52 49 88 17 206

Ｂ 6 月20
－22日 77 24 6 12 119 95 56 116 51 318

Ｃ 7 月23日 86 9 29 24 148

Ｄ 8 月21
－20日 88 12 24 21 145 223 21 84 181 23 515

Ｅ 9 月13
－11日 158 13 66 18 255 362 166 54 582

出所：日本側は主として『満州方面陸軍航空作戦』、ソ蒙側はジューコフ報告書

とネディアルコフ＝源田孝『ノモンハン航空戦全史』

　注⑴ 　 8 月20日現在のソ連機の保有機数について、ネディアルコフは新着の

防空戦闘機65機と R‒5 等の43機を加え、計623機と算定している。

　　⑵　 7月23日頃のソ蒙機数は不明だが、7月中旬に各種機200機が増援された。
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の
損
耗
が
ふ
え
て
い
っ
た
。

戦
闘
機
の
現
役
パ
イ
ロ
ッ
ト
は
国
際
的
に
三
十
歳
が
限
界
と
さ
れ
て
い
た
が
、
全
期
間
を
戦
っ
た
三
個
戦
隊
だ
け
で
も
11
戦
隊
長
の
野

口
雄
二
郎
大
佐
は
五
〇
歳
、
1
戦
隊
長
の
加
藤
敏
雄
中
佐
は
四
四
歳
、
後
任
の
原
田
文
男
少
佐
は
四
〇
歳
、
24
戦
隊
長
の
松
村
中
佐
は

三
九
歳
だ
っ
た
の
に
指
揮
官
先
頭
の
慣
例
を
守
っ
て
、
し
ば
し
ば
空
戦
場
に
出
動
し
た
。

そ
し
て
加
藤
（
7
月
12
日
）、
松
村
（
8
月
2
日
）
は
撃
墜
さ
れ
て
重
傷
を
負
い
救
出
さ
れ
た
が
、
原
田
（
7
月
29
日
）
は
初
出
撃
で
エ
ー

ス
の
ラ
ホ
フ
中
尉
に
撃
墜
さ
れ
る
。
そ
し
て
落
下
傘
降
下
し
た
の
ち
捕
虜
と
な
り
、
翌
年
の
捕
虜
交
換
で
帰
還
し
た
が
、
自
決
を
強
い
ら

れ
て
い
る
。
六
人
の
中
隊
長
や
撃
墜
王
（
58
機
）
の
名
声
を
は
せ
た
篠
原
弘
道
准
尉
（
8
月
27
日
戦
死
）
な
ど
熟
練
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
次
々
に

戦
死
し
、
補
充
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
。

八
月
二
十
日
か
ら
始
ま
っ
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
攻
勢
に
ソ
蒙
軍
は
空
地
の
全
兵
力
を
投
入
し
、
第
二
飛
行
集
団
も
寡
少
な
が
ら
全
力
で
迎
え

う
ち
ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
最
大
の
激
戦
を
展
開
し
た
。
満
を
持
し
て
発
動
さ
れ
た
初
日
の
航
空
作
戦
を
、
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
は
次
の
よ
う

に
要
約
し
て
い
る
（
27
）

。

⑴
ハ
マ
ル
ダ
バ
の
第
一
集
団
軍
司
令
部
は
、
黄
色
（
砲
撃
）、
緑
色
（
航
空
）
の
信
号
弾
を
撃
ち
あ
げ
て
行
動
目
標
を
指
示
し
た
。

⑵
戦
闘
機
に
援
護
さ
れ
た
Ｓ
Ｂ
爆
撃
機
編
隊
が
日
本
軍
の
高
射
砲
陣
地
を
爆
撃
し
沈
黙
さ
せ
、
つ
い
で
戦
闘
機
（
37
機
）
が
小
型
爆
弾
と

機
銃
掃
射
に
よ
る
対
地
攻
撃

⑶
戦
闘
機
144
機
が
戦
場
上
空
を
制
圧

⑷
戦
闘
機
167
機
に
直
衛
さ
れ
た
Ｓ
Ｂ
（
150
機
）
が
日
本
軍
陣
地
を
爆
撃

⑸
ハ
ル
ハ
河
上
空
で
87
機
の
戦
闘
機
が
九
七
戦
編
隊
と
空
戦

一
二
一
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⑹
〇
九
〇
〇
に
地
上
部
隊
の
前
進
開
始

⑺
〇
九
三
〇
に
少
数
の
日
本
軽
爆
が
ソ
側
の
前
進
飛
行
場
を
爆
撃
、
36
発
を
投
弾
し
て
12
機
の
在
地
機
を
破
壊

⑻
午
後
、
将
軍
廟
周
辺
の
日
本
飛
行
場
を
爆
撃
、
在
地
の
13
機
を
炎
上

⑼
一
六
三
〇
に
九
七
重
爆
の
編
隊
が
、
ハ
マ
ル
ダ
バ
を
爆
撃

こ
の
日
の
「
ベ
ル
ト
ウ
エ
イ
」
戦
法
で
出
撃
し
た
ソ
連
空
軍
は
爆
撃
機
は
三
五
〇
出
撃
（
ソ
ー
テ
ィ
ー
）、
戦
闘
機
は
七
四
四
出
撃
と
、

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
を
通
じ
最
高
水
準
を
記
録
し
た
。「
日
本
空
軍
は
茫
然
自
失
の
態
」（
ジ
ュ
ー
コ
フ
）
だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
飛
行
集
団
が

「
地
上
戦
を
見
殺
し
に
は
で
き
な
い
と
…
…
出
撃
に
つ
ぐ
出
撃
を
も
っ
て
地
上
作
戦
に
協
力
（
28
）

」（
梼
原
24
戦
隊
長
）
し
た
の
も
誇
張
で
は
あ

る
ま
い
。

だ
が
、
こ
の
日
の
日
本
機
の
出
動
は
三
〇
九
ソ
ー
テ
ィ
ー
で
、
ソ
側
の
三
分
の
一
弱
に
と
ど
ま
る
。
翌
二
十
一
日
は
ソ
の
一
一
三
八

ソ
ー
テ
ィ
ー
に
対
し
四
二
五
ソ
ー
テ
ィ
ー
と
粘
っ
た
が
、
重

は
六
月
二
十
七
日
の
再
現
を
も
く
ろ
ん
だ
後
方
の
タ
ム
ス
ク
基
地
攻
撃
に

向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
ソ
連
機
の
多
く
は
ハ
ル
ハ
東
岸
の
地
上
直
協
に
出
払
っ
て
い
た
の
で
、
在
地
の
四
機
と
ト
ラ
ッ
ク
一
両
を

爆
破
し
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
な
か
で
連
日
、
フ
イ
高
地
守
備
隊
の
救
援
に
出
動
を
く
り
返
し
た
飛
行
15
戦
隊
の
九
四
式
偵
察
機
飛
行

士
の
日
記
（
29
）

を
引
用
し
た
い
。

「
午
前
中
爆
撃
に
向
っ
た
編
隊
の
報
告
に
依
れ
ば
、
フ
イ
高
地
に
は
敵
機
械
化
部
隊
が
二
百
両
進
入
せ
る
由
。
午
後
、
全
機
を
以
て
之

の
爆
撃
に
向
う
。
乱
雲
あ
り
て
好
都
合
な
り
。
居
る
〳
〵
ウ
ヨ
〳
〵
と
、
之
に
対
し
て
猛
爆
を
加
え
る
。
五
〇
ｋ
ｇ
弾
の
煙
に
包
ま
れ
た

一
二
二
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車
両
を
眺
め
て
思
わ
ず
万
歳
を
叫
び
た
く
な
る
」（
八
月
二
十
日
）

「
五
時
三
十
分
、
全
機
を
以
て
フ
イ
高
地
の
敵
機
械
化
部
隊
爆
撃
に
向
う
…
…
捜
索
隊
前
面
に
多
数
の
戦
車
を
発
見
。
次
々
と
急
降
下

し
て
見
る
〳
〵
う
ち
に
粉
微
塵
に
し
て
し
ま
う
。
な
お
も
対
地
攻
撃
を
行
わ
ん
と
突
込
ん
で
射
つ
…
…
被
弾
し
た
村
瀬
機
は
不
時
着
、
搭

乗
者
二
人
は
重
傷
入
院
後
死
亡
」（
八
月
二
十
一
日
）。

だ
が
実
働
一
〇
機
に
足
ら
ぬ
飛
15
の
旧
式
偵
察
機
程
度
で
は
、
怒
涛
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
ソ
軍
戦
車
の
大
群
や
ハ
ル
ハ
西
岸
の
重
砲

陣
に
与
え
ら
れ
る
打
撃
の
ほ
ど
は
知
れ
て
い
た
。
一
方
、
ソ
連
空
軍
は
戦
闘
機
の
対
地
攻
撃
ば
か
り
で
な
く
、
Ｓ
Ｂ
に
リ
ス
ク
の
高
い
低

空
爆
撃
を
や
ら
せ
る
ほ
ど
徹
底
し
て
地
上
直
協
に
集
中
し
た
。
三
十
一
日
ま
で
の
十
日
間
に
お
け
る
爆
撃
隊
の
出
撃
は
ソ
の
八
五
三
〇

ソ
ー
テ
ィ
ー
に
対
し
、
日
本
は
九
八
二
ソ
ー
テ
ィ
ー
と
十
倍
に
近
い
開
き
を
見
せ
て
い
た
。

日
本
軍
に
対
す
る
包
囲
網
を
完
成
し
た
ソ
連
の
地
上
部
隊
が
最
後
の
掃
討
作
戦
を
下
令
し
た
二
十
六
日
、
荻
洲
第
六
軍
司
令
官
は
飛
行

集
団
司
令
部
の
釜
井
大
尉
へ
「
現
在
頼
む
と
こ
ろ
は
飛
行
隊
だ
け
で
あ
る
（
30
）

」
と
悲
鳴
を
あ
げ
た
が
、
飛
行
集
団
に
は
応
え
る
だ
け
の
余
力

は
な
か
っ
た
。

事
件
終
結
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
第
二
飛
行
集
団
の
公
式
報
告
書
は
、「
戦
力
既
に
漸
減
し
、
常
時
戦
場
上
空
を
制
空
し
得
ざ
る
も
の
あ

り
し
も
、
常
に
衆
敵
と
激
戦
を
交
え
逐
次
之
を
撃
墜
し
て
増
加
せ
る
敵
空
軍
の
大
半
を
撃
滅
」
と
強
気
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
う
え
、「
九

月
初
頭
に
至
り
其
の
活
動
を
全
く
封
殺
し
て
ノ
モ
ン
ハ
ン
付
近
の
戦
場
上
空
に
敵
機
の
飛
來
す
る
も
の
其
の
跡
を
絶
つ
に
至
ら
し
め
（
31
）

」
と

見
当
違
い
の
「
勝
利
宣
言
」
ま
で
付
け
加
え
て
い
る
。
八
月
三
十
一
日
に
航
空
を
ふ
く
む
全
作
戦
を
終
了
、
モ
ス
ク
ワ
へ
「
勝
利
宣
言
」

を
通
報
し
て
、
守
備
体
勢
に
移
っ
た
ソ
連
軍
の
動
き
を
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
の
奇
怪
な
理
解
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

一
二
三
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そ
の
三
日
前
に
北
京
の
航
空
兵
団
司
令
部
へ
飛
ん
で
來
た
関
東
軍
参
謀
は
、「
第
六
軍
が
全
滅
の
危
機
に
あ
り
飛
行
集
団
は
よ
く
健
闘

す
る
も
地
上
協
力
が
思
う
に
任
せ
ず
」
と
し
て
「
声
涙
共
に
下
る
形
で
航
空
兵
団
の
至
急
來
援
を
要
請
（
32
）

」
し
た
。
そ
し
て
九
月
一
日
の
大

陸
命
で
航
空
兵
団
の
北
支
那
方
面
軍
か
ら
関
東
軍
へ
の
転
属
が
発
令
さ
れ
た
。

航
空
兵
団
司
令
官
の
江
橋
英
次
郎
中
将
が
ハ
イ
ラ
ル
へ
進
出
し
て
き
た
の
は
九
月
三
日
で
あ
る
が
、
同
じ
日
に
大
本
営
は
関
東
軍
へ
、

「
ノ
モ
ン
ハ
ン
方
面
に
於
け
る
攻
勢
を
中
止
す
べ
し
」（
大
陸
命
三
四
九
号
）
と
命
令
し
て
い
た
。

第
二
飛
行
集
団
の
大
部
を
吸
収
し
て
、
重
軽
爆
隊
を
主
に
一
・
五
倍
の
兵
力
を
確
保
し
、
六
日
か
ら
航
空
作
戦
の
任
務
を
継
承
し
た
江

橋
は
、
右
の
大
陸
命
は
航
空
兵
団
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

理
由
は
あ
っ
た
。
大
陸
命
に
は
「
航
空
作
戦
に
関
し
て
は
情
況
已
む
を
得
ざ
れ
ば
大
陸
命
第
三
三
六
号
に
依
る
べ
し
」
と
の
但
し
書
が

つ
い
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
三
三
六
号
と
は
タ
ム
ス
ク
以
東
の
敵
航
空
根
拠
地
へ
の
攻
撃
を
許
す
八
月
七
日
の
「
古
証
文
」
だ
が
、
こ
の

廻
り
く
ど
い
表
現
は
、
攻
勢
中
止
に
伴
な
う
混
乱
に
乗
じ
る
で
あ
ろ
う
ソ
連
軍
の
策
動
を
航
空
力
で
抑
止
し
た
い
と
願
う
大
本
営
の
配
慮

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

満
を
持
し
て
報
復
攻
撃
の
好
機
を
狙
っ
て
い
た
航
空
兵
団
が
、
戦
爆
連
合
の
大
編
隊
で
タ
ム
ス
ク
攻
撃
を
決
行
し
た
の
は
、
停
戦
協
定

が
結
ば
れ
た
当
日
の
九
月
十
五
日
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
約
二
週
間
、
ソ
連
空
軍
が
モ
ス
ク
ワ
の
指
令
で
偵
察
飛
行
さ
え
禁
じ
て
い
た
の

を
、
日
本
側
は
空
軍
の
一
部
が
欧
州
へ
廻
さ
れ
た
と
い
う
諜
報
を
得
て
楽
觀
し
て
い
た
の
か
、
反
撃
は
弱
か
ろ
う
と
予
想
し
た
よ
う
だ
が
、

そ
の
期
待
は
外
れ
た
。

延
二
〇
〇
機
を
超
す
戦
闘
機
群
に
迎
撃
さ
れ
、
激
烈
な
空
戦
で
ソ
の
六
機
に
対
し
日
本
側
は
八
機
を
失
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
飛
行

11
戦
隊
の
島
田
健
二
大
尉
（
27
機
撃
墜
）、
吉
山
文
治
曹
長
（
同
20
機
）
の
よ
う
な
エ
ー
ス
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
新
來
の
飛
行
59
戦
隊
は

一
二
四
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戦
場
に
不
慣
れ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
一
挙
に
二
個
編
隊
の
六
機
を
撃
墜
さ
れ
た
。

こ
の
空
戦
で
一
機
を
撃
墜
し
た
の
ち
九
七
戦
に
追
わ
れ
危
う
く
命
拾
い
し
た
ボ
ロ
ジ
ェ
イ
キ
ン
中
尉
（
6
機
撃
墜
）
は
、「
威
嚇
し
て
有

利
な
停
戦
協
定
に
達
し
よ
う
と
す
る
（
日
本
の
）
挑
戦
（
33
）

」
と
受
け
と
め
た
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
誇
り
高
い
日
本
戦
闘
機
隊
に
と
っ
て
は
最

後
の
厄
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
そ
う
だ
。

勝
敗
の
判
定

最
後
に
四
か
月
に
わ
た
っ
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
の
特
質
を
、
日
ソ
両
空
軍
の
統
計
デ
ー
タ
（
表
3
）
に
よ
り
、
対
比
す
る
形
で
檢
討

し
て
み
た
い
。
こ
の
種
の
比
較
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
が
旧
ソ
連
時
代
の
記
録
を
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
こ
二
〇
年
ば
か

り
の
こ
と
だ
が
、
現
在
で
も
ア
ル
ヒ
ー
フ
の
第
一
次
資
料
を
利
用
し
た
研
究
成
果
は
十
分
と
は
言
え
ぬ
段
階
で
あ
る
。

日
本
の
方
も
、
終
戦
時
に
戦
闘
詳
報
な
ど
多
く
の
第
一
次
資
料
が
処
分
さ
れ
た
た
め
、
第
二
次
資
料
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
つ
め
き
れ
な
い
部
分
が
残
る
。
さ
ら
に
日
ソ
双
方
の
類
似
し
た
指
標
で
も
分
類
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
、
単
純
な
比
較

に
は
問
題
が
残
る
。

た
と
え
ば
同
じ
損
失
機
数
で
も
、
日
本
側
は
未
帰
還
と
大
破
に
区
分
（
別
に
中
小
破
も
あ
る
）
し
て
い
る
。
大
破
の
多
く
は
、
敵
の
攻
撃

等
に
よ
り
地
上
で
破
壊
さ
れ
、
ほ
ぼ
修
理
不
能
に
至
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
不
時
着
大
破
や
後
方
移
動
中
の
事
故
も
含
め
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
ソ
連
側
の
損
失
（
5
ｂ
の
Ｂ
）
は
「
戦
闘
」
と
「
非
戦
闘
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、「
戦
闘
」
の
範
囲
は
ほ
ぼ
「
未
帰
還
と
大

破
」
の
合
計
に
相
当
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
二
〇
七
機
（
ソ
）
対
一
七
六
機
（
日
）
の
比
率
は
一
・
二
対
一
と
な
る
。
次
に
6
の
戦
死
者

数
（
行
方
不
明
を
ふ
く
む
）
を
比
較
す
る
と
、
ソ
連
は
日
本
の
一
・
一
〜
一
・
二
倍
の
範
囲
に
収
ま
る
。
機
体
の
損
失
比
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

一
二
五
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表 3　ノモンハン航空戦における日ソ両空軍の比較統計

Ａ 日本 Ｂ ソ連 比率（A＝1）

1  初期の保有機数 64 206 3.2

2  最後期の保有機数 255 582 2.3

3  延出撃（ソーティー）機数 15,437 19,813 1.3

4  相手が主張した戦果

 ａ 撃墜＋爆砕 646 1,162＋98 2.0

 ｂ うち戦闘機 564 1,022 1.8

5  自国が認めた損失機

 ａ 未帰還＋大破＝計 74＋102＝176
2.8～1.2

 ｂ 戦闘＋非戦闘＝計 207＋42＝249

 ｃ うち戦闘機＝計 61＋46＝107 163＋33＝196 2.5～1.9

6  自国が認めた戦死者

 ａ （関東軍） 142

1.1～1.2
 ｂ （戦死者名簿） 151

 ｃ （コンドラチェフ） 174

 ｄ （クリヴォシェーエフ） 159

7  爆弾投下量（発） 18,362 78,360 4.2

〔出所〕 　 1 、2 は表 2参照、Ａの 4ａｂ、Ｂの 5ｂｃはジューコフ報告書による。

ソ連公式戦史、コンドラチェフもほぼ踏襲。Ｂの 4ａｂは戦史叢書より。

別に不確実を加えると計1,359機。Ａの 5ａｃは「第二飛行集団作戦経過

の概要」を秦が補正。

注⑴　 6はＡ、Ｂともに行方不明をふくむ。

⑵　 6ａは昭14年 9 月19日付の関東軍参謀長発陸軍次官宛関参－電756号

（満受大日記昭14－17号）。 6ｂは第 2飛行集団と航空兵団の死没者名簿

より。

　⑶　 6ａｂのＡは地上勤務者11名をふくむ。他に141名、144名というデー

タもある。
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く
り
返
す
よ
う
に
な
る
が
、
日
本
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
直
後
か
ら
千
三
百
機
前
後
の
ソ
連
機
を
撃
破
し
た
と
宣
伝
し
、
儀
峨
第
二
飛
行

集
団
長
は
一
〇
倍
の
「
大
戦
果
」
を
数
か
月
後
に
四
倍
と
修
正
し
た
が
、
今
や
実
数
の
六
〜
七
倍
（
表
3
の
4
参
照
）
に
誇
張
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
だ
。
ソ
連
側
の
公
表
戦
果
は
や
や
控
え
目
だ
が
、
そ
れ
で
も
五
六
四
機
に
対
し
、
三
・
二
倍
（
一
七
六
機
）
に
達
す
る
。

日
本
の
マ
ス
コ
ミ
が
華
々
し
く
盛
り
あ
げ
た
の
は
、
表
4
に
示
す
よ
う
な
戦
闘
機
隊
エ
ー
ス
た
ち
の
個
人
撃
墜
競
爭
で
あ
っ
た
。
10
機

以
上
を
撃
墜
し
た
エ
ー
ス
は
日
本
が
四
二
人
（
計
六
七
三
機
）
に
対
し
ソ
連
は
八
人
（
九
三
機
）
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
戦
果
査
定
の
寛
厳
に

起
因
す
る
。

源
田
孝
は
過
大
な
戦
果
申
告
が
飛
行
士
た
ち
の
自
信
と
闘
志
を
高
め
た
か
わ
り
に
、
上
層
部
の
情
勢
判
断
を
誤
ら
せ
た
マ
イ
ナ
ス
面
を

指
摘
す
る
（
34
）

。
マ
イ
ナ
ス
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
九
七
戦
の
活
躍
に
幻
惑
さ
れ
て
か
、
日
本
陸
軍
は
格
闘
戦
本
位
の
軽
戦
に
固
執

し
、
高
速
の
重
戦
に
よ
る
編
隊
空
戦
へ
移
り
つ
つ
あ
っ
た
世
界
の
大
勢
に
た
ち
お
く
れ
る
。
爆
撃
機
の
不
振
も
、
太
平
洋
戦
爭
末
期
ま
で

つ
づ
く
。

さ
て
前
記
の
よ
う
な
諸
指
標
か
ら
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
空
戦
の
勝
敗
・
優
劣
を
判
定
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
飛

行
機
、
人
員
の
損
失
数
で
は
日
ソ
は
ほ
ぼ
均
等
で
あ
る
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
主
体
は
地
上
戦
だ
っ
た
か
ら
、
地
上
直
協
へ
の
貢
献
度
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
砲
兵
、
戦
車
、
歩
兵
に
比
べ

る
と
、
殺
傷
効
果
は
格
段
に
小
さ
か
っ
た
。
地
上
の
兵
士
た
ち
は
草
原
地
帯
の
砂
丘
に
掘
っ
た
壕
に
ひ
そ
ん
で
い
た
か
ら
、
直
撃
弾
を
食

わ
な
い
か
ぎ
り
爆
撃
や
機
銃
掃
射
の
犠
牲
と
な
る
例
は
稀
だ
っ
た
。
参
戦
兵
士
た
ち
の
体
験
記
録
に
も
、
被
爆
の
記
事
は
あ
ま
り
見
当
ら

な
い
。
ソ
連
軍
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

結
果
的
に
航
空
は
、
日
ソ
と
も
に
戦
局
の
帰
結
に
結
び
つ
く
よ
う
な
影
響
力
は
発
揮
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。『
ノ
モ
ン
ハ
ン
航

一
二
七
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表 4　ノモンハン空戦の個人撃墜数

×戦死

日　本 ソ　連

氏名 ノモンハン 総撃墜数 氏名 ノモンハン 総撃墜数

篠原弘道准尉 58 Ｖ．ツェルデフ大尉 14 17

垂井光義曹長 28 38 Ｖ．ラホフ中尉 〃

島田健二大尉 27 Ａ．コス 12

花田富男曹長 25 25 Ｓ．グリツェベッツ少佐 11 42

斎藤正午曹長 〃 26 Ａ．ビアンコフ 〃

加藤正治曹長 23 23 Ｍ．ノガ大尉 〃 30

東郷三郎准尉 22 22 Ｇ．クラブチェンコ少佐 10 20

大塚善三郎軍曹 〃 〃 Ｎ．グリネフ 〃

浅野等准尉 〃 〃 Ｔ．クツェバロフ少佐 9

斎藤千代治曹長 21 24 Ａ．スミルノフ 〃 29

細野勇曹長 〃 26 Ｓ．ダニロフ少佐 8

岩橋譲三大尉 20 21＋ Ａ．ボロジェイキン中尉 6 65

吉山文治曹長 〃 Ｖ．トゥルバチェンコ 5 8

古郡五郎曹長 〃 25＋ Ｉ．クラスノユルチェンコ 〃 24

〔出所〕　日本は秦郁彦・伊沢保穂『日本陸軍戦闘機隊』（酣灯社、1977）

　　　ソ連はT．Polak with C．Shores，Stalin’s Falcons（London, 1999）

注⑴　ノモンハン戦の日本飛行士の個人撃墜数は、15機以上が25人、計438機、

10機以上では42人、計673機となる。

⑵　撃墜記録は自己申告が通例で、公認とは言いがたい。

⑶　「総撃墜数」は第 2次大戦全期を通じての数字。

×

×

×

×

×
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空
戦
史
』
の
著
書
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
が
「
エ
ア
パ
ワ
ー
の
集
中
的
な
運
用
が
試
み
ら
れ
た
最
初
の
戦
場
」
で
あ
っ
た
が
、「
勝
敗
に
つ
い

て
は
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
（
35
）

」
と
い
う
言
い
方
で
、
最
終
判
定
を
留
保
し
た
こ
と
に
私
も
同
調
し
た
い
。

注（
1
） 

檮
原
秀
見
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
の
総
決
算
」、
入
江
徳
郎
「
忘
れ
得
ぬ
古
戦
場
」、（
雑
誌
『
丸
』
123
号
、
一
九
五
八
年
）

（
2
） 

戦
史
叢
書
『
満
州
方
面
陸
軍
航
空
作
戦
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
七
）

（
3
） 

滝
山
和
「
戦
闘
機
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
語
る
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」（『
軍
事
史
学
』
128
号
、
一
九
九
七
年
）

（
4
） 

「
第
二
飛
行
集
団
作
戦
経
過
の
概
要
」（『
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
関
連
資
料
集
』）
五
三
六
ペ
ー
ジ

（
5
） 

Ａ
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
上
、
七
〇
ペ
ー
ジ
。
松
村
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。

（
6
） 

ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
、
六
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
7
）  

東
京
裁
判
の
速
記
録
、
一
九
四
八
年
一
月
二
十
九
日
、
な
お
ほ
ぼ
同
じ
チ
ョ
グ
ド
ン
の
証
言
が
Ｏ
・
プ
レ
ブ
編
『
ハ
ル
ハ
河
会
戦
・
参
戦
兵
士

た
ち
の
回
想
』（
恒
文
社
、
一
九
八
四
）
一
一
八
ペ
ー
ジ
に
あ
る
。

（
8
） 

戦
史
叢
書
『
関
東
軍
〈1〉
』
の
未
定
稿
、
八
九
一
│
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
9
）  

ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
、
源
田
孝
監
訳
・
解
說
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
航
空
戦
全
史
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
〇
）、
三
六
〜
四
四
ペ
ー
ジ
、
な
お
ノ
モ

ン
ハ
ン
航
空
戦
の
戦
果
と
損
失
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
本
書
と
前
掲
の
戦
史
叢
書
、
Ⅴ
・
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
「
ハ
ル
ヒ
ン
ゴ
ル－

空
の
戦

爭
」（
モ
ス
ク
ワ
、
二
〇
〇
二
年
）、
邦
訳
は
未
刊
、
一
部
は
古
是
三
春
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
真
実
』（
二
〇
〇
九
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

前
掲
『
満
州
方
面
陸
軍
航
空
作
戦
』
二
〇
〇
ペ
ー
ジ

（
11
） 

古
川
常
深
手
記
（『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
第
11
号
、
一
九
七
四
年
）

（
12
） 

ア
・
ベ
・
ボ
ロ
ジ
ェ
イ
キ
ン
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
空
戦
記
』（
弘
文
堂
、
一
九
六
四
）
一
三－

一
九
ペ
ー
ジ

（
13
） 

ソ
連
側
の
デ
ー
タ
は
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
、
六
五
五
ペ
ー
ジ
、
日
本
側
の
デ
ー
タ
は
「
第
二
飛
行
集
団
作
戦
経
過
の
概
要
」
の
付
表
四
を
参
照
。

一
二
九
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（
14
） 

『
飛
行
第
十
五
戦
（
連
）
隊
史
』（
非
売
品
、
一
九
八
七
）
一
一
二
ペ
ー
ジ

（
15
） 

「
第
二
飛
行
集
団
死
没
者
名
簿
」（
戦
史
部
、
陸
軍
航
空
│
満
州
一
〇
七
）

（
16
） 
『
関
東
軍
〈1〉
』
五
二
八
ペ
ー
ジ
、『
満
州
方
面
陸
軍
航
空
作
戦
』
二
四
二
ペ
ー
ジ

（
17
） 
前
掲
『
飛
行
第
十
五
戦
（
連
）
隊
史
』
一
四
七
│
四
八
ペ
ー
ジ

（
18
） 

佐
藤
勝
雄
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
つ
い
て
」（『
軍
事
史
学
』
97
号
、
一
九
八
九
）

（
19
） 

鎌
倉
英
也
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
隠
さ
れ
た
戦
爭
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
一
）
七
九
ペ
ー
ジ

（
20
）  

五
月
二
十
九
日
、
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
国
防
相
か
ら
「
日
本
軍
国
主
義
を
打
倒
せ
よ
」
と
激
励
さ
れ
て
モ
ス
ク
ワ
を
輸
送
機
で
出
発
し
た
一
行
は
、

チ
タ
で
新
銳
機
を
受
領
し
て
六
月
四
日
タ
ム
ス
ク
に
到
着
し
た
。
一
行
に
は
11
人
の
ソ
連
邦
英
雄
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
（
前
掲
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ

フ
四
六
│
四
七
ペ
ー
ジ
）。

（
21
） 

前
掲
滝
山

（
22
） 

松
村
黄
次
郎
『
撃
墜
』（
教
学
社
、
一
九
四
二
）

（
23
） 

前
掲
ク
ッ
ク
ス
上
、
一
三
四
ペ
ー
ジ

（
24
） 

辻
政
信
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
亜
東
書
房
、
一
九
五
〇
）
一
一
八
ペ
ー
ジ

（
25
） 

前
掲
「
ジ
ュ
ー
コ
フ
最
終
報
告
書
」

（
26
） 

同
右
六
五
五
ペ
ー
ジ

（
27
） 

前
掲
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
、
一
二
四
│
二
九
ペ
ー
ジ

（
28
） 

檮
原
秀
見
手
記
（『
丸
』
123
号
、
一
九
五
八
）

（
29
） 

渡
辺
亮
吉
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
陣
中
日
誌
』（
私
家
版
、
二
〇
〇
一
）
一
四
二
│
四
四
ペ
ー
ジ

（
30
） 

釜
井
耕
輝
回
想
記
（
防
衛
研
究
所
増
）

（
31
） 

前
掲
「
第
二
飛
行
集
団
作
戦
経
過
の
概
要
」
五
三
六
ペ
ー
ジ

（
32
） 

前
掲
佐
藤
勝
雄
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
つ
い
て
」

一
三
〇
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（
33
） 

前
掲
ボ
ロ
ジ
ェ
イ
キ
ン
一
三
四
ペ
ー
ジ

（
34
） 

前
掲
ネ
デ
ィ
ア
ル
コ
フ
の
源
田
孝
解
說
、
二
三
二
ペ
ー
ジ

（
35
） 
同
右
、
一
七
三
、
二
三
三
ペ
ー
ジ

第
二
章　

統
計
か
ら
見
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
総
括

展
望

戦
史
研
究
に
は
公
式
記
録
を
裏
づ
け
る
統
計
資
料
が
欠
か
せ
な
い
。
た
と
え
ば
日
清
戦
爭
で
は
、
陸
軍
省
編
『
明
治
二
十
七
八
年
戦
役

統
計
』
全
二
巻
（
一
九
〇
二
年
刊
）、
日
露
戦
爭
で
は
陸
軍
省
編
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
統
計
』
全
六
巻
（
一
九
一
一
年
）
が
印
刷
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
太
平
洋
戦
爭
（
支
那
事
変
・
大
東
亜
戦
爭
）
に
つ
い
て
は
、
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
編
の
『
戦
史
叢
書
』
全
一
〇
二
巻

（
一
九
六
六
│
八
〇
年
刊
）
に
は
、
各
種
の
統
計
情
報
は
散
在
し
て
い
る
も
の
の
、
日
清
・
日
露
戦
爭
の
よ
う
に
全
戦
役
を
カ
バ
ー
す
る
統

計
篇
は
入
っ
て
い
な
い
。
終
戦
時
に
基
本
デ
ー
タ
と
な
る
公
文
書
の
大
部
分
を
焼
却
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
、
戦
史
叢
書
は
わ
ず
か
に
滅

失
を
免
れ
た
文
書
や
、
関
係
者
の
回
想
・
メ
モ
等
に
依
拠
し
て
執
筆
さ
れ
た
。

戦
役
統
計
は
戦
爭
終
結
後
に
相
手
側
の
デ
ー
タ
も
参
照
し
、
各
部
隊
の
戦
闘
詳
報
や
戦
時
日
誌
等
を
集
計
・
突
合
す
る
作
業
を
重
ね
て

作
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
よ
う
な
事
情
で
、
こ
う
し
た
作
業
を
進
め
る
手
が
か
り
が
失
な
わ
れ
た
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
史
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
戦
史
叢
書
の
『
関
東
軍
〈1〉
対
ソ
戦
備
・
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
』（
西
原
征
夫
元
大

一
三
一
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表 1　日本軍の人的損害（総括）

出典 日付 Ａ 戦死 Ｂ 生死
　 不明

Ｃ 小計
（Ａ＋Ｂ） Ｄ 戦傷 Ｅ 戦（平）病 Ｆ 総計

（Ｃ～Ｅ）

1．第 6軍軍医部
　　調査表 昭和14年秋 7,720 1,021 8,741 8,664 2,363 19,768

2 ．同上の秦補正 9,130 20,157

3 ．七師団戦記資料 昭和14年秋 8,629 9,087 17,716

4 ．関東軍の陸相への
　　報告 14/12/ 9 8,000 8,800 1,200 18,000

5 ．大本営の質疑応答
　　資料 14/10/17 約8,000 約8,000 2,000弱 18,000

6 ．地方長官会議での
　　新聞発表 14/10/ 3 約18,000

7 ．石井部隊長
　　状況報告 14/10/ 9 8,440 8,766 17,206

8 ．ハイラル忠霊塔の
　　合祀者 17/ 9 /10 9,471

9 ．靖国神社の
　　慰霊祭文 34/ 9 /16 7,720

11．ジューコフ報告書
　　推計 1939年11月 2.2 ～

2.3万
5.2 ～
5.5万

12．ワルターノフ推計 1991年 1.2万＋ 2.6万 3.8万

注⑴　Ａの 1と 2については表 2を参照。
　⑵　 4～ 6は同じ典拠からの引用と推定される。
　⑶　 7は戦史叢書未定稿2039ページより。
　⑷　 8は『七師団戦記』488ページ。なお満軍の合祀者は202人。昭和 6年の

満州事変から17年までの日満両軍（満警をふくむ）の合祀者数は10,301柱
となっている。

　⑸　 9について、昭48年11月11日の慰霊祭文では「7000有余」と表現している。
　⑹　11はジューコフ報告書（防衛研究所編『ノモンハン事件関連史料集』634
ページに訳出）。

　⑺　12は『ノモンハン・ハルハ河戦爭』（1992）、157ページ。
　⑻　軍馬について、第 6軍獣医部の参加2,887、損耗2,280頭の統計がある。
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表 2　日本軍の出動兵力と損害（部隊別）

部隊
Ⅰ 出動兵力 Ⅱ 戦死 Ⅲ 生死

　 不明 Ⅳ 戦傷 Ⅴ 戦
（平）病

Ⅵ 総計
（Ⅰ～Ⅴ）

Ⅵ
Ⅰ（％）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ

第 1師団 4,980 70 100 170

 ａ 太田支隊 2,326 29 29

 ｂ 後藤支隊 （欠） 1 1 2

第 2 師団 10,203 11,800 193 200 111 110 98 402 310

第 4 師団 9,841 8,315 3 5 2 6 6 187 198 11

第 7 師団 10,613 10,308 1,109 1,505 345 1,699 1,851 328 3,481 3,356 32.8

 ａ 歩26連隊 2,764 438 166 777

 ｂ 歩28連隊 2,348 482 99 625

第23師団 15,140 14,137 4,976 5,224 349 5,321 5,561 1,312 11,958 10,785 79.0

 ａ 歩64連隊 4,615 1,361 113 1,506 198 3,178

 ｂ 歩71連隊 4,551 1,636 359 1,777 482 4,254

 ｃ 歩72連隊 3,014 847 54 1,222 244 2,367

 ｄ 砲13連隊 1,747 569 98 595 66 1,328

 ｅ 工23連隊 338 70 0 109 109 288

 ｆ 捜索隊 380 120 9 69 53 251

第八国境守備隊 4,579 4,883 660 779 98 596 100 1,454 1,382 31.8

砲兵隊（畑部隊） 2,900 2,472 556 352 211 525 177 158 1,450 529 50.1

独立守備隊 （欠） 3,012 109 38 12 143 59 27 291 97

高射砲隊 （欠） 935 21 7 98 29 29 148 36

自動車隊 2,811 2,536 32 31 40 86 72 117

戦車隊 （欠） 1,627 77 83 160

航空隊 （欠） 3,307 55 58 113

防疫給水部 412 27 26 73

電信 3連隊 （欠） 1,165 14 29

迫撃砲隊 （欠） 401 20 44

その他共合計 58,925 75,736 7,720 8,629 1,021 8,664 9,087 2,363 19,768 17,716 32.2

一
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
三
四
）

佐
執
筆
、
一
九
六
九
年
刊
）
は
、
復
元
可
能
な
情
報
を

取
り
入
れ
、
事
件
の
輪
郭
を
復
元
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
現
在
で
も
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
史
の
標
準
的
文

献
と
評
し
て
よ
い
。

戦
史
叢
書
の
弱

は
信
頼
性
の
高
い
ソ
連
側
情
報

を
得
ら
れ
ず
、
日
本
側
情
報
と
の
比
較
照
合
が
困
難

な

に
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
Ａ
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス

の
名
著
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
草
原
の
日
ソ
戦
│

一
九
三
九
』（
原
著
は
一
九
八
五
年
刊
）
に
も
あ
て
は

ま
る
。

ソ
連
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
関
連
史
料
が
次
々
に
公
開
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
共
産
主
義
独
裁
体
制
が

崩
壊
し
た
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
で
あ
る
。
何
よ
り

も
歴
史
家
た
ち
を
衝
動
し
た
の
は
、
ソ
連
軍
死
傷
者

数
の
激
増
ぶ
り
だ
っ
た
。

表
4
が
示
す
よ
う
に
、
公
式
戦
史
の
九
八
二
四
人

は
の
ち
一
万
八
千
余
↓
二
万
四
千
↓
二
万
五
千
余
人

〔出所〕 　Ａは、戦史叢書『関東軍〈 1〉』p.713に掲記されている「第 2次ノモン

ハン事件部隊損耗状況調査表」（第 6軍軍医部調整、日付不明）、ただし

第 7師団のａ、ｂは防研所蔵の「第七師団戦闘詳報」（ 9月16日まで）よ

り、第23師団のａ～ｆは前記の『関東軍〈 1〉』p.707 ～ 708の「自 6月20

日至 9月15日　第23師団部隊別損耗表」（師団軍医部調製、14年10月27日）

より抜粋。

Ｂは三田真弘編『七師団戦記・ノモンハンの死闘』（北海タイムス社、

1965）の復刻版（1995年）p.494に「ノモンハン戦参加部隊別戦死傷者数」

（停戦後関東軍発表『軍事極秘書類』による）」として掲記されているも

の。

注⑴　Ａには、第一次ノモンハン事件における第23師団山県支隊の戦死159、

戦傷119、生死不明12、計290人が計上されていない。

⑵　第23師団の歩71のⅢ生死不明359人には疑問がある。歩71の戦闘詳報は

戦死1,946、生死不明48、戦傷2,066、計4,060人としている。生死不明の

差数311人は戦死に加えられた可能性がある。

⑶　航空隊の戦死と戦傷者数は明らかに過少である。第 1章の表 3による

と、戦死・行方不明は151名（うち地上勤務者11名）で、停戦後にソ連軍

から空中勤務者55名の遺体が返却された。ここに計上した55名は、それ

を採用したものと推定する。

一
三
四



ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
総
括
（
秦
）

（
一
三
五
）

と
殖
え
て
い
く
。
そ
う
な
る
と
、
表
1
が
示
す
よ

う
に
一
万
八
千
〜
二
万
人
の
範
囲
で
微
差
の
域
に

と
ど
ま
っ
て
き
た
日
本
軍
の
死
傷
者
数
を
か
な
り

上
ま
わ
る
こ
と
に
な
り
、
ソ
連
軍
の
一
方
的
勝
利

が
定
說
化
し
て
い
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
イ
メ
ー
ジ

は
ゆ
ら
ぎ
か
ね
な
い
。
実
際
に
日
本
の
研
究
者
や

評
論
家
の
間
で
は
、
引
き
分
け
說
や
日
本
軍
の
勝

利
を
唱
え
る
声
も
出
た
。

も
っ
と
も
戦
死
に
生
死
不
明
、
行
方
不
明
を
加

え
た
数
字
で
比
較
す
る
と
、
日
ソ
両
軍
と
も
九
千

人
前
後
で
ほ
ぼ
同
数
だ
か
ら
、
全
損
害
（
戦
死
傷
）

の
落
差
は
傷
病
者
数
（
日
本
は
約
一
万
一
千
、
ソ
連

軍
は
約
一
万
六
千
）
の
差
に
起
因
す
る
と
み
な
せ

よ
う
。
そ
れ
は
ソ
連
軍
の
八
月
攻
勢
で
日
本
軍
が

「
包
囲
殲
滅
」
さ
れ
た
姿
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

勝
敗
の
判
定
は
、
何
よ
り
も
戦
爭
目
的
を
達
成

し
た
か
否
か
で
き
ま
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
戦

表 3　時期別の日本軍参戦者と死傷者数

（1939年）

時期 Ａ 戦闘参加人員 Ｂ 戦死傷者 Ｃ 比率ＢＡ（％）

7月 3日～ 4日 10,000 800 8

7 月 7 日～ 14日 15,000 2,500 16

7 月23日～ 25日 22,000 1,700 8

8 月 1 日～ 20日 22,000 1,800 8

8 月下旬 25,000 8,500 34

計 15,300

〔出所〕　小沼治夫中佐メモ

　注⑴　地上部隊のみ。

⑵　 9月22日～30日の日本軍による屍体収容数は4,386体で、多くは 8月下

旬の戦死者と推定される。小松原日記（10月 5 日）には、第23師団の 8

月20日以降の遺留3,529人のうち収容2,475人、その差数約1,000人との記

事がある。

⑶　小松原日記（10月 5 日）には、 8月下旬の戦闘における戦死は3,301人

生死不明1,860人、計3,540人との記事がある。第 7師団、第八国境守備隊、

砲兵団の戦死者・生死不明者をあわせると5,000人前後と推定される。
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表 4　ソ蒙軍参戦兵力と人的損害

　　　出典 Ａ 日付 Ｂ 参戦
　 兵力 Ｃ 死亡 Ｄ 行方

　 不明 Ｅ 捕虜 Ｆ 傷病 Ｇ 総計

　ソ連軍

1  東京裁判判決 1948.11 9,000以上

2  第二次世界大戦史 1960 9,824

3  ソ連軍事百科事典 1980 18,500

4  東京シンポにおける
　　ワルターノフ報告 1991. 8 3,948 154 94 14,619 18,815

5  クリヴォシェーエフ 1993 69,101 6,831 1,143 15,952 23,926

6  クリヴォシェーエフ改 2001 〃 7,675 2,028 15,952 25,655

　モンゴル軍

7  ワルターノフ報告 1991. 8 165 401 566

8  ガンボルド報告 1994 8,575 237 32 626 895

9  モンゴル戦史研究所 2001 6,500 280 710 990

〔出所〕 　 4 は『ノモンハン・ハルハ河戦爭』（1992）159ページ、 5は『ノモン
ハン事件関連史料集』（防衛研究所、2007）に訳出されている。クリヴォ
シェーエフ『戦爭・軍事行動、武力紛爭中のソ連軍の損害』（ロシア国防
省軍事出版所、1993）。Ｃの 4～ 6は戦死、戦傷死、戦病死の合計。
6はクリヴォシエーエフ編「20世紀の戦爭におけるロシアとソ連─統

計的研究」（モスクワ、2001）。2010年の改定版もあるが、変ったのは独
ソ戦が主で、ノモンハンの統計は2001年版を踏襲している（笠原孝太の
調査による）。
7は 4に同じ。
8は1994年 8 月のウランバートル国際シンポにおけるガンボルド（国

防省）の報告（二木博史『日本モンゴル学会紀要』25号、1994年に掲記）
9は鎌倉英也『ノモンハン隠された戦爭』（2001）210ページ
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闘
の
主
目
標
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
に
お
け
る
係
爭
地
域
の
爭
奪
だ
か
ら
、
そ
れ
を
失
っ
た
日
本
軍
の
敗
北
と
評
す
る
ほ
か
な
い
。
と
く
に

最
激
戦
と
な
っ
た
八
月
下
旬
の
戦
闘
で
力
攻
め
に
徹
し
た
ソ
連
軍
が
、
守
り
に
立
っ
た
日
本
軍
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
損
害
を
出
し

て
も
ふ
し
ぎ
は
な
か
っ
た
。

勝
利
者
と
し
て
の
栄
冠
を
得
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
将
軍
と
し
て
は
、
日
本
軍
を
上
ま
わ
る
損
害
を
公
式
報
告
書
で
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
モ
ス
ク
ワ
の
意
向
を
打
診
し
た
う
え
で
の
操
作
で
は
あ
ろ
う
が
、
日
本
軍
の
兵
力
を
七
・
五
万
、
戦
死
者

を
二
・
二
〜
二
・
三
万
、
死
傷
者
を
五
・
二
〜
五
・
五
万
人
と
実
数
の
二
倍
以
上
に
見
積
っ
た
。

そ
の
反
面
、
自
軍
の
損
害
を
半
分
以
下
に
計
上
し
た
の
も
一
方
的
勝
利
の
イ
メ
ー
ジ
を
仕
立
て
る
算
段
か
と
思
わ
れ
る
が
、
内
訳
に
は

不
自
然
な
部
分
を
残
し
た
。
経
験
則
で
は
死
者
と
傷
者
の
比
率
は
一
対
三
と
さ
れ
て
い
る
が
、
表
4
で
は
一
・
五
倍
前
後
と
な
っ
て
い
る
。

完
勝
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
日
本
軍
の
死
傷
数
を
自
軍
の
五
倍
以
上
と
見
せ
か
け
る
操
作
の
過
程
で
生
じ
た
不
自
然
さ
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
日
露
戦
爭
に
お
け
る
日
本
軍
の
統
計
を
見
る
と
、
対
象
は
人
員
（
動
員
、
死
傷
、
補
充
）
な
ど
、
作
戦
、
情
報
、
兵
站
（
補
給
）、

運
輸
、
通
信
、
兵
器
（
保
有
、
射
耗
、
損
失
、
補
充
等
）、
衛
生
、
軍
馬
、
刑
罰
、
捕
虜
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。
読
者
に
と
っ
て
最

大
の
関
心
事
は
人
員
、
つ
い
で
兵
器
、
兵
站
か
と
思
わ
れ
る
が
、
不
十
分
な
が
ら
こ
れ
ら
の
分
野
を
中
心
に
入
手
で
き
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦

に
お
け
る
日
ソ
両
軍
（
満
州
国
軍
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
ふ
く
む
）
の
統
計
を
次
に
掲
記
し
、
必
要
な
解
說
を
加
え
た
い
。

日
本
軍
の
出
動
兵
力
と
人
的
損
害

表
1
は
「
日
本
軍
の
出
動
兵
力
と
損
害
」
の
総
括
表
で
、
事
件
終
結
直
後
の
新
聞
発
表
や
関
連
の
諸
情
報
の
う
ち
確
度
が
高
い
と
思
わ

れ
る
も
の
を
列
挙
し
た
。
こ
の
う
ち
部
隊
別
の
詳
細
な
統
計
は
1
と
3
だ
け
な
の
で
、
表
2
に
「
第
六
軍
軍
医
部
調
査
表
」（
Ａ
）
と
「
七

一
三
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師
団
戦
記
資
料
」（
Ｂ
）
を
並
べ
て
掲
記
し
た
。

い
ず
れ
も
昭
和
十
四
年
秋
の
調
査
と
推
定
さ
れ
る
が
、
Ａ
は
対
象
時
期
が
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
以
降
と
注
記
さ
れ
、
五
月
の
戦
闘

は
除
か
れ
て
い
る
。
比
較
す
る
と
、
Ｂ
の
ほ
う
が
「
出
動
兵
力
」
で
Ａ
よ
り
約
一
万
七
千
人
、「
戦
死
」
で
一
千
人
近
く
多
い
が
、
Ｂ
に

は
「
生
死
不
明
」
の
項
が
欠
け
、
戦
死
と
の
合
計
で
は
大
差
が
な
い
。
ま
た
Ｂ
は
「
戦
（
平
）
病
」（
二
三
六
三
人
）
を
省
い
た
た
め
も

あ
っ
て
か
、
表
2
Ⅵ
の
総
計
で
は
Ａ
が
約
二
万
人
、
Ｂ
が
約
一
万
八
千
人
と
な
っ
て
い
る
。

Ａ
で
空
欄
と
な
っ
て
い
る
戦
車
隊
、
航
空
隊
等
の
死
傷
者
に
つ
い
て
、
Ｂ
を
参
考
に
秦
が
補
正
し
た
数
字
（
表
1
の
Ｆ
2
）
は

二
〇
、一
五
七
人
で
、
約
二
万
人
と
い
う
概
数
は
動
か
な
い
。
こ
の
う
ち
「
戦
死
・
行
方
不
明
」
の
小
計
は
、
九
一
三
〇
人
を
占
め
る
。

そ
の
他
の
問
題

は
、
表
1
、
表
2
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

表
1
の
4
以
下
に
は
、
今
ま
で
に
登
場
し
た
諸
情
報
の
概
数
を
列
挙
し
て
お
い
た
。
戦
死
数
の
最
大
は
8
の
ハ
イ
ラ
ル
忠
霊
塔
の
合
祀

者
数
だ
が
、「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
と
限
定
し
て
い
る
も
の
の
、
昭
和
十
四
年
度
の
匪
賊
討
伐
に
お
け
る
犠
牲
者
を
加
え
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
結
論
と
し
て
、
日
本
軍
の
損
害
は
約
二
万
人
、
う
ち
戦
死
者
は
約
九
千
人
と
算
定
す
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

表
1
の
内
訳
で
論
議
の
余
地
が
残
る
の
は
、「
生
死
不
明
」
の
項
で
あ
ろ
う
。
停
戦
前
後
に
は
一
九
四
三
人
と
い
う
数
字
も
見
つ
か
る

が
、
屍
体
発
掘
、
捕
虜
交
換
等
で
戦
死
者
の
確
認
が
進
み
、
一
、〇
二
一
人
（
表
1
の
Ｂ
）
ま
た
は
七
二
二
人
（
詳
細
は
表
2
の
注
1
、
2
を

参
照
）
ま
で
減
っ
た
。

大
多
数
は
捕
虜
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
き
た
が
、
二
次
に
わ
た
る
捕
虜
交
換
で
帰
還
し
た
の
は
一
五
九
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
大
量
の
残
留
者
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
臆
測
が
生
れ
た
。
こ
の

に
つ
い
て
は
、
確
実
な
資
料
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
ソ

連
側
情
報
を
後
で
檢
討
し
た
い
。
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次
は
時
期
別
の
人
的
損
害
だ
が
、
特
定
の
局
面
だ
け
を
拾
っ
た
小
沼
メ
モ
の
試
算
を
表
3
に
示
し
た
。
死
傷
者
の
合
計
数
は

一
五
、三
〇
〇
人
で
表
1
の
2
秦
補
正
（
二
〇
、一
五
七
人
）
よ
り
五
千
人
近
く
少
な
い
が
、
お
よ
そ
の
傾
向
を
推
察
で
き
る
。
ソ
連
軍
の

損
害
を
示
す
表
5
ａ
と
5
ｂ
に
比
べ
る
と
、
両
軍
と
も
八
月
下
旬
の
損
害
が
全
期
間
の
五
割
前
後
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
守
勢
に

立
ち
壊
滅
し
た
日
本
軍
よ
り
、
攻
勢
を
か
け
た
ソ
連
軍
の
損
害
が
や
や
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

出
動
（
参
戦
）
兵
力
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
介
在
す
る
。
昭
和
期
の
日
本
陸
軍
は
連
隊
や
大
隊
の
戦
闘
詳
報
に
は
日
々

変
動
す
る
現
員
数
を
掲
記
し
て
い
る
が
、
師
団
、
軍
以
上
の
高
等
司
令
部
の
記
録
で
は
多
数
の
直
属
部
隊
や
独
立
部
隊
は
独
立
中
隊
の
よ

う
な
小
単
位
ま
で
列
挙
す
る
が
、
指
揮
下
の
総
現
員
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
た
形
跡
が
な
い
。
日
々
の
総
現
員
数
は
装
備
・
糧
食
の
補
給

と
い
う
觀

か
ら
考
え
て
も
総
司
令
部
の
最
大
関
心
事
の
は
ず
だ
が
戦
史
叢
書
は
も
と
よ
り
、
上
海
・
南
京
戦
を
指
揮
し
た
松
井
石
根
大

将
の
詳
細
な
日
記
に
も
関
連
の
記
述
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
虐
殺
事
件
で
悪
名
を
は
せ
た
南
京
攻
略
戦
に
加
わ
っ
た
日
本
軍
の
総
兵
力
は
、
現
在
で
も
不
詳
の
ま
ま
で
あ
る
。
ノ
モ
ン

ハ
ン
事
件
も
例
外
で
は
な
い
。
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
は
編
制
に
つ
い
て
は
詳
述
し
て
い
る
が
、
兵
員
数
の
記
載
は
な
い
し
、
小
松
原
第

二
十
三
師
団
長
の
綿
密
な
日
誌
に
も
、
将
校
と
下
士
兵
を
区
分
し
た
戦
死
、
行
方
不
明
、
戦
傷
者
の
数
は
頻
出
す
る
が
、
日
々
の
現
員
数

は
記
事
が
な
く
、
わ
ず
か
に
九
月
一
日
現
在
で
残
兵
二
三
八
五
人
と
い
う
数
字
を
見
か
け
る
に
す
ぎ
な
い
。

ど
う
や
ら
こ
の
時
期
の
日
本
軍
高
級
指
揮
官
や
参
謀
は
、
指
揮
下
部
隊
の
現
員
で
は
な
く
編
制
定
数
と
い
う
「
あ
る
べ
き
姿
と
戦
力
」

を
念
頭
に
作
戦
を
進
め
て
い
た
と
言
え
そ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
に
お
け
る
日
本
軍
の
出
動
兵
力
数
は
い
ず
れ
も
軍
医
部
の
集
計
な
の
で
確
度
に
疑
問
は
残
る
が
、
そ
れ

で
も
表
2
の
Ⅰ
Ａ
（
約
五
万
九
千
）
と
表
2
の
Ⅰ
Ｂ
（
約
七
万
六
千
）
し
か
見
つ
か
ら
ず
、
両
者
に
は
一
万
六
千
余
の
差
が
あ
る
。

一
三
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
〇
）

応
急
派
兵
は
下
令
さ
れ
た
が
、

戦
場
外
で
待
機
す
る
だ
け
に
終
っ

た
り
、
間
接
的
に
参
加
し
た
後
方

部
隊
を
ど
こ
ま
で
カ
ウ
ン
ト
す
る

か
に
起
因
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な

お
停
戦
直
前
に
集
中
し
た
か
、
途

上
に
あ
っ
た
兵
力
は
計
一
〇
万
人

に
近
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

出
動
兵
力
数
を
取
り
あ
げ
る
さ

い
は
、
追
及
者
、
補
充
者
、
配
属

部
隊
の
仕
分
け
が
関
わ
っ
て
く
る
。

し
ば
し
ば
兵
力
の
逐
次
投
入
の
弊

害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

参
戦
部
隊
の
多
く
は
か
な
り
の
留

守
隊
を
残
す
応
急
派
兵
（
実
員
の

七
〜
八
割
が
通
例
）
の
ま
ま
出
動

し
、
損
耗
が
ふ
え
る
と
数
次
に
わ

表 5ａ　時期別のソ連軍の人的損害

時期 Ａ 戦死 Ｂ 戦傷死 Ｃ 行方不明 Ｄ 戦傷 Ｅ 総計

1939年 5 月 138 198

　　　 6月 42 55

　　　 7月 1,242 4,998

　　　 8月 1,855 9,350

全期間 3,946 667 154 14,601 18,815

〔出所〕　前掲ワルターノフ報告（典拠は第 1集団軍マジン衛生部長調査）

　注⑴　捕虜94人がＣの行方不明に含まれている可能性がある。

⑵　戦闘参加人員については1.2万（ 7月 3日）、5.2万（ 8月20日）、延6.9

万（クリヴォシェーエフ）という数字がある。

表 5ｂ　局面別のソ連軍の人的損害

時期 Ａ 戦死 Ｂ 行方不明 C 戦傷 計（Ａ～Ｃ）

ａ 5 月28日～30日
ソ 138

モ　33
198 336

ｂ 7 月 3 日～12日 2,103 328 522 2,953

ｃ 8 月20日～31日 1,570 131 7,583 9,284

出所：ａはコロミーエツ『ノモンハン戦車戦』（2002）、43ページ

　　　ｂは鎌倉英也『ノモンハン隠された戦爭』（2001）、177ページ

　　　ｃはジューコフ報告書、634ページ

一
四
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た
り
追
及
者
、
補
充
者
を
送
り
こ
ん
だ
。

第
二
十
三
師
団
の
例
を
見
る
と
、
十
四
年
六
月
末
の
編
制
定
員
は
一
一
八
三
五
人
、
現
員
は
一
三
一
六
三
人
（
別
に
馬
が
二
六
〇
二
頭
）

だ
が
、
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
六
月
二
十
日
に
応
急
派
兵
が
下
令
さ
れ
、
九
八
〇
二
人
が
出
動
し
て
い
る
（
1
）

。
そ
の
後
の
追
及
、
補
充

の
実
態
を
示
す
記
録
は
乏
し
い
が
、
停
戦
時
ま
で
の
累
計
出
動
者
は
、
表
2
の
Ⅰ
Ａ
で
一
五
一
四
〇
人
と
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
（
小
松

原
日
記
に
は
師
団
軍
医
部
の
集
計
と
し
て
一
五
、九
七
五
人
の
数
字
も
掲
記
）。

補
充
者
数
で
は
戦
闘
継
続
中
（
八
月
末
ま
で
）
か
休
止
中
か
に
分
け
て
檢
討
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
正
確
な
記
録
は
つ
か

め
な
い
。
小
沼
中
佐
の
メ
モ
に
は
停
戦
の
日
（
9
月
15
日
）
ま
で
に
第
二
十
三
師
団
が
九
二
〇
六
人
、
第
七
師
団
が
五
六
五
二
人
、
全
体

で
一
五
二
四
四
人
（
う
ち
内
地
よ
り
一
一
一
一
七
人
）
と
の
集
計
が
あ
る
。
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
損
耗
を
、
ほ
ぼ
埋
め
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

日
本
軍
と
と
も
に
戦
っ
た
満
州
国
軍
の
戦
歴
は
蘭
星
会
編
『
満
州
国
軍
』（
一
九
七
〇
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
に

つ
い
て
は
「
動
員
兵
力
一
万
八
千
」、「
国
軍
の
死
傷
は
明
ら
か
で
は
な
い
」（
五
七
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
断
片
的
情
報
を
見
か
け
る
程
度
に

す
ぎ
な
い
。
実
際
に
参
戦
し
た
興
安
支
隊
、
石
蘭
支
隊
、
鈴
木
支
隊
の
兵
力
規
模
は
、
各
一
千
〜
三
千
人
、
合
計
で
七
千
〜
八
千
人
と
推

定
さ
れ
る
。
損
耗
は
、
さ
ら
に
不
分
明
で
、
ハ
イ
ラ
ル
忠
霊
塔
の
合
祀
者
二
〇
二
人
の
ほ
か
に
戦
傷
五
二
三
人
と
い
う
軍
医
部
情
報
か
ら

死
傷
の
合
計
を
一
千
人
弱
と
推
定
し
て
、
大
き
な
誤
ま
り
は
あ
る
ま
い
。

ソ
連
軍
の
出
動
兵
力
と
人
的
損
害

表
4
が
示
す
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
加
え
た
ソ
連
軍
の
参
戦
兵
力
は
七
万
人
前
後
で
、
日
本
軍
と
さ
ほ
ど
変
ら
な
い
規
模
で
あ
る
。

違
い
を
探
せ
ば
日
本
軍
が
八
月
下
旬
ま
で
一
個
師
団
（
第
二
十
三
師
団
）
強
、
配
属
部
隊
や
補
充
を
入
れ
て
も
一
万
数
千
を
逐
次
投
入
し

一
四
一
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て
い
た
の
に
対
し
、
ソ
連
軍
は
六
月
上
旬
の
段
階
で
設
定
し
た
三
個
師
団
基
幹
の
投
入
を
進
め
、
圧
倒
的
優
勢
を
確
保
し
て
か
ら
八
月
攻

勢
を
発
動
し
た
。

こ
の
間
に
兵
力
は
一
・
二
万
（
七
月
三
日
）
か
ら
五
・
二
万
（
八
月
二
十
日
）
ま
で
増
大
し
た
。
Ｇ
・
Ｆ
・
ク
リ
ヴ
ォ
シ
ェ
ー
エ
フ
将
軍
は

延
投
入
兵
力
を
六
・
九
万
と
算
定
し
て
い
る
。
日
本
軍
の
延
投
入
兵
力
も
ほ
ぼ
同
数
の
六
〜
七
万
だ
が
、
半
数
近
く
は
戦
場
後
方
で
待
機

し
た
だ
け
の
「
遊
兵
」
に
終
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

小
沼
中
佐
が
算
定
し
た
八
月
下
旬
に
お
け
る
日
本
軍
の
直
接
的
な
参
戦
兵
力
は
二
万
五
千
（
表
3
参
照
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
ソ
連
軍

は
二
倍
の
五
万
二
千
だ
が
、
優
勢
な
砲
兵
や
戦
車
の
援
護
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
軍
を
上
ま
わ
る
人
的
損
害
を
出
し
た
（
表
5
ｂ
参
照
）。

死
傷
あ
わ
せ
て
九
千
を
超
え
て
い
る
が
、
戦
死
だ
け
で
比
べ
る
と
、
五
千
人
前
後
と
推
定
さ
れ
る
日
本
軍
に
対
し
二
千
人
に
届
か
な
い
。

も
っ
と
も
戦
死
と
戦
傷
の
比
率
は
経
験
則
で
は
約
一
対
三
な
の
で
、
一
五
七
〇
人
の
戦
死
は
少
な
す
ぎ
る
。
実
数
を
三
千
〜
四
千
人
と
推

定
し
て
も
む
り
は
な
い
と
考
え
た
い
。

ソ
連
軍
の
死
傷
統
計
が
戦
中
、
戦
後
を
経
て
、
最
近
ま
で
増
加
し
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。
旧
ソ
連
時
代

は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
勝
利
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
た
め
の
意
図
的
操
作
と
見
て
よ
い
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
研
究
者
が
モ
ス
ク
ワ
軍
事

公
文
書
館
の
記
録
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
ぼ
実
態
に
近
い
数
字
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ク
リ
ヴ
ォ
シ
ェ
ー
エ
フ
を
監
修
者
と
す
る
調
査
チ
ー
ム
が
一
九
九
三
年
に
集
計
し
た
人
的
損
耗
計
二
三
、九
二
六
人
と
い
う
数
字
は
、

画
期
的
な
成
果
と
し
て
内
外
の
注
目
を
惹
く
。
二
〇
〇
一
年
の
改
定
作
業
で
、
そ
れ
は
二
五
、六
五
五
人
に
ふ
え
た
（
表
4
の
5
と
6
）
が
、

内
訳
を
見
る
と
ふ
え
た
の
は
戦
死
と
行
方
不
明
で
、
傷
病
者
の
数
字
は
一
九
九
三
年
調
査
と
同
数
で
あ
り
、
疑
問
が
残
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
時

で
は
戦
死
者
は
日
ソ
両
軍
と
も
に
約
一
万
人
、
死
傷
者
数
の
総
計
で
は
日
本
軍
の
約
二
万
に
対
し
、
二
万
五

一
四
二



ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
総
括
（
秦
）

（
一
四
三
）

千
の
ソ
連
軍
は
や
や
多
い
と
結
論
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。

日
ソ
両
軍
の
物
的
損
害

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
に
お
け
る
日
本
軍
の
装
備
・
兵
器
は
、
ソ
連
軍
に
比
し
劣
弱
だ
っ
た
た
め
に
敗
れ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
き

た
感
が
あ
る
が
果
し
て
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
統
計
数
字
で
檢
証
し
て
み
よ
う
。

装
備
・
兵
器
は
多
種
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
重
軽
砲
と
戦
車
・
装
甲
車
に
絞
り
、
射
耗
弾
数
と
あ
わ
せ
觀
察
す
る
。

表
6
の
ａ
〜
ｆ
は
75
ミ
リ
以
上
の
火
砲
の
保
有
数
（
Ｉ
）
と
損
失
数
（
Ⅱ
）
を
示
す
。
日
本
軍
の
保
有
数
は
82
門
で
、
う
ち
63
門
が
失

な
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
20
門
は
八
月
下
旬
に
遺
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
下
で
砲
を
使
用
不
能
と
す
る
た
め
、
自
己
破
壊
し
た
こ
と

を
示
す
。
ソ
連
側
が
捕
獲
と
計
上
し
た
日
本
軍
の
砲
は
、
自
壊
分
を
ふ
く
む
と
思
わ
れ
る
。
Ⅱ
Ａ
の
小
計
63
門
、
Ⅱ
Ｂ
の
68
門
と
Ⅲ
の
62

門
が
ほ
ぼ
同
数
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

表
6
の
軽
砲
（
ｇ
〜
ｋ
）
に
つ
い
て
は
計
122
〜
166
門
の
数
字
し
か
判
明
せ
ず
、
砲
種
別
の
日
本
側
統
計
は
不
十
分
だ
が
、
ソ
軍
統
計
の

捕
獲
数
（
Ⅲ
）
が
参
考
と
な
る
。

な
お
保
有
数
（
Ａ
）
に
つ
い
て
は
、
八
月
下
旬
に
参
戦
し
た
第
七
師
団
や
伊
東
支
隊
（
八
国
の
歩
兵
、
野
砲
各
一
大
隊
基
幹
）
の
野
砲
、
連

隊
砲
な
ど
が
計
上
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
加
え
る
と
Ⅱ
Ｂ
の
234
門
（
損
失
）
を
か
な
り
上
ま
わ
る
は
ず
で
あ
る
。

火
砲
の
性
能
に
つ
い
て
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
川
上
清
康
砲
兵
大
尉
は
「
威
力
性
能
は
（
ソ
軍
火
砲
に
）」
些
か
も
劣
ら
ず
、
と
く
に

15
榴
と
90
野
砲
は
威
力
を
十
分
に
発
揮
し
た
（
2
）

」
と
記
す
。
10
加
は
脚
の
折
損
や
駐
退
機
の
故
障
が
多
い
と
指
摘
し
、
15
加
は
射
程
不
足
で

精
度
も
低
い
と
し
て
廃
止
を
勸
告
し
て
い
た
。

と
く
に
参
戦
者
の
間
で
評
価
さ
れ
て
い
た
の
は
、
90
野
砲
だ
っ
た
。
日
露
戦
爭
期
の
三
八
式
野
砲
（
野
砲
13
の
装
備
）
の
後
継
と
し
て

一
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表 6　日本軍の主要兵器損失

種類
Ⅰ 保有数 Ⅱ 損失 Ⅲ ソ軍の

　 捕獲数 記事
Ａ Ｂ Ａ（自己破懐） Ｂ

ａ 89式15センチ加農砲 6 6 5（4） 5 穆稜重砲連隊

ｂ 96式15センチ榴弾砲 16 16 11（5） 7 野重 1連隊

ｃ 92式10センチ加農砲 16 16 11（1） 8 野重 7連隊

ｄ 改38式75ミリ野砲 24 24
34（10）

31 野砲13連隊

ｅ 38式12センチ榴弾砲 12 12 11 〃

ｆ 90式75ミリ野砲 8 8 2 独立野砲 1連隊

小計（ａ～ｆ） 82 82 63（20） 68 62

ｇ 41式71ミリ山砲 14 26 連隊砲

ｈ 92式70ミリ歩兵砲 22 30 大隊砲

ｉ 94式37ミリ連射砲 62 55

ｊ 迫撃砲 ？ 13

ｋ 88式75ミリ高射砲 24 0

小計（ｇ～ｋ） 122＋ 166 124

ｌ 89式中戦車 36 18
　7

安岡戦車団

ｍ 97式中戦車 4 1 〃

ｎ 95式軽戦車 36 11 〃

ｏ 軽装甲車 19 7 〃

ｐ 重軽機関銃 571 339

〔出所〕 　ⅠＡとⅡＡのａ～ｆは戦史叢書『関東軍〈 1〉』714ページ、ｌ～ｎは玉

田美郎『ノモンハンの真相』151～52ページ、ⅠＢは「満蒙国境事件に於

ける兵器関係資料」の川上大尉報告（防研蔵、満州─ノモンハン─163）、

ⅡＢは昭和14年12月 9 日陸相訪満時の関東軍報告、Ⅲはコロミーエツ

『ノモンハン戦車戦』136ページ。

注⑴　Ⅰｄの保有数は野砲13の固有装備である野砲24門の他に、戦利品の野

砲 7門が追給された。また野重部隊には自衛用の山砲10門が追給された。
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表 7　日本軍の砲弾射耗数

Ⅰ （1939年）

Ａ 砲兵団 Ｂ 砲13連隊 砲13第 4 中隊
（フイ高地） 同左第12中隊

ａ 7 月 1 日～ 4日 1,274

ｂ 7 月23日～25日 13,524 6,964

ｃ 初期～ 8月14日 24,800

ｄ 8 月 5 日（ 1基数） 2,640

ｅ 8 月12日（　〃　） 2,610

ｆ 8 月18日（　〃　） 2,330

ｇ 8 月 3 日～ 24日 2,568

ｈ 8 月21日 1,363

ｉ 8 月13日～ 26日 724

ｊ 全期間 45,747

出所：各部隊の戦闘詳報

　注⑴　Ａは重砲部隊と90野砲

⑵　Ａのｃは前掲川上大尉報告

⑶　Ｂのｊは五味川純平『ノモンハン』下134ページ（典拠不詳）

Ⅱ

部隊 日付 野砲 山砲 歩兵砲 速射砲 重機

ａ 山県支隊 5月27日～30日 230 1,325 243 703 47,000

ｂ 歩71連隊 7月 2日～ 6日 230 200 17,339

ｃ 歩72連隊 6月25日～ 7月 4日 400 125 1,014

ｄ 独立野砲
　 1連隊 7月23日～25日 4,674

ｅ 同上 8月 1日 110

ｄ 第 8 国境守備隊
　Ⅰ大隊 8月 5日～28日 813 1,468 122,507

ｅ 野砲 7連隊Ⅰ大隊 8月23日～29日 2,862

ｆ 林速射砲中隊 7月 3日～ 8月27日 2,067

ｇ 柴原速射砲中隊 7月 3日～23日 346

出所：各部隊の戦闘詳報等

　注⑴　ｆは戦車83両撃破、喪失 5門。ｇは戦車40両撃破、喪失 6門と記録。
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皇
紀
二
五
九
〇
年
（
昭
和
五
年
）
に
制
式
化
さ
れ
た
75
ミ
リ
砲
で
新
鋭
兵
器
と
は
言
え
な
い
が
、
初
速
が
大
、
精
度
が
良
く
、
射
程
も
15

榴
を
し
の
ぐ
一
万
四
千
メ
ー
ト
ル
に
及
ん
だ
。
支
那
事
変
突
入
後
に
導
入
さ
れ
た
改
良
型
機
動
90
野
砲
は
、
パ
ン
ク
レ
ス
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
の

牽
引
式
と
な
り
、
時
速
18
ｋ
ｍ
の
高
速
で
移
動
で
き
た
。

そ
の
た
め
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
よ
う
な
草
原
で
は
機
動
力
を
生
か
し
、
ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
重
要
正
面
を
転
々
し
つ
つ
健
闘
し
た
。
陣
地
変
換
、

射
方
向
転
換
が
容
易
だ
っ
た
た
め
、
2
門
を
失
っ
た
だ
け
で
最
後
ま
で
戦
列
を
去
ら
な
か
っ
た
が
、
一
個
中
隊
を
華
北
に
派
遣
し
て
い
た

た
め
二
個
中
隊
分
の
八
門
し
か
投
入
で
き
な
か
っ
た
。
90
野
砲
を
野
砲
の
主
力
と
し
て
い
れ
ば
、
局
面
は
変
っ
た
ろ
う
と
残
念
が
る
声
も

あ
る
が
、
数
的
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
独
立
野
砲
兵
第
1
連
隊
の
戦
闘
詳
報
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
判
断
は
む
つ
か
し
い
。

対
戦
車
攻
撃
に
は
、
90
野
砲
、
38
野
砲
、
歩
兵
砲
（
41
山
砲
）
も
有
効
だ
っ
た
が
、
切
り
札
と
さ
れ
た
37
ミ
リ
速
射
砲
は
、
コ
ロ
ミ
ー

エ
ツ
は
「
最
優
秀
の
砲
、
徹
甲
弾
は
中
距
離
（
一
〇
〇
〇
ｍ
）
で
わ
が
戦
車
の
装
甲
を
貫
い
た
。
軽
量
で
所
在
を
見
つ
け
に
く
い
（
3
）

」
と
激

賞
し
た
。
し
か
し
川
上
大
尉
は
、
戦
闘
後
半
に
な
る
と
、
ソ
軍
戦
車
は
わ
が
速
射
砲
の
有
効
射
程
外
で
エ
ン
ジ
ン
を
切
り
停
止
射
撃
に
移

る
対
抗
策
を
講
じ
た
の
で
、
返
り
討
ち
に
会
う
機
会
が
ふ
え
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。

火
砲
の
性
能
に
大
差
が
な
い
と
す
れ
ば
、
勝
負
は
砲
数
と
弾
薬
量
で
決
つ
て
く
る
。
口
径
10
セ
ン
チ
以
上
の
重
砲
で
比
較
す
る
（
表
6

と
表
8
）
と
、
砲
数
で
は
50
門
（
日
）
対
156
門
（
ソ
）
で
約
1
対
3
、
10
セ
ン
チ
以
下
の
軽
砲
を
加
え
る
と
277
門
（
日
）
対
546
門
（
ソ
）
で

1
対
2
と
な
る
。
格
差
は
意
外
に
小
さ
い
と
も
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
弾
薬
量
を
射
耗
数
に
よ
り
觀
察
し
て
み
る
が
、
日
本
軍
の
公
式
統
計
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
断
片
的
な
記
録
（
表
7
）
で
推

察
す
る
し
か
な
い
。
手
が
か
り
に
な
る
の
は
七
月
二
十
三－

二
十
五
日
の
砲
兵
戦
記
録
で
、
野
重
三
個
連
隊
、
野
砲
13
連
隊
、
90
野
砲
の

連
隊
が
準
備
し
た
二
九
三
〇
〇
発
（
五
基
数
）
に
対
し
、
実
際
の
射
耗
は
二
〇
四
八
八
発
だ
っ
た
。
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残
る
約
九
千
発
は
そ
の
後
の
戦

闘
で
撃
ち
つ
く
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

が
、
後
方
か
ら
の
追
加
補
給
が
見

込
薄
の
た
め
極
端
な
節
約
を
強
い

ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
小
松
原
日
記

の
「
七
月
二
十
八
日
以
降
は
日
々

砲
兵
弾
薬
の
使
用
基
数
は
15
榴
は

0
・
0
6
基
数
、
九
〇
野
砲
は

0
・
0
5
基
数
、
そ
の
他
の
砲
は

0
・
15
基
数
」
と
の
記
事
か
ら
見

当
が
つ
く
。

0
・
15
基
数
は
一
日
一
門
に
つ

き
野
砲
が
十
五
発
、
重
砲
は
九
発

に
す
ぎ
ず
、
節
約
し
て
貯
め
た
砲

弾
を
八
月
五
日
、
十
二
日
、
十
八

日
に
一
基
数
撃
っ
た
記
録
も
あ
る

（
表
7
参
照
）。

表 8　ソ連軍の主要兵器損失

出典

 種類

ジューコフ コロミーエツ

Ａ 保有 Ｂ 損失 Ａ 保有 Ｂ 損失（うち全損）

ａ 152ミリ榴弾砲 36 6

130

6

ｂ 122ミリ榴弾砲 84 26 31（5）

ｃ 107ミリ砲 36 4 4

小計（ａ～ｃ） 156 36 41（5）

ｄ 76ミリ野砲 52 11 11（2）

ｅ 76ミリ連隊砲 7 162 14（7）

ｆ 82ミリ迫撃砲 8（8）

ｇ 45ミリ対戦車砲 12 180 20（8）

ｈ 76ミリ高射砲 87 53（25）

小計（ｄ～ｇ） 28 53（25）

ｉ 機関銃 242 2,489（346）

ｊ ＢＴ‒ 7 戦車

438

59

ｋ ＢＴ‒ 5 戦車 157

ｌ 軽戦車 25

ｍ 化学戦車 12

ｎ 装甲車 385 133

小計（ｊ～ｎ） 386

ｏ　トラック類 5,854 667（139）

注⑴　ジューコフ報告書、641－42ページ

　⑵　コロミーエツ『ノモンハン戦車戦』101、125ページ
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ソ
軍
の
八
月
攻
勢
で
砲
弾
の
補
給
は
至
難
と
な
り
、
野
砲
13
連
隊
は
八
月
二
十
三
日
に
「
使
用
弾
薬
の
標
準
は
一
日
0
・
5
基
数
と
す
（
4
）

」

（
作
命
20
号
）
と
制
限
し
た
。
そ
れ
で
も
、
少
な
い
残
弾
を
直
接
照
準
で
ソ
軍
戦
車
に
撃
ち
か
け
た
が
、
第
12
中
隊
は
二
十
六
日
に
残
弾
22

発
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
火
砲
2
門
を
破
壊
さ
れ
、
戦
闘
力
を
失
な
う
。

こ
の
よ
う
な
事
情
で
全
期
間
に
わ
た
る
日
本
軍
の
射
耗
数
を
算
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
川
上
大
尉
の
報
告
書
に
、
概
数
だ
ろ
う
が
野

戦
重
砲
の
一
門
当
り
四
〇
〇
発
、
九
〇
野
砲
の
一
二
〇
〇
発
と
あ
る
「
発
射
弾
数
」
か
ら
推
計
す
る
と
計
約
二
万
発
、
野
砲
13
の
約
四
万

六
千
発
（
表
7
Ｉ
の
ｊ
）
を
加
え
る
と
、
総
計
六
万
六
千
発
と
い
う
規
模
が
浮
か
び
あ
が
る
。

こ
れ
を
相
当
す
る
ソ
連
軍
の
射
耗
四
三
万
発
（
表
9
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
に
比
べ
る
と
、
一
（
日
）
対
六
・
五
（
ソ
）
の
比
率
と
な
る
。
時
期
を

ピ
ー
ク
時
の
八
月
下
旬
に
絞
る
と
、
格
差
は
一
対
一
〇
を
超
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

川
上
報
告
が
ソ
連
軍
の
火
砲
に
つ
い
て
関
心
を
向
け
た
の
は
「
陣
地
変
換
を
頻
繁
に
実
施
す
る
、
射
撃
す
る
と
直
ち
に
後
退
す
る
が
如

し
」
と
記
し
た
よ
う
な
運
用
上
の
工
夫
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
は
、
ハ
ル
ハ
西
岸
に
布
陣
し
た

重
砲
群
は
射
程
限
界
（
14
〜
18
ｋ
ｍ
）
か
ら
砲
撃
し
、
し
か
も
機
動
力
を
重
視
し
た
の
に
対
し
、
日
本
の
砲
兵
は
「
射
撃
陣
地
の
変
更
を

好
ま
ず
、
機
動
性
に
全
く
欠
け
て
い
た
（
5
）

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
主
要
兵
器
で
あ
る
戦
車
・
装
甲
車
は
七
月
上
旬
、
安
岡
戦
車
団
の
戦
闘
に
参
加
し
た
主
力
戦
車
の
八
九
式
中
戦
車
は
、

歩
兵
の
直
協
を
欠
い
た
ま
ま
ソ
軍
の
戦
車
・
装
甲
車
・
対
戦
車
砲
の
チ
ー
ム
に
反
撃
さ
れ
て
軽
戦
車
を
ふ
く
め
五
割
近
い
約
三
〇
両
を
失

な
い
、
関
東
軍
は
あ
わ
て
て
後
方
へ
転
進
さ
せ
た
。
支
那
事
変
で
戦
車
を
持
た
ぬ
中
国
軍
に
圧
倒
的
威
力
を
発
揮
し
た
油
断
と
指
摘
す
る

見
方
も
あ
る
が
、
陸
軍
と
し
て
は
初
体
験
に
な
る
戦
車
同
士
の
対
決
で
、
敗
北
を
喫
し
た
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
の
後
、
自
信
を
失
っ
た
関
東
軍
は
戦
車
団
の
投
入
を
た
め
ら
い
、
八
月
攻
勢
の
危
機
段
階
で
も
日
本
軍
は
戦
車
な
し
で
苦
闘
す
る
し
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か
な
か
っ
た
。
兵
士
た
ち
は
中
国
軍
と
同
じ
悲
哀
を
味
わ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ュ
ー
コ
フ
将
軍
は
日
本
軍
の
戦
車
を
「
老
朽
で
装
備
も
悪
く
、
行
動
半
径
も
小
さ
い
」、「
技
術
的
に
未
熟
（
6
）

」
と
酷
評
し
た
が
、
ソ
連

軍
の
戦
車
も
技
術
的
、
運
用
上
の
難

が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

七
月
三
日
の
バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
戦
で
歩
兵
の
支
援
を
欠
い
た
こ
と
も
あ
り
、
日
本
軍
の
速
射
砲
と
火
炎
び
ん
攻
撃
で
Ｂ
Ｔ
戦
車
と
Ｂ
Ａ

装
甲
車
が
次
々
に
炎
上
し
た
。
四
か
月
後
に
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
中
央
へ
提
出
し
た
報
告
書
に
は
参
戦
兵
力
（
戦
車
一
八
二
両
、
装
甲
車
一
五
四

両
）
と
個
人
の
武
勇
談
は
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
に
、
モ
ス
ク
ワ
の
要
請
か
ら
か
損
失
数
に
は
触
れ
て
い
な
い
（
7
）

。

そ
れ
は
戦
車
と
装
甲
車
の
損
害
が
か
な
り
深
刻
な
衝
撃
で
、
軍
内
部
に
も
秘
し
て
お
き
た
い
事
項
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ジ
ュ
ー
コ
フ
の
責
任
が
問
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
彼
は
二
度
と
同
じ
失
敗
を
く
り
返
さ
な
い
よ
う
応
急
の
対
策
も
講
じ
た
。

炎
天
下
の
高
速
進
撃
は
過
熱
と
被
弾
に
よ
る
引
火
を
招
く
の
で
ス
ピ
ー
ド
を
落
し
、
エ
ン
ジ
ン
部
を
掩
う
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
取
り
つ
け
、
速

射
砲
の
有
効
射
程
外
か
ら
戦
車
砲
を
撃
つ
よ
う
に
指
示
し
た
。
八
月
攻
勢
時
に
は
少
数
だ
が
、
不
燃
性
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
を
装
備

し
た
Ｂ
Ｔ
7
Ｍ
Ｖ
2
型
を
投
入
す
る
。

一
方
、
損
傷
し
た
戦
車
を
牽
引
し
て
回
収
す
る
専
用
の
戦
車
と
ト
ラ
ク
タ
ー
を
準
備
し
、
全
損
を
減
ら
す
努
力
も
払
っ
た
。
コ
ロ
ミ
ー

エ
ツ
に
よ
る
と
八
月
攻
勢
の
十
日
間
に
、
第
6
、
11
両
戦
車
旅
団
の
三
一
七
両
の
う
ち
損
害
は
全
焼
四
四
両
で
、
撃
破
一
五
九
両
の
う
ち

八
六
両
は
回
収
し
修
復
し
た
と
さ
れ
る
（
8
）

。

そ
れ
で
も
、
ソ
連
軍
戦
車
の
損
耗
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
全
期
間
を
通
じ
た
損
失
は
、
表
8
が
示
す
よ
う
に
保
有
量
の
七
割
近

い
二
五
三
両
以
上
に
達
し
て
い
る
。
バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
戦
の
損
失
（
七
七
両
）
の
三
倍
以
上
で
、
戦
車
を
勝
利
の
た
め
に
す
り
つ
ぶ
す
の

を
い
と
わ
ぬ
消
耗
品
と
ソ
連
軍
が
割
り
切
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

一
四
九
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表 9　ソ連軍の砲弾射耗数

（1939年）

月

 砲種
Ａ 6 月 Ｂ 7 月 Ｃ 8 月 Ｄ うち

8月20日～30日
計

（Ａ～Ｃ）

ａ 152ミリ砲 468 6,593 18,799 12,464

ｂ 122ミリ砲 6,244 22,293 66,827 47,866

ｃ 107ミリ砲 ─ 2,869 16,528 10,055

ｄ 76ミリ野砲 7,565 34,399 104,338 72,565

ｅ 76ミリ連隊砲 2,576 34,486 61,031 40,045

ｆ 82ミリ迫撃砲 2,452 5,861 38,286 27,313

小計（ａ～ｆ） 19,905 106,501 305,809 210,328 432,515

ｆ 45ミリ対戦車砲 3,781 63,726 201,402 172,544

ｇ 76ミリ高射砲 2,842 6,553 16,979 10,636

出所：ジューコフ報告書、643ページ

表10　ノモンハン戦の創種別統計（全期間）

（単位：人）

創種 日本軍 ソ連軍 日露戦爭の
日本軍

支那事変の
日本軍

Ａ 入院患者 Ｂ 戦死体 Ｃ 死傷者 Ｄ 負傷者 Ｅ 死傷者

総数 11,479 1,797 15,251 152,906 331,464

1  砲創（％） 53.0 51.2 48.4 19.4 18.4

2  銃創 35.9 37.3 44.2 73.5 65.0

3  手榴弾創 4.2 3.7
2.6 10.1

4  爆傷 1.0 7.3

5  爆弾創 1.7 0.7 6.5

6  火傷 0.4 1.1

7  白兵創 0.4 0.5 0.9 4.5 0.6

〔出所〕　Ａは『関東軍〈 1〉』712ページ、Ｂは小松原日記（昭和14年10月31日）、

Ｃはクリヴォシェーエフ、Ｄは大江志乃夫『日露戦爭の軍事的研究』166

ページ、Ｅは陸自衛生学校『大東亜戦爭陸軍衛生史』第 1巻（1971）、604

ページ
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つ
い
で
に
補
給
任
務
に
従
事
し
た
車
両
（
ト
ラ
ッ
ク
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
燃
料
タ
ン
ク
車
な
ど
）
の
動
員
数
を
比
較
し
て
お
き
た
い
。
ソ
連
軍

の
主
補
給
線
は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
端
末
で
あ
る
ボ
ル
ジ
ア
（
と
支
線
端
末
の
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
ス
ク
）
│
バ
イ
ン
ト
ゥ
メ
ン
（
二
五
〇
ｋ
ｍ
）
│

タ
ム
ス
ク
（
二
六
〇
ｋ
ｍ
）
│
ハ
ル
ハ
河
の
前
線
（
一
三
〇
ｋ
ｍ
）
に
達
す
る
全
長
約
七
〇
〇
ｋ
ｍ
の
無
舗
装
道
路
で
あ
っ
た
。

日
本
軍
の
鉄
道
端
末
で
あ
る
ハ
イ
ラ
ル
か
ら
ノ
モ
ン
ハ
ン
前
線
ま
で
二
日
で
一
往
復
で
き
る
一
六
〇
ｋ
ｍ
に
比
す
と
三
倍
以
上
の
距
離

が
あ
り
一
往
復
に
五
日
か
か
っ
た
の
で
、
ソ
連
軍
の
シ
ュ
テ
ル
ン
将
軍
が
「
計
り
知
れ
ぬ
困
難
（
9
）

」
と
強
調
し
た
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
し
か

も
肉
を
除
き
、
現
地
調
達
の
可
能
な
物
資
は
皆
無
で
、
炊
事
用
の
マ
キ
ま
で
七
〇
〇
ｋ
ｍ
か
け
て
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
八

月
攻
勢
を
見
す
え
た
将
軍
は
「
お
祭
り
に
向
け
て
す
べ
て
の
肴
を
テ
ー
ブ
ル
に
並
べ
ら
れ
る
よ
う
に
全
力
回
転
し
た
（
10
）

」
と
誇
っ
て
い
る
。

所
要
の
ト
ラ
ッ
ク
類
は
ジ
ュ
ー
コ
フ
軍
団
と
ザ
バ
イ
カ
ル
軍
管
区
で
も
足
ら
ず
、
中
央
か
ら
増
援
さ
れ
た
一
六
二
五
両
を
ふ
く
め

五
八
五
四
両
を
か
き
集
め
た
。
そ
し
て
八
月
一
日
の
時

で
砲
兵
弾
薬
六
〇
〇
ト
ン
、
航
空
弾
薬
二
二
〇
ト
ン
、
燃
料
二
二
〇
ト
ン
、
食

料
一
三
二
ト
ン
、
マ
キ
二
四
〇
ト
ン
な
ど
計
一
九
五
〇
ト
ン
の
補
給
日
量
を
確
保
し
た
が
、
地
上
部
隊
の
一
部
は
徒
歩
行
軍
を
強
い
ら
（
11
）

れ

た
。一

方
、
日
本
軍
は
作
戦
要
務
令
で
ト
ラ
ッ
ク
の
一
日
行
程
を
一
〇
〇
ｋ
ｍ
と
規
定
し
て
い
た
先
入
感
も
あ
り
、
第
二
十
三
師
団
後
方
参

謀
の
伊
藤
昇
大
尉
は
、
ハ
ル
ハ
渡
河
戦
直
前
の
七
月
一
日
に
田
坂
自
動
車
隊
指
揮
官
（
自
動
車
四
連
隊
長
）
へ
、「（
わ
が
軍
は
）
後
方
で
勝

て
る
。
敵
は
、
六
〇
〇
ｋ
ｍ
、
我
は
一
六
〇
ｋ
ｍ
だ
か
ら
（
12
）

」
と
楽
觀
的
見
通
し
を
伝
え
て
い
た
。
そ
の
せ
い
か
、
関
東
軍
は
自
動
車
の
動

員
で
も
逐
次
投
入
の
失
敗
を
く
り
返
す
。

七
月
上
旬
は
約
六
〇
〇
両
、
同
下
旬
に
や
っ
と
一
〇
〇
〇
両
に
達
し
た
が
、
シ
ボ
レ
ー
、
フ
ォ
ー
ド
の
輸
入
車
に
比
し
、
い
す
ず
や

ニ
ッ
サ
ン
の
ト
ラ
ッ
ク
は
故
障
が
多
く
可
動
率
は
七
五
％
を
下
ま
わ
っ
た
ら
し
い
（
13
）

。

一
五
一
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自
動
車
一
連
隊
中
隊
長
の
岩
坪
博
秀
大
尉
は
ソ
連
軍
の
八
月
攻
勢
が
開
始
さ
れ
た
時

で
関
東
軍
自
動
車
隊
は
、
満
鉄
の
徴
用
車
や
中

国
戦
場
か
ら
の
転
用
を
ふ
く
め
約
二
千
両
に
達
し
、
日
量
一
五
〇
〇
ト
ン
を
前
線
に
輸
送
し
て
い
た
と
回
想
す
る
（
14
）

。
ソ
連
軍
の
一
九
五
〇

ト
ン
と
大
差
は
な
い
。

九
月
に
入
り
準
備
さ
れ
た
第
六
軍
の
反
撃
で
は
三
千
両
を
集
め
、
十
二
日
ま
で
に
弾
薬
一
〇
基
数
、
糧
食
一
〇
日
分
を
集
積
し
た
が
発

動
に
至
ら
ず
、
十
五
日
に
停
戦
を
迎
え
た
（
15
）

。

創
種
別
統
計

最
後
に
表
10
に
示
し
た
参
戦
兵
士
た
ち
の
死
亡
と
負
傷
の
原
因
と
な
っ
た
「
創
種
別
統
計
」
か
ら
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
性
格
を
觀
察
し

て
み
た
い
。

こ
の
種
の
統
計
は
日
露
戦
爭
、
第
一
次
大
戦
の
頃
か
ら
調
査
さ
れ
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
で
も
日
ソ
両
軍
の
デ
ー
タ
が
残
っ
て
い
る
。
日
本

軍
の
場
合
は
調
査
対
象
が
入
院
患
者
と
戦
死
体
の
二
種
が
あ
る
。
前
者
が
一
万
一
千
余
人
に
対
し
、
後
者
は
約
千
八
百
人
で
全
戦
死
者
の

約
二
割
に
す
ぎ
な
い
が
、
内
容
で
は
あ
ま
り
差
違
が
な
い
。

順
位
も
第
1
位
の
砲
創
、
2
位
の
銃
創
を
足
し
あ
わ
せ
る
と
Ａ
、
Ｂ
の
い
ず
れ
も
九
割
近
く
に
達
す
る
。
第
3
位
は
戦
傷
者
が
手
榴
弾

創
、
死
者
は
爆
創
（
飛
行
機
の
爆
弾
、
地
雷
等
の
爆
発
物
）
だ
が
、
砲
創
と
爆
創
の
計
が
ほ
ぼ
同
数
な
の
で
、
死
者
の
場
合
に
砲
創
と
爆
創

は
区
別
し
に
く
い

が
影
響
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

銃
劍
が
主
体
の
白
兵
創
（
0.4
〜
0.5
％
、
戦
傷
者
の
実
数
は
45
人
、
戦
死
者
は
9
人
）
は
、
日
露
戦
爭
時
の
4.5
％
と
比
べ
て
格
段
に
少
な
い
の

が
明
瞭
で
あ
る
。
戦
記
を
探
し
て
も
、
銃
劍
同
士
で
戦
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
見
か
け
な
い
。

一
五
二
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注（
1
） 

「
昭
和
14
年
満
受
大
日
記
」
第
15
号
│
一
〇
〇
の
「
人
馬
現
員
表
」

（
2
） 
川
上
砲
兵
大
尉
「
満
蒙
国
境
事
変
に
お
け
る
関
係
資
料
其
七
」（
防
衛
研
究
所
、
満
州
│
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
一
六
三
）

（
3
） 
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
車
戦
』（
大
日
本
絵
画
、
二
〇
〇
五
）
一
四
六
ペ
ー
ジ

（
4
） 

福
永
薫
祐
大
尉
（
野
砲
13
連
隊
副
官
）
手
記
（
防
衛
研
究
所
、
満
州
│
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
二
三
三
）

（
5
） 

ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
、
六
四
一
ペ
ー
ジ

（
6
） 

『
ジ
ュ
ー
コ
フ
元
帥
回
想
録
』
一
三
二
ペ
ー
ジ

（
7
）  

現
在
で
も
正
確
な
統
計
は
不
明
。
鎌
倉
英
也
は
、
ロ
シ
ア
軍
事
史
公
文
書
館
で
七
月
三
日
か
ら
十
二
日
ま
で
に
、
焼
失
が
戦
車
五
一
両
、
装
甲

車
六
〇
両
、
部
分
損
傷
が
戦
車
七
四
両
、
装
甲
車
七
両
の
記
録
を
発
見
し
て
い
る
（
鎌
倉
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
隠
さ
れ
た
戦
爭
』
一
七
七
ペ
ー
ジ
）。

七
月
三
日
だ
け
に
限
っ
た
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
の
不
完
全
な
数
字
は
、
戦
車
八
〇
両
、
装
甲
車
四
五
両
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、

七
七
│
七
八
ペ
ー
ジ
）。

（
8
） 

前
掲
コ
ロ
ミ
ー
エ
ツ
、
一
二
一
ペ
ー
ジ

（
9
） 

シ
ュ
テ
ル
ン
報
告
書
、
六
〇
三
ペ
ー
ジ

（
10
） 

同
右
、
六
一
〇
ペ
ー
ジ

（
11
） 

ジ
ュ
ー
コ
フ
報
告
書
、
六
七
八
ペ
ー
ジ

（
12
） 

田
坂
専
一
「
関
東
軍
自
動
車
第
4
連
隊
の
行
動
」（
防
研
所
蔵
、
満
州
│
ノ
モ
ン
ハ
ン
│
一
四
六
）

（
13
）　
『
自
動
車
第
一
連
隊
史
』（
一
九
八
二
）
二
三
二
ペ
ー
ジ

（
14
）　

同
右

（
15
）　

島
貫
武
治
「
作
戦
用
兵
上
よ
り
觀
た
る
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
教
訓
」（
防
研
蔵
、
一
九
三
九
年
九
月
二
日
）

一
五
三





行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
岩
井
）

（
一
五
五
）

行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

│P
ublic R

elations

効
果
を
中
心
に

│

岩　
　

井　
　

義　
　

和

は
じ
め
に

現
在
、
国
内
外
情
勢
が
著
し
く
変
動
す
る
状
況
下
で
、
地
域
行
政
に
お
け
る
各
種
相
談
業
務
、
及
び
そ
の
窓
口
の
多
様
化
、
行
政
機
関

の
情
報
化
の
進
展
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
機
能
の
強
化
な
ど
行
政
相
談
を
め
ぐ
る
状
況
や
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
特
に
そ
う
し

た
変
化
の
中
、
行
政
機
関
は
電
子
化
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
）
を
進
め
、
行
政
相
談
に
し
て
も
電
子
メ
ー
ル
で
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
と
し
（
総
務
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
二
四
時
間
受
付
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
系
の
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
上
に
そ
の
簡
便

さ
を
充
実
さ
せ
、
さ
ら
な
る
窓
口
を
開
い
た
。

一
五
五
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そ
う
し
た
中
、
国
の
行
政
相
談
制
度
は
、
行
政
広
報
・
広
聴
の
側
面
か
ら
、
国
民
か
ら
広
く
気
軽
に
行
政
施
策
、
運
営
に
つ
い
て
の
意

見
要
望
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
国
民
の
行
政
参
加
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
か
ら
、
広
聴
活
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
広
聴
機
能
、
さ
ら

に
、
個
別
案
件
に
即
し
た
説
明
教
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
行
政
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
、
一
種
の
広
報
機
能
を
有
す
る

と
さ
れ
て
き
た
（
1
）

。
こ
れ
は
、
行
政
が
行
政
相
談
制
度
に
よ
っ
て
、
国
民
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
機
能
以
外
に
も
、
国
民
と
行
政

と
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
出
す
機
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
行
政
機
関
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
で
あ
る

が
、
そ
の
主
た
る
目
的
と
し
て
経
費
削
減
・
効
率
化
と
い
う
考
え
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
う
し
た
傾
向
の
中
で
、
行
政
相
談
と
の
関
連
、
あ

る
い
は
国
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
2
）

。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ

る
、
行
政
相
談
の
広
報
活
動
に
関
す
る
議
論
で
は
、
今
ま
で
行
わ
れ
た
行
政
相
談
の
広
報
活
動
の
周
知
度
に
関
す
る
調
査
の
結
論
と
し
て
、

周
知
度
が
低
く
、
そ
の
つ
ど
広
報
活
動
を
担
う
者
、
あ
る
い
は
行
政
相
談
を
担
う
者
は
、
周
知
度
が
向
上
す
る
努
力
を
常
に
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
き
た
（
3
）

。
そ
う
し
た
意
味
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
取
り
組
み
は
、
行
政
相
談
の
周
知
度
及
び
相
談
受
付
の
簡
便
さ
に
よ

る
相
談
量
の
側
面
で
の
議
論
に
対
す
る
方
策
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
議
論
に
変
わ
り
、
現
在
で
は
「
行
政
相
談
委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
（
4
）

」
と
い
う
よ
う
に
、
行
政
相
談
の
質
の
側
面
へ
の
議
論
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
5
）

。

○
「
平
成
二
二
年
度
行
政
評
価
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
等
を
踏
ま
え
、
国
民
の
声
・
ニ
ー
ズ
の
把
握
を
重
視
し
、
行
政
の
制
度
・
運
営
の
改

革
・
改
善
に
つ
な
げ
る
行
政
相
談
活
動
を
展
開
す
る
た
め
の
、
当
面
の
具
体
的
な
活
動
方
針
を
ま
と
め
た
も
の
。

○
こ
の
た
め
、
①
「
国
民
の
視
点
」
か
ら
の
改
革
・
改
善
活
動
、
②
「
連
携
・
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
拡
充
・
強
化
す
る
活
動
、

一
五
六
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③
行
政
相
談
委
員
の
「
自
主
的
な
取
組
」
の
支
援
活
動
、

④
行
政
相
談
委
員
と
の
「
協
働
」
活
動
を
実
施
。

○
関
係
機
関
等
と
の
連
携
の
強
化
、
行
政
相
談
委
員
と
の
協

働
の
充
実
を
軸
に
効
果
的
な
活
動
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ

り
、
総
務
省
の
組
織
・
体
制
を
肥
大
化
さ
せ
る
こ
と
な
く

活
動
を
展
開
。
ま
た
、
効
果
が
不
十
分
な
既
存
の
活
動
は

中
止
・
縮
小
を
図
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
行
政
相
談
に
お
け
る
、
行
政
相
談
委
員

を
広
報
に
お
け
る
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
行
政

相
談
委
員
の
活
動
の
質
的
な
部
分
を
検
討
し
て
い
く
。

⑴　

行
政
相
談
制
度
誕
生
背
景
（
6
）

第
二
次
大
戦
後
、
真
に
国
民
の
た
め
の
行
政
を
実
施
し
て
い

く
た
め
に
は
、
国
民
か
ら
直
接
行
政
に
対
す
る
不
平
・
不
満
な

ど
を
聞
き
、
そ
の
解
決
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
国
民
の
声

を
行
政
に
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
し
、
行
政
の
全
般
的
改
善
を
図

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
一
方
、
行
政
機
関
内
部
に
対
し
て
は
、

図－ 1　行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクショ

ンプランをめぐる経緯

（出所）　 総務省「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のための

アクションプランをめぐる経緯」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000191766.pdf
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公
務
員
の
厳
し
い
反
省
が
必
要
と
さ
れ
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
官
紀
の
厳
正
、
行
政
執
行
方
式
の
刷
新
を
図
る
目
的
で
「
公
務
員
の
信

賞
必
罰
の
励
行
と
監
察
制
度
及
び
考
科
表
制
度
」（
閣
議
決
定
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
三
月
に
は
、「
行
政
機
関
に

窓
口
を
設
け
一
般
国
民
か
ら
の
申
請
、
問
い
合
わ
せ
等
の
利
便
に
供
す
る
」（
閣
議
決
定
）
と
す
る
な
ど
国
民
の
行
政
参
加
の
制
度
が
創
設

さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
、
行
政
管
理
庁
で
は
、
国
民
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
等
を
聞
き
、
解
決
を
促
進
す
る
た
め
、
一
九
五
五
年
か
ら
窓
口
を
開

設
し
、
国
民
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
行
政
相
談
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
行
政
相
談
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、

一
九
五
〇
年
ご
ろ
か
ら
経
済
調
査
庁
が
す
で
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
考
え
方
は
、
経
済
の
取
締
り
を
行
う
以
上
、
取
締
り
を
受
け

る
側
の
意
見
も
よ
く
聞
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
、
経
済
調
査
庁
に
「
経
済
相
談
所
」
の
看
板
を
掲
げ
、
ビ
ラ
や
宣
伝

車
に
よ
る
広
報
を
行
っ
て
相
談
を
受
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
経
済
相
談
の
業
務
は
、
経
済
調
査
庁
が
行
政
管
理
庁
に
統
合
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
考
え
方
は
一
九
五
三
年
に
設
け
ら
れ
た
部
内
の
監
察
業
務
研
究
会
に
お
い
て
再
び
検
討
の
対

象
と
さ
れ
、
当
時
、
行
政
監
察
実
施
途
上
で
訴
え
ら
れ
る
苦
情
等
も
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
必

要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
回
同
研
究
会
報
告
書
（
一
九
五
四
年
八
月
一
四
日
）
に
は
「
監
察
情
報
活
動
の
一
環
と
し
て
苦

情
処
理
を
行
う
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
苦
情
処
理
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
国
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
苦
情
は
増

加
し
、「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
」
が
庁
議
決
定
さ
れ
、「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
に
つ
い
て
」（
一
九
五
五
年
二
月
一
〇
日
行
管
監
月

三
三
号
）
が
示
達
さ
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
行
政
管
理
庁
に
お
け
る
行
政
相
談
業
務
が
実
施
さ
れ
た
。

一
五
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①　

業
務
運
営
基
準
・
実
施
要
領
等
の
制
定

「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
」
に
よ
る
と
、
行
政
相
談
制
度
の
目
的
は
行
政
機
関
の
措
置
に
つ
い
て
の
苦
情
解
決
を
促
進
し
行
政
の
民

主
化
に
資
す
る
こ
と
と
あ
る
。
特
に
注
意
を
要
す
る
点
と
し
て
は
、
①
同
要
領
を
示
達
す
る
に
当
た
っ
て
示
さ
れ
た
行
政
相
談
業
務
の
根

拠
を
行
政
管
理
庁
設
置
法
に
定
め
ら
れ
た
所
掌
事
務
中
の
「
資
料
収
集
」
に
求
め
た
こ
と
、
②
行
政
相
談
業
務
を
監
察
業
務
の
付
随
的
業

務
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
行
政
相
談
業
務
の
法
令
上
の
根
拠
を
設
置
法
の
「
資
料
収
集
」
に
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
当
時
の
考
え
方
で
は
、
行
政
相
談
業
務
が
行
政
に
対
す
る
民
意
の
把
握
と
い
う
点
で
同
じ
根
拠
に
基
づ
き
行

わ
れ
て
い
た
「
監
察
情
報
活
動
」
と
同
様
の
基
盤
に
立
つ
と
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
相
談
業
務
を
監
察
の
付
随
的
業
務
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
等
し
く
行
政
運
営
の
改
善
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
所
掌
事
務
上
独
立
に
説
明
し
得
な
か
っ
た
背
景
が
あ
る
。

「
苦
情
相
談
暫
定
処
理
要
領
」
要
旨

1
．
苦
情
の
処
理
は
行
政
監
察
の
一
環
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
も
、
ま
た
行
政
機
関
の
業
務
に
関
す
る
範
囲
に

と
ど
ま
り
、
国
の
委
任
又
は
補
助
に
関
係
の
な
い
地
方
公
共
団
体
固
有
の
自
治
行
政
に
関
す
る
も
の
、
刑
事
又
は
民
事
の
事
件
に

属
す
る
も
の
等
を
原
則
と
し
て
除
外
す
る
こ
と
。

訴
願
等
法
令
に
基
づ
く
救
済
の
窓
口
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
窓
口
に
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
採
決

に
関
す
る
苦
情
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
。

2
．
苦
情
を
受
付
け
た
と
き
に
は
そ
の
内
容
を
慎
重
に
調
べ
、
当
該
行
政
機
関
に
連
絡
す
る
こ
と
。

連
絡
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
政
機
関
が
放
置
し
て
省
み
な
い
場
合
は
、
更
に
措
置
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

一
五
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3
．
苦
情
の
処
理
に
つ
い
て
当
該
行
政
機
関
の
と
っ
た
措
置
に
同
意
し
難
い
と
き
は
、
当
事
者
双
方
に
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は

説
明
を
要
求
し
、
問
題
点
を
吟
味
し
た
上
当
方
の
処
見
を
表
示
し
、
公
平
な
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
仲
介
的
立
場
に
お
い
て
解
決

を
推
進
し
う
る
こ
と
。

4
．
苦
情
を
申
し
出
た
者
に
、
法
令
、
事
実
等
の
誤
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
懇
切
に
説
明
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

5
．
管
区
監
察
局
長
又
は
地
方
監
察
局
長
は
、
次
の
場
合
、
本
庁
監
察
部
長
又
は
管
区
監
察
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

ⅰ　

苦
情
の
内
容
が
地
方
的
に
は
解
決
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

ⅱ　

関
係
行
政
機
関
の
上
級
機
関
に
連
絡
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
。

ⅲ　

監
察
の
資
料
と
し
て
参
考
に
な
る
と
認
め
る
と
き
。

そ
の
後
、
行
政
相
談
業
務
に
対
す
る
社
会
の
認
識
が
次
第
に
高
ま
り
、
申
出
件
数
も
年
々
増
加
す
る
傾
向
か
ら
、
一
九
五
八
年
に
は

「
苦
情
相
談
業
務
処
理
要
領
」（
一
九
五
八
年
一
二
月
一
九
日
付
け
事
務
次
官
名
通
達
。
行
管
乙
第
三
〇
九
号
）
が
制
定
さ
れ
、
行
政
相
談
業
務
を

監
察
業
務
運
営
要
領
に
明
示
し
て
監
察
業
務
の
一
環
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
に
関
す
る
基
準

が
更
に
充
実
強
化
さ
れ
た
。
な
お
、
同
時
に
、
各
管
区
行
政
監
察
局
等
に
「
行
政
苦
情
相
談
所
」
の
標
示
を
掲
げ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て

い
る
。

以
上
の
過
程
を
経
て
確
立
さ
れ
た
行
政
相
談
業
務
の
処
理
要
領
等
は
、
そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
に
行
政
相
談
業
務
が
行
政
管
理
庁
設
置

法
に
明
文
化
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
行
政
管
理
庁
に
お
け
る
行
政
相
談
業
務
運
営
上
の
基
本
的
指
針
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
六
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②　

組
織
・
実
施
体
制

行
政
相
談
業
務
の
実
施
体
制
は
、
業
務
の
発
展
に
伴
っ
て
逐
次
整
備
強
化
さ
れ
て
き
た
が
、
発
足
当
初
の
実
施
体
制
等
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

（
ア
）　

試
験
的
実
施
局
の
指
定

行
政
相
談
業
務
の
発
足
当
初
に
お
け
る
実
施
体
制
は
、
本
庁
に
お
い
て
は
監
察
部
調
整
課
が
情
報
活
動
業
務
等
と
と
も
に
担
当
し
、
管

区
行
政
監
察
局
等
に
お
い
て
は
全
管
区
監
察
局
及
び
管
区
監
察
局
長
が
指
定
し
た
特
定
の
地
方
監
察
局
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
当
時
、
行
政
相
談
業
務
に
対
す
る
社
会
一
般
の
評
価
の
程
度
も
不
明
で
あ
り
、
果
た
し
て
所
期
の
成
果
を
挙
げ
得
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
確
信
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
行
政
監
察
の
付
随
的
業
務
と
し
て
試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
。

（
イ
）　

実
施
体
制
の
全
国
的
整
備

試
験
的
に
実
施
さ
れ
た
行
政
相
談
業
務
は
、
一
般
か
ら
の
反
響
が
大
き
く
、
予
想
以
上
の
成
績
を
収
め
て
お
り
、「
苦
情
相
談
業
務
の

実
施
に
つ
い
て
」（
一
九
五
六
年
八
月
一
九
日
付
け
行
管
第
二
一
一
号
）
に
よ
り
、
こ
の
業
務
を
す
べ
て
の
管
区
行
政
監
察
局
等
に
お
い
て
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
本
庁
に
苦
情
処
理
担
当
監
察
官
が
配
置
さ
れ
、
全
国
的
に
実
施
す
る
体
制
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
管
区
行
政
監
察
局
等
に
お
い
て
も
、
行
政
相
談
業
務
の
担
当
部
門
が
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
五
九

年
一
二
月
、「
苦
情
相
談
業
務
処
理
要
領
」
に
よ
り
、
管
区
行
政
監
察
局
に
お
い
て
は
総
務
課
が
、
地
方
行
政
監
察
局
に
お
い
て
、
第
一

地
方
監
察
官
（
現
行
政
相
談
課
長
）
が
そ
れ
ぞ
れ
行
政
相
談
業
務
を
所
掌
す
る
よ
う
明
示
さ
れ
て
い
る
。

一
六
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
二
）

③　

制
度
法
制
化

法
制
化
の
経
緯
と
し
て
は
、
創
設
期
、
行
政
相
談
業
務
は
監
察
活
動
の
付
随
的
業
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
制
度
に
対
す
る

国
民
一
般
の
期
待
と
評
価
が
高
ま
る
に
伴
い
、
こ
の
制
度
を
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
設
置
法
上
明
文
化
す
べ
き
と
の
意
見
が

一
九
五
九
年
頃
か
ら
部
内
の
業
務
研
究
会
な
ど
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
は
、
当
該
業
務
遂
行
上
必
要
な
関
係
行
政
機
関
と
の
協
力
関
係
に
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
、
部
内
に
お
け
る
組
織
・
運
営
等
の
面
か
ら
も
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
の
理
由
等
か
ら
、
そ
の
必
要
性
が
十
分
に
認
め
ら
れ
な
が

ら
も
法
制
化
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
国
会
に
お
い
て
は
、
た
び
た
び
の
国
政
調
査
等
を
通
じ
、
行
政
相
談
制
度
が
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
に
寄
与
し
、
行
政
民
主

化
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
一
九
六
〇
年
度
に
行
わ
れ
た
衆
議
院

内
閣
委
員
会
の
国
政
調
査
（
被
調
査
局
＝
中
国
管
区
行
政
監
察
局
、
派
遣
委
員
＝
福
田
一
議
員
、
石
橋
正
嗣
議
員
）
の
結
果
、
こ
の
制
度
の
重
要

度
が
更
に
深
く
認
識
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
六
日
開
催
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
両
議
員
は
行
政
相
談
業
務
の
拡
大
強
化

及
び
そ
の
法
制
化
の
必
要
性
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
行
政
管
理
庁
は
、
行
政
運
営
を
常
時
監
視
す
る
見
地
か
ら
、
地
方
の
各
行
政
機
関
等
の
業
務
の
す
う
勢
、
行
政
施
策
の
地
方
的
反
応

等
を
注
視
し
て
問
題
を
早
期
に
把
握
し
、
監
察
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
監
察
情
報
の
収
集
を
行
う
ほ
か
、
苦
情
相
談
業
務
を
実
施
し
て

い
る
が
、
苦
情
相
談
業
務
は
、
申
出
の
あ
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
に
連
絡
し
て
適
切
な
解
決
を
促
進
し
、
行
政
の
民
主
化
に
寄

与
し
て
お
り
、
我
々
と
し
て
も
行
政
機
関
の
措
置
に
対
す
る
国
民
の
苦
情
が
少
な
く
な
い
現
況
に
か
ん
が
み
、
苦
情
相
談
の
拡
大
強
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
い
ま
だ
に
こ
の
業
務
が
設
置
法
上
権
限
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
が
法
制
化
を
促
進
せ

一
六
二
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ね
ば
な
ら
な
い
」。

そ
う
し
た
中
、
行
政
管
理
庁
は
、
一
九
六
〇
年
の
第
三
四
回
国
会
に
行
政
管
理
庁
設
置
法
改
正
法
案
を
提
出
し
て
お
り
、
行
政
相
談
業

務
の
法
制
化
に
関
し
て
は
、
見
送
る
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
三
月
一
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
同
法
案
の

審
議
に
当
た
り
、
石
橋
正
嗣
議
員
か
ら
、「
苦
情
相
談
業
務
は
評
判
が
よ
く
、
今
後
も
や
る
べ
き
仕
事
と
思
わ
れ
る
が
、
法
律
で
定
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
一
種
の
サ
ー
ビ
ス
活
動
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
予
算
の
制
約
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
何
ゆ
え
に
法
律
で
定
め
た
当
然
の
業
務
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
の
か
」、「
監
察
業
務
は
同
じ
役

所
同
士
で
や
り
に
く
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
厳
し
く
や
ら
な
け
れ
ば
こ
の
役
所
自
体
の
存
在
意
義
は
な
く
、
さ
ら
に
苦
情
処
理
分
野
は

ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
く
分
野
で
あ
り
、
改
正
法
案
で
は
、
一
番
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
問
題
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
益
谷
行
政
管
理
庁
長
官
及
び
原
田
行
政
監
察
局
長
か
ら
「
苦
情
処
理
の
制
度
の
必
要
性
は
あ
る
が
、
今
少
し
検
討

し
、
将
来
の
設
置
法
に
当
然
の
業
務
と
し
て
盛
り
込
む
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
行
政
相
談
業
務
の
重
要
性
か
ら
法
制
化
す
べ
き
と
の
空
気
が
強
く
な
り
、
党
派
を
越
え
て

行
政
管
理
庁
設
置
法
改
正
案
と
行
政
相
談
制
度
法
制
化
問
題
の
取
り
扱
い
が
協
議
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
自
民
・
社
会
・
民
主
三
党
の
共

同
提
案
が
行
わ
れ
、
行
政
相
談
業
務
の
設
置
法
明
文
化
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
一
九
六
〇
年

三
月
二
二
日
、
行
政
管
理
庁
設
置
法
第
二
条
一
三
号
と
し
て
「
各
行
政
機
関
の
業
務
及
び
前
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
苦
情
申
出
に

つ
き
必
要
な
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
」
を
追
加
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
、
引
き
続
き
三
月
二
五
日
の
衆
議

院
本
会
議
に
お
い
て
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
参
議
院
に
お
い
て
も
、
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
は
当
然
の
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
四
月
二
八
日
の
内
閣
委
員
会

一
六
三
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に
お
い
て
衆
議
院
の
送
付
案
ど
お
り
に
全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
さ
ら
に
五
月
一
一
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
も
全
会
一
致

を
も
っ
て
可
決
・
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
を
含
む
行
政
管
理
庁
設
置
法
改
正
案
は
、
五
月
二
〇
日
、
法

律
八
五
号
と
し
て
公
布
、
即
日
施
行
さ
れ
、
こ
こ
に
、
従
来
は
内
部
通
達
等
に
よ
り
事
実
上
の
業
務
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
行
政
相
談

制
度
は
、
初
め
て
法
律
上
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
と
さ
れ
た
。

④　

法
制
化
の
意
義

行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
当
時
は
、
日
本
の
行
政
制
度
上
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、〝
事
実
上
の
行
為
と
し
て
行
わ
れ

て
い
た
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
〞
の
法
制
化
と
い
う
面
か
ら
、
二
つ
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

第
一
は
、
従
来
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
は
事
実
上
の
行
為
で
あ
っ
た
た
め
、
関
係
行
政
機
関
の
任
意
の
協
力
を
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
が
、
法
制
化
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
管
理
庁
の
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
果
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務

が
非
常
に
行
い
や
す
く
な
っ
た
。
第
二
に
、
行
政
相
談
制
度
が
法
律
上
の
根
拠
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
従
来
事
実
上
の
行
為
と

し
て
行
っ
て
い
た
時
に
比
べ
、
そ
の
体
制
及
び
活
動
の
整
備
充
実
、
国
民
に
対
す
る
広
報
の
積
極
化
等
が
、
公
式
か
つ
容
易
に
行
え
る
よ

う
に
な
り
、
当
該
制
度
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
が
も
た
ら
し
た
大
き
な
意
義
は
、
行
政
救
済
制
度
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
日
本
の
行
政
救
済
制
度
は
、
基
本
的
に
は
行
政
事
件
訴
訟
制
度
及
び
行
政
不
服
申
立
制
度
か
ら
成
り
立
っ
て
い

た
が
、
行
政
相
談
制
度
も
ま
た
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
・
救
済
を
目
的
と
し
、
実
質
的
に
行
政
救
済
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
捉
え
ら

れ
た
。

一
六
四
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一
般
に
、
行
政
相
談
制
度
は
、
他
の
行
政
救
済
制
度
に
比
べ
、
そ
の
対
象
範
囲
が
行
政
処
分
に
と
ど
ま
ら
ず
行
政
の
あ
ら
ゆ
る
事
項
に

及
ん
で
い
る
点
で
は
る
か
に
広
く
、
そ
の
手
続
、
解
決
方
法
等
が
よ
り
簡
易
、
迅
速
で
あ
り
、
一
般
国
民
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
点
に

大
き
な
特
色
を
も
つ
。
ま
た
、
行
政
管
理
庁
の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
制
度
は
、
各
省
庁
等
自
ら
の
行
政
相
談
制
度
の
整
備
充
実
に
対
し
先

導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
各
省
庁
等
の
行
政
相
談
制
度
は
、
行
政
実
施
者
が
行
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
行
政
管
理
庁

の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
制
度
は
、
行
政
の
実
施
部
門
に
対
し
て
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
も
の
が
行
う
点
で
、
客
観
性
な
い
し
公
平
さ
が
よ

り
確
保
し
や
す
く
、
ま
た
、
各
省
庁
等
の
行
政
全
般
に
関
す
る
苦
情
を
取
り
扱
う
点
に
お
い
て
、
縦
割
行
政
か
ら
く
る
限
界
等
が
な
い
点

が
特
色
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
運
営
の
一
般
的
改
善
の
推
進
上
の
意
義
と
し
て
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
を
行
政
監
察
業
務
と
併
せ
て

行
う
と
さ
れ
た
結
果
、
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
業
務
は
個
別
の
あ
っ
せ
ん
解
決
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
運
営
一
般
の
改
善
が
推
進
さ
れ
る
点

に
大
き
な
特
色
が
見
ら
れ
る
。

⑤　

行
政
相
談
委
員
制
度
の
発
足

「
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」（
一
九
六
〇
年
一
〇
月
一
四
日
閣
議
決
定
）
を
受
け
て
、
行
政
管
理
庁
は
、
そ
の

趣
旨
に
沿
い
、
行
っ
て
い
る
行
政
監
察
及
び
行
政
相
談
業
務
に
関
し
〝
国
民
の
意
見
並
び
に
苦
情
を
系
統
的
に
収
集
し
て
、
国
民
に
よ
る

行
政
改
善
推
進
体
制
を
確
立
〞
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
い
た
。

事
務
当
局
に
は
、
従
来
か
ら
行
っ
て
い
る
行
政
相
談
制
度
を
組
織
、
陣
容
の
面
で
拡
大
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
、
あ
る
い
は
人

権
擁
護
委
員
制
度
の
よ
う
に
民
間
人
を
通
じ
て
苦
情
等
を
吸
収
す
る
方
法
等
を
考
慮
し
て
は
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
当
時
の
行
政
管
理
庁
長
官
は
、
後
者
の
方
策
で
あ
る
民
間
人
を
通
じ
て
苦
情
等
を
吸
収
す
る
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
裁
断
を
下

一
六
五
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し
、
こ
の
構
想
の
下
に
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
巡
回
苦
情
相
談
の
強
化
、
行
政
民
主
化
懇
談
会
の
開

催
等
を
行
う
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、「
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
規
則
」（
一
九
六
一
年
四
月
一
五
日
訓
令
第
一
号
）
が
制
定
さ
れ
、
国
民
各
界
各
層
の
行
政
に
関

す
る
苦
情
等
の
受
付
そ
の
他
の
行
政
苦
情
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
業
務
等
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
時
全
国
に

八
八
二
人
（
予
算
定
員
）
の
行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
初
め
て
行
政
相
談
委
員
制
度
が
誕
生
し
て
い
る
。

行
政
苦
情
相
談
協
力
委
員
は
一
九
六
一
年
七
月
か
ら
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
委
員
に
関
す
る
業
務
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、

地
方
行
政
監
察
局
に
庶
務
主
任
を
配
置
し
（
一
九
六
一
年
七
月
二
六
日
訓
令
第
二
号
）、
そ
れ
ま
で
局
の
庶
務
業
務
を
担
当
し
て
い
た
第
一
地

方
監
察
官
室
の
行
政
相
談
業
務
の
処
理
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。

行
政
相
談
業
務
関
係
と
し
て
、
独
自
の
予
算
が
計
上
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
一
九
六
一
年
が
最
初
で
あ
り
（
年
度
予
算
九
九
三
万
一
千
円
）、

そ
の
後
、
相
談
委
員
数
、
相
談
関
係
予
算
も
年
々
増
加
し
、
業
務
処
理
体
制
も
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

行
政
相
談
制
度
は
、
発
足
以
来
、
年
々
受
付
件
数
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
国
民
各
層
に
お
け
る
社
会
的
評
価
も
高
ま
り
、
実
績
が
認

め
ら
れ
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
に
行
政
管
理
庁
の
所
掌
事
務
と
し
て
法
制
化
さ
れ
、
ま
た
行
政
相
談
の
実
施
体
制
が
整
え
ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
相
談
窓
口
は
、
管
区
又
は
地
方
行
政
監
察
局
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
は
地
理
的
に
不
便
で
あ

り
、
ま
た
、
苦
情
を
持
っ
て
い
て
も
申
し
出
る
べ
き
相
手
が
行
政
監
察
局
と
い
う
役
所
で
あ
る
た
め
、
一
般
の
国
民
に
と
っ
て
は
気
軽
さ

や
親
し
み
や
す
さ
と
い
う
点
で
難
点
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
行
政
相
談
委
員
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
行
政
相
談
窓
口
を
地
域
住
民

の
中
に
開
き
、
か
つ
、
そ
の
相
談
に
応
じ
る
者
と
し
て
民
間
の
有
識
者
を
当
て
る
こ
と
で
、
行
政
相
談
制
度
の
発
展
に
と
っ
て
画
期
的
な
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も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
行
政
に
対
す
る
声
を
幅
広
く
吸
収
し
、
改
善
を
図
る
こ
と
と
す
る
行
政
相
談
制
度
本
来
の
意
図

を
実
現
し
得
る
体
制
が
整
い
、
そ
の
後
年
々
着
実
に
実
績
を
挙
げ
、
社
会
的
意
義
が
行
政
相
談
制
度
の
法
制
化
に
劣
ら
ず
大
き
い
も
の
と

な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
の
後
、
一
九
八
七
年
に
行
政
に
関
す
る
苦
情
等
の
う
ち
行
政
の
制
度
及
び
運
営
に
係
る
も
の
等
に
つ
い
て
、

高
い
識
見
を
有
す
る
公
平
な
第
三
者
に
よ
る
国
民
的
立
場
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
に
第
一
回
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
が
本
省
に

お
い
て
開
催
さ
れ
現
在
に
至
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
行
政
相
談
業
務
と
し
て
は
、
国
の
行
政
機
関
の
業
務
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人

等
の
業
務
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
（
法
定
受
託
事
務
に
該
当
す
る
も
の
）
及
び
国
の
委
任
又
は
補
助
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
業
務
に
関
す

る
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
、
公
正
・
中
立
の
立
場
か
ら
関
係
機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い
、
苦
情
の
解
決
を
促
進
す
る
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
行
政
相
談
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
発
足
の
当
時
に
今
後
の
課
題
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
政
監
察
・
行
政
苦
情
処
理

手
続
が
、
多
く
の
国
民
の
信
頼
を
得
つ
つ
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
行
政
相
談
制
度
が
当
時
の
行
政
に
対
す
る
統

制
・
救
済
の
方
法
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
考
慮
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
行
政

相
談
制
度
と
、
本
来
の
行
政
統
制
、
行
政
救
済
制
度
、
特
に
行
政
訴
訟
制
度
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
行
政
相
談
制
度
の
有
効
性
に
着
目
し
、
将
来
的
に
行
政
相
談
制
度
を
も
っ
て
従
来
の
制
度
に
お
き
か
え
、
行
政
相
談
制
度
を
中
心

に
す
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
行
政
相
談
制
度
が
従
来
の
制
度
に
対
す
る
補
充
的
性
格
の
故
に
有
効
に
機
能
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、

将
来
と
も
補
充
的
な
制
度
た
る
地
位
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
当
時
の
考
慮
点
が
、
現
在
の
行
政
相
談
に
も

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
行
政
相
談
委
員
」
は
、
行
政
上
の
措
置
と
し
て
一
九
六
一
年
に
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
導
入
時
期
及
び
導
入
の
経
緯
に
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は
、
第
二
次
大
戦
後
に
諸
外
国
で
急
速
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
が
発
達
し
た
こ
と
等
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
一
九
六
六
年
に
「
行
政
相
談

委
員
法
」
に
よ
り
法
律
上
の
制
度
と
な
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
民
間
有
識
者
の
中
か
ら
、「
社
会
的
信
望
が
あ
り
、
行
政
運
営
の
改
善
に

つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
」
と
し
て
、
行
政
管
理
庁
長
官
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
苦
情
を
受
付
け
、
必
要
な
助
言
や
関
係
機
関
へ
の
通

知
等
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
地
方
支
分
部
局
と
一
体
と
な
っ
て
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
い
る
。

行
政
相
談
委
員
制
度
は
発
足
（
昭
和
三
六
年
）
か
ら
約
五
〇
年
経
過
し
た
が
、
現
在
地
域
社
会
や
行
政
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
が
大
き
く

変
容
す
る
中
で
、
地
域
住
民
の
苦
情
等
を
身
近
な
と
こ
ろ
で
幅
広
く
吸
収
し
、
行
政
と
の
懸
け
橋
と
な
っ
て
お
り
、
行
政
相
談
委
員
に
期

待
さ
れ
る
役
割
は
増
大
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
政
相
談
委
員
の
特
質
を
生
か
し
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る
安
全
・
安
心
の
確
保
と
行
政

の
信
頼
性
の
向
上
に
一
層
寄
与
し
て
い
く
た
め
、
制
度
の
在
り
方
を
全
般
的
に
見
直
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
今
日
の
地
域
社
会
の
状
況

等
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
に
お
い
て
定
着
し
て
き
た
行
政
相
談
委
員
制
度
が
、
今
後
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割
を
一
層
効
果
的
、

安
定
的
に
果
た
し
て
い
く
よ
う
、
そ
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
全
般
的
に
見
直
し
に
資
す
る
目
的
で
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵　

行
政
相
談
関
係
予
算
及
び
行
政
相
談
業
務
の
実
施
体
制

次
に
、
今
回
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
の
一
つ
の
契
機
で
も
あ
る
、「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」（
以

下
研
究
会
）
の
資
料
な
ど
に
基
づ
き
そ
の
実
施
体
制
等
を
み
て
い
く
（
7
）

。

歴
史
の
中
で
も
見
た
よ
う
に
、
総
務
省
及
び
各
府
省
が
行
う
行
政
相
談
は
、
行
政
審
判
、
行
政
不
服
審
査
な
ど
の
他
の
行
政
救
済
制
度

と
比
較
し
て
、
手
続
が
略
式
・
簡
便
で
、
救
済
の
対
象
と
な
る
行
為
及
び
申
出
が
で
き
る
期
間
に
制
限
が
な
く
、
処
理
が
迅
速
で
あ
る

（
簡
易
・
迅
速
性
）
等
、
行
政
救
済
体
系
の
中
に
あ
っ
て
特
徴
的
か
つ
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
特
色
と
し
て
は
、

一
六
八



行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
岩
井
）

（
一
六
九
）

①　

苦
情
等
を
受
付
け
る
範
囲
は
、
国
の
行
政
機
関
の
業
務
、
独
立
行
政
法
人
・
特
殊
法
人
の
業
務
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
で
あ
っ

て
法
定
受
託
事
務
に
該
当
す
る
も
の
及
び
国
の
委
任
又
は
補
助
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
業
務
で
あ
り
、
国
の
広
範
な
行
政
に
及
ん
で

い
る
。

②　

相
談
が
ど
の
地
域
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
相
談
者
が
ど
の
窓
口
に
相
談
し
て
も
、
管
区
行
政
評
価
局
・
行
政
評
価
事
務
所
、

行
政
相
談
委
員
、
総
合
行
政
相
談
所
等
全
国
的
に
整
備
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
、
一
体
と
な
っ
た
受
付
・
処
理
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

③　

行
政
の
制
度
及
び
運
営
の
基
本
に
関
す
る
も
の
で
、
通
常
の
あ
っ
せ
ん
手
法
で
は
解
決
が
困
難
な
相
談
に
つ
い
て
は
、
民
間
有
識

者
で
構
成
さ
れ
る
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
に
付
議
し
、
ま
た
、
同
種
・
類
似
の
苦
情
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

行
政
評
価
・
監
視
機
能
を
活
用
し
て
、
苦
情
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
行
政
の
制
度
・
運
営
そ
の
も
の
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
。

実
施
体
制
自
体
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
行
政
相
談
関
係
予
算
を
見
る
と
、
平
成
一
七
年
か
ら
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
平
成

一
七
年
度
と
平
成
二
〇
年
度
で
は
行
政
相
談
関
係
予
算
で
九
四
、二
一
二
千
円
の
減
少
、
実
費
弁
償
金
で
三
六
、〇
〇
一
千
円
の
減
少
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
三
年
度
の
行
政
相
談
の
総
処
理
件
数
は
、
一
八
五
、〇
五
三
件
で
あ
っ
た
。
窓
口
別
で
み
る
と
、
総
務
省
行
政
評
価
局
、

管
区
行
政
評
価
局
及
び
行
政
評
価
事
務
所
の
職
員
が
処
理
し
た
も
の
と
行
政
相
談
委
員
が
処
理
し
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
五
〇
％
程
度
で

あ
る
。
ま
た
、
相
談
の
内
容
別
に
み
る
と
、
国
の
事
務
等
で
、
苦
情
や
要
望
に
つ
い
て
の
も
の
が
一
〇
・
七
％
、
制
度
や
窓
口
の
照
会
に

つ
い
て
の
も
の
が
二
四
・
七
％
で
あ
る
。

ま
た
、
管
区
局
・
事
務
所
で
は
、
行
政
相
談
の
受
付
・
処
理
を
す
る
と
と
も
に
、
総
合
行
政
相
談
所
の
運
営
や
国
・
地
方
総
合
相
談
セ
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表－ 1　行政相談関係予算額の推移
（単位：千円）

年　度 平成17年度 18年度 19年度 20年度
行政相談関係予算額 636,919 566,351 531,666 542,707
うち、行政相談委員

実費弁償金 336,576 302,502 300,575 300,575

（注）　予算額はいずれも当初予算額である。

（出所）  　「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」（第 1回）平成20年12月

19日㈮説明資料。

表－ 2　総務省の行政相談業務の実施体制（平成20年度）

沖縄行政評価事務所

行 政 評 価 事 務 所（38）

行 政 評 価 分 室（ 3）

行政相談課

行政相談課

評価監視官（行政相談担当）

行政相談課

首席行政相談官

管区行政評価（支）局（ 8）

行政相談課

行政相談業務室

（地方支分部局）

（本　　　　省）

（　）内は、局・所・室数

○　管区局・事務所の行政相談担当職員は、全国で約200人

（出所）  　「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」（第 1回）平成20年12月

19日㈮説明資料。

表－ 3　平成23年行政相談処理件数の内訳

（出所）　総務省「平成23年度行政相談実績」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/jituseki.html
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ン
タ
ー
の
企
画
・
立
案
・
実
施
を
行
う
ほ
か
、
行
政
相
談
制
度
に
関
す
る
広

報
活
動
や
行
政
相
談
委
員
に
対
す
る
各
種
の
支
援
活
動
、
国
の
行
政
機
関
や

都
道
府
県
・
市
町
村
等
関
係
機
関
と
の
連
携
活
動
等
を
実
施
し
て
い
る
。

行
政
相
談
委
員
は
、
自
宅
の
ほ
か
、
市
役
所
や
町
村
役
場
、
公
民
館
等
で

定
期
的
に
開
催
す
る
定
例
相
談
所
や
市
町
村
内
の
各
地
で
開
催
す
る
巡
回
相

談
所
等
で
相
談
を
受
付
け
、
処
理
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
様
々
な
窓
口
を
通

じ
て
受
付
・
処
理
し
た
相
談
件
数
の
中
に
は
、
相
談
者
が
①
行
政
に
関
わ
る

相
談
か
民
事
に
関
わ
る
相
談
か
、
あ
る
い
は
、
②
国
の
事
務
に
関
わ
る
相
談

か
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
わ
る
相
談
か
分
か
ら
ず
申
し
出
ら
れ
る
も
の

も
多
数
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
や
民
事
に
関
わ
る
も
の
で
も
、

精
査
し
て
い
く
と
そ
の
相
談
が
発
生
す
る
原
因
に
国
の
行
政
が
関
わ
っ
て
い

る
場
合
も
あ
り
、
総
務
省
の
行
政
相
談
に
は
、
国
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
や

要
望
陳
情
、
照
会
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
事
案
や
民
事

事
案
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
点
で
あ
る
。
こ
の
地
方
公

共
団
体
の
案
件
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
も
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点

も
含
め
「
研
究
会
」
で
も
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
強
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

表－ 4　平成23年苦情、要望陳情事案の行政分野別の内訳（上位 5分野）

（出所）　総務省「平成23年度行政相談実績」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/jituseki.html
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⑶　

行
政
相
談
委
員
の
現
状
（
8
）

行
政
相
談
委
員
は
、
法
に
基
づ
き
、
社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
行
政
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
の
中
か
ら

総
務
大
臣
が
委
嘱
（
法
第
二
条
第
一
項
）
し
て
い
る
。
ま
た
、
担
当
す
る
区
域
（
市
町
村
の
区
域
）
を
定
め
、
二
年
以
内
の
期
限
を
限
っ
て

委
嘱
（
法
第
二
条
第
二
項
）
し
て
い
る
。

「
研
究
会
」
が
開
か
れ
た
当
時
の
資
料
に
基
づ
く
と
、
国
民
の
身
近
な
行
政
相
談
窓
口
と
し
て
、
全
国
の
市
区
町
村
に
少
な
く
と
も
一

人
、
全
国
で
定
員
五
、〇
一
一
人
（
当
時
の
配
置
人
数
：
四
、九
〇
一
人
）
の
委
員
を
配
置
（
市
町
村
別
に
人
口
五
千
人
未
満
一
人
、
五
千
人
以
上
三

万
人
未
満
二
人
、
三
万
人
以
上
一
〇
万
人
未
満
三
人
、
一
〇
万
人
以
上
四
人
配
置
（
一
〇
万
人
超
え
る
毎
一
人
増
））
と
な
っ
て
い
る
。
委
員
は
無
報

酬
で
あ
る
が
（
法
第
八
条
）、
業
務
の
遂
行
に
当
た
り
支
出
し
た
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
実
費
弁
償
金
の
支
給
（
平
成
二
〇
年

度
予
算
で
は
、
一
人
平
均
約
六
万
円
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

実
績
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
自
宅
」
の
ほ
か
、
定
例
・
巡
回
方
式
に
よ
る
行
政
相
談
所
（「
定
例
相
談
所
」、「
巡
回
相
談
所
」）

等
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
一
九
年
度
に
お
い
て
は
、
約
一
〇
万
四
、〇
〇
〇
件
、
行
政
相
談
の
総
取
扱
件
数
の
約
六
割
を
受
付

け
て
お
り
、
市
町
村
広
報
紙
や
有
線
放
送
・
防
災
無
線
な
ど
を
利
用
し
た
広
報
を
延
べ
約
六
万
四
、〇
〇
〇
回
実
施
し
、
行
政
相
談
委
員

の
平
成
一
九
年
度
に
お
け
る
意
見
提
出
件
数
は
一
七
一
件
（
う
ち
中
央
事
項
は
二
二
件
）
と
な
っ
て
い
る
。

「
研
究
会
」
で
の
議
論
当
時
の
行
政
相
談
委
員
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
定
数
五
、〇
一
一
人
に
対
し
て
、
配
置
数
四
、九
〇
一
人
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
近
の
約
五
、〇
〇
〇
人
体
制
の
中
で
五
、〇
〇
〇
人
を
割
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
人
数
体

制
が
人
口
の
減
少
傾
向
の
中
、
あ
る
い
は
受
付
体
制
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
等
の
状
況
の
下
で
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

一
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表－ 5　行政相談委員配置定数の推移

年
度
別

昭和
36年度 37 38 39～46 47 48～55

昭和56
～
平成 2

平成 3
～ 19～

定　

数
882人 1,755人 2,690人 3,605人 3,660人 4,576人 4,789人 5,046人 5,011人

（出所）  　「行政相談委員制度の在り方に関する研究会」（第 1回）平成20年12月

19日㈮説明資料。以下表 5～16まで同様。

表－ 6　行政相談員数年表

・昭和36年の発足当初（行政苦情相談協力委員、昭和37年 9 月に行政相談委
員と改称）：委員定数が882人で、全国の主要な市町村のみに配置（以降、
昭和39年まで順次増員）
・昭和39年当時：委員定数が3,605人となり、全国の各市区町村に配置
・昭和47年度：沖縄行政監察事務所の発足に伴い55人増員（3,660人）
・昭和48年度：大都市を中心に916人増員（4,576人）
・昭和56年度：都市部に213人増員（4,789人）
・平成 3年度（委員制度30周年）：257人増員（5,046人）
・平成19年度：35人減（5,011人。行政相談委員活動の実態、市町村合併によ
る委員活動への影響等を勘案しつつ、行政サービスの維持・向上を図る観
点から、委員配置を見直し。）
※現状の配置人数：4,901人

表－ 7　行政相談委員の委嘱状況：配置数
（平成20年12月 1 日現在）

配置数 4,901人（定数　5,011人）

行政相談委員配置市町村数 1,800市町村

　うち、欠員が生じている市町村数　　135市町村

　うち、行政相談委員未配置市町村数　 8市町村
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年
齢
な
ど
に
関
し
て
は
、
行
政
相
談
委
員
自
体
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
職
を
も
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
委
員
自
体
を
引
き
受
け
る

こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
致
し
方
な
い
部
分
は
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
若
年
者
へ
の
対
応

を
考
え
る
と
、
幅
広
い
年
齢
で
の
人
材
確
保
の
方
策
も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
政
相
談
委
員
は
、
法
令
上
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
（
政
令
で
定
め
る
も
の
）
の
業
務
に
つ
い
て
の
苦
情
に
つ
い
て
、
申
出
人
に
必
要

な
助
言
を
し
、
総
務
省
又
は
関
係
行
政
機
関
等
に
そ
の
苦
情
を
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務

に
関
す
る
苦
情
に
つ
い
て
は
、
行
政
相
談
委
員
業
務
（
法
令
上
か
ら
は
）
対
象
外
の
案
件
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
実
体
的
に
は
、
国

民
自
体
が
国
の
業
務
な
の
か
地
方
の
業
務
な
の
か
を
理
解
し
て
い
な
い
以
上
、
行
政
相
談
委
員
が
関
与
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
改
善
が
図
ら
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
相
談
委
員
の
個
々
の
様
々
な
背
景
等
（
地
方
公
共
団
体
Ｏ
Ｂ
の
委
嘱
、
市
町
村

民
相
談
員
の
兼
務
）
を
考
慮
し
、
委
嘱
に
際
し
て
、
行
政
知
識
の
あ
る
人
材
登
用
等
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

国
・
地
方
と
区
分
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
全
体
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
地
方
公
共
団
体
の
業
務
に
係
る
苦
情
案
件
の
処
理
状
況
か
ら

み
て
も
、
行
政
相
談
委
員
に
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
地
域
住
民
の
利
便
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
、
苦
情
処
理

の
在
り
方
を
検
討
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
行
政
相
談
委
員
の
活
動
は
、
定
例
相
談
所
の
開
設
を
始
め
と
す
る
日
常
的
な
相
談
活
動
に
関
し
て
、
市
町
村
と
連
携
を
図
り
、

地
域
住
民
へ
の
周
知
広
報
や
適
切
な
相
談
所
の
開
設
場
所
の
提
供
な
ど
の
様
々
な
面
で
地
元
市
町
村
の
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、

こ
の
よ
う
な
連
携
・
協
力
は
制
度
的
な
も
の
で
は
な
く
、
事
実
上
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
協
力
の
温
度
差
は
市
町
村
に
よ
っ
て
様
々
な

状
況
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
各
種
相
談
窓
口
や
各
種
相
談
員
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
市

町
村
レ
ベ
ル
で
の
相
談
受
付
体
制
の
中
で
の
行
政
相
談
委
員
の
位
置
付
け
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
状
で
は
「
国
の

一
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表－ 9　行政相談委員の委嘱状況：行政相談委員の主な現職
（平成20年12月 1 日現在）

専門的・技術的職業（教育関係・行政書士・弁護士等） 311人（ 6.3％）

会社役員等（会社・団体職員） 625人（12.8％）

自営業（農林漁業・商業等） 780人（15.9％）

無職（主婦を含む） 2,643人（53.9％）

表－11　行政相談委員の公職及び各種委員の兼務状況：公職の兼務状況

自治会（町内会）等の役員 538人（11.0％）

福祉団体等の役員 454人（ 9.3％）

婦人会等の役員 336人（ 6.9％）

商工団体等の役員 295人（ 6.0％）

スポーツ・文化団体等の理事 254人（ 5.2％）

その他地域団体等の役員 1,660人（33.9％）

実人員計 1,586人（32.4％）

表－10　行政相談委員の委嘱状況：行政相談委員の主な前職
（平成20年12月 1 日現在）

元公務員 2,568人（52.4％）

　うち､ 地方公務員　1,857人（37.9％）

　うち､ 元教員　　　 526人（10.7％）

会社役員等 1,101人（22.5％）

無職（主婦を含む） 304人（ 6.2％）

表－ 8　行政相談委員の委嘱状況：男女比・平均年齢・平均委嘱期間
（平成20年12月 1 日現在）

男女比　男性　3,238人（66.1％）　女性　1,663人（33.9％）

年　齢　平均　66.3歳

委嘱期間　平均　7.1年

一
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
七
六
）

表－12　行政相談委員の公職及び各種委員の兼務状況：各種委員の兼務状況

民生（児童）委員 663人（13.5％）

保護司 322人（ 6.6％）

心配ごと相談員 147人（ 3.0％）

人権擁護委員 135人（ 2.8％）

調停委員（民事・家事） 126人（ 2.6％）

消費生活相談員 22人（ 0.4％）

その他 727人（14.8％）

実人員計 1,450人（29.6％）

表－13　行政相談委員処理件数の推移

年　　　度 平　成
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

総件数 120,872 119,379 112,708 110,972 103,793
委員 1人平均件数
　委員数：
　15～18年度5,046人
19年度　　5,011人

24.0 23.7 22.3 22.0 20.7

行
政
相
談
委
員
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
い
か
に
総
務
省

が
市
町
村
の
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
下
地
作
り
が
で
き
る

か
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
地
域
住
民
に
身
近
な
と
こ

ろ
で
苦
情
を
受
付
け
、
簡
易
・
迅
速
に
解
決
に
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
、
現
在
の
行
政
相
談
委
員
の
役
割
を
今
後
と
も

十
分
に
果
た
し
て
い
く
た
め
に
、
市
町
村
と
行
政
相
談
委
員

と
の
連
携
・
協
力
関
係
の
在
り
方
は
単
に
市
町
村
に
丸
投
げ

す
る
の
で
は
な
く
、
国
も
含
め
た
行
政
全
体
と
し
て
検
討
す

べ
き
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
行
政
相
談
の
歴
史
と
現
状
を
見
て
き
た
わ
け

だ
が
、
全
体
を
小
括
す
る
な
ら
ば
、
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
そ
の
大
前
提
と
し
て
「
国
民

の
行
政
に
対
す
る
声
を
幅
広
く
吸
収
し
、
改
善
を
図
る
こ

と
」
が
根
底
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

い
わ
ゆ
る
役
所
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
国
民
に
親
し
み
や

す
い
行
政
相
談
委
員
制
度
は
非
常
に
有
用
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
こ
う
し
た
「
国
民
の
行
政
に
対
す
る
声
」、
言

一
七
六
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表－14　行政相談委員の定例相談等開催回数

表－15　行政相談委員の広報活動実施回数
（単位：回、人）

広報方法等 平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

広報紙 26,038 25,827 25,270 26,760 27,455

有線・無線 27,038 27,732 27,008 26,902 25,420

その他 9,185 9,836 9,644 9,735 9,772

広報回数計 62,261 63,395 61,922 63,397 62,647

実人員 3,960 3,816 3,873 3,878 3,905

表－16　行政相談委員提出件数

年　　度 平成15年度 16 17 18 19

提出件数（件） 278 216 207 198 171

うち本省事項 92 64 44 40 22
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い
か
え
れ
ば
「
苦
情
」
の
減
少
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
「
苦
情
」
件
数
の
減
少
は
、
行
政
相
談
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
で
は
苦

情
・
救
済
機
関
が
廃
止
・
改
編
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
顕
著
な
例
が
宮
城
県
で
あ
り
、
県
政
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
再
編
し
て
、
苦
情
対
応

も
組
み
入
れ
た
新
た
な
県
政
相
談
制
度
に
移
行
し
て
い
る
。
ま
た
国
レ
ベ
ル
で
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
は
あ
る
も
の
の
行
政
相
談

委
員
の
数
が
結
果
的
に
減
少
し
て
い
る
。

第
三
に
、
特
に
、
国
の
行
政
相
談
の
実
績
を
み
る
と
、
従
来
か
ら
の
共
通
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
国
民
は
、
国
・
地
方
の
行
政
事
務
の

区
別
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
ど
の
よ
う
な
方
策
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
回
の
「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す

る
研
究
会
」
で
は
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

・
相
談
委
員
は
複
数
で
対
応
す
る
方
が
安
定
し
た
対
応
が
で
き
る
。

・
時
代
・
社
会
変
化
が
激
し
い
中
、
行
政
相
談
委
員
へ
の
情
報
提
供
や
研
修
の
機
会
等
の
量
や
質
は
果
た
し
て
適
切
な
の
か
。

・
現
状
で
は
、
行
政
相
談
委
員
の
意
欲
や
行
動
力
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
に
大
き
な
差
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。

・
行
政
批
判
の
高
ま
り
に
応
じ
て
、
苦
情
等
へ
の
対
応
を
誤
る
と
大
問
題
に
な
る
と
い
う
認
識
が
広
が
り
、
行
政
相
談
へ
の
役
所
側
の

姿
勢
も
昔
に
比
べ
て
改
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

・
行
政
相
談
委
員
へ
の
推
薦
を
子
孫
に
も
伝
え
る
よ
う
な
名
誉
と
受
け
止
め
る
風
潮
も
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
地
域
の
名
士
の
よ
う
な
方
が

名
誉
職
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
行
政
相
談
委
員
は
、
人
権
擁
護
委
員
、
保
護
司
、
民
生
委
員
等
と
比
べ
て
、
同
じ
制
度
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
選

出
の
プ
ロ
セ
ス
の
違
い
か
ら
か
、
行
政
側
の
対
応
、
理
解
度
、
認
知
度
が
低
い
。
地
域
住
民
に
と
っ
て
も
同
様
。

一
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・
地
方
で
は
弁
護
士
が
い
な
い
地
域
も
あ
り
、
民
事
事
案
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
一
定
の
意
味
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
難
し
い
事
案
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
し
な
い
と
解
決
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
行
政
苦
情
救
済
推
進
会
議
と
も
連
携
し
て
、

難
し
い
事
案
を
上
げ
て
も
ら
う
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
複
数
の
人
間
で
行
政
相
談
委
員
を
担
当
し
、
国
・
地
方
を
分
け
る
こ
と
な
く
兼
務
さ
せ
る
こ
と
で
、
国
・

地
方
の
行
政
相
談
の
調
整
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑷　

人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
行
政
相
談
委
員

前
述
し
た
よ
う
に
、
行
政
相
談
の
広
報
の
問
題
と
し
て
特
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
周
知
度
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
議
論
と

し
て
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
で
い
う
な
ら
ば
、
印
刷
・
電
波
、
さ
ら
に
今
日
で
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
物
質
的
な
媒
介
物
の
使
用
と
制
度
周
知
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
は
「
人
間
メ

デ
ィ
ア
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
有
用
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
現
代
的
行
政
相
談
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
政
相
談
制
度
と
の
関
連
で
メ
デ
ィ
ア
を
見
る
な
ら
ば
、
図－
2
に
お
け
る
、
網
掛
け
部
分
「
情
報
提
供
」（
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
活
動
）
に

つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
素
材
（
相
談
内
容
や
解
決
事
案
な
ど
）
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
無
料
提
供
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
メ

デ
ィ
ア
へ
情
報
提
供
す
る
こ
と
で
、
情
報
の
選
択
を
メ
デ
ィ
ア
側
が
行
う
と
い
う
意
味
で
「
第
三
者
評
価
に
よ
る
情
報
の
信
頼
」
が
得
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
総
務
省
と
行
政
相
談
委
員
自
身
の
働
き
か
け
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
さ
に
行

一
七
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図－ 2　広報メディアの種類

人間メディア 口述型・音楽型・集団型

紙面購入

情報提供

一般新聞用

広報

パンフレット

単行本

チラシ、ビラ

壁新聞

ポスター

定期刊行物

不定期刊行物

ポスター

新聞型

印刷メディア

電波メディア

映像メディア

造形メディア

ＩＣＴ

番組ＣＭ、スポットＣＭ

テレビ

ラジオ

有線放送

写真、映画、スライド

展示、広報車、行事・催物

＋

（出所）  　小山栄三『行政広報概説─原理と問題─』広報出版研究所1971、

pp112-3を加筆・修正

政
相
談
制
度
全
体
と
し
て
検
討
し
て
い
く

部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ

の
部
分
で
は
な
く
、
ま
さ
に
行
政
相
談
委

員
自
身
の
活
動
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て

い
く
。

人
間
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
作
用
と
し
て
、

小
山
は
「
お
も
に
人
間
同
士
の
面
接
を
通

じ
、
言
語
と
行
為
お
よ
び
態
度
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
。
人
間
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
最

も
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
が
、
対
話
で
あ

る
。
多
く
の
場
合
一
対
多
数
か
、
一
対
一

の
関
係
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
顔

を
見
合
す
状
態
で
行
わ
れ
、
相
手
か
ら
の

フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
即
時
に
受
け
反
応

は
強
い
（
9
）

」
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
主
役
は
ま
さ
に
人

間
で
あ
り
、
あ
る
人
が
意
見
を
述
べ
、
行

一
八
〇
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動
す
る
と
他
の
人
は
そ
れ
に
反
応
し
、
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
作
用
が
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
メ
デ
ィ
ア
の
作
用
は
、

単
な
る
言
語
の
み
で
な
く
、
全
人
格
的
影
響
お
よ
び
関
係
が
加
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
で
い
う
な
ら
ば
、
職
員
の
来
客
へ
の
応
対

は
、
そ
の
全
官
庁
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
表
現
と
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
来
訪
者
に
対
す
る
職
員
の
態
度
は
、

官
庁
全
体
に
対
す
る
評
価
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
応
接
に
当
た
っ
て
は
、
と
く
に
懇
切
、
て
い
ね
い
を
旨
と
し
、
来
訪
者
の
地

位
、
職
業
、
服
装
等
に
よ
り
、
そ
の
態
度
が
異
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
相
手
に
不
快
の
念
を
与
え
る
よ
う
な
行
動
を
と
ら
な
い
よ
う
、

礼
儀
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
に
行
政
相
談
委
員
は
位
置
づ
け

さ
れ
「
人
望
が
あ
り
、
人
生
経
験
、
社
会
経
験
豊
か
な
人
物
と
し
て
、
国
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
行
政
相
談
委
員
は
、
こ
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
さ
ら
に
発
揮
す
る
必
要
性
が
出
て
き
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う

な
ら
ば
、
従
来
、
行
政
相
談
委
員
は
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
広
聴
活
動
を
主
に
行
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
が
何
ら
か
の
行
政
に

対
す
る
要
望
・
意
見
を
行
政
相
談
委
員
が
受
動
的
に
聞
き
、
行
政
相
談
委
員
の
能
動
的
行
動
と
し
て
は
「
個
々
の
相
談
経
験
を
通
じ
改
善

を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
行
政
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
相
談
委
員
自
ら
法
律
に
基
づ
い
て
、
総
務
大
臣
に
意
見
を
具
申
す
る
」
と
い

う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
社
会
状
況
で
は
、
こ
う
し
た
従
来
型
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
か
ら
、
一
歩
進
む
形
、

い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
質
的
変
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
メ
デ
ィ
ア
の
作
用
は
お
も
に
人
間
同
士
の
面
接
を
通
じ
、
言
語
と
行
為
お
よ
び
態
度
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
人
間
メ
デ
ィ
ア
に
お

い
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対
話
が
そ
の
お
も
な
る
形
態
で
あ
り
、
販
売
、
応
対
、
討
論
、
演
説
も
こ
れ
に
属
す
る
。

多
く
の
場
合
一
対
多
数
か
、
一
対
一
の
関
係
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
顔
を
見
合
す
状
態
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ー

一
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ド
・
バ
ッ
ク
を
即
時
に
受
け
て
反
応
は
強
い
。

こ
こ
で
の
主
役
は
ま
さ
に
人
間
で
あ
り
、
あ
る
人
が
意
見
を
述
べ
、
行
動
す
る
と
他
の
人
は
そ
れ
に
反
応
し
、
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
作

用
が
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
指
導
力
や
説
得
力
の
す
ぐ
れ
た
人
が
存
在
す
る
場
合
は
、
例
え
ば
そ
の
集
団
の
性
格
や
社

会
的
活
動
は
、
そ
の
指
導
者
に
よ
っ
て
著
し
く
影
響
支
配
さ
れ
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
民
衆
の
う
ち
の
指
導
的
な
力
を
も
っ
た
者
│

オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
が
重
要
な
要
素
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
よ
う
な
、
行
政
相
談
委
員
の

質
的
変
化
が
求
め
ら
れ
る
。

⑸　

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
行
政
相
談
委
員
（
人
間
メ
デ
ィ
ア
）
の
質
的
変
化

前
述
の
よ
う
に
、
総
務
省
及
び
各
府
省
が
行
う
行
政
相
談
は
、
行
政
審
判
、
行
政
不
服
審
査
な
ど
の
他
の
行
政
救
済
制
度
と
比
較
し
て
、

手
続
が
略
式
・
簡
便
で
、
救
済
の
対
象
と
な
る
行
為
及
び
申
出
が
で
き
る
期
間
に
制
限
が
な
く
、
処
理
が
迅
速
で
あ
る
（
簡
易
・
迅
速
性
）

等
、
行
政
救
済
体
系
の
中
に
あ
っ
て
特
徴
的
か
つ
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
行
政
相
談
委
員
は
、
法
に
基
づ
き
、
社
会

的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
行
政
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
総
務
大
臣
が
委
嘱
（
法
第
二
条
第
一
項
）
し
て

い
る
。
ま
た
、
担
当
す
る
区
域
（
市
町
村
の
区
域
）
を
定
め
、
二
年
以
内
の
期
限
を
限
っ
て
委
嘱
（
法
第
二
条
第
二
項
）
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
行
政
相
談
委
員
は
、「
公
的
に
認
め
ら
れ
た
存
在
」
で
あ
り
、
そ
の
活
動
も
公
的
な
形
で
行
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

そ
う
し
た
中
、
現
在
で
は
公
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
、
そ
の
研
究
の
中
で
、

以
下
の
よ
う
な
役
割
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
、
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
10
）

。
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・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
消
極
的
自
由
と
対
照
的
に
、
規
範
的
共
同
体
は
社
会
的
変
質
の
た
め
に
市
民
を
エ

ン
パ
ワ
ー
す
る
」

・「
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
公
衆
が
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
責
務
と

し
て
い
る
」

・「
環
境
監
視
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
は
、
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
、
一
般
の
人
々

は
こ
う
し
た
環
境
監
視
機
能
の
大
部
分
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
組
織
に
依
存
し
て
い
る
」

・「
公
衆
が
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
し
、
自
ら
の
権
利
を
行
使
し
、
積
極
的
な
社
会
の
構
成
員
と
な
る
た
め
に
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
環
境
監
視
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
受
託
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
、「
環
境
監
視
」
だ
け
に
留
ま

ら
ず
、
自
ら
の
声
を
社
会
全
体
に
伝
え
ら
れ
な
い
人
々
の
声
を
、
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
が
、
ラ
ン

ベ
ス
の
い
う
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
「
声
」
が
な
け
れ
ば
、
代
理
人
を
務
め
よ
う
が
な
い
。
個
々
の
社

会
の
構
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
い
う
「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
で
あ
る
」

こ
の
よ
う
に
民
間
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
倫
理
・
社
会
的
責
任
、
そ
し
て
社
会
に
お
け
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
行
政
相
談
委
員
に
も
、
こ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
が
要
請
、
あ
る
い
は

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
発
揮
す
る
活
動
が
現
在
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る

文
章
へ
行
政
・
行
政
相
談
員
・
行
政
相
談
を
あ
て
は
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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・
行
政
相
談
は
「
社
会
的
変
質
の
た
め
に
市
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
」

・「
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
行
政
相
談
委
員
も
、
公
衆
が
行
政
の
手
段
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
る
」

・「
行
政
監
視
と
い
う
機
能
は
、
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
、
一
般
の
人
々
は
こ
う
し
た
行
政
監
視
機

能
の
大
部
分
を
、
行
政
相
談
委
員
や
行
政
組
織
に
依
存
し
て
い
る
」

・「
公
衆
が
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
し
、
自
ら
の
権
利
を
行
使
し
、
積
極
的
な
社
会
の
構
成
員
と
な
る
た
め
に
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
専

門
家
に
よ
る
「
行
政
監
視
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
受
託
者
と
し
て
の
行
政
相
談
委
員
に
は
、「
行
政
監
視
」
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
自

ら
の
声
を
社
会
全
体
に
伝
え
ら
れ
な
い
人
々
の
声
を
、
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
も
あ
る
。
…
…
…
し
か
し
、
肝
心
の
「
声
」
が

な
け
れ
ば
、
代
理
人
を
務
め
よ
う
が
な
い
。
個
々
の
社
会
の
構
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
…
…

「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
で
あ
る
」

つ
ま
り
、
民
間
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
、
法
的
に
も
そ
の
役
割
と
し
て
も
、
行
政
相
談
、
あ
る
い
は
行
政
相

談
委
員
が
担
う
こ
と
が
現
代
に
お
い
て
は
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
受
動
的
な
広

聴
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
相
談
委
員
の
能
動
的
活
動
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
自
ら
の
声
を
社
会
全
体
に
伝
え

ら
れ
な
い
人
々
の
声
を
能
動
的
に
広
聴
す
る
。
②
人
間
メ
デ
ィ
ア
の
効
果
と
し
て
、
相
手
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
即
時
に
受
け
反

応
は
強
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
相
談
当
事
者
の
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
で
は
あ
る
が
、
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
実
際
の
行
政
相
談
活

動
を
通
し
て
行
政
相
談
員
自
身
が
広
報
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
口
コ
ミ
に
よ
る
効
果
を
さ
ら
に
強
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
③
人
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
行
政
相
談
委
員
は
、
実
際
の
相
談
（
広
聴
）
の
場
面
で
、
広
報
の
チ
ャ
ン
ス
を
自
ら
で
作
り
上
げ
、
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社
会
的
変
質
の
た
め
に
市
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
相
談
委
員
が
、
行
政
情
報
が
深
く
伝
わ

る
・
受
け
皿
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
（
11
）

と
な
り
、
行
政
全
体
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
て
い
く
入
口
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
能
動
的
行
政
相
談

（
委
員
）
活
動
の
要
請
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
地
域
に
密
着
し
、
草
の
根
レ
ベ
ル
か
ら
行
政

を
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
地
域
の
政
治
・
行
政

へ
住
民
が
関
っ
て
い
く
こ
と
で
、
国
レ
ベ
ル
へ
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
住
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
し
て
い
く
最
前
線
と
し
て
地
域
に
密
着
し
て
い
る
行
政
相
談
委
員
が
活
動
す
る
こ
と
は
最
良
の
は
ず
で
あ
る
。

京
都
府
で
は
、
府
民
簡
易
監
査
制
度
と
い
う
も
の
を
、
府
民
か
ら
の
府
政
に
対
す
る
意
見
や
疑
問
に
つ
い
て
簡
単
な
手
続
で
受
付
け
、

府
の
関
係
機
関
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
回
答
す
る
と
と
も
に
、
意
見
を
参
考
と
し
て
監
査
に
い
か
す
制
度
と
し
て
平
成
一
八
年
に
設
置

し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
府
民
か
ら
の
苦
情
・
意
見
な
ど
を
監
査
の
端
緒
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
委
員
に
よ
る
府
政
の

改
善
・
是
正
機
能
を
強
化
し
、
府
政
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に
資
す
る
目
的
が
あ
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
監
査
の
役
割
を
い
か
に
考
え
て

い
く
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
自
治
体
の
監
査
委
員
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

住
民
を
自
治
の
主
体
と
考
え
、
監
査
の
役
割
の
中
に
住
民
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
や
要
望
等
を
い
か
に
活
用
し
て
い
く
か
が
重
要
点
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
役
割
の
一
端
と
し
て
、
部
局
と
し
て
、
住
民
の
意
見
・
要
望
を
、
行
政
内
部
の
一
組
織
と
し
て
確
実
に
担
当
課
へ
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
京
都
府
で
は
、
総
務
省
行
政
相
談
委
員
か
ら
要
望
が
出
さ
れ
、
行
政
相
談
委
員
と
京
都

府
と
の
連
携
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
京
都
府
で
は
、
本
来
の
監
査
へ
つ
な
が
る
情
報
収
集
と
い
う

意
味
で
も
、
行
政
相
談
委
員
と
の
情
報
交
換
を
今
後
強
め
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
と
の
意
見
が
聞
か
れ
て
い
る
（
12
）

。
こ
れ
は
、
地
域

の
問
題
へ
行
政
相
談
委
員
が
関
わ
っ
た
こ
と
で
効
果
を
あ
げ
た
良
い
事
例
で
あ
り
、
ま
さ
に
住
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
し
て
い
く
最
前
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線
と
し
て
行
政
相
談
委
員
が
活
動
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
国
の
機
関
に
対
す
る
意
見
等
は
、
意
見
者
に
対
し
て
、
直
接
、
国
の
機
関
又
は
総

務
省
行
政
評
価
事
務
所
へ
と
案
内
を
し
て
い
る
」、「
行
政
評
価
事
務
所
が
必
ず
し
も
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
県
に
と
り
あ
え
ず
意
見
が
持
ち
込
ま
れ
る
（
13
）

」
と
の
指
摘
を
す
る
自
治
体
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
談
が

来
る
ま
で
待
つ
、
あ
る
い
は
国
・
地
方
は
区
別
す
る
と
い
う
従
来
型
の
受
動
的
な
行
政
相
談
・
行
政
相
談
委
員

活
動
の
結
果
例
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
声
な
き
声
」
を
行
政
相
談
委
員

が
発
掘
し
、
さ
ら
に
個
々
の
社
会
の
構
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
行
政
相
談
委
員
が
「
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
」
す
る
こ
と
が
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
舞
台
が
地
域
行
政
で
あ
り
、

地
域
で
行
政
相
談
委
員
が
能
動
的
に
活
動
し
、
地
域
行
政
と
の
連
携
を
深
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
地
域
行
政
と

住
民
と
の
距
離
が
縮
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
、
行
政
全
体
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
国
民
と
行
政
の
パ
イ
プ
役
と
な
る
、「
現
代
に
要
請
さ
れ
る
行
政
相
談
委
員
の
役
割
」
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

⑹　

行
政
相
談
委
員
の
可
能
性

「
行
政
相
談
委
員
に
調
査
権
限
を
、
と
の
話
は
あ
る
が
、
委
員
独
自
で
本
格
的
な
調
査
を
す
る
の
は
難
し
い
。

難
し
い
事
案
に
つ
い
て
は
行
政
評
価
事
務
所
に
報
告
し
、
各
府
省
の
担
当
官
が
調
査
し
た
結
果
の
回
答
を
得
る

と
い
う
や
り
方
が
現
実
的
で
は
な
い
か
（
14
）

」
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
機
関
で

図－ 3　行政相談委員の質的変化（広報メディア）

人間メディア：行政相談委員（広聴は広報のチャンス）

深く伝わる・受け皿メディア→入口メディア
↑

能動的行政相談（委員）の活動
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Ｈ
Ｐ
等
に
よ
り
、
情
報
提
供
、
相
談
、
苦
情
の
受
付
の
ペ
ー
ジ
を
持
ち
、
あ
る
い
は
相
談
窓
口
も
完
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、
行
政
相
談
が

住
民
の
意
見
を
吸
い
上
げ
る
一
つ
の
機
関
と
し
て
は
評
価
さ
れ
る
が
、
旧
態
依
然
と
し
た
行
政
相
談
委
員
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
疑
問
や
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
へ
の
移
行
と
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
例
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
「
行
政
相
談
制
度
」
の
機
能
向
上
と

い
う
意
見
は
、
実
質
的
に
は
苦
情
・
救
済
と
い
う
側
面
で
は
な
く
、
行
政
統
制
・
監
視
の
機
能
向
上
の
訴
え
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
行
政
相
談
委
員
の
質
的
向
上
は
、
行
政
統
制
・
監
視
の
側
面
で
は
な
く
、
国
民
を
公
共
へ
と
導
く
オ

ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
的
な
質
的
向
上
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
行
政
相
談
委
員
制
度
に
関
す
る
考
え
が
あ
る
。
行

政
相
談
委
員
制
度
は
「
自
ら
は
特
定
の
行
政
分
野
を
所
掌
せ
ず
、
各
府
省
か
ら
超
越
し
た
立
場
に
あ
る
総
務
省
行
政
評
価
局
が
行
政
相
談

委
員
制
度
を
運
営
し
て
い
る
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
行
政
機
関
か
ら
独
立
性
と
公
平
・
中
立
性
の
十
分
な
担
保
と
な
っ
て
い
る
（
15
）

」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
制
度
の
独
立
性
に
対
す
る
い
か
な
る
疑
念
も
、
苦
情
申
立
人
と
同
じ
民
間
人
で

あ
る
行
政
相
談
委
員
が
、
苦
情
を
申
出
る
最
も
身
近
な
窓
口
及
び
処
理
機
関
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
払
拭
さ
れ
る
（
16
）

」
と
し
、

行
政
相
談
委
員
の
中
立
且
つ
、
独
立
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
し
て
「
行
政
相
談
委
員
が
国
か
ら
報
酬
を
受
け

な
い
こ
と
が
、
そ
の
立
場
を
一
層
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
る
（
17
）

」
と
述
べ
、
行
政
で
は
な
く
、
民
間
の
力
と
し
て
公
共
へ
国
民
を
導
く
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
研
究
会
」
で
も
、
行
政
相
談
委
員
制
度
の
見
直
し
点
と
し
て
「
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事

務
に
関
す
る
苦
情
等
に
つ
い
て
も
、
法
定
受
託
事
務
に
関
す
る
苦
情
等
と
同
様
に
、
苦
情
等
の
解
決
促
進
が
安
定
的
な
仕
組
み
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
住
民
に
と
っ
て
福
祉
の
向
上
と
な
る
こ
と
か
ら
、
制
度
的
な
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
18
）

」
と
し

て
い
る
。

公
共
性
を
支
え
る
大
き
な
幹
と
し
て
「
法
定
の
管
轄
範
囲
を
超
え
て
、
外
在
的
装
置
に
よ
り
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
さ
せ
る
こ
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と
が
法
の
支
配
に
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
。
行
政
相
談
制
度
は
実
体
と
し
て
国
の

み
な
ら
ず
都
道
府
県
や
市
町
村
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
さ
せ
る
役
割
を

担
っ
て
（
19
）

」
お
り
、
実
際
の
行
政
相
談
の
件
数
を
見
て
も
、
地
方
公
共
団
体
と
行
政

相
談
、
特
に
行
政
相
談
委
員
の
関
係
は
深
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
の
震
災
発
生
時
か
ら
、
行
政
相
談
並

び
に
行
政
相
談
委
員
が
被
災
地
の
住
民
の
声
を
吸
い
上
げ
る
活
動
報
告
が
多
数
あ
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
は
、
行
政
相
談
委
員
の
能
動
的
活
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
の
受
動
的
な
行
政
相
談
委
員
か
ら
の
変
化
が
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
国
民
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
災
害
時
に
は
、
国
も
地
方
も
な
く
、
誰
か
に
助
け
を
求
め
る
の
が

現
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
行
政
相
談
委
員
が
独
自
に
活
動
し
、
行
政
へ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
を
確
立
し
、
活
動
し
て
く
れ
た
こ
と
は
心
強
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
情
報
も
、
い
か
に
人
間
を
介
す
る
か
で
そ
の
影

響
力
は
全
く
違
う
。
こ
れ
は
、
い
か
に
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
も
、
人

間
メ
デ
ィ
ア
、
つ
ま
り
人
間
が
直
接
介
す
る
も
の
に
は
、
か
な
わ
な
い
と
言
わ
れ

る
所
以
で
あ
る
。
相
談
業
務
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
メ
デ
ィ
ア
・
人
間
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
ま
ず
重
要
視
し
、
こ
れ
に
適
す
る
形
で
改
善
方
策
・
向
上
方
策
を
検
討

表－17　平成23年東日本大震災に係る相談分野別件数（20）

（出所）　総務省「平成23年度行政相談実績」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/jituseki.html
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表－18　東日本大震災に係る総務省の対応状況（平成25年 2月14日10時現在）（21）

東日本大震災に関する行政相談の対応状況

⑴ 　東日本大震災に関する行政相談の受付状況（フリーダイヤル、特別行政

相談所等）受付総件数： 2万9,229件（平成25年 2 月 3 日現在）

＜分野別概況＞

・復興政策関係（罹災証明、各種免許、就労等）　6,219件（21.3％）

・住居関係（廃棄物、住宅関係） 4,697件（16.1％）

・原子力発電所事故関係 3,775件（12.9％）

・道路交通関係（自動車の廃棄処分手続等） 2,435件（ 8.3％）

⑵　東日本大震災に関する行政相談の受付体制

フリーダイヤル：東北管区局及び岩手・福島事務所で開設中（上記のほか、

これまでに、北海道、青森、茨城、栃木及び千葉で開設（現在は終了））

特別行政相談所：これまで17管区局・事務所が、被災者が避難している地

域の190か所で開設。今後、東北管区局で 2か所、岩手事務所で 3か所、福

島事務所で 2か所開設予定（平成25年 2 月14日時点）。

＜これまでの取組例＞

※東北管区局、福島事務所及び岩手事務所が開催した特別行政相談所14か

所において、東北運輸局等が廃車申請を受付（相談所で直接廃車申請を受

け付けるのは初めての試み）

※東北管区局及び岩手事務所が開催した特別行政相談所11か所において、

複数の避難所と相談所の間に連絡バスを運行

※東北管区局、福島事務所及び千葉事務所が開催した特別行政相談所24か

所において、放射線被ばくに関する専門家が相談を受付

⑶　被災者等への情報提供

他地域へ避難した被災者のために、全国の管区行政評価局、行政評価事務

所において、相談窓口や支援情報を整理した一覧表を作成し、避難所・避

難先や行政相談委員等に配布・活用

現在も21局所がホームページに情報を掲載

（出所）　総務省「東日本大震災に係る総務省の対応状況」

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/43319.html
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し
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
は
そ
の
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
す
人
的
方
策
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
も
重
要
と
な

る
こ
と
が
「
質
」、
つ
ま
り
今
求
め
ら
れ
る
行
政
相
談
員
の
質
は
、
人
々
を
公
共
へ
の
意
識
を
高
め
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
考
え
る
。

そ
し
て
こ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
周
知
度
の
広
報
効
果
も
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

企
業
の
活
動
が
不
特
定
多
数
の
消
費
者
な
ど
を
対
象
と
し
て
極
め
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
と
い
う
社
会
性
が
、
行
政
に
は
見
ら
れ
な

い
（
22
）

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
例
が
、
ま
さ
に
今
ま
で
の
行
政
相
談
制
度
の
議
論
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
メ

デ
ィ
ア
、
す
な
わ
ち
行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
よ
る
、
口
コ
ミ
や
活
動
を
今
一
度
再
認
識
し
、
広
聴
が
広
報
の
最
大
の

チ
ャ
ン
ス
（
23
）

と
す
る
た
め
の
行
政
相
談
委
員
全
員
が
実
は
行
政
の
Ｐ
Ｒ
マ
ン
で
あ
る
と
い
う
意
識
改
革
、
さ
ら
に
は
組
織
の
改
編
お
よ
び
、

他
と
の
組
織
と
の
連
携
協
力
を
進
め
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
行
政
相
談
委
員
が
よ
り
能
動
的
に
公
共
へ
関
わ
っ
て
い
き
、
国
民
と
行
政
と

の
つ
な
が
り
の
基
盤
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
行
政
と
国
民
のP

ublic R
elations

が
確
立

さ
れ
て
い
く
と
考
え
る
。

注（
1
） 

本
田
弘
『
現
代
行
政
の
構
造
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
、「
第
一
七
章　

行
政
相
談
と
行
政
監
察
」
を
参
照
。

（
2
） 

総
務
省
は
、「
行
政
情
報
化
推
進
基
本
計
画
の
改
定
に
つ
い
て
」（
一
九
九
七
年
一
二
月
二
〇
日
閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
、
行
政
相
談
の
業

務
簡
素
化
、
効
率
化
を
図
る
目
的
で
「
行
政
相
談
シ
ス
テ
ム
の
開
発
」
を
行
う
と
し
、
行
政
相
談
事
案
の
受
付
処
理
、
統
計
作
成
、
業
務
報
告
、
さ

ら
に
は
国
民
へ
の
情
報
提
供
ま
で
も
含
め
た
一
括
処
理
シ
ス
テ
ム
を
開
発
・
運
用
。
二
〇
〇
〇
年
度
は
、
行
政
相
談
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を

実
施
、
二
〇
〇
一
年
度
か
ら
運
用
を
開
始
。
そ
の
効
果
と
し
て
は
、
行
政
相
談
事
案
の
的
確
か
つ
迅
速
な
処
理
に
よ
る
国
民
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向

上
及
び
行
政
相
談
事
務
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
よ
る
事
務
の
合
理
化
・
効
率
化
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行
政
相
談
総
合
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る

一
九
〇



行
政
相
談
委
員
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
岩
井
）

（
一
九
一
）

シ
ス
テ
ム
と
し
て
、「
行
政
相
談
委
員
意
見
検
索
シ
ス
テ
ム
」、「
各
種
報
告
事
例
検
索
シ
ス
テ
ム
」
及
び
「
相
談
関
係
例
規
検
索
シ
ス
テ
ム
」
か
ら

な
る
行
政
相
談
事
務
支
援
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
四
年
四
月
、
総
務
省
行
政
評
価
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、「
行
政
コ

ス
ト
削
減
に
関
す
る
取
組
方
針
│
行
政
の
効
率
化
を
目
指
し
て
│
」
と
題
し
て
、
政
府
全
体
の
行
政
相
談
業
務
の
高
度
化
を
図
る
た
め
、
電
子
政
府

構
築
の
一
環
と
し
て
、
苦
情
・
相
談
対
応
業
務
に
関
す
る
最
適
化
計
画
を
二
〇
〇
五
年
度
末
ま
で
に
策
定
す
る
と
し
た
。

（
3
） 

総
務
庁
長
官
官
房
企
画
課
編
『
大
都
市
に
お
け
る
各
種
相
談
業
務
の
周
知
啓
発
活
動
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
一
九
八
八
年
）、

内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
編
『
行
政
相
談
に
関
す
る
世
論
調
査
』（
一
九
九
〇
年
）、
総
務
庁
長
官
官
房
企
画
課
編
『
大
都
市
に
お
け
る
行
政
相
談

の
広
報
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
一
九
九
五
年
月
）
を
参
照
。

（
4
） 

総
務
省
「
行
政
相
談
委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
め
ぐ
る
経
緯
」
及
び
、「
行
政
相
談

委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_

sosiki/hyouka/soudan_n/000066676.htm
l

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

（
5
） 

総
務
省
「
行
政
相
談
委
員
と
の
協
働
の
充
実
及
び
行
政
相
談
機
能
向
上
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
概
要
と
期
待
さ
れ
る
効
果
」

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000191768.pdf

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

（
6
） 

本
稿
の
歴
史
部
分
は
、
総
務
庁
行
政
監
察
局
行
政
監
察
史
編
集
委
員
会
『
行
政
監
察
史
』（
二
〇
〇
〇
年
）、
行
政
管
理
庁
行
政
監
察
局
『
行
政

相
談
業
務
関
係
通
知
集
』（
一
九
七
〇
年
）、
行
政
管
理
庁
行
政
監
察
局
『
わ
が
国
の
行
政
相
談
制
度
』（
一
九
七
〇
年
）、
行
政
管
理
庁
『
行
政
管
理

二
十
五
年
史
』（
一
九
七
三
年
）、
社
団
法
人　

全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議
会
『
行
政
相
談
委
員
の
あ
ゆ
み
』（
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
7
） 

総
務
省
「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
一
回
）
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
九
日
（
金
）
説
明
資
料
、
な
ら
び
に
、
行

政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
「
行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
〇
九
年
）

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000029719.pdf

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。
こ
の
研
究
会
の
趣
旨
は
、
以
下

で
あ
る
。

「
総
務
大
臣
の
委
嘱
の
も
と
に
、
全
国
で
約
五
、〇
〇
〇
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
行
政
相
談
委
員
は
、
地
域
住
民
の
最
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
住
民
生

活
に
密
着
し
た
様
々
な
苦
情
、
意
見
・
要
望
等
を
汲
み
取
り
、
地
域
の
相
談
役
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

一
九
一
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二
）

地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
近
年
、
急
速
に
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
地
域
の
住
民
同
士
の
支
え
合
い
が
薄
れ
る
中
で
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
安

全
・
安
心
に
か
か
わ
る
問
題
が
頻
発
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
原
因
は
様
々
で
あ
る
が
、
行
政
が
、
潜
在
的
な
も
の
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
住
民
の
不
満
、
苦
情
等
に
適
時
的
確
に
対

応
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
が
、
国
民
の
行
政
に
対
す
る
信
頼
性
の
低
下
に
つ
な
が
る
事
態
も
少
な
く
な
い
。

地
域
住
民
の
声
を
身
近
な
と
こ
ろ
で
幅
広
く
吸
収
し
、
行
政
と
の
懸
け
橋
と
な
っ
て
問
題
解
決
の
促
進
を
図
る
行
政
相
談
委
員
に
期
待
さ
れ
る
役

割
は
、
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
の
地
域
社
会
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
に
お
い
て
定
着
し
て
き
た
行
政
相
談
委
員
制
度
が
、
今
後
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
役
割

を
一
層
効
果
的
、
安
定
的
に
果
た
し
て
い
く
よ
う
、
そ
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
全
般
的
に
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。」

（
8
） 

前
掲
報
告
書
参
照
。

（
9
） 

小
山
栄
三
『
行
政
広
報
概
説
│
原
理
と
問
題
│
』
広
報
出
版
研
究
所
、
一
九
七
一
年
、pp112-3

を
参
照
。

（
10
） 

塚
本
晴
二
朗
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
試
論
│
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
の
研
究
│
』
南
窓
社
、
二
〇
一
〇
年
をpp142

〜145

参
照
。

（
11
） 

株
式
会
社　

電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局　

ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
編
『
広
報
力
が
地
域
を
変
え
る
』
日
本
地
域
社
会
研

究
所
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
12
） 

財
団
法
人　

行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
『
行
政
不
服
申
立
制
度
・
苦
情
処
理
制
度
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
13
） 

行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
前
掲
報
告
書
参
照
。

（
14
） 

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
前
掲
報
告
書
、
参
照
。

（
15
） 

鎌
田
理
次
郎
「
第
六
回
ア
ジ
ア
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
会
議
参
加
報
告
」
今
川
晃
編
『
行
政
苦
情
救
済
論
』
社
団
法
人
全
国
行
政
相
談
委
員
連
合
協
議

会
、
二
〇
〇
五
年
、p191

参
照
。

（
16
） 

鎌
田
前
掲
書
。

（
17
） 

鎌
田
前
掲
書
。

（
18
） 

行
政
相
談
委
員
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
前
掲
報
告
書
、p54

参
照
。

一
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政
相
談
委
員
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エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
（
岩
井
）

（
一
九
三
）

（
19
） 

今
川
晃
「
ア
ジ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
お
け
る
日
本
の
行
政
相
談
制
度
の
位
相
」、
片
岡
寛
光
監
修
、
今
川
晃
・
上
村
進
・
川
野
秀
之
・

外
山
公
美
編
著
『
ア
ジ
ア
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
』
第
一
法
規
、
二
〇
一
二
年
、p248

参
照
。

（
20
） 
総
務
省
「
平
成
二
三
年
東
日
本
大
震
災
に
係
る
相
談
分
野
別
件
数
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/hyouka/soudan_n/

jituseki.htm
l

）
を
参
照
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

平
成
二
三
年
度
に
受
け
付
け
た
東
日
本
大
震
災
の
行
政
相
談
は
、
二
三
、七
九
七
件
（
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
の
震
災
発
生
時
か
ら
平
成
二
四

年
三
月
三
一
日
ま
で
は
、
二
七
、三
四
〇
件
）。

（
21
） 

総
務
省
「
東
日
本
大
震
災
に
係
る
総
務
省
の
対
応
状
況
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_kyotsuu/im

portant/43319.htm
l

）
を
参
照

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
六
日
検
索
）。

（
22
） 

こ
こ
で
言
う
社
会
化
と
は
、
自
治
体
の
広
報
へ
の
住
民
の
注
視
力
の
低
調
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
過
剰
な
情
報
量
の

中
に
生
活
し
て
い
る
と
は
別
に
、
行
政
広
報
が
住
民
の
生
活
と
密
接
に
結
合
し
て
い
る
か
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
田　

弘
『
行
政
広
報
』

（
サ
ン
ワ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
一
九
九
五
年
）、「
第
二
章　

行
政
広
報
に
つ
い
て
の
再
認
識
」
を
参
照
。

（
23
） 

本
田
弘
『
都
市
行
政
の
構
造
と
管
理
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、「
第
五
部　

都
市
自
治
体
の
行
政
広
報
、
第
二
章　

行
政
広
報
の
管
理
と

戦
略
」
を
参
照
。

一
九
三
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こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
成
文
憲
法
論
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ア
メ

リ
カ
の
共
和
制
憲
法
の
起
源
と
し
て
も
み
な
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
ア

メ
リ
カ
の
論
者
達
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
通
常
の
こ
と
と
し
て
論
じ

ら
れ
る
（
2
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
理
論
の
中
核
に
制
度
の
思

想
が
あ
る
と
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
う
し
た
視
点
か
ら
日
本
の
研
究
状
況
に
お
け
る
問
題
点
を
示
し

て
み
よ
う
。
一
般
的
に
日
本
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
思
想
史
研
究

な
い
し
そ
の
説
明
に
お
い
て
、
彼
の
憲
法
制
度
論
な
い
し
政
治
制

度
論
が
技
術
的
側
面
と
し
て
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
他
方
で
日

本
に
お
け
る
政
治
制
度
研
究
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
の
天
皇
制

を
重
視
す
る
た
め
君
主
制
な
し
の
制
度
研
究
を
敬
遠
す
る
傾
向
が

あ
る
ゆ
え
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
優
れ
た
憲
法
論
が
無
視
さ
れ
て
き

た
状
況
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
抗
し
て
ハ
リ

ン
ト
ン
の
憲
法
な
い
し
政
治
制
度
を
徹
底
的
に
明
確
化
し
よ
う
と

試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
が

主
に
政
治
思
想
史
分
野
に
あ
る
が
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
研
究

分
野
に
お
い
て
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
理
論
を
政
治
制
度
論
と
し
て
位
置
付

け
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
彼
の
共
和
主
義
思
想
を
浮
き
彫
り
に
す

第
一
節　

序
論

周
知
の
如
く
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
分
野
に
お
い

て
高
く
評
価
さ
れ
る
思
想
家
は
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ハ
リ
ン
ト
ン
、
Ｊ
・
ミ
ル
ト
ン
な
ど
で
あ
る
。
社
会
契
約
論
者
と

し
て
の
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
精
緻
な
問
題
設
定
及
び
政
治
理
論
に
お

い
て
秀
で
て
い
る
。
共
和
主
義
者
ミ
ル
ト
ン
は
、
そ
の
表
現
力
に

お
い
て
優
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
焦
点
を
あ
て
る
ハ
リ

ン
ト
ン
は
、
共
和
主
義
に
基
づ
く
政
治
制
度
論
に
つ
い
て
、
最
も

優
れ
て
い
る
思
想
家
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
1
）

。
そ
れ

は
、
彼
の
自
由
主
義
的
成
文
憲
法
構
想
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
ら

か
に
示
さ
れ
る
。
周
知
の
如
く
彼
の
憲
法
構
想
を
示
す
主
著
『
オ

シ
ア
ナ
共
和
国
』（
一
六
五
六
）
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、

一
六
四
〇
年
代
か
ら
一
六
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
革
命

﹇
な
い
し
内
戦
﹈
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
強
力
な
民
主
制
的
方

向
を
示
す
憲
法
改
革
を
唱
え
た
『
国
民
協
約
（A

greem
ents of 

the P
eople

）』（
一
六
四
七
、
一
六
四
九
）、
及
び
オ
リ
バ
ー
・

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
護
国
卿
制
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
『
統
治
章
典

（Instrum
ent of G

overnm
ent

）』（
一
六
五
三
）
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
如
く
、
成
文
憲
法
が
珍
し
く
な
か
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

一
九
六
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和
主
義
﹇
共
和
制
﹈
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
国
民
﹇
市
民
﹈
代
表

に
最
高
権
力
を
与
え
る
政
治
制
度
（political system

）
の
こ
と

を
意
味
す
る
﹇P

.Z
agorin,A

 H
istory of P

olitical T
h

ou
gh

t 
in

 th
e E

n
glish

 R
evolu

tion,1954,p.146;H
.H
.K
eeble,ed.,

W
ritin

g of th
e E

n
glish

 R
evolu

tion,2001,p.289

﹈。
ゆ
え
に

こ
れ
は
、
世
襲
君
主
制
の
反
対
で
あ
る
と
い
う
。

我
々
が
こ
こ
で
あ
え
て
通
常
の
共
和
制
観
念
を
確
認
す
る
の
は
、

元
々
そ
の
思
想
が
君
主
制
統
治
制
度
と
の
対
極
に
あ
る
共
和
制
統

治
制
度
を
基
本
に
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
よ

り
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
「
ガ
バ
メ
ン
ト
」
や
「
政
治
制
度
」

に
重
点
が
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
制
度
論
の
顕
著
さ
を
強
調
す
る
の
は
、

例
え
ば
、
以
下
の
著
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
急
進
的
な
共
和
主
義

者
シ
ド
ニ
ー
と
の
比
較
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
制
度
論
の
独
創
性
を
確

認
す
る
。「
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
の
『
統
治
論
』
に
お
い
て
、
ミ
ル
ト
ン

が
表
現
し
た
ほ
ど
の
共
和
主
義
的
な
も
の
な
ど
存
在
せ
ず
、
ハ
リ

ン
ト
ン
が
想
像
し
た
ほ
ど
制
度
的
な
も
の
な
ど
存
在
せ
ず
、
か
つ

ロ
ッ
ク
が
想
定
し
、
論
じ
た
ほ
ど
の
理
論
的
な
い
し
論
争
的
な
も

の
な
ど
存
在
せ
ぬ
と
述
べ
る
こ
と
は
、
通
常
で
あ
る
」
と
（D

erek 
H
irst et al.

〈eds.

〉,W
ritin

g
 a

n
d

 E
n

g
a

g
em

en
t in

 
S

even
teen

th
-C

en
tu

ry,C
am
bridge,1999,p.165

）。
こ
れ
は
、

一
七
世
紀
の
主
要
な
三
人
の
政
治
思
想
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
通
説
的

独
創
性
も
表
現
し
て
い
る
。

（
2
） 
こ
の
時
代
に
お
け
る
成
文
憲
法
が
珍
し
く
な
い
状
況
に
つ
い

る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
理
論

を
政
治
制
度
論
と
し
て
捉
え
な
お
す
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の

一
つ
の
中
核
概
念
で
あ
る
彼
の
「
代
議
院
」（the prerogative 

tribe or equal representative of the people

）
な
い
し
民
会

（assem
bly of the people, popular assem

bly

）
制
度
の
記
述

に
焦
点
を
あ
て
、
か
つ
分
析
す
る
こ
と
と
な
る
（
3
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、

彼
の
政
治
制
度
思
想
の
核
心
を
捉
え
る
こ
と
を
本
来
的
な
目
的
と

す
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
よ
り
特
定
的
な
対
象
に
焦
点
を
あ
て
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
制

度
の
要
を
な
す
、「
代
議
院
」
な
い
し
民
会
に
焦
点
を
あ
て
か
つ

そ
れ
を
明
確
化
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
） 

「
共
和
主
義
（republicanism

）」
は
、
周
知
の
如
く
、
君
主

制
と
対
比
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
君
主
制
は
、
伝
統
的
国
王
が
自
ら

の
臣
民
に
対
し
て
個
人
的
権
威
を
享
受
し
、
自
ら
の
個
人
的
財
産

と
し
て
自
ら
の
王
国
を
支
配
す
る
。
し
か
し
共
和
制
統
治

（governm
ent

）
は
、
原
理
的
に
共
通
善
の
た
め
に
市
民
に
よ
る
市

民
の
業
（business

）﹇res publica

﹈
で
あ
る
（M

.C
anovan,

1987

）
と
言
わ
れ
る
。

さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
﹇
内
戦
﹈
期
の
共

一
九
七
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第
二
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
と
し
て
の

共
和
国
憲
法

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
思
想
が
一
人
の
恣
意

的
支
配
と
は
異
な
り
、
そ
の
多
数
の
国
民
で
あ
る
市
民
の
自
治
を

基
本
に
、
彼
ら
の
権
利
と
自
由
を
擁
護
す
る
思
想
と
み
な
す
立
場

を
と
る
。
従
っ
て
彼
は
、
そ
れ
を
保
障
す
る
も
の
が
成
文
憲
法
な

い
し
政
治
制
度
で
あ
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

ハ
リ
ン
ト
ン
が
制
度
に
対
す
る
強
い
信
頼
を
抱
く
制
度
的
な
共
和

主
義
的
思
想
傾
向
を
も
つ
も
の
と
解
釈
す
る
。

こ
う
し
た
仮
説
の
下
で
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
に
理
解
さ
れ
る
憲

法
の
条
件
を
確
認
し
た
後
、
政
治
制
度
論
と
し
て
構
想
し
直
そ
う

と
す
る
。
ま
ず
最
も
広
範
な
憲
法
の
定
義
は
、「
政
府

（governm
ent

）
を
設
立
し
規
制
し
か
つ
統
治
す
る
ル
ー
ル
（
1
）

」
で

あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
政
府
と
統
治
ル
ー
ル
を
基
本
と
す
る
も

の
と
解
し
得
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
制
度
論
的
な
概
念
を
必
要

と
す
る
。
そ
れ
に
応
え
る
も
の
は
、
ス
ク
ル
ー
ト
ン
の
憲
法
定
義

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
憲
法
は
、「
国
家
の
基
本
的
政
治
原
理
」

を
指
す
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
憲
法
で
は
、

農
地
法
、
選
挙
に
よ
る
統
治
官
の
輪
番
制
、
法
の
支
配
が
そ
れ
で

て
、
例
え
ば
Ｇ
・
Ｈ
・
サ
ビ
ン
ら
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
の
記
述

が
要
を
得
て
い
る
。

「
そ
う
し
た
憲
法
観
念
は
、
成
文
の
統
治
章
典
、
特
別
な
憲
法
形

成
の
立
法
機
関
、
及
び
制
定
法
と
憲
法
実
定
法
と
の
区
別
に
つ
い

て
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
既
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
一
六
五
六
年
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が

神
秘
的
な
立
法
者
の
魅
力
で
ま
と
わ
せ
る
、
Ｏ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

に
自
ら
の
計
画
と
必
然
的
に
取
り
組
ま
せ
た
。
彼
が
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ル
に
な
す
よ
う
に
望
む
こ
と
は
、
政
治
家
及
び
学
者
﹇
に
よ
る
立

法
者
﹈
評
議
会
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
統
治
を
公
式
化
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
各
々
が
自
由
に
自
ら
の
提

案
を
そ
の
立
法
者
評
議
会
に
も
ち
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ

る
。
ひ
と
た
び
こ
の
憲
法
が
公
式
化
さ
れ
る
と
、
こ
の
憲
法
は
、

諸
条
文
（
そ
の
構
造
の
重
要
な
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
が
扱
う
）

に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
る
」（G
.H
. S
abine et al., A

 H
istory of 

P
olitical T

h
eory, 1973, p.468

）。
こ
れ
は
、
我
々
の
ハ
リ
ン
ト

ン
の
憲
法
論
へ
の
手
短
な
文
脈
の
一
部
で
も
あ
る
。

（
3
） J.G

.A
. P
ocock, ed., T

h
e P

olitical W
orks of Jam

es 
H

arrin
gton, 1977, p.227.

一
九
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捉
え
る
こ
と
と
す
る
。

オ
シ
ア
ナ
共
和
国
憲
法
の
概
観

わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
構
築
す
る
憲
法
に
つ
い

て
よ
り
多
面
的
な
概
念
を
含
意
す
る
「
政
治
制
度
」
概
念
に
よ
っ

て
構
成
す
る
。
広
義
の
憲
法
の
意
味
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
内
の
基

本
的
な
ル
ー
ル
の
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
れ
の
み
で
は
大
ま
か
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
最
近
の
定
義
に
近
付
け
る
必
要
が
あ
る
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、「
政
治
」
が
国
家
﹇
な
い
し
公
共
的
な
も

の
﹈
の
枠
組
み
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
。
そ
の
制

度
は
、「
規
範
・
価
値
・
利
益
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹇
自
己

認
識
﹈・
及
び
信
念
を
定
義
づ
け
、
か
つ
擁
護
す
る
手
続
き
や
行

動
を
作
用
さ
せ
る
基
準
の
集
成
（
4
）

」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
特
に

そ
の
公
式
的
ル
ー
ル
や
常
設
的
組
織
面
な
ど
を
重
視
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
形
式
は
、『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
と
同
様

に
、
そ
の
共
和
制
末
期
に
書
か
れ
た
『
ロ
ー
タ
（
即
ち
、
自
由
国

家
な
い
し
平
等
な
共
和
国
）』（
一
六
五
九
）
と
い
う
著
作
に
お
い

て
も
示
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
、
そ
の
理
論
を
構

成
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
憲
法
は
ま
ず
立
法
者
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
と
い
う
（
5
）

。

あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
憲
法
が
「
立
法
部
・
行
政
執
行
部
・
司
法

部
﹇
と
い
う
統
治
の
三
権
を
担
う
そ
れ
ぞ
れ
﹈
の
構
成
、
権
限
、

並
び
に
手
続
き
、
そ
し
て
官
吏
の
任
命
、
及
び
（
権
力
行
使
に
権

限
を
与
え
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
仲
介
す
る
）
任
務
の
構

造
を
決
定
す
る
（
2
）

」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
憲
法
と
政
治
制
度
を
一
体

的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
に
こ

れ
を
適
用
し
て
み
よ
う
。
立
法
部
は
、「
元
老
院
」（S
enate

）
と

民
会
（the P

eople

）﹇
代
議
院
（P

rerogative T
ribe

）﹈」
か
ら

な
る
両
院
議
会
で
あ
り
、
行
政
執
行
部
が
「
政
庁
（S

ignory

）」

な
ど
で
あ
り
、
司
法
部
は
立
法
部
が
そ
れ
を
兼
任
す
る
。
そ
の
統

治
の
三
権
を
担
う
機
関
の
手
続
き
は
、
法
の
支
配
原
理
に
基
づ
き

各
条
文
に
記
さ
れ
、
官
吏
の
任
命
は
、「
公
職
輪
番
制

（R
otation

）」
に
基
づ
き
、
か
つ
主
に
元
老
院
の
選
挙
に
よ
り
、

比
較
的
短
期
間
に
限
定
さ
れ
る
。
執
行
権
は
、
立
法
部
に
よ
っ
て

権
限
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
も
制
限
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
執

行
権
は
、
政
庁
に
ば
か
り
に
限
定
さ
れ
ず
、
元
老
院
も
そ
れ
に
加

わ
り
﹇
そ
れ
が
議
院
内
閣
制
の
如
く
﹈、
か
つ
仲
介
す
る
任
務
構

造
も
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
3
）

。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
こ
う
し
た
憲
法
と
政
治
制
度
と
の
関
連
に

よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
共
和
国
憲
法
の
基
本
要
素
を

一
九
九
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（
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〇
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制
に
よ
っ
て
そ
の
根
本
か
ら
統
治
官
職
な
い
し
主
権
権
力
の
諸
部

門
へ
と
こ
の
同
等
な
活
力
を
も
た
ら
す
（
8
）

」。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト

ン
の
選
挙
制
度
原
理
で
あ
り
、
か
つ
執
行
行
政
部
に
活
性
化
を
促

し
、
か
つ
執
行
行
政
権
力
の
制
限
規
定
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
条
文
（
全
三
十
条
）
規
定 

『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
憲
法
に
お
い
て
本
条
文
は
、
全
三
〇
条

か
ら
構
成
さ
れ
る
。『
ロ
ー
タ
』
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ

れ
ら
を
、
第
一
章
「
市
民
部
」、
第
二
章
「
宗
教
部
」、
第
三
章

「
軍
事
部
」、
第
四
章
「
属
州
部
」
に
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
区
分

は
、
軍
事
部
に
対
す
る
市
民
区
分
の
意
味
の
視
点
か
ら
主
に
分
け

ら
れ
る
（
9
）

。
し
か
し
こ
れ
は
、
文
民
対
軍
人
の
明
確
な
二
分
法
と

い
っ
た
今
日
的
意
味
か
ら
判
断
す
る
と
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
軍
事
部
の
政
治
に
対
す
る
過
剰
な
関
与
を
防
止
す

る
意
図
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
憲
法
区
分
は
、

市
民
部
が
政
治
﹇
公
的
な
も
の
﹈
を
含
意
す
る
と
解
さ
れ
る
。

従
っ
て
市
民
部
が
本
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
も
の
は
、
付
随
的

部
分
と
み
な
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
主
に
、
そ
の
条
文
規
定
に
沿
っ
て
言
及
す
る
こ
と

と
す
る
。

（
一
）
基
本
原
理

通
常
憲
法
の
基
本
原
理
は
、「
前
文
」
で
述
べ
ら
れ
る
。
従
っ

て
そ
れ
は
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
第
一
序
説
（「
統
治
原
理
」）
に
お
い

て
示
さ
れ
る
。
オ
シ
ア
ナ
憲
法
の
よ
り
簡
潔
な
基
本
原
理
の
表
現

は
、『
オ
シ
ア
ナ
』
の
共
和
国
全
体
の
要
約
（
6
）

に
お
い
て
も
明
確
に

書
か
れ
る
。

〈
1
〉
第
一
基
本
法
と
し
て
の
農
地
法

『
オ
シ
ア
ナ
』
の
そ
れ
に
は
、
そ
の
基
本
法
と
し
て
二
つ
の
も

の
を
規
定
す
る
。
第
一
に
「
中
核
法
な
い
し
基
本
法
は
、
農
地
法

で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
年
間
土
地
収
入
が

「
二
千
ポ
ン
ド
に
割
り
当
て
ら
れ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
い
か

な
る
者
も
土
地
財
産
が
特
定
の
価
値
を
超
え
て
収
入
を
得
て
は
な

ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
将
来
に
お
い
て
対
立

の
火
種
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
理
由
の
た
め
に
規
定
す
る
。
し

か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
制
限
を
強
い
る
こ
と
が
必
ず
し

も
賢
明
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
直
ぐ
に
認
め
て
い
る
（
7
）

。
い

ず
れ
に
せ
よ
彼
は
、
そ
の
社
会
経
済
的
視
点
か
ら
政
治
制
度
を
安

定
さ
せ
る
要
素
と
し
て
、
農
地
法
原
理
を
根
本
に
据
え
る
。

〈
2
〉
第
二
基
本
法
と
し
て
の
公
職
輪
番
制
（
選
挙
を
含
む
）

第
二
の
基
本
法
は
、「
投
票
が
平
等
な
選
挙
な
い
し
公
職
輪
番

二
〇
〇
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使
用
人
で
あ
る
と
し
て
も
そ
の
市
民
へ
の
昇
進
の
可
能
性
を
担
保

し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
共
和
国
の
活
力
を
引
き
出
そ
う
と

し
て
い
る
ゆ
え
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

〈
第
二
条
〉
青
年
と
高
年
の
区
分

オ
シ
ア
ナ
の
住
民
全
体
（
女
性
・
子
供
・
使
用
人
を
除
く
）
に

対
し
て
、
彼
ら
の
年
齢
に
よ
っ
て
高
年
者
と
青
年
に
区
分
す
る
。

高
年
者
は
、
三
十
歳
以
上
の
者
と
す
る
。
青
年
は
、
十
八
歳
か
ら

三
十
歳
以
下
の
者
と
す
る
。
高
年
者
（
な
い
し
自
由
人
）
は
、
市

民
行
政
（
統
治
官
な
い
し
公
務
員
と
し
て
）
の
遂
行
資
格
を
有
す

る
（
12
）

。〈
第
三
条
〉
騎
兵
﹇
一
級
市
民
﹈
と
歩
兵
﹇
二
級
市
民
﹈
の
区

別
オ
シ
ア
ナ
の
住
民
に
対
し
て
（
女
性
・
子
供
・
使
用
人
を
除

き
）、
彼
ら
の
財
産
（
状
態
）﹇
年
間
収
入
﹈
に
よ
っ
て
騎
兵
と
歩

兵
に
区
分
す
る
。
騎
兵
は
、
そ
の
財
産
（
状
態
）﹇
年
間
収
入
﹈

に
つ
い
て
土
地
、
財
、
及
び
貨
幣
で
百
ポ
ン
ド
以
上
の
者
と
す
る
。

歩
兵
は
、
そ
れ
以
下
の
収
入
の
者
と
す
る
（
13
）

。

〈
第
四
条
〉
教
区
・
郡
及
び
部
族
﹇
州
﹈

「
国
民
を
彼
ら
の
生
活
の
場
所
に
従
っ
て
、
教
区
、
郡
、
及
び

部
族
に
区
分
す
る
」。
最
大
の
地
域
区
分
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
章
の
市
民
部
門
は
、
以
下
の
如
く
高
年
﹇
三
十
歳
以

上
﹈
者
に
関
す
る
規
定
が
中
心
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
青
年

﹇
十
八
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
﹈
は
、
軍
事
的
側
面
に
重
点
が
置
か

れ
、
高
年
者
が
市
民
部
門
に
重
点
を
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
第
一
章
）
市
民
部

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
共
和
国
憲
法
の
条
文
を
規
定
す
る
前
に
、
共

和
国
の
設
立
な
い
し
構
築
に
お
い
て
、
最
初
の
業
﹇
建
築
者
の

業
﹈
は
、
資
材
を
は
め
込
み
、
か
つ
配
置
す
る
こ
と
以
外
に
あ
り

得
ぬ
と
述
べ
る
。
共
和
国
の
資
材
は
、
国
民
﹇people

﹈
で
あ
る

と
い
う
。
そ
の
オ
シ
ア
ナ
の
国
民
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
り
、

国
民
を
幾
つ
か
の
区
分
に
配
列
さ
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
資
質
、

年
齢
、
富
、
及
び
居
住
な
い
し
生
活
地
に
つ
い
て
で
あ
る
（
10
）

。

〈
第
一
条
〉
市
民
と
使
用
人
の
区
分

「
国
民
﹇the people

﹈
を
自
由
人
な
い
し
市
民
、
及
び
使
用

人
に
区
分
す
る
。
と
い
う
の
は
も
し
使
用
人
が
自
由
に
達
す
る
な

ら
ば
、
即
ち
、
自
ら
が
自
由
に
達
す
れ
ば
使
用
人
達
も
自
由
人
な

い
し
市
民
と
な
っ
て
生
活
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
11
）

」。
こ
こ
で
は
、

独
立
的
行
動
人
と
し
て
の
市
民
概
念
を
基
本
単
位
と
し
、
自
治
的

市
民
と
し
て
措
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
オ
シ
ア
ナ
人
が
こ
こ
で

二
〇
一
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（
二
〇
二
）

そ
の
第
二
段
階
は
、
そ
の
代
理
人
達
が
集
ま
る
各
部
族
﹇
州
﹈ 

の
中
心
市
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
上
の
国
家

議
会
の
代
表
選
挙
で
あ
っ
た
（
17
）

。

〈
第
七
条
〉
地
方
の
統
治
官
（
高
官
）
の
選
挙
﹇
一
﹈（
郡
を
中

心
に
）

第
七
条
を
含
む
以
下
の
三
つ
の
条
文
は
、
郡
、
州
の
統
治
官
の

選
出
規
定
を
述
べ
る
こ
と
に
関
わ
る
。

「
本
条
は
、
次
の
よ
う
に
必
要
と
す
る
。
即
ち
、
各
教
区
代
表

﹇deputies

﹈
は
、
一
月
末
日
に
続
く
第
一
月
曜
日
に
郡
の
会
合

場
所
に
武
装
し
て
毎
年
集
ま
り
、
か
つ
そ
こ
で
彼
ら
の
人
数
か
ら

一
人
の
治
安
判
事
、
一
人
の
陪
審
員
、
…
…
を
選
出
」
す
る
と
し

て
規
定
し
始
め
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
如
き
一
覧
に
よ
る
も
の
が

規
定
さ
れ
る
（
18
）

。

西
暦
…
…
年

ネ
ブ
ロ
サ
﹇
仮
名
﹈
の
統
治
官
選
挙
一
覧

　

Ａ
等
級　
　

治
安
判
事
（
…
…
の
郡
の
）

　

Ｂ
等
級　
　

第
一
陪
審
員
（
…
…
の
部
族
に
お
け
る
）

　

Ｃ
等
級　
　

郡
の
大
尉
（
そ
の
郡
は
、
一
〇
五
人
の
代
表
選

挙
か
ら
な
る
）

オ
シ
ア
ナ
の
土
着
な
い
し
固
有
の
領
土
﹇
課
税
台
帳
・
国
民
数
・

及
び
地
域
の
範
囲
を
顧
慮
し
た
﹈
が
便
宜
と
な
り
得
る
ほ
ど
の
正

確
さ
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
平
等
に
五
十
の
行
政
管
区
、
州
、

な
い
し
部
族
に
区
分
す
る
。
各
州
の
下
に
二
十
ず
つ
の
郡
が
あ
り
、

全
部
で
千
の
郡
が
あ
る
。
そ
の
郡
の
下
に
十
ず
つ
の
教
区
が
あ
り
、

合
計
一
万
の
教
区
と
な
る
（
14
）

。

〈
第
五
条
〉
教
区
、
投
票
、
及
び
そ
の
教
区
の
﹇
民
会
〈
国
民
〉

（people

）﹈
代
表
の
設
定

本
条
文
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
国
民
議
会
に
お
け
る
間
接
選
挙
の
出

発
点
で
あ
る
教
区
で
の
選
挙
人
の
選
出
に
関
わ
る
。

『
オ
シ
ア
ナ
』
に
よ
れ
ば
「
十
二
月
末
日
に
続
く
次
の
第
一
月

曜
日
に
、
各
教
区
の
高
年
者
は
、
五
人
の
う
ち
の
一
人
を
代
表

﹇
選
挙
人
﹈
に
選
出
す
る
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
開
始
す
る
条
文

は
、
民
会
﹇
国
民
﹈
代
表
（deputies

）
を
教
区
﹇
即
ち
、
三
層

制
地
方
自
治
〈
州
・
郡
・
教
区
〉
の
う
ち
の
第
三
層
﹈
か
ら
選
出

す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
15
）

。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て

教
区
が
民
会
代
表
を
選
出
す
る
二
段
階
の
う
ち
の
第
一
段
階
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
Ｒ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
五
条
は
、

間
接
選
挙
に
よ
り
、「
州
全
体
の
選
挙
人
団
と
し
て
活
動
す
る
各

教
区
の
投
票
数
の
五
分
の
一
の
選
挙
（
16
）

」
で
あ
る
と
い
う
。

二
〇
二
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二
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）

〈
第
九
条
〉
地
方
の
高
級
統
治
官
選
挙
﹇
三
﹈

「
本
条
は
、
監
察
官
（
或
い
は
第
一
招
集
演
説
官
）
が
第
七
等

級
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
従
っ
て
郡
の
治
安
官
か
ら
の
一
覧
を
受

け
取
っ
た
後
に
、
次
の
諸
等
級
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
統
治
官
達

の
一
覧
を
顧
慮
し
て
前
も
っ
て
そ
の
投
票
壷
に
注
目
す
る
こ
と
と

す
る
。
即
ち
、
そ
の
統
治
官
の
選
挙
一
覧
は
、
そ
の
第
一
の
一
覧

が
最
高
級
職
（P

rim
e M
agnitude

）
と
呼
ば
れ
、
六
つ
で
あ
り
、

第
二
の
一
覧
が
ギ
ャ
ラ
ク
シ
ー
﹇
第
二
高
級
職
﹈
と
呼
ば
れ
、
九

つ
で
あ
る
（
21
）

」。
こ
の
統
治
官
職
の
表
現
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
も
同

じ
で
あ
る
。

〈
第
十
条
〉
部
族
﹇
州
﹈
の
最
高
級
職
の
統
治
官
の
選
出

「
本
条
は
、
教
区
代
表
（deputies

）
が
二
月
末
日
の
次
の
各

月
曜
日
に
、
部
族
（tribe

）
の
集
合
場
所
に
お
い
て
自
ら
を
武

装
し
た
騎
兵
と
歩
兵
と
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
ま
ず
述

べ
始
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
も
抽
選
方
法
な
ど
を
含
む
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
方
式
の
も
の
が
規
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
選
挙
に
付
す
る
高
官
職
一
覧
が
列
挙
さ
れ
る
。

西
暦
…
…
年

﹇
州
﹈
最
高
級
職
一
覧
（
或
い
は
統
治
官
達
の
初
日
の
選
挙
）

　

Ｄ
等
級　
　

旗
手
﹇
少
尉
﹈

　

Ｅ
等
級　
　

第
二
陪
審
員

　

Ｆ
等
級　
　

治
安
官
（H

igh constable

）

　

Ｇ
等
級　
　

検
死
官

こ
の
条
文
の
補
足
文
書
に
は
、
そ
の
選
挙
実
施
費
用
も
列
挙
さ

れ
る
（
19
）

。
〈
第
八
条
〉
地
方
の
統
治
官
選
挙
﹇
二
﹈（
部
族
﹇
州
﹈
を
中
心

に
）ま

ず
こ
こ
で
は
、「
本
条
は
、
司
令
長
官
と
し
て
の
州
長
官

（lord high sheriff 

）
及
び
部
族
﹇
州
﹈
の
兵
員
簿
管
理
官
（
或

い
は
第
一
招
集
演
説
官
）
と
し
て
の
治
安
判
事
記
録
保
管
官

（custos rotulorum

）
は
、
同
じ
も
の
の
郡
治
安
官
に
よ
っ
て
給

付
化
さ
れ
た
彼
ら
の
郡
一
覧
を
受
け
入
れ
た
後
に
、
騎
兵
を
歩
兵

か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
投
票
に
か
け
ら
れ
る
必

要
が
あ
る
」
と
規
定
し
始
め
る
。
か
く
し
て
高
官
職
の
報
酬
が
決

め
ら
れ
て
か
ら
、
こ
う
し
た
州
の
高
官
達
も
投
票
に
か
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
（
20
）

。

オ
シ
ア
ナ
憲
法
の
公
職
輪
番
制
は
、
地
方
に
お
け
る
統
治
高
官

に
も
貫
徹
さ
れ
る
。

二
〇
三



政
経
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五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
〇
四
）

し
州
の
最
高
執
行
部
（prerogative troop

）
の
第
一
統
治
官
で

あ
る
（
23
）

」。
こ
う
し
た
条
文
は
、
州
に
お
け
る
最
高
執
行
部
で
あ
る

「
ピ
ュ
ー
ラ
ル
ク
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
名
を
登
場
さ
せ
る
。
そ

れ
は
、
州
に
お
い
て
最
高
の
行
政
執
行
機
能
を
担
う
。

〈
第
十
二
条
〉
ギ
ャ
ラ
ク
シ
ー
﹇
第
二
高
級
統
治
官
﹈
の
設
定

本
条
文
に
お
い
て
最
高
級
の
統
治
官
に
次
ぐ
も
の
を
規
定
す
る
。

「
ギ
ャ
ラ
ク
シ
ー
と
呼
ば
れ
た
一
覧
の
活
動
で
あ
る
、
第
二
日

の
選
挙
に
お
い
て
そ
の
部
族
の
招
集
を
方
向
づ
け
る
。
こ
こ
に
お

い
て
そ
の
監
察
官
は
、
第
二
投
票
の
た
め
に
第
九
条
に
お
い
て
与

え
ら
れ
た
方
針
に
従
っ
て
投
票
壷
を
準
備
す
る
こ
と
と
す
る
。
即

ち
、
次
の
よ
う
な
ギ
ャ
ラ
ク
シ
ー
一
覧
に
お
け
る
統
治
官
数
に

従
っ
て
、
各
等
級
に
お
い
て
四
等
級
、
及
び
九
人
の
選
挙
人
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
間
投
票
壷
に
お
け
る
三
十
六
の
金
小

球
を
混
ぜ
て
準
備
す
る
」。
こ
れ
は
、
例
の
如
く
、
そ
の
開
始
部

分
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
選
出
選
挙
手
順
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

る
。ギ

ャ
ラ
ク
シ
ー
選
挙
一
覧

　

第
一
騎
士　
　

騎
兵
か
ら
選
出
さ
れ
る
。

　

州
長
官
（
司
令
官
） 

こ
れ
は
、
ヌ
ビ
ア
部
族
の
も
の

で
あ
る
。

　

州
統
監 

そ
れ
は
、
こ
の
今
の
招
集
で
は
、

七
百
の
騎
兵
と
千
五
百
の
歩
兵

を
含
む
。

　

治
安
判
事
記
録
保
管
官 

こ
こ
で
の
代
表
（deputies

）

は
、
全
部
で
二
千
二
百
人
で
あ

る
。

　

指
揮
官
（
補
給
局
長
）

　

第
一
監
察
官
（censor

）

　

第
二
監
察
官
（
22
）

〈
第
十
一
条
〉﹇
州
の
﹈
最
高
級
（P

rim
e M
agnitude

）
の
統

治
官
職

こ
の
条
文
に
お
い
て
ま
ず
部
族
水
準
で
の
頂
点
に
あ
る
統
治
官

の
選
挙
一
覧
を
規
定
す
る
。

「
本
条
は
、﹇
州
の
﹈
最
高
級
一
覧
に
含
ま
れ
た
統
治
官
達
の
義

務
や
機
能
を
説
明
す
る
。
郡
の
統
治
官
は
、
次
の
よ
う
な
州
統
治

官
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
郡
統
治
官
は
彼
の
よ
り
古
い
公
職
に
加
え
、

か
つ
前
条
文
に
付
け
加
え
、
ピ
ュ
ー
ラ
ル
ク
（phylarch

）
な
い

二
〇
四
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片
（
倉
島
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（
二
〇
五
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即
ち
、
一
年
に
五
千
ポ
ン
ド
の
所
得
に
達
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら

の
間
に
土
地
を
平
等
に
分
割
さ
せ
る
か
、
或
い
は
長
男
に
は
残
る

土
地
の
最
大
部
分
な
い
し
比
率
が
、
二
千
ポ
ン
ド
の
価
値
を
超
え

ぬ
ほ
ど
、
き
わ
め
て
平
等
に
近
い
か
の
い
ず
れ
か
に
、
分
割
さ
せ

る
こ
と
と
す
る
」。

本
条
文
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
こ
の
憲
法
の
基
本
法
に
し
て
原
理

で
あ
る
農
地
法
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
オ
シ

ア
ナ
』
流
に
、
長
文
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
十
三
条
は
、「
農
地
法
の
設
定
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
う
し

た
言
葉
に
よ
っ
て
、
人
々
は
、
農
地
法
の
根
拠
で
あ
っ
た
も
の
を

認
識
し
得
る
（
25
）

」。
次
は
、
以
下
の
条
文
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
条

文
を
移
行
さ
せ
る
。

〈
第
十
四
条
〉
選
挙
﹇
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
方
式
﹈
の
一
般
規
定

本
条
は
、
公
職
輪
番
制
と
い
う
オ
シ
ア
ナ
の
基
本
原
理
が
そ
の

原
型
で
あ
る
シ
ス
テ
ム
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。「
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
投
票
が
幾
つ
か
の
変
更
に
よ
っ
て
適
合
さ
れ
、
か
つ
各

会
議
へ
と
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
共
和
国
に
お
い
て
選
挙
を
与

え
る
恒
常
的
に
し
て
唯
一
の
方
法
で
あ
る
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
投

票
制
度
を
構
成
す
る
（
26
）

」。

第
十
四
条
の
本
文
自
体
は
、
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と

　

第
二
騎
士

　

第
三
代
表

　

第
四
代
表　
　

騎
兵
か
ら
選
出
さ
れ
る
。

　

第
五
代
表

　

第
六
代
表

　

第
七
代
表　
　

歩
兵
か
ら
選
出
さ
れ
る
。

　

第
八
代
表

　

第
九
代
表

残
り
で
こ
の
条
文
は
、
未
婚
者
が
そ
れ
ら
の
公
職
に
就
け
ぬ
こ

と
な
ど
も
規
定
す
る
（
24
）

。

〈
第
十
三
条
〉
オ
シ
ア
ナ
、
マ
ル
ペ
シ
ア
、
及
パ
ノ
ペ
ア
の
農

地
法こ

こ
で
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
第
一
の
基
本
法
で
あ
る
、
農
地
法
が

そ
の
属
州
を
含
め
た
も
の
を
主
題
と
す
る
条
文
で
あ
る
。

「
本
条
は
、
オ
シ
ア
ナ
﹇
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
﹈、
マ
ル
ペ
シ
ア
﹇
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹈、
パ
ノ
ペ
ア
﹇
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
﹈
の
農
地
法
を

構
成
す
る
。
農
地
法
に
よ
っ
て
本
条
文
は
、
第
一
に
次
の
よ
う
に

オ
シ
ア
ナ
の
固
有
の
領
土
内
に
あ
り
、
か
つ
存
在
す
る
よ
う
な
こ

う
し
た
土
地
全
て
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

二
〇
五
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（
二
〇
六
）

本
条
は
、
オ
シ
ア
ナ
に
お
け
る
国
政
の
最
高
執
行
部
を
選
出
す

る
事
項
に
関
わ
る
。

「
元
老
院
に
お
い
て
騎
士
達
が
自
ら
の
地
位
に
就
く
年
次
ギ
ャ

ラ
ク
シ
ー
﹇
第
二
高
級
統
治
官
﹈
の
騎
士
達
は
、
三
月
の
末
日
に

続
く
次
の
各
月
曜
日
に
、
同
じ
も
の
の
第
一
水
準
で
招
集
さ
れ
、

か
つ
元
老
院
は
、
第
三
水
準
を
退
け
、
第
一
水
準
を
受
け
入
れ
た

後
、
次
の
手
順
で
、
予
定
表
の
第
一
部
に
含
ま
れ
る
統
治
官
選
挙

へ
と
進
め
る
」。

将
軍
卿　
　
　
　
　

一
年
任
期
の
統
治
官
達

演
説
官
卿

第
一
監
察
官

第
二
監
察
官

第
三
国
璽
委
員　
　

三
年
任
期
の
統
治
官
達　

第
三
財
務
委
員

そ
の
統
治
官
職
の
権
利
全
体
及
び
そ
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
後

に
条
文
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
政
庁
は
、
ほ
と
ん
ど
純
粋

に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
も
の
（
29
）

で
あ
る
。
予
定
表
の
第
二
部
は
、
次
の

く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
選
挙
制
度
は
、
か
な
り
込
み
入
っ
て
い
る
。

Ｆ
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
の
問
題

は
現
実
に
可
能
な
事
項
で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
し
て
い
な
い
（
27
）

と

言
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
は
、
簡
明
に
彼
が
そ
の
都
市
国

家
の
様
式
の
通
り
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
に
と
ど
め
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
本
節
で
そ
の
憲
法
の
流
れ
を
整
理
す
る
目
的
を

も
つ
が
故
、
次
の
重
要
な
執
行
部
事
項
に
移
る
関
連
を
確
認
す
る

こ
と
と
な
る
。

「
元
老
院
の
表
か
ら
そ
の
諸
部
分
の
構
成
及
び
使
用
」
へ
と
来

る
た
め
に
、
そ
れ
は
、
特
定
の
条
文
に
含
ま
れ
る
。「
元
老
院
に

特
定
的
で
あ
る
条
文
は
、
選
挙
な
い
し
命
令
」
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
と
い
う
。
元
老
院
の
選
挙
は
、
一
年
毎
、
二
年
毎
、
及
び
臨

時
の
三
種
か
ら
な
る
と
説
く
。
毎
年
の
選
挙
は
、「
ト
ロ
ピ
ッ
ク

﹇
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
﹈」
と
呼
ば
れ
る
予
定
表
に
よ
る
の
で
あ
り
、
か

つ
そ
れ
は
二
部
に
分
か
れ
る
。
そ
の
毎
年
選
出
さ
れ
る
第
一
は
、

統
治
官
を
含
み
、
も
う
一
つ
は
諸
評
議
会
を
含
む
。
統
治
官
達
の

予
定
表
﹇
な
い
し
ト
ロ
ピ
ッ
ク
﹈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
条
文
で

続
け
ら
れ
る
（
28
）

。

〈
第
十
五
条
〉
共
和
国
の
最
高
統
治
官
の
選
出

二
〇
六



Ｊ
・
ハ
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ト
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オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
（
倉
島
）

（
二
〇
七
）

表
の
第
二
部
「
諸
評
議
会
」
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

〈
第
十
六
条
〉
諸
評
議
会
（C

ouncils

）
の
構
成

こ
こ
で
は
、
元
老
院
と
と
も
に
執
行
機
能
も
果
た
す
、
諸
評
議

会
に
関
す
る
条
文
と
な
る
。

ま
ず
そ
れ
は
、「
本
条
は
、
四
つ
の
評
議
会
、
即
ち
、
国
策
評

議
会
、
軍
評
議
会
、
宗
教
評
議
会
、
及
び
商
業
評
議
会
の
構
成
が

元
老
院
の
構
成
と
そ
の
公
職
輪
番
制
と
一
致
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら

れ
る
。

最
初
に
国
策
評
議
会
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
評
議
会
は
、
元
老

院
の
第
三
水
準
か
ら
五
人
の
騎
士
の
毎
年
の
選
挙
に
よ
り
、
各
水

準
に
お
い
て
五
人
ず
つ
で
、
十
五
人
の
騎
士
か
ら
な
る
。

第
二
に
、
軍
評
議
会
へ
と
移
る
。
こ
れ
は
、
各
水
準
に
お
い
て

三
人
ず
つ
で
合
計
九
人
の
騎
士
か
ら
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
監
督

官
に
よ
っ
て
軍
評
議
会
へ
と
提
案
さ
れ
、
か
つ
選
出
さ
れ
る
、
国

策
評
議
会
に
よ
っ
て
第
三
水
準
か
ら
三
人
の
騎
士
の
年
次
選
挙
に

よ
る
。
彼
ら
は
、
国
策
評
議
会
の
残
り
の
成
員
か
ら
こ
の
選
挙
に

よ
っ
て
除
外
さ
れ
ぬ
。
四
人
の
民
会
の
護
民
官
は
、
軍
評
議
会
の

会
期
権
と
選
挙
権
を
も
つ
。

第
三
に
、
宗
教
評
議
会
は
、
十
二
人
の
騎
士
か
ら
な
り
、
各
水

準
か
ら
四
人
ず
つ
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。
こ
の
評
議
会
の
議
長
は
、

第
十
六
条
で
方
向
づ
け
ら
れ
る
。

一
年
任
期
の
統
治
官
（
一
会
期
中
に
そ
う
し
た
名
誉
を
も
つ
職

の
う
ち
の
一
つ
以
上
に
い
か
な
る
人
も
就
け
な
い
と
い
う
条
件

で
）
い
か
な
る
水
準
か
ら
も
選
出
し
得
る
。
し
か
し
三
年
任
期
の

統
治
官
達
は
、
そ
の
会
期
が
そ
の
名
誉
職
の
任
期
の
前
に
切
れ
ず
、

か
つ
（
い
か
な
る
人
も
民
会
選
挙
に
よ
っ
て
そ
こ
に
要
件
づ
け
ら

れ
る
よ
り
も
長
く
統
治
官
職
に
就
く
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
）
本

共
和
国
の
公
職
輪
番
制
に
お
け
る
分
断
を
も
た
ら
す
と
い
け
な
い

か
ら
、
第
三
水
準
の
他
に
は
選
出
し
得
ぬ
。

将
軍
卿
は
、
元
老
院
の
一
議
長
で
あ
る
。
将
軍
卿
は
、
こ
の
国

が
行
軍
さ
れ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
場
合
に
軍
の
大
将
と
な
る
。

そ
の
場
合
に
は
第
二
将
軍
卿
が
元
老
院
の
第
一
議
長
と
な
り
、
第

二
軍
隊
の
大
将
と
な
る
。

六
人
の
委
員
と
と
も
に
将
軍
卿
は
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
政
庁
で

あ
り
、
元
老
院
の
各
評
議
会
に
お
い
て
、
開
催
権
、
並
び
選
挙
権
、

及
び
そ
れ
ら
の
い
か
な
る
も
の
に
も
、
共
同
的
か
或
い
は
幾
人
か

で
提
案
権
を
も
つ
。

従
っ
て
こ
の
政
庁
は
、
こ
の
統
治
官
制
の
権
利
と
使
用
全
体
に

よ
っ
て
ほ
ぼ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
る
（
30
）

。

『
オ
シ
ア
ナ
』
に
お
い
て
以
下
の
条
文
に
よ
っ
て
、
そ
の
予
定

二
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〈
第
十
八
条
〉
特
別
選
挙
な
い
し
精
査
監
視
に
よ
る
選
挙
の
構

成
こ
の
条
文
に
お
い
て
「
第
十
八
条
は
、
独
裁
官
選
挙
を
除
き
、

精
査
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
新
た
に
現
れ
る
と
き
の
あ
ら
ゆ
る
選
挙
、

或
い
は
評
議
会
が
選
挙
人
達
の
五
分
の
一
水
準
と
な
る
こ
と
に
よ

る
、
選
挙
の
種
類
を
指
定
す
る
。
例
え
ば
、
臨
時
大
使
の
必
要
な

場
合
に
国
策
評
議
会
の
監
督
官
達
な
い
し
彼
ら
の
う
ち
の
二
人
は
、

一
人
の
競
合
者
が
国
策
評
議
会
に
よ
っ
て
、
選
出
さ
れ
る
ま
で
、

同
じ
も
の
﹇
こ
の
国
策
評
議
会
﹈
に
提
案
で
き
る
（
34
）

」
と
規
定
し
始

め
る
。

緊
急
時
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
軍
事
面
の
事
項
が
想

起
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
統
治
官
制
内
の
人
々
な
い
し
そ
の
統
治
官
制
外
か
ら
の
人
々

は
、
同
様
に
精
査
に
よ
る
選
挙
の
資
格
を
有
す
る
。
し
か
し
軍
雇

用
に
対
す
る
精
査
監
視
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
統
治
官
（
な
い
し

官
吏
）
は
、
元
老
院
の
騎
士
で
も
民
会
の
代
表
で
も
な
い
場
合
に
、

代
議
院
に
よ
っ
て
自
ら
の
職
務
を
確
認
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
民
会
が
主
権
者
で
あ
る
共
和
国
に
お
け
る
民
兵
は
、
民

会
の
命
令
な
し
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
適
法
で
な
い
か
ら
で
あ

る
（
35
）

」。

監
察
官
が
議
長
と
な
る
。
こ
れ
は
、
元
老
院
の
第
三
水
準
か
ら
四

人
の
騎
士
の
毎
年
の
選
挙
に
よ
る
。

第
四
に
、
商
業
評
議
会
は
、
各
水
準
に
お
い
て
四
人
ず
つ
で
、

十
二
人
の
騎
士
か
ら
な
る
。
こ
の
評
議
会
は
、
元
老
院
の
第
三
水

準
か
ら
四
人
の
騎
士
の
毎
年
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
と
規

定
さ
れ
る
（
31
）

。

〈
第
十
七
条
〉
常
駐
大
使
の
二
年
毎
の
選
挙
な
い
し
領
域
の
構

成
こ
の
条
文
は
、
海
外
に
お
け
る
常
駐
大
使
を
主
題
と
す
る
条
文

で
あ
る
。「
四
人
の
﹇
外
国
﹈
居
住
者
か
ら
な
る
、
常
駐
大
使
の

二
年
毎
の
選
挙
な
い
し
領
域
の
構
成
を
命
令
す
る
。
そ
の
領
域
の

交
替
は
、
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
に
赴
き
か
つ
二
年
間
居
住
す
る
に
は
、

八
年
に
わ
た
っ
て
遂
行
さ
れ
、
か
つ
元
老
院
投
票
に
よ
っ
て
二
年

間
で
一
人
の
選
挙
を
通
じ
て
留
保
さ
れ
る
（
32
）

」
と
規
定
し
始
め
る
。

こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
及
び
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
四
カ
国
の
常
駐
大
使
の
選
任
と
移
動

規
定
で
あ
る
。
こ
れ
も
当
時
に
お
け
る
安
全
保
障
な
ど
の
対
外
関

係
の
重
要
性
に
鑑
み
、
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
憲
法
の
説
明
書
き
で
は
、
以
上
が
平
時
の
選
挙
関
連
事
項

で
あ
る
。
次
に
緊
急
時
の
そ
の
事
項
へ
と
移
行
す
る
（
33
）

と
い
う
。
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で
特
定
の
愛
情
な
い
し
利
益
の
偏
向
か
ら
彼
ら
を
近
づ
け
ぬ
よ
う

な
方
法
（
37
）

」
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
大
評
議

会
が
そ
の
精
査
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
名
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど

い
か
な
る
者
も
い
つ
も
選
出
し
な
い
理
由
は
、
き
わ
め
て
あ
り
そ

う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
条
文
の
導
入
部
分
が
述
べ
る
如
く
、「
こ
の
選
挙

が
、
元
老
院
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
で
最
後
の
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
。
最
後
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
諸
評
議
会
に
つ
い
て
以
下

の
如
く
述
べ
、
か
つ
結
ぶ
。「
そ
の
諸
評
議
会
は
、
既
に
示
さ
れ

た
水
準
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
命
じ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
に
来
る
状
態
に
あ
る
。
諸
評
議
会
へ
の
命

令
水
準
は
、
二
つ
あ
る
。
そ
の
第
一
水
準
は
、
そ
こ
で
進
め
る
主

題
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
水
準
は
、
そ
れ
ら
の
手
続
き
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
（
38
）

」
と
。
そ
の
諸
評
議
会
の
主
題
は
、
次
の
第

十
九
条
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

〈
第
十
九
条
〉
諸
評
議
会
の
主
題
に
関
す
る
諸
評
議
会
の
命
令

本
条
は
、
前
の
第
十
六
条
及
び
次
の
第
二
十
条
と
と
も
に
、
執

行
と
法
案
の
検
討
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
諸
評
議
会
を
主

題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
諸
評
議
会
の
承
認
に
属
す
る
よ
う
な
議
事
を
各
評
議
会
に
分

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
広
義
の
民
主
制

的
論
拠
を
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
同
僚
で
あ
る
、
ネ
ヴ
ィ

ル
と
同
様
に
民
主
制
的
意
味
づ
け
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
、
最
終
的
決
定
権
が
、
国
民
な
い
し
民
会
（the people

）

に
あ
る
と
主
張
す
る
故
で
あ
る
。

こ
の
条
文
に
お
け
る
補
足
文
は
、
ロ
ー
マ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
事

例
が
導
入
さ
れ
る
。

「
ロ
ー
マ
人
達
は
、
そ
の
執
政
官
が
兵
員
会
﹇
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
﹈

で
選
出
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
平
民
会
﹇
ク
リ
ア
﹈
に
是
認
さ

れ
る
以
外
に
民
兵
を
命
じ
得
ぬ
ほ
ど
奇
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

民
会
（the people

）
か
ら
自
ら
の
権
力
を
受
け
ぬ
統
治
官
が
、

民
会
か
ら
そ
の
権
力
を
奪
い
、
か
つ
彼
ら
の
権
力
を
奪
う
こ
と
は
、

彼
ら
の
自
由
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
36
）

」
と
い
う
。

こ
の
精
査
に
よ
る
選
挙
は
、
選
挙
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
と
述
べ
る
。

次
に
こ
の
導
入
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
そ
れ
に
移
す
。

「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
も
の
と
容
易
に
認
識
し
得
る
精
査
に
よ
る

選
挙
に
つ
い
て
、
自
分
達
の
も
の
に
最
も
適
合
的
な
人
々
か
ら
な

る
各
評
議
会
に
お
い
て
、
道
理
上
、
最
善
に
ち
が
い
な
い
、
各
知

識
を
理
解
す
る
方
法
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
主
張
下

二
〇
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命
令
を
示
す
状
態
に
あ
る
（
41
）

」
と
。

〈
第
二
十
条
〉
諸
評
議
会
の
手
続
き
方
法
の
命
令

本
条
は
、
前
条
に
続
き
、
諸
評
議
会
を
扱
う
。

ま
ず
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
始
め
る
。
即
ち
「
元
老
院
命
令
に

つ
い
て
、
そ
の
統
治
官
達
と
諸
評
議
会
に
よ
っ
て
継
続
的
に
遵
守

さ
れ
る
べ
き
討
議
方
法
を
含
む
。

本
共
和
国
の
顧
問
官
と
し
て
の
政
庁
の
統
治
官
は
、
国
家
な
い

し
統
治
の
全
事
項
を
そ
の
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て

政
庁
の
統
治
官
達
は
、
い
か
な
る
者
も
、
或
い
は
大
部
分
も
、
い

か
な
る
評
議
会
に
お
い
て
も
提
案
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
な
い
し
彼
ら
が
、
そ
れ
が
最
も
適
切
に
属
す
る
そ
の
評
議

会
に
お
い
て
気
に
入
る
ど
ん
な
議
事
で
も
提
案
で
き
る
。
そ
の
評

議
会
が
そ
の
義
務
を
守
ら
し
得
る
こ
と
を
前
述
の
統
治
官
達
は
、

元
老
院
へ
の
提
案
権
を
も
つ
共
和
国
の
監
督
者

（superintendents

）
及
び
検
査
官
（inspectors

）
で
あ
る
」
と
。

さ
ら
に
監
察
官
に
論
及
す
る
。「
監
察
官
（censors

）
は
、
こ
う

し
た
統
治
官
達
と
同
等
な
権
限
を
も
つ
が
、
宗
教
評
議
会
と
の
関

連
で
の
み
（
42
）

」
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
「
各
評
議
会
に
お
け
る
三
人
の
監
督
官
（provosts

）

達
の
う
ち
の
二
人
は
、
同
じ
評
議
会
に
提
案
で
き
、
か
つ
同
じ
評

け
る
。
評
議
会
が
受
け
取
り
、
か
つ
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
次
の
第
一
の
も
の
﹇
国
策
評
議
会
﹈
の
如
く
、
彼
ら
が
受
け
入

れ
、
準
備
し
、
か
つ
こ
の
元
老
院
議
員
に
導
入
す
る
も
の
も
あ

る
（
39
）

」
と
規
定
し
始
め
る
。

次
に
、
国
策
評
議
会
は
、「
あ
ら
ゆ
る
演
説
を
受
け
入
れ
、
情

報
や
交
渉
文
書
を
受
け
入
れ
、
本
共
和
国
に
送
ら
れ
た
大
使
に
聴

衆
を
与
え
、
か
つ
本
共
和
国
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

の
命
令
を
作
成
し
、
属
州
議
会
提
案
を
受
け
取
り
、
か
つ
そ
の
諸

議
会
に
情
報
を
保
た
せ
、
修
正
で
あ
れ
廃
止
で
あ
れ
、
制
定
さ
れ

る
全
て
の
法
に
つ
い
て
、
か
つ
同
じ
も
の
﹇
評
議
会
﹈
の
秩
序

立
っ
た
準
備
に
導
き
得
る
限
り
、
共
和
国
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、

元
老
院
に
彼
ら
に
よ
っ
て
、
導
入
さ
れ
る
人
の
徴
用
な
い
し
貨
幣

の
徴
収
、
戦
争
や
和
平
、
同
盟
な
い
し
連
合
を
審
議
す
る
（
40
）

」。

以
上
が
そ
の
諸
評
議
会
が
実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
遂
行
能
力
に
応

じ
て
政
策
の
提
案
を
な
す
手
続
き
上
の
経
路
の
説
き
起
こ
し
部
分

で
あ
る
。
こ
れ
に
沿
っ
て
元
老
院
が
最
終
的
に
煮
詰
め
る
こ
と
と

な
る
。

こ
の
導
入
部
の
最
後
に
次
の
条
文
へ
の
つ
な
ぎ
文
が
示
さ
れ
る
。

「
諸
評
議
会
の
主
題
に
関
す
る
諸
評
議
会
の
命
令
が
示
さ
れ
た
が

故
、
私
は
、
以
下
の
如
く
そ
れ
ら
の
手
続
き
方
式
に
つ
い
て
そ
の

二
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ル
に
従
っ
て
、
騎
兵
の
投
票
壷
付
近
に
お
い
て
騎
兵
隊
に
よ
っ
て

か
つ
騎
兵
隊
か
ら
ス
ワ
ロ
ー
﹇
三
年
任
期
の
官
吏
﹈
の
一
人
の
大

将
及
び
一
人
の
コ
ル
ネ
ッ
ト
奏
者
を
選
出
す
る
。
同
じ
投
票
方
法

後
に
、
歩
兵
の
投
票
壷
に
お
け
る
歩
兵
隊
か
ら
ス
プ
レ
ー
﹇
三
年

任
期
の
官
吏
﹈
の
一
人
の
旗
手
﹇
少
尉
﹈
と
と
も
に
一
人
の
大
尉

は
、
代
議
院
の
第
三
等
級
（classis

）
を
構
成
し
、
か
つ
そ
の
等

級
と
な
る
（
45
）

」
と
規
定
し
始
め
る
。

さ
ら
に
こ
れ
は
、
最
も
重
要
な
代
表
に
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

「
七
人
の
代
表
（deputies

）
は
、
各
部
族
に
よ
っ
て
毎
年
選
出

さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
三
人
は
、
騎
兵
で
あ
る
。
四
人
は
歩
兵
で

あ
る
」。
ゆ
え
に
ス
ワ
ロ
ー
は
、
百
五
十
人
の
騎
兵
か
ら
な
り
、

ス
プ
レ
ー
は
、
二
百
人
の
歩
兵
か
ら
な
る
。
そ
の
諸
等
級
の
残
り

は
、「
二
つ
あ
り
、
数
的
に
そ
の
各
々
は
、
平
等
で
あ
り
、
代
議

院
全
体
﹇
そ
の
二
つ
の
属
州
（
マ
ル
ペ
シ
ア
と
パ
ノ
ペ
ア
）
即
ち
、

両
属
州
の
騎
士
と
代
表
の
他
に
﹈
は
、
千
五
十
人
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
（
46
）

」
と
規
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
補
足
し
た
後
に
、
よ
り
重
大
な
の
は
、
こ
の
「
部
族

﹇
州
﹈
選
挙
が
以
下
の
よ
う
に
毎
年
あ
り
、
こ
の
部
族
に
属
す
る

他
の
も
の
も
存
在
す
る
（
47
）

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
第
二
十
二
条
〉
代
議
院
﹇
民
会
﹈
に
お
け
る
統
治
官
の
交
替

議
会
の
よ
り
特
定
的
提
案
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
議
事
一
般
の
検

査
及
び
監
督
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
作
業
は
、
特
定
の
人
に

委
任
も
さ
れ
る
目
的
故
（
43
）

」
な
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う

し
た
細
部
に
も
目
配
り
を
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
そ
の
真
摯
な
精

神
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
Ｂ
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
が
評
す
る
如
く
、

徹
底
し
た
探
究
心
を
も
つ
学
者
と
し
て
の
ハ
リ
ン
ト
ン
と
政
治
家

と
し
て
の
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
と
の
相
違
で
あ
ろ
う
（
44
）

。
と
い
う
の
は
後

者
は
、
前
者
よ
り
綿
密
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
条
文
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
諸
評
議
会
に

よ
る
政
策
形
成
的
要
件
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

〈
第
二
十
一
条
〉
代
議
院
﹇
民
会
﹈
に
お
け
る
官
吏
達
の
交
替

な
い
し
選
挙
（〈
一
〉
三
年
毎
）

本
条
は
、
次
の
第
二
十
二
条
及
び
二
十
三
条
と
と
も
に
、
最
高

意
思
決
定
機
関
に
し
て
国
民
代
表
機
関
で
あ
る
代
議
院
を
主
題
と

す
る
条
文
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
機
関
に
お
け
る
統
治
官
の
選

出
に
関
わ
る
。
こ
れ
は
、
二
部
構
成
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
指
示
す
る
。
即
ち
、「
毎
年
の
ギ
ャ
ラ

ク
シ
ー
﹇
第
二
の
高
級
統
治
官
職
﹈
代
表
は
、
三
月
末
日
に
続
く

次
の
各
月
曜
日
に
、
ハ
ロ
ー
﹇
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
﹈
の
パ
ビ

リ
オ
ン
﹇
別
館
﹈
に
到
着
し
、
か
つ
郡
の
投
票
に
含
ま
れ
た
ル
ー

二
一
一
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続
き
形
態

本
条
文
は
、
主
権
を
担
う
二
院
制
の
う
ち
の
第
一
の
機
関
に
関

わ
る
。

「
本
条
は
、
代
議
院
の
権
限
、
機
能
、
及
び
手
続
き
形
態
を
示

す
」
と
題
す
る
。「
代
議
院
の
権
限
な
い
し
機
能
は
、
二
部
か
ら

な
る
。
第
一
部
は
、
結
果
の
権
限
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
は
、

立
法
権
で
あ
る
。
第
二
部
は
、
裁
判
権
で
あ
り
、
こ
の
点
で
こ
の

代
議
院
は
、
本
共
和
国
の
最
高
裁
判
所
に
し
て
最
終
的
控
訴
裁
判

所
で
あ
る
（
49
）

」。

こ
こ
で
は
こ
の
共
和
国
の
最
高
意
思
決
定
機
関
の
う
ち
の
一
つ

で
あ
る
、
代
議
院
な
い
し
民
会
制
度
を
規
定
す
る
重
要
な
条
文
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
で
特
定
的
に
そ
の
条
文
を
は
じ
め
と

し
て
論
及
す
る
が
故
、
そ
の
中
心
的
機
能
を
確
認
す
る
こ
と
と
な

る
。
第
一
に
最
高
決
定
権
な
い
し
決
議
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
最
高
の
司
法
機
能
で
あ
る
。

本
条
文
ま
で
は
、
代
議
院
と
元
老
院
と
い
う
オ
シ
ア
ナ
の
最
高

意
思
決
定
機
関
に
つ
い
て
規
定
し
た
が
故
、
次
の
条
文
を
除
き
そ

れ
ら
を
主
題
と
し
な
い
旨
を
伝
え
る
（
50
）

。

〈
第
二
十
四
条
〉
元
老
院
と
代
議
院
の
属
州
の
構
成

こ
の
条
文
は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
に
お
け
る
議
会
を
規
定
す
る
最

な
い
し
選
挙
（〈
一
〉
一
年
毎
）

こ
の
条
文
は
、
前
条
の
表
題
と
同
様
に
同
じ
主
題
に
関
わ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
統
治
官
の
選
挙
は
、
一
年
毎
に
行
わ
れ
る

も
の
に
関
す
る
手
続
き
が
規
定
さ
れ
る
。

第
二
十
二
条
は
ま
ず
、「
第
一
等
級
（classis

）
は
、
三
年
任

期
の
官
吏
達
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
か
つ
次
の
よ
う
に
旧
護
民
官

に
宣
誓
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
の
部
族
投
票
に
よ
っ
て
、

四
人
の
一
年
任
期
の
護
民
官
で
あ
る
新
護
民
官
﹇
そ
の
う
ち
の
二

人
は
、
騎
兵
壷
で
の
騎
兵
隊
か
ら
二
人
が
選
出
さ
れ
、
か
つ
歩
兵

隊
か
ら
二
人
が
選
出
さ
れ
る
﹈
選
挙
」
へ
と
代
議
院
の
二
つ
の
他

の
等
級
と
と
も
に
進
め
る
。

即
ち
、「
自
分
達
は
こ
の
統
治
に
つ
い
て
民
会
へ
と
そ
の
討
議

を
導
入
さ
せ
ず
、
か
つ
討
議
が
投
入
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
が
、

こ
う
し
て
力
の
及
ぶ
限
り
、
軍
評
議
会
へ
と
本
共
和
国
の
根
本
を

侵
し
か
つ
攻
撃
す
る
人
な
い
し
人
々
を
捕
え
か
つ
軍
評
議
会
へ
と

渡
す
た
め
に
役
立
ち
、
か
つ
手
助
け
す
る
（
48
）

」
と
﹇
宣
誓
を
な
す
こ

と
に
よ
っ
て
﹈。

こ
こ
で
は
共
和
国
の
根
本
を
侵
し
た
り
攻
撃
し
た
り
す
る
重
大

な
犯
罪
に
対
す
る
執
行
行
為
を
担
う
護
民
官
の
役
割
を
規
定
す
る
。

〈
第
二
十
三
条
〉
代
議
院
﹇
民
会
﹈
の
権
限
・
機
能
・
及
び
手

二
一
二
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る
自
治
的
制
度
観
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
市
民

部
の
規
定
は
、
そ
れ
を
確
認
で
き
る
。

最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
に
お
け
る
議
会
の
意
味

に
つ
い
て
述
べ
る
文
を
確
認
す
る
。

「
元
老
院
、
民
会
、
統
治
官
部
、
或
い
は
そ
の
よ
う
に
構
成
さ

れ
た
議
会
（parliam

ent

）（
人
々
が
容
認
し
て
い
る
如
く
）
は
、

こ
の
共
和
国
の
守
護
機
関
で
あ
り
、
か
つ
ソ
ロ
モ
ン
に
よ
っ
て
優

雅
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
な
妻
の
夫
で
あ
る
（
52
）

」。
こ
れ
は
、
統
治
官

部
を
除
け
ば
、
伝
統
的
な
議
会
主
権
的
統
治
機
構
（
国
王
﹇
こ
れ

に
替
っ
て
統
治
官
部
と
な
る
﹈、
貴
族
院
、
及
び
庶
民
院
）
観
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

〈
第
二
十
五
条
〉
公
収
入
の
使
用
と
決
定
（
等
）

こ
の
条
文
は
、
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
財
政
を
き
わ
め
て
広
範
な

主
題
と
し
て
扱
う
。

「
本
条
は
、
公
収
入
の
使
用
を
決
め
る
。
公
収
入
が
最
近
の
内

戦
を
通
じ
て
荒
廃
さ
れ
る
が
、
百
万
ポ
ン
ド
の
収
入
に
改
善
さ
れ

た
り
、
或
い
は
改
善
で
き
る
そ
の
物
品
税
は
、
同
じ
も
の
の
賠
償
、

並
び
に
次
の
よ
う
な
統
治
官
、
騎
士
、
代
表
、
及
び
他
の
官
吏
達

の
現
状
維
持
へ
と
至
る
十
一
年
間
に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
。
即

ち
、
彼
ら
の
幾
つ
か
の
地
位
及
び
機
能
に
従
っ
て
、
次
の
よ
う
な

終
的
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
条
文
名
は
、
属
州
構
成
に
関

わ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
高
所
か
ら
そ
れ
を
捉
え
る
視

点
か
ら
、
読
み
解
く
こ
と
を
目
的
と
も
す
る
。
本
稿
は
、
ゆ
え
に

議
会
（parliam

ent

）
概
念
を
明
確
化
す
る
こ
と
も
視
野
に
含
む

こ
と
と
な
ろ
う
。

「
本
条
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ペ
シ
ア
属
州
が
オ
シ
ア
ナ
の
元
老
院

に
継
続
的
に
存
在
す
る
彼
ら
自
体
の
選
挙
に
よ
る
三
十
人
の
騎
士

を
も
つ
こ
と
は
適
法
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
代
議
院
に
お
い
て
六
十

人
の
騎
兵
代
表
及
び
百
二
十
人
の
歩
兵
代
表
に
よ
っ
て
と
も
に
本

共
和
国
の
討
議
と
結
果
と
同
等
な
権
限
（
そ
の
質
と
数
に
お
い

て
）
が
与
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
十
人
の
騎
士
、
二
十
人
の
騎
兵

代
表
、
及
び
四
十
人
の
歩
兵
代
表
の
毎
年
の
選
出
に
よ
っ
て
、
同

じ
も
の
の
コ
ー
ス
な
い
し
公
職
輪
番
制
を
遵
守
す
る
こ
と
を
条
件

と
す
る
。
全
て
の
点
で
同
様
な
こ
と
は
、
パ
ノ
ペ
ア
で
も
適
法
で

あ
る
。
一
部
隊
に
達
し
、
か
つ
両
方
の
属
州
の
騎
兵
並
び
に
一
中

隊
、
一
人
の
大
尉
、
及
び
そ
の
一
人
の
騎
兵
の
コ
ル
ネ
ッ
ト
奏
者

に
達
す
る
歩
兵
は
、
マ
ル
ペ
シ
ア
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
、
か

つ
一
人
の
歩
兵
大
尉
と
一
人
の
旗
手
﹇
少
尉
﹈
は
、
パ
ノ
ペ
ア
に

よ
っ
て
毎
年
選
出
す
る
こ
と
と
す
る
（
51
）

」。

後
に
属
州
部
分
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
属
州
に
対
す

二
一
三
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chancellor

）
に
向
け
ら
れ
た
証
明
書
を
も
っ
て
こ
の
国
の
諸
大

学
の
う
ち
の
一
つ
へ
と
出
か
け
る
こ
と
と
す
る
。
副
学
長
は
、
そ

の
証
明
書
が
牧
師
や
助
任
司
祭
の
死
去
な
い
し
罷
免
、
並
び
に
大

学
か
ら
の
見
習
い
生
を
受
け
入
れ
る
教
区
集
会
の
願
望
の
通
知
を

与
え
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
証
明
書
の
受
け
入
れ
後
、
聖
職

者
会
議
（convocation

）
を
招
集
す
る
（
54
）

」。

こ
こ
で
は
一
般
的
聖
職
者
の
死
亡
や
罷
免
な
ど
非
日
常
時
の
場

合
の
対
応
に
関
す
る
も
の
で
開
始
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
教
の
擁

護
及
び
良
心
の
自
由
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら

わ
れ
わ
れ
は
、
最
高
意
思
を
決
定
す
る
人
々
﹇
な
い
し
集
団
﹈
や

機
関
に
重
点
を
置
く
た
め
、
こ
の
条
文
の
教
区
代
表
の
補
足
説
明

文
で
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
前

の
五
つ
の
条
文
に
規
定
す
る
も
の
を
よ
り
詳
し
く
述
べ
る
目
的
が

あ
る
ゆ
え
、
こ
の
条
文
で
は
、
そ
う
し
た
教
区
な
ど
の
選
挙
に
関

わ
る
代
表
者
達
の
数
を
調
べ
る
調
査
委
員
達
に
言
及
す
る
こ
と
に

と
ど
め
る
。
従
っ
て
本
条
が
次
の
第
七
条
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、

「
各
調
査
委
員
が
自
ら
の
郡
に
戻
り
、
か
つ
そ
の
集
合
場
所
へ
と

自
ら
の
一
覧
に
含
ま
れ
た
代
表
を
招
集
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

代
表
達
は
、
第
七
条
に
現
れ
、
か
つ
そ
の
条
文
を
受
け
入
れ
る
（
55
）

こ

と
の
み
を
示
す
。

も
の
の
支
持
へ
と
毎
年
受
け
入
れ
る
。
即
ち
、
戦
場
に
お
け
る
将

軍
卿
は
、
大
将
と
し
て
戦
場
給
与
を
受
け
る
別
の
一
回
分
と
す

る
」。こ

う
し
て
ま
ず
こ
の
条
文
は
規
定
し
始
め
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー

マ
の
事
例
や
軍
事
領
域
な
ど
も
視
野
に
入
れ
、
か
つ
十
六
頁
に
わ

た
る
ほ
ど
広
範
囲
で
あ
り
か
つ
詳
細
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

こ
で
は
憲
法
の
要
点
を
措
定
す
る
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
次
の
教
育
と

軍
機
構
﹇
ロ
ー
マ
事
例
に
続
き
﹈
と
を
密
接
に
結
び
付
け
る
条
文

に
移
行
す
る
こ
と
と
な
る
（
53
）

。

（
第
二
章
）
宗
教
部

〈
第
六
条
〉
国
教
の
聖
職
叙
任
及
び
良
心
の
自
由

オ
シ
ア
ナ
憲
法
に
お
い
て
宗
教
を
主
題
と
す
る
条
文
は
、
こ
の

第
六
条
の
み
で
あ
る
。

「
本
条
は
、
教
区
の
牧
師
な
い
し
助
任
司
祭
が
死
亡
に
よ
っ
て

或
い
は
監
察
官
に
よ
っ
て
除
か
れ
る
よ
う
に
な
る
場
合
に
教
区
集

会
が
集
ま
り
、
か
つ
次
の
よ
う
な
投
票
の
一
人
な
い
し
二
人
の
高

年
者
を
代
表
す
る
こ
と
を
含
む
。
即
ち
、
一
人
な
い
し
二
人
の
高

年
者
は
、
そ
の
教
区
に
問
題
が
あ
る
と
き
に
、
監
督
官
達

（provosts

）
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
か
つ
副
学
長
（vice-

二
一
四
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の
教
育
は
、
一
人
息
子
の
教
育
が
そ
の
父
親
の
意
向
に
全
面
的
に

あ
る
と
規
定
す
る
。
し
か
し
無
料
学
校
が
建
て
ら
れ
か
つ
与
え
ら

れ
、
或
い
は
同
じ
も
の
の
子
供
の
教
育
に
十
分
な
割
合
で
、
こ
の

国
家
の
各
部
族
に
建
て
ら
れ
か
つ
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
学
校
の
各
々
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
と
移
行
す
る
場
合
に
、
生

徒
達
に
は
何
ら
の
邪
魔
も
妨
害
も
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
教

師
達
に
対
し
て
ヒ
エ
ラ
﹇
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
﹈
に
お
け
る
教

育
方
法
ル
ー
ル
と
方
式
に
従
っ
て
、
子
供
達
の
生
活
と
教
育
方
法

に
も
、
そ
の
上
達
に
も
こ
の
部
族
監
察
官
の
厳
格
な
検
査
に
よ
っ

て
治
め
ら
れ
る
（
57
）

」。

こ
れ
は
、
教
育
制
度
面
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
軍
事
規
定
に
最
も
関
わ
る
文
節
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

「
陸
軍
指
揮
官
﹇
ポ
レ
マ
ル
ク
﹈
な
い
し
将
官
は
、
将
軍

（strategus

）
が
軍
評
議
会
の
精
査
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
か
つ

議
会
（P

arliam
ent

）
な
い
し
行
軍
独
裁
官
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ

る
な
ら
ば
、
統
監
（
彼
は
、
軍
評
議
会
か
ら
同
じ
も
の
の
た
め
に

命
令
を
受
け
る
ほ
ど
頻
繁
に
青
年
を
招
集
し
、
か
つ
規
律
す
る
権

力
を
も
つ
）
は
、
指
揮
官
﹇
大
将
﹈
達
に
、
第
二
水
準
の
人
々
を
、

或
い
は
命
令
さ
れ
る
位
の
多
く
の
人
々
を
引
き
渡
す
。
そ
の
指
揮

官
達
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
軍
の
総
集
合
地
と
な
る
よ
う
に
将
軍
卿
に

（
第
三
章
）
軍
事
部

オ
シ
ア
ナ
の
憲
法
に
お
け
る
軍
事
部
は
、
前
出
の
如
く
「
兵

士
」
用
語
の
使
用
に
よ
っ
て
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
の
憲
法
を

読
み
進
む
と
、
逆
に
強
制
力
部
分
が
薄
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の
憲
法
で
は
そ
の
主
権
権
力
部
分
を

裏
付
け
る
も
の
も
示
さ
れ
る
。

青
年
（
自
由
人
）
は
、
軍
事
行
政
の
遂
行
資
格
を
有
す
る
。
本

憲
法
に
お
い
て
軍
事
部
に
従
う
方
式
が
存
在
す
る
。

ゆ
え
に
こ
の
憲
法
は
、
か
な
り
な
程
度
の
軍
事
部
に
関
す
る
条

文
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
は
、
以
下
の
三
つ
の
条
文
を
最
終

の
条
文
と
併
せ
て
規
定
し
て
い
る
と
み
な
す
。
こ
う
し
た
数
の
条

文
が
規
定
さ
れ
る
背
景
に
お
い
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
基
本
的
な
自

治
な
り
、
国
民
主
権
を
主
張
す
る
の
は
、
市
民
武
装
な
り
、
民
兵

主
義
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
な
り
な
論
者
が

強
調
す
る
イ
ギ
リ
ス
共
和
主
義
の
特
徴
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
56
）

。

わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
を
想
定
す
る
。

〈
第
二
十
六
条
〉
教
育
と
軍
事
機
構
（
等
）

こ
の
条
文
は
、
こ
の
憲
法
が
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
引
き
出
す
、
軍

と
教
育
と
の
関
連
を
主
題
と
す
る
。

「
本
条
は
、
あ
る
父
親
が
一
人
息
子
し
か
も
た
な
け
れ
ば
、
そ

二
一
五
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（
二
一
六
）

「
こ
の
国
家
（nation

）
の
適
切
な
軍
隊
を
よ
り
よ
く
管
理
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
軍
評
議
会
任
命
に
よ
り
、
か
つ
彼
ら
が
そ
の

目
的
に
諸
属
州
の
い
ず
れ
か
或
い
は
両
方
に
な
し
て
い
る
よ
う
な

招
集
軍
隊
か
ら
の
任
命
に
よ
る
将
軍
卿
は
、
数
的
に
そ
の
適
切
な

軍
を
超
え
ぬ
、
海
上
な
い
し
確
か
な
場
所
に
お
け
る
他
の
と
こ
ろ

で
外
人
部
隊
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
す
る
（
59
）

」。

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
共
和
主
義
者
に
と
っ
て
、
軍
隊
事
項
に

お
い
て
自
国
の
民
兵
と
外
人
部
隊
と
の
兼
ね
合
い
は
基
本
的
な
問

題
で
あ
り
（
60
）

、
こ
こ
で
も
周
到
に
そ
の
適
切
性
を
条
件
に
規
定
さ
れ

る
。
こ
の
第
二
十
六
条
の
末
尾
で
は
、
そ
の
条
文
の
表
題
に
沿
っ

て
、
次
の
よ
う
に
締
め
括
ら
れ
る
。

「
も
し
人
が
一
人
息
子
し
か
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
自
ら
の

親
な
い
し
自
ら
の
保
護
者
の
同
意
な
く
し
て
は
何
ら
投
票
壷
に
来

る
こ
と
に
な
ら
ず
、
か
つ
そ
れ
は
自
ら
が
自
ら
に
い
か
な
る
非
難

と
も
な
ら
ず
、
か
つ
統
治
官
職
に
就
く
こ
と
に
も
い
か
な
る
障
害

に
も
あ
た
ら
ぬ
（
61
）

」。

か
く
し
て
こ
の
憲
法
は
、
一
人
息
子
の
従
軍
に
つ
い
て
そ
の
親

や
保
護
者
の
同
意
を
条
件
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
あ
る
意
味
で

は
寛
大
に
一
人
息
子
問
題
に
対
応
し
て
い
る
。
最
後
に
そ
れ
は
、

「
対
外
的
な
遠
征
」
に
つ
い
て
、
次
の
第
二
十
七
条
と
と
も
に
検

よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
、
時
と
場
所
で
将
軍
卿
に
対
し
て
彼
ら
を
示

す
。
そ
の
集
合
地
に
お
い
て
軍
評
議
会
は
、
将
軍
卿
の
部
下
と
な

る
準
備
を
さ
せ
る
た
め
に
騎
馬
と
武
器
の
便
宜
を
図
る
こ
と
と
す

る
。
将
軍
卿
は
、
彼
ら
の
戦
利
品
の
武
器
な
い
し
他
の
も
の
の
勧

告
に
従
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
騎
馬
と
武
器
で
武
装
し
、
か
つ

そ
れ
に
取
り
掛
か
り
、
か
つ
そ
れ
を
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
ら
を
率
い
て
食
糧
、
弾
薬
、
砲
兵
、
及
び
他
の
必
需
品
を
準
備

し
、
か
つ
供
給
さ
せ
、
自
ら
の
艦
隊
を
出
港
さ
せ
、
彼
ら
を
命
令

し
、
か
つ
彼
自
身
に
よ
っ
て
戦
争
指
導
全
体
を
処
理
す
る
。
こ
れ

ら
は
、
兵
士
（stratiots soldat

）
の
第
三
水
準
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
兵
士
達
は
彼
ら
の
諸
部
族
か
ら
出
港
さ
れ
、
或
い
は
行
軍
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
監
は
、
第
一
水
準
の
残
り
の
部
分
か
ら

第
二
水
準
を
再
選
す
る
こ
と
と
す
る
。
元
老
院
は
、
も
う
一
人
の

将
軍
卿
を
再
選
す
る
（
58
）

」。

こ
う
し
て
規
定
す
る
こ
の
条
文
は
、
軍
事
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ

の
中
心
的
要
素
な
い
し
担
い
手
が
そ
の
戦
略
に
関
わ
り
、
遂
行
す

る
手
順
を
通
じ
て
配
置
さ
れ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
も
、
元
老
院
に
諮

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
条
文
の
最
後
の
項
目
あ
た
り
で
、
次
の
よ
う
に
外
人
部
隊

に
つ
い
て
言
及
す
る
。

二
一
六



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
（
倉
島
）

（
二
一
七
）

よ
う
に
規
定
す
る
。

「
高
年
者
及
び
青
年
の
第
二
水
準
は
、
彼
ら
の
部
族
か
ら
軍
に

進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
族
長
官
及
び
統
監
は
、
以
下
の

よ
う
に
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
年
と
青
年
の
両
方
か
ら
な
る

年
次
集
団
の
残
り
の
部
分
を
構
成
す
る
。
即
ち
、
そ
の
残
り
の
部

分
は
、
合
図
の
火
が
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
議
会
（P

arliam
ent

）
な

い
し
独
裁
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
そ
の
事
例
に
あ
る
集
合
場
所

へ
と
進
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
合
図
に
よ
っ
て
、
ク
リ
ア
民
会

﹇
平
民
会
﹈
な
い
し
教
区
集
会
は
、
部
族
を
直
ぐ
に
見
張
り
、
か

つ
諸
水
準
に
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
区
分
で
も
進
め
る
た
め
に
、
青

年
と
高
年
の
四
分
の
一
を
選
出
す
る
（
65
）

」。

こ
こ
で
確
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
そ
れ
が
教
区
や
州
の
地

方
単
位
か
ら
国
家
水
準
へ
と
上
昇
す
る
階
序
制
に
沿
っ
て
そ
れ
を

規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
州
統
監
と
い
う
一
六
世
紀

の
州
の
軍
事
を
統
括
す
る
要
素
を
規
定
す
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
と
い
え
ど
も
、
封
建
主
義
的
に

し
て
中
世
的
な
も
の
か
ら
全
く
無
関
係
に
、
自
ら
の
憲
法
を
述
べ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ

ン
ト
ン
の
経
路
依
存
性
的
側
面
を
残
す
と
み
な
す
。

証
さ
れ
か
つ
説
明
さ
れ
る
（
62
）

と
い
う
。

〈
第
二
十
七
条
〉
緊
急
時
規
定

オ
シ
ア
ナ
憲
法
は
、
執
行
権
を
担
当
す
る
機
関
が
あ
ま
り
に
も

そ
の
権
力
を
制
限
さ
れ
す
ぎ
て
、
十
分
な
執
行
権
力
が
欠
け
て
い

る
と
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
が
指
摘
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
緊
急
時
の
特

別
規
定
や
独
裁
官
制
度
設
定
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
っ
て
い
る
と
も

言
っ
て
い
る
（
63
）

。
こ
の
条
文
は
、
そ
れ
と
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
。

「
本
条
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
侵
害
が
あ
る
場
合
に
規

定
さ
れ
る
。
即
ち
、
諸
部
族
﹇
州
﹈
の
長
官
が
議
会

（P
arliam

ent

）
な
い
し
独
裁
官
（dictator

）
か
ら
受
け
入
れ
ら

れ
た
命
令
時
に
高
年
者
団
を
青
年
水
準
の
性
質
に
応
じ
て
諸
区
分

に
分
け
、
か
つ
三
万
の
歩
兵
並
び
に
一
万
の
騎
兵
か
ら
形
成
さ
れ
、

か
つ
構
成
す
る
高
年
の
第
二
区
分
な
い
し
第
二
水
準
（division, 

essay

）
へ
と
進
め
る
準
備
が
で
き
て
お
り
、
か
つ
将
軍
へ
と
指

揮
官
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
（
64
）

」。

こ
の
第
二
区
分
は
、
わ
れ
わ
れ
が
基
本
的
な
軍
単
位
事
項
と
し

て
後
の
第
二
十
九
条
に
お
い
て
確
認
す
る
常
備
軍
事
項
と
関
わ
る
。

そ
れ
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
如
く
正
規
の
常
備
軍
が
、
三
万
の
歩

兵
と
一
万
の
騎
兵
か
ら
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

引
き
続
き
本
条
は
、
そ
の
第
二
水
準
の
も
の
に
つ
い
て
以
下
の

二
一
七
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一
八
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州
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
国
と
同
様
な
市
民
的
選
挙
な
ど
に
よ
っ

て
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

〈
第
二
十
九
条
〉
属
州
領
域
の
軍
事
部
の
構
成

も
う
一
つ
の
属
州
主
題
と
す
る
条
文
は
、
こ
の
第
二
十
九
条
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
文
節
は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
に
お
い
て
軍
事
的

部
分
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
「
属
州
領
域
」
と
い
う
原

文
に
従
い
、
そ
の
属
州
部
分
に
こ
れ
を
含
む
こ
と
と
す
る
。

「
本
条
は
、
第
三
水
準
の
兵
士
（stratiots

）
が
Ｍ
字
と
記
さ

れ
た
金
小
球
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
部
族
に
お
け
る
十
人

ず
つ
の
騎
兵
と
五
十
人
ず
つ
の
歩
兵
（
即
ち
、
全
部
で
五
百
人
の

騎
兵
と
二
千
五
百
人
の
歩
兵
か
ら
）
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
部
族

は
、
属
州
の
将
軍
な
い
し
大
将
が
自
ら
の
選
挙
水
準
と
証
明
書
に

よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
よ
う
な
時
と
場
所
な
い
し
集
合
場
所
に
お
い

て
、
そ
の
将
軍
な
い
し
大
将
に
対
す
る
各
々
の
指
揮
官
に
よ
っ
て

選
出
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
将
軍
は
、
前
述
の
騎
兵

を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
自
ら
の
属
州
護
衛

な
い
し
軍
の
第
三
等
級
で
あ
り
、
直
ち
に
マ
ル
ペ
シ
ア
へ
と
彼
ら

を
率
い
て
移
す
こ
と
と
な
る
（
68
）

」。

こ
こ
で
の
軍
事
的
部
分
は
、
そ
の
第
三
水
準
の
「ス
ト
ラ
テ
ィ
オ
ッ
ト

兵
士
」
と
い

う
表
現
が
こ
れ
を
象
徴
す
る
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
よ
る
そ

（
第
四
章
）
属
州
部

オ
シ
ア
ナ
憲
法
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
属

州
と
し
て
扱
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
同
僚
の
共
和

主
義
者
で
あ
る
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
と
同
様
に
必
ず
し
も
そ
れ
を
抑
圧

的
な
も
の
と
み
な
さ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
オ
ラ
ン
ダ
の
よ

う
に
連
盟
や
連
合
、
或
い
は
連
邦
制
な
も
の
と
し
て
、
自
治
的
に

規
定
す
る
（
66
）

。

そ
の
属
州
部
は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
で
は
二
つ
の
条
文
か
ら
な
る
。

〈
第
二
十
八
条
〉
属
州
領
域
の
市
民
的
構
成

第
二
十
八
条
は
、
属
州
の
市
民
領
域
と
し
て
構
成
す
る
。
本
条

は
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
各
属
州
部
の
評
議
会
は
、
二
人
の
騎
士
か
ら
構
成
さ
れ
、
三

つ
の
水
準
へ
と
四
人
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
、
議
会

（P
arliam

ent

）
と
一
致
し
得
る
そ
の
任
期
、
並
び
に
公
職
輪
番

制
ゆ
え
に
、
そ
の
元
老
院
﹇
の
任
期
が
切
れ
る
﹈
の
水
準
か
ら
四

人
の
騎
士
﹇
三
年
任
期
の
統
治
官
で
あ
る
﹈
の
選
挙
予
定
表
で
の

年
次
選
挙
に
よ
っ
て
恒
常
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
じ
水
準
か
ら
一

人
の
騎
士
か
ら
、
一
年
任
期
の
統
治
官
で
あ
る
属
州
の
将
軍
卿
な

い
し
大
将
と
な
る
（
67
）

」
と
述
べ
始
め
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
理
解
し
得
る
如
く
、
た
と
え
属

二
一
八



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
（
倉
島
）

（
二
一
九
）

○
結
び
の
章

本
共
和
国
の
構
造
全
体
を
完
成
す
る
た
め
に
、
幾
つ
か
の
方
向

が
第
三
水
準
或
い
は
行
軍
へ
と
軍
隊
が
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

〈
第
三
十
条
〉
オ
シ
ア
ナ
憲
法
の
条
文
全
体
規
定
の
補
足
﹇
行

軍
な
ど
に
つ
い
て
﹈

こ
の
最
終
条
文
に
つ
い
て
そ
の
『
ハ
リ
ン
ト
ン
著
作
集
』（
ト
ー

ラ
ン
ド
編
）
に
お
い
て
表
題
が
つ
い
て
い
な
い
（
70
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、

全
三
十
条
に
つ
い
て
全
て
表
題
を
付
し
た
。
と
い
う
の
は
、
成
文

憲
法
に
は
そ
れ
を
示
す
も
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「『
本
条
は
、
汝
が
汝
の
敵
と
戦
い
に
行
き
、
か
つ
騎
馬
と
戦
車
、

そ
し
て
汝
よ
り
も
数
が
多
い
民
を
見
る
と
き
、
彼
ら
を
心
配
す
る

な
。
と
い
う
の
は
汝
の
神
で
あ
る
主
は
、
汝
の
敵
に
抗
し
て
汝
の

た
め
に
戦
い
に
汝
と
と
も
に
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
』。

即
ち
、
こ
れ
は
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
に
つ
い
て
で
あ
る
。
敵
か
ら
得

ら
れ
た
戦
利
品
（
彼
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
そ
の
場
で
将
軍
と
陸
軍

指
揮
官
﹇
ポ
レ
マ
ル
ク
﹈
に
よ
っ
て
兵
士
に
分
け
ら
れ
る
衣
服
、

武
器
、
弾
薬
、
及
び
食
糧
を
除
き
）
は
、
次
の
よ
う
な
軍
評
議
会

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
誓
わ
さ
れ
た
戦
利
品
を
四
つ
の
兵
站
部
に
渡

さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
即
ち
、
そ
の
兵
站
部
は
、
将
軍
に
よ
っ
て

必
要
な
場
合
に
国
家
や
護
衛
隊
に
よ
っ
て
護
衛
船
に
出
港
が
認
め

う
し
た
軍
編
成
的
意
味
を
含
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の

説
き
起
こ
し
は
、
基
本
的
な
軍
の
単
位
で
あ
る
兵
士
の
配
置
を
属

州
単
位
で
抽
選
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
か
ら
規
定
し
始
め
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
最
も
具
体
的
に
示
す
軍

隊
観
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
『
ロ
ー
タ
』
の
表
現
を
こ
こ
で
引
用

す
る
。

「
か
く
し
て
集
め
ら
れ
た
部
族
﹇
州
﹈
の
青
年
達
は
、
第
一
水

準
で
あ
る
。
第
一
水
準
か
ら
二
百
の
騎
兵
、
及
び
六
百
の
歩
兵
を

抽
選
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
、
彼
ら
（
彼
ら
に
彼
ら
の
友
人
達
は

望
み
、
或
い
は
自
身
で
彼
ら
に
与
え
得
る
）
は
、
騎
兵
と
み
な
さ

れ
る
。
残
り
は
歩
兵
と
み
な
さ
れ
る
。
五
十
部
族
﹇
州
﹈
で
の

…
…
こ
の
軍
は
、
い
つ
も
一
週
の
警
告
に
よ
っ
て
従
軍
す
る
気
で

い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
区
分
な
い
し
共
和
国
の
常
備
軍
で
あ
る
（
69
）

」。

こ
の
文
節
に
お
い
て
も
ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
軍
編
成
に
お
い

て
も
州
単
位
で
の
抽
選
に
よ
る
方
式
を
規
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が

重
視
す
る
の
は
、
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
常
備
軍
規
定
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
彼
の
民
兵
主
義
的
な
根
源
的
軍
隊
観
が
表

現
さ
れ
る
。

二
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
二
〇
）

ed., T
h

e P
olitical W

orks of Jam
es H

arrin
gton,（1977

）,
pp.807-821.

（
6
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., pp.8-42,167,234.

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
憲
法
の
設
立
過

程
に
つ
い
て
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
の
要
を
得
た
説
明
に
よ
っ
て
確
認
す

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
従
来
の
オ
シ
ア
ナ
議
会
が
土
地
財
産
の
配
分

の
変
化
を
明
ら
か
に
認
め
得
ず
、
或
い
は
新
統
治
制
度
を
工
夫
し

得
ぬ
た
め
、
軍
が
そ
の
議
会
を
追
放
し
、
か
つ
そ
の
法
に
よ
っ
て

﹇
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
﹈
選
挙
に
よ
っ
て
新
し
い
ア
ル
コ
ン
卿
に
選
出

し
た
。
そ
の
ア
ル
コ
ン
卿
が
唯
一
の
立
法
者
と
な
り
、
五
十
人
」

か
ら
な
る
そ
の
立
法
者
評
議
会
の
お
け
る
討
議
後
、
憲
法
は
「
民

会
機
関
に
よ
っ
て
全
て
承
認
さ
れ
、
か
つ
樹
立
さ
れ
た
」
と
い
う

（J.G
.A
.P
ocock,ed.,1992,ibid.,pp.59-60,242;C

.B
litzer, A

n
 

Im
m

ortal C
om

m
on

w
ealth,1960,pp.211-2

）。

（
7
） 

Ibid.（1992

）, pp.13,100-141,234,etc.

（
8
） 

Ibid.（1992

）.

（
9
） J.G

.A
. P
ocock, ed.,1977, op.cit.,pp.810-820.

（
10
） 

Ibid.,（1992

）,p.75.

（
11
） 

Ibid.

（
12
） 

Ibid.,pp.75-6.

（
13
） 

Ibid.,p.76.
（
14
） 

Ibid.,p.77.
（
15
） 

Ibid.,p.78.

（
16
） R

.S
m
ith, H

a
rrin

g
to

n
 a

n
d

 H
is O

cea
n

a
,N
ew
 

ら
れ
る
こ
と
と
す
る
（
71
）

」。

こ
う
し
た
戦
利
品
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
そ
の
適
切
性

が
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
旧
約
聖

書
（
の
『
申
命
記
』
や
『
サ
ム
エ
ル
記
』）
に
よ
っ
て
自
ら
の
主

張
を
強
化
す
る
も
の
と
し
て
解
し
得
る
。

（
1
） K

. W
heare, M

od
ern

 C
on

stitu
tion,1966, p.1.

（
2
） R

. S
cruton, T

h
e P

algrave M
acm

illan
 D

iction
ary of 

P
olitical T

h
ou

gh
t, 2007, pp.135-6.

（
3
） J.G

.A
. P
ocock, ed.,J

a
m

es H
a

rrin
g

to
n

: T
h

e 
C

om
m

on
w

ealth
 of O

cean
a an

d
 A

 S
ystem

 of P
olitics,

C
am
bridge, 1992, pp.72-234.

（
4
） J.G

.M
arch

 and
 J.P

.O
lsen, R

ed
isco

v
erin

g 
In

stitu
tion

s,1989,p.17,etc.

わ
れ
わ
れ
は
、「
特
定
の
制
度
の
存
在
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
経

路
依
存
性
は
、
そ
の
制
度
の
幾
つ
か
の
特
徴
（
そ
の
規
範
と
価
値
）

が
埋
め
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
容
易
に
変
更
し
得
ぬ
故
に
、

制
度
的
変
化
を
示
し
た
い
人
々
に
と
っ
て
諸
困
難
を
も
た
ら
す
」

（A
. K
elso, P

a
rlia

m
en

ta
ry reform

 a
t W

estm
in

ster,
2009,p.14

）
と
い
う
側
面
が
、
オ
シ
ア
ナ
の
憲
法
（
例
え
ば
、
君

主
制
下
の
恣
意
的
で
な
い
議
会
議
事
手
続
き
な
ど
）
に
残
る
こ
と

も
示
す
こ
と
と
な
る
。

（
5
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,1992,op.cit.,pp.1-266;J.G

.A
.P
ocock,

二
二
〇



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
（
倉
島
）

（
二
二
一
）

（
39
） 
Ibid.

（
40
） 

Ibid., pp.125-126.

（
41
） 

Ibid., p.133.

（
42
） 

Ibid.

（
43
） 

Ibid.

（
44
） 

こ
の
ブ
レ
ア
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
に
よ
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究
』（
三
和
書
籍
、

二
〇
一
一
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
45
） P

ocock, ed., ibid., pp.147-148.

（
46
） 

Ibid.

（
47
） 

Ibid.

（
48
） 

Ibid., pp.148-149.

（
49
） 

Ibid., p.166.

（
50
） 

Ibid., p.173.

（
51
） 

Ibid., p.174.

（
52
） 

Ibid.

（
53
） 

Ibid., pp.174-190.

（
54
） 

Ibid., p.81.

（
55
） 

Ibid., pp.81-83.

（
56
） 

例
え
ば
、
拙
稿
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し

自
由
国
家
）
に
関
す
る
一
考
察
」（『
政
経
研
究
』、
二
〇
一
二
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
57
） J.G

.A
. P
ocock, ed., 1992, ibid., p.191.

（
58
） 

Ibid., p.194.

Y
ork,1971,p.45.

（
17
） R

.S
m
ith, op.cit.

（
18
） P

ocock,ed.,1992,ibid.,pp.83-85.

（
19
） P

ocock,ed.,1992,ibid.,p.85.

（
20
） 

Ibid.,p.88.

（
21
） 

Ibid.,pp.88-90.

（
22
） 

Ibid.,pp.90-91.

（
23
） 

Ibid.,pp.93-94.

（
24
） 

Ibid.,pp.95-101.

（
25
） 

Ibid.,pp.101-114.

（
26
） 

Ibid.,p.114.

（
27
） F

.L
ovett, H

arrington’s E
m
pire of L

aw
, P

olitica
l 

S
tu

d
ies,2012 V

ol.60,p.74.

（
28
） P

ocock,ed.,1992,ibid.,pp.114-121.

（
29
） 

Ibid.,p.121.

（
30
） 

Ibid.,pp.121-122.

（
31
） 

Ibid.,pp.122-124.

（
32
） 

Ibid.,p.124.

（
33
） 

Ibid.

（
34
） 

Ibid.

（
35
） 

Ibid.,p.125.

（
36
） 

Ibid.

（
37
） 

Ibid.

（
38
） 

Ibid.

二
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
二
二
）

れ
は
、
本
稿
の
よ
り
特
定
的
主
題
で
あ
る
代
議
院
を
明
確
に
規
定

す
る
こ
と
を
導
き
出
す
前
提
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
確

認
し
た
い
の
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
思
想
で
あ
る
。
確
か

に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
政
治
制
度
事
項
を
強
調
す
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
最
終
的
に
彼
の
制
度
の
原
理
的
側
面
を
引
き
出
す
た
め
の

予
備
作
業
と
な
る
。
従
っ
て
本
節
で
は
彼
の
議
会
制
度
論
を
通
じ

て
彼
の
共
和
主
義
の
核
心
で
あ
る
代
議
院
に
関
す
る
思
想
を
明
確

に
す
る
こ
と
と
な
る
。

〈
Ａ
〉
基
本
原
理

﹇
一
﹈
成
文
憲
法
的
立
憲
主
義

わ
れ
わ
れ
が
オ
シ
ア
ナ
憲
法
の
概
観
に
お
い
て
強
調
し
た
の
は
、

彼
の
立
憲
主
義
原
理
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
憲
主
義
は
、
そ

の
成
文
憲
法
主
義
で
あ
る
。

立
憲
主
義
に
は
多
様
な
意
味
づ
け
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
統
一

的
に
法
典
化
さ
れ
た
憲
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
政
治
原
理
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
の
イ
ギ
リ
ス
の
不
文
憲
法
主
義
に
見

ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
法
典
化
さ
れ
た
成
文
憲

法
を
も
た
ぬ
が
、
諸
々
の
文
書
や
慣
習
を
含
む
基
本
原
理
に
基
づ

く
ル
ー
ル
の
枠
組
み
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
原
理

（
59
） 

Ibid., p.195.
（
60
） 

外
人
部
隊
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
前
掲
拙
著
な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
61
） J.G

.A
. P
ocock, ed., 1992,ibid.

（
62
） 

Ibid.

（
63
） 

Ibid.

（
64
） 

Ibid.

（
65
） 

Ibid
., pp.195-6.

（
66
） 

こ
の
連
盟
や
連
合
を
民
主
政
的
な
も
の
と
み
な
す
ネ
ヴ
ィ
ル

に
つ
い
て
、
拙
著
前
掲
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
67
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., p.214.

（
68
） 

Ibid., pp.215-216.

（
69
） J.G

.A
. P
ocock, ed., 1977, ibid., p.819.

（
70
） J.T

oland, ed., T
h

e O
cea

n
a

 a
n

d
 oth

er W
ork

s of 
Jam

es H
arrin

gton,1737.

（
71
） J.G

.A
. P
ocock, ed., 1992, ibid., p.216.

第
三
節　

オ
シ
ア
ナ
議
会
と
代
議
院
制
度

（
一
）
二
院
制
（
代
議
院
と
元
老
院
）
と
し
て
の
オ
シ
ア
ナ
議
会

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
に
お
い
て
憲
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
オ
シ

ア
ナ
共
和
国
政
治
制
度
及
び
そ
の
全
体
像
を
概
観
し
て
き
た
。
そ

二
二
二



Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
（
倉
島
）

（
二
二
三
）

こ
の
立
憲
主
義
に
つ
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
二
院
制
議
会
に
引
き

つ
け
て
示
し
て
み
よ
う
。
即
ち
、
代
議
院
選
挙
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
元
老
院
も
現
在
ま
で
長
く
続
く
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
院
が
選
挙

に
よ
ら
な
い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
三
年
任
期
に
よ
る
選
挙
を
規

定
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
先
見
性
に
対
し
て
高
い
評
価
に
値
し

よ
う
。

﹇
二
﹈
議
会
主
権
主
義

今
日
の
議
会
は
、
し
ば
し
ば
「
立
法
部
」
と
表
現
さ
れ
る
。
立

法
部
は
、
そ
の
統
治
制
度
の
成
員
が
相
互
に
平
等
で
あ
り
、
か
つ

こ
の
制
度
の
権
威
が
そ
の
政
治
社
会
成
員
の
「
代
表
」
に
あ
り
、

か
つ
そ
の
決
定
が
複
雑
な
手
続
き
に
よ
っ
て
集
合
的
に
形
成
さ
れ

る
主
張
か
ら
引
き
出
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
れ

わ
れ
は
、
民
主
主
義
国
家
の
最
高
意
思
決
定
機
関
に
し
て
国
民
代

表
機
関
と
し
て
の
現
代
の
立
法
部
を
引
き
出
す
。
そ
れ
は
、
周
知

の
如
く
元
々
の
立
法
部
が
中
世
の
欧
州
の
議
会
で
始
ま
っ
た
歴
史

的
進
化
の
結
果
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
そ
の
立
法
部
は
、

税
な
い
し
戦
争
の
支
持
を
確
保
す
る
た
め
に
君
主
に
よ
っ
て
不
定

期
に
開
催
さ
れ
た
貴
族
会
議
で
あ
っ
た
。
徐
々
に
こ
の
会
議
は
、

君
主
と
、
そ
の
臣
民
の
う
ち
の
最
も
強
力
な
集
団
か
ら
な
る
臣
民

と
の
間
に
不
可
欠
な
伝
達
を
与
え
る
機
関
が
定
期
的
に
開
催
さ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
で
は
む
し
ろ
少
数
派
に
属
す
る
。
一
般

的
に
は
前
者
の
意
味
が
通
常
的
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
表
現
す
れ

ば
、
こ
の
立
憲
主
義
は
、「
形
式
に
重
点
を
置
き
、
簡
明
に
そ
の

憲
法
の
内
容
が
何
で
あ
れ
成
文
憲
法
を
樹
立
す
る
実
際
」（
Ｇ
．

マ
ー
シ
ャ
ル
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
論
者
は
、
立
憲
主
義
を
「
制
限
的
統
治
哲
学
に
反
映
す
る
規

定
を
具
現
す
る
、
特
定
の
類
の
政
治
制
度
を
樹
立
し
か
つ
機
能
さ

せ
る
実
際
」
と
し
て
扱
う
﹇
多
分
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
使
用
法

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
る
﹈
作
者
も
い
る
と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
た
制
度
は
、
国
家
に
抗
す
る
個
人
﹇
市
民
﹈
の
権
利
を
擁

護
す
る
（
公
職
輪
番
制
に
よ
る
徹
底
し
た
上
級
政
治
家
や
官
僚
の

権
力
の
抑
制
）
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
他
の
構
造
的
特
徴
と
と
も
に
、

政
治
的
経
済
的
権
利
と
自
由
﹇
例
え
ば
、
よ
り
広
範
な
市
民
の
農

地
法
に
よ
る
財
産
の
確
保
﹈
の
法
典
な
い
し
憲
章
を
、
通
常
含
む

と
説
か
れ
る
（
1
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
定
義
を
踏
ま
え
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政

治
制
度
に
つ
い
て
オ
シ
ア
ナ
の
成
文
憲
法
に
よ
っ
て
、
市
民
的
自

由
や
権
利
（
例
え
ば
、
参
政
権
の
拡
大
）
を
擁
護
す
る
原
理
が
存

在
す
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
法
の

支
配
（
2
）

と
共
通
し
た
原
理
で
も
あ
る
。

二
二
三
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に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
（
4
）

。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し

た
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
立
法
上
の
議
会
主
権
と
、
古
典
的
共
和

主
義
言
語
を
組
み
合
わ
せ
、
市
民
選
挙
に
よ
っ
て
両
院
を
選
出
し
、

か
つ
そ
の
選
挙
を
経
た
国
民
代
表
議
会
を
構
成
し
た
。
こ
れ
は
、

そ
う
し
た
議
会
が
議
院
内
閣
制
形
態
の
主
権
を
担
う
解
釈
と
い
っ

た
、
現
代
の
政
治
的
主
権
解
釈
に
も
通
じ
る
。
さ
ら
に
こ
の
議
会

に
よ
っ
て
政
府
執
行
部
も
選
任
す
る
「
議
院
内
閣
制
」
に
相
当
す

る
原
理
も
含
ま
せ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
直

接
参
加
型
民
会
理
念
と
も
重
な
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
王
政

復
古
以
来
の
伝
統
的
立
憲
制
の
先
を
予
見
す
る
原
理
で
も
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
正
に
君
主
な
き
共
和
制
に
基
づ
く
ハ
リ
ン
ト
ン
の
制
度

思
想
の
優
れ
た
長
所
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ

は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
両
院
か
ら
構
成
さ
れ
る
議
会
機
関
の

至
高
性
と
い
う
原
理
を
そ
の
基
本
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
と
な

る
。﹇

三
﹈
二
院
制
に
よ
る
権
限
の
分
離

こ
の
両
院
制
下
に
お
け
る
権
限
の
分
離
制
度
原
理
は
、
以
前
に

は
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
か
な
り
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、

現
代
の
民
主
主
義
的
統
治
機
構
に
お
け
る
厳
格
な
制
度
原
理
と
比

較
す
れ
ば
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
会
議
を
表
示
す
る
「
立
法
部
」
と

い
う
言
葉
は
、
法
形
成
権
の
固
有
の
在
所
に
対
す
る
立
憲
制
的
論

争
か
ら
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
い
て
使
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
古
き
「
議
会
」
用
語
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
行
き
渡
っ

た
一
方
で
、
よ
り
新
し
い
「
立
法
部
」
用
語
が
一
七
世
紀
の
イ
ギ

リ
ス
立
憲
制
理
論
の
他
の
諸
局
面
の
よ
う
に
、
一
世
紀
後
に
ア
メ

リ
カ
革
命
に
そ
の
起
源
を
辿
っ
た
（
3
）

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
と
立
法
部
﹇
法
形
成
機
関
を
重
視
す
る
視
点

を
も
つ
﹈
と
の
関
連
を
重
視
す
る
が
故
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
複
眼
的

に
た
ど
る
視
点
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
の
国
民
代
表
の
議
会
主
権
型
政

治
制
度
を
と
ら
え
直
す
こ
と
と
す
る
。
従
っ
て
本
節
に
お
い
て
わ

れ
わ
れ
は
、
ま
ず
後
者
の
視
角
か
ら
そ
れ
を
捉
え
な
お
す
こ
と
と

な
る
。

中
世
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
原
理
は
、
国
王
・
貴
族

院
・
及
び
庶
民
院
か
ら
な
る
議
会
が
、
立
法
上
最
高
で
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
立
法
主
権
原
理
で
あ
り
、
か

つ
法
的
主
権
原
理
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
的

な
主
権
が
こ
の
議
会
主
権
を
ベ
ー
ス
と
し
て
論
理
化
さ
れ
る
が
ゆ

え
に
、
公
共
的
な
も
の
な
い
し
共
通
善
を
国
民
（people

）
な
い

し
市
民
か
ら
国
家
の
権
力
を
引
き
出
す
と
い
う
、
共
和
主
義
思
想

二
二
四
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軍
の
基
盤
を
担
う
市
民
の
性
質
〉
と
と
も
に
、
最
低
限
の
平
均
的

理
性
を
も
つ
ゆ
え
﹈
を
も
つ
民
主
政
論
の
共
存
原
理
で
も
あ
る
。

こ
れ
も
現
代
民
主
主
義
に
お
い
て
、
政
策
の
専
門
性
を
重
視
す
る

所
謂
「
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
」
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
か

ら
判
断
し
て
、
こ
の
元
老
院
の
専
門
性
や
能
力
主
義
は
、
民
主
主

義
に
お
け
る
先
見
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
市
民
と
使
用
人
の
分
離
論
と
し
て
の
階

級
差
別
主
義
は
、
そ
れ
ら
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
こ
に
お
い
て
条
件
で
あ
る
と
し
て
示
し
て

い
る
も
の
﹇
即
ち
、
た
と
え
使
用
人
で
あ
っ
た
﹈
と
し
て
、
そ
の

人
が
独
立
的
要
件
を
備
え
れ
ば
、
市
民
な
い
し
自
由
人
た
る
途
が

開
か
れ
る
と
示
し
て
い
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
統
治
論
は
、

民
衆
（the people

）
が
最
終
的
決
定
権
を
有
す
る
と
い
う
思
想

ゆ
え
、
民
主
主
義
的
な
系
譜
に
属
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

〈
Ｂ
〉
立
法
過
程

わ
れ
わ
れ
は
、
前
項
に
お
い
て
オ
シ
ア
ナ
に
お
け
る
議
会
の
基

本
原
理
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
本
稿
で
は
よ
り
現
代
の
制
度
的
概

念
に
よ
っ
て
そ
の
基
本
的
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の

理
由
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
に
通
じ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
議
会
論

く
な
っ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け

る
重
要
な
制
度
原
理
の
う
ち
の
一
つ
と
み
な
す
。
即
ち
、
二
人
の

少
女
に
よ
っ
て
ケ
ー
キ
を
切
る
者
と
選
択
す
る
者
に
分
け
る
原
理

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
で
は
、
周
知
の
如
く
、
討
議
し

提
案
す
る
﹇
討
議
と
提
案
権
を
も
つ
﹈
元
老
院
と
、
決
議
す
る

﹇
決
定
権
を
も
つ
﹈
代
議
院
に
機
能
上
の
権
限
を
分
離
す
る
原
理

で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
平
等
を
確
保
す
る

た
め
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
抽
選
と
い
う
主
要
選

出
方
法
に
関
し
て
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
共
和
制
を
民
主
主
義

の
実
例
と
し
て
主
張
す
る
も
の
と
同
様
な
思
想
か
ら
発
す
る
。
こ

れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
代
の
民
主
政
選
挙
の
考
え
方
と
は
異
な
る

が
、
恣
意
性
を
除
く
と
い
う
意
味
で
、
大
い
な
る
民
衆
性
や
権
力

抑
制
を
勘
案
す
る
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
人
や

少
数
支
配
原
理
と
比
較
す
れ
ば
、
多
数
の
民
衆
を
平
等
に
扱
う
と

い
う
意
味
で
、
よ
り
民
主
制
的
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
5
）

。

こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
両
院
の
能
力
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
多
様
性
重
視
の
思
想
と
も

い
え
る
原
理
で
あ
る
。
こ
の
両
院
制
論
は
、
有
能
な
自
然
的
貴
族

制
﹇
優
れ
た
知
性
を
有
す
る
ゆ
え
﹈
論
と
、
数
多
く
の
庶
民
の
健

全
性
﹇
幅
広
い
人
々
の
も
つ
身
体
能
力
〈
こ
れ
は
、
最
低
限
度
の

二
二
五
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一
般
に
立
法
過
程
は
、
法
案
が
法
と
な
る
手
続
き
や
行
程
を
含

む
と
言
わ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
法
案
の
原
案
形
成
・

そ
れ
の
議
会
へ
の
提
案
・
審
議
な
い
し
討
論
・
決
議
・
並
び
に
公

布
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
オ
シ
ア
ナ
議
会
の
立
法
は

わ
れ
わ
れ
が
仮
定
す
る
ご
と
く
、
両
院
が
中
心
と
な
る
。

﹇
一
﹈
法
案
の
提
出
段
階

こ
の
法
案
の
形
成
は
、
元
老
院
議
員
が
そ
の
執
行
機
関
で
あ
る

評
議
会
﹇
国
策
・
軍
・
宗
教
・
及
び
商
業
﹈
を
選
出
し
か
つ
構
成

す
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
元
老
院
の
議
事
は
、

こ
の
四
評
議
会
か
ら
主
に
始
ま
る
。
ま
ず
、
そ
う
し
た
統
治
官
の

う
ち
の
一
人
に
よ
り
、
提
案
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
ゆ
え

に
、
評
議
会
が
議
院
内
閣
制
的
な
役
割
も
果
た
し
、
元
老
院
が
立

法
機
能
と
と
も
に
執
行
機
能
も
果
た
す
こ
と
と
な
る
（
7
）

。

﹇
二
﹈
審
議
と
討
論
段
階

こ
の
法
案
が
形
成
さ
れ
た
後
に
、
そ
の
関
連
評
議
会
に
よ
っ
て

討
議
が
な
さ
れ
る
。
元
老
院
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
四
つ
の
評
議

会
は
、
元
老
院
か
ら
な
る
統
治
官
と
な
り
、
彼
ら
﹇
諸
評
議
会
﹈

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
な
い
し
担
当
毎
で
討
議
さ
れ
る
。
こ

う
し
て
な
さ
れ
た
討
議
は
、
そ
の
期
間
中
に
明
確
に
さ
れ
、
最
も

関
心
を
も
つ
意
見
が
評
議
会
秘
書
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
。
そ
れ

を
明
確
に
し
得
る
故
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
前
に
ハ
リ
ン

ト
ン
に
お
け
る
議
会
の
機
能
に
つ
い
て
言
及
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

れ
を
前
項
に
お
い
て
概
略
的
に
言
及
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
具
体
的
に
議
会
事

項
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
そ
の
立
法
過

程
に
つ
い
て
論
及
す
る
前
提
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ

る
。ハ

リ
ン
ト
ン
の
両
院
制
議
会
は
、
下
院
の
代
議
院
と
上
院
の
元

老
院
か
ら
な
り
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
オ
シ
ア

ナ
の
共
和
国
の
最
高
意
思
決
定
機
関
に
し
て
執
行
機
関
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
現
代
議
会
に
は
一
般
に
代
表
・
立
法
・
審
議
・
執
行

部
選
出
・
及
び
執
行
部
監
督
機
能
な
ど
が
あ
る
。
オ
シ
ア
ナ
議
会

は
、
他
の
機
関
と
比
較
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
強
力
で
あ
り
、
現
代

の
議
院
内
閣
制
﹇
正
に
議
員
か
ら
執
行
部
が
選
出
さ
れ
る
﹈
の
よ

う
な
機
能
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
上
院
が
提
案
・
審
議
・
執
行
機

能
・
及
び
官
吏
﹇
元
老
院
議
員
が
高
官
に
も
な
る
﹈
選
出
機
能
を

も
ち
、
か
つ
下
院
が
決
議
・
監
視
・
及
び
最
高
司
法
機
能
を
も
つ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
代
の
そ
れ
と
多
水
準
で
異
な
る
が
、

よ
り
高
所
か
ら
み
る
と
、
か
な
り
の
共
通
点
を
も
つ
と
す
る
扱
い

が
可
能
で
あ
ろ
う
（
6
）

。

二
二
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そ
れ
は
、
下
院
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
有
効
と
な
ら
ぬ
。
こ
の

承
認
を
得
る
た
め
、
元
老
院
は
、
統
治
官
な
い
し
高
級
官
吏
の
主

要
部
の
中
か
ら
、
提
案
者
と
し
て
知
ら
れ
た
二
人
の
官
吏
を
任
命

し
、
発
表
さ
れ
る
命
令
を
も
た
ら
す
（
8
）

。

﹇
三
﹈
決
議
段
階

こ
れ
は
、
代
議
院
の
立
法
機
能
段
階
で
あ
る
。
代
議
院
の
会
議

は
、
命
令
が
遅
く
と
も
六
週
間
の
末
に
、
命
令
の
投
票
議
決
を
な

す
た
め
に
招
集
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
会
議
は
、
そ
の
六
週
間
期

中
に
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
の
監
察
官
（censors

）
と
護
民
官

（tribunes

）
が
「
全
て
が
自
由
に
し
て
開
か
れ
た
方
法
で
な
し

得
る
以
外
に
い
か
な
る
こ
と
も
実
行
し
、
か
つ
反
対
す
る
た
め
の

特
定
の
密
議
も
秘
密
集
会
も
、
或
い
は
討
議
も
な
い
﹇
と
論
評
す

る
﹈
こ
と
を
」
保
障
す
る
責
務
を
担
当
す
る
。

こ
の
代
議
院
会
議
で
二
人
の
元
老
院
議
員
提
案
者
は
、
投
票
議

決
が
な
さ
れ
る
模
範
と
し
て
、「
そ
の
事
項
全
体
を
繰
り
返
し
民

会
に
熟
知
さ
せ
て
、
か
つ
そ
れ
を
民
会
﹇
代
議
院
﹈
に
説
明
す

る
」。
第
一
回
投
票
は
、
命
令
の
一
般
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
の
選
択
肢
は
、
是
認
・
否
認
・
及
び
「
意
見
な
し
」
で
あ
る
。

民
会
代
表
の
多
数
が
「
意
見
な
し
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
提
案
者
達

は
、
自
ら
の
任
務
を
止
め
、
か
つ
そ
の
事
項
は
、
将
来
の
討
議
の

が
な
さ
れ
た
後
に
、
い
か
な
る
統
治
官
も
評
議
会
に
対
し
て
さ
ら

に
そ
う
し
た
意
見
や
討
議
を
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
老
院
を

開
催
で
き
る
。
こ
の
討
論
で
当
該
評
議
会
議
員
は
、
最
初
に
話
す

機
会
が
与
え
ら
れ
、
年
功
順
に
騎
士
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
る
。
討

論
の
結
論
は
、
投
票
に
付
さ
れ
る
。
従
っ
て
各
意
見
は
、
含
ま
れ

た
手
続
き
に
従
い
、
元
老
院
に
よ
っ
て
投
票
が
な
さ
れ
る
。

元
老
院
議
員
の
被
用
者
﹇
投
票
係
な
ど
﹈
達
は
、
議
院
を
通
じ

て
投
票
箱
を
運
搬
し
導
く
。
彼
ら
は
各
提
案
に
つ
い
て
是
認
得
票

に
つ
い
て
一
人
、
否
認
得
票
に
一
人
、
か
つ
「
意
見
な
し
」
の
得

票
に
一
人
が
処
理
す
る
。
各
元
老
院
議
員
は
、
自
ら
の
投
票
を
そ

れ
ら
の
投
票
箱
の
う
ち
の
一
つ
に
投
じ
る
。
も
し
諸
提
案
の
い
ず

れ
も
是
認
投
票
の
多
数
を
得
な
け
れ
ば
、
最
小
得
票
数
の
も
の
が

除
か
れ
、
そ
の
手
続
き
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

諸
提
案
の
う
ち
の
一
つ
が
是
認
投
票
の
多
数
﹇
過
半
数
﹈
を
獲

得
す
れ
ば
、
そ
れ
は
拘
束
力
を
有
す
る
元
老
院
命
令
と
な
る
。
こ

の
命
令
が
性
質
上
、
行
政
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
直
ち
に

法
的
拘
束
力
を
も
つ
命
令
と
な
る
。

他
方
、
元
老
院
に
可
決
さ
れ
た
命
令
が
「
制
定
さ
れ
、
廃
止
さ

れ
、
或
い
は
制
定
済
み
の
法
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
特
に
そ
れ
が
戦

争
に
お
け
る
人
の
徴
用
、
或
い
は
課
税
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

二
二
七
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補
足
す
る
。
こ
れ
は
、
元
老
院
の
み
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
統

治
官
選
挙
は
、
元
老
院
が
四
月
前
半
に
開
催
す
る
と
き
、
元
老
院

の
最
初
の
議
事
日
程
と
な
る
。
こ
の
選
出
手
続
き
記
述
に
お
い
て
、

次
の
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
公
職
輪
番
制
に

よ
っ
て
元
老
院
が
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
騎
士
の
三
等
級

（classes

）
に
は
、
そ
の
任
期
の
第
三
年
に
仕
え
つ
つ
あ
る
騎
士
、

そ
の
第
二
年
に
仕
え
つ
つ
あ
る
騎
士
、
及
び
新
し
く
選
出
さ
れ
る

騎
士
が
い
る
。
そ
れ
ら
は
、「
元
老
院
の
第
一
、
二
、
三
水
準

（regions

）」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
各
年
に
六
人
の
統
治
官
が
選

出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
四
人
は
、
残
り
の
二
人
が
三
年
任
期
で
仕

え
る
﹇
第
三
御
璽
委
員
と
第
三
財
務
委
員
﹈
一
方
、
一
年
任
期
で

仕
え
る
﹇
将
軍
卿
・
演
説
官
卿
・
及
び
第
一
監
察
官
と
第
二
監
察

官
﹈。
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
四
人
の
一
年
任
期
の
統
治
官
は
、

そ
の
任
期
が
切
れ
る
と
い
け
な
い
か
ら
第
三
水
準
か
ら
選
出
さ
れ

る
（
11
）

。元
老
院
は
、
決
議
権
を
除
け
ば
、
む
し
ろ
現
代
の
議
院
内
閣
制

下
の
下
院
に
近
い
。
そ
れ
は
提
案
権
、
討
議
権
、
か
つ
各
省
庁
の

最
高
の
行
政
も
担
当
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
で
わ
れ
わ
れ
は
、

概
ね
元
老
院
の
概
略
を
述
べ
て
き
た
ゆ
え
に
、
最
後
に
補
足
の
み

示
す
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
討
議
な

た
め
、
元
老
院
に
戻
さ
れ
る
。
多
数
が
否
認
す
れ
ば
、
そ
の
事
項

全
体
は
、
直
ち
に
退
け
ら
れ
る
。
民
会
代
表
の
多
数
が
是
認
投
票

議
決
を
す
れ
ば
、
全
て
条
項
毎
に
代
議
院
に
元
老
院
命
令
を
示
し

始
め
、
か
つ
認
め
ら
れ
る
の
は
、
是
認
と
否
認
の
み
と
な
る
（
9
）

。

﹇
四
﹈
公
布

代
議
院
に
お
い
て
、
是
認
投
票
が
多
数
を
得
る
各
条
項
は
か
く

し
て
、
法
と
な
っ
て
制
定
さ
れ
、
公
布
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
繰
り

返
す
こ
と
と
な
る
が
、
六
週
間
以
内
の
公
布
事
項
で
あ
り
、
印
刷

さ
れ
、
か
つ
公
表
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
10
）

。

〈
Ｃ
〉
元
老
院

元
老
院
の
構
成
は
、
各
部
族
か
ら
の
騎
兵
の
高
年
者
か
ら
な
り
、

合
計
三
百
人
の
騎
士
が
選
出
さ
れ
、
三
年
任
期
で
あ
る
。
元
老
院

の
基
本
的
機
能
に
し
て
権
限
は
、
法
案
の
提
出
及
び
討
議
﹇
審

議
﹈
権
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
法
な
い
し
政
策
を
公
式
化
し
た
﹇
立

法
機
能
﹈
後
に
、
そ
の
提
案
が
印
刷
さ
れ
、
か
つ
代
議
院
に
渡
さ

れ
る
﹇
立
法
機
能
﹈。
元
老
院
の
次
の
機
能
は
、
執
行
機
能
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
各
専
門
行
政
機
関
に
相
当
す
る
四
評
議
会
の
成
員

を
元
老
院
議
員
の
中
か
ら
選
出
し
、
そ
れ
を
果
た
す
。

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
幾
つ
か
を

二
二
八
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主
主
義
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

（
二
）
代
議
院

本
項
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
政
治
的
議
会
主
権

（
政
府
執
行
部
と
の
融
合
を
含
む
）
を
担
う
下
院
で
あ
る
代
議
院

に
つ
い
て
論
じ
る
段
階
に
来
て
い
る
。
そ
の
代
議
院
の
主
要
な
機

能
は
、
立
法
・
代
表
・
及
び
最
高
司
法
機
能
に
わ
け
る
。
そ
の
議

会
主
権
を
支
え
る
下
院
概
念
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
幾
つ
か

に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
大
権
部
族
会
議

﹇P
rerogative T

ribe or P
rerogative A

ssem
bly

﹈」、「
民
会

〈
市
民
会
議
〉﹇the P

eople

﹈」、「
国
民
〈
市
民
〉
代
表
会
議

﹇R
epresentative of the people

﹈」
の
如
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
の
時
代
的
背
景
、
及
び
理
解
し
や
す

さ
な
ど
か
ら
代
議
院
﹇
元
老
院
に
対
す
る
﹈
を
選
択
し
た
。
本
稿

で
は
前
節
で
最
も
多
く
の
紙
幅
を
要
し
た
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
第
二
十
三
条
「
代
議
院
﹇
民
会
﹈
の
権
限
・
機
能
・
及
び
手

続
き
形
態
」
の
文
節
を
中
心
に
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

〈
Ａ
〉
立
法
機
能

オ
シ
ア
ナ
議
会
の
立
法
過
程
全
体
に
つ
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
著

い
し
分
割
機
能
と
い
っ
た
、
不
可
欠
な
機
能
は
、「
静
穏
に
し
て

実
の
あ
る
議
論
を
認
め
る
の
に
足
り
る
小
機
関
で
一
緒
に
集
ま
る
、

社
会
の
最
も
賢
明
に
し
て
最
も
有
徳
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
必
然

的
に
遂
行
さ
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
機
関
は
、「
世
襲
権
で

も
彼
ら
の
土
地
財
産
の
大
き
さ
で
も
な
く
、
彼
ら
の
優
れ
た
能
力

ゆ
え
に
選
挙
に
よ
る
」
選
択
さ
れ
た
人
々
か
ら
な
る
が
故
で
あ
る
（
12
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
現
代
に
お
け
る
政
策
な

い
し
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
的
長
所
を
言
っ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ

る
。さ

ら
に
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
そ
の
限
界
を
含
め
次
の
よ
う
に
結

論
づ
け
る
。
即
ち
、

「
自
然
的
貴
族
制
の
存
在
は
、
立
法
を
討
議
す
る
賢
人
機
関
を

創
設
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
特
殊
利
益
が
国
民
益
全
体

に
反
し
得
る
ゆ
え
に
、
こ
の
機
関
が
そ
れ
自
体
の
権
威
に
よ
っ
て

法
を
可
決
さ
せ
る
こ
と
は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ

の
元
老
院
は
、
純
粋
に
提
議
的
に
し
て
諮
問
的
要
件
で
行
動
す

る
（
13
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
有
能
な
騎
士
達
の

上
院
と
最
低
限
の
理
性
を
も
つ
代
表
達
の
下
院
の
均
衡
を
図
る
と

い
う
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
意
図
に
近
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
思
想
に
は
能
力
主
義
的
な
エ
リ
ー
ト
政
策
民

二
二
九
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「
討
議
は
、
結
果
の
当
然
な
母
体
で
あ
る
。
討
議
か
ら
ラ
テ
ン

語
の
作
者
達
に
よ
っ
て
元
老
院
が
『
父
﹇
議
員
﹈
達
（fathers

）』

と
呼
ば
れ
る
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
作
者
達
を
通
じ
て
民
会
の
呼
称
は
、

『
ア
テ
ナ
イ
の
人
々
』・『
コ
リ
ン
ト
の
人
々
』・『
ス
パ
ル
タ
の

人
々
』
の
如
き
、
人
々
（m

en

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
が
ス

テ
パ
ノ
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
も
ユ
ダ
ヤ
人

達
の
元
老
院
や
民
会
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の

慣
習
は
、
異
邦
人
ば
か
り
に
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い

て
彼
ら
は
、
人
々
、
兄
弟
、
及
び
父
達
と
い
っ
た
言
葉
を
使
い
始

め
る
。
次
に
父
﹇
議
員
﹈（fathers

）
か
ら
国
民
﹇
市
民
﹈（the 

people

）
へ
と
、
民
会
（popular assem

bly, prerogative 
tribe

）
へ
と
至
る
（
16
）

」。

こ
の
文
節
は
、
オ
シ
ア
ナ
の
両
院
議
会
に
関
す
る
古
代
の
知
恵

期
か
ら
の
伝
統
に
よ
っ
て
、
援
用
す
る
典
型
的
内
容
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
先
の
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
が
両

院
制
に
関
し
て
最
も
立
法
過
程
の
合
理
的
根
拠
で
あ
る
と
い
う
文

節
に
達
し
て
い
る
。

「
討
議
ば
か
り
で
な
く
そ
の
結
果
も
有
す
る
評
議
会

（C
ouncil

）（
特
に
た
と
え
緩
や
か
な
選
挙
﹇
制
度
﹈
に
よ
る
と

し
て
も
）
は
、
外
部
か
ら
影
響
し
得
、
か
つ
内
部
の
利
益
に
よ
っ

作
に
お
い
て
最
も
明
確
な
表
現
は
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、

一
六
五
九
年
に
書
か
れ
た
『
立
法
の
技
術
（T

h
e A

rt of 

L
aw

givin
g

）﹇
全
三
巻
﹈』
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
な
る
ほ

ど
こ
の
著
作
は
、
表
題
が
示
す
如
く
、
立
法
そ
の
も
の
を
表
現
し

て
い
る
。
特
に
こ
れ
は
、
そ
の
第
三
巻
（「
民
主
制
的
統
治
モ
デ

ル
を
含
む
第
三
巻
﹇
そ
れ
は
、
前
述
の
技
術
に
従
っ
て
実
際
上
、

提
案
さ
れ
、
聖
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
か
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

財
産
の
均
衡
な
い
し
状
態
に
従
う
﹈」）
の
第
一
章
「
実
際
上
、
提

案
さ
れ
た
モ
デ
ル
の
市
民
部
分
を
含
む
（
14
）

」
の
中
の
一
節
に
お
け
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
章
は
、
例
の
如
く
農
地
法
か
ら
説
き
起
さ
れ
る
。
続
い
て

そ
れ
は
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
の
農
地
法
を
事
例
と
し
て

示
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
原
理
に
沿
っ
た
、
上
部
構
造
と
し
て
の
統

治
機
構
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
章
は
、
そ
れ
を
も
と
に
オ
シ
ア
ナ

の
憲
法
条
項
が
述
べ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
こ
れ
は
、
元
老
院
と
代

議
院
の
決
議
（
選
択
）
と
討
議
（
分
割
）
の
分
離
事
項
へ
と
進
め

ら
れ
る
（
15
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
象
徴
的
論
述
か
ら

そ
れ
を
辿
っ
て
み
る
。

こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
特
有
の
古
代
の
知
恵
の
時
代
の
も
の
か

ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。

二
三
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で
あ
る
（
17
）

」。

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
字
句
を
確
認
す
る
こ
と
と

し
よ
う
。
こ
の
文
節
は
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
段
落
に
お

い
て
そ
れ
は
ま
ず
、
元
老
院
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
、
評
議
会
か

ら
説
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
討
議
と
決
議
の
両
方
に
関
与
さ
れ
る

と
言
う
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
こ
の
評
議
会
は
、
内
外
の
両
方
か
ら

支
配
を
可
能
に
す
る
と
説
く
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
利
益
対
立
の
可

能
性
を
想
定
し
、
そ
の
党
派
対
立
を
念
頭
に
置
く
。
他
の
対
立
を

防
止
す
る
た
め
に
、
徹
底
し
た
熟
議
に
専
念
さ
せ
、
か
つ
そ
れ
に

よ
っ
て
最
善
の
政
策
提
案
を
可
能
に
す
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
決

議
の
前
提
条
件
が
整
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

後
段
で
は
熟
議
を
担
当
す
る
も
の
が
国
民
﹇
市
民
﹈
全
体
の
利

益
に
よ
る
政
策
提
案
が
不
十
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
提
条
件

が
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
他
方
で
結
果
を
担
う
民
会
は
、
そ

の
国
民
な
い
し
市
民
の
全
体
利
益
を
目
指
し
て
主
に
そ
れ
を
推
進

す
る
。
た
と
え
票
決
に
お
い
て
拮
抗
し
て
い
て
も
、
公
平
な
公
職

輪
番
制
に
よ
れ
ば
、
そ
の
正
統
性
（
こ
れ
も
現
代
の
議
会
の
重
要

な
機
能
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
）
が
確
保
で
き
る
と
説
か
れ
る
。

こ
の
結
果
と
討
議
事
項
は
、
そ
の
重
要
な
条
件
整
備
に
よ
っ
て
均

衡
の
と
れ
た
統
治
が
可
能
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

て
支
配
で
き
る
。
討
議
か
ら
そ
の
問
題
へ
と
あ
な
た
方
を
急
が
せ
、

或
い
は
叫
ば
せ
、
か
つ
あ
な
た
方
を
そ
の
結
果
へ
と
形
成
さ
せ
、

か
つ
偏
っ
た
党
派
が
存
在
し
得
る
。
他
方
、
も
し
そ
れ
が
何
ら
の

結
果
の
力
も
も
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
い
か
な
る
偏
向
も
な
く
成

熟
か
ら
こ
う
し
た
討
議
を
逸
ら
す
原
因
な
く
し
て
、
討
議
の
み
同

然
の
ま
ま
に
残
り
得
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
偏
向
な
き
討
議
の
成

熟
は
、
元
老
院
の
最
終
的
理
由
を
置
き
、
か
つ
国
民
﹇
市
民
﹈
に

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
見
解
全
体
を
置
く
。

し
か
し
こ
れ
が
な
さ
れ
る
と
き
、
も
し
あ
な
た
方
の
決
議
す
る

民
会
が
国
民
﹇
市
民
﹈
全
体
の
み
の
利
益
を
吸
収
し
得
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
或
い
は
国
民
﹇
市
民
﹈
全
体
の
み
の
利
益
を
与

え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
全
て
は
失
わ
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
民

会
全
て
の
結
果
は
、
彼
ら
自
身
の
利
益
と
な
る
と
み
な
す
も
の
に

基
づ
い
て
主
に
進
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
得
票
が
下
院
に
お

い
て
六
対
四
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
千
人
か
ら
な
る
公
職
輪
番
制
に

基
礎
づ
け
る
、
民
会
が
秩
序
立
っ
て
選
出
さ
れ
る
国
民
﹇
市
民
﹈

全
体
の
み
か
ら
な
る
の
を
除
き
、
い
か
な
る
利
益
も
あ
り
得
ぬ
方

法
は
、
決
し
て
存
在
す
べ
き
で
は
な
く
、
私
が
信
じ
る
如
く
、
い

つ
も
示
し
得
な
か
ろ
う
。
ゆ
え
に
同
様
な
区
分
か
ら
討
議
と
結
果

の
よ
う
な
区
分
か
ら
、
民
主
制
的
統
治
の
最
高
の
神
秘
は
な
る
の

二
三
一
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こ
し
部
分
に
つ
い
て
前
節
で
辿
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
に
次

ぐ
文
節
と
な
る
。

「
立
法
権
の
結
果
で
あ
る
決
議
権
限
に
つ
い
て
本
憲
法
に
よ
っ

て
民
会
﹇
代
議
院
﹈
は
、
大
﹇
主
﹈
権
部
で
あ
る
彼
ら
の
平
等
な

代
表
の
結
果
に
よ
っ
て
彼
ら
自
身
の
形
成
な
い
し
確
認
に
よ
ら
ぬ

法
に
よ
っ
て
も
義
務
付
け
ら
れ
ぬ
。
元
老
院
に
と
っ
て
民
会
﹇
代

議
院
﹈
に
服
従
を
必
要
に
せ
し
め
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
民
会

に
よ
っ
て
六
週
間
で
公
布
さ
れ
ず
、
印
刷
さ
れ
ず
か
つ
公
表
さ
れ

ぬ
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
、
元
老
院
へ
と
特
有
な
服
従
を
与
え
る

こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。
そ
の
後
代
議
院
に
元
老
院
の
権
威
で
提

案
さ
れ
、
か
つ
こ
の
代
議
院
の
多
数
決
議
決
で
決
定
さ
れ
ね
ば
違

法
で
あ
る
。
元
老
院
は
、
こ
う
し
て
与
え
ら
れ
た
民
会
の
同
意
に

よ
っ
て
、
或
い
は
次
の
よ
う
な
緊
急
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
よ
う

に
制
定
さ
れ
た
戦
争
を
行
い
、
人
を
徴
用
し
、
お
金
を
徴
収
す
る

い
か
な
る
権
限
も
も
た
ぬ
こ
と
と
す
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
お
い
て

そ
の
よ
う
に
要
件
づ
け
ら
れ
、
か
つ
元
老
院
と
民
会
の
両
方
で
そ

の
権
力
は
、
既
に
規
定
さ
れ
た
こ
の
憲
法
に
従
っ
て
い
る
機
関
の

独
裁
官
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。
法
が
公
布
さ
れ
る
前
に
、
い
か
な

る
こ
と
も
実
行
し
、
か
つ
反
対
す
る
た
め
の
特
定
の
密
議
、
秘
密

集
会
、
及
び
討
議
も
な
い
と
し
て
、
監
察
官
が
元
老
院
を
批
判
し
、

も
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
強
い
制
度
へ
の
信
頼
感
が
示
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。

即
ち
、「
立
法
は
、
討
議
に
お
け
る
知
恵
と
最
終
決
定
へ
の
到
達

で
の
利
益
代
表
で
あ
る
、
二
つ
の
特
有
な
要
素
を
必
要
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
の
み
で
は
、
共
和
国
は
、
危
険
と
な
ろ
う
。

知
恵
の
み
で
は
国
民
の
利
益
に
反
し
得
、
利
益
の
み
で
は
短
絡
的

で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
得
る
と
評
す
る
。
従
っ
て
立
法
提
案
を
も

つ
民
主
制
的
議
会
﹇
民
会
﹈
は
、
そ
れ
が
存
在
意
義
で
あ
る
、
諸

利
益
に
関
す
る
ま
さ
に
熟
議
を
必
然
的
に
歪
め
て
し
ま
う
と
い
う
。

ゆ
え
に
立
法
提
案
に
最
終
的
決
定
権
を
も
つ
代
議
院
は
、
投
票
議

決
以
上
を
な
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
18
）

。

こ
の
文
節
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
熟
議
と
公

平
な
選
挙
に
対
す
る
か
な
り
な
楽
観
主
義
な
い
し
理
想
主
義
に
基

づ
い
て
い
る
と
み
な
す
。
さ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
本
項
の
主
要
分
析

原
文
で
あ
る
オ
シ
ア
ナ
憲
法
の
第
二
十
三
条
と
取
り
組
む
段
階
に

来
て
い
る
。

そ
れ
は
、
表
題
の
如
く
、
立
法
、
立
法
手
続
き
（
こ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
機
能
の
規
定
に
付
随
し
て
述
べ
ら
れ
る
）、
及
び
司
法
機

能
の
条
文
と
言
う
名
が
記
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
そ
の
立

法
機
能
部
分
か
ら
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
は
、
そ
の
説
き
起

二
三
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が
、
こ
の
憲
法
の
特
別
規
定
に
基
づ
き
、
独
裁
官
に
委
ね
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
有
事
の
場
合
を
除
き
、
平
時
に
は

そ
う
し
た
権
限
は
、
上
院
に
は
な
く
、
下
院
に
属
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
こ
の
最
後
の
文
節
は
、
護
民
官
や
監
察
官
が
両
院
に

反
対
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
容
認

す
る
。
こ
れ
は
法
が
公
布
さ
れ
る
以
前
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ

る
。
そ
れ
も
オ
シ
ア
ナ
の
特
徴
が
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
批
判
や
反
対
、
或
い
は
異
論
の
自
由
を
認
め
る
。

こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
討
議
の
自
由
主

義
思
想
を
読
み
取
り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
国
家
を
混
乱
に
陥

れ
ぬ
こ
と
が
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
体
の
安
定
な

い
し
平
和
の
維
持
に
か
か
わ
る
。

〈
Ｂ
〉
司
法
機
能

オ
シ
ア
ナ
の
下
院
に
お
け
る
立
法
機
能
の
次
は
、
司
法
機
能
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
事
件
で
元
々
の
も
の
の
管
轄
権
を
も
つ
他

の
事
件
に
お
い
て
、
控
訴
管
轄
権
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
そ
の
憲
法

に
お
い
て
こ
の
「
共
和
国
の
最
高
司
法
機
関
（
20
）

」
と
規
定
さ
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
の
基
本
法
に
な
っ
て
い
る
も

の
と
同
様
な
系
譜
を
辿
る
。
そ
れ
は
、「
国
民
﹇the people

﹈
主

か
つ
護
民
官
が
民
会
を
論
評
す
る
。
し
か
し
全
て
の
者
は
、
自
由

に
し
て
開
か
れ
た
方
法
で
な
し
得
る
（
19
）

」。

こ
の
オ
シ
ア
ナ
議
会
に
お
け
る
立
法
な
い
し
法
形
成
条
文
は
、

二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
前
半
が
主
要
規
定
で
、

後
半
が
そ
れ
を
補
う
も
の
と
み
な
し
得
る
。
ま
ず
こ
の
本
来
の
立

法
部
分
の
そ
れ
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
そ
の
説
き
起
こ
し

文
は
、
立
法
権
の
決
議
を
代
議
院
が
担
う
と
明
記
す
る
。
こ
の
代

議
院
は
、
主
権
部
を
な
し
、
か
つ
平
等
な
代
表
を
な
す
も
の
で
も

あ
り
、
こ
の
機
関
が
法
形
成
と
法
の
是
認
を
行
う
こ
と
を
述
べ
る
。

次
に
民
会
は
、
上
院
に
は
服
さ
な
い
ゆ
え
に
、
そ
の
下
院
の
優
越

性
を
確
認
す
る
。
引
き
続
き
こ
の
決
議
機
関
が
辿
る
べ
き
最
終
的

手
続
き
を
規
定
す
る
。
即
ち
、
代
議
院
に
よ
る
法
は
、
六
週
間
以

内
に
公
布
し
、
か
つ
印
刷
が
な
さ
れ
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
す
る

と
。
こ
こ
で
も
元
老
院
に
下
院
が
服
さ
ぬ
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ

の
前
半
の
最
後
の
文
は
、
合
理
的
に
し
て
平
等
主
義
的
で
あ
る
多

数
決
原
理
手
続
き
を
述
べ
る
。

引
き
続
き
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
立
法
権
に
関
す
る
後
半
の
特
別

的
規
定
へ
と
移
る
。
ま
ず
初
め
に
有
事
に
お
け
る
独
裁
官
制
度
に

関
わ
る
も
の
が
示
さ
れ
る
。
即
ち
、
上
院
が
緊
急
時
に
お
け
る
特

別
権
限
は
、
両
院
に
よ
っ
て
戦
争
遂
行
権
や
特
別
な
資
金
徴
収
権

二
三
三
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更
な
る
議
決
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
22
）

。

共
和
国
憲
法
第
二
十
三
条
は
、
そ
の
六
つ
の
選
択
肢
を
示
す

（
た
だ
し
そ
の
う
ち
に
お
い
て
不
適
切
で
あ
り
得
る
も
の
も
あ
る
）。

即
ち
、

「
①
被
告
は
、
軽
減
召
喚
状
を
も
つ
か
ど
う
か
。
②
被
告
は
、

い
く
ら
い
く
ら
を
科
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
或
い
は
い
く
ら
い
く

ら
が
科
せ
ら
れ
る
か
。
③
被
告
は
、
供
託
金
を
没
収
さ
れ
る
か
ど

う
か
。
④
被
告
は
、
統
治
官
﹇
官
吏
﹈
職
に
就
く
能
力
が
あ
る
か

ど
う
か
。
⑤
被
告
は
、
追
放
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
⑥
被
告
は
、
死

刑
と
さ
れ
る
か
ど
う
か
（
23
）

」。

こ
れ
ら
の
選
択
肢
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
三
つ
は
、

代
議
院
に
よ
っ
て
採
否
が
投
票
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
是
認
得

票
の
多
数
を
得
る
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
裁
判
所
の
判
決
と
な

る
。
立
法
部
の
場
合
に
お
け
る
如
く
、
代
議
院
の
会
合
時
間
の
大

部
分
を
多
分
占
め
る
こ
の
機
能
は
、
い
か
な
る
議
論
も
な
く
し
て

遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
投
票
は
、
そ
の
弁
論
の
結
び
で
直
ち
に
な
さ

れ
る
。
こ
こ
に
オ
シ
ア
ナ
の
政
治
制
度
の
問
題
点
が
出
て
く
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
弁
明
さ
れ
る
。
即
ち
、

こ
れ
は
、
そ
の
代
議
院
議
員
が
各
々
の
理
由
を
知
る
こ
と
な
く
し

て
三
年
間
同
じ
代
議
院
で
と
も
に
議
席
を
占
め
得
る
し
、
何
ら
の

権
反
逆
罪
」
と
称
す
る
全
て
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
国
民
主
権
反
逆
罪
は
、
大
逆
罪
・
公
金
横
領
罪
・
或
い

は
公
金
の
誤
っ
た
使
用
犯
罪
を
含
む
。
そ
れ
は
、
特
に
い
か
な
る

人
も
「
軍
法
会
議
及
び
軍
会
議
を
除
き
、
い
か
な
る
共
和
国
の
裁

判
所
か
ら
も
代
議
院
」
に
上
訴
で
き
る
。
原
告
は
、
自
ら
が
敗
訴

と
な
る
場
合
に
没
収
さ
れ
る
「
百
ポ
ン
ド
」
の
供
託
金
を
支
払
う

こ
と
の
み
を
条
件
（
21
）

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

代
議
院
の
司
法
手
続
き
は
、
絡
み
合
わ
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と

も
評
価
に
値
し
手
短
に
記
述
さ
せ
る
ほ
ど
、
特
別
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
全
訴
訟
は
、
代
議
院
議
員
全
員
の
前
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
。

そ
の
各
訴
訟
当
事
者
或
い
は
そ
の
当
事
者
の
弁
護
士
は
、
文
書
を

読
み
、
か
つ
証
拠
を
検
査
す
る
の
に
費
や
す
時
間
を
除
き
、
そ
の

人
の
弁
論
の
い
ず
れ
を
示
す
べ
き
か
に
つ
い
て
一
時
間
半
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
発
表
の
終
了
後
に
、
こ
の
代
議
院
全
体
は
有
罪
・

無
罪
・
及
び
意
見
な
し
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
る
。
も
し
意
見
な
し

の
投
票
決
議
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
弁
論
は
、
三
時
間
の
追
加
に

よ
っ
て
再
開
さ
れ
る
。
二
つ
の
弁
論
（
全
て
で
九
時
間
）
が
あ
れ

ば
、
意
見
な
し
議
決
は
、
三
回
目
の
議
決
が
認
め
ら
れ
ぬ
。
そ
の

多
数
が
被
告
を
無
実
と
決
議
す
れ
ば
、
そ
の
裁
判
は
結
審
さ
れ
る
。

こ
の
多
数
は
、
被
告
を
有
罪
と
議
決
す
れ
ば
、
そ
の
処
罰
を
科
す

二
三
四
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ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
元
老
院
が
民
会
を
教
示
す
る
、
本
来
の
教
育
的

役
割
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
元
老
院
の
演
説
に
よ
っ
て
民

会
を
教
示
し
得
る
と
説
か
れ
る
。

〈
Ｃ
〉
代
表
機
能

代
議
院
な
い
し
民
会
の
代
表
機
能
は
、
そ
の
民
会
（the 

people

）、
議
会
代
表
（deputies of assem

bly

）
及
び
国
民
代

表
（representative of the people

）
の
下
院
表
現
に
よ
っ
て

明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
議
会
の
最
高
決
定
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と

で
国
民
主
権
の
条
件
に
適
う
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

オ
シ
ア
ナ
の
理
念
と
し
て
の
国
民
代
表
原
理
を
定
め
る
。
こ
れ
は
、

後
の
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
多
様
な
論
文
な
ど
に
お
い
て
国
民
が
最

高
意
思
決
定
者
で
あ
る
と
い
う
民
主
主
義
的
思
想
傾
向
は
、「
民

主
制
的
統
治
な
い
し
平
等
な
共
和
国
」
な
ど
の
表
現
に
よ
っ
て
も

明
確
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
オ
シ
ア
ナ
の
選
挙
制
度
論
に
お
い
て
確

認
で
き
る
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
の
「
憲
法
の
概
観
」

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
民
会
議
員
が
教
区
毎
に
五
分
の
一
か

ら
選
挙
人
団
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
、
民
会
選
挙
が
実
質
的
各
部
族

﹇
州
﹈
か
ら
選
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
合
計
で
千

誇
張
も
な
く
言
い
得
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
代

議
院
の
司
法
権
を
擁
護
す
る
。
彼
は
「
統
治
官
職
権
限
が
私
的
利

用
と
な
る
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
か
つ
こ
の
民
会
に
説
明
責
任

を
負
わ
ぬ
こ
と
と
な
れ
ば
、
共
和
国
は
そ
の
自
由
を
失
う
（
24
）

」
と
論

じ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
司
法
権
限
は
、
た
ん
に
法
的
係
争
を
決
定
す

る
便
宜
的
方
式
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
共
和
国
全
て
の
統
治
官

活
動
に
対
す
る
積
極
的
抑
制
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト

ン
は
、
民
会
の
類
似
な
最
終
控
訴
権
が
全
て
の
共
和
国
に
存
在
す

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
後
、
こ
の
権
限
な
く
し
て
「
民
主
制
的
統
治

の
よ
う
な
も
の
な
ど
存
在
せ
ぬ
（
25
）

」
と
主
張
す
る
。
代
議
院
の
唯
一

の
仕
事
は
、
そ
の
主
要
な
義
務
が
多
分
、
そ
の
時
間
が
専
念
す
る

の
に
不
十
分
と
い
う
事
実
か
ら
生
じ
る
。
さ
ら
に
こ
の
条
文
は
、

次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
こ
の
共
和
国
憲
法
に
よ
っ
て
元
老
院
提
案
も
民
会
の
非
難
も
、

継
続
的
活
動
に
代
議
院
を
開
催
さ
せ
る
ほ
ど
、
頻
繁
で
な
い
よ
う

に
思
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
元
老
院
は
、
そ
の
あ
る
騎
士
な

い
し
統
治
官
に
代
議
院
で
な
さ
れ
る
演
説
を
真
に
果
た
す
こ
と
と

な
る
（
26
）

」。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
民
会
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
司
法
に
関
わ
る
時

間
的
余
裕
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

二
三
五
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（
4
） 

例

え

ば
、A

.K
elso, P

a
rlia

m
en

ta
ry reform

 a
t 

W
estm

in
ster,2009,pp.19-20; J.G

oldsw
orthy,T

h
e 

S
overeign

ty of P
a

rlia
m

en
t:H

istory a
n

d
 P

h
ilosop

h
y,

O
xford,1999,p.9,etc.

（
5
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,op.cit.,p.22,etc.

（
6
） 

例
え
ば
、D

.Judge,P
olitical In

stitu
tion

s in
 th

e U
n

ited
 

K
in

gd
om
,O
xford,2005,pp.23-80,etc.

（
7
） J.G

.A
.P
ocock,ibid.,pp.133-167;B

litzer,ibid.,pp.238-40.

（
8
） J.G

.A
.P
ocock,ibid.,pp.133-167;B

litzer,ibid.

（
9
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,ibid.,pp.166-7,etc.

（
10
） P

ocock,ed.,ibid.,p.166.

（
11
） 

Ibid.,pp.121-22;C
.B
litzer,ibid.,pp.247-48.

（
12
） 

Ibid.,pp.23-24;B
litzer,ibid

.,p.241.

（
13
） B

litzer,ibid.,p.244.

（
14
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,T

h
e P

olitica
l W

ork
s of J

a
m

es 
H

arrin
gton,1977,pp.655,665;B

litzer,ibid,p.243.

（
15
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,1977,op.cit.,pp.663-673.

（
16
） 

Ibid.,p.673.

（
17
） 

Ibid.,pp.676-7;B
litzer,ibid.,pp.245-6.

（
18
） B

litzer,p.246.

（
19
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,1992,ibid.,pp.166-7.

（
20
） J.G

.A
.P
ocock,ed.,ibid.,p.167.

（
21
） 

Ibid.,pp.167-9

（B
litzer,ibid.,p.244

）.

（
22
） 

Ibid.（B
litzer,ibid.,pp.246-7

）

五
十
人
の
議
員
が
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
（
27
）

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
も
現
代
民
主
主
義
的
代
表
（
普
通
選
挙

制
）
観
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
投
票
に
参
加
す
る
人
々
は
、
女
性
、

子
供
、
使
用
人
な
ど
が
除
外
さ
れ
、
か
つ
青
年
も
除
か
れ
る
。

従
っ
て
高
年
者
の
み
か
ら
な
る
。
し
か
し
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
、
全
人
口
の
十
二
分
の
一
に
達
す
る
と
い
う
。
こ
れ

は
、
当
時
の
庶
民
院
の
選
挙
権
者
よ
り
も
か
な
り
多
か
っ
た
（
28
）

。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
民
会
議
員
の
機
能
が
選
挙
区
の
願
望

に
反
映
す
る
た
め
、
国
民
代
表
と
地
域
代
表
の
機
能
が
期
待
さ
れ

よ
う
。
そ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
選
挙
制
度
論
は
、

よ
り
民
主
主
義
的
な
思
想
を
も
つ
主
張
と
言
い
得
る
。

（
1
） G

.M
arshall,C

on
stitu

tion
al L

aw
,O
xford,1971,pp.1-12;

J.G
.A
.P
ocock,ed.,1992,T

h
e C

om
m

on
w

ealth
 of O

cean
a 

an
d

 A
 S

ystem
 of P

olitics,1992,p.234,etc.

（
2
） 

例
え
ば
、
拙
稿
「
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
に
関
す
る

一
考
察
」『
法
学
紀
要
』（
第
五
四
巻
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
3
） G
.L
oew
enberg,ed.,B

ritish
 an

d
 F

ren
ch

 P
arliam

en
ts 

in
 C

om
parative P

erspective,C
hicago,1971,pp.4-5;D

.Judge,
T

h
e P

arliam
en

tary S
tate,1993,etc.
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制
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
と
正
反
対
な
共
和
制
理
論

で
あ
る
が
ゆ
え
、
こ
れ
は
、
無
視
さ
れ
て
き
た
事
情
な
ど
に
よ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
問
題
の
両
面
と
取
り
組
む
必
要
性
が

あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
両
方
の
側
面
を
補
う
べ
く

そ
の
研
究
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
試
み
た
。
本
稿
は
、
最
近
の
内
外

の
研
究
の
進
展
状
況
（
例
え
ば
、
共
和
主
義
概
念
の
拡
張
解
釈
な

ど
）
も
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

わ
れ
わ
れ
は
今
、
提
起
し
た
問
題
の
流
れ
の
中
で
、
ハ
リ
ン
ト
ン

の
政
治
制
度
思
想
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

ず
イ
ギ
リ
ス
革
命
期
な
い
し
内
戦
期
の
文
脈
的
視
点
に
立
ち
か
え

る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
一
方
で
当
時
の
思
想
傾
向
に
注
目
す

る
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
存
在
す
る
議
会
派
の

権
利
の
主
張
と
共
通
す
る
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン

に
お
い
て
き
わ
め
て
深
く
根
差
さ
れ
る
政
治
的
議
会
主
権
観
で
あ

る
。
他
方
、
彼
の
オ
シ
ア
ナ
憲
法
論
に
お
け
る
成
文
憲
法
的
立
憲

主
義
な
い
し
政
治
制
度
論
的
側
面
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ

ら
を
政
治
思
想
史
的
文
脈
と
政
治
制
度
的
文
脈
を
含
む
も
の
と
し

て
理
解
し
得
る
。

本
稿
は
ま
ず
、
第
二
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
が
『
オ
シ
ア
ナ

共
和
国
』
で
進
め
る
如
く
、
そ
の
共
和
制
憲
法
の
概
観
か
ら
そ
れ

（
23
） 

Ibid.,p.169

（B
litzer,ibid.

）.
（
24
） 

Ibid.,p.171

（B
litzer,ibid.

）

（
25
） 

Ibid.（B
litzer,ibid.

）

（
26
） 

Ibid.

（
27
） 

例
え
ば
、J.G

.A
.P
ocock,ed.,1992,ibid.,p.148,etc.

（
28
） C

.B
litzer,ib

id
.,p.224;D

.L
.S
m
ith,T

h
e S

tu
a

rt 
P

arliam
en

ts,A
rnold,1999,pp.26-31,etc.

第
四
節　

結
論

わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
が
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
の
政
治
制
度
思
想
問

題
を
広
範
な
視
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
試
み
る
た
め
、
こ
こ
で
若

干
の
補
足
を
な
し
、
そ
の
論
理
的
筋
道
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
序
論
で
日
本
の
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
の
問
題

点
が
二
つ
の
分
野
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
と
捉
え
た
。
そ
れ
は
一

方
で
政
治
思
想
史
分
野
の
問
題
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
憲
法
制
度
論
と
し
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
最
も
そ

の
制
度
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
日
本
に
お
い
て
そ
れ
が
現

実
的
で
あ
る
が
重
要
な
思
想
事
項
で
な
い
と
し
て
退
け
ら
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
。
他
方
、
政
治
制
度
な
い
し
憲
法
理
論
と
し
て
君
主

二
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
三
八
）

か
つ
彼
ら
が
議
員
と
兼
任
と
な
っ
て
い
る
点
な
ど
﹈
を
含
む
政
治

的
議
会
主
権
論
に
よ
っ
て
達
成
で
き
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
に
お
け
る
「
自
然
的
貴
族
主

義
」
は
、
確
か
に
一
般
国
民
の
政
治
参
加
の
制
限
主
義
で
も
あ
る
。

と
は
い
え
別
の
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
能
力
の
点
で
そ
れ
が
優

れ
て
い
る
と
い
う
考
察
は
、
現
代
の
「
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
」
と

言
わ
れ
る
政
策
面
で
そ
れ
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
で
あ
り
、

逆
説
的
に
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
る
と
も
言
い
得
る
。

し
か
し
な
が
ら
オ
シ
ア
ナ
憲
法
の
規
定
は
、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
も

指
摘
し
て
い
る
如
く
、
必
ず
し
も
安
定
し
た
統
治
を
支
え
る
行
政

執
行
部
で
あ
る
か
ど
う
か
に
問
題
を
残
す
。
と
い
う
の
は
あ
ま
り

に
も
そ
れ
ら
が
抑
制
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
の
制
度
は
、
基
本
的
に
は
共
和
国
の
市
民
達
の

自
由
の
確
保
と
そ
の
政
体
へ
の
市
民
参
加
に
よ
っ
て
そ
の
活
性
化

や
権
力
の
抑
制
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
視
点
か
ら
十
分

に
自
由
主
義
的
或
い
は
共
和
主
義
的
視
角
に
よ
っ
て
評
価
で
き
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

と
取
り
組
み
始
め
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
基
本
原
理
で
あ
る
農
地
法

原
理
と
公
職
輪
番
制
に
基
づ
い
て
広
範
に
し
て
詳
細
に
規
定
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
論
理
上
き
わ
め
て
思
想
的
奥
深
さ

を
示
す
が
、
論
理
的
明
晰
性
と
な
る
と
、
問
題
も
残
る
。
そ
れ
は
、

本
文
で
も
記
す
如
く
、
必
ず
し
も
簡
明
に
理
解
し
得
る
も
の
で
も

な
い
条
文
﹇
例
え
ば
、
選
挙
制
度
﹈
も
あ
り
、
或
い
は
用
語
法

﹇
例
え
ば
、
イ
コ
ー
ル
が
「
均
衡
」
の
意
の
も
の
も
あ
る
﹈
も
見

受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
第
三
節
「
オ
シ
ア
ナ
議
会
と
代
議
院
制

度
」
に
お
い
て
、
新
制
度
論
な
ど
の
視
点
（
歴
史
的
制
度
論
の
経

路
依
存
性
的
な
側
面
﹇
例
え
ば
、「
統
監｣
や
一
人
息
子
の
兵
員

概
念
な
ど
﹈）
を
含
む
政
治
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
捉

え
な
お
す
作
業
を
展
開
し
た
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
農
地
法
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
将
来
に
わ
た
っ
て
農
業
経
済
的
下
部
構
造
の
定
着
化
、

及
び
よ
り
広
範
な
市
民
の
投
票
参
加
的
選
挙
制
度
、
並
び
に
行
政

官
達
の
輪
番
制
な
ど
﹇
抑
制
と
均
衡
制
度
﹈
に
よ
っ
て
、
持
続
可

能
に
し
て
安
定
し
た
統
治
な
い
し
下
部
構
造
を
樹
立
さ
せ
よ
う
と

試
み
た
と
理
解
す
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
ら
は
、
両
院
制
議
会
と

議
院
内
閣
制
的
統
治
﹇
元
老
院
か
ら
重
要
な
統
治
官
が
選
出
さ
れ
、

二
三
八



『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要
（
稲
葉
）

（
二
三
九
）

は
じ
め
に

筆
者
は
二
〇
一
二
年
九
月
初
旬
か
ら
一
〇
月
初
旬
に
か
け
、
郵

送
法
に
よ
り
『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
』
を
実
施
し
た
。
本
調
査
は
信
頼
、
規
範
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
社
会
関
係
資
本
（
1
）

を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。
東

京
都
九
区
の
二
〇
歳
か
ら
七
九
歳
ま
で
の
住
民
を
母
集
団
と
し
て
、

下
町
三
区
（
足
立
、
葛
飾
、
江
戸
川
）、
都
心
三
区
（
千
代
田
、

中
央
、
港
）、
山
の
手
三
区
（
目
黒
、
世
田
谷
、
杉
並
）
計
九
区

の
住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
に
一
、五
〇
〇
名
を
抽
出
し
て
調

査
票
を
郵
送
し
、
四
五
八
票
の
有
効
回
答
（
回
答
率
三
〇
・
五
％
）

を
得
た
。
本
稿
で
は
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
個
票

デ
ー
タ
に
よ
る
調
査
項
目
間
の
相
関
、
二
〇
一
〇
年
に
同
内
容
の

質
問
票
に
よ
り
全
国
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
Ｎ

＝
一
、五
九
九
）
と
の
比
較
、
お
よ
び
上
記
の
東
京
の
下
町
、
都

心
、
山
の
手
三
地
区
の
比
較
を
行
う
（
2
）

。

『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』

二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要稲　

　

葉　
　

陽　
　

二

二
三
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
四
〇
）

な
お
、
調
査
票
を
付
属
資
料
と
し
て
本
稿
の
最
後
に
掲
載
し
て

い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

1－

2  　

調
査
・
実
施
主
体

日
本
大
学
法
学
部　

稲
葉
陽
二
研
究
室

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
は
社
団
法
人
新
情
報
セ
ン
タ
ー
に
委
託

1－

3  　

調
査
関
連
期
間

調
査
票
の
検
討　

二
〇
一
二
年
四
月
〜
八
月

調
査
実
施
期
間　

二
〇
一
二
年
九
月
一
〇
日
〜
一
〇
月
一
九
日

1－

4  　

調
査
方
法

無
作
為
抽
出
郵
送
法
（
配
付
・
回
収
と
も
）

1－

5  　

母
集
団
と
調
査
対
象
者
、
対
象
者
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ

方
法

﹇
母
集
団
﹈
東
京
都
九
区
（
足
立
、
葛
飾
、
江
戸
川
、
千
代
田
、

中
央
、
港
、
目
黒
、
世
田
谷
、
杉
並
）
の
二
〇
才
か
ら
七
九
才
の

居
住
者

﹇
対
象
者
﹈
東
京
都
九
区
に
お
け
る
居
住
者
一
、五
〇
〇
名

1  

． 

二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
郵
送
法
調
査
の

概
要

1－

1　

調
査
目
的
と
設
問
（
3
）

﹇
目
的
﹈

外
部
性
を
伴
う
信
頼
・
規
範
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
社
会
関

係
資
本
を
、
一
般
的
信
頼
、
特
定
化
信
頼
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
つ

き
あ
い
・
社
会
参
加
）
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
あ
わ
せ
て
、

社
会
関
係
資
本
と
健
康
（
主
観
的
健
康
、
生
活
で
の
積
極
性
＝
抑

う
つ
度
（
4
）

）
と
の
関
連
を
検
証
す
る
。
社
会
関
係
資
本
に
は
一
般
的

信
頼
な
ど
認
知
的
な
も
の
と
、
社
会
交
流
・
社
会
参
加
の
側
面
か

ら
み
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
構
造
的
な
も
の
に
分
か
れ
る
が
、

本
調
査
は
そ
の
双
方
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

﹇
調
査
内
容
・
設
問
﹈

1
．
他
人
へ
の
信
頼
、
2
．
互
酬
性
、
3
．
日
常
的
な
つ
き
あ

い
、
4
．
地
域
で
の
活
動
状
況
と
活
動
参
加
者
の
同
質
性
、
5
．

生
活
の
満
足
度
・
心
配
事
、
6
．
特
定
化
信
頼
、
7
．
主
観
的
健

康
と
生
活
で
の
積
極
性
（
抑
う
つ
度
）、
8
．
寄
付
・
募
金
活
動
、

9
．
腐
敗
行
為
に
対
す
る
許
容
度
、
10
．
回
答
者
の
属
性

二
四
〇



『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要
（
稲
葉
）

（
二
四
一
）

の
積
極
性
（
抑
う
つ
度
）、
寄
付
・
募
金
活
動
、
腐
敗
行
為
に
対

す
る
許
容
度
を
新
た
に
加
え
て
い
る
。
主
観
的
健
康
と
生
活
で
の

積
極
性
（
抑
う
つ
度
）
に
関
す
る
問
い
は
、
東
京
都
健
康
長
寿
医

療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
（
東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
）
の
倫
理
委
員

会
の
承
認
を
得
た
形
式
を
用
い
て
い
る
。

な
お
、
表
2
に
は
二
〇
一
二
年
調
査
以
外
に
過
去
に
筆
者
が
郵

送
法
で
実
施
し
た
三
つ
の
調
査
、
①
二
〇
〇
八
年
長
野
県
須
坂
市

の
協
力
を
得
て
行
っ
た
同
市
で
の
郵
送
法
調
査
、
②
二
〇
〇
九
年

徳
島
県
上
勝
町
で
上
勝
町
診
療
所
と
共
同
で
実
施
し
た
郵
送
法
調

査
、
③
二
〇
一
〇
年
全
国
郵
送
法
調
査
の
結
果
概
要
も
掲
載
し
て

あ
る
。

東
京
都
調
査
の
集
計
値
を
み
る
と
、
認
知
的
な
社
会
関
係
資
本

の
指
標
で
あ
る
「
一
般
的
信
頼
」
で
は
「
ほ
と
ん
ど
の
人
は
信
頼

で
き
る
」（
九
段
階
評
価
の
上
位
三
段
階
合
計
）
が
二
五
・
四
％
で

あ
る
が
、
も
う
少
し
対
象
を
絞
っ
た
「
旅
先
で
の
信
頼
」（
九
段

階
評
価
の
上
位
三
段
階
合
計
）
は
そ
れ
よ
り
低
く
二
〇
・
三
％
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
認
知
的
な
信
頼
で
も
対
象
を
よ
り
具
体
的
に
し
た
特

定
化
信
頼
で
は
、
家
族
へ
の
信
頼
（「
頼
り
に
な
る
」
以
下
同
じ
）

が
八
四
・
一
％
と
際
立
っ
て
高
い
が
、
友
人
・
知
人
へ
の
信
頼
も

﹇
サ
ン
プ
リ
ン
グ
方
法
﹈
住
民
基
本
台
帳
か
ら
の
無
作
為
抽
出

法
1－

6  　

調
査
配
票
数
・
回
収
数
・
回
収
率

﹇
配
票
数
﹈　

一
、五
〇
〇
票

﹇
回
収
数
﹈　

四
五
八
票
（
無
効
票
な
し
）

﹇
有
効
回
収
数
﹈　

三
〇
・
五
％
（
四
五
八
票
／
一
、五
〇
〇
票
）

1－

7  　

調
査
実
施
メ
ン
バ
ー

研
究
代
表
者　

稲
葉
陽
二
、
研
究
協
力
者　

緒
方
淳
子
、
調
査

実
施
と
回
答
の
入
力
は
社
団
法
人
新
情
報
セ
ン
タ
ー
に
委
託

1－

8  　

記
述
統
計
量
と
回
答
者
の
属
性

2
．
調
査
結
果
の
概
要

表
2
は
集
計
値
か
ら
み
た
本
調
査
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。
本

調
査
の
質
問
票
は
、
内
閣
府
が
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
五
年
に
実

施
し
た
調
査
（
主
査
は
と
も
に
大
阪
大
学
山
内
直
人
教
授
、
株
式

会
社
日
本
総
研
へ
委
託
）
で
用
い
た
も
の
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る

が
、
一
般
的
互
酬
性
・
特
定
化
互
酬
性
（
5
）

、
主
観
的
健
康
と
生
活
で

二
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
四
二
）

表 1　記述統計量　回答者の属性

N 平均・構成比（％）標準偏差ほか 範囲
性別
　男性 205 44.8
　女性 253 55.2
年齢 458 49.26歳 15.817 20－79
職業
　自営業 70 15.3
　経営者 24 5.2
　民間勤め人 151 32.9 最頻値
　公務員・教員 22 4.8
　パート 63 13.8
　学生 11 2.4
　無職 43 9.4
　専業主婦・主夫 61 13.3
居住形態
　持ち家 254 55.5
　借家 196 42.8
居住年数 449 20.3年 18.113 0－71
同居人の数
　単身 102 22.3
　同居人あり 349 76.2
最終学歴
　小中学校 21 4.6
　高等学校 133 29.0
　専修学校ほか 61 13.3 中位値
　高専・短大 57 12.4
　大学 151 33.0 最頻値
　大学院 27 5.9
世帯年収
　200万円未満 36 7.9
　200 ～ 400万円未満 104 22.7 最頻値
　400 ～ 600万円未満 82 17.9 中位値
　600 ～ 800万円未満 53 11.6
　800 ～ 1,000万円未満 48 10.5
　1,000 ～ 1,200万円未満 35 7.6
　1,200万円以上 49 10.7

二
四
二



『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要
（
稲
葉
）

（
二
四
三
）

表
2
　
調
査
結
果
（
集
計
値
）
の
概
要

調
査
名

（
調
査
年
）

類
　
型

一
般
的
な
信
頼

特
定
化
信
頼

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
：
つ
き
あ
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
：
社
会
参
加

設
　
問
一
般
的
な

信
頼

旅
先
で
の

信
頼

近
所
の

人
々
へ
の

信
頼

家
族
へ
の

信
頼

親
戚
へ
の

信
頼

友
人
・

知
人
へ
の

信
頼

職
場
の
同

僚
へ
の
信

頼

近
所
づ
き

あ
い
の
程

度

近
所
づ
き

あ
い
の
人

数

友
人
・
知
人

と
の
つ
き
あ

い
頻
度

親
戚
と
の

つ
き
あ
い

頻
度

職
場
の
同
僚

と
の
つ
き
あ

い
頻
度

地
緑
活
動
ス
ポ
ー
ツ
・

趣
味
・

娯
楽
活
動

ボランティア・
NPO・
市
民
活
動

サ
ン
プ
ル
数

ほ
と
ん
ど

信
頼
で
き
る

ほ
と
ん
ど

信
頼
で
き
る

ほ
と
ん
ど

信
頼
で
き
る
頼
り
に

な
る

頼
り
に

な
る

頼
り
に

な
る

頼
り
に

な
る

協
力
・

立
話

か
な
り
多

く
と
面
識

日
常
的

・
頻
繁

日
常
的

・
頻
繁

日
常
的

・
頻
繁

参
加
し
て

い
る

参
加
し
て

い
る

参
加
し
て

い
る

東
京
都
9

区
調
査

458
25.4％

20.3％
25.9％

84.1％
54.4％

67.9％
34.5％

44.9％
45.6％

48.7％
27.1％

26.0％
28.6％

42.6％
18.1％

全
国
郵
送

（
2010年

）
1599

27.9％
21.3％

40.5％
89.1％

66.7％
69.7％

36.5％
60.4％

59.5％
49.2％

38.0％
22.1％

46.1％
46.7％

25.3％

全
国
調
査

と
の
比
較

-2.5％
-1.0％

-14.6％
-5.0％

-12.3％
-1.8％

-2.0％
-15.5％

-13.9％
-0.5％

-10.9％
3.9％

-17.5％
-4.1％

-7.2％

参
　
考

下
　
町

3
区

150
22.6％

20.0％
27.3％

83.3％
50.0％

59.4％
30.0％

46.0％
45.3％

38.0％
19.4％

23.4％
28.7％

38.7％
15.3％

都
　
心

3
区

157
31.2％

24.8％
21.7％

85.3％
49.7％

75.1％
44.6％

42.1％
47.7％

54.8％
31.2％

30.0％
33.8％

42.0％
21.0％

山
の
手

3
区

150
21.4％

15.4％
28.7％

83.3％
64.0％

69.3％
28.7％

47.3％
44.0％

53.3％
30.7％

24.7％
23.3％

47.3％
18.0％

上
勝
町

（
2009年

）
632

25.2％
13.3％

74.2％
93.4％

83.0％
72.8％

46.7％
81.6％

75.6％
59.5％

41.3％
28.2％

51.6％
30.9％

36.0％

須
坂
市

（
2008年

）
601

33.8％
22.0％

48.4％
88.7％

71.9％
68.7％

31.9％
72.7％

72.4％
54.1％

39.6％
20.5％

53.2％
46.9％

27.3％

全
国
郵
送
（
2003年

）
は
内
閣
府
公
民
生
活
局
調
査
、
全
国
郵
送
（
2010）

は
稲
葉
調
査

上
勝
町
（
2009年

）
は
稲
葉
・
上
勝
町
診
療
所
共
同
調
査

須
坂
市
（
2008年

）
は
稲
葉
・
須
坂
市
共
同
調
査

二
四
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
四
四
）

常
的
に
あ
る
（
毎
日
〜
週
に
数
回
程
度
）」
と
「
あ
る
程
度
頻
繁

に
あ
る
（
週
に
一
回
〜
月
に
数
回
程
度
）」
が
二
六
・
〇
％
と
約
四

人
に
一
人
が
週
一
回
以
上
職
場
外
で
職
場
の
同
僚
と
の
つ
き
あ
い

が
あ
る
。
同
様
に
親
戚
・
親
類
と
週
一
回
以
上
の
つ
き
あ
い
が
あ

る
者
は
二
七
・
一
％
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
本
調
査
で
は
、
社
会
関
係
資
本
の
関
連
項
目
と
し
て

互
酬
性
、
回
答
者
が
参
加
し
て
い
る
活
動
が
橋
渡
し
型
と
結
束
型

か
、
利
他
性
（
寄
付
・
募
金
活
動
）、
不
正
行
為
へ
の
許
容
度
、

ま
た
社
会
関
係
資
本
が
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
生
活
満
足

度
、
一
七
項
目
に
わ
た
る
日
常
生
活
で
の
問
題
や
心
配
事
、
主
観

的
健
康
（
四
段
階
評
価
）
と
生
活
で
の
積
極
性
（
抑
う
つ
度
：
高

齢
者
向
けG

eriatric D
epression S

cale

一
五
項
目
短
縮
版
）

に
つ
い
て
も
尋
ね
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
人
を
助
け
れ
ば
、
今
度
は
自
分
が
困
っ
て
い
る

と
き
に
誰
か
が
助
け
て
く
れ
る
よ
う
に
世
の
中
は
で
き
て
い
る
」

と
い
う
一
般
的
互
酬
性
に
つ
い
て
は
、
二
七
・
三
％
つ
ま
り
四
人

に
一
人
が
肯
定
的
に
答
え
て
お
り
、「
人
を
助
け
れ
ば
、
い
ず
れ

そ
の
人
か
ら
助
け
て
も
ら
え
る
と
思
う
」
と
い
う
特
定
化
互
酬
性

に
つ
い
て
は
、
一
七
・
七
％
が
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
。
寄
付
・

募
金
に
つ
い
て
は
回
答
者
の
六
五
・
九
％
、
ほ
ぼ
三
人
に
二
人
が

六
七
・
九
％
と
極
め
て
高
い
。
同
様
に
親
戚
へ
の
信
頼
も

五
四
・
四
％
と
高
い
。
た
だ
、
職
場
の
同
僚
へ
の
信
頼
は
友
人
・

知
人
の
約
半
分
の
三
四
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
構
造
的
な
社
会
関
係
資
本
で
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代

理
変
数
と
し
て
の
社
会
参
加
・
社
会
交
流
に
つ
い
て
、
地
縁
的
活

動
へ
の
参
加
率
二
八
・
六
％
、
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
・
娯
楽
活
動
へ

の
参
加
率
四
二
・
六
％
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動

へ
の
参
加
率
一
八
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
交
流
に
つ
い
て

は
、
隣
近
所
と
の
つ
き
あ
い
に
つ
い
て
は
「
生
活
面
で
協
力
」
と

「
日
常
的
に
立
ち
話
」
の
合
計
の
比
率
が
四
四
・
九
％
、「
つ
き

あ
っ
て
い
る
人
数
が
概
ね
五
人
以
上
」
が
や
は
り
四
五
・
六
％
、

つ
ま
り
回
答
者
の
四
割
強
は
近
所
づ
き
あ
い
の
程
度
も
高
く
人
数

も
五
人
以
上
と
の
つ
き
あ
い
が
あ
る
が
、
近
所
の
住
民
に
つ
い
て

「
ほ
と
ん
ど
信
頼
で
き
る
」
と
答
え
た
比
率
は
二
五
・
九
％
と
、
つ

き
あ
い
の
程
度
や
人
数
の
割
に
は
高
く
な
い
。

ま
た
、
友
人
・
知
人
と
の
つ
き
あ
い
も
「
日
常
的
に
あ
る
（
毎

日
〜
週
に
数
回
程
度
）」
と
「
あ
る
程
度
頻
繁
に
あ
る
（
週
に
一

回
〜
月
に
数
回
程
度
）」
の
合
計
が
四
八
・
七
％
と
約
半
数
の
人
が

週
に
一
回
以
上
友
人
・
知
人
と
の
つ
き
あ
い
を
も
っ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
職
場
以
外
で
の
職
場
の
同
僚
と
の
つ
き
あ
い
も
、「
日

二
四
四
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否
定
的
回
答
数
が
一
〇
を
超
え
た
者
の
比
率
も
一
〇
・
九
％
と
九

人
に
一
人
に
達
し
て
い
る
（
6
）

。

3
．
全
国
調
査
と
の
比
較

3－

1　

集
計
値
の
比
較

集
計
値
で
み
る
限
り
、
東
京
都
九
区
調
査
は
「
職
場
の
同
僚
と

の
つ
き
あ
い
の
頻
度
」
を
除
き
、
表
2
に
示
さ
れ
る
す
べ
て
の
項

目
で
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
を
下
回
っ
て
い
る
。
特
に
近
所
づ
き

あ
い
が
希
薄
で
あ
り
、
か
つ
地
縁
的
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
の
団
体
参
加
率
も
低
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
信
頼
、

友
人
・
知
人
へ
の
特
定
化
信
頼
、
お
よ
び
職
場
の
同
僚
と
つ
き
あ

い
の
頻
度
は
、
全
国
平
均
と
ほ
ぼ
同
水
準
で
あ
る
が
、
近
所
づ
き

あ
い
の
程
度
（「
協
力
」
＋
「
立
ち
話
」
の
比
率
）
が
、
全
国
の

六
〇
・
四
％
に
対
し
、
東
京
は
四
四
・
九
％
と
一
五
・
五
％
ポ
イ
ン

ト
下
回
っ
て
い
る
し
、
近
所
の
人
々
へ
の
信
頼
に
つ
い
て
「
頼
り

に
な
る
」
と
す
る
比
率
が
全
国
の
四
〇
・
五
％
に
対
し
、
東
京
は

二
五
・
九
％
と
一
四
・
六
％
ポ
イ
ン
ト
も
低
い
。
ま
た
、
地
縁
的
活

動
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
活
動
へ
の
参
加
率
も
、
そ

れ
ぞ
れ
全
国
の
四
六
・
一
％
、
二
五
・
三
％
に
対
し
、
東
京
は

二
八
・
六
％
、
一
八
・
一
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

何
ら
か
の
寄
付
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
不
正
行
為
の
許
容

度
に
つ
い
て
は
「
脱
税
」
と
「
公
共
交
通
機
関
の
料
金
を
ご
ま
か

す
」
こ
と
や
「
収
賄
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
回
答
者
の

九
四
・
五
％
、
九
二
・
六
％
、
九
二
・
八
％
が
認
め
ら
れ
な
い

（
一
〇
段
階
評
価
の
認
め
ら
れ
な
い
上
位
三
段
階
合
計
）
と
大
変

厳
し
い
態
度
で
あ
る
の
に
対
し
、「
資
格
が
な
い
の
に
国
の
年
金

や
医
療
給
付
な
ど
を
要
求
す
る
」
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
な
い

（
一
〇
段
階
評
価
の
認
め
ら
れ
な
い
上
位
三
段
階
合
計
）
は

八
六
・
九
％
と
他
の
三
項
目
と
比
べ
て
若
干
寛
容
で
あ
る
。

生
活
満
足
に
つ
い
て
は
「
非
常
に
満
足
」
と
「
満
足
し
て
い

る
」
の
合
計
は
四
九
・
八
％
と
半
数
が
満
足
し
て
い
る
。
心
配
事

の
な
か
で
は
、
生
活
上
の
孤
立
を
「
か
な
り
心
配
」「
少
し
心
配
」

と
答
え
た
者
は
二
五
・
八
％
、
つ
ま
り
四
人
に
一
人
の
比
率
と

な
っ
て
い
る
。

主
観
的
健
康
は
回
答
者
の
将
来
の
健
康
状
態
の
予
測
力
が
高
い

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
調
査
で
は
「
と
て
も
健
康
」

一
一
・
一
％
、「
ま
あ
健
康
」
六
七
・
五
％
と
合
計
七
八
・
六
％
が
健

康
と
答
え
て
い
る
。
生
活
で
の
積
極
性
（
抑
う
つ
度
）
に
つ
い
て

は
、
一
五
項
目
の
う
ち
六
個
以
上
の
否
定
的
回
答
を
し
た
者
の
比

率
は
三
一
・
九
％
と
ほ
ぼ
三
人
に
一
人
の
割
合
に
な
っ
て
お
り
、

二
四
五
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の
質
問
項
目
も
含
ま
れ
て
い
る
。
生
活
の
満
足
度
は
、
全
国
調
査

と
同
様
に
東
京
都
調
査
で
も
、
統
計
的
に
有
意
に
一
般
的
信
頼
と

相
関
が
あ
る
。
し
か
し
、
心
配
事
に
関
し
て
は
、
全
国
調
査
で
は

一
七
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
一
般
的
信
頼
と
有
意
な
相
関
が
み
ら

れ
る
が
、
東
京
都
調
査
で
は
、
有
意
な
相
関
が
観
察
さ
れ
る
の
は
、

自
分
の
健
康
・
身
体
の
状
況
、
家
族
の
健
康
、
家
族
（
高
齢
者
）

の
世
話
や
介
護
、
年
収
や
家
計
、
仕
事
上
の
ス
ト
レ
ス
、
職
探
し

や
就
職
、
自
分
の
将
来
の
七
項
目
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般

的
信
頼
は
、
東
京
都
調
査
で
は
、
お
も
に
健
康
や
収
入
に
関
す
る

項
目
と
の
み
に
相
関
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
将
来
の
健
康
状
態
の

最
も
よ
い
代
理
変
数
と
い
わ
れ
て
い
る
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度

は
と
も
に
、
全
国
調
査
で
も
東
京
都
調
査
で
も
、
一
般
的
信
頼
と

有
意
な
相
関
が
あ
る
。
ま
た
、
抑
う
つ
度
と
の
相
関
係
数
が
主
観

的
健
康
と
の
そ
れ
よ
り
も
格
段
に
高
い
点
は
、
全
国
調
査
と
同
じ

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
京
都
調
査
で
の
相
関
係
数
は
、
主
観
的
健

康
と
は
〇
・
一
三
四
で
あ
る
が
、
抑
う
つ
度
と
は
〇
・
二
九
と
高
い
。

回
答
者
の
属
性
と
の
相
関
は
、
年
齢
が
高
い
ほ
ど
、
ま
た
、
居

住
年
数
が
長
い
ほ
ど
、
一
般
的
信
頼
が
高
い
（
相
関
係
数
の
符
号

は
マ
イ
ナ
ス
）。

3－

2　

一
般
的
信
頼
と
の
相
関

一
般
的
信
頼
と
他
の
調
査
項
目
と
の
間
の
偏
相
関
（
制
御
変

数
：
性
別
、
最
終
学
歴
、
年
間
収
入
）
を
み
る
と
、
表
3
に
示
さ

れ
る
と
お
り
、
東
京
都
調
査
で
も
一
般
的
信
頼
が
多
く
の
調
査
項

目
と
統
計
的
に
有
意
に
相
関
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

全
国
調
査
で
は
一
般
的
信
頼
と
の
あ
い
だ
に
相
関
が
み
ら
れ
た
社

会
参
加
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
地
縁
的
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
調
査
で
は
統
計
的
に
有
意
な

相
関
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
東
京
都
で
み
る
限
り
、
団
体
参
加
を

し
て
い
る
者
が
一
般
的
信
頼
が
高
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
。

た
だ
し
、
特
定
化
信
頼
に
つ
い
て
は
一
一
項
目
す
べ
て
と
の
間

に
、
全
国
調
査
同
様
、
一
般
的
信
頼
と
の
間
に
統
計
的
に
有
意
な

相
関
が
み
ら
れ
、
か
つ
、
市
役
所
・
町
役
場
な
ど
へ
の
信
頼
を
除

き
、
相
関
係
数
も
東
京
の
ほ
う
が
全
国
よ
り
も
高
い
。
特
に
勤
務

先
、
近
所
の
人
々
、
職
場
の
同
僚
な
ど
に
対
す
る
信
頼
は
、
全
国

調
査
の
数
値
を
〇
・
一
程
度
上
回
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
東
京
都
の

場
合
、
一
般
的
信
頼
の
高
い
者
は
近
所
の
人
々
、
職
場
の
同
僚
な

ど
へ
の
信
頼
が
、
全
国
平
均
よ
り
も
篤
い
。

本
調
査
で
は
、
自
分
の
生
活
の
満
足
度
、
心
配
事
や
健
康
関
連

二
四
六
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表 3　一般的信頼と他の質問項目との偏相関
制御変数：性別、最終学歴、年間収入

2010全国調査 2012東京都 9区調査
旅先・見知らぬ土地の人への信頼 0.65** 0.644**
特定化互酬性 設問なし 0.206**
一般的互酬性 設問なし 0.260**
隣近所とのつきあいの程度 0.176** 0.234**
隣近所でつきあっている人の数 0.172** 0.272**
友人・知人とのつきあいの頻度 0.165** 0.146**
親戚・親類とのつきあいの頻度 0.110** 0.118*
職場の同僚とのつきあいの頻度 0.134** 0.141*
地縁的な活動への参加 0.113** -0.085
スポーツ・趣味・娯楽活動への参加 0.097** -0.100*
ボランティア・NPO・市民活動への参加 0.126** -0.056
その他の団体等活動への参加 0.085** -0.054
自身の生活の満足度 0.181** 0.181**
心配事─自分の健康・身体の状況 -0.097** -0.124*
心配事─老後の自分の世話 -0.167** -0.081
心配事─家族の健康 -0.127** -0.142**
心配事─家族（高齢者）の世話や介護 -0.050 -0.116*
心配事─乳幼児期の子どもの子育て -0.106** -0.004
心配事─子や孫のしつけや教育 -0.059* 0.006
心配事─失業やリストラ -0.116** -0.045
心配事─年収や家計 -0.147** -0.128**
心配事─仕事上のストレス -0.177** -0.132**
心配事─定年後の人生設計 -0.122** -0.066
心配事─職探しや就職 -0.104** -0.128*
心配事─家庭内の人間関係 -0.155** -0.084
心配事─近隣での人間関係 -0.146** -0.011
心配事─近隣での住環境 -0.153** -0.064
心配事─地域での非行や犯罪 -0.148** -0.051
心配事─自分の将来 -0.174** -0.215**
心配事─生活上の孤立 -0.161** -0.091
心配事合計 -0.202** 0.031
特定化信頼─市役所・町役場等 0.127** 0.111*
特定化信頼─学校、病院等の公的機関等 0.130** 0.143**
特定化信頼─警察や交番等 0.140** 0.196**
特定化信頼─自治会などの地縁団体 0.151** 0.172**
特定化信頼─ボランティア・NPO・市民活動団体 0.114** 0.169**
特定化信頼─勤務先（会社等） 0.125** 0.220**
特定化信頼─近所の人々 0.168** 0.279**
特定化信頼─家族 0.147** 0.177**
特定化信頼─親戚 0.142** 0.184**
特定化信頼─友人・知人 0.163** 0.186**
特定化信頼─職場の同僚 0.144** 0.243**
主観的健康 0.151** 0.134**
抑うつ度（GDS15項目短縮版） 0.270** 0.290**
寄付・募金活動合計 0.111**
許容度─年金・医療給付などの無資格受給 0.042 -0.046
許容度─公共交通機関の料金をごまかす 0.039 0.017
許容度─脱税 0.050 -0.007
許容度─収賄 0.076** 0.011
年齢 -0.111** -0.174**
居住年数 -0.059* -0.125**

有意確率：両側　** 5 ％水準、* 1 ％水準で有意
（出所）  　2010年『暮らしの安心・信頼・社会参加に関するアンケート調査』全国調査、2012年『暮らし

の安心・信頼・社会参加に関するアンケート調査』東京都 9区調査
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が
あ
る
ほ
う
が
病
気
に
な
ら
な
い
、
な
い
し
は
罹
病
し
て
も
回
復

が
早
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

抑
う
つ
度
に
つ
い
て
は
、
東
京
は
全
国
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
示

し
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
項
目
で
相
関
係
数
に
、
明
白
な
違
い

が
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
所
の
人
々
へ
の
信
頼
（
全
国

〇
・
二
一
八
、
東
京
〇
・
二
六
二
）、
親
戚
へ
の
信
頼
（
全
国

〇
・
二
二
四
、
東
京
〇
・
三
四
九
）、
友
人
・
知
人
へ
の
信
頼
（
全

国
〇
・
二
二
九
、
東
京
〇
・
三
四
六
）、
職
場
の
同
僚
へ
の
信
頼

（
全
国
〇
・
二
一
一
、
東
京
〇
・
三
二
六
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
の

ほ
う
が
大
幅
に
高
い
。
東
京
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
近
所
の
人
々
、

親
戚
、
友
人
・
知
人
、
職
場
の
同
僚
な
ど
へ
の
信
頼
が
高
い
人
々

は
、
よ
り
健
康
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
表
5
は
主
観
的
健
康
と
現
状
認
識
と

の
ク
ロ
ス
集
計
表
で
あ
る
が
、
全
体
の
総
数
を
一
〇
〇
と
し
て
い

る
。「
と
て
も
健
康
＋
ま
あ
ま
あ
健
康
」
で
か
つ
、
抑
う
つ
度
調

査
で
否
定
的
回
答
が
五
以
下
の
者
は
、
全
国
調
査
で
五
七
・
八
％
、

東
京
都
調
査
で
五
八
・
五
％
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
東
京
の
ほ
う

が
特
に
健
康
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
あ
ま

り
健
康
で
は
な
い
＋
健
康
で
は
な
い
」
で
か
つ
、
抑
う
つ
度
調
査

3－

3　

社
会
関
係
資
本
と
健
康

表
4
は
、
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度
で
み
た
健
康
と
社
会
関
係

資
本
と
の
偏
相
関
（
制
御
変
数
：
性
別
、
最
終
学
歴
、
年
間
収

入
）
を
み
て
い
る
。
全
国
調
査
、
東
京
都
調
査
と
も
に
、
社
会
関

係
資
本
の
構
成
要
素
の
多
く
が
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度
の
両
者

と
有
意
に
相
関
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
主
観
的
健
康
よ
り
も
抑
う

つ
度
と
の
相
関
の
ほ
う
が
顕
著
で
あ
る
。
表
4
は
因
果
関
係
を
示

す
も
の
で
は
な
い
が
、
社
会
関
係
資
本
は
心
身
両
面
で
健
康
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
主
観
的
健
康
に
関

し
て
は
、
隣
近
所
と
の
関
係
で
は
な
く
、
家
族
、
親
戚
、
友
人
・

知
人
へ
の
信
頼
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
傾
向
は
全
国

よ
り
も
東
京
で
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
抑
う
つ
度
に
関
し
て

は
、
全
国
、
東
京
と
も
に
、
表
4
に
あ
る
社
会
関
係
資
本
の
構
成

要
素
す
べ
て
と
相
関
が
あ
る
。
社
会
関
係
資
本
は
心
の
病
と
よ
り

深
い
関
係
が
あ
る
。

ま
た
、
全
国
と
東
京
を
比
較
す
る
と
、
主
観
的
健
康
に
つ
い
て

は
総
じ
て
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
が
、
親
戚
へ
の
信
頼
に

関
す
る
相
関
係
数
が
全
国
〇
・
〇
八
八
に
対
し
、
東
京
は

〇
・
二
一
五
と
顕
著
に
高
く
、
東
京
で
は
頼
れ
る
親
戚
が
い
る
者

の
ほ
う
が
主
観
的
健
康
が
高
い
。
東
京
で
は
、
親
戚
の
サ
ポ
ー
ト

二
四
八
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表 4　主観的健康／抑うつ度と社会関係資本項目との偏相関

制御変数：性別、最終学歴、年間収入

2010全国調査 2012東京都 9区調査
SRH 抑うつ度 SRH 抑うつ度

一般的信頼 0.143** 0.27** 0.134** 0.290**

一般的互酬性 設問なし 設問なし 0.097* 0.175**

特定化信頼─近所の人々 0.038 0.218** 0.075 0.262**

特定化信頼─家族 0.127** 0.267** 0.135** 0.231**

特定化信頼─親戚 0.088** 0.224** 0.215** 0.349**

特定化信頼─友人・知人 0.157** 0.229** 0.157** 0.346**

特定化信頼─職場の同僚 0.113** 0.211** 0.180** 0.326**

特定化互酬性 設問なし 設問なし 0.102* 0.127**

ネットワーク─隣近所とのつき
あいの程度 0.018 0.242** -0.012 0.190**

ネットワーク─隣近所でつき
あっている人の数 0.029 0.219** -0.051 0.219**

ネットワーク─友人・知人との
つきあいの頻度 0.082** 0.188** 0.087 0.284**

ネットワーク─親戚・親類との
つきあいの頻度 0.014 0.142** 0.120** 0.168**

ネットワーク─職場の同僚との
つきあいの頻度 0.127** 0.158** 0.122* 0.200**

ネットワーク─地縁的な活動へ
の参加 -0.016 -0.195** -0.031 -0.202**

ネットワーク─スポーツ・趣
味・娯楽活動への参加 -0.109** -0.197** -0.113* -0.204**

ネットワーク─ボランティア・
NPO・市民活動への参加 -0.026 -0.149** 0.026 -0.048

有意確率：両側　** 1 ％水準、* 5 ％水準で有意
（出所）  　2010年『暮らしの安心・信頼・社会参加に関するアンケート調査』全

国調査および2012年『暮らしの安心・信頼・社会参加に関するアンケー
ト調査』東京都 9区調査
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で
否
定
的
回
答
が
六
以
上
の
者
は
、
全
国
調
査
で
一
三
・
六
％
、

東
京
都
調
査
で
一
〇
・
九
％
と
東
京
の
ほ
う
が
低
い
。
身
体
と
心

の
健
康
の
双
方
に
問
題
が
あ
る
者
の
比
率
は
、
全
国
で
は
七
人
強

に
一
人
に
対
し
、
東
京
で
は
一
一
人
に
一
人
と
少
な
い
。
こ
れ
は
、

主
観
的
健
康
で
「
と
て
も
健
康
＋
ま
あ
ま
あ
健
康
」
と
し
て
い
る

が
、
抑
う
つ
度
調
査
で
は
六
以
上
の
者
が
東
京
で
は
調
査
対
象
全

体
の
二
一
・
六
％
（
四
・
六
人
に
一
人
）
と
、
全
国
の
一
九
・
六
％

（
五
・
一
人
に
一
人
）
よ
り
上
回
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、

身
体
的
に
は
健
康
と
感
じ
て
い
る
者
も
、
抑
う
つ
度
が
高
い
者
の

比
率
が
東
京
で
は
多
い
。

そ
れ
で
は
、「
あ
ま
り
健
康
で
は
な
い
＋
健
康
で
は
な
い
」
で

か
つ
、
抑
う
つ
度
調
査
で
否
定
的
回
答
が
六
以
上
の
者
は
、
ど
の

よ
う
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
6
は

健
康
で
な
い
グ
ル
ー
プ
と
健
康
な
グ
ル
ー
プ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

関
係
資
本
の
構
成
要
素
と
回
答
者
の
属
性
の
平
均
値
を
比
較
し
て

い
る
。
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
健
康
な
グ
ル
ー
プ
は
、
高
学

歴
、
高
収
入
、
持
家
、
独
居
で
な
く
、
比
較
的
若
く
、
女
性
が
多

い
。
ま
た
、
社
会
関
係
資
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
へ
の
参
加
以
外
は
、
す
べ
て
の
構
成
要
素
で
健
康
で

な
い
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
健
康
な
グ

表 5　主観的健康と抑うつ度とのクロス集計

2010年全国調査（Ｎ＝1,566）と2012年東京都 9区調査（Ｎ＝450）の比較　（％）

抑うつ度否定的回答数累計

主
観
的
健
康

0 ～ 5 6 ～ 15 合　計

とても健康
＋まあまあ健康な方だ

全国 57.8
東京 58.5

全国 19.6
東京 21.6

全国 77.4
東京 80.0

あまり健康ではない
＋健康ではない

全国 8.7
東京 9.1

全国 13.6
東京 10.9

全国 22.6
東京 20.0

合　計
全国 66.8
東京 67.5

全国 33.2
東京 32.5

100
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表 6　健康な人と健康でない人のプロフィール比較

東京都平均
（Ｎ＝458）

SRH／ DP
ともに良
（N＝263）

SRH／ DP
ともに不良
（N＝49）

備　考

一般的信頼 5.05 4.62 6.06 9 点尺度高いほど信頼しない

一般的互酬性 2.06 2.00 2.22 3 点尺度高いほど互酬性が低い

特定化信頼─近所の人々 3.24 3.1 3.67 5 点尺度高いほど信頼しない

特定化信頼─家族 1.77 1.65 2.14 同上

特定化信頼─親戚 2.64 2.45 3.53 同上

特定化信頼─友人・知人 2.26 2.10 2.82 同上

特定化信頼─職場の同僚 3.01 2.79 3.48 同上

特定化互酬性 2.19 2.39 2.14 3 点尺度高いほど互酬性が低い

ネットワーク─隣近所と
のつきあいの程度

2.51 2.43 2.61 4 点尺度高いほどつきあいがない

ネットワーク─隣近所で
つきあっている人の数

2.60 2.52 2.69 同上

ネットワーク─友人・知
人とのつきあいの頻度

2.48 2.33 2.78 5 点尺度高いほどつきあいがない

ネットワーク─親戚・親
類とのつきあいの頻度

2.93 2.87 3.16 同上

ネットワーク─職場の同
僚とのつきあいの頻度

3.16 2.99 3.42 同上

ネットワーク─地縁的な
活動への参加

0.57 0.72 0.45 7 点尺度高いほど参加度が高い

ネットワーク─スポー
ツ・趣味・娯楽活動への
参加

1.43 1.69 0.40 同上

ネットワーク─ボラン
ティア・NPO・市民活
動への参加

0.40 0.46 0.53 同上

性別 1.55 1.59 1.51 1 ＝男性、 2＝女性

年齢 49.26 49.13 50.04 歳

職業 4.69 4.65 4.84 10点尺度低いほど安定

居住形態 2.43 2.34 2.59 8 尺度低いほど持家

居住年数 20.31 21.03 21.81 年

同居人の有無 1.33 1.36 1.25 1 ＝ 1 人暮らし、 2＝同居人あり

最終学歴 3.59 3.68 3.27 7 点尺度高いほど高学歴

世帯収入 4.01 4.14 3.80 8 点尺度高いほど高収入
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P
utnam

（2000, pp.22-24

）
に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
な

社
会
関
係
資
本
は
グ
ル
ー
プ
内
メ
ン
バ
ー
の
規
律
の
維
持
な
ど
に

は
有
効
だ
が
、
外
部
か
ら
新
た
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
取
り

入
れ
る
の
は
不
向
き
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ブ
リ
ッ
ジ
ン
グ

な
社
会
関
係
資
本
は
反
対
に
規
律
の
維
持
に
は
向
い
て
い
な
い
が
、

あ
ら
た
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
取
り
入
れ
る
に
は
有
効
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

本
調
査
と
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
と
を
比
較
す
る
と
、
団
体
参

加
率
は
地
縁
的
活
動
が
東
京
二
九
・
一
％
、
全
国
平
均
四
八
・
三
％
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
が
東
京
一
九
・
一
％
、
全

国
平
均
二
七
・
二
％
と
、
東
京
九
区
に
お
け
る
参
加
率
が
と
も
に

全
国
平
均
よ
り
も
大
幅
に
低
い
（
7
）

。
つ
ま
り
、
全
国
で
は
ほ
ぼ
二
人

に
一
人
が
何
ら
か
の
地
縁
的
活
動
に
参
加
し
て
い
る
の
に
対
し
、

東
京
で
は
三
人
に
一
人
弱
の
参
加
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
へ
の
参
加
率
は
全
国
平
均
が
四
人

に
一
人
強
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
京
は
五
人
に
一
人
弱
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
地
縁
的
活
動
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
ど
の
両
方
に
参
加
し
て
い
る
者
の
比
率
は
、
全
国
で
は

三
・
七
人
に
一
人
な
の
に
対
し
、
東
京
で
は
五
・
二
人
に
一
人
と
参

加
率
が
大
幅
に
低
い
。
逆
に
、
両
者
の
い
ず
れ
に
も
参
加
し
て
い

ル
ー
プ
は
社
会
関
係
資
本
も
豊
か
で
あ
る
。

3－
4  　

地
縁
的
な
活
動
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
と

の
相
関

P
utnam

（2000
）
は
社
会
関
係
資
本
に
つ
い
て
ボ
ン
デ
ィ
ン

グ
な
社
会
関
係
資
本
と
ブ
リ
ッ
ジ
ン
グ
な
社
会
関
係
資
本
に
分
類

し
た
。P

utnam

に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
社
会
関
係
資
本

と
は
地
縁
組
織
や
同
窓
会
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

を
共
有
す
る
も
の
同
士
の
関
係
を
意
味
し
て
お
り
、
ブ
リ
ッ
ジ
ン

グ
な
社
会
関
係
資
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
異

な
っ
て
も
同
じ
目
的
の
た
め
に
集
ま
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
メ
ン
バ
ー
間
の

よ
う
に
、
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
異
に
す
る
も
の
同
士
の
関
係
を

意
味
し
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
社
会
関

係
資
本
の
代
理
変
数
と
し
て
自
治
会
、
町
内
会
、
婦
人
会
、
老
人

会
、
青
年
団
、
子
ど
も
会
な
ど
の
「
地
縁
的
な
活
動
」
へ
の
参
加

頻
度
を
尋
ね
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
リ
ッ
ジ
ン
グ
な
社
会
関
係
資
本

の
代
理
変
数
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
、
高
齢
者
・
障
害
者
福
祉
や
子

育
て
、
ス
ポ
ー
ツ
指
導
、
美
化
、
防
犯
・
防
災
、
環
境
、
国
際
協

力
、
提
言
活
動
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
へ

の
参
加
頻
度
を
尋
ね
て
い
る
。

二
五
二



『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要
（
稲
葉
）

（
二
五
三
）

な
い
者
の
比
率
は
、
全
国
で
は
四
六
・
八
％
で
あ
る
が
、
東
京
で

は
六
四
・
八
％
に
上
っ
て
い
る
。

基
本
的
に
地
縁
的
活
動
を
し
て
い
る
者
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
に
も
携
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
表
7
に

示
す
と
お
り
、
全
国
調
査
で
は
、
地
縁
的
活
動
に
参
加
し
て
い
る

者
の
四
六
・
三
％
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
に
も

参
加
し
て
お
り
、
逆
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
の

参
加
者
の
八
二
・
二
％
が
地
縁
的
活
動
に
も
参
加
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
参
加
者
の
ほ
と
ん

ど
は
地
縁
的
活
動
経
験
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
地
縁
的

活
動
に
参
加
し
て
い
な
い
者
は
九
割
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
・
市
民
活
動
に
も
参
加
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
地
縁
的
活
動
へ

の
参
加
頻
度
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
へ
の
参
加

頻
度
と
の
相
関
は
〇
・
四
五
九
と
比
較
的
高
く
、
ま
た
一
％
水
準

（
両
側
）
で
有
意
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
参
加
率
自
体
は
低
い

が
東
京
で
も
み
て
と
れ
る
。
す
で
に
み
た
と
お
り
、
全
国
調
査
で

み
る
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
る
者
の

八
割
以
上
（
表
7
の22.4％

÷
27.2％

＝0.824

）
が
地
縁
的
活
動

に
も
参
加
し
て
い
る
が
、
東
京
で
は
こ
の
比
率
は
六
八
・
五
％

（13.1％
÷
19.1％

＝0.685

）
と
全
国
よ
り
も
一
四
％
ポ
イ
ン
ト

表 7　団体活動参加に関するクロス集計表
2010全国調査（Ｎ＝1,407）と2012年東京都 9区調査（Ｎ＝429）の比較　（％）

ボランティア・NPO・市民活動

地
縁
的
活
動

参加なし 参加あり 合　計

参加なし
全国 46.8
東京 64.8

全国 4.8
東京 6.1

全国 51.7
東京 70.9

参加あり
全国 25.9
東京 16.1

全国 22.4
東京 13.1

全国 48.3
東京 29.1

合　計
全国 72.8
東京 80.9

全国 27.2
東京 19.1

100
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と
一
番
高
く
、
都
心
三
区
が
四
七
・
五
歳
と
一
番
低
く
、
山
の
手

三
区
が
四
九
・
七
歳
と
両
者
の
中
間
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

都
心
三
区
の
最
頻
値
は
三
〇
歳
代
と
若
い
。
し
か
し
、
都
心
三
区

の
回
答
者
の
平
均
年
齢
が
一
番
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
は

都
心
三
区
が
際
立
っ
て
高
い
。
都
心
三
区
の
所
得
中
央
値
は

六
〇
〇
万
円
以
上
〜
八
〇
〇
万
円
未
満
の
階
層
で
あ
り
、
山
の
手

三
区
と
下
町
三
区
の
そ
れ
（
四
〇
〇
万
円
以
上
〜
六
〇
〇
万
円
未

満
）
を
上
回
っ
て
お
り
、
最
頻
値
は
一
、二
〇
〇
万
円
以
上
で
あ

る
。
か
つ
、
実
に
都
心
三
区
の
回
答
者
の
五
人
に
一
人
が

一
、二
〇
〇
万
円
以
上
の
所
得
階
層
に
属
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
他
の
二
地
区
の
最
頻
値
が
二
〇
〇
万
円
以
上
〜
四
〇
〇

万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
と
際
立
っ
た
対
照
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
都
心
三
区
の
回
答
者
が
大
卒
と
大
学
院
卒
が
過
半
を

占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
山
の
手
三
区
は
高
専
・
短
大
と
大
卒
、

下
町
三
区
が
高
卒
と
専
門
学
校
卒
が
そ
れ
ぞ
れ
過
半
を
占
め
て
い

る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
営
業
者
、
経
営
者
、
民
間
勤
め
人
、

公
務
員
・
教
員
と
い
っ
た
安
定
し
た
職
業
の
比
率
が
都
心
三
区
は

七
割
近
く
（
六
八
・
一
％
）
に
達
し
、
山
の
手
三
区
の
六
割
弱

（
五
七
・
三
％
）、
下
町
三
区
の
五
割
弱
（
四
九
・
三
％
）
を
大
き
く

超
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
都
心
三

下
回
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
全
国
で
も
東
京
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
全
国
で
八
割
、

東
京
で
ほ
ぼ
七
割
は
地
縁
的
活
動
に
も
参
加
し
て
い
る
か
ら
、
地

縁
的
活
動
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
基
盤
と
な
っ
て
い

る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
因
果
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、
地

縁
的
活
動
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
の
基
盤
に
あ

る
よ
う
に
み
え
る
。

4  

．
東
京
都
調
査
に
み
る
三
地
区
（
下
町
三
区
、

都
心
三
区
、
山
の
手
三
区
）
の
比
較

東
京
都
九
区
調
査
で
は
、
下
町
三
区
、
都
心
三
区
、
山
の
手
三

区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
五
〇
票
、
一
五
七
票
、
一
五
〇
票
の
回
答
を

得
て
い
る
。
母
集
団
推
計
に
は
十
分
な
標
本
数
で
は
な
い
が
、
参

考
デ
ー
タ
と
し
て
三
地
区
の
個
性
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

4－

1　

回
答
者
属
性

三
地
区
の
回
答
者
の
属
性
を
み
る
と
（
表
8
）、
三
地
区
間
に

は
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
回
答
者
の
中
心
は
三
地
区
い
ず
れ

も
四
〇
歳
代
で
あ
る
が
、
平
均
年
齢
は
下
町
三
区
が
五
〇
・
五
才

二
五
四
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表 8　2012年東京 9区調査における回答者の地区別属性

回答者属性
郵送法調査

2010（全国） 2010（東京 9区） （下町 3区） （都心 3区） （山の手 3区）
性別（％）
　男性 45.3 44.8 42.7 45.9 45.3
　女性 54.7 55.2 57.3 54.1 54.7
年齢構成比（％）
　20歳代 11.4 13.1 12.7 15.3 11.3

　30歳代 16.4 18.6 15.3
21.7
最頻値

18.7

　40歳代 16.7
21.4
中央値

20.7
中央値

19.7
中央値

24.0
中央値・最頻値

　50歳代
17.3
中央値

14.6 15.3 17.1 11.3

　60歳代 23.3 20.3
22.7
最頻値

15.3 23.3

　70歳以上 14.8 12.0 13.3 10.8 11.3
　平均年齢（才） 51.4 49.2 50.5 47.5 49.7
職業（％）
　自営業 12.4 15.3 13.3 21.0 11.3
　経営者 2.8 5.2 2.0 5.7 8.0
　民間勤め人 27.6 32.9 29.3 35.0 34.7
　公務員・教員 4.8 4.8 4.7 6.4 3.3
　（同上小計） （47.6） （58.2） （49.3） （68.1） （57.3）
　パート 15.5 13.8 16.0 10.8 14.7
　学生 2.3 2.4 0.7 3.2 3.3
　無職 13.4 9.4 13.3 4.6 10.0
　専業主婦・夫 17.9 13.3 19.3 10.2 10.7
最終学歴（％）
　小中学校 11.5 4.6 5.3 3.2 4.7

　高等学校
39.1

最頻値・中央値
29.0

44.7
最頻値・中央値

15.9 27.3

　専修学校他 10.8 13.3 16.0 15.3 8.7

　高専・短大 11.1
12.4
中央値

11.3 13.4
12.7
中央値

　大学 23.5
33.0
最頻値

20.0
40.8

最頻値・中央値
38.0
最頻値

　大学院 2.3 5.9 1.3 11.5 4.7
世帯年収（万円）
　＜200 8.1 7.9 13.3 4.6 6.0

　200～400＜
22.1
最頻値

22.7
最頻値

24.0
最頻値

15.3
28.7
最頻値

　400～600＜
19.9
中央値

17.9
中央値

22.0
中央値

17.2
14.7
中央値

　600～800＜ 13.7 11.6 14.0
10.2
中央値

10.7

　800～1,000＜ 10.1 10.5 10.0 13.4 8.0
　1,000～1,200＜ 4.9 7.6 4.0 10.8 8.0

　1,200≦ 6.3 10.7 3.3
19.7
最頻値

8.7

居住形態（％）
　持家 79.4 55.5 57.3 52.2 56.7
　借家 19.0 42.8 40.7 47.8 40.0

二
五
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が
固
い
地
域
は
、
通
常
、
近
所
の
人
々
や
家
族
、
親
戚
へ
の
信
頼

と
つ
き
あ
い
が
高
水
準
で
あ
る
の
に
対
し
、
都
心
三
区
は
家
族
へ

の
信
頼
を
除
き
、
近
所
の
人
々
へ
の
信
頼
、
親
戚
へ
の
信
頼
、
近

所
づ
き
あ
い
の
程
度
な
ど
は
比
較
的
希
薄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
項

目
に
つ
い
て
い
え
ば
、
む
し
ろ
山
の
手
三
区
の
ほ
う
が
高
水
準
で

あ
る
。

全
国
調
査
と
東
京
都
調
査
の
比
較
を
し
た
際
に
、
主
観
的
健
康

と
抑
う
つ
度
と
の
ク
ロ
ス
集
計
（
表
5
）
と
、
地
縁
的
な
活
動
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
へ
の
活
動
と
の
ク
ロ
ス
集
計
（
表

7
）
を
み
た
が
、
東
京
三
地
区
間
で
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。
表
9
は
、
表
5
で
示
し
た
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度

と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
東
京
都
の
三
地
区
別
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

表
9
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
心
身
と
も
に
良
好
な
（
表
9
で
左
上

の
）
グ
ル
ー
プ
の
比
率
は
、
三
地
区
の
間
で
大
き
な
差
が
み
ら
れ

る
。
都
心
三
区
の
六
三
・
九
％
が
最
も
良
好
で
、
下
町
三
区
の

五
三
・
四
％
を
一
〇
％
ポ
イ
ン
ト
近
く
も
引
き
離
し
て
お
り
、
山

の
手
三
区
は
そ
の
中
間
の
五
八
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、

心
身
と
も
に
不
良
な
（
表
9
の
真
ん
中
）
グ
ル
ー
プ
の
比
率
は
、

三
地
区
間
で
は
下
町
一
〇
・
二
％
が
一
番
低
く
、
都
心
一
一
・
六
％

が
一
番
高
い
。
つ
ま
り
、
下
町
三
区
で
は
心
身
共
に
問
題
が
あ
る

区
の
回
答
者
は
比
較
的
若
い
が
、
学
歴
が
高
く
、
高
所
得
で
あ
る
。

一
方
、
下
町
三
区
の
回
答
者
は
壮
年
期
か
ら
高
齢
者
層
が
多
く
、

学
歴
は
高
卒
が
中
心
で
所
得
も
都
心
三
区
よ
り
も
低
い
。
ま
た
、

山
の
手
は
両
者
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
が
、
所
得
で
み
る
限
り
、

下
町
三
区
に
近
似
し
て
い
る
。

4－

2　

地
区
別
に
み
た
社
会
関
係
資
本
の
相
違

社
会
関
係
資
本
の
主
要
項
目
を
三
地
区
別
に
比
較
す
る
と
、
本

稿
の
前
半
に
掲
げ
た
表
2
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
都
心
三
区
の
高

水
準
が
目
立
つ
。
特
に
、
一
般
的
信
頼
、
互
酬
性
、
特
定
化
信
頼

の
な
か
の
友
人
・
知
人
へ
の
信
頼
と
職
場
の
同
僚
へ
の
信
頼
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
友
人
・
知
人
と
の
つ
き
あ
い
頻
度
な
ど

は
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
の
平
均
と
比
較
し
て
も
高
水
準
で
あ

り
、
そ
の
ほ
か
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
地
縁
的
活
動
参
加
率
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
へ
の
参
加
率
も
、
下
町
三

区
と
山
の
手
三
区
よ
り
も
高
い
。
都
心
三
区
は
認
知
的
な
社
会
関

係
資
本
に
関
し
て
い
え
ば
、
極
め
て
高
い
水
準
に
あ
る
し
、
構
造

的
な
社
会
関
係
資
本
で
も
地
縁
的
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
活
動
な
ど
は
活
発
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
表
2
に
示
し
て
あ

る
よ
う
に
、
上
勝
町
や
須
坂
市
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
結
束

二
五
六
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者
は
他
の
二
地
区
と
比
し
て
少
な
い
が
、
心
か
身
体
の
ど
ち
ら
か

に
問
題
が
あ
る
と
し
た
回
答
の
比
率
が
、
下
町
で
は
高
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
健
康
面
か
ら
み
れ
ば
、
都
心
三
区
は
下
町
三
区
よ
り

健
康
で
あ
り
、
山
の
手
は
そ
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。
た
だ
、

下
町
三
区
で
は
心
と
身
体
の
両
面
で
問
題
が
あ
る
者
の
比
率
は
、

都
心
三
区
と
山
の
手
三
区
よ
り
も
若
干
低
い
。

表
7
で
み
た
団
体
活
動
参
加
に
関
す
る
ク
ロ
ス
集
計
表
で
は
、

全
国
と
東
京
都
九
区
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
み
ら
れ
た
が
、
表

10
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
京
九
区
調
査
の
な
か
で
も
三
区
の
間

に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
団
体
参
加
率
で
は
都
心
三
区

が
地
縁
的
活
動
へ
の
参
加
率
（
三
三
・
三
％
）
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
へ
の
参
加
率
（
二
二
・
〇
％
）
双
方
で
他
の
二
地
区

よ
り
高
い
。
さ
ら
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
参
加
者

で
、
地
縁
的
活
動
に
も
参
加
し
て
い
る
者
の
比
率
は
、
下
町
で

七
二
・
八
％
（
表
10
の11.8／

16.2

＝0.728

）、
都
心
で
七
二
・
七
％

（
同16.0／

22.0

＝0.727

）
と
七
割
を
超
え
て
い
る
が
、
山
の
手

で
は
五
九
・
五
％
（
同11.3／

19.0

＝0.595

）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

逆
に
、
地
縁
的
活
動
参
加
者
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど

に
も
参
加
し
て
い
る
者
の
比
率
は
、
下
町
で
四
〇
・
一
％
（
表
10

の11.8／
29.4

＝0.401

）
と
低
く
、
都
心
で
四
八
・
一
％
（
同16.0

表 9　主観的健康と抑うつ度とのクロス集計
2012年東京都 9区調査地区別の比較　（％）

抑うつ度否定的回答数累計

主
観
的
健
康

0 ～ 5 6 ～ 15 合　計

とても健康
＋まあまあ健康な方だ

下町 53.4
都心 63.9
山手 58.1

下町 24.7
都心 20.0
山手 20.3

下町 78.1
都心 83.9
山手 78.4

あまり健康ではない
＋健康ではない

下町 11.7
都心 4.5
山手 10.8

下町 10.2
都心 11.6
山手 10.8

下町 21.9
都心 16.1
山手 21.6

合　計
下町 65.1
都心 68.4
山手 68.9

下町 34.9
都心 31.6
山手 31.1
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／
33.3

＝0.481

）
と
高
い
。
ま
た
、
山
の
手
で
は
両
者
の
中
間

で
四
五
・
九
％
（
同11.2／

24.6

＝0.459

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

下
町
で
も
、
都
心
で
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
基
盤

は
地
縁
的
活
動
に
あ
る
が
、
下
町
で
は
地
縁
的
活
動
へ
の
参
加
者

で
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
へ
参
加
し
な
い
者
も
多
い
。

こ
の
結
果
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
へ
の
参
加
率
は
、
都

心
で
二
二
％
と
高
く
、
下
町
で
は
一
六
・
二
％
に
と
ど
ま
り
、
都

心
と
山
の
手
（
一
九
・
〇
％
）
と
比
較
す
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
へ
の
参
加
は
低
調
で
あ
る
。

ま
と
め

本
稿
で
は
、
二
〇
一
二
年
に
東
京
都
の
九
区
の
住
民
を
対
象
に

実
施
し
た
『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
』
の
概
要
と
そ
の
結
果
を
筆
者
が
二
〇
一
〇
年
に
実

施
し
た
全
国
調
査
と
比
較
し
た
。
東
京
都
の
社
会
関
係
資
本
は
、

全
国
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
構
成
要
素
の
ほ
と
ん
ど
で
、
全
国
の

水
準
を
下
回
っ
て
い
る
。
特
に
、
近
所
の
人
々
へ
の
信
頼
や
つ
き

あ
い
は
希
薄
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
全
般
へ
の
一
般
的
信
頼
、
職

場
の
同
僚
へ
の
信
頼
や
つ
き
あ
い
、
友
人
知
人
へ
の
信
頼
や
つ
き
あ

い
な
ど
は
ほ
ぼ
全
国
と
同
水
準
に
あ
り
、
東
京
で
は
居
住
す
る
近

表10　地縁的活動とボランティア・NPO・市民活動とのクロス集計
2012年東京都 9区調査地区別の比較　（％）

ボランティア・NPO・市民活動

地
縁
的
活
動

参加なし 参加あり 合　計

参加なし
下町 66.2
都心 60.7
山手 67.6

下町 4.4
都心 6.0
山手 7.8

下町 70.6
都心 66.7
山手 75.4

参加あり
下町 17.6
都心 17.3
山手 13.4

下町 11.8
都心 16.0
山手 11.2

下町 29.4
都心 33.3
山手 24.6

合　計
下町 83.8
都心 78.0
山手 81.0

下町 16.2
都心 22.0
山手 19.0

100
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『
暮
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
二
〇
一
二
年
東
京
都
九
区
調
査
の
概
要
（
稲
葉
）

（
二
五
九
）

す
な
わ
ち
、
東
京
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
活
動
を

し
て
い
る
者
の
ほ
ぼ
七
割
は
地
縁
的
活
動
に
も
参
加
し
て
お
り
、

地
縁
的
活
動
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
基
盤
と
な
っ
て

い
る
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
く
母
集
団
推
計
は
で
き
な
い

が
、
東
京
都
の
な
か
で
も
、
下
町
、
都
心
、
山
の
手
の
間
で
は
、

社
会
関
係
資
本
の
構
成
要
素
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

な
お
、
本
調
査
に
よ
る
デ
ー
タ
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
が
可
能
で

あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
集
計
値
の
概
要
と
、
個

票
デ
ー
タ
に
よ
る
相
関
分
析
の
み
を
紹
介
し
た
。
よ
り
詳
細
な
分

析
を
今
後
実
施
し
て
い
き
た
い
。

（
1
） 

社
会
関
係
資
本
の
定
義
は
稲
葉
（
二
〇
〇
五
、二
〇
〇
八
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

た
だ
し
、
三
地
区
の
サ
ン
プ
ル
数
は
下
町
と
山
の
手
が
そ
れ

ぞ
れ
一
五
〇
、
都
心
が
一
五
七
で
あ
る
の
で
あ
く
ま
で
参
考
値
に

す
ぎ
な
い
。

（
3
） 

本
調
査
の
調
査
原
票
を
付
属
資
料
と
し
て
本
稿
の
最
後
に
掲

載
し
て
い
る
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
） 
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
一
五
項
目
短
縮
版
。

隣
よ
り
も
、
む
し
ろ
職
場
や
友
人
知
人
と
の
関
係
が
中
心
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
地
縁
的
活
動
へ
の
参
加
率
も
全
国
を
大
幅
に
下

回
っ
て
い
る
。
東
京
の
社
会
関
係
資
本
は
地
域
密
着
型
で
は
な
い
。

し
か
し
、
社
会
関
係
資
本
と
健
康
関
連
の
回
答
結
果
と
の
間
の

相
関
は
、
東
京
都
調
査
で
も
、
全
国
調
査
と
同
様
、
統
計
的
に
有

意
な
相
関
が
み
ら
れ
、
特
に
心
の
健
康
は
社
会
関
係
資
本
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
従
来
わ
が
国
に
お
け
る

都
道
府
県
別
デ
ー
タ
に
よ
る
集
計
値
に
よ
る
実
証
研
究
で
は
、
欧

米
に
お
け
る
実
証
研
究
結
果
と
異
な
り
、
一
般
的
信
頼
の
説
明
力

が
弱
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
で
は
、
個
票

デ
ー
タ
に
よ
る
性
別
、
学
歴
、
年
収
を
制
御
し
た
偏
相
関
分
析
で
、

一
般
的
信
頼
は
ほ
と
ん
ど
の
調
査
対
象
項
目
と
の
間
に
統
計
的
に

有
意
な
相
関
が
あ
っ
た
。
今
回
の
東
京
都
調
査
で
も
、
全
国
調
査

と
同
様
に
、
一
般
的
信
頼
は
主
観
的
健
康
、
抑
う
つ
度
、
健
康
や

収
入
に
関
す
る
心
配
度
な
ど
と
の
相
関
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
、
全
国
調
査
で
は
地
縁
的
活
動
に
参
加
し
て
い
る
者

の
半
数
近
く
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
に
も
参
加

し
て
お
り
、
逆
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
市
民
活
動
の
参
加

者
の
八
割
以
上
が
地
縁
的
活
動
に
も
参
加
し
て
い
た
が
、
参
加
率

は
低
い
も
の
の
東
京
都
調
査
で
も
同
様
の
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。

二
五
九



政
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研
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第
五
十
巻
第
一
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（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
六
〇
）

（
5
） 

一
般
的
互
酬
性
は
社
会
全
体
を
対
象
と
し
て
お
り
、
特
定
化

互
酬
性
は
特
定
の
ア
ク
タ
ー
を
対
象
と
し
た
互
酬
性
。
挨
拶
を
皆

に
返
す
の
は
一
般
的
互
酬
性
で
あ
り
、
挨
拶
を
し
た
者
に
挨
拶
を

返
す
の
は
特
定
化
互
酬
性
。

（
6
） 

本
節
で
記
述
し
て
い
る
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度
に
関
す
る

数
値
は
欠
損
値
を
含
め
た
総
数
を
分
母
と
し
て
算
出
し
て
い
る
た

め
、
欠
損
値
を
除
い
て
算
出
し
て
い
る
表
7
の
数
値
よ
り
も
低
い

値
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
） 

3－

2
節
で
記
述
し
て
い
る
主
観
的
健
康
と
抑
う
つ
度
に
関

す
る
数
値
は
欠
損
値
を
含
め
た
総
数
を
分
母
と
し
て
算
出
し
て
い

る
た
め
、
欠
損
値
を
除
い
て
算
出
し
て
い
る
表
7
の
数
値
よ
り
も

低
い
値
と
な
っ
て
い
る
。
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（
二
六
七
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

問
題
提
起

Ⅰ
． 

事
件
に
至
る
背
景
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス

チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉・
ト
ル
コ
関
係

Ⅱ
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告

Ⅲ
．
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告

Ⅳ
．
パ
ー
マ
ー
報
告

Ⅴ
．
法
的
評
価

展
望

問
題
提
起

「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
」
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一

日
、
な
か
ん
ず
く
ガ
ザ
支
援
船
団
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
の
急
襲

に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る

（
1
）

。

こ
の
事
件
に
は
、
な
か
ん
ず
く
政
治
的
側
面
と
法
的
側
面
が
存

在
す
る

（
2
）

。

本
稿
の
目
的
は
、「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
」
を
含
む
六
隻
の

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

二
六
七



（
二
六
八
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

評
価
し
、
一
定
の
結
論
に
到
達
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

Ⅰ
． 

事
件
に
至
る
背
景
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ

ス
チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉・
ト
ル
コ
関
係

考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
三
つ
の
事
象
は
、

第
一
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉
関
係
を
巡

る
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
月
一
八
日
ま

で
の
「
ガ
ザ
戦
争
」

第
二
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
『
対
ガ
ザ
地
区
海
上
封
鎖
』
措
置
、

第
三
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
を
巡
る
「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル

マ
ラ
号
事
件
」
で
あ
る
。

1
． 

イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
〈
ハ
マ
ス
〉
関
係
：
ガ
ザ
戦

争
及
び
海
上
封
鎖

ガ
ザ
戦
争
：

二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
と
パ
レ
ス
チ

ナ
・
ハ
マ
ス
派
間
に
、
ガ
ザ
戦
争
が
勃
発
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の

一
方
宣
言
に
よ
り
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
八
日
に
戦
闘
停
止
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
こ
の
戦
闘
開
始
を
、
ハ
マ
ス
に
よ
る
イ
ス
ラ

エ
ル
南
部
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
停
止
さ
せ
る
目
的
を
以
て
正
当

「
ガ
ザ
支
援
船
団
」
と
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
の
衝
突
事
件
、
つ
ま
り

「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
」
の
法
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
て

考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
『
事
件
』
を
理
解
す
る
為
に
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一

日
以
前
、
つ
ま
り
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
七
日
か
ら
二
〇
〇
九
年

一
月
一
八
日
ま
で
続
い
た
い
わ
ゆ
る
「
ガ
ザ
軍
事
紛
争

（
3
）

」
な
ら
び

に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
宣
言
・
実
行
さ
れ
て
い
る
ガ
ザ
地
区

の
『
海
上
封
鎖
措
置

（
4
）

』
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

更
に
こ
の
法
的
考
察
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
点
は
、「
ガ
ザ
地

区
を
巡
る
軍
事
紛
争
」
に
つ
い
て
、
国
連
が
三
つ
の
調
査
委
員
会

〈
ゴ
ー
ド
ス
ト
ン
委
員
会
、
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
（the 

international fact-fi nding m
ission

及
び
パ
ー
マ
ー
委
員
会

（
5
）

）

を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
が
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
事

実
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
稿
は
、
前
記
三
つ
の
国
連
報
告
を
戦
時
法
〈ius 

in bello

〉、
つ
ま
り
国
際
人
道
法
の
諸
原
則
、
更
に
は
「
人
道
に

対
す
る
犯
罪

（
6
）

」
規
定
に
照
ら
し
て
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
法
的
に

二
六
八



（
二
六
九
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
） ミ

サ
イ
ル
で
被
害
を
蒙
っ
た
婦
女
子
の
ビ
デ
オ
を
マ
ス
コ
ミ
に
流

し
た

（
8
）

。
し
か
し
現
実
に
ガ
ザ
戦
争
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
極
め
て
不
利

に
作
用
し
た
。
そ
れ
は
な
か
ん
ず
く
双
方
の
人
口
密
度
の
相
違
に

起
因
す
る
。
つ
ま
り
、
三
六
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ガ
ザ
自
治

区
に
約
一
・
五
百
万
人
が
住
み
、
そ
の
四
五
％
が
一
四
歳
以
下
の

子
供
で
あ
る
。
ガ
ザ
地
区
の
人
口
密
度
は
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
四
一
六
七
名
で
大
都
市
並
み
の
人
口
密
度
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ガ
ザ
戦
争
で
は
、
住
民
も
ほ
と
ん
ど
保
護
さ
れ
る
事

無
く
ハ
マ
ス
派
へ
の
軍
事
攻
撃
に
類
似
す
る
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た

（
9
）

。

海
上
封
鎖
：

ガ
ザ
・
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
は
、
イ
ス
ラ
ム
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ

リ
ス
ト
組
織
ハ
マ
ス
の
実
効
支
配
下
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
不
定
期

に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
向
け
て
ミ
サ
イ
ル
が
打
ち
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ガ
ザ
地
区
に
対
し
二
〇
〇
八
年
一
二
月

二
七
日
戦
闘
を
開
始
し
、
約
三
週
間
戦
闘
を
継
続
し
、
二
〇
〇
九

年
一
月
一
八
日
、
一
方
的
に
戦
闘
を
停
止
し
た
。
し
か
も
既
に
こ

化
し
た
。
こ
の
戦
闘
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
一
四
〇
〇
名
以
上
の

死
者
と
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
負
傷
者
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
戦
死
者
は
、
僅
か
に
一
三
名
と
報
告
さ
れ
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
が
こ
の
作
戦
を
自
衛
戦
争
と
看
做
し
た
に
対
し
、

ト
ル
コ
は
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
に
対
す
る
侵
略
と
看
做
し
た
。
こ
れ

に
加
え
エ
ル
ド
ア
ン･
ト
ル
コ
首
相
は
、
ガ
ザ
紛
争
を
イ
ス
ラ
エ

ル
の
『
国
家
テ
ロ
』
と
呼
び
、
し
か
も
オ
ル
メ
ル
ト･

イ
ス
ラ
エ

ル
首
相
が
こ
の
作
戦
の
真
意
を
事
前
に
説
明
し
な
か
っ
た
事
実
を

ト
ル
コ
へ
の
侮
辱
と
受
け
止
め
た
。
更
に
ト
ル
コ
国
営
テ
レ
ビ
局

が
反
イ
ス
ラ
エ
ル
的
内
容
の
ド
ラ
マ
シ
リ
ー
ズ
「
ア
イ
リ
リ
ッ
ク

（A
yrilik

）
＝
分
離
」
を
放
映
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
外
務
省
が
ト
ル

コ
に
抗
議
し
た
。
か
く
し
て
、
ト
ル
コ
の
一
連
の
行
動
が
イ
ス
ラ

エ
ル
側
に
よ
っ
て
『
冷
戦
布
告
』
と
受
け
止
め
ら
れ
た

（
7
）

。

な
お
、
ガ
ザ
戦
争
で
は
、
軍
事
的
戦
闘
と
並
ん
で
、
同
時
に
い

わ
ゆ
る
心
理
的
戦
闘
も
遂
行
さ
れ
た
。
戦
争
で
は
、
ど
の
当
事
者

も
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
し
、
相
手
側
の
そ
れ
を
悪
化
さ
せ
る

事
を
試
み
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
側
は
、
と
り
わ
け
婦
女
子
（
非
戦
闘

員
）
の
被
害
を
大
々
的
に
喧
伝
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
も
ハ
マ
ス
の

二
六
九



（
二
七
〇
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

破
さ
れ
れ
ば
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と
武
器
の
回
廊
が
確
立
す
る
結
果
と

な
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
海
兵
隊
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
ト
ル
コ
船

「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
」
を
急
襲
し
た
が
、
組
織
的
抵
抗
に
遭

遇
し
、（
ト
ル
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
一
人
を
含
む
）
九
名
の
ト
ル
コ

活
動
家
を
殺
害
し
、
船
舶
を
制
圧･

捕
縛
し
た
。
戦
闘
で
、
イ
ス

ラ
エ
ル
兵
七
名
を
含
め
、
三
〇
数
名
が
負
傷
し
た

（
11
）

。

Ⅱ
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
の
正
式
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
パ
レ
ス
チ

ナ
及
び
他
の
ア
ラ
ブ
被
占
領
地
域
に
於
け
る
人
権
：
ガ
ザ
紛
争
に

関
す
る
国
連
調
査
委
員
会
報
告
」（H

um
an R

ights in P
alestine 

and other occupied arab T
erritories: R

eport of the 
U
nited N

ations F
act F

inding M
ission on the G

aza 
C
onfl ict

）
で
あ
り
、
発
表
機
関
は
、
国
連
人
権
理
事
会
で
あ
る
。

1
．
要
点

1）　

イ
ス
ラ
エ
ル
も
ハ
マ
ス
も
ガ
ザ
戦
争
に
お
い
て
戦
争
犯

罪
を
犯
し
た
。
し
か
も
人
道
に
対
す
る
犯
罪
も
犯
し
た
可

能
性
あ
り
。

2）　

ガ
ザ
戦
争
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
行
動
は
、
ガ
ザ
地

れ
以
前
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ガ
ザ
地
区
へ
の
武
器･

弾
薬
の

流
入
を
防
ぐ
目
的
で
、
海
上
封
鎖
も
継
続
し
て
い
る
。

つ
ま
り
ハ
マ
ス
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
戦
争
状
態
に
あ
る

（
10
）

。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
相
手
で
あ
る
、
パ
レ
ス

チ
ナ
（
及
び
ハ
マ
ス
）
が
国
家
で
あ
る
か
否
か
以
前
に
戦
争
当
事

者
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。

2
．
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
：
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件

「
フ
リ
ー･

ガ
ザ･

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
〈
Ｎ
Ｇ
Ｏ
〉」
や
ト
ル
コ
人

権
団
体
等
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
七
〇
〇
人
以
上
の
活
動
家
と
一

万
ト
ン
の
援
助
物
資
を
搭
載
し
た
六
隻
か
ら
な
る
ト
ル
コ
旗
を
掲

げ
る
船
団
は
、
キ
プ
ロ
ス
を
出
港
し
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日

未
明
「
海
上
封
鎖
対
象
」
と
さ
れ
る
ガ
ザ
の
港
に
向
け
て
航
行
中
、

公
海
で
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
に
よ
っ
て
停
船
を
命
ぜ
ら
れ
、
ガ
ザ
港

で
な
く
、
ア
シ
ュ
ド
ッ
ト
港
へ
の
入
港
を
指
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ

を
拒
否
し
、
ガ
ザ
港
に
向
け
て
航
行
を
継
続
し
た
。
船
団
を
組
織

す
る
活
動
家
達
は
、
ガ
ザ
地
区
の
住
民
を
支
援
す
る
だ
け
で
な
く
、

船
団
が
不
法
と
看
做
す
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
海
上
封
鎖
の
突
破
を
試

み
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
船
団
の
行

為
は
人
道
的
動
機
で
は
な
く
、
し
か
も
一
度
こ
の
海
上
封
鎖
が
突

二
七
〇



（
二
七
一
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

2
．
適
用
法

委
員
会
の
規
範
的
枠
組
み
は
、
一
般
国
際
法
、
国
連
憲
章
（
民

族
自
決
権

（
13
）

）、
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
及
び
国
際
刑
法
で
あ
る

（
14
）

。

3
．
争
点

1）　

軍
事
目
標

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地

区
の
民
間
施
設
（
例
え
ば
、
警
察
施
設
、
議
会
、
法
務
省
及
び
刑

務
所
、
病
院
等
々
）
を
直
接
的
か
つ
意
図
的
に
攻
撃
の
標
的
と
し

た
が
、
こ
れ
は
明
白
な
国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る

（
15
）

。

イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
軍
事
措
置
の
正
当
化
を
目
的
と
す
る
主
張
に

よ
れ
ば
、
パ
レ
ス
チ
ナ
（
ガ
ザ
）
議
会
施
設
は
、「
ハ
マ
ス
の
政

府
部
分
で
あ
り
、
ガ
ザ
に
於
け
る
テ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
イ
ン
フ
ラ
施

設
と
し
て
奉
仕
し
、
ハ
マ
ス
の
統
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
成
し
て
い

た
（
16
）

」。ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
国
際
人
道
法
（
戦
時
法
）
の
主
要

原
則
た
る
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
の
区
別
を
根
拠
と
し
、
イ
ス

ラ
エ
ル
側
の
主
張
を
許
さ
れ
な
い
と
し
、
戦
時
法
〈
国
際
人
道

法
〉
違
反
と
位
置
付
け
た

（
17
）

。

な
お
、
標
的
と
さ
れ
た
警
察
署
の
爆
撃
で
九
九
名
の
死
亡
が
確

区
の
全
住
民
の
刑
罰
を
目
的
（
故
意
！
）
と
し
た
組
織
的

政
策
で
あ
り
、
国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る
。

（
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
主
張
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
、
人
口
密

集
地
域
に
お
い
て
、
テ
ロ
集
団
を
制
圧
す
る
為
に
、
負
担

軽
減
的
か
つ
適
切
な
行
動
を
採
っ
た
。）

3）　

長
期
に
わ
た
る
ガ
ザ
地
区
の
封
鎖
は
、
集
団
刑
罰
と
見

做
さ
れ
る
。

4）　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
作
戦
は
、
民
間
住
民
に
対
す
る
比

例
不
適
合
な
武
力
行
使
に
よ
り
、
全
住
民
に
対
す
る
刑
罰

を
意
味
し
、
戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
構
成

す
る
。（
用
例
：
食
糧
供
給
施
設
、
上
水
道
施
設
、
セ
メ

ン
ト
工
場
、
住
宅
等
々
の
組
織
的
破
壊
に
よ
る
民
間
パ
レ

ス
チ
ナ
住
民
の
日
常
生
活
の
困
難
化
及
び
民
間
人
を
防
護

楯
と
し
て
利
用
）

5）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
民
間
人
の
不
必
要
な
犠
牲
を
回
避
す

る
こ
と
に
失
敗
し
た
。

6）　

イ
ス
ラ
エ
ル
が
犯
罪
の
張
本
人
を
訴
追
す
る
為
に
、
な

か
ん
ず
く
安
全
保
障
理
事
会
の
強
制
措
置
及
び
国
際
刑
事

裁
判
所
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る

（
12
）

。

二
七
一



（
二
七
二
）

政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

2）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
に
続
く
国
連
マ
ク
ガ
ヴ
ァ
ン
・

デ
ー
ビ
ス
委
員
会
の
最
終
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ガ
ザ

地
区
に
お
け
る
四
〇
〇
ケ
ー
ス
に
わ
た
る
不
法
行
為
非
難

の
調
査
を
行
っ
た
事
実
に
対
し
、
ハ
マ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ

ル
に
対
す
る
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
関
す
る
調
査
を
行
わ
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。

3）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
ハ
マ
ス

双
方
に
よ
る
、
潜
在
的
戦
争
犯
罪
と
「
可
能
な
人
道
に
対

す
る
犯
罪
」
の
証
拠
を
見
出
し
た
。
ハ
マ
ス
に
よ
る
こ
れ

ら
の
犯
罪
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
故
意
で
あ
り
、
つ
ま

り
そ
の
ロ
ケ
ッ
ト
は
、
意
図
的
に
か
つ
区
別
な
し
に
、
民

間
目
標
を
標
的
と
し
た
。

4）　

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
意
図
的
行
動
の
非
難
は
、
非
戦
闘

員
の
死
傷
の
事
実
な
ら
び
に
他
の
合
理
的
証
拠
発
見
の
不

能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

5）　

そ
の
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
資
料

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
故
意
に
非
戦
闘
員
を
標
的
に
は
し

て
い
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。

6）　

私
は
、
当
初
か
ら
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
協

力
を
歓
迎
す
る
。
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
の
目
的
は
、
決

認
さ
れ
た
が
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
詳
細
な
事
実
の
法
的

分
析
の
結
果
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
軍
事
攻
撃
が
慣
習
国
際
人
道
法

に
違
反
す
る
『
比
例
不
適
合
な
攻
撃
』
と
位
置
付
け
た

（
18
）

。

更
に
、
標
的
と
さ
れ
た
複
数
の
回
教
寺
院
（
五
五
名
の
死
傷

者
）
及
び
病
院
に
関
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ハ
マ
ス
側
が
回
教

寺
院
を
武
器
庫
と
し
て
利
用
し
、
病
院
を
軍
事
的
に
利
用
し
て
い

る
と
主
張
し
た
。
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
前
者
に
関
し
て
イ

ス
ラ
エ
ル
の
主
張
を
裏
付
け
る
証
拠
を
発
見
で
き
な
か
っ
た

（
19
）

と

し
、
後
者
に
関
し
て
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
主
張
を
裏
付
け
る
証
拠
を

発
見
し
な
か
っ
た

（
20
）

と
し
て
い
る
。

4
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
の
再
考

1）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
の
事
後
説
明

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
二
日
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ

ス
ト
紙
に
投
稿
し
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
の
重
要
部
分
の
修
正
と
採

れ
る
よ
う
な
内
容
説
明
を
行
っ
た
。
曰
く
、

1）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
は
、
現
在
我
々
が
知
っ
て
い
る

事
実
を
当
時
我
々
が
知
っ
て
い
た
な
ら
、
違
っ
た
内
容
に

な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

二
七
二
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し
か
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
軍
事
攻
撃
に
お
け
る

『
故
意
』
の
否
定
と
同
時
に
、
ハ
マ
ス
の
軍
事
行
動
に
於
け
る
非

戦
闘
員
に
対
す
る
無
差
別
攻
撃
（
つ
ま
り
故
意
）
が
対
比
さ
れ
た

事
実
も
看
過
で
き
な
い

（
23
）

。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
ハ
マ
ス
を

単
な
る
「
テ
ロ
集
団
」
と
位
置
付
け
る
事
を
納
得
さ
せ
る
資
料
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

3）　

人
道
に
対
す
る
犯
罪

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
例
え
ば
、
ナ
チ
ス
の
ユ

ダ
ヤ
人
殺
戮
〈
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
〉、
ス
タ
ー
リ
ン
の
強
制
収
容
所
、

毛
沢
東
の
大
量
殺
戮
、
ウ
ガ
ン
ダ
の
大
量
殺
戮
、
セ
ル
ビ
ア
の
人

種
洗
浄
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
大
量
殺
戮
等
々
が
頭
に
浮
か
ぶ
が
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
対
ガ
ザ
軍
事
攻
撃
及
び
海
上
封
鎖
を
直
接
『
人
道
に

対
す
る
犯
罪
』
と
位
置
付
け
る
方
式
に
は
多
少
違
和
感
を
覚
え
ざ

る
を
得
な
い
。
確
か
に
、
委
員
会
の
規
範
的
枠
組
み
は
、
一
般
国

際
法
、
国
連
憲
章
、
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
及
び
国
際
刑
法

で
あ
る
が
故
に
、「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
も
含
ま
れ
る
。
し
か

し
、『
人
道
に
対
す
る
犯
罪
』
の
一
方
的
な
、
し
か
も
安
易
な
適

用
は
、
こ
の
概
念
の
重
み
を
軽
減
す
る
結
果
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か

（
24
）

。

し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
事
前
の
結
論
を
証
明
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
に
と
っ
て
常
に
自
明
な

こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
他
の
主
権
国
家
と
同
様
に
、

内
外
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
自
ら
と
そ
の
市
民
を
守
る
権

利
と
義
務
を
有
す
る
事
で
あ
る
。

7）　

軍
事
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
は
、
国
家
軍
と
同
様
に
、

ハ
マ
ス
の
如
き
非
国
家
軍
に
も
適
用
さ
れ
る
。
ハ
マ
ス
の

如
き
非
国
家
軍
も
戦
時
法
の
諸
原
則
を
順
守
す
る
こ
と
を

確
保
す
る
事
は
、
な
か
ん
ず
く
戦
時
法
の
基
準
を
維
持
し
、

非
戦
闘
員
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る

（
21
）

。

2）　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
の
事
後
説
明
の
影
響

結
論
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
に
よ
る
事
後
説
明
は
、
イ
ス

ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
軍
事
紛
争
に
関
す
る
国
連
の
諸
決
議
へ
の

直
接
的
影
響
は
及
ぼ
し
て
い
な
い

（
22
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ザ
戦
争
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
行

動
の
法
的
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
の
結
論

に
重
大
な
実
質
的
修
正
が
な
さ
れ
た
事
実
が
看
過
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、
軍
事
攻
撃
の
結
果
発
生
し
た
死
傷
者
と
器
物
破
壊
に
お
け

る
「
故
意
」
が
否
定
さ
れ
た
事
実
が
こ
れ
で
あ
る
。

二
七
三
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2）　

報
告
は
、
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
国
際

法
の
違
反
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
調
査
団
が
決
定

し
た
事
実
の
法
的
分
析
を
含
む
。

3）　

調
査
団
は
、
五
二
頁
に
わ
た
る
報
告
書
の
中
で
、
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
船
団
の
捕
縛
と
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る

滞
在
中
に
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
一
連
の

国
際
法
違
反
が
行
わ
れ
た
と
結
論
付
け
た

（
25
）

。

2
．
適
用
法

国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
国
際
法

（
26
）

。

3
．
調
査
団
の
主
張

1）　

不
公
正
な
勝
利
は
、
決
し
て
永
続
的
平
和
を
も
た
ら
さ

な
い
。

2）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
時
点
で
、
ガ
ザ
地
区
に
人
道

的
危
機
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
だ
け
か
ら
し
て
も
、

海
上
封
鎖
は
、
不
法
で
あ
る
。

3）　

こ
の
結
論
か
ら
生
ず
る
一
連
の
帰
結
は
、
原
則
的
に
、

公
海
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ

ラ
号
の
捕
縛
は
、
不
法
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
エ

Ⅲ 

．
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
（the 

international fact-fi nding m
ission

）
報
告

国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告
の
正
式
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「
人
道
支
援
を
遂
行
す
る
船
団
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
攻
撃
に

起
因
す
る
国
際
人
道
法
及
び
人
権
法
を
含
む
国
際
法
侵
害
を
捜
査

す
る
国
際
調
査
委
員
会
の
報
告
」（R

eport of the international 
fact-finding m

ission to investigate violations of 
international law

, including international hum
anitarian 

and hum
an rights law

, resulting from
 the Israeli attacks 

on the fl otilla of ships carrying hum
anitarian assistance

）

で
あ
り
、
発
表
機
関
は
、
国
連
人
権
理
事
会
で
あ
る
。

1
．
要
点

1）　

国
連
人
権
理
事
会
に
よ
っ
て
二
〇
一
〇
年
六
月
二
日
に

設
立
さ
れ
た
調
査
団
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
人
道
支
援
船
団
の
捕
縛
行
為
か
ら

生
じ
た
九
名
の
死
者
と
多
く
の
障
害
者
の
発
生
の
国
際
人

道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
国
際
法
の
違
反
を
調
査
す

る
事
を
目
的
と
す
る
。

二
七
四
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4
．
法
的
考
察

1）　

海
上
封
鎖

国
際
法
に
よ
れ
ば
、
原
則
的
に
、
公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由

が
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
例
外
は
、
戦
時
海
上
封
鎖
で
あ
る
。

更
に
、
公
海
上
の
船
舶
は
、
排
他
的
に
そ
の
船
旗
の
所
属
す
る

国
家
の
管
轄
下
に
あ
る
。
そ
の
例
外
は
、
海
賊
、
奴
隷
船
、
麻
薬

取
引
船
、
無
国
籍
船
の
疑
い
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
に
於
け
る
第

三
国
に
よ
る
臨
検
の
可
能
性
の
存
在
で
あ
る
。

な
お
イ
ス
ラ
エ
ル
が
明
示
的
に
承
認
し
て
い
る
海
戦
規
定
は
、

海
上
軍
事
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｓ
Ｒ

Ｍ
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
則
的
に
全
て
の
国
家
を
拘
束

す
る
規
定
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
・
集
団
的
自
衛

権
）（jus ad bellum

）
な
ら
び
に
主
要
諸
国
の
軍
事
紛
争
法
（
Ｌ

Ｏ
Ａ
Ｃ
）（jus in bello

）
で
あ
る
。

軍
事
紛
争
法
に
よ
れ
ば
、
海
上
封
鎖
は
、
敵
国
の
海
岸
で
の
通

商
禁
止
で
あ
る
。
合
法
的
海
上
封
鎖
を
確
立
し
た
戦
争
当
事
国
は
、

公
海
上
で
の
封
鎖
を
遂
行
す
る
権
限
を
有
す
る

（
28
）

。

海
上
封
鎖
は
、
通
知
、
効
果
的
か
つ
公
平
な
強
制
及
び
比
例
適

合
を
含
む
一
連
の
法
的
要
求
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
29
）

。

と
り
わ
け
海
上
封
鎖
は
、
以
下
の
場
合
に
違
法
と
さ
れ
る
：

ル
軍
の
行
動
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
及
び
集

団
的
自
衛
権
）
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
い
。

4）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
封
鎖
を
安
全
保
障
上
の
根
拠
か
ら
正

当
化
し
よ
う
と
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
は
、
他
の
諸
国

と
同
様
に
、
平
和
と
安
全
へ
の
権
利
を
有
す
る
。
ガ
ザ
地

区
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
領
土
へ
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
は
、
国
際

法
及
び
国
際
人
道
法
に
対
す
る
深
刻
な
違
反
を
構
成
す
る
。

し
か
し
ガ
ザ
地
区
民
間
人
の
集
団
的
刑
罰
を
構
成
す
る
反

撃
行
動
も
違
法
で
あ
る
。

5）　

船
団
の
乗
客
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
行
動
は
、
状

況
に
対
し
て
比
例
不
適
合
で
あ
る
ば
か
り
か
、
全
く
不
必

要
か
つ
信
じ
ら
れ
な
い
違
反
の
レ
ベ
ル
を
表
示
し
て
い
る
。

こ
の
行
動
は
、
人
権
法
及
び
国
際
人
道
法
に
対
す
る
重
大

な
違
反
を
構
成
す
る
。

6）　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
第
一
四
七
条
に
違
反
す
る
以
下

の
犯
罪
に
対
す
る
証
拠
が
存
在
す
る
。

＊　

故
意
の
殺
戮
、

＊　

虐
待
あ
る
い
は
非
人
道
的
扱
い
、

＊　

 

身
体
あ
る
い
は
健
康
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
、

 

・
・
・
・
・
・
・
・

（
27
）

。

二
七
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従
っ
て
、
合
法
的
海
上
封
鎖
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
、
関
係

船
の
遮
断
（
捕
縛
）
の
合
法
的
基
盤
は
、
以
下
の
よ
う
な
合
理
的

疑
念
に
他
な
ら
な
い
：

＊　

兵
器
を
輸
送
し
、
あ
る
い
は
敵
の
戦
争
行
為
へ
の
緊
密

な
統
合
の
如
き
敵
国
の
戦
争
行
為
へ
の
有
効
な
寄
与
（
戦

時
捕
縛
権
）。

＊　

国
連
憲
章
第
五
一
条
の
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権

（
37
）

。

調
査
団
報
告
は
、
如
何
な
る
軍
事
的
危
険
の
疑
念
も
船
団
に
対

し
て
存
在
し
な
い
し
、
し
か
も
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
の

適
用
ケ
ー
ス
も
存
在
し
な
い
の
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
船
団

の
遮
断
（
捕
縛
）
は
、
不
法
で
あ
る
と
結
論
付
け
る

（
38
）

。

3）　

問
題
点

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
調
査
団
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に

よ
る
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
が
違
法
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
基
づ

い
て
実
行
さ
れ
た
船
団
の
遮
断
（
捕
縛
）
行
為
も
違
法
で
あ
る
と

結
論
付
け
た
。
二
つ
の
結
論
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
問
題
な
し

と
し
な
い
。

a）　

民
間
人
の
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

民
間
人
の
生
存
に
と
っ
て
本
質
的
な
物
資
の
給
付
拒
否
の

場
合
。

b）　

海
上
封
鎖
か
ら
す
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
軍
事
利
点
と

の
関
係
で
過
剰
に
民
間
人
を
危
険
に
晒
す
場
合

（
30
）

。

2）　

調
査
団
報
告
の
結
論

調
査
団
報
告
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク
の
報
告

（
31
）

、
自
ら
の

見
解

（
32
）

、
な
ら
び
に
国
際
赤
十
字
委
員
会
の
見
解

（
33
）

を
指
摘
し
た
上

で
、
海
上
封
鎖
が
集
団
的
処
罰
を
意
味
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

国
際
人
道
法
違
反
を
構
成
す
る
と
結
論
付
け
る

（
34
）

。

調
査
団
報
告
に
よ
れ
ば
、
更
に
、
戦
争
当
事
国
が
公
海
に
お
い

て
中
立
船
を
停
止
さ
せ
、
臨
検
し
、
そ
の
方
向
を
統
制
す
る
権
利

を
有
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
者
の
対
立
が
存
在
す
る
。
し

か
し
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ら
び
に
一
連
の
諸
国
の
軍
事
マ

ニ
ュ
ア
ル

（
35
）

は
、
関
係
船
が
敵
国
の
支
援
に
関
与
し
て
い
る
合
理
的

疑
念
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
こ
の
権
利
が
行
使
さ
れ
得
る
と

し
て
い
る
。
第
三
国
の
航
行
の
自
由
へ
の
介
入
の
権
利
は
、
安
易

に
想
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

（
36
）

。

二
七
六



（
二
七
七
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
） 対

立
し
て
い
る
現
状
か
ら
し
て
、
最
終
結
論
は
極
め
て
困
難
に
留

ま
る
。

第
五
に
、
と
は
言
っ
て
も
、
た
と
え
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
よ
る

海
上
封
鎖
そ
の
も
の
が
合
法
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
基
づ
き
、

海
上
封
鎖
の
突
破
を
試
み
る
船
団
の
遮
断
・
捕
縛
行
為
も
合
法
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
執
行
方
式
に
瑕
疵
が
あ
り
や
否
や

に
つ
い
て
は
、
当
面
未
決
に
留
め
、
パ
ー
マ
ー
報
告
の
検
討
を
待

つ
事
が
賢
明
と
考
え
る

（
39
）

。

Ⅳ
．
パ
ー
マ
ー
報
告

パ
ー
マ
ー
報
告
の
正
式
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
事
務
総
長
の

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
付
船
団
事
件
調
査
委
員
会
報
告
」

（R
eport of the S

ecretary-G
eneral ’s P

anel of Inquiry on 
the 31 M

ay 2010 F
lotilla Incident

）
で
あ
り
、
発
表
機
関
は
、

国
連
事
務
総
長
で
あ
る
。

1
．
要
点

1）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
四
時
二
六
分
六
船
舶
が
海
岸

線
か
ら
七
二
マ
イ
ル
地
点
で
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
っ
て
捕

縛
さ
れ
た
。
諸
船
舶
は
、
人
と
人
道
的
物
資
を
運
送
中
で

第
一
に
、
戦
争
当
事
者
に
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
・
集

団
的
自
衛
権
）
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
（jus ad bellum

）
に
関

わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
と
の
間
に
戦
争
が
勃
発
し
た
の

で
、
双
方
に
戦
時
法
〈
国
際
人
道
法
〉（jus in bello

）
が
適
用

さ
れ
る
。

第
二
に
、
拘
束
的
条
約
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
るsoft law

と
見

做
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
が
慣
習
国
際
法
で
あ
る
一
九
九
四
年
の
サ

ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
海
上
封
鎖
宣
言
当
事
国
は
、

封
鎖
地
域
に
向
か
う
第
三
国
の
船
を
原
則
的
に
、
海
岸
線
か
ら

二
四
カ
イ
リ
内
で
停
船
を
命
じ
、
臨
検
す
る
権
利
を
有
す
る
。
し

か
し
関
係
船
が
最
初
か
ら
海
上
封
鎖
の
突
破
を
公
言
し
て
い
る
場

合
に
は
、
既
に
公
海
で
も
同
様
の
行
為
が
許
さ
れ
る
。

第
三
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
二
〇
〇
五
年
に
ガ
ザ
地
区
か
ら
イ

ス
ラ
エ
ル
軍
が
撤
退
し
た
の
で
、
こ
の
地
区
が
占
領
地
と
は
見
做

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
海
上

封
鎖
を
宣
言
し
た
の
で
、
ガ
ザ
地
区
は
、
再
び
占
領
地
区
と
見
做

さ
れ
る
。
占
領
軍
は
、
原
則
的
に
、
占
領
地
区
の
民
間
人
の
生

命
・
財
産
の
維
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
『
集
団
的
処
罰
』
に
つ
い
て

は
、
調
査
団
報
告
と
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
事
実
確
認
と
法
的
評
価
が

二
七
七



（
二
七
八
）
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五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

な
ら
な
い
。

2）　

公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
の
原
則
は
、
国
際
法
の
下

で
一
定
の
限
定
的
例
外
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ

ル
は
、
ガ
ザ
地
区
に
お
け
る
軍
事
集
団
に
よ
っ
て
自
ら
の

安
全
に
対
す
る
現
実
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
る
。
海
上
封

鎖
は
、
海
か
ら
の
兵
器
流
入
を
防
ぐ
為
の
正
当
な
安
全
措

置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
遂
行
は
、
国

際
法
の
要
求
に
合
致
し
て
い
る
。

3）　

人
々
が
政
治
的
観
点
を
表
明
す
る
権
限
が
あ
る
と
し
て

も
、
海
上
封
鎖
を
突
破
す
る
試
み
の
中
で
、
船
団
は
無
謀

な
行
動
と
採
っ
た
。
船
団
参
加
者
の
大
多
数
は
、
非
暴
力

的
意
図
を
持
っ
て
い
た
が
、
船
団
組
織
者
と
り
わ
け
「
人

権
・
自
由
・
人
道
救
済
基
金
」（
Ｉ
Ｈ
Ｈ
）
の
行
動
、
性

格
及
び
目
的
に
つ
い
て
は
深
刻
な
問
題
が
存
在
す
る
。

4）　

ト
ル
コ
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
両
国
は
、
こ
の
事
件
の
発
生

を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
事
件
発
生
を
回
避
す
る
為
に
必
要

な
行
動
を
採
っ
た
。

5）　

海
上
封
鎖
地
域
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
で
相
当
な
兵
力

で
船
団
に
、
し
か
も
乗
り
込
み
直
前
の
警
告
な
し
に
、
乗

り
込
む
決
定
は
、
過
剰
か
つ
不
合
理
で
あ
っ
た
。

あ
っ
た
。

船
団
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
っ
て
、
ガ
ザ
海
岸
線
が

海
上
封
鎖
下
に
あ
る
故
に
、
コ
ー
ス
変
更
の
指
示
を
受
け

た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
船
団
捕
縛
作
戦
の
結
果
九
人
の
死

者
と
多
く
の
負
傷
者
が
発
生
し
た
。

2）　

国
連
事
務
総
長
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
の
船
団

事
件
の
調
査
を
目
的
と
し
て
委
員
会
を
設
置
し
た
。
委
員

会
は
、
ト
ル
コ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
両
国
に
よ
る
調
査
報
告
書

を
受
け
、
こ
れ
を
検
討
し
た
。
両
国
は
そ
れ
ぞ
れ
自
前
の

調
査
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
。

3）　

委
員
会
は
、
事
件
の
事
実
、
状
況
、
関
係
を
確
認
し
、

将
来
の
こ
の
種
の
事
件
発
生
を
回
避
す
る
為
の
方
法
を
勧

告
す
る
が
、
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
、
法
的
責
任
に
つ
い

て
、
判
定
を
下
す
も
の
で
は
な
い
。

4）　

委
員
会
の
作
業
方
式
は
、
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
報
告
書
は
、
最
終
的
に
は
委
員
長
と
副
委
員
長

の
合
意
の
成
果
で
あ
る

（
40
）

。

2
．
事
件
の
事
実
、
状
況
及
び
関
係

1）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
事
件
は
、
将
来
再
発
し
て
は

二
七
八



（
二
七
九
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
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イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

第
一
の
問
題
点
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地
区
に
お
い
て
、

そ
の
軍
事
攻
撃
に
よ
っ
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
無
差
別
に
『
集
団

的
処
罰
』
を
行
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
暗
黙

の
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
『
故
意
』
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
に
、
こ
の
「
故
意
」
の
前
提
は
、
ゴ
ー
ル

ド
ス
ト
ン
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、「
集
団
的
処

罰
」
そ
の
も
の
の
主
要
部
分
も
崩
壊
し
た
。

第
二
の
問
題
点
は
、
軍
事
目
標
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地
区
の
政
府
行
政
施
設
（
議
会
、
警
察
署

等
々
）
及
び
民
間
施
設
（
モ
ス
ク
、
病
院
等
々
）
を
標
的
と
し
た

と
の
主
張
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
対
し
、

イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、「
ハ
マ
ス
集
団
が
全
体
と
し
て
テ
ロ
集
団

で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
集
団
が
使
用
す
る
主
要
な
イ
ン
フ
ラ
も

軍
事
標
的
と
り
得
る
。」
と
す
る
、
非
常
に
苦
し
い
一
般
的
主
張

に
加
え
て
、「
警
察
署
員
の
中
に
も
戦
闘
員
が
存
在
す
る
」
事
実
、

「
モ
ス
ク
（
回
教
寺
院
）
が
兵
器
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
」

事
実
「
病
院
が
軍
事
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
」
事
実
等
々

を
指
摘
し
、
最
後
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
、
原
則
的
に
ガ
ザ
地
区

の
民
間
人
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
努
力
を
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。

a）　

事
前
に
非
暴
力
的
選
択
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

対
立
を
回
避
す
る
為
の
乗
り
込
み
前
の
警
告
が
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
。

6）　

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
兵
士
は
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
に
乗

り
込
ん
だ
際
に
、
一
乗
船
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
組
織
的
暴
力

的
抵
抗
に
直
面
し
、
自
ら
を
守
る
た
め
に
武
力
行
使
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
士
三
名
が
捕
ら
え
ら
れ
、

虐
待
さ
れ
た
。
他
の
若
干
の
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
士
が
負
傷
し
た
。

7）　

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
捕
縛
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の

武
力
行
使
に
よ
る
死
傷
者
の
発
生
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
。

8）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
こ
の
事
件
に
関
し
て
「
遺
憾
の
適
切

な
宣
言
」
を
発
し
、
死
傷
者
及
び
そ
の
家
族
に
応
分
の
補

償
金
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る

（
41
）

。

Ⅴ
．
法
的
評
価

1
．
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告

ガ
ザ
戦
争
に
関
す
る
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
に
は
、
総
じ
て
三

つ
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。

二
七
九



（
二
八
〇
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五
十
巻
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〇
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六
月
）

口
密
集
地
と
し
て
の
ガ
ザ
地
区
へ
の
応
分
の
配
慮
が
不
可
欠
と
考

え
ら
れ
る
。

2
．
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告

ガ
ザ
戦
争
及
び
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
事
件
に
関
す
る
国
連
人
権

理
事
会
委
任
調
査
団
報
告
に
は
総
じ
て
四
つ
の
問
題
点
が
存
在
す

る
。
第
一
が
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
へ
の
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権

適
用
の
不
可
能
性
、
第
二
に
、
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
の
違
法
性
、

第
三
に
、
海
上
封
鎖
の
違
法
性
に
基
づ
く
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号

の
停
船
・
捕
縛
行
為
の
違
法
性
、
第
四
に
、
停
戦
・
捕
縛
方
式
の

違
法
性
が
こ
れ
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
点
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
へ
の
国
連
憲
章
第
五
一

条
の
自
衛
権
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
考

え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
ガ
ザ
戦
争
そ
の
も
の
の
勃
発
要
因
で
あ
る
。

数
年
に
わ
た
り
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
ハ
マ
ス
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
南

部
へ
の
数
千
発
の
無
差
別
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ

ル
側
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
発
動
は
、
十
分
に
説
得
性

が
あ
る
。
一
発
の
み
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
に
自
衛
権
を
発
動
す
る
事

に
は
問
題
が
あ
っ
て
も
、
数
年
に
わ
た
っ
て
、
数
千
発
の
ロ
ケ
ッ

第
三
の
問
題
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
軍
事
紛
争
の
際
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
『
比
例
適
合
性
』
の
問
題
で
あ
る
。
比
例
適
合
性
の
原
則
を

云
々
す
る
以
前
に
指
摘
さ
れ
る
軍
事
紛
争
に
関
わ
る
事
実
は
、
紛

争
当
事
者
が
軍
事
紛
争
で
、
可
能
な
限
り
相
手
の
軍
事
能
力
（
兵

員
＋
兵
器
）
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
目
標
へ
の
到
達
が
民
間
人
及
び
民
間
施
設
へ
の

最
小
限
の
副
次
的
損
害
の
下
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
国
際
人
道
法

の
一
般
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
で
現
在
重
要
な
役
割
を

演
じ
て
い
る
も
の
が
「
精
密
兵
器
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
相
手
の
軍

事
目
標
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
攻
撃
し
、
そ
の
際
に
、
民
間
人
及
び

民
間
施
設
の
損
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
兵
器
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ

ル
軍
は
、
こ
の
種
の
兵
器
を
保
持
し
て
い
る
が
故
に
、
ガ
ザ
地
区

に
お
け
る
ハ
マ
ス
と
の
軍
事
紛
争
で
有
利
に
戦
争
を
遂
行
し
た
。

し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
不
利
な
状
況
は
、
攻
撃
対
象
の
ガ

ザ
地
区
が
大
都
市
並
み
の
人
口
密
集
地
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
地
区
で
は
、
軍
事
紛
争
に
お
い
て
、
民
間
施
設
及
び
民

間
人
の
副
次
的
損
傷
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

結
論
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
で
は
、
軍
事
目
標
へ
の

限
定
攻
撃
な
ら
び
に
比
例
適
合
性
原
則
の
適
用
に
際
し
て
も
、
人

二
八
〇



（
二
八
一
）

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事
件
：
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
） か

ら
海
上
封
鎖
の
突
破
を
公
言
し
て
い
る
場
合
に
は
、
既
に
公
海

で
も
同
様
の
行
為
が
許
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ

る
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
の
違
法
性
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
合
理
的

で
は
な
い
。

第
三
の
問
題
点
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル

マ
ラ
号
の
停
船
・
捕
縛
行
為
の
違
法
性
は
、
海
上
封
鎖
そ
の
も
の

の
違
法
性
が
導
き
出
さ
れ
な
い
限
り
、
導
き
出
す
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。

第
四
の
問
題
点
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル

マ
ラ
号
の
停
戦
・
捕
縛
方
式
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
武
力
行
使

に
お
け
る
『
比
例
不
適
合
』
が
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
と
ト
ル
コ
側
の
主
張
に
ど

ち
ら
側
が
最
初
に
発
砲
し
た
か
に
つ
い
て
一
致
点
が
見
出
さ
れ
得

な
い
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
事
実
に
関
し
て
法
的
結

論
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

3
．
パ
ー
マ
ー
報
告

パ
ー
マ
ー
報
告
は
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
報
告
と

ト
を
、
し
か
も
無
差
別
の
打
ち
込
む
行
為
に
は
、
す
く
な
く
と
も

「
針
刺
し
戦
術
（N

adelstich-T
aktik

）」
理
論

（
42
）

の
適
用
が
不
可
能

で
は
な
い
。
つ
ま
り
自
衛
権
発
動
の
前
提
は
、
武
力
行
使
で
あ
る

が
、
一
発
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
で
は
と
も
か
く
、
こ
れ
が
繰
り
返
さ

れ
る
場
合
、
一
国
の
安
全
を
脅
か
す
事
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
国

の
政
権
の
不
安
定
化
に
導
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

他
の
一
つ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ

号
の
停
船
・
捕
縛
の
試
み
に
際
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
船
か
ら
の

乗
船
の
試
み
に
対
す
る
物
理
的
抵
抗
、
そ
し
て
そ
の
後
の
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
か
ら
の
乗
船
に
対
す
る
武
器
を
含
む
組
織
的
抵
抗
（
ど
ち

ら
が
先
に
発
砲
し
た
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
証
拠
が
存
在
し
な

い
。）
か
ら
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
自
衛
権
の
適
用
を
主
張
す

る
事
は
少
な
く
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

第
二
の
問
題
点
で
あ
る
、
海
上
封
鎖
そ
の
も
の
の
違
法
性
に
つ

い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
大
部
分

が
慣
習
国
際
法
で
あ
る
一
九
九
四
年
の
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
れ
ば
、
海
上
封
鎖
中
の
戦
争
当
事
国
は
、
封
鎖
地
域
に
向
か

う
第
三
国
の
船
を
原
則
的
に
、
海
岸
線
か
ら
二
四
カ
イ
リ
内
で
停

船
を
命
じ
、
臨
検
す
る
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
関
係
船
が
最
初

二
八
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原
則
で
あ
る
。
前
記
の
三
つ
の
報
告
で
も
こ
の
原
則
が
持
ち
出
さ

れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
三
報
告
が
共
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
行
動

に
『
比
例
不
適
合
』
あ
る
い
は
「
過
剰
」
あ
る
い
は
﹇
不
合
理
﹈

と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
。
確
か
に
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の

停
船
・
捕
縛
に
際
し
て
、
九
名
の
人
命
が
失
わ
れ
た
。
こ
れ
は
客

観
的
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
状
況
説
明

を
パ
ー
マ
ー
報
告
は
、
極
め
て
詳
細
に
行
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、

そ
の
結
論
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
行
動
が
「
過
剰
」
か
つ
﹇
不
合

理
﹈
で
、（
人
命
の
喪
失
が
）『
許
さ
れ
な
い
』
と
さ
れ
た
。
こ
の

報
告
が
、
裁
判
所
判
決
で
は
な
く
、
将
来
類
似
的
事
件
の
発
生
を

回
避
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
法
的
考
察
に

固
執
す
る
こ
と
は
、
場
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
報
告

が
最
後
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ト
ル
コ
の
関
係
改
善
の
努
力
を
勧
め
て

い
る
事
実
か
ら
し
て
も
、
こ
の
報
告
に
法
的
論
理
の
一
貫
性
を
求

め
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

展
望

ガ
ザ
紛
争
（
戦
争
）、
海
上
封
鎖
な
ら
び
に
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ

ラ
号
事
件
に
関
わ
る
国
連
の
三
つ
の
報
告
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る

ゴ
ー
ル
ド
ス
ト
ン
報
告
（
人
権
理
事
会
報
告
）（
二
〇
〇
九
年
九

見
做
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
一
つ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
マ
ー
報
告
は
、

一
方
で
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ガ
ザ
地
区
に
お
け
る
軍
事
集
団

に
よ
っ
て
自
ら
の
安
全
に
対
す
る
現
実
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
る
。

海
上
封
鎖
は
、
海
か
ら
の
兵
器
流
入
を
防
ぐ
為
の
正
当
な
安
全
措

置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
遂
行
は
、
国
際
法
の

要
求
に
合
致
し
て
い
る
。」
と
し
、
し
か
も
、「
海
上
封
鎖
を
突
破

す
る
試
み
の
中
で
、
船
団
は
無
謀
な
行
動
を
採
っ
た
。」
と
し
な

が
ら
も
、

他
方
で
、「
海
上
封
鎖
地
域
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
で
相
当
な

兵
力
で
船
団
に
、
し
か
も
乗
り
込
み
、
直
前
の
警
告
な
し
に
、
乗

り
込
む
決
定
は
、
過
剰
か
つ
不
合
理
で
あ
っ
た
。」
と
し
、
し
か

も
、「
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
捕
縛
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
武

力
行
使
に
よ
る
死
傷
者
の
発
生
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。」
と

結
論
付
け
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
パ
ー
マ
ー
報
告
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
ト
ル
コ

双
方
に
受
け
入
れ
可
能
な
報
告
を
目
指
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
故
に
、
論
理
の
首
尾
一
貫
性
に
欠
け
る
印
象
を
与
え
て
い
る
。

軍
事
紛
争
の
中
で
絶
え
ず
持
ち
上
が
る
問
題
は
、「
比
例
適
合
性
」

二
八
二
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三
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マ
ヴ
ィ
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マ
ル
マ
ラ
号
事
件
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イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関
係
（
小
林
）

こ
の
報
告
が
公
表
さ
れ
た
直
後
に
、
ト
ル
コ
は
、
ガ
ザ
支
援
船

に
ト
ル
コ
海
軍
の
軍
艦
を
護
衛
さ
せ
る
と
公
表
し
た
が
、
未
だ
に

こ
れ
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
事

件
以
来
、
ガ
ザ
支
援
船
の
試
み
が
数
回
行
わ
れ
た
が
、
マ
ヴ
ィ
・

マ
ル
マ
ラ
号
事
件
に
類
似
す
る
事
件
は
発
生
し
て
い
な
い
。
あ
の

よ
う
な
事
件
が
多
く
の
ガ
ザ
支
援
船
に
抑
止
力
を
行
使
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

な
お
二
〇
一
三
年
三
月
、
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
は
、

エ
ル
ド
ア
ン
・
ト
ル
コ
首
相
へ
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
事
件
に
つ
い

て
正
式
の
謝
罪
を
行
い
、
こ
れ
を
ト
ル
コ
首
相
が
受
け
入
れ
、
事

件
は
一
応
の
解
決
を
み
た
。
そ
の
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ト
ル
コ
関

係
の
改
善
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
1
） D

an D
inner, T

ürken nach G
aza!, in: N

Z
Z
 vom

 25. 
Juni 2010

（
2
） G

eorge S
zpiro, N

iem
and w

ill entschuldigen..., in: 
N
Z
Z
 vom

 27. D
ezem

ber 2010;
（
3
） G

eorge S
zpiro, 

（
註
．2
）（2010

）; S
ilke M

ertins, T
ürkei 

erklärt Israel den kalten K
rieg, in: N

Z
Z
 vom

 25. O
ktober 

2009; Isabelle Im
hof, D

er K
rieg m

it den K
inderbildern, 

月
一
五
日
）（
五
七
五
頁
）、
国
連
人
権
理
事
会
委
任
調
査
団
報
告

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
）（
五
六
頁
）
及
び
パ
ー
マ
ー
報
告

（
国
連
事
務
総
長
調
査
委
員
会
報
告
）（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
〇
五
頁
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
機
関
の
性
格
を
反
映
し
て
、

多
様
な
法
的
な
見
解
を
表
明
し
た
。

し
か
し
三
報
告
共
に
共
通
す
る
内
容
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
マ

ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
停
船
・
捕
縛
作
戦
に
お
い
て
「
比
例
不
適

合
」
な
武
力
行
使
を
行
っ
た
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
軍
事
紛
争
に
於
け
る
『
比

例
適
合
性
』
の
原
則
の
適
用
は
、
極
め
て
困
難
な
作
業
領
域
に
属

す
る
。
そ
の
困
難
性
は
、
先
ず
こ
の
概
念
の
定
義
上
の
難
し
さ
、

そ
し
て
こ
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
事
実
確
認
の
難
し
さ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
為
に
数
学
的
厳
密
性
を
伴
っ
た

結
論
を
出
す
こ
と
は
最
初
か
ら
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
、

相
対
的
な
正
し
さ
を
求
め
る
こ
と
以
外
の
方
法
は
無
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
パ
ー
マ
ー
報
告
を
検
討
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
報
告
に
於
け
る
首
尾
一
貫
性
の
欠
落
は
と
も
か
く
と
し

て
、
問
題
解
決
の
糸
口
の
提
供
は
、
評
価
に
値
す
る
と
看
做
さ
れ
る
。
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2011

（
6
） eg, B

eschädigte G
laubw

ürdigkeit der U
no, in: N

Z
Z
 

vom
 18. S

eptem
ber 2009;

（
7
） G

eorge S
zpiro, 

（
註
．2
）（2010

）; S
ilke M

ertins, T
ürkei 

erklärt Israel den kalten K
rieg, in: N

Z
Z
 vom

 25. O
ktober 

2009

（
8
） Isabelle Im

hof, D
er K

rieg m
it den K

inderbildern, in: 
N
Z
Z
 vom

 8. Januar 2009

（
9
） Isabelle Im

hof, 

（
註
．8
）（2009

）;

（
10
） D

an D
inner, 

（
註
．1
）（2010

）; H
elen K

eller, L
egitim

e 
S
elbstverteidigung, oder S

taatsterror? in: N
Z
Z
 vom

 9. 
Juni 2010; Jade-Y

asm
in T

änzler, “Israel kann und darf 
H
ilfsschiffe nicht durchlassen.” sagt S

eerechtler 
H
eintschel von H

einegg, in: N
Z
Z
 vom

 16. Juni 2011;

（
11
） G

eorge S
zpiro, 

（
註
．2
）（2010

）; D
an D

inner, 

（
註
．1
）

（2010

）
参
照
。

（
12
） G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, p.19, 24, 25; vk., U
no-

S
chelte gegen Israel, in: N

Z
Z
 vom

 15. S
eptem

ber 2009.

（
13
） L

egal C
onsequences of the C

onstruction of a W
all in 

the O
ccupied P

alestinian T
erritory, A

dvisory O
pinion of 

9 July 2004, I.C
.J.R

eports 2004, p.135, paras.149, 155 and 
159; G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, p.82
（
14
） G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, pp.7, 82f.

（
15
） G

oldstone-R
eport 

（
註
．5
）（2009

）, pp.11, 14, 102, 103

in: N
Z
Z
 vom

 8. Januar 2009;

こ
の
戦
争
の
戦
時
法
的
諸
問
題

に
つ
い
て
は
、
小
林
宏
晨
「
戦
時
法
（ius in bello

）
の
問
題

点
：
人
道
法
の
厳
格
適
用
を
巡
っ
て
」
日
本
法
学
第
七
五
巻
第
三

号
【
平
成
二
二
年
一
月
】
四
四
九
頁
│
四
七
二
頁
参
照
。A

sa 
K
asher and A

m
os Y

adlin, A
ssasination and P

reventive 
K
illing, in:: S

A
IS

 R
eview

, N
o.1/2005, pp41-57; A

vishai 
M

argalit and M
ichel W

alzer, V
ölkerrecht im

  
asym

m
etrischen K

rieg. O
der w

ie bekäm
pft m

an 
T
erroristen? In: Internationale P

olitik 

（IP

）, Juli/A
ugust 

2009, S
.56-63;

（
4
） Jade-Y

asm
in T

änzler, “Israel kann und darf 
H
ilfsschiffe nicht durch-lassen.” sagt S

eerechtler 
H
eintschel von H

einegg, in: N
Z
Z
 vom

 16. Juni 2011;

（
5
） R

eport of the U
nited N

ations F
act F

inding M
ission 

on the G
aza C

onfl ict 

（G
oldstone-R

eport
）, 15. S

eptem
ber 

2009;

　

U
N
 H

um
an R

ights C
ouncil, R

eport of the internatonal 
fact-finding M

ission to investigate violation of 
International L

aw
, including inter-national hum

anitarian 
and hum

an rights law
, resulting from

 the Israeli attacks 
on the fl otilla of ships carrying hum

anitarian assistance, 
27. S

eptem
ber 2010

　

R
eport of the S

ecretary-G
eneral’s P

anel of Inquiry on 
the 31 M

ay 2010 F
lotilla Incident 

（P
alm

er R
eport

） July 
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fact-finding M
ission 

（
註
．5
）（2010

）, p.1; U
N
-G

utachten 
verurteilt israelischn A

ngriff  auf H
ilfsfl otte, in: N

Z
Z
 vom

 
23.9.2010;

（
26
） U

N
 H

um
an R

ights C
ouncil, R

eport of the internatonal 
fact-fi nding M

ission 

（
註
．5
）（2010
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二院制度が民主主義の質と経済的パフォーマンスに
与える効果に関する研究

坂　井　吉　良
岩　井　奉　信
浅　田　義　久

1 ．序（二院制度の歴史的背景とその期待される効果）

2 ．民主主義のタイプと民主主義の質及び経済政策

3 ．データと分析方法

4 ．実証分析

5 ．むすび

1 ．序（二院制度の歴史的背景とその期待される効果）

本研究は、「二院制度の最も重要な利点の一つは、一般的に議院立法

が、二重審議を経ることに基づいたより高度な質的な議会成果にある」

（Vatter（2005）、p.198）、という古典的な政治理論が予想する命題を検証

することである。言い換えれば、「第二院が、長期的な諸々な帰結を考

慮しながら、かつ、独断的で思慮に欠ける意思決定を排除すべきであ

るという、高水準でかつ完璧な成果を保証するという、「熟慮の第二

院」または、「良識の府」の役割を果たしている」（同）か、どうかにつ

いて検証することを目的としている。

現代の法治国家において議会制度は、その中枢に位置づけられてお

り、民主主義制度の根幹を形成している統治機構の一つである。その

議会制度には、参議院（上院・第二議会）と衆議院（下院・第一議会）と

があり、2 つの議会をもつ国と 1 つのみをもつ国とがある。第二議会を

論　説

1

三
一
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もつべきかどうかに関する議論は、Charles-Louis de Montesquieu、

John Stuart Mill や Abbé Sièyes の時代から既にあり、Montesquieu は

二院制度の支持者であり、Mill と Sièyes は懐疑論者であった（Vatter

（2005）、p.194）。そして、現在もこの議論は論争途上であり、終止符が

うたれてはいない。しかしながら、多くの研究者や政治家は、二院制

の理念と目的に懐疑的である。事実、戦後以降において、OECD 諸国

の中で二院制から一院制への変更が 5 カ国あるが（1950 年ニュージーラ

ンド、1953 年デンマーク、1970 年のスウェーデン、1991 年アイスランド。1999

年スコットランド）、逆の一院制から二院制への変更をした国は存在して

いないということは、二院制度の積極的な支持者が減少していること

を示している（ 1 ）。その背景には、現在の第二議会は、階級と地域さら

には言語や文化に根差した代表という、その設置理念の構成とは異な

り政党化して、第一議会と同じような党派対立が起こっているととも

に、両院の構成が類似しているという意味において、第二議会の第一

議会化という形骸化が生じていることである。いわゆる、第二議会の

政治的影響力がほとんどないということが指摘されている（ 2 ）。

日本の参議院の存在意義に疑問を提示している代表的議論として、

Lijphart（1999）があげられる。彼は日本語訳の序文において、「構成要

素にあまり差のない二院制を採用することに、どれほどの意味がある

のでしょうか？」（p.ix）、と参議院の廃止を提案している（ 3 ）。また、福

元（2007）も、参議院の存在意義を否定している。一方、増山（2008）

は、日本の人口と経済規模から国家の意思決定という観点において、

参議院の意義と存続を支持する議論を展開している。また、堀江・岩

井他（2000）は、「参議院の将来像に関する意見書」において、参議院

の存在意義に基づき、その任務・機能を果たし得るように参議院の改

革案を提示している。

二院制度を採用している国家は、国の規模が大きく連邦制である。

一方、一院制の国は、小規模で、連邦制を採用していない。議院内閣

制の国は、一院制と二院制の国があるが、各国の二院制は多様である。

2
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それは、二院制度の歴史的背景と議員の選出方法さらには権力の分割

（議会と内閣との信任要件）等に依存しているからである。Lijphart（1999）

は、参議院を憲法上の権限、議員の選出方法に基づいた衆議院と参議

院に与えられた公式の権限の相対的格差と、参議院議員が直接または

間接に選ばれたどうかの基準（symmetry）に基づき、強い二院制、中程

度に強い二院制、弱い二院制、そして、一院制の 4 つに分類している。

この基準と選挙制度に基づく参議院の政治的構成の類似性という、も

うひとつの基準（congruence）を利用して、各国の二院制度を 4 つのカ

テゴリーに分類している。日本は、両院の権限が完全に平等ではない

が、対称的で中程度に強い二院制であり、かつ、その構成が衆議院と

類似している、という参議院に分類されている（Lijphart（1999）、第 11

章、Vatter（2005）、pp.199-200）（ 4 ）。

古典的政治理論や憲法に基づく、第二議会に期待されている機能と

目的は、一般的に次の 4 つに要約できる（Vatter（2005）、p.198）。

第 1 は、チェックとバランスであり、制度間の権力の制限と分割に

ついての保証としての第二議会の積極的な機能である。特に、二重の

議会構造における第二議会は、行政権の集中に対して、均衡を図る制

度としてみなされている。第 2 は、政治的安定性であり、体制の安定

性を促進し、政治的な継続性を確保するという機能が期待されている。

このことは第二議院が地域や少数派に根差した代表であるという議会

制度設置の意義と、一院よりも長い議員期間さらには議員の改選シス

テム（議員は少しずつ改編）からも理解できる。第 3 は、少数派の保護

であり、連邦国家における大小の地域間のバランスをとるのと同様に、

多数派の横暴を防ぎ、地域の少数派の利害を融和することや、文化や

社会的少数派の保護に関して積極的な効果をもつということが、二院

制度に期待されている。そして、第 4 は、本稿の最初に述べた異なる

意見に基づくより良い立法成果である。すなわち、立法の二重審議に

基づいた質的により高度な議会成果の達成である。第二議会の目的は、

長期的な帰結を考慮しながら、かつ独断的で思慮に欠ける決定を排除

3
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すべきであるという、高い基準に基づいた、かつ完璧な成果を保証す

るということにある。要するに、熟慮の議会または良識の府としての

役割が第二議会に期待されている。

二院制の参議院（第二議会）において、以上の 4 つの機能が生かされ

て、その目的が達成されているならば、そのような制度の下では、民

主主義の質的改善と経済政策の有効性が、一層促進されることが期待

できる。結果として、二院制を採用している国は、一院制の国よりも

より高い民主主義の質と豊かで充実した国民の厚生水準が、達成され

ているものと予想できる。これが本稿における基本的な分析視点であ

る。

しかし、二院制構造には他の機能と効果も予想されている。Vatter

（2005）は、第二院の政党構成に関わる事実に基づいた二院制度に期待

される基本的効果として、以下の 3 つをあげている。市場の諸力を優

先して政府の干渉を抑制するという進歩効果 liberal eff ect（国家干渉）、

現状の利益を優先して改革する諸力を弱めるという保守効果

conservative eff ect（改革政策）、そして連邦単位を優先して中央集権を

制限するという分権効果 decentralizing eff ect（分権化）である。このよ

うな二院制度のもつ 3 つの効果は、民主主義と経済に正と負の効果を

与えることが予想される。われわれは、このような正と負の効果の大

きさと、民主主義の質や経済政策の有効性に与える二院制度の総合効

果を明らかにしなければならない。このような二院制度に期待される

効果を検証することが本稿の目的である。

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、Vatter（2005）の先行

研究を中心に二院制度の実証分析をサーヴェイする。第 3 節でデータ

と基本的分析方法について説明し、第4節では実証分析結果を提示する。

そして、第 5 節で要約と今後の課題について述べる。

2 ．民主主義のタイプと民主主義の質及び経済政策

民主主義制度（政治制度）と経済の相互依存関係から、民主主義のタ

4
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イプの相違（憲法上の特徴）が政治的意思決定に影響を与えて、民主主

義の質と経済に異なる政策的帰結を導くことが予想される。

Persson and Tabellini（2003）は、選挙制度と異なる政府の形が、政

策と経済に与える実証分析から、以下の 3 つの主要な結果を導出して

いる。

1 ．大統領制と多数制選挙制度は、議院内閣制や比例代表制よりも小

さな政府である。多数制は、より少ない福祉支出と財政赤字となる。

2 ．一般的に、大統領制と多数制は、政治的レント、汚職と総生産性

について、ロバストな効果を持たないが、選挙制度のある項目、特

に、選挙区のサイズや有権者が政治家個人と政党に投票するかどう

かについては有意な効果をもっている。

3 ．議院内閣制の国は、大統領制の国より持続的な財政支出を行って

いる。すなわち、議院内閣制は、景気後退における政府支出の増加

が、景気回復期間において逆にはならない。（多数決システムの国と比

べた場合）弱い関係であるが、比例代表制の国も同様である。政治的

景気循環モデルの予想と整合する比例代表制は、選挙の間近により

多くの福祉支出の拡大を生ずる（ 5 ）。

Persson and Tabellini（2003）は、二院制度についての実証分析を

行っていないが、政府の形と民主主義の歴史は、強い憲法上の効果が

あり、議院内閣制と歴史ある民主主義は、より良い反転用政策を遂行

し、かつ、生産性を促進していることを明らかにしている（ 6 ）。

大統領制よりも議院内閣制の国において、二院制度を多く採用して

いることを前提にするならば、Persson and Tabellini（2003）の実証分

析結果は、議院内閣制の二院制度が、民主主義の質と経済的パフォー

マンスに負の影響を与えている可能性が、高くはないことが予想され

る。しかし、転用政策、すなわち、政治的レントは議院内閣制が、大

統領制よりも多くなることが理論的に導かれる。この理論命題は、議

院内閣制の二院制度が、民主主義と経済に負の影響をもたらす可能性

もある。要するに、政府の形の効果は、民主主義制度の全体的な質と
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微妙な方法で相互作用しているのであり（p.216）、二院制度の効果を実

証的に解明することは困難なことが予想される。

Lijphart（1999）は、多数派の規模を最大にしようとする「コンセン

サス型民主主義」と、過半数に政治権力を与えようとする「多数決型

民主主義」の 2 つのタイプ民主主義体制の相違が、経済政策の有効性

や民主主義の質に違いをもたらすかどうかという問いに対して、統治

の有効性という面では、両者の類型にはほとんど差がないものの民主

主義の質に関する指標の多く（民主主義指標、女性の政治的代表、貧富の格

差、投票率、民主主義の満足度、内閣支持率等）は、コンセンサス型民主主

義の方が優れている、という実証分析結果を明らかにした（p.6、表

16.1）。また、経済成長と経済的自由に関する政策パフォーマンスの両

者の優位性は確認できないが、他のマクロ経済指標（インフレや失業）

に関しては、若干コンセンサス型民主主義が優れていることを明らか

にしている。しかし、財政赤字に関しては、有意差が確認されてはい

ない（表 15.1）。

Lijphart（1999）は、二院制度に関わる議院構造係数が大きいとき、

それは強い二院制の国であり、これらの国を多数決型民主主義の特徴

をもつ国に分類している（p.169）。Lijphart の議論に基づくならば、二

院制度を採用している国は、一院制の国よりも民主主義の質と経済的

パフォーマンスが相対的に劣ることになる。しかし、彼は議院構造係

数（二院制度）に基づいて、民主主義と経済政策に与える効果について

の実証分析を行ってはいない（ 7 ）。

坂井（2013）は、Tavares and Wacziarg（2001）と同様なアプローチ

による実証分析結果からの民主主義制度とは、「物的資本の蓄積を促進

しているが、所得の不平等の是正、教育機会の拡大、貿易の市場開放

さらには政府消費の削減を実現することが容易い制度ではなく、むし

ろ困難な制度とも予想される。それは、また、政治的安定を実現する

制度であるが、豊かさを犠牲にして行うという制度でもある」、と要約

している（ 8 ）。前者は、われわれに厳しい民主主義の実情を提示してい
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る。すなわち、政策の実行を制約する制度的要因が民主主義制度に内

包されていることを示唆しており、その中には二院制構造も含まれて

いる可能性を排除することはできない。特に、二院制構造の保守効果

は、そのひとつにあげられ得る。この保守効果が、進歩効果と分権効

果の和を凌駕している場合、二院制構造は、経済的パフォーマンスや

民主主義の質的改善に対して、負の影響を与える可能性を高くしてい

る。

Vatter（2005）は、二院制度の効果を計量的に検証した先駆的研究で

ある。彼は OECD 諸国 21 各国の 1971-1996 年のデータを利用した実

証分析から、「小さくそして人口密度の低い地域の過大代表を除き、古

典的な政治理論が第二議会に基づくものと考える利点は、実際に何ひ

とつ確認されなかった。二院制構造は、行政の支配に対するバリアー

の体制を採っていないだけでなく、政治体制の安定性の促進、民主主

義の質的改善さらには経済的パフォーマンスの改善のいずれも行って

はいない」（p.194、p.209）、という結果を提示している。さらに彼は、

中央集権化の経済・財政改革の政策を阻止する強力な拒否権プレイ

ヤーであることも明らかにしている。このことは、二院制構造の保守

効果が存在し、第二院が中道と右翼政党の支配の下では、これは特に、

経済・財政政策に当てはまるものであり、第二院が時代の変化に柔軟

に対応できない愚かな擁護者を演じていることを示唆している。また、

二院制は一院制と比較して、女性の選挙の当選を著しく引き下げてい

るという、社会的代表に関して強い負の効果があることを示している。

このことは、資源の最適配分という観点において、二院制度は大きな

制度的制約要因となっていることを意味している。

以上の実証分析結果は二院制構造の積極的な意義を否定するもので

ある。しかし、Vatter は、二院制度が、政府の干渉や福祉制度への拡

大に関して有意な抑止装置として機能している進歩効果のあることを

示した。このことは、二院制度が自由な市場の諸々の力を強化する有

効な制度であることを意味している。また、二重の議会構造には、分
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権化効果があり、第二議会が国の中央集権化の試みに対する抑止機能

としての役割を果たしていることも示されている。

また、Vatter の実証分析結果は、進歩効果（政府干渉）、保守効果（改

革政策）、分権化効果という 3 つの主要な二院制の構造仮説が、基本的

に妥当していることが示された（表 3 ～ 6）。すなわち、「第二院（議会）

がより重要であるほど、中央政府の財政支出比率は、地方のそれより

も小さく、福祉支出や課税の規模はより小さく、一般的に国家の関与

はより低い。さらに、労働市場や社会政策のような政策においては現

状への固執がより強く、改革を推進しないということである」（p.206-

207）。

この 3 つの効果の推定結果については、若干の議論の余地がある。

この二院制度の 3 つの効果の中で有効な効果は、政府の関与と分権化

のみであり、保守効果については国民の支持は少ないことが予想され

る。さらに、熟慮の第二議会ないしは良識の府の使命が果たされてい

ないという事実は、二院制の議会制度を維持する積極的な効果を見だ

すことはできなかったことを意味している。また、彼の保守効果の実

証分析結果は、新制度論のアプローチによる拒否権理論の命題と整合

的である。「強い拒否権を持つ制度は、行政や財政の中央政府の関わる

範囲を大きく引き下げている。これは福祉国家への拡大を遅くしてい

る。この理論によると、強い第二院は、現状の変更・変化についての

可能性を制限するという競争的拒否権プレイヤーとして行動する」、と

いう命題を導出している。Vatter（2005）は、この命題に実証的な根拠

を与えている（p.197-8）。

この命題の実証的事実は、第二院の政党構成が第一院と非常に異

なっている場合、「増え続ける諸制度の数とともに、意思決定するため

に必要である法案の成立と内閣の活動の範囲が減少していくであろう

ということである。帰結として、内閣にその責任を負わせることと、

必要な改革を実行することはさらに困難になると予想される」（同）、と

いうこと示唆している。このことは、二院制度という議会構造の継続
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が、現代国家の統治機構の中心である民主主義制度と民主主義による

意思決定の内容を制限・縮小させる方向への選択であることを意味し

ている。

この二院制構造の保守効果が、他の効果を凌駕し、かつ、熟慮の議

会ないしは良識の府としての機能と目的を果たしていないならば、二

院制度の社会的コストは、少なくないことが予想される。Vatter（2005）

の実証分析の中心的テーマは、進歩効果、保守効果、分権効果であり、

かつ、3 つの効果が確認されている（ 9 ）。本稿のテーマは、この 3 つの

効果を含めた民主主義の質と経済的パフォーマンスに関する二院制の

効果である。

Vatter の民主主義のパフォーマンスの指標は、Euro Barometer 

surveys からのデータである。この指標は、民主主義体制や議会制の機

能とともに国民の主観的な満足水準によって測られている。政治的パ

フォーマンスは、Dahl（1991）の民主主義指標によって測られている。

報道や集会の自由、政党の競争、政党や利害集団の強さ、そして議会

の有効性のような 6 つの尺度による政治体制における民主主義の質を

評価している（p.202）。この民主主義に関する指標は、現在、複数あり

利用可能である（10）。また、Vatter の経済的パフォーマンスは、経済成

長、失業率、インフレーション率である。本稿では主に、世界銀行の

World Government Indicators：WGI と OECD の Economic Outlook か

らのデータを利用して、二院制構造の効果に関する実証分析を行って

いる。

3 ．データと分析方法

表 1 は、OECD 34 カ国の議会制度、選挙制度、政府の形を要約した

ものである。二院制度を採用している国は、bica＝1 であり、一院制の

国は bica＝0 である。OECD 34 カ国の 19 カ国が二院制度を採用して

いる。アメリカとチリが、大統領制・多数制であり、メキシコとスイ

スは、大統領制・比例制であり、議院内閣制・多数制は、オーストラ
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リア、カナダ、フランス、イギリスの 4 カ国、日本を含め他の 11 カ国

は議院内閣制・比例制である。憲法上の特徴は、Persson and Tabellini

（2003）、（2004）、Persson（2005）等に基づき、下院（第一院）の選挙が

多数制選挙制度を採用している国は、maj＝1 であり、比例制を採用し

ている国は maj＝0 である。なお、混合型の選挙制度は比例制に分類

している。また、政府の形は、大統領制の国は、pres＝1、議院内閣制

の国は pres＝0 である。フランスやフィンランドは直接選挙によって

選ばれた大統領制であるが、議院内閣制に分類している。その理由は、

大統領（行政府）は国会に対して accountable であり、逆にスイスは直

接選挙によって選ばれた大統領ではないが、大統領（行政府）は国会に

対し accountable でなく、大統領は国会（下院）の議決によって行政権

を失うことはないからである（Persson and Tabellini（2003）、4.4.1、（2004）、

p.28、坂井・坂本（2012））。

表 1　OECD諸国の議会制度、選挙制度と政府の形

Country bica maj pres Country bica maj pres Country bica maj pres

Australia 1 1 0 Hungary 0 0 0 Poland 1 0 0

Austria 1 0 0 Iceland 0 0 0 Portugal 0 0 0

Belgium 1 0 0 Ireland 1 0 0 Slovak Re 0 0 0

Canada 1 1 0 Israel 0 0 0 Slovenia 1 0 0

Chile 1 1 1 Italy 1 0 0 Spain 1 0 0

Czech Re 1 0 0 Japan 1 0 0 Sweden 0 0 0

Denmark 0 0 0 Korea 0 0 1 Switzerland 1 0 1

Estonia 0 0 0 Luxembourg 0 0 0 Turkey 0 0 0

Finland 0 0 0 Mexico 1 0 1 Kingdom 1 1 0

France 1 1 0 Netherlands 1 0 0 United States 1 1 1

Germany 1 0 0 New Zealand 0 0 0

Greece 0 0 0 Norway 0 0 0

注  ：Persson and Tabellini（2004）、p.43, Persson（2005） 表 4（a）、http://en.
wikipedia.org/wiki/List_of_national_legislatures より作成。
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本研究のより高い国民の満足と経済的繁栄は、二院制の第二議会に

基づくものである、という二院制の効果を推定する従属変数は、民主

主義の質と経済的パフォーマンスに関する指標である。

本稿の民主主義に関するデータは、世界銀行の世界ガバナンス指標

World Government Indicators：WGI を利用している。世界銀行の WGI

は、D.Kaufmann らが中心となって、世界銀行研究所（World Bank 

Institute：WBI）が開発したものであり、ガバナンスの定義に基づき、

以下の 6 つのガバナンス指標が公表されている（11）。

1 ．国民の発言権とアカンタビリティ Voice and Accountability: 

account、 2 ．政治的安定性と暴力やテロのない社会 Political Stability 

and Absence of Violence/Terrorism: postab、 3 ．政府の完全性（政府

の質）Government Eff ectiveness: gove ff、 4 ．規制の内容と質（政府と

民間部門との適切な関係）Regulatory Quality: regula、 5 ．法の支配

Rule of Law: rulelaw、 6 ．腐敗の抑制 Control of Corruption: corrup。

以上の指標は、当初、隔年データであったが、2003 年以後継続的

データとして公表されている。本研究では、2000 年から 2010 年の 6 つ

の指標の平均値を、民主主義のパフォーマンス democrc の指標として

利用している。なお、2001 年は欠損値であり、WGI のデータの詳細な

説明は、坂井（2013）に示されている。ガバナンス以外のデータについ

ては、坂井・坂本（2012）のデータを利用している。OECD 諸国の選挙

制度と政府の形のデータは、Persson and Tabellini（2004）、Persson

（2005）に基づいている（坂井・坂本（2012）付録 B 及び坂井（2013）付録 B

参照）。

本稿の経済的パフォーマンスに関するデータは、一人当たりの実質

GDP 成長率、物価上昇率、失業率であり、OECD の Web site（OECD 

Economic Outlook No.81 Annex Table）から 2000 年代のデータを利用して

いる。なお、データの詳細は付録 A に示されている。

表 2 は、10 年間の OECD 諸国の WGI の 6 つのガバナンス指標とそ

の集計量である民主主義の質 democrac 及び経済的パフォーマンスの
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基礎データである（12）。ガバナンス指標の平均は、postabl が最も小さ

く、corrup が最も大きい。そして、この 2 つガバナンス指標の標準偏

差が大きく、各国間に有意な差が存在している可能性が高い。逆に、

account と regula の標準偏差は小さい。なお、本稿では最小値や最大

値の異常値の処理は行っていない。また、6 つのガバナンス指標が正の

高い相関関係にある。特に、corrup は、postab 以外のガバナンス指標

と高い相関関係となっている（13）。

表 2 の基礎データは、議会構造の相違と民主主義のパフォーマンス

との間には、有意な差がないことを示している。6 つのガバナンス指標

及び民主主義の質のデータは、帰無仮説：一院制＝二院制を棄却でき

ない。一方、経済的パフォーマンスのデータは、議会構造が有意差を

生み出している可能性のあることを示唆している。失業率を除く、4 つ

のデータは、有意水準 11％で有意であり、特に、インフレ率について

は、議会構造によって大きな差が生じている。しかし、この経済的パ

フォーマンスに関する有意差は、古典的政治理論が予想する二院制構

造の議会成果とは、必ずしも整合的とはなってはいない。まず、成長

率に関しては、一院制が二院制よりも、約 0.6％高い経済成長率を達成

しており、二院制構造の期待する議会成果とは逆に一院制の方が、二

院制よりも良好な経済的パフォーマンスを達成している。一方、イン

フレ率については、逆に、二院制が一院制よりも、約 1.7％低い結果と

なっており、二院制構造の効果と整合的である。しかし、この有意差

は、Vatter（2005）の実証分析が示すように、二院制の議会構造よりも

中央銀行と政府との関係に依存していることが考えられる。

以上の基礎データは、二院制という議会構造の第二議会が、民主主

義の質的改善と経済的繁栄を実現する「熟慮の第二院」または、「良識

の府」の使命を果たしているという命題と必ずしも整合的ではない。

むしろ、経済的繁栄に関しては、二院制構造の進歩効果、保守効果、

分権効果の中でも、保守効果が他の効果を凌駕しているように思われ

る。民主主義と経済成長との関係に関する実証分析からは、正と負の
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両者の関係が確認されている。多くの実証分析結果から、民主主義が

経済成長に与える効果は、以下のように要約される。「民主主義の成長

効果は確実に存在するが、それは民主主義の初期段階であり、民主主

義が強固な制度として確立した段階では、その効果は正ではなく、負

である可能性が高いことを示唆している」（坂井（2013）、p.346）（14）。

表 2　基礎データ

変　数 accounta postabl gove ff regula rulelaw corrup

標本・単位 340・指数 340・指数 340・指数 340・指数 340・指数 340・指数

総平均 340 1.1838 0.7299 1.3798 1.2962 1.2759 1.3289

一院制 150 1.1635 0.7314 1.3673 1.2625 1.2779 1.3335

二院制 190 1.1999 0.7287 1.3897 1.3207 1.2744 1.3253

一院制＝二院制 0.4356 0.9720 0.7262 0.2356 0.9582 0.9278

変　数 democrac gdpdot ydot gdefl a cpi u

標本・単位 340・指数 340・％ 306・％ 340・％ 340・％ 238・％

総平均 340 1.1991 2.5204 1.5591 3.1925 3.1565 7.1391

一院制 150 1.1898 2.9041 1.9152 4.1574 4.1439 7.3453

二院制 190 1.2064 2.2176 1.2779 2.4308 2.3770 6.9764

一院制＝二院制 0.7810 0.0642 0.1048 0.0007 0.0008 0.3885

注  ：一院制＝二院制は、帰無仮説が一院制＝二院制、その数値は p 値である。
なお、ここでは不均一分散の両側検定である（SAS/STAT 9.1、p.4784-8.）。
また、ydot の標本は、一院制 135、二院制 171、u の標本は、一院制 105、二
院制 133 である。

このように民主主義は、経済成長に対して負の効果を伴うことが予

想されるが、その一つの要因が、民主主義制度の二院制という議会構

造の可能性である。以下では、このことを確認するための実証分析を

試みる。

二院制変数 bica が、民主主義と経済的パフォーマンスに影響を与え

るかどうかの実証分析は、政策や経済的パフォーマンスに影響を与え

る他の重要な諸要因を考慮する必要がある。すなわち、コントロール

変数を整理しなければならない。Vatter（2005）は、政府の政策決定や
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政策効果に関する先行研究に基づき、コンセンサス型民主主義の程度、

政府の左翼政党の強さ、国の経済的豊かさの水準（GNP）の 3 つをコン

トロール変数としている。この 3 つのコントロール変数は、新制度論

アプローチ、partisan 理論及び社会経済決定論に基づいている。

経済成長要因には、人的資本、資本蓄積、技術が指摘されており、

その各要因の貢献度についての分析も蓄積されている（坂井（2010））。

本稿の実証分析は、それらの要因分析の他に、経済成長が二院制度に

よる政策（立法）の結果に基づくものである、ということを識別しなけ

ればならない。North and Thomas（1973）は、技術革新、規模の経済、

教育、資本蓄積、等々は、経済成長の原因ではなく、それらは成長で

あると指摘している（p.2）。制度論のアプローチによる成長の基本的な

説明は、制度の差であり、資本蓄積や技術革新は、成長の単なる類似

的要因にすぎない。伝統的な経済成長論が解明してきた人的資本や物

的資本および技術革新は、経済成長の要因であるとともに、その経済

成長の結果と理解することも可能である（15）。そこで以下の実証分析で

は、経済発展段階が政策、さらには制度に影響を与えているという仮

定に基づき、経済的繁栄による各国の政策選択の相違をコントロール

する変数として、一人当たりの実質 GDP（対数）lyp を利用している。

Vatter（2005）は、各国のＧＮＰをコントロール変数として利用して

いるが、それは制度論に基づくものではなく、政治的かつ制度的諸要

因は、社会的・経済的変数に依存している、という社会・経済仮説

（socio-economic hypothesis）に依拠するものである。このアプローチにお

ける公共政策は、社会や経済発展から構造的に引き起こされる諸問題

に対する反応として主に理解されており、社会的・経済的発展が、社

会的かつ政治的な現代化と同様に、経済的豊かさを促進させるととも

に、社会的格差を拡大させているという理論仮説に基づいている

（p.203）。

Vatter の新制度論に基づくコントロール変数は、コンセンサス型民

主主義の程度である（16）。彼は、フォーマル・インフォーマルな制度が、
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政策決定に大きな影響を与えているという仮定に基づき、コンセンサ

ス型とウェストミンスター型民主主義との間の区別が、特に重要な役

割を演じていると指摘している。コンセンサス型民主主義の相互譲歩

という特徴が、過大な連立政府や多くの分裂と共に非常に断片化した

政党システムの下では、拡張的な社会保障支出を促進する、という理

論仮説に基づいている。彼の 1971-1996 の期間のコンセンサス型民主

主 義 の 程 度 は、Lijphrt（1999） の 第 1 視 点（ 内 閣 の 政 党：executive 

parties）に基づき測られている（p.203）。

民主主義が経済成長に与える効果は、Barro（1996）、（1997）の研究

に代表されるように、民主主義の発展段階に依存していることが指摘

されている。民主主義の初期段階にある低開発国と強固な民主主義制

度が確立している先進国では、同じ民主主義制度でも経済に与える効

果は、前者が大きく、後者が小さいことが予想される。いわゆる、憲

法上の慣性 constitutional inertia が、国家間の憲法上の特徴の多様性を

説明するために歴史を利用することが可能であるということである

（Persson and Tabellini（2004）、p.28 及び（2003）の 7.3）。そこで本稿では、

アメリカの民主主義が誕生した 1800 年から 2005 年までの経過年数で

ある 205 年で、各国の民主主義が誕生した年 dem_age から 2005 年ま

での経過年数を割り、それを各国の民主主義の歴史を表す代理変数

age とする。すなわち、age＝（2005－dem_age）÷ 205 である。この変

数は、民主主義の歴史が長い国は大きい値をとる。なお、各国の dem_

age は、Persson and Tabellini（2003）の表 4.1 の民主主義の誕生年を

利用している。本稿では、この age 変数が民主主義の質と時代背景を

コントロールしている（17）。

有権者が政治家や政党に政策を委託するという partisan 理論に基づ

くならば、この理論は、政党が政治的な支持との引き換えに、有権者

の選好やイデオロギーについて、代理人として彼らを支えていると説

明する。内閣において右派の主要政党の強さが、福祉支出を制限する

ことによって社会政策に有意な差を生み出している。逆に、内閣の左
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派政党の強力な参加は、より高い福祉支出になる。このことから

Vatter（2005）は、政府の左派政党の強さをコントロール変数としてい

る（p.203）。このように政党構成や左翼政権、右翼政権、さらには、連

立内閣や分割政府等も政策形成に大いに影響を与えている。このよう

な政党構成や内閣構成の相違による政策選択は、政府の規模や社会保

障支出の規模に大きな影響を与えている。そこで本稿では、各国の政

策選択の相違をコントロールする変数として、GDP に対する政府支出

と社会保障支出のシェアを利用している。

4 ．実証分析

実証分析では、異常値と小国を除いた OECD 諸国についても回帰分

析を行っている。メキシコとトルコは、6 つのガバナンス指標の平均値

である民主主義の指標 democrac が、共に負であった。また、小国の

二院制構造のメリットが、大きくないことが予想されている。逆に、

国の規模が大きく連邦制である国は、そのメリットが強調されている。

そこで本稿では、民主主義の発展段階が低い 2 カ国と人口が 500 万未

満の小国 7 カ国を除いた 25 カ国の実証分析も行っている（18）。また、

人口が 1 千万人以上の 17 カ国、2 千万人以上の 13 カ国を対象とした二

院制の効果も推定した。

表3が実証分析結果の要約である。まず、われわれの実証分析結果は、

「熟慮の第二院」または「良識の府」という、二院制構造に期待された

効果を確認することができなかったということである。むしろ、二院

制構造は、経済的パフォーマンスに負の影響を与えているという可能

性が高いということである。二院制 bica の係数は、有意ではないが、

すべて負であり、その係数は国の規模が大きい標本についても、同様

な推定結果であった。意外な事実は、人口が 2 千万人以上の規模の大

きい国の二院制構造の効果が負であり、かつ、有意であるということ

である。理論は規模の大きい国において、二院制が比較優位となるの

であるが、実証分析結果は、逆の推定結果となった。しかし、この推
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定結果は、メキシコとトルコを含むモデルであり、両国を除いたモデ

ルでは、係数は負であるが、有意ではない（19）。

また、民主主義の質的改善に関する二院制構造の効果も、2 つの係数

が負である。国の規模が大きい標本では、その係数は正であり、古典

的政治学が予想する理論的符号条件と整合的であるが、有意ではない。

このような推定結果は、国の規模が大きい場合、民主主義の質的改善

に関しては、二院制構造のメリットが予想されるが、経済的パフォー

マンスに関しては、そのメリットはなく、むしろ、二院制構造が経済

的繁栄を犠牲にしていることが予想される。進歩効果、保守効果、分

権効果という、3 つの二院制構造に期待される効果は、正と負の効果が

予想されたが、負の効果が大きく、正の効果の小さいことが予想され

る。

表 3　二院制構造の推定結果

従属変数 成長率
lypdot

成長率
lypdot

成長率
lypdot

成長率
lypdot

民主主義
democrac

民主主義
democrac

民主主義
democrac

民主主義
democrac

切　片 19.7737 31.9301 27.1588 21.3095 -7.0702 -6.61339 -6.9716 -9.9724

beca
-0.5892

（0.1232）
-0.5063

（0.3260）
-1.1821

（0.1588）
-2.1299

（0.0744）
-0.0402

（0.7555）
-0.00441

（0.9805）
0.2232

（0.4079）
0.0824

（0.7529）

lyp
-1.6369

（0.0160）
-2.8531

（0.0120）
-2.0669

（0.1083）
-1.8717

（0.2140）
0.7561

（0.0018）
0.74727

（0.0546）
0.7229

（0.0915）
1.0106

（0.0172）

age
-0.2841

（0.7663）
0.7018

（0.5721）
0.7827

（0.6042）
0.5673

（0.7218）
0.3667

（0.2706）
0.22222

（0.6136）
0.0575

（0.9079）
0.0751

（0.8460）

sizegov
-0.0571

（0.2300）
-0.0641

（0.2816）
0.00005

（0.9959）
0.0394

（0.7682）
0.0235

（0.1534）
0.00696

（0.7382）
0.0268

（0.3629）
0.0336

（0.3163）

調整 R2 0.3939 0.4070 0.3688 0.4328 0.5722 0.3261 0.2998 0.7822

F　値 6.36 5.12 3.34 3.29 12.03 3.90 2.61 12.16

標　本 34 カ国
全標本

25 カ国
小国除く

17 カ国
中大国

13 カ国
中大国

34 カ国
全標本

25 カ国
小国除く

17 カ国
中大国

13 カ国
中大国

注：（　）内の値は p 値である。
注  ：25 カ国は人口 500 万人以上（メキシコとトルコ除く）、17 カ国は人口 1 千

万人以上（メキシコとトルコ含む）、13 カ国は人口 2 千万人以上の国（メキ
シコとトルコ含む）。
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Persson and Tabellini（2003）は、選挙制度がレントに有意な影響を

与えているという実証分析から、「デビルが民主主義の細目の中にい

る」（p.202）と表現している（20）。このことは民主主義の根幹である選挙

制度のある側面が、国民に便益を与えているのではなく、犠牲を課し

ていることを意味している。われわれの実証分析は、期待された理論

的予想は確認できなく、逆の異なる負の効果が予想されることから、

「民主主義制度の二院制の議会構造の中には、デビルを生み出す土壌が

ある」、という示唆を与えている。言い換えれば、二院制の議会構造を

採用している国は、「世界で最も政権運営が難しい民主制の一つ」（佐々

木（2013））となる民主主義制度が内包されている。このような民主主

義制度は、国民の満足の改善と直結していないことが予想される。国

民の熟慮というよりも、変化の激しい時代背景の下では、国民の意思

決定の遅れは、民主主義の質的改善と国民福祉の向上に対して、負の

影響を与える可能性は、高くなることが考えられる。

コントロール変数について、経済発展段階 lyp の係数は、経済的パ

フォーマンスについては全て負であり、有意水準 5% で統計的に有意で

ある。このことは、経済発展が進むことに対応して、1 当たりの所得が

抑制されていることを示している。そして、民主主義の改善について

は、経済発展と民主主義の質とが正の関係にあり、OECD 諸国は、一

人当たりの実質 GDP の上昇とともに民主主義の質的改善がなされてき

たことを示している。

また、民主主義の歴史的経過とともに、経済的繁栄と民主主義の改

善がなされるという、歴史効果は、全標本を除いて符号条件は整合的

であるが、有意ではない。

さらに政府の規模は、経済的繁栄に対して負、民主主義の改善につ

いては正である。しかし、いずれの係数も有意ではない。また、社会

保障支出 ssw を説明変数とするモデルの推定結果については、経済的

パフォーマンスに関する係数は有意ではないが、負であり、政府規模

の係数と同じ推定結果となっている。一方、民主主義に関する係数は、
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国の規模が大きい標本は、正であるが、他の 2 つの標本は負であった。

このような推定結果は、政府支出や社会保障支出の拡大は、民主主義

の質的改善に結びついているが、経済的繁栄を犠牲にしていることを

示唆している。

坂井・坂本（2012）は、「民主主義の改善は、政府の規模が強い予測

力をもっている可能性があるけれども、その政府の規模の拡大が経済

成長を推進させるという、正の関係になっていない」（p.206）、という

実証分析を提示している。政府規模の拡大は、民間部門を補完する公

共財を提供するために不可欠でもある。しかし、その拡大が民間部門

を抑制していることもあり得ることであり、本研究は、議会構造もそ

の中に含まれている可能性を示唆している。

5 ．むすび

2000 年代の OECD 諸国のデータから一人当たりの実質 GDP 成長率

は、二院制度を採用している国が 1.3％、一院制度の国は 1.9％であっ

た。1.3％と 1.9％の 0.6％の所得成長率の格差は、10 年後には、それぞ

れの所得が 1.1 倍と 1.2 倍となり、両者にはほとんど差がない。しかし、

50 年後には 1.9 倍と 2.5 倍、100 年後は、3.6 倍と 6.4 倍の格差が生じる。

このような制度間によって生まれるこの格差について、民主主義制度

の下で国民が選択した結果であるという議論は、説得的ではない。こ

の格差を生み出す民主主義制度の選択において責任を負うべきは、ま

ず研究者であり、次に政治家である。それは、制度選択が国民に与え

る便益や負担の理論的かつ数量的予想を行うのが研究者であり、その

研究成果を前提として国民に選択を問うのが政治家であり、国民は、

その政治家の提案する代替的政策を選択し、その政策を政治家に委託

しているからである。

われわれの数量的予想は、「二院制度の最も重要な利点の一つは、一

般的に議院立法が、二重審議を経ることに基づいたより高度な質的な

議会成果にある」という、古典的な政治理論の予想とは異なり、二院
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制構造の「熟慮の第二院」または、「良識の府」の効果を確認できな

かっただけでなく、むしろ、参議院（第二議会）は、国民が享受可能な

経済的繁栄を抑制している可能性が高いというものである。われわれ

の実証分析結果は、一院制と二院制の相違による民主主義の質的格差

は存在しないが、国家間の経済的格差の要因となっているということ

である。そして、理論予想に反して、国の規模が大きい二院制ほど、

一人当たりの GDP 成長率が低い結果となっている。

われわれの実証分析は多くの改善の余地がある。「現代国家における

政策はゲームの均衡結果として理解することが可能である。現代政治

経済学の研究においては、民主主義制度を合理的有権者と政治家との

相互作用におけるゲームとしてモデル化されている」。「このようなゲー

ムの基本的ルールが憲法であり、憲法の重要な側面は、民主主義の

ゲーム、すなわち、政府の形成規則や解散や選挙規則等を憲法に定め

ることである｣（坂井・岩井（2011）、p.100、Persson and Tabellini（2000）、

（2003）、p.15）。まず、この憲法上の特徴を踏まえた実証分析が可能であ

り、第二院の歴史的背景、国土面積や言語等も考慮する必要がある。

さらに、各国の二院制は多様であり、政党構成やインフォーマルまた

はフォーマルな特徴を踏まえた各国の議会構造の区別も必要となる。

これらの改善については、今後の研究課題としたい。

注
＊　本稿は、日本大学法学研究科大学院生上岡敦君の各国の議会制度に関す

るサーヴェイがヒントになっている。彼から文献の提供とともにコメント
を頂いた。また、本稿作成過程において、坂本直樹准教授（東北文化学園
大学）から適切なコメントを頂いた。両名に記して深謝申し上げたい。勿
論、残る過誤は筆者の責任である。

（ 1 ） 先進国の議会制度に関しては、Vatter（2005）、p.195、Lijphart（1999）、
Chap.11）を参照）。

（ 2 ） Vatter（2005）は、二院制がグローバリゼーションにおける経済や社
会的状況に反応できないことと下院で示された意思決定を上院が破棄する
ということに疑問を提示している（p.195）、また、待鳥（2012）は、参議
院が衆議院や内閣の意向を無視するという、憲法が依拠する議院内閣制の

20

二
九
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
九
二
）

最も重要な原則が損なわれていることを指摘し、参議院の選挙制度変更と
権限の縮小という国会改革を提案している。日本の衆参のねじれ現象によ
る強すぎる参議院の議論もある（増山）。

（ 3 ） Lijphart（1999）は、日本の首相公選制の議論について、「それは大統
領制への移行を意味し、これはすなわち、コンセンサス型から、より多数
決型の民主主義への移行です」、と指摘し、このような制度変更に反対し
ている（p.ix）。

（ 4 ） 待鳥（2012）は、参議院を「多数主義とコンセンサス主義の悪しき折
衷」と表現している。

（ 5 ） Persson and Tabellini（2003）、表 9.1、及び坂井・岩井（2011）、表 1
及び Acemoglu（2005）、p.1032 参照）。彼らは、多数制と比例制との間の
大雑把な区別以上に、選挙制度に関する詳細がより重要であるということ、
また、政府の形の効果は、民主主義制度の全体的な質と微妙な方法で相互
作用している（p.215-6）、ということを明らかにしている。また、坂井・
坂本（2012）は、2000 年代の OECD 諸国のデータから、1 人当たりの実
質ＧＤＰ成長率において、比例制と多数制を選択している国々の間に、前
者が約年 0.57% 高いという格差が存在していることを明らかにしている。

（ 6 ） 大統領制の負の効果は、悪い民主主義に限定されている（Persson 
and Tabellini（2003）p.215）。Persson and Tabellini（2003）の選挙制度
と政府の形に関する実証分析結果の詳細は、坂井・岩井（2011）と坂井

（2012）を参照。
（ 7 ） Lijphart（1999）は、有効議会政党数、最小勝利単独内閣、行政府の

優越性、得票率と議席率の乖離、利益分配システム（競争・市場か、調整
的・妥協的か）の 5 変数は、政府の形や選挙制度に関わるものであり、極
めて高い相関関係にあることを明らかにした。Lijphart は、この変数群を
政府・政党または共有権力次元と呼んでいる。また連邦制・地方分権、議
会構造（二院制度）、憲法改正の柔軟性・硬直性、違憲審査・司法の独立
性、中央銀行の独立性の 5 変数は、中央政府の権限の集中化に関わるもの
であり、これらの変数も極めて高い相関関係にある。この相関関係を踏ま
えて、この変数群を連邦制・分割権限次元と呼んでいる。この 2 つの変数
群を標準化した平均値が高い値の国を多数決型民主主義、低い値の国をコ
ンセンサス型民主主義に分類している（第 14 章）。但し、回帰分析では、
コンセンサス型民主主義の値が大きくなるように調整している（第 15、16
章、付録 A）。

（ 8 ） Tavares and Wacziarg（2001）は、実証分析結果から民主主義制度が、
以下のようなものであると述べている。「それは、教育への機会を拡大さ
せることと所得の不平等を引き下げることによって、貧しい人々の要求に
応えるというものである。しかし、それは物的資本の蓄積を犠牲にして行
うという制度である」（p.1341）。
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（ 9 ） Vatter（2005）の進歩効果、保守効果、分権効果推定の実証分析は、
以下のデータを利用している（pp.200-201）。国家干渉の引下げという進歩
効果のデータは、政府支出の成長（公的支出÷GNP）、社会福祉支出の成
長（社会保障支出÷GNP）、税の超過負担：（租税負担 tax load÷GNP）、
公的部門の雇用の比率の増加：（公的部門の雇用者÷生産年齢人口）。革新
的なことを避けるという保守効果のデータは、公共政策研究における共通
な指標はなく、先行研究者の労働市場政策の法改正、税制改革、家族政策
の改革さらには、健康・教育政策のデータを利用している。また、中央集
権化を避ける分権化効果のデータは、先行研究者の財政の集中化と財政難
のデータ（中央政府の収入÷総財政収入、政府支出の増加／総需要の増加

（弾力性 ie. 財政支出乗数の逆数）を利用している。
（10） Freedom House による Gastil index（政治的権利と市民権の平均）：こ

の指標は 1 と 7 の間の値をとり、小さい値が良い民主主義である。また、
世界の政治体制を格付けしている Polity Ⅳ：polity は－10 から＋10 の値
をとり、大きい値が良い民主主義国家である。さらに、Economist 
Intelligent Unit Limited（2010）の Democracy Index 2010 がある（坂井・
坂本（2012）、坂井（2013）参照）。

（11） 世界銀行の WGI は、ガバナンスを次のように定義している。「ガバナ
ンスは、政府が行使する諸々な伝統と諸制度から構成されている。これに
は、政府が選ばれて、監視され、交代するプロセス、正しい政策を効果的
に形成し、実行する政府の能力、そして、市民の利害（関心・尊厳）と経
済・社会と国民との間の相互作用を統治する諸制度についての状態が含ま
れている」。詳しい説明は、坂井（2013）を参照。

（12） 本稿における仮説検定および計量分析は、統計ソフト SAS を利用し
ている。

（13） WGI の 6 つのガバナンス指標に関する基本統計量と相関関係に関す
る詳しい説明は、坂井（2013）、表 2 と表 3 を参照。

（14） 民主主義→経済成長という関係に関する実証分析は、Barro（1996）,
（1997）の先駆的研究をはじめとして多くの研究蓄積がなされている。ま
た、所得→民主主義（Lipset/Ariatole 仮説）の実証分析も蓄積されている。
このような民主主義と経済成長に関するサーヴェイは、坂井（2013）を参
照。

（15） 政策は経済発展に伴って引き起こされる諸問題に対する反応として理
解するならば、制度も同様に位置づけることが可能である。したがって、
制度は成長の結果であり、かつ、成長の制約要因ともなっている。North 
and Thomas（1973）の議論は、後者を重視しているアプローチと考えられ
る。Acemoglu et al（2005）、p.388、Vatter（2005）、p.203 参照。

（16） Lijhart は、コンセンサス型民主主義の下での諸制度について、「統治
への幅広い参加や、政府の政策に対する広範な意見の一致をめざし、また
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政治権力を様々な方法で共有、拡散、制限しようとする」（粕谷（2010）、
p.2）、と説明している。

（17） 民主主義が最初に誕生したのは、1800 年のアメリカである。age 変数
は、Persson and Tabellini（2003）に基づいている（p.81）。なお、1991 年
ユーゴスラビアから独立したスロべニアは、大統領選挙を行った 1992 年
を民主主義の誕生年としている。

（18） エストニア、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルグ、オラン
ダ、ノルウェー、スロベニアの 7 カ国は、人口が 500 万人以下である。

（19） 11 カ国の became 係数の推定結果は、0.4193、p 値 0.57、F 値 0.15 で
あった。

（20） Persson and Tabellini（2003）は、選挙制度がレントに有意な影響を
与えているという実証分析だけでなく、Persson and Tabellini（2006）に
おいても、選挙制度が経済成長に有意な影響を与えていることを指摘して
いる（坂井・岩井（2011））。

付録A　データの出所
二 院 制 度（ 議 会 構 造 ）：http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_

legislatures
WGI（ 民 主 主 義 の 指 標 ）： 世 界 銀 行 研 究 所 の Worldwide Governance 

Indicators は、以下の Web site を利用している。http://info.worldbank.
org/governance/wgi/index.asp お よ び http://info.worldbank.org/
governance/wgi/pdf/wgidataset.xls

OECD の主要データは、Web site（http://www.oecd.org/document/0,3746,
en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html）を利用している。以下は、本
稿において利用したデータと出所の詳細である。

lyp：一人当たり実質 GDP（対数）：2005 年価格、2001-2010 平均、OECD.
Stat（2012）.

gdpdot：実質 GDP 成長率（％）（2005 年価格）：2000-2010 年平均、OECD 
Annex Table 1.  Real GDP.

ydot：一人当たり実質 GDP 成長率（％）：2005 年価格、2002-2010 平均、
OECD.Stat（2012）

cpi：消費者物価上昇率（％）：2000-2010 年平均、OECD, Annex Table 18.  
Consumer price indices.

gdefl a：GDP デフレーター上昇率（％）：2000-2010 年平均 OECD  Annex 
Table 16.  GDP defl ators

sizegov：政府の規模（％）：名目政府最終消費支出÷名目 GDP, 2004-2010
平均、OECD National Accounts Statistics（database）

ssw：一般政府の社会保障支出（％）：一般政府の社会保障支出÷名目 GDP, 
2001-2010 平均、OECD Social Expenditure Statistics（database）
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lpop：人口（百万人）：2000 年代の平均、OECD Factbook 2011: Economic, 
Environmental and Social Statistics.

dem_age：民主主義の成立年（西暦）、Pesson and Tabellini（2003）、表 4.1
age： 民 主 主 義 の 経 過 年 数：age＝（2005－dem_age）÷ 205）、Pesson and 

Tabellini（2003）, p.81.
u: 失業率（%）：2004-2010 年平均、OECD.Stat（2012）
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